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［総括・概要］ 
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平成 26年度の政策評価の概観と評価の改善点 

 

１ はじめに 

 外務省の任務は，平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに，主体的かつ積極

的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し

発展させつつ，国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること(外務省

設置法第３条)であり，平成25年度においても，限られた投入資源(予算，定員)を効果

的・効率的に活用し，与えられた任務を全うすべく政策を企画・実施しました。本書は，

当省が企画・実施した政策の自己評価を取りまとめたものです。 

 政策評価制度は，その実施により，「効果的かつ効率的な行政の推進」及び「国民に

対する行政の説明責任の徹底」を実現することを目指しています。この政策評価の目的

の実現に向けた取組を前進させるため，本年度より，「評価の標準化」及び「評価の重

点化」を実施することとなりました。詳しくは下記４を参照願います。 

 また，評価の客観性を高めるため，昨年度に引き続き，定量的な測定指標及び参考指

標を可能な限り設けましたが，その多くは，多面的な外交政策の一側面を示すものであ

り，施策の進捗状況全般を示すことは困難です。このため，定性的な測定指標を中心に

用いていますが，目標を達成できたか否かを判断する具体的な目標をできる限り設定す

ることにより，施策の進捗をより客観的に示すことに努めました。 

 

２ 外務省の政策評価 

(１)政策評価制度の導入 

 我が国の政策評価の制度は，平成９年 12 月の行政改革会議の最終報告で，行政機関

が行う政策が効果を上げているかどうかを評価し，その結果を将来の政策の企画立案に

結びつける仕組みを強化すべきだとの提言があったことをきっかけとして検討され，平

成 13 年１月，中央省庁等改革の大きな柱の一つとして，国民本位の効率的で質の高い

行政の実現などを目的として導入されました。同年６月，「行政機関が行う政策の評価

に関する法律」(以下，政策評価法)」が制定され，平成 14 年４月１日から施行されま

した。この法律によって，すべての府省が，自らの行った政策について評価を行うこと

が義務づけられました。 

(２)外務省の政策評価の実施体制 

ア 施策所管部局 

 外務省が行う政策評価は，個別の施策を所管する各部局である施策所管部局が，毎年

度の実施計画に基づき，それぞれの部局が担当する施策について，自己評価を行います。

施策所管部局は，取組実績やその成果を施策の目標と照らし合わせ，目標に向けた進捗

状況を中心に分析，評価します。 
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イ 評価の総合審査 

 考査・政策評価官，大臣官房総務課，会計課，総合外交政策局総務課及び政策企画室

が，施策所管部局が実施した評価の結果に対する総合的な審査を行います。 

ウ 学識経験を有する者の知見の活用 

 政策評価法では，各府省の自己評価が原則となっていますが，評価の客観性を確保す

るために，学識経験を有する者の知見を活用することが求められています。外務省でも，

平成 15 年度から，政策評価法第３条第２項の規定に基づき，政策評価の厳格かつ客観

的な推進のために，学識経験を有する者からの意見聴取の仕組みとして，政策評価及び

外交に関する有識者からなる「外務省政策評価アドバイザリー・グループ(AG)」を設置

しています。AGからは，外務省の評価方法の適正性や，基本的な方針などの策定・改定

について意見を求めるほか，評価結果についても意見を聴取しています。今回の政策評

価書作成に際しても，３月及び７月に同会合を開催し，評価書の形式や記述のあり方，

個々の施策の評価内容について所見を述べていただきました。 

 また，AGメンバーから個々の施策評価についての所見を求め，同所見を評価書の中に

掲載しています(評価書における「学識経験を有する者の知見の活用」欄参照)。 

AGメンバーは以下のとおりです。 

秋月 謙吾    京都大学大学院 教授 

稲沢 克祐    関西学院大学専門職大学院 教授 

神保 謙     慶應義塾大学総合政策学部 准教授 

添谷 芳秀    慶應義塾大学法学部 教授 

中西 寬      京都大学大学院 教授 

福田 耕治    早稲田大学政治経済学術院 教授 

山田 治徳    早稲田大学大学院 教授 

 

３ 平成26年度評価の枠組み 

(１)政策評価に関する基本的方針(基本計画・実施計画) 

 外務省は，政策評価法の制定・施行を受け，平成 14 年度から政策評価を実施してい

ます。この政策評価は，政策評価法及び関連の閣議決定に基づいて，定められている「外

務省における政策評価の基本計画」(現行の計画期間は平成 25 年度から平成 29 年度ま

で。以下「基本計画」。)及び「平成 26 年度外務省政策評価実施計画」(平成 25 年４月

１日から26年３月31日までに実施した施策を対象。以下「実施計画」。)に基づいて実

施されています。 

 基本計画は，外務省における政策評価の基本的事項を定めています。この基本計画は，

５年間の期間中，外務省が行う政策評価の目的，実施に当たっての基本的考え方，実施

体制，政策への反映，情報の公開等の基本的事項等を定めています。 

毎年作成する実施計画は，政策評価の実施上の具体的項目，例えば対象となる施策，

評価方法等を定めています。 
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 外務省では，政策評価体系において，７つの基本目標の下に 19 の施策を設定して評

価を実施しています。平成26年度は，このうち10施策について評価を実施しました。 

(２)政府開発援助(ODA)に関する政策評価 

 政府開発援助(ODA)に関しては，外務省では政策評価法が施行される前から，国際的

に確立した評価の手法も取り入れた評価を行っています。 

 我が国のODAに関する評価は，①ODAの基本政策(国別及び，重点課題別の援助政策等)

を対象とする政策レベル評価，②共通の目的を持った複数のプロジェクト等の集合体を

対象としたプログラム・レベル評価，③個々のプロジェクトを対象とした事業評価があ

り，外務省では政策レベル評価及びプログラム・レベル評価を実施しています。 

 政策評価法に基づく政策評価では，ODA政策全体についての評価を行いました(施策Ⅵ

－１)。また，政策評価法第７条第２項第２号イ及びロにより事後評価が義務づけられ

ているODAに係る未着手・未了案件についても，当該案件を引き続き実施するか，中止

するかを明らかにする形の評価を行いました。 

 外務省以外にも，ODAの実施機関であるJICA(独立行政法人国際協力機構)やODA関係

省庁がODAに関する評価をそれぞれ実施しています。 

 ODA評価に関する外務省及びJICAのホームページ・アドレスは以下のとおりです。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/kaikaku/hyoka.html(外務省) 

http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/index.html(JICA) 

(３)分担金・拠出金の評価 

 分担金・拠出金の評価は，全ての国際機関への分担金・拠出金を政務及び安全保障分

野，経済及び社会分野及び地球規模の諸問題の３つの分野に分け，各分野の分担金・拠

出金を施策として評価しています。なお，この評価では，各分野の分担金・拠出金から，

主な分担金・拠出金を毎年度順次取り上げ評価することにより，各分野の全体の評価に

代えています。 

(４)政策評価と行政事業レビューとの連携 

平成 25 年度より実施されている政策評価と行政事業レビューとの連携強化について

は，引き続き政策評価の対象となる施策を構成する事務事業と行政事業レビューの対象

事業との対応関係を明確化する等の取組を行いました。 

 

４ 平成26年度政策評価における改善点 

安倍内閣下の経済財政諮問会議において，政策評価は，政策の効果と質を高めるため

の政策インフラであるとされ，経済再生，財政健全化に資する重要な分野について，い

わゆるPDCAサイクルの実効性の向上を図るべきことが強調されました。 

これを受け，政策評価について，２つの改善策が導入されました。 

まず，施策の進捗状況を分かりやすく示すとともに，各府省間の統一性及び一覧性を

一層進めるため，施策ごとの目標の達成度合いについて，各府省共通の５区分の評語で

表示することとなりました(標準化)。 
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また，評価作業を効率的に実施するため，業務量，緊急性等を勘案した評価周期とす

るとともに，評価を行わない年度には毎年度の実績を測定(モニタリング)することした

上で，施策の達成手段の有効性及び効率性，事前に想定できなかった要因(外部要因)に

ついての分析等を一層行うこととなりました (重点化)。 

これら改善策については，総務省と各府省で協議の結果，平成25年12月に改定され

た「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」の中で定められています。 

上記改善策の導入に伴い，当省の政策評価についても，基本計画及び実施計画の必要

な改定を行った上で，以下のとおりの措置を実施しました。 

(１)評価の実施サイクル 

昨年度までは，当省が実施する施策を対象に毎年評価を実施してきましたが，本年度

からは，次のとおりとしました。 

ア 施策を主に２つのグループに分け２年に１度，過去２年間の実績をもとに評価する

こととしました。(ただし，改善策実施の初年度にあたる本年度の評価については，

過去１年間の実績をもとに評価しました。) 

イ 当該年度に評価を実施しないグループの施策については，その翌年度にまとめて２

年間分の実績を評価することになりますが，その途中経過として過去１年間の実績を

測定(モニタリング)することとしました。 

ウ 基本目標Ⅶの下に掲げる３施策(分担金・拠出金)については，これまでと同様に毎

年度評価を実施することとしました。 

(２)評価結果の判定方法 

昨年度までは，評価結果について外務省独自で定義した５段階の評語を用いて評定し

てきましたが，上記の「標準化」の導入に伴い，本年度より各測定指標であらかじめ設

定した目標の達成状況をもとに，施策目標の達成度合いを「目標超過達成」，「目標達成」，

「相当程度進展あり」，「進展が大きくない」，「目標に向かっていない」の５区分で表示

することとしました。 

目標の達成度合いは，次の基準に沿って判定しています。以下のとおりです。 
目標の達成度合い 判定基準 

目標超過達成 全ての測定指標で目標が達成され，かつ，測定指標の主要なものが

目標を大幅に上回って達成されたと認められる。 

目標達成 全ての測定指標で目標が達成されたと認められる。 

相当程度進展あり 一部(又は全部)の測定指標で目標が達成されなかったが，主要な測

定指標は概ね目標に近い実績を示したと考えられる。 

進展が大きくない 一部(又は全部)の測定指標で目標が達成されず，主要な測定指標に

ついても目標に近い実績を示さなかったと考えられる。 

目標に向かっていない 主要な測定指標の全部(又は一部)が目標を達成しなかったため，目

標の達成に向けて進展していたとは認められない。 

(３)フォーマット 

政策評価書及び事前分析表のフォーマットについては，基本的に改定されたガイ
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ドラインを踏まえたものに改定しました。 

 

５ 本年度評価結果の概要   

本年度評価を実施した 10 施策の目標の達成度合いは，以下のとおりでした。なお，

関係国の立場や国際情勢の変化(いわゆる外部要因)から影響を受けることが多いなど

の外交政策の特性を勘案して評価しています。 

基本目標Ⅰ：地域別外交 目標の達成度合い 

 施策Ⅰ－１ アジア大洋州地域外交 － 

 施策Ⅰ－２ 北米地域外交 － 

 施策Ⅰ－３ 中南米地域外交 － 

 施策Ⅰ－４ 欧州地域外交 － 

 施策Ⅰ－５ 中東地域外交 － 

 施策Ⅰ－６ アフリカ地域外交 － 

基本目標Ⅱ：分野別外交  

 施策Ⅱ－１ 国際の平和と安定に対する取組 相当程度進展あり 

 施策Ⅱ－２ 国際経済に関する取組 相当程度進展あり 

 施策Ⅱ－３ 国際法の形成・発展に向けた取組 相当程度進展あり 

 施策Ⅱ－４ 
的確な情報収集及び分析，並びに情報及び分析の政策決

定ラインへの提供 

相当程度進展あり 

基本目標Ⅲ：広報，文化交流及び報道対策  

 施策Ⅲ－１ 国内広報・海外広報・IT広報・文化交流・報道対策 相当程度進展あり 

基本目標Ⅳ：領事政策  

 施策Ⅳ－１ 領事政策 － 

基本目標Ⅴ：外交実施体制の整備・強化  

 施策Ⅴ－１ 外交実施体制の整備・強化 － 

 施策Ⅴ－２ 外交通信基盤の整備・拡充及びITを活用した業務改革 － 

基本目標Ⅵ：経済協力  

 施策Ⅵ－１ 経済協力 相当程度進展あり 

 施策Ⅵ－２ 地球規模の諸問題への取組 相当程度進展あり 

基本目標Ⅶ：分担金・拠出金  

 施策Ⅶ－１ 国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献 目標達成 

 施策Ⅶ－２ 国際機関を通じた経済及び社会分野に係る国際貢献 目標達成 

 施策Ⅶ－３ 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献 目標達成 

(注)目標の達成度合いが「－」となっている施策は，本年度は評価を実施せず，実績のモニタリングを行っ

た施策です。 

 

６ 今後に向けた取組 

PDCAサイクルを通じた効果的かつ効率的な行政を推進し，国民に対する説明責任を徹

底するため，具体的な目標の設定や各施策の評価結果に照らした今後の施策への反映の

方向性のより明確な記述等に努めます。 

本年度は，標準化と重点化を柱とする新たな制度の下で最初の評価となりますが，こ
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うした取組で得た経験を通じ，更なる工夫を進め，外交政策を国民の皆様により分かり

やすく説明するよう努めていきたいと考えています。 
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(凡例) 測定指標の目標の達成状況の表記について 

 

本評価書においては，測定指標の目標の達成状況を総合して評価結果(目標の達成度

合い)を判定しています。個々の測定指標において，当該年度の目標の達成状況は，以

下の判断基準で判定し，結果は同判定に該当する記号で示しています。 

◎ 目標を大幅に上回って達成した。 

〇 目標を達成した。 

△ おおむね目標に近い進展を示した。 

▲ 目標の達成に向け，一定の進展を示した。 

× 目標の達成に向け，ほとんど進展が見られない。 

(なお，測定指標で測定する実績が未確定等の理由から判定不能の場合，「－」の記号を

付しています。) 
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［実施計画に基づく事後評価］ 
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基本目標Ⅰ 地域別外交 

 

13 
 





 

 

 

 

 

 
施策Ⅰ-１ アジア大洋州地域外交(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅰ－１) 

施策名 アジア大洋州地域外交 

達成すべ

き目標 

アジア大洋州地域の安定と繁栄の確保を目指し，地域協力を推進するとともに，域内諸国・地域間

における未来に向けた友好関係を構築するため，以下を達成する。 

１ 東アジア地域の地域協力を通じて地域の安定と繁栄を確保するとともに，域内各国との連携を強

化する。 

２ 北朝鮮をめぐる諸懸案を包括的に解決し，その上で，我が国と北東アジア地域の平和と安定に資

する形で日朝国交正常化を実現する。 

３ 日韓関係を更に高い次元に発展させ，これを通じての地域の平和と繁栄に寄与する。 

４ 日中「戦略的互恵関係」の原点に戻り，関係を進めていくよう，働きかけていく。また，日モン

ゴル関係を一層深化させる。 

５ 我が国とメコン川流域５か国(タイ，ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー)との間におい

て，お互いの政府要人往来をはじめとする二国間の対話・交流，インフラ海外展開等による経済外交

を推進するとともに，各種経済協議を通じた貿易投資環境の整備，同地域を広域的に開発することを

目指すメコン地域開発の促進などの取組を通じて，二国間関係の強化や地域の安定と発展を図る。 

６ インドネシア，シンガポール，東ティモール，フィリピン，ブルネイ及びマレーシアとの二国間

関係を新たな高みに引き上げるための外交を展開する。 

７ 南西アジア諸国との二国間関係を更に強化し，同地域全体の安定と繁栄に寄与する。特に潜在力

の大きなインドとの間で連携を強化する。 

８ 以下の取組により，豪州，ニュージーランド(NZ)との二国間関係を更に強化するとともに，太平

洋島嶼国・地域との友好協力関係を深化し，国際社会等における我が国の取組への支援を確保する。 

(１)ハイレベルでの要人往来や各種協議を通じた所管国との関係強化 

(２)国際場裏での我が国に対する支持確保 

(３)人的交流を通じた対日理解促進・友好関係の構築 
施策の概

要 

１ 東アジアにおける地域協力の強化 

日本の平和，安全，繁栄にとって不可欠である，豊かで安定し開かれた東アジアの実現のため，日

米同盟を基軸としながら，二国間関係に加え，日・ASEAN，東アジア首脳会議(EAS)，ASEAN+３，日中

韓などの多国間の様々な地域協力枠組みを活用して連携を強化するとともに，地域共通の課題に取り

組んでいく。 

２ 朝鮮半島の安定に向けた努力 

(１)核，ミサイル等の安全保障問題の解決に向けて取り組む。 

(２)拉致問題の解決や日朝国交正常化に向けて取り組む。 

３ 未来志向の日韓関係の推進 

(１)政治レベルの意思疎通を促進する。 

(２)人的交流を拡大する。 

(３)日韓間の過去に起因する諸問題に取り組む。 

(４)日韓間の懸案への対応(竹島問題，排他的経済水域(EEZ)境界画定等)に対応する。 

(５)経済関係緊密化のための各種協議等の推進(日韓経済連携協定(EPA)を含む)を推進する。 

(６)安全保障分野における協力を推進する。 

４ 未来志向の日中関係の推進及び日モンゴル関係の強化等 

(１)日中関係は，尖閣諸島に対する中国独自の主張により難しい状況にあるが，中国側と粘り強く対話

を行い，個別の事案が関係全体に影響を及ぼさないようコントロールしていくとの「戦略的互恵関係」

の原点に立ち戻るよう働きかけていく。中国との間では可能な分野での協力を積み重ね関係改善につ

なげていく。 

(２)日モンゴル関係は，「戦略的パートナーシップ」の構築の具体化に向け，特に，ハイレベル対話を

はじめとした多層的な両国間の戦略的対話の促進に努める。 

５ タイ，ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマーとの友好関係の強化 

(１)我が国はメコン河流域５か国(タイ，ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー)との間において，

お互いの政府の要人往来をはじめとする二国間の対話・交流，インフラ海外展開等による経済外交を

推進する。 

(２)各種の経済協議を通じた貿易投資環境の整備，同地域を広域的に開発することを目指すメコン地域

開発の促進などの取組を通じて，二国間関係の強化や地域の安定と発展を図る。 

６ インドネシア，シンガポール，東ティモール，フィリピン，ブルネイ，マレーシアとの友好関係の

強化 
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以下の事業を通じ，インドネシア，シンガポール，東ティモール，フィリピン，ブルネイ及びマレ

ーシアとの関係を強化する。 

(１)要人往来を始めとする様々なレベルでの対話・交流・協力の継続・推進 

(２)各国との EPAの協議・実施等経済分野での関係緊密化 

(３)平和構築等，地域及び国際的課題に関する協力 

７ 南西アジア諸国との友好関係の強化 

(１)インドとの戦略的グローバル・パートナーシップを強化する。 

(２)要人往来や首相・外相会談を含む様々なレベルでの対話・交流を継続・促進する。 

(３)南西アジア地域の安定と繁栄に向けた様々な支援・協力を実施する。 

８ 大洋州地域諸国との友好関係の強化 

(１)アジア大洋州地域の平和と安定に資するよう，豪州及び NZ との様々なレベルでの対話を実施する

ことで，豪州にあっては「戦略的パートナーシップ」を強化し，NZ にあっては協力関係を推進する。 

(２)太平洋島嶼国・地域の対日友好関係の深化と我が国の国際場裏における取組に対する支持と信頼を

得るため，ハイレベルを含む人的交流を拡大し対話を行うとともに，平成 25年 10月に東京で第２回

太平洋・島サミット中間閣僚会合を行う。 

施策の予

算額・執

行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 1,978 2,115 2,149 2,302  

補正予算(b) 474 547 380  

繰越し等(c) 647 △ 440   

合計(a＋b＋c) 3,099 2,221   

執行額(百万円，d) 2,975 1,975   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

アジア大洋州局 政策評価〔モニタリ

ング〕実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 東アジアにおける地域協力の強化 

概要 日本の平和，安全，繁栄にとって不可欠である，豊かで安定し開かれた東アジアの実現のため，

日米同盟を基軸としながら，二国間関係に加え，日・ASEAN，東アジア首脳会議(EAS)，ASEAN+３，

日中韓などの多国間の様々な地域協力枠組みを活用して連携を強化するとともに，地域共通の課題

に取り組んでいく。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

 (積極的平和主義)部分 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

 (日本外交の三本柱)部分 

 

測

定

指

標 

１(１)日 ASEAN協力の進展 年度目標 

基

準 

23

年

度 

東日本大震災を受けて４月に開催された日・ASEAN 特別

外相会議は，日・ASEAN 間の強い連帯の一層の深まりを示

す歴史的な会議となった。日・ASEAN首脳会議では，ASEAN

連結性強化，防災協力，青少年交流分野での協力強化を表

明し，また「バリ宣言」及び行動計画を採択するなど，日・

ASEAN 関係が強化，発展した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

７月に開催された日・ASEAN 外相会議では，日・ASEAN

との協力を開始してから 40 周年を迎える平成 25(2013)年

を日・ASEAN友好協力 40周年とし，日本で特別首脳会議を

開催する旨，外相レベルで合意された。また，11月に開催

された日・ASEAN 首脳会議では，各国から上記特別首脳会

議の開催は日・ASEAN関係にとって歴史的な出来事であり，

重要視している旨発言があった。同特別首脳会議では日・

ASEAN 関係の強化・深化のため，中長期的なビジョンにつ

き議論される予定である。 

ASEAN を中心とする各種地域協力を強

化する。   

  

  

  

  

25

年

度 

12 月に東京で開催された日・ASEAN 特別首脳会議におい

て，日・ASEAN協力の中・長期的方向性を示した「日・ASEAN

友好協力ビジョン・ステートメント」，「同実施計画」が

採択された。これらを踏まえ，協力を強化していくことと

なった。 

ASEAN 共同体構築に向けた支援を継続

する。また，12 月の日・ASEAN 特別首脳

会議で，日・ASEAN 関係の中長期的ビジ

ョンを策定し，確固とした協力の枠組み

を形成する。 

 
目

標 
－ 

ASEAN 共同体構築が見込まれている平成 27(2015)年，ポ

スト 2015 年を見据えた協力を視野に「日･ASEAN 行動計画

2011-2015」に代わる新たな協力枠組みを策定する。 

 

 １(２)ASEAN+３協力の進展 年度目標 

基

準 

23 

年

度 

ASEAN+３首脳会議では，金融協力の重要性について一致

した他，ASEAN+３緊急米備蓄(APTERR)協定署名に高い評価

が示されるなど，実務協力が進展した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

チェンマイ・イニシアティブの規模の倍増や，ASEAN+３

緊急米備蓄(APTERR)協定が発効することにつき，歓迎され

た。11月の第 15回 ASEAN+３「記念首脳会議」では，「ASEAN+

３協力 15周年記念首脳共同声明」及び「ASEAN+３連結性パ

ートナーシップに関する首脳声明」が採択されるなど，

ASEAN+３協力は一層の進展を見せた。 

ASEAN を中心とする各種地域協力を強

化する。  

 

25

年

度 

ASEAN+３首脳会議では「 ASEAN+ ３協力作業計画

(2007-17)」の改訂版(2013-17)が採択された。 

また，「ASEAN＋３マクロ経済リサーチ・オフィス(AMRO)」

を国際機関化するための協定の早期署名に向けて進展があ

った。 

更に，APTERR協定の運用が開始され，実務協力は着実に

推進された。 

ASEAN+３首脳会議では，金融分野，特

に ASEAN+３マクロ経済リサーチ・オフィ

ス(AMRO)の国際機関化に向けて協力を

進める。また，2007 年に策定された

ASEAN+３協力作業計画(2007～2017)に

沿って，食料安全保障，金融協力等の広

範な分野で ASEAN+３協力を引き続き推

進する。 
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目

標 
－ 

ASEAN+３首脳会議では，金融分野，特に ASEAN+３マクロ

経済リサーチ・オフィス(AMRO)の国際機関化に向けて協力

を進める。 

 

 １(３)東アジア首脳会議(EAS)協力の進展 年度目標 

基

準 

23 

年

度 

米露の初の正式参加となった東アジア首脳会議(EAS)で

は，参加国の間で海洋について協力・対話を進めることで

一致するなど，従来からの実務分野の協力に加え，政治・

安全保障分野において大きな進展があった。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

第７回目の EAS首脳会議では，成功裏に開催された ASEAN

海洋フォーラム(AMF)拡大会合，連結性の強化や低炭素成長

にむけた協力等について支持が表明された。また，日本か

ら経済・貿易，エネルギー，災害管理，青少年交流，国境

を越える犯罪，軍縮・不拡散，民主的価値の共有等の分野

について，協力の重要性を指摘した。同会議において，「EAS

開発イニシアティブに関するプノンペン宣言」及び「マラ

リア対策及び薬剤耐性マラリアへの地域的な対応に関する

宣言」の二文書が採択された。 

ASEAN を中心とする各種地域協力を強

化する。  

 

25

年

度 

第８回 EAS 首脳会議では，海洋安全保障，連結性，災害

管理及び低炭素成長への協力に関する議論を行った。南シ

ナ海をめぐる問題については，日本の基本的立場について

述べると共に，法的拘束力があり紛争解決にも資する実効

性のある行動規範(COC)が早期に作成されることを期待す

ると述べたのに対し，多くの国からも同様の発言があった。 

政治・安全保障分野の取組を引き続き

強化し，各国とともに安全保障及び海洋

協力等について協力を目指す。 

 目

標 
－ 

政治・安全保障分野の取組を引き続き強化し，各国とと

もに安全保障及び海洋協力等について協力を目指す。 

 

 １(４)日中韓三か国協力の進展 年度目標 

基

準 
－ 

サミット・外相会議等を通じた，日中韓三か国における

協力の強化 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

５月に日本で開催された日中韓サミットでは，経済連携，

観光，環境，文化交流など幅広い分野で三国間協力を進め

ること等を内容とする首脳宣言を発出するとともに，原子

力安全，再生可能エネルギー等，防災の分野で個別に成果

文書を発出した。９月には日中韓協力事務局がソウルに設

立された。 

日中韓三か国協力を強化する。 

 

24

年

度 

５月に日中韓サミットが開催され，日中韓投資協定の署

名が行われ，貿易・投資，人的交流等における三国間協力

を進めること等を内容とする首脳宣言を発出するととも

に，林業や農業協力に関する個別の成果文書を発出した。

11 月には日中韓 FTA締結交渉開始を宣言した。また，平成

23 年に設立された日中韓協力事務局が９月で１周年を迎

え，国際シンポジウムを開催し，日中韓協力の強化に積極

的に貢献した。 

日中韓三か国協力を強化する。 

 

25

年

度 

日中韓サミット及び外相会議は開催されなかったが，日

中韓 FTA 交渉会合を４回実施し，日中韓防災机上演習を東

京で開催するなど，具体的な協力が見られたほか，新たに

日本政府から日中韓協力事務局の事務局長を派遣するな

ど，日本政府として積極的に日中韓協力の進展に貢献した。 

日中韓サミットや外相会議を通じて，

既存の協力分野をさらに発展させると

ともに，新しい協力分野を発掘し，協力

を深化及び拡大させていくよう努める

とともに，日中韓協力事務局の活動をし

っかりサポートしていく。 

 

目

標 
－ 

日中韓サミットや外相会議を通じて，既存の協力分野を

さらに発展させるとともに，新しい協力分野を発掘し，協

力を深化及び拡大させていくよう努めるとともに，日中韓

協力事務局の活動をしっかりサポートしていく。 

 

 １(５)地域の安定と繁栄を目指したその他の協力の進展 年度目標 
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基

準 
－ 

首脳・外相会談等を通じた，各地域協力枠組みにおける

協力の強化 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 アジア協力対話(ACD)では，第 10 回外相会合がクウェー

トにて開催され，ACDが 10周年を迎えたことを受け，貿易・

投資，金融，文化，エネルギー，教育，環境，防災，食料

安全保障等の分野において引き続き協力を強化していく重

要性を確認した。 

 首脳・外相会談等を通じた，各地域協

力枠組みにおける協力を強化する。 

 

24

年

度 

アジア協力対話(ACD)では，第 11 回外相会合が国連本部

にて開催され，初の開催となる首脳会合に向けて話し合い

が行われた。首脳会合はクウェートで開催され，①東日本

大震災に際しての支援に対する謝意，②食料安保，②エネ

ルギー安保，③MDGs，④社会・文化交流を内容とするステ

ートメントを実施した。 

首脳・外相会談等を通じた，各地域協

力枠組みにおける協力を強化する。 

 

25

年

度 

第 12 回アジア協力対話(ACD)外相会合がバーレーンにお

いて開催され，エネルギー，文化交流，観光，防災分野等

について議論が交わされ，各国が引き続き協力を強化して

いく重要性を確認した。また同会合では，アジア間におけ

る観光を促進するべく各国が協力することを内容とする

「マナーマ宣言」が採択された。 

外相会談等を通じた，各地域協力枠組

みにおける協力を強化する。 

アジア協力対話(ACD)では，貿易・投

資，金融，文化，エネルギー，教育，環

境，防災，食料安全保障等の分野におけ

る協力強化の重要性の確認に努める。 

 目

標 
－ 

外相会談等を通じた，アジア対話協力(ACD)などの各地域

協力枠組みにおける協力を強化する。 

 

 １(６)総理大臣及び政務三

役の参加した国際会議数 

基準値 実績値 目標値 

 24年度 25年度 － 

 10 8 － 

 年度目標値  基準値程度  

 １(７)(参考指標) 

日・ASEAN 間の貿易(総額) 

(単位：億ドル) 

実績値 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 1,583 2,139 2,470 2,660 2,231 

 

作成に

あたっ

て使用

した資

料その

他の情

報 

・日・ASEAN外相会議(概要)(平成 25年６月 30日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000282.html 

・第 14 回 ASEAN+３外相会議(概要)(平成 25年６月 30日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000283.html 

・東アジア首脳会議(EAS)参加国外相会議(概要)(平成 25年７月２日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000294.html 

・第 16 回日・ASEAN首脳会議(概要)(平成 25年 10月９日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000476.html 

・第 16 回 ASEAN+３首脳会議(概要)(平成 25年 10月 10日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000486.html 

・第 8回東アジア首脳会議(概要)(平成 25年 10月 10日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000488.html 

・日・ASEAN特別首脳会議(概要)(平成 25年 12月 14日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000594.html 

＜成果文書＞ 

・日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント 共に描き，共に生き，共に歩む(平成 25年 12

月 14日) 

(仮訳)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022446.pdf 

(英文)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022449.pdf 

・日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント実施計画(平成 25年 12月 14日) 

(仮訳)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022448.pdf 

(英文)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022447.pdf 

・日 ASEAN特別首脳会議共同声明(仮訳)～手を携え，地域と世界の課題に挑む～(平成 25年 12月 14日) 
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(仮訳)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022450.pdf 

(英文)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022451.pdf 
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個別分野 ２ 朝鮮半島の安定に向けた努力 

概要 (１)核，ミサイル等の安全保障問題の解決に向けて取り組む。 

(２)拉致問題の解決や日朝国交正常化に向けて取り組む。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「北朝鮮には，拉致，核，ミサイルの諸懸案の包括的な解決に向けて具体的な行動を取るよう，

強く求めます。拉致問題については，全ての拉致被害者の御家族が御自身の手で肉親を抱きしめ

る日が訪れるまで，私の使命は終わりません。北朝鮮に「対話と圧力」の方針を貫き，全ての拉

致被害者の安全確保及び即時帰国，拉致に関する真相究明，拉致実行犯の引渡しの三点に向けて，

全力を尽くしてまいります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年 1月 24日) 

「北朝鮮の動向については，引き続き情報収集と分析に努め，対応に万全を期します。北朝鮮に

よる核・ミサイル開発の継続は，地域と国際社会全体の平和と安全に対する重大な脅威です。関

係国と連携しつつ，北朝鮮に対し，国連安保理決議及び六者会合共同声明に基づく具体的行動を

引き続き強く求めます。我が国としては，「対話と圧力」の方針の下，日朝平壌宣言に基づき，

拉致，核，ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて取り組みます。拉致問題の解決なく

して国交正常化はあり得ないとの方針の下，国際社会とも協力しつつ，現政権下での完全解決に

全力を尽くします。」 

・第 68回国連総会一般討論演説(平成 25年９月 26日) 

「北朝鮮の核・ミサイル開発は，許されざることです。同国にあり得べき他の大量破壊兵器につ

いても，強い懸念を留保しています。北朝鮮は，国際社会の一致した声に耳を傾け，おのれの行

動を改め，具体的一歩を踏み出すべきです。北朝鮮には，拉致した日本国民を，残らず返しても

らいます。自分が政権にいるうちに，私は，これを完全に解決する決意であり，また本問題の解

決を抜きに，日朝の国交正常化はあり得ません。」 

 

測

定

指

標 

２(１)北朝鮮の核・ミサイル問題解決に向けた進展 年度目標 

基

準 

22

年

度 

国際社会と連携しつつ核，ミサイルといった諸懸案解決

に向けた動きを前進させる。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

北朝鮮は，平成 22年 11月に安保理決議第 1718号及び第

1874 号や六者会合共同声明に違反するウラン濃縮計画の

存在を公表したことに加え，平成 24年４月には累次の安保

理決議に違反して「人工衛星」と称するミサイルを発射す

るなど，核，ミサイル等の安全保障上の問題の解決に向け

た具体的な行動をとっていない。我が国は米国や韓国を含

む関係各国と緊密に連携し対応した。 

日本独自の取組に加え六者会合，首脳

会合等で米国，韓国などの関係各国と北

朝鮮の抱える懸案事項に関する共通認

識を構築する。 

  

  

24

年

度 

４月及び 12月のミサイル発射や２月の核実験等，北朝鮮

による度重なる挑発行為が行われ，北朝鮮情勢はめまぐる

しく変化したが，国連安保理における協力も含め，関係国

と緊密に連携し対応した。 

特に，日米韓の連携が重要であり,累次にわたって外相会

合や実務者会合を開催した。 

また，１月に採択された国連安保理決議第 2087号を含め

た安保理決議に基づく措置及び我が国独自の対北朝鮮措置

を引き続き着実に実施し,さらに,国際社会をして関連安保

理決議をきちんと履行せしめるよう関係国と緊密に協力し

た。 

日本独自の取組に加え六者会合，首脳

会合等で米国，韓国などの関係各国と北

朝鮮の抱える懸案事項に関する共通認

識を構築する。 

  

  

  

25

年

度 

北朝鮮は，寧辺の黒鉛減速炉を含む核関連施設を再整

備・再稼働する意図の表明(25 年４月)，弾道ミサイルの発

射(26 年３月)，新たな形態の核実験実施の可能性の示唆

(26 年３月)など，依然として核・ミサイル開発を継続する

姿勢を見せている。こうした北朝鮮の姿勢に対し，日米韓

は，外相会合(25 年７月)，首脳会談(26年３月)，実務者会

合を開催するなど，緊密に連携してきた。 

その他，関係各国との首脳会談・外相会談や国際会議等

を通じて，北朝鮮が一連の安保理決議を誠実に履行するよ

日米韓の緊密な連携を軸としつつ,さ

らに中露を加えた五か国で協力して対

応していく。 
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う，各国と連携して求めていくことを確認したほか，対北

朝鮮措置についても，安保理決議第 2094号に基づく新たな

措置を講じるとともに，関係国と協力しながら我が国独自

の措置を強化した。 

 目

標 
－ 

国際社会と連携しつつ核，ミサイルといった諸懸案解決

に向けた動きを前進させる。 

 

 ２(２)拉致問題解決や日朝国交正常化に向けた進展 年度目標 

基

準 
－ 

国際社会と連携しつつ拉致問題の解決に向けた動きを前

進させる。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

平成 20 年６月の日朝実務者協議において，北朝鮮側は

「拉致問題は解決済み」との立場を改め，拉致問題に関す

る調査のやり直し等を表明し，また，同年８月の日朝実務

者協議においては，拉致問題に関する全面的な調査の具体

的態様等につき合意した。しかしながら，同年９月に北朝

鮮から調査開始を見合わせる旨の連絡があって以降，いま

だ北朝鮮側は具体的な行動を開始していない。今後とも粘

り強く取り組む必要がある。 

他方，拉致問題解決に向けては，国際社会からの支持と

協力を得ることが重要との認識の下，外交上の機会をとら

え，拉致問題を提起し，国際的な連携を強化できたことは

一定の成果であった。具体的には我が国の積極的な外交努

力により，12月の国連総会では，拉致問題を国際的懸念事

項とする北朝鮮人権状況決議が過去最多の 123か国の賛成

で採択され，また，５月のＧ８ドーヴィル・サミットでは，

北朝鮮問題についての日本の主張を参加国が支持した結

果，首脳宣言において拉致問題が明示的に言及されるなど，

北朝鮮に対して強いメッセージが発せられた。 

日本独自の取組に加え六者会合，首脳

会合等で米国，韓国などをはじめとする

関係各国と北朝鮮の抱える懸案事項に

関する共通認識を構築する。 

  

  

24

年

度 

日朝関係については, 11月に約４年ぶりとなる日朝政府

間協議を開催し，双方が関心を有する諸懸案について，日

朝平壌宣言に則って日朝関係の前進を図るべく，幅広い意

見交換を行った。拉致問題についても突っ込んだ意見交換

を行い，これまでの経緯やそれぞれの考え方についての議

論を踏まえた上で，さらなる検討のため今後も協議を継続

していくことで一致した。また，その他の拉致の疑いが排

除されない方々の件についても日本側から提起し，議論を

行った。(その後，翌 12 月５日，６日に２回目の日朝政府

間協議を実施する予定としていたが，12月１日，北朝鮮が

ミサイル発射を予告したため，同協議を延期せざるを得な

くなった。) 

また，各国との二国間会談のみならず，５月の日中韓サ

ミット,Ｇ８首脳会合,９月の国連総会等，外交上のあらゆ

る機会をとらえて,拉致問題を含む北朝鮮問題を提起し,各

国から理解と協力を得た。 

拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に関し，10月，我が国

は拉致問題への言及を含む北朝鮮人権状況決議案を EU と

共に国連に提出し， 11 月には国連総会第３委員会におい

て，12月には同総会本会議において，初めて無投票でコン

センサス採択された。また，３月の国連人権理事会におい

て，我が国が主導し，新たに北朝鮮の人権状況に関する調

査委員会(COI)の設置を含む決議案を EU と共に提出し，無

投票でコンセンサス採択された。 

日本独自の取組に加え六者会合，首脳

会合等で米国，韓国などをはじめとする

関係各国と北朝鮮の抱える懸案事項に

関する共通認識を構築する。 

  

  

  

25

年

度 

日朝関係に関しては，３月に，１年４ヶ月ぶりとなる政

府間協議を再開し，双方が関心を有する幅広い諸懸案につ

いて率直かつ真摯な協議を行い，今後も協議を続けていく

拉致問題の解決なくして北朝鮮との

国交正常化はあり得ないとの方針の下,

拉致問題の解決に向けた具体的な行動
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ことで一致した。拉致問題については，本協議において，

これまでの協議の議論を踏まえつつ，日本側の基本的考え

方について北朝鮮に問題提起を行った。 

各種会談や国際会議などの外交上のあらゆる機会を捉

え，引き続き，拉致問題を含む北朝鮮問題を提起し，諸外

国からの理解と協力を求めた。 

我が国と EU が主導して設置した北朝鮮における人権に

関する国連調査委員会(COI)の活動にも積極的に協力した。

COI は，２月に，北朝鮮における深刻な人権侵害を包括的

に詳述した最終報告書を公表し，拉致問題を含むいくつか

の分野における人権侵害を「人道に対する罪」に該当する

と断定した。さらに，我が国は EUと共同で，右報告書の内

容を反映させた，これまで以上に強い内容の北朝鮮人権状

況決議案を提出し，当該決議案は３月に国連人権理事会に

おいて採択された。 

を北朝鮮がとるよう,国際社会との連携

を強化しつつ,あらゆる機会をとらえ,

北朝鮮に引き続き求めていく。 

 目

標 
－ 

国際社会と連携しつつ拉致問題を解決し，日朝国交正常

化に向けた動きを前進させる。 

 

 ２(３) 日米韓外相会合の

開催回数(電話会談を除

く) 

基準値 実績値 目標値 

  24年度 25年度 － 

 2 1 － 

 年度目標値  基準値程度  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書(第２章 第１節 各論１「朝鮮半島」(１)北朝鮮(拉致問題を含む。)) 

・外務省ホームページ 

－基礎データ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/data.html 

－日朝関係 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/abd/index.html 

－第二回日朝政府間協議(概要) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/kp/page3_000719.html 

－北朝鮮問題に関する日米韓協力 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/juk.html 

－第 25回人権理事会における北朝鮮人権状況決議の採択について(外務大臣談話) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_000423.html 
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個別分野 ３ 未来志向の日韓関係の推進 

概要 (１)政治分野の対話を促進する。 

(２)人的交流を拡大する。 

(３)日韓間の過去に起因する諸問題に取り組む。 

(４)日韓間の懸案(竹島問題，排他的経済水域(EEZ)境界画定等)に対応する。 

(５)経済関係緊密化のための各種協議等(日韓経済連携協定(EPA)を含む)を推進する。 

(６)安全保障分野における協力を推進する。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「韓国は，基本的な価値や利益を共有する，最も重要な隣国です。日韓の良好な関係は，両国の

みならず，東アジアの平和と繁栄にとって不可欠であり，大局的な観点から協力関係の構築に努

めてまいります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「最も重要な隣国である韓国との関係強化は，地域の平和と繁栄の確保という両国の共通の利益

にとって不可欠であり，安倍政権の優先事項です。引き続き様々なレベルで意思疎通を積み重ね

るとともに，冷静に問題に対処し，相互に敬意を払い，大局的観点から，来年の国交正常化 50

周年にふさわしい，未来志向で重層的な協力関係を構築すべく，粘り強く取り組みます。日韓間

の貿易・投資や第三国における日韓企業間の協力の推進など，経済関係も一層強化していきます。

我が国固有の領土である竹島については，引き続き我が国の主張をしっかりと伝え，粘り強く対

応します。」 

 

測

定

指

標 

３(１)未来志向の日韓関係の構築 年度目標 

基

準 
－ 

首脳・外相会談等の実施を通じた，良好な日韓関係の更

なる深化 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ３回の電話会談を含む計７回の首脳会談，２回の電話会

談を含む計７回の外相会談がそれぞれ行われた。民間分野

での交流も活発に行われるなど，官民を問わず日韓間の対

話・交流が深化した。 

 首脳･外相会談等の実施を通じ，政治

分野のみならず安保・文化面などを含め

あらゆる分野における関係を深化させ

る。 

  

  

24

年

度 

２回の電話会談を含む計３回の首脳会談，７回の電話会

談を含む計９回の外相会談をそれぞれ行い,北朝鮮問題等

も念頭に,日韓両国の緊密な連携を確認した。 

竹島問題については,８月,竹島問題を国際司法裁判所へ

合意付託すること等について韓国側に提案を行うなど,法

に則り,冷静かつ平和的に問題を解決すべく努力を行った。

その他の懸案事項についても,我が国の立場を粘り強く発

信した。 

両国間では,官民を問わず対話・交流が引き続き活発に行

われ,例えば,９月及び 10 月に日韓両国で開催された「日韓

交流おまつり」は計６万人以上が観覧した。 

平成 24年には,日韓間の人の往来は 556万人に達し,550

万人を突破して過去最多となった。 

日韓 EPA 交渉については,交渉再開に向けた課長級実務

協議等を開催するなど,引き続き努力を行った。 

首脳･外相会談等の実施を通じ，政治

分野のみならず安保・文化面などを含め

あらゆる分野における関係を深化させ

る。 

  

  

  

25

年

度 

 ２回の日韓外相会談を行い，日韓関係の前進に向け率直

な意見交換を行うとともに，重層的で未来志向の日韓関係

を築いていくことで一致した。また，経済や安全保障を始

めとした様々な分野での協力や日韓国交正常化 50 周年を

迎える平成 27(2015)年に向けた協力の重要性を指摘し，引

き続き様々なレベルで意思疎通を続けていくことで一致し

た。さらに，３月には日米韓首脳会談を実施し，日米韓の

三か国が一層緊密に連携していくことの重要性を確認し

た。 

首脳・外相会談等の実施を通じ，政治

分野のみならず安保・文化面などを含め

あらゆる分野における関係を深化させ

る。 

 目

標 
－ 

首脳・外相会談等の実施等を通じ，あらゆる分野におけ

る，良好な日韓関係を更に深化させる。 

 

  ３(２) 人的交流の拡大 年度目標 
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基

準 

24

年

度 

各種交流事業が実施され，日韓間の人の往来が約 556 万

人に達した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

各種交流事業も多数実施され，日韓間の人の往来は昨年

に引き続き 500 万人を超えた。外務省及び在韓国大使館が

広報を含む側面支援を行った「日韓交流おまつり」は，９

月にソウル及び東京で開催され，それぞれ約 4.5 万人，約

５万人が参加し，安倍昭恵総理大臣夫人や岸田外務大臣が

出席するなど盛況となった。また，アジア大洋州諸国・地

域との青少年交流事業の「JENESYS2.0」には約 2,080 人が

参加するなど，日韓間の青少年交流も活発に行われた。 

日韓間の人的交流をより一層拡大す

る。 

 目

標 
－ 

日韓間の人的交流をより一層拡大する。  

 ３(３) 経済関係緊密化のための各種協議等の推進 年度目標 

基

準 

24

年

度 

日韓 EPA交渉の再開に向け努力を行った。   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

日韓両国の経済連携が重要であるとの認識の下，日中韓

自由貿易協定(FTA)及び東アジア地域包括的経済連携

(RCEP)交渉などに取り組み，進展に向け努力を続けた。ま

た，日韓経済関係の更なる強化を図る観点から，第 12回日

韓ハイレベル経済協議を開催し，国際経済・地域経済情勢

の検討などを中心に，広範なテーマについて意見交換を行

った。 

福島第 1 原発の汚染水問題に関連し韓国政府が日本産水

産物の輸入規制措置を強化したことに対しては，韓国側へ

の正確かつ迅速な情報提供，二国間協議や国際機関におけ

る議論などを通じ，韓国側が措置を早期に撤廃するよう求

めてきた。 

日韓 EPA交渉の進展に向けた努力を含

め，幅広い分野における日韓経済関係の

強化に向けて取り組む。 
  

  

  

  

  

 目

標 
－ 

日韓 EPA 交渉の進展に向けた努力を含め，幅広い分野に

おける日韓経済関係の強化に向けて取り組む。 

 

 ３(４)日韓の連携，協力を通じた地域の平和と安定への寄与 年度目標 

基

準 
－ 

アジア地域の安定に向けた二国間の連携・協力   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日本と韓国の間には，国際社会に共に貢献する協力関係

が構築されてきており，日韓新時代共同研究プロジェクト，

開発分野での協力(アフガニスタン，パキスタン)，ソマリ

ア海賊問題での協力，地球環境分野についての議論を行う

日韓環境保護協力合同委員会等が実施された。さらに，北

朝鮮等を念頭に置いた日韓の安全保障分野における協力も

進められた。 

 首脳･外相会談等の実施を通じ，アジ

ア地域の安定等に向けた二国間の連

携・協力を推進する。 

  

  24

年

度 

日本と韓国の間には，国際社会に共に貢献する協力関係

が構築されてきており,日韓新時代共同研究プロジェクト，

開発分野での協力(アフガニスタン，パキスタン)，ソマリ

ア海賊問題での協力，地球環境分野についての議論を行う

日韓環境保護協力合同委員会等が実施された。 

首脳･外相会談等の実施を通じ，アジ

ア地域の安定等に向けた二国間の連

携・協力を推進する。 

  

  

  
25

年

度 

日本と韓国の間には，国際社会に共に貢献する協力関係

が構築されてきており,開発分野での協力(アフガニスタ

ン，パキスタン)，ソマリア海賊問題での協力，地球環境分

野についての議論を行う日韓環境保護協力合同委員会等が

実施された。また，12月には日韓新時代共同研究プロジェ

クトの報告書が発表された。 

 首脳･外相会談等の実施を通じ，国際

社会の安定等に向け共に貢献する二国

間の連携・協力を推進する。 
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 目

標 
－ 

国際社会の安定に向け二国間で連携・協力する。  

 ３(５)日韓首脳会談の開

催回数(電話会談を除く) 
基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 4 4 1 0 － 

 年度目標値  基準値程度 同左 同左  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書(第２章 第１節 各論１「朝鮮半島」(２)韓国) 

・外務省ホームページ 

－基礎データ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/data.html 

－最近の韓国情勢 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/pdfs/josei.pdf 

－最近の日韓関係 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/pdfs/kankei.pdf 

－韓国経済の現状と日韓経済関係 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/pdfs/keizai.pdf 

－要人往来 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/visit/index.html 

－日韓外相会談(概要) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page4_000208.html 

－日韓外相会談(概要) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page5_000203.html 
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個別分野 ４ 未来志向の日中関係の推進及び日モンゴル関係の強化等 

概要 (１)日中間においては，幅広いレベル及び分野において対話と交流を積み重ね，懸案にも適切に対

処しつつ，「戦略的互恵関係」の深化を通じ，地域及び国際社会全体の平和，安定，繁栄にとも

に貢献していく。 

(２)日モンゴル間においては，極めて良好な政治的関係を維持・発展させるとともに，互恵的・相

互補完的な経済関係の強化に向けて，双方による取組を行っていく。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「中国が，一方的に「防空識別区」を設定しました。尖閣諸島周辺では，領海侵入が繰り返され

ています。力による現状変更の試みは，決して受け入れることはできません。引き続き冷静かつ

毅然と対応してまいります。 

(略) 

中国とは，残念ながら，いまだに首脳会談が実現していません。しかし，私の対話のドアは，

常にオープンであります。課題が解決されない限り対話をしないという姿勢ではなく，課題があ

るからこそ対話をすべきです。 

日本と中国は，切っても切れない関係。「戦略的互恵関係」の原点に立ち戻るよう求めるとと

もに，関係改善に向け努力を重ねてまいります。」 

・政策推進の全体像(平成 23年８月 15日閣議決定) 

２．日本再生に向けた再始動 Ⅱ．新たな成長へ向けた国家戦略の再設計・再強化 国と国の絆

の強化 

「(前略)...日モンゴル EPA...(中略)の交渉開始に向け積極的に取り組む。」 

 

測

定

指

標 

４(１)日中における「戦略的互恵関係」の充実に向けた取組(経済面

以外) 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

１ 頻繁なハイレベル往来の実現 

２ 海洋における協力の具体的進展 

３ 民間交流の活発化による国民感情の改善 

４ 各種条約・協定の締結に向けた協議の実施 

５ 東日本大震災を受けた協力の進展 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日中関係は，平成 23年に入り８回にわたる首脳会談・懇

談(電話会談を含む。)，外相会談や戦略対話等の様々な政

府間対話を積み重ね，12月末には野田総理大臣が中国を訪

問するなど着実な進展を見せた。 

 平成 23年３月に発生した東日本大震災に際しては，中国

から物心両面にわたる温かい支援が寄せられたほか，５月

に行われた日中韓サミットの際には，温家宝総理大臣が被

災地を慰問した。海洋の分野では，12月の野田総理大臣訪

中の際に，両首脳が「日中高級事務レベル海洋協議」の立

上げに合意したほか，日中海上捜索・救助(SAR)協定の締結

に原則合意するなど，大きな成果を得た。また，各種交流

事業も幅広く行っており，平成 22年５月の両国首脳間の合

意に基づき，平成 23 年６月には北京で，10 月には東京で

日中映像交流事業が行われた。また，11月には，領事分野

でも日中受刑者移送条約の第２回締結交渉が行われた。こ

れら二国間関係のみならず，地域・地球規模の課題につい

ても日中両国で対話及び協力を強化することで一致してお

り，様々な分野での協力を行った。 

１ 総理大臣訪中を成功裏に実施する。

その他閣僚級の頻繁な往来を実現す

る。 

２ 東シナ海資源開発に関する国際約

束締結交渉を再開する。 

３ 既存の交流事業の着実な実施及び

国交正常化 40 周年に向けた準備を進

める。 

４ 犯罪人引渡協定・受刑者移送条約の

締結交渉を実施する。 

５ 日中首脳間の合意を着実に実施し，

フォローアップを行う。 
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24

年

度 

 日中関係については，平成 24年は日中国交正常化 40周

年であり，660 近い記念事業が実施された。また，５回に

わたる首脳会談・懇談，外相会談等の政府間対話を行った。

例えば，５月の日中韓サミットにおいて日中首脳会談，７

月の ASEAN 関連外相会議において日中外相会談を行った

他，５月には海洋分野における事務レベル協議として「日

中高級事務レベル海洋協議」を中国・杭州で開催した。 

しかし，９月の日本政府による尖閣諸島三島の取得を口

実として，中国は独自の主張に基づく言動を強め，継続的

な公船の派遣及び領海侵入，政府航空機による領空侵犯等

を行い，ハイレベルの交流や民間交流，政府間協議の開催

を一方的に拒否又は延期するなど，日中関係に大きな影響

が生じた。 

そうした中，平成 24年の日中間の人的交流は，全体とし

て約 495 万人(日本政府観光局及び中国国家旅遊局統計)で

来日者・訪中者の合計は，尖閣諸島をめぐる情勢の影響に

より前年比約４万人減少しているものの，青少年の相互訪

問は 1,500人規模で実施された。 

日中関係を正常な軌道に戻すべく，政治レベルを含む

様々なレベルで，中国側との間で粘り強く対話を行ってき

ている。 

１ 政治的相互信頼を増進する。 

２ 東シナ海を「平和・協力・友好の海」

とするための協力を推進する。 

３ 東日本大震災を契機とした日中協

力を推進する。 

４ 両国国民間の相互理解を増進する。 

５ 地域･グローバルな課題に関する対

話・協力を強化する。 

 

  

  

  

25

年

度 

平成 25年は，日中平和友好条約締結 35周年に当たる年

であったが，日中関係は引き続き厳しい状況におかれた。

中国側は，平成 24年９月の日本政府による尖閣諸島三島の

所有権の取得・保有を口実として独自の主張を強め，平成

20年 12月以来行っている公船の恒常的な派遣や平成 25年

11月の「東シナ海防空識別区」の設定などの措置を講じる

と同時にハイレベルの交流を含む政府間協議等に応じてい

ない。そうした中，日中防衛当局間で早期の運用開始を目

指している「海上連絡メカニズム」について，防衛当局間

の協議を進展させるよう中国側に働きかけを行っている。 

一方，平成 25年度の日中間の人的往来は，全体として約

420 万人(日本政府観光局及び中国国家旅遊局統計)で，青

少年の相互訪問は 760人規模で実施された。さらに，平成

26 年４月には胡徳平(胡耀邦元総書記の息子)が訪日して

菅官房長官など政府要人と面会する等，政治レベルを含む

様々なレベルで，中国側との間で粘り強く対話を行ってき

ており，関係改善の兆しも見えてきている。 

日中関係は尖閣諸島に対する中国独

自の主張により難しい状況にあるが，中

国側と粘り強く対話を行い，個別の事案

が関係全体に影響を及ぼさないようコ

ントロールしていく，との「戦略的互恵

関係」の原点に立ち戻るよう働きかけて

いく。 

中国との間では可能な分野での協力

を積み重ね関係改善につながることが

望ましいが，日中間で進めるべき協力・

交流としては，例えば以下のものが考え

られる。 

・活発な要人往来により，政治的相互信

頼を増進する。 

・東シナ海を「平和・協力・友好の海」

とするための協力を推進する。 

・既存の交流事業の着実な実施により，

両国国民間の相互理解を増進する。 

・各種条約・協定の締結に向けた協議を

実施する。犯罪人引渡協定の締結交渉

を実施する。 

・地域･グローバルな課題に関する対

話・協力を強化する。 

 目

標 
－ 

日中「戦略的互恵関係」の原点に戻り，関係を進めてい

くよう，働きかけていく。 

 

 ４(２)日中における「戦略的互恵関係」の充実に向けた取組(経済面) 年度目標 

基

準 

22

年

度 

１ 日中経済関係の発展 

２ 各種条約・協定の締結に向けた協議の実施 

３ 東日本大震災を受けた協力の進展 

  

施

策

の

進

23

年

度 

 幅広い分野での協力を更に進め，互恵的経済関係をグレ

ードアップすることで一致しており，例えば，拡大する日

中経済関係を金融面から後押しするための，日中両国の金

融市場の発展に向けた相互協力の強化等についても一致し

１ 第４回日中ハイレベル経済対話

(HED)を成功裏に実施する。 

２ 日中首脳間の合意を着実に実施し，

フォローアップを行う。 

30 
 



捗

状

況

・

実

績 

た。 

 

24

年

度 

 日中間の貿易・投資などの経済関係は，ますます緊密化

し相互依存が深まっている。平成 24 年の貿易総額(香港を

除く。)は約 3,337億米ドルであり，中国は，日本にとって

６年連続で最大の貿易相手国となっている。また，中国側

統計によると，日本の対中直接投資(約 73.8 億米ドル，平

成 24年)及び進出企業数(２万 2,790社，平成 23年末)は，

いずれも中国において国として第１位の規模となってい

る。 

平成 23年 12月の日中首脳会談では，経済分野での協力

を更に進め，互恵的経済関係を質的に高めることで一致し

たところであり，これを踏まえ，様々な進展がみられた。

例えば，平成 24 年５月に日中韓投資協定が署名され，11

月には日中韓自由貿易協定(FTA)の交渉を開始することを

決定した。また，６月に円と人民元の直接取引が開始され

るなど金融協力が強化された。さらに，８月にオープンス

カイの段階的実現が合意されるなど航空分野の協力も進展

した。 

一方，尖閣諸島をめぐる日中関係の緊張は経済面におい

ても様々な影響を及ぼした。９月に中国各地で発生したデ

モが一部の地方で暴徒化したことにより，数十社の日本企

業が，総額数十億円から百億円程度の損害を被った。政府

としては，損害を被った日本企業の意向も踏まえつつ，中

国側に対し，①再発防止，②不法行為を行った者に関して

の迅速な捜査と厳正な処罰，③救済について中国国内法に

基づく適切かつ公正な措置が迅速にとられることを求めて

いる。また，９月の反日デモを契機として日本製品の不買

などが生じ，日系自動車メーカーを中心に日系企業の売上

に顕著な落込みが見られたほか，訪日・訪中観光客が減少

するなど観光面でも影響が生じている。年末にかけて，売

上の回復などが見られたが，依然予断を許さない状況が継

続している。貿易上の個別の懸案に関しては，中国のレア

アースに対する輸出規制措置について，日米 EUの申立てに

より，７月，WTO紛争解決機関(DSB)においてパネルが設置

された。また，中国による日本産高性能ステンレス継目無

鋼管に対するアンチ・ダンピング(AD)措置について，12月，

中国に対し WTO協定に基づき二国間協議を要請し，１月 31

日及び２月１日に協議を実施した。 

１ 東日本大震災を契機とした日中協

力を推進する。 

２ 互恵的経済関係をグレードアップ

する。 

３ 地域･グローバルな課題に関する対

話・協力を強化する。 

 

25

年

度 

日中間の貿易・投資などの経済関係は，緊密かつ相互依

存的である。平成 25年の貿易総額(香港を除く。)は約 3,120 

億米ドルであり，中国は，日本にとって７年連続で最大の

貿易相手国となっている。また，中国側統計によると，日

本の対中直接投資(約 70.6 億米ドル，平成 25年)は中国に

とり第２位(１位はシンガポールで 73.3 億米ドル)，進出

企業数(２万 3,094 社，平成 24年末)は，中国において第１

位の規模となっている(第２位は米国で約２万 210社)。 

平成 24 年からの尖閣諸島をめぐる日中関係の緊張は経

済面においても様々な影響を及ぼしているが，平成 25年後

半には回復基調が見られた。 

企業活動に関し，日本の大手自動車メーカーの中国にお

ける新車販売は，平成 24年の一時期には前年比で５割前後

減少したが，多くの企業で平成 25年は前年比で増加に転じ

た。 

経済分野における交流・協力に関しては，９月に中国の

代表的企業の首脳一行が訪日して菅官房長官を表敬したほ

日中関係は，尖閣諸島に対する中国独

自の主張により難しい状況にあるが，中

国側と粘り強く対話を行い，個別の事案

が関係全体に影響を及ぼさないようコ

ントロールしていくとの「戦略的互恵関

係」の原点に立ち戻るよう働きかけてい

く。日中間で進めるべき協力・交流とし

ては，例えば以下のものが考えられる。 

１ 日中韓 FTAの交渉など，経済連携の

取組を推進する。 

２ 環境等様々な分野における協力を

積み重ね，互恵的経済関係をグレード

アップする。 

３ 地域･グローバルな課題に関する対

話・協力を強化する。 
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か，10 月には顧朝曦中国民政部副部長が来日して三ツ矢外

務副大臣や NPO 法人などと意見交換を行った。11月には日

中経済協会代表団一行が訪中し，汪洋国務院副総理大臣を

表敬した。 

また，日中韓 FTAに関しては，平成 25年３月に交渉を開

始して以来，平成 26年３月までに４回の交渉会合を開催し

た。 

さらに，平成 24年末から中国の大気汚染が一層深刻化し

ていることを踏まえ，９月には中国の大気汚染研究者を訪

日招へいし，日本の技術・経験の共有などを行うなど，環

境面における協力も積極的に進めている(大気汚染につい

ては，大使館・総領事館のホームページ等を通じて現地在

留邦人へも情報を提供している)。 

 目

標 
－ 

日中「戦略的互恵関係」の原点に戻るよう，働きかけて

いく。 

 

 ４(３)日モンゴル関係の着実な進展(経済面以外) 年度目標 

基

準 

22

年

度 

 ハイレベル対話促進，人的交流・文化交流の活性化，地

域・地球規模課題への取組における連携強化の推進 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日モンゴル関係は，平成 22年 11月のエルベグドルジ大

統領の来日の際に一致した「戦略的パートナーシップ」の

構築の具体化，特に，両国間の戦略的対話の促進を目指し，

１月には玄葉国家戦略担当大臣がモンゴル訪問，７月にバ

リにおいて松本外務大臣とザンダンシャタル外交・貿易大

臣との間で外相会談を行った他，外交関係樹立 40周年の節

目の年である平成 24年に入り，１月に一川防衛大臣のモン

ゴル訪問，３月にはバトボルド首相が訪日(実務訪問賓客)

する等，ハイレベルの対話の機会が頻繁にもたれた。 

 ハイレベル対話促進，人的交流・文化

交流の活性化，地域・地球規模課題への

取組における連携強化を推進する。 

 

24

年

度 

 平成 24年は日本とモンゴルとの外交関係樹立 40周年の

記念の年に当たり，両国の官民が一体となって緊密に協力

し，双方で様々な記念行事が実施され，共通外交目標であ

る「戦略的パートナーシップ」構築に向けて，互恵的・相

互補完的な関係深化のための取組が促進された年でもあっ

た。９月の国連総会時に行われた野田総理大臣とエルベグ

ドルジ大統領との首脳会談，アルタンホヤグ新内閣発足後

に外相として初めての二国間会談のため９月に訪日したボ

ルド外相と玄葉外務大臣との外相会談など，前年に引き続

き，両国政府間で頻繁なハイレベル対話の機会が維持され

た。 

３月末には，日本の総理大臣としては７年ぶりとなる安

倍総理大臣のモンゴル訪問が実施され，両国が共通する，

「自由・民主」，「平和」，「助け合い」の「３つの精神」

を基礎としながら，政治・安全保障，経済，人的交流・文

化交流の分野での協力の強化について一致した。 

 ハイレベル対話促進，経済関係促進，

人的交流・文化交流の活性化，地域・地

球規模課題への取組における連携強化

を推進する。 

 

25

年

度 

安倍総理大臣のモンゴル訪問以降，ボルド外務大臣の訪

日(６月)，古屋国務大臣のモンゴル訪問(７月)，バトバヤ

ル経済・開発大臣の訪日(８月)等，頻繁なハイレベルの往

来が行われた。９月のアルタンホヤグ首相が訪日した際の

首脳会談においては，両国の互恵的・相互補完的な関係深

化のための具体的方向性を示した「戦略的パートナーシッ

プのための中期行動計画」が策定されたほか，安倍総理大

臣は，国連総会からの帰途我が国に立ち寄ったエルベグド

ルジ大統領と総理大臣私邸で会談を行う(９月)等，首脳間

の信頼醸成が行われた。 

「戦略的パートナーシップ」の構築の

具体化に向け，特に，ハイレベル対話を

はじめとした多層的な両国間の戦略的

対話の促進に努める。 
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 目

標 
－ 

日モンゴル関係を一層深化させる。  

 ４(４)日モンゴル関係の着実な進展(経済面) 年度目標 

基

準 

22

年

度 

１ 経済関係の促進 

２ 日・モンゴル EPA締結に向けた協議の推進 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日モンゴルの経済関係は，平成 22年 11月のエルベグド

ルジ大統領の来日の際に一致した「戦略的パートナーシッ

プ」の構築の具体化，特に，経済分野における互恵的・相

互補完的な関係の強化を目指し，１月には玄葉国家戦略担

当大臣がモンゴルを訪問，７月にバリにおいて松本外務大

臣とザンダンシャタル外交・貿易大臣との間で外相会談を

行った他，外交関係樹立 40 周年の節目の年である平成 24

年に入り，１月に一川防衛大臣のモンゴル訪問，３月には

バトボルド首相が訪日(実務訪問賓客)する等，ハイレベル

の対話の機会が頻繁にもたれた。３月のバトボルド首相と

野田総理大臣との首脳会談では，経済連携協定(EPA)交渉開

始につき一致したほか，モンゴルの鉱物資源開発等，経済

分野における幅広い両国の協力について意見交換が行われ

る等，多くの成果があった。 

１ 経済関係を促進する。 

２ 日・モンゴル EPA締結に向けた協議

を推進する。 

  

  

24

年

度 

日・モンゴル EPAについては,平成 24年３月に日・モン

ゴル首脳会談にて日・モンゴル EPA 交渉を開始することで

一致して，６月，ウランバートルにおいて，EPA 交渉第一

回会合が開催された。第一回会合では，交渉の枠組み(Terms 

of Reference)を採択し，今後の交渉の進め方や交渉の対象

分野について一致したほか，分野別会合で交渉を行った。

12月には東京で第二回会合が開催された。 

また，３月には，安倍総理大臣がモンゴルを訪問し，安

倍総理大臣から，地域のパートナーであるモンゴルとの間

で経済関係を促進したいとして，①投資環境の整備及び②

持続可能な経済発展への協力を２本柱とする「エルチ・イ

ニシアティブ」と名付けた協力を提案し，アルタンホヤグ

首相から賛同を得た。双方は，経済連携協定(EPA)交渉の早

期妥結に向けて精力的に交渉を進めることにつき一致し

た。鉱物資源開発，タバン・トルゴイ炭田開発計画につい

て，安倍総理大臣から，平成 24年３月の首脳会談の結果を

踏まえ，日本企業に対する支援を期待したい旨述べ，アル

タンホヤグ首相から，同炭田の開発については長期かつ安

定的に日本に石炭を供給できるようにしたいとの意向が表

明された。 

１ 経済関係を促進する。 

２ 日・モンゴル EPA締結に向けた交渉

を推進する。 

  

  

  

25

年

度 

日・モンゴル EPA については，昨年度に引き続き，積極

的に交渉が進められ，４月にはウランバートルで第３回会

合，７月には東京で第４回会合，12月にはウランバートル

にて第５回会合がそれぞれ開催された。平成 26年１月から

は日本側首席交渉官に木原外務大臣政務官が就任した。 

また，９月のアルタンホヤグ首相の訪日時に策定された

「戦略的パートナーシップのための中期行動計画」には経

済分野での具体的な協力事項が含まれており，JBICの支援

によるサムライ債の発行，工学系人材育成のための円借款

による協力への署名等について具体的な進展が見られた。 

日・モンゴル EPA交渉を推進するとと

もに，エルチ・イニシアティブのフォロ

ーアップをはじめとした幅広い両国の

協力について意見交換を行う。 

 目

標 
－ 

日モンゴル関係を一層深化させる。  

 ４(５)日台実務関係の着実な進展 年度目標 
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基

準 
－ 

台湾との間の実務関係の窓口である交流協会の活動に必要

な支援の供与 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

我が国の必要な支援の下，公益財団法人交流協会及び亜

東関係協会との間で，日台民間漁業取決め，日台電子商取

引取決め，日台特許等優先権書類電子的交換了解覚書，日

台薬事規制協力取決め，日台鉄道交流了解覚書，日台航空

機捜査救難協力取決め，金融協力覚書が署名された。 

また，１月には，日台漁業委員会において，日台民間漁

業取決め適用水域において漁業者が遵守すべき操業ルール

が作成された。 

日台間における，各種互恵協力の枠組

み作りと相互理解・相互信頼の更なる増

進のため，台湾との間の実務関係の窓口

である交流協会の活動に必要な支援を

与えていく。 

  

  

  

  

  

 目

標 
－ 

良好な日台関係を維持・発展させていく。  

 ４(６)日中及び日モンゴル間の首脳，

外相会談の実施回数(電話会談を除く) 

①日中 

②日モンゴル 

基準値 実績値 目標値 

22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
①9 

②6 

①8 

②2 

①6 

②3 

①0 

②3 

－ 

 年度ごとの目標値   
①8回程度 

②2回程度 

同左 ①4回程度 

②2回程度 

 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/) 

－中国：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/index.html 

－モンゴル：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/moNGOlia/index.html 

－台湾：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taiwan/index.html 

－香港：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hongkong/index.html 

－マカオ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/macao/index.html 

・平成 26年版外交青書(外交青書 2014)27-34頁 
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個別分野 ５ タイ，ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマーとの友好関係の強化 

概要 (１)メコン河流域５か国(タイ，ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー)との間において，お

互いの政府の要人往来をはじめとする二国間の対話・交流，インフラ海外展開等による経済外交

を推進する。 

(２)各種の経済協議を通じた貿易投資環境の整備，同地域を広域的に開発することを目指すメコン

地域開発の促進などの取組を通じて，二国間関係の強化や地域の安定と発展を図る。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「先月東京で開催した日・ASEAN特別首脳会議では，多くの国々から積極的平和主義について支

持を得ました。ASEAN は，繁栄のパートナーであるとともに，平和と安定のパートナーです。」

「成長センターであるアジア・太平洋に，一つの経済圏を創る。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国家安全保障会議という司令塔の下で，国家安全保障戦略に基づき，積極的平和主義を推進し，

アジア太平洋地域及び国際社会における日本外交の存在感を力強く示してまいります。」 

「本年の議長国であるミャンマーを始めとする ASEAN 各国との協力関係をさらに強化します。」 

 

測

定

指

標 

５(１)要人往来を通じた二国間関係の強化 年度目標 

基

準 
－ 

 様々なスキームを通じての各種会談・協議等の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 玄葉外務大臣のミャンマー訪問(12月)，インラック・タ

イ首相(３月)，トンルン・ラオス副首相(８月)，ズン・ベ

トナム首相(10月)，ワナ・マウン・ルイン・ミャンマー外

相(10 月)の訪日等多くのハイレベルの対話を通じて，着実

に成果を上げた。特に，本年は東日本大震災に際し，メコ

ン地域諸国の政府及び国民から物資，義援金等の多大な支

援がなされたこともあり，会談等を通じて二国間の連帯，

協力関係を確認することが出来た。また，メコン地域では

大規模な洪水被害が発生し，タイなどでは我が国企業も大

きな被害を受け，我が国が復旧，復興及び今後の治水対策

を積極的に支援したことは，必要性，有効性，効率性の観

点からも有益であった。 

(第４回日メコン首脳会談(４月 21 日，於：東京)にて，平

成 27年までの日メコン協力の新たなビジョンを定めた「東

京戦略 2012」を採択した。①メコン連結性の強化，②投資

や貿易の促進，③人間の安全保障及び環境の持続可能性の

確保という３本の柱を策定。) 

 要人往来，各種会談・協議及び交流事

業を実施する。要人往来，会談等を通じ

て，政治経済分野等における二国間関係

を強化する。 

  

  

24

年

度 

 第４回日メコン首脳会談(４月 21 日)におけるメコン諸

国５カ国首脳の訪日にはじまり，11 月の ASEM 及び ASEAN

関連首脳会議では野田総理大臣が各開催国であるラオス及

びカンボジアを公式訪問し右５カ国との首脳会談の実施，

更に，安倍政権発足直後の安倍総理大臣のベトナム・タイ

公式訪問(１月)が行われるなど，特に首脳の往来が頻繁に

行われた。また，麻生副総理大臣のミャンマー訪問(１月)

や外相会談の実施等，ハイレベルの往来も非常に多く行わ

れた。これらの要人間の対話を通じて，東京戦略 2012及び

日メコン外相会談で策定された行動計画に盛り込まれた協

力内容についてフォローアップを行った。 

 特にミャンマーについては，28年ぶりの国家元首の訪日

時を含む２回の首脳会談，麻生副総理大臣のミャンマー訪

問，外相会談等を通じ，ミャンマーがテイン・セイン大統

領の下で進める民主化・国民和解・経済改革を官民の総力

をあげて支援し，関係強化を進めた。 

 「東京戦略 2012」にて策定された新た

な３本の柱を具体化し，中長期的な視点

より協力を実施するため，閣僚級会合に

て新たな行動計画を策定する。 

  

  

  

25

年

度 

25 年度，安倍総理大臣は，５月に現職総理大臣として 36

年ぶりにミャンマーを，11月にはカンボジア・ラオスを訪

問し，24年度と合わせてメコン全５か国を訪問した。また，

12 月の日 ASEAN特別首脳会議の際にも，副首相が参加した

 上記の新行動計画に基づきつつ，中長

期的な視点から日本とメコン諸国間の

協力をより推進させるべく，ASEAN 関連

外相会議，同首脳会議，更に 12 月に予
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タイを除く４か国と首脳会談を実施した。３月には，サン・

ベトナム国家主席を国賓として招へいし，日越首脳会談を

実施した。さらに，岸田外相も，25年度にメコン全５か国

の外相と会談したほか，３月にはミャンマーを訪問し，日

ミャンマー外交関係樹立 60周年，かつ，同国が初めて ASEAN

議長国をつとめる重要な節目の年の早いタイミングでの訪

問を通じて，同国との連携・協力を強化した。これらのハ

イレベルの要人往来・対話を通じて，メコン地域における

我が国のプレゼンス向上，及びメコン諸国との二国間関係

の強化を進めた。 

特にミャンマーについては，上述の安倍総理大臣，岸田

外務大臣のミャンマー訪問やテイン・セイン大統領の訪日

(平成 25年 12月)等の要人往来を活発化させた。首脳会談

等において，同国が議長国を務める ASEAN 関連会合に向け

た連携，少数民族との和平に向けた支援，また，「改革の

支援」，「共に繁栄を目指して」，「人的交流・文化交流

の強化」，「政治・安全保障協力の強化」の４つの分野等

幅広い二国間関係の強化を進めていくことで一致するとと

もに，これらの点の実現に向けた取組を進めた。 

定されている特別首脳会議を含む要人

往来，各種会談・協議及び交流事業を実

施する。これらを通じ，我が国プレゼン

スの拡大,パートナーシップの強化等ニ

国間関係を幅広く強化する。 

特にミャンマーについては，平成

27(2015)年の総選挙もかんがみ，幅広く

要人往来を実施し，ミャンマーの改革努

力を後押しし，「改革の支援」，「共に

繁栄を目指して」，「人的交流・文化交

流の強化」，「政治・安全保障協力の強

化」の４つの分野に注力することによ

り，関係を包括的に強化することを目指

す。 

 目

標 
－ 

 様々なスキームを通じての各種会談・協議等を実施し，

各国との二国間関係を強化する。 

 

 ５(２)経済協議の実施と貿易投資環境の整備 年度目標 

基

準 
－ 

各種投資委員会，フォーラムの実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 二国間の経済対話の枠組みを通じて，インフラ海外展開，

貿易投資環境の整備の促進及び資源の安定供給の確保にお

いて成果をあげた。我が国は，日タイ・日越経済連携協定

の下での各種小委員会，日カンボジア官民合同会議等を開

催するとともに，メコン地域における官民協力・連携促進

フォーラムの開催を通じて，同地域への日本企業の進出を

一層促進するため二国間のみならず，メコン地域全体で具

体的な貿易投資環境に係る議論が進んだ。 

(第４回日メコン首脳会談(平成 24年４月 21日，於：東京)

にて，平成 27年までの日メコン協力の新たなビジョンを定

めた「東京戦略 2012」を採択した。①メコン連結性の強化，

②投資や貿易の促進，③人間の安全保障及び環境の持続可

能性の確保という３本の柱を策定。) 

 各種投資委員会，フォーラムの着実な

実施を通じて，同地域への日本企業の進

出を一層促進するため，二国間のみなら

ず，メコン地域全体で具体的な貿易投資

環境に係る議論を進める。 

  

  

24

年

度 

 第４回日メコン首脳会議にて策定された「東京戦略

2012」を実施するため，第５回日メコン外相会議(７月)に

おいて，協力の具体的行動・措置をまとめた「行動計画」

を策定した。その後,これらの方針に従い,着実にメコン諸

国と協議を重ね,日本企業支援に繋がる貿易投資環境の整

備を促進し，経済関係を強化することができた。 

 特にタイについては，日タイ経済連携協定の下における

各種小委員会を開催するとともに,「行動計画」に盛り込ま

れたインフラ整備・防災・ダウェー開発に関する日タイワ

ーキンググループを開催した。 

 ベトナムについては，日越外相会談時にあわせた日越協

力委員会(７月)，日越共同イニシアティブ(フェーズ４)，

工業化戦略作業部会等の様々な枠組みによる対話を重ねて

いる。また，日越経済連携協定下における「自然人の移動

に関する小委員会」では看護師・介護福祉士の新たな受入

れに向けた協議を行った。 

 さらにミャンマーでは，関係各省庁の意見集約を行う日

ミャンマー官民合同タスクフォースを国内で開催するとと

 「東京戦略 2012」にて策定された新た

な３本の柱を具体化し，中長期的な視点

より協力を実施するため，閣僚級会合に

て新たな行動計画を策定する。 
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もに，集約された意見をミャンマー側と協議する日ミャン

マー共同イニシアティブを新たに立ちあげ(３月)，双方の

官民による貿易投資整備の促進を図った。また，日ミャン

マー投資協定に関する交渉を開始した。 

 その他，ラオス，カンボジアにおいても，日・カンボジ

ア官民合同会議，日ラオス官民合同対話の枠組みによる投

資促進のための協議を行った。 

２月には第３回日メコン官民協力連携促フォーラムが開催

され，カン・ゾー・ミャンマー国家計画経済開発大臣をは

じめメコン各国から多様な分野における官民の実務者を招

待し日本側の官民代表者と「インフラ」，「環境・都市環

境」，「外食産業」，「コンテンツ産業」について意見交

換を行う等活発な交流が行われた。  

  

  

  

25

年

度 

上記の「東京戦略 2012」及び平成 25年 12 月の日メコン

首脳会議にて改訂された「行動計画」に基づき，日本とメ

コン諸国間との協力を推進させるべく，特に連結性の向上，

官民協力及び人的交流の促進につき，地域全体及びメコン

各国との間で下記取組を実施した。 

 メコン地域全体の官民協力を促進すべく，平成 26年２月

に，第４回日メコン官民協力連携促進フォーラムを東京に

て開催し，ソマート・ラオス公共事業計画大臣をはじめメ

コン各国から官民の実務者の参加を得て，日本側代表者と

の間で意見交換を行い，日メコン経済関係の深化に貢献し

た。 

ベトナムについては，９月に，日越協力委員会第５回会

合が開催され，岸田外務大臣とミン越外相が，工業化戦略，

投資環境整備，経済連携及び経済協力につき議論を行った。 

ミャンマーについては，５月に日ミャンマー共同イニシ

アティブ第２回協議が，10 月に同第３回協議が開催され，

後者では，共同議長である沼田駐ミャンマー大使(当時)及

びカン・ゾー国家計画・経済開発大臣の下，プウィン・サ

ン商業副大臣の出席も得て議論を行い，特に査証，輸出入

政策，ティラワ関連を含む建設業関連，保険について分科

会を設け，詳細な議論を継続していくことで双方了解した。

また，12 月の日ミャンマー首脳会談において，ASEAN で唯

一投資協定を結べていなかったミャンマーとの間で，同国

にとって初の二国間「自由化型」となる投資協定の署名が

なされた。 

カンボジアについては，11月に日カンボジア官民合同会

議が開催され，共同議長である隈丸駐カンボジア大使，ソ

ク・チェンダ首相補佐特命大臣兼 CDC事務局長の下，投資

環境整備，電力，輸出入規制等につき議論が行われた。 

タイについては，日タイ経済連携協定の下におけるビジ

ネス環境の向上や農業分野の協力に関する小委員会が開催

された。 

ラオスについては，12月に第７回日ラオス官民合同対話

が開催され，岸野駐ラオス大使とソムディ計画投資大臣が

共同議長を務め，法律・政策の透明性や税制を中心に投資

促進のための協議が行われた。 

上記の新行動計画に基づき，中長期的

な視点から日本とメコン諸国間との協

力をより推進させるべく,各国との経済

協議の枠組み,日タイ・日越経済連携協

定下での各種小委員会等を必要に応じ

て開催するとともに, メコン地域にお

ける官民協力・連携促進フォーラムを開

催し，同地域への日本企業の進出を一層

促進するため，二国間のみならず，メコ

ン地域全体での具体的な貿易投資環境

に係る議論を進める。 

 目

標 
－ 

各種投資委員会，フォーラムを実施し，メコン地域の貿

易投資環境を整備し，経済関係の緊密化に取り組む。 

 

 ５(３)メコン地域開発支援の強化及びメコン地域との交流の促進 年度目標 
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基

準 

22

年

度 

 首脳，外相会談等を通じた日メコン協力を強化する。我

が国のメコン地域開発支援により，ASEAN 統合を促進する。

アジア大洋州地域の重要なプレイヤーである ASEAN全体と

我が国との関係を強化する。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 第４回日メコン外相会議(７月 21日，於：インドネシア・

バリ)においては，今後の日メコン協力の重要課題として，

特に環境・気候変動，官民連携を通じた投資等の促進，及

び，脆弱性対策に関する協力を取り上げた。第３回日メコ

ン首脳会議(11 月 18 日，於：インドネシア・バリ)におい

ては，「行動計画 63」のフォローアップを行い，未達成部

分(特に脆弱性支援)を抽出することで，新たな行動計画の

策定を目指すことで合意，共同声明を採択した。これらに

加え，グリーン・メコン・フォーラム(６月 24日，於：タ

イ・バンコク)等の開催を通じて，日メコン協力が著しく進

展したとの認識を共有し，日メコン協力の枠組みを通じて

更に協力を促進していくことを再確認した。 

 (第４回日メコン首脳会談(平成 24年４月 21日，於：東

京)にて，平成 27 年までの日メコン協力の新たなビジョン

を定めた「東京戦略 2012」を採択した。①メコン連結性の

強化，②投資や貿易の促進，③人間の安全保障及び環境の

持続可能性の確保という３本の柱を策定。) 

 日メコン外相会議，日メコン首脳会議

等を通じて協力関係を強化する。日メコ

ン協力の著しい進展を踏まえ，日メコン

協力の枠組みを通じて更に協力を促進

していくことを再確認する。 

また，大規模な洪水被害に見舞われた

タイの復旧，復興を継続的に支援するこ

とにより，メコン地域諸国との協力関係

を一層強化するのみならず，同地域にお

ける我が国企業の経済活動を支援する

上でも，有効・効率的に実施する。 

  

  

24

年

度 

 第４回日メコン首脳会議(４月 21日，於：東京)にて，こ

れまでの日メコン協力の方針であった「東京宣言」及び「行

動計画 63」のレビューを行い，これらが概ね達成されてい

ることを確認した。これを受けて，同会議では，新たに「東 

京戦略 2012」を採択した。これは①メコン連結性の強化，

②投資や貿易の促進，③人間の安全保障及び環境の持続可

能性の確保の３本柱からなる平成 27 年までの日メコン協

力の新たなビジョンを定めたものである。また，７月に行

われた第５回日メコン外相会議では，この「東京戦略 2012」

を具体化する「行動計画」が採択され，今後これらに沿っ

て日メコン協力が進められていくことが確認された。同時

に，第４回首脳会議では，25年度以降３年間で，6,000 億

円の ODA による支援を表明したほか，我が国とメコン各国

との間のあり得べき 57 案件のインフラ案件リストを作成

し，我が国より提示した。 

２月には第３回日メコン官民協力連携促フォーラムが開

催され，カン・ゾー・ミャンマー国家計画経済開発大臣を

はじめメコン各国から多様な分野における官民の実務者を

招待し日本側の官民代表者と「インフラ」，「環境・都市

環境」，「外食産業」，「コンテンツ産業」について意見

交換を行う等活発な交流が行われた。 

 「東京戦略 2012」にて策定された新た

な３本の柱を具体化し，中長期的な視点

より協力を実施するため，閣僚級会合に

て新たな行動計画を策定する。 

  

  

  

25

年

度 

第６回日メコン外相会議(６月 30 日，於：ブルネイ・バ

ンダルスリブガワン)において，上記「東京戦略 2012」及

び「行動計画」のレビューを行い，メコン地域の経済が着

実に発展を続けていることが確認された。各国は，平成

27(2015)年に向けて日メコン協力をさらに強化するとの決

意を再確認するとともに，平成 26年に，第 47回 ASEAN閣

僚会議に続いて第７回日メコン外相会議をミャンマーにて

開催することを確認した。 

第５回日メコン首脳会議(12 月 14 日，於：東京)では，

「東京戦略 2012」の中間評価が採択されるとともに，前回

首脳会議で表明された平成 25年度以降３年間で約 6000億

円の ODA 支援が順調に進捗していること及び,改訂された

「東京戦略 2012 の実現のための行動計画」が確認された。

上記の新行動計画に基づき，中長期的

な視点から日メコン協力をより推進さ

せるべく，25年度の日メコン外相会議で

は，昨年度策定された「東京戦略 2012」

及び「行動計画」に基づき日メコン協力

がいかに進展したかについて評価を行

う。 

また，環境分野に焦点をあてたグリー

ン・メコン・フォーラムの第２回会合及

び日メコン協力における官民連携の促

進を目指す日メコン官民連携・協力促進

フォーラムの第４回会合の開催につき

各国と合意形成を行う。 
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これは，平成 27(2015)年に向けて日メコン協力をさらに強

化するとのコミットメントを再確認するものである。また，

第６回日メコン首脳会議が，平成 26年に日本とミャンマー

の共同議長により開催されることが確認された。 

 また，日本政府及びタイ政府の共催による第２回グリー

ン・メコン・フォーラム(10 月 21 日，於：バンコク)にお

いては，日本及びメコン地域諸国が「行動計画」に挙げら

れた事項について意見交換を行い，右成果は，上記首脳会

議において報告された。 

第４回日メコン官民協力・連携促進フォーラム(２月，

於：東京)では，ソマート・ラオス公共事業運輸大臣を始め

とする官民の関係者が，「インフラ」・「観光」・「保健

医療」分野を中心に，メコン地域での官民連携強化に向け

て議論を行い，議長総括が発出された。 

上記「東京戦略 2012」及び改訂版「行動計画」に基づき，

特に，人的交流の促進に関して大きな進展が見られた。 

まず，航空協定については，先方からの要請を踏まえ，

12 月の首脳会談において，カンボジア・ラオスそれぞれと

の間で正式な交渉入りに同意した。また，１月にミャンマ

ー航空協定改正議定書の署名が行われた。 

さらに，ビザ緩和については，５月に，安倍総理大臣よ

り，成長戦略第二弾の一環として ASEAN 諸国へのビザ緩和

が表明されたことを受け，７月にはタイ国民に対する査証

免除，及びベトナム国民に対する数次ビザ発給，11月の総

理大臣訪問の際にはラオス・カンボジア両国民に対する数

次ビザ発給，さらに，平成 26年が日ミャンマー外交関係樹

立 40周年であることを踏まえ，１月にはミャンマー国民に

対する数次ビザの発給が，それぞれ決定された。これらの

施策により，メコン諸国からの訪日者数が増加し，過去最

大を記録した。 

さらに，本年度開催される予定の第５

回日メコン首脳会議の開催時期につい

ても各国との間で合意し，公表する。 

第５回日メコン首脳会議では，「行動

計画」について外相会議の評価等を受け

て改訂することを目指す。協力の進捗や

現状にあわせて改訂された「行動計画」

に基づき，さらに日メコン協力の進展を

図る。 

 
目

標 
－ 

 首脳，外相会議を通じ，日メコン協力を強化する。メコ

ン地域の発展を支援することを通じて，地域の平和と安定

の強化に取り組んでいく。 

 

 ５(４)外交青書に記載

のある要人往来数(政務

官レベル以上) 

基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 30 31 39 42 － 

 年度ごとの目標値   基準値程度 同左 同左  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/) 

－メコン：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/index.html 

－カンボジア：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/index.html 

－ラオス：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/index.html 

－ミャンマー：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/index.html 

－ベトナム：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/index.html 

－タイ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/index.html 

・平成 26年版外交青書 
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個別分野 ６ インドネシア，シンガポール，東ティモール，フィリピン，ブルネイ，マレーシアとの友好関

係の強化 

概要 以下の事業を通じ，インドネシア，シンガポール，東ティモール，フィリピン，ブルネイ及びマ

レーシアとの関係を強化する。 

(１)要人往来を始めとする様々なレベルでの対話・交流・協力の継続・推進 

(２)各国との EPAの協議・実施等経済分野での関係緊密化 

(３)平和構築等，地域及び国際的課題に関する協力 

関連する内

閣の重要政

策 

・第 186回国会施策方針演説(平成 26年１月 24日) 

「ASEAN は，繁栄のパートナーであるとともに，平和と安定のパートナーです。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「日・ASEAN 友好協力 40周年を迎えた昨年，日 ASEAN関係は大きく発展しました。安倍総理大臣

は ASEAN全加盟国を訪問し，私も全加盟国の外相と会談し，12月には東京で成功裏に特別首脳会

議を開催しました。この成果の上に，本年の議長国であるミャンマーを始めとする ASEAN 各国と

の協力関係を更に強化します。」 

・包括的経済連携に関する基本方針(平成 22年 11月９日閣議決定) 

・「包括的経済連携に関する基本方針」に基づく人の移動検討グループ設置(平成 22 年 11 月 15 日

国家戦略担当大臣決定) 

・経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れについての基本的な方針(平成 23

年６月 20日) 

 

測

定

指

標 

６(１)要人往来を始めとする様々なレベルでの対話・交流・協力の

継続・促進 
年度目標 

基

準 
－ 

 要人往来，各種協議，会談，招へい等の実現   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ユドヨノ・インドネシア大統領の訪日(６月)やアキノ・

フィリピン大統領の訪日(８月及び９月)，玄葉外務大臣の

シンガポール・マレーシア・インドネシア歴訪(10月)，ラ

モス＝ホルタ東ティモール大統領の訪日(１月)，グスマン

同首相の訪日(３月)など具体的成果(例：６月のユドヨノ・

インドネシア大統領訪日時の３つの閣僚級協議の定期開催

の合意，９月のアキノ・フィリピン大統領訪日時の「戦略

的パートナーシップ」の確認等)のある要人往来を数多く実

施した。また，ASEAN 関連首脳会議及び同外相会議，APEC

首脳会議及び閣僚会議等の国際会議の機会に，数多くの二

国間首脳会談・外相会談を実施し，二国間関係の強化を進

めた。そのほか，マレーシア(10 月)及びフィリピン(３月)

との次官級協議，インドネシア(11 月)及びフィリピン(３

月)との政務・防衛当局間(PM)協議，フィリピンとの海洋協

議(９月)等の政策対話を実施した。また，閣僚，国会議員，

実務担当者から学生まで，幅広いレベルで招へい事業を実

施し，二国間の対話・交流・協力を強化した。 

１ 首脳級を含む要人往来による二国

間関係を強化する。 

２ 次官級協議等事務レベル協議の実

施による政策対話を強化する。 

  

  

24

年

度 

１ 要人往来については，インドネシア３回，シンガポー

ル３回，東ティモール１回，フィリピン２回，ブルネイ

２回，マレーシア３回(総理大臣特使含む))合計 14 の要

人往来があった。 

２ 安倍総理大臣のインドネシア訪問を始め，マレーシア

のアブドゥル・ハリム・ムアザム・シャー国王王妃両陛

下の国賓訪日，岸田外務大臣のフィリピン，シンガポー

ル，ブルネイ歴訪，アニファ・アマン・マレーシア外務

大臣，デル・ロサリオ・フィリピン外務大臣の外賓訪日，

マルティ・インドネシア外務大臣，モハメッド・ボルキ

ア・ブルネイ外務貿易大臣の訪日等要人往来を数多く実

施した。また，ASEAN関連首脳会議及び同外相会議，APEC

首脳会議及び閣僚会議，国連総会等マルチの会合の機会

に，数多くの二国間首脳会談・外相会談を実施し二国間

１ 首脳級を含む要人往来による二国

間関係を強化する。 

２ 次官級協議等事務レベル協議の実

施による政策対話を強化する。 
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関係の強化を進めた。また，マレーシアとの次官級協議，

フィリピンとの海洋協議を実施したほか，第９回日本・

シンガポール・シンポジウムを開催した。さらに，閣僚，

国会議員，実務担当者から学生まで，幅広いレベルで招

へい事業を実施し，二国間の対話・交流・協力を強化し

た。  

  

  

  

25

年

度 

安倍総理大臣が，７月にはマレーシア，シンガポール，

フィリピンを訪問し，10月にはインドネシア，ブルネイを

訪問したことに加え，12 月の日・ASEAN 特別首脳会議の際

にこれら５か国全ての首脳が訪日したことで，５か国との

間で首脳間の相互往来が実現した。 

これらに加え，ASEAN関連首脳会議及び同外相会議，APEC

首脳会議及び閣僚会議等の国際会議の機会にも多数の二国

間首脳会談及び外相会談を実施し，二国間関係の強化に努

めた。また，インドネシアとの戦略的閣僚級対話，フィリ

ピンとの次官級協議等の従来から開催している政策協議に

加え，25年度からインドネシア及びフィリピンとの間でそ

れぞれ局長級協議も開催し，政策対話を強化した。更に，

閣僚，国会議員から学生まで，幅広いレベルで招へい事業

を実施した。 

マレーシア東方政策については，12月に両国首脳レベル

で東方政策 2.0 に係る二国間協議枠組みの立ち上げに合意

した。日ブルネイ外交関係樹立 30周年事業としては，日・

ブルネイ友好 30周年ロゴの作成，記念銀貨幣の製造等を実

施した。 

要人往来を始めとする様々なレベル

での対話・交流・協力の継続・推進につ

いては，次の取組の実施に努める。 

１ 首脳級を含む要人往来による二国

間関係の強化 

２ 次官級協議等事務レベル協議の実

施による政策対話の強化 

３ 各種招へいスキーム等を活用した

層の厚い人物交流の実現 

４ その他二国間関係強化に資する政

策の実現(マレーシア東方政策セカン

ド・ウェーブへの協力，日ブルネイ外

交関係樹立 30周年事業の実施等) 

 目

標 
－ 

 要人往来，各種協議，会談，招へい等を実現し，各国と

の対話・交流・協力を強化する。 

 

 ６(２)各国との EPAの協議・実施等経済分野での関係緊密化 年度目標 

基

準 
－ 

 EPA の着実な実施を含む経済関係緊密化の促進   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 インドネシア，フィリピン，ブルネイ，マレーシアとの

間で EPA の下での分野別小委員会を着実に実施し，自然人

の移動やビジネス環境の整備等に関する議論を通じてこれ

ら各国との経済関係を強化できた。また，日・インドネシ

ア EPA 及び日・フィリピン EPAに基づき受け入れた看護師

候補者のうち 47名，介護福祉士候補者のうち 36名が国家

試験に合格した(21 年度は看護師試験で 16 名)。国家試験

合格者数を増加させるべく，訪日前研修を実施した。 

 インドネシアとの間では，ジャカルタ首都圏のインフラ

整備と投資環境整備のためのマスタープラン作成を進めて

いるほか，中部ジャワ石炭火力発電所を日系企業が受注し

た。 

 マレーシアでは，我が国が円借款や教員派遣を通じて支

援するマレーシア日本国際工科院(MJIIT)が９月に開校し

た。 

１ インドネシア，シンガポール，フィ

リピン，ブルネイ及びマレーシアとの

経済連携(EPA)を着実に実施する。 

２ 法的枠組みの整備等を通じた二国

間関係を強化する。 

  

  

24

年

度 

インドネシア，フィリピン，マレーシアとの間で EPA の

下での合同委員会，分野別小委員会を着実に実施し，自然

人の移動やビジネス環境の整備などに関する議論を通じて

これら各国との経済関係を強化できた。また，インドネシ

アとは，10月に第２回閣僚級経済協議及び首都圏投資促進

特別地域(MPA)第３回運営委員会を開催，MPA戦略プランを

承認した。 

マレーシアでは６月にマレーシア日本国際工科院

(MJIIT)の開校式が行われ，我が国からは鳩山元総理大臣が

１ インドネシア，シンガポール，フィ

リピン，ブルネイ及びマレーシアとの

経済連携(EPA)を確実に実施する。 

２ 法的枠組みの整備等を通じた二国

間関係を強化する。 

３ 日・インドネシア EPA，日・フィリ

ピン EPA に基づく看護師及び介護福祉

士候補者受入れについては合格率の更

なる向上のための施策を講じる。 
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総理大臣特使としてナジブ首相と共に出席した。 

さらに，日・インドネシア EPA 及び日・フィリピン EPA

については，右に基づき受け入れた看護師候補者のうち 30

名，介護福祉士候補者のうち 128名が 24年度国家試験に合

格した(23 年度は，看護師試験合格者が 47名，介護福祉士

試験合格者が 36名)。国家試験合格者数を増加させるべく，

訪日前研修を拡充して実施した。  

  

  

  

25

年

度 

インドネシアとは，12月にジャカルタ首都圏投資促進特

別地域(MPA) 第４回運営委員会を開催し，MPA 関連事業の

具体的な進捗を確認し，引き続き促進していくことを確認

した。この他マレーシア・シンガポール間の高速鉄道等の

個別案件についてもハイレベルでの働きかけを実施し，フ

ィリピンにおける地デジ日本方式の採用の決定等の実質的

な成果が得られた。 

さらに，日・インドネシア EPA 及び日・フィリピン EPA

に関し，看護師・介護福祉士候補者受入れにおいて日本語

研修の拡充等の各種取組を継続し，平成 25年度に受入れた

人数が看護師候補者については前年度の 57 名から 112 名

に，また介護福祉士候補者については 145名から 195名へ

と増加した。また，平成 25 年度の国家試験では，32 名の

看護師候補者と 78名の介護福祉士候補者が合格した。 

各国との経済関係の強化については，

特にインフラ輸出を念頭に，日系企業を

支援する仕組みの強化と個別案件での

支援を推進する(インドネシア MPA 戦略

プランの推進等)。また，各国との経済

連携(EPA)を確実に実施し，特に日・イ

ンドネシア EPA，日・フィリピン EPA に

基づく看護師及び介護福祉士候補者受

入れについては，日本語能力向上のため

の研修等の施策を拡充する。 

 
目

標 
－ 

日系企業支援の仕組みの強化と個別案件での支援により

インフラ輸出を強化するとともに，EPA の着実な実施を通

じて経済関係の緊密化を促進する。 

 

 ６(３)平和構築等，地域及び国際的課題に対する協力 年度目標 

基

準 
－ 

 東ティモールの国づくり支援，フィリピン・ミンダナオ

和平プロセス平和構築への積極的関与等による平和構築に

関する支援・関与，災害対応支援，民主主義の普及・定着

への貢献等 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 東ティモールの国づくりへの継続的な支援(国連東ティ

モール統合ミッション(UNMIT)への軍事連絡要員(自衛官２

名)派遣，経済協力・平和構築人材育成事業の継続的実施，

約 53 億円にのぼる初の円借款供与等)やミンダナオ和平プ

ロセスへの積極的関与(国際監視団(IMT)への開発専門家派

遣，ミンダナオにおける経済協力案件の集中的実施(J－

BIRD)，国際コンタクトグループ(ICG)への参加を通じた和

平交渉支援)等により，地域の平和と安定に向けた貢献がで

きた。インドネシアとの間では，３月に ARF 災害救援実動

演習(DiREx)を両国で共催した。また，12 月にミンダナオ

島北部を襲った台風により死者 1,200名を超える甚大な被

害が生じたことを受け，2,500 万円相当の緊急援助物資を

供与するとともに，200 万米ドルの緊急無償支援協力を実

施した。さらに，バリ民主主義フォーラムにおいては，岡

田総理大臣特使が民主主義の普及に関するスピーチを行っ

た上，同フォーラムに対する具体的協力として，同フォー

ラムの一環として行われたエジプト民主化支援セミナーに

協力するなど地域における民主主義の普及・定着に貢献し

た。 

１ 東ティモールの国づくりを支援す

る。 

２ フィリピン・ミンダナオ和平プロセ

スを支援する。 

３ 地域・国際的課題への対応のための

協力・支援を実施する。 

  

  
24

年

度 

東ティモールの国作り支援の一環として，３月から４月

にかけて行われた大統領選挙に合計 17名，７月に行われた

国民議会選挙に合計７名を選挙監視団として派遣し，同国

の安定・民主化に貢献した。また，UNMIT への軍事連絡要

員(自衛官２名)派遣(９月まで)，経済協力，平和構築人材

育成事業，円借款供与等の支援も継続的に実施した。 

１ 東ティモールの国づくりを支援す

る。特に大統領選挙及び国民議会選挙

が行われることを踏まえ，選挙監視団

の派遣等，平和裏で円滑な選挙の実施

のための支援を行う。 

２ フィリピン・ミンダナオ和平プロセ
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フィリピン・ミンダナオ和平プロセスにも引き続き積極

的に関与した(IMT への開発専門家派遣， J-BIRD の実施，

ICG への参加を通じた和平交渉支援，３月には MILF和平交

渉団の訪日招へいも実施。)。 

スを支援する。 

３ 地域・国際的課題への対応のための

協力・支援を実施する。特に，バリ民

主主義フォーラムサミットが初めて開

催されるところ，我が国としても一層

積極的に関与する。 

この他，12月にインドネシアで開催された第５回バリ民

主主義フォーラムには，外務副大臣が総理大臣特使として

出席し，アジア地域の民主化とグローバル・ガバナンスに

関するスピーチを行った。 

  

  

  

25

年

度 

東ティモールの国作りの一環として，無償資金協力「ブ

ルト灌漑施設改修計画」，紛争予防・平和構築無償「効果

的で利用しやすい司法制度，社会対話及び警察サービスに

よる平和構築支援計画(UNDP連携)」，無償資金協力「モラ

橋護岸計画」の３件の E/N 署名を実施するとともに，円借

款案件「国道一号線整備計画」(平成 24(2012)年 E/N署名)

の実施に向けて調整。また，防衛省・自衛隊による能力構

築支援事業に関する国際約束に署名した。 

安倍総理大臣が７月にフィリピンを訪問した際に，ミン

ダナオ和平プロセスについて，コミュニティ開発，移行プ

ロセスにおける人材育成，持続的発展のための経済開発の

３分野での支援を継続・強化していく旨表明し，25年度も

積極的な支援を継続した。 

11 月にインドネシアで開催されたバリ民主主義フォー

ラムには，高村自民党副総裁が総理大臣特使として出席し，

民主主義定着に向けた我が国の取組等についてスピーチを

行った。 

１ 東ティモールの国作り支援を継続

する(経済協力，円借款供与等の活用)。 

２ フィリピン・ミンダナオ和平プロセ

ス支援を継続する(国際監視団(IMT)へ

の開発専門家派遣，ミンダナオにおけ

る 経 済 協 力 案 件 の 集 中 的 実 施

(J-BIRD)，国際コンタクトグループ

(ICG)への参加を通じた和平交渉支援，

ミンダナオ和平関係者の招へい等)。 

３ バリ民主主義フォーラムへの積極

的関与を継続する。 

 
目

標 
－ 

 平和構築に関する支援や関与，民主主義の普及・定着へ

の貢献，防災分野における協力等を実施することにより，

地域及び国際的課題に共に対応する。 

 

 ６(４)要人の往来数(日本

側は外務省政務三役，相手

国は元首，首脳，外務大臣) 

基準値 実績値 目標値 

22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 14 21 14 18 － 

 年度ごとの目標値   基準値程度 同左 同左  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/) 

・首相官邸ホームページ 

(http://www.kantei.go.jp) 
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個別分野 ７ 南西アジア諸国との友好関係の強化 

概要 (１)インドとの戦略的グローバル・パートナーシップを強化する。 

(２)要人往来や首相・外相会談を含む様々なレベルでの対話・交流を継続・促進する。 

(３)南西アジア地域の安定と繁栄に向けた様々な支援・協力を実施する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「私は，自由や民主主義，人権，法の支配の原則こそが，世界に繁栄をもたらす基盤である，と信じ

ます。日本が，そして世界が，これからも成長していくために，こうした基本的な価値を共有する国々

と，連携を深めてまいります。」 

・日印共同声明(平成 26年１月 25日) 

「両首脳は，自由，民主主義，法の支配といった普遍的価値を共有するアジアの民主主義国として，

日本とインドの戦略的グローバル・パートナーシップを更に深化させ，戦略環境の変化を考慮に入れ，

地域の平和，安定及び繁栄のために共に貢献していく決意を再確認した。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「…インド及びオーストラリアなどと安全保障，経済等様々な分野で協力を深化させるとともに，モ

ンゴル，太平洋島嶼国との関係も強化します。」 

 

測

定

指

標 

７(１)インドとの戦略的グローバル・パートナーシップの強化 年度目標 

基

準 
－ 

 各種会談・協議等を通じた日インド戦略的グローバル・

パートナーシップの強化 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 野田総理大臣のインド訪問，クリシュナ外務大臣の訪日

に加え，国際会議等様々な機会を活用し，首脳・外相会談，

更には各種事務レベルの協議を着実に実施し，日インド戦

略的グローバル・パートナーシップの一層の強化を図った。

具体的には，12月の野田総理大臣のインド訪問を含む３回

の首脳会談や，10月の日インド外相間戦略対話を含む２回

の外相会談を実施した他，４月に外務次官対話，４月及び

２月に外務次官級政務協議，12 月に日米印協議を行うな

ど，各種協議を実施した。 特に，野田総理大臣のインド訪

問時には，政治・安全保障面で，海上安全保障分野での協

力を強化することで一致した他，経済面では，デリー・ム

ンバイ間産業大動脈構想(DMIC)に関する協力の進展など，

多くの具体的成果を挙げるとともに，「国交樹立 60周年を

迎える日インドの戦略的グローバル・パートナーシップ強

化に向けたビジョン」を発出し，日インド関係をより一層

強化するため，政治・安全保障，経済，文化・学術交流等

幅広い分野で協力を強化していくことで合意した。 

１ 日インド首脳会談を成功裏に実施

する。 

２ 日インド外相間戦略対話を成功裏

に実施する。 

  

  

24

年

度 

 玄葉外務大臣のインド訪問やクルシード外相の訪日に加

え，国際会議等様々な機会を活用し，首脳・外相会談，更

には各種事務レベルの協議を着実に実施し，日インド戦略

的グローバル・パートナーシップの一層の強化を図った。 

具体的には，電話会談を含む３回の首脳会談や，４月の

玄葉外務大臣のインド訪問を含む４回の外相会談を実施し

た他，10 月には外務次官対話や外務次官級政務協議，日印

次官級「２＋２」，さらには日米印協議を行うなど各種協

議を実施した。特に，玄葉外務大臣のインド訪問では第６

回戦略的外相間対話の他，第１回閣僚級経済対話を実施し，

日インド関係を更なる高みに持っていくことで一致した。

また，同訪問時に立ち上げに合意したサイバー協議や海洋

に関する対話は年内に実施され，クルシード外相訪日時に

はそれらが歓迎されるとともにそれらを含めた政治対話を

一層深化させていきたい旨合意された。 

１ 日インド首脳会談を成功裏に実施

する。 

２ 日インド外相間戦略対話を成功裏

に実施する。 

  

  

  

25

年

度 

11 月から 12 月にかけての天皇皇后両陛下による国賓と

しての御訪問，５月のシン首相の訪日及び１月の安倍総理

大臣のインド訪問のみに留まらず，その他閣僚級，事務レ

ベルにおいて，政治分野はもちろん，経済，文化交流とい

天皇皇后両陛下のインド御訪問，首

脳・外相会談，更には各種事務レベルの

協議を着実に実施し，日インド戦略的グ

ローバル・パートナーシップの一層の強
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った幅広い分野について協議を実施し，日インド戦略的グ

ローバル・パートナーシップの強化を図った。 

具体的には，１月の総理大臣訪印の際に，共同声明「日

印戦略的グローバル・パートナーシップの強化」を発出し，

普遍的価値を共有する民主主義国として，地域の平和，安

定及び繁栄のために貢献していく決意を共有するととも

に，デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)等の大型イ

ンフラ計画における進展を確認し，更に前進を図ることで

一致した。11 月に行われた日印外相会談では，高速鉄道，

日米印対話，民生分野の原子力協力及び地域開発協力など

の政治安全保障及び経済分野において，協力を継続するこ

とで一致した。 

また，タミル・ナド州投資促進プログラム(限度額 130

億円)，インド工科大学ハイデラバード校整備計画(限度額

177 億 300万円)について，円借款の実施が決定され，経済

のみならず文化・学術交流を含めた分野で協力関係が進展

した。 

化を図る。 

シン・インド首相の訪日を成功裏に実

施する。同訪問では，政治・安全保障面

では，民主主義，法の支配に基づいた共

通の価値観を確認する他，経済面では，

デリー・ムンバイ間産業大動脈構想

(DMIC)等に関する協力の進展で一致す

るよう努める。また，日インド関係をよ

り一層強化するため，文化・学術交流を

含めた幅広い分野で協力を強化してい

く旨合意を図る。 

 目

標 
－ 

各種会談・協議等を通じ，日インド戦略的グローバル・

パートナーシップを強化する。 

 

 ７(２)要人往来や首脳・外相会談を含む様々なレベルでの対話・交

流の継続・促進(インドを除く) 
年度目標 

基

準 
－ 

 首脳・外相会談及び各種協議，並びに閣僚級及び戦略的

実務者招へいや 21 世紀青少年大交流計画などの交流事業

の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ジグミ・ケサル・ブータン国王王妃両陛下(11月(国賓))，

ティンレイ・ブータン首相(９月)，シュレスタ・ネパール

副首相兼外相(１月)，ナシーム・モルディブ外相(同月)の

訪日や，菊田政務官のスリランカ・ブータン訪問(５月)，

中野政務官のモルディブ訪問(南アジア地域協力連合

(SAARC)首脳会議出席(11 月))をはじめとするハイレベル

の要人往来が実現した。また，国連総会等の国際会議の機

会を活用して各国首脳・外相等との会談を実施し，継続的

な対話の機会を設けることが出来た。事務レベルの協議に

ついても，パキスタンとの安全保障，経済等の分野での各

種協議等を行うなど，各国との二国間協議を着実に実施し

た。さらに３件の閣僚級招へい，９件の戦略的実務者招へ

いを実施したほか，21 世紀青少年大交流計画(JENESYS)プ

ログラムを通じて，700 人を超える高校生や大学・大学院

生等が訪日するなど，重層的な招へい事業を実施した。 

 首脳，閣僚級の要人往来，各種会談・

協議及び交流事業を着実に実施する。 

  

  

24

年

度 

 岡田副総理大臣のバングラデシュ・スリランカ訪問(５

月)や，カル・パキスタン外相(５月，７月)，ピーリス・ス

リランカ外相(７月)，モニ・バングラデシュ外相(７月)，

ラージャパクサ・スリランカ大統領(３月)の訪日をはじめ

とするハイレベルの要人往来が実現した。また，ASEAN 関

連首脳会議等の国際会議の機会を活用して各国首脳・外相

等との会談を実施し，継続的な対話の機会を設けることが

出来た。 

事務レベルの協議についても，パキスタンとの安全保障，

経済等の分野での各種協議等を行うなど，各国との二国間

協議を着実に実施した。 

さらに１件の閣僚級招へい，４件の戦略的実務者招へい

を実施したほか，被災地支援事業であるキズナ強化プロジ

ェクトの一環として，約 500名の高校生や大学・大学院生

等が訪日するなど，重層的な招へい事業を実施した。 

首脳，閣僚級の要人往来，各種会談・

協議及び交流事業を着実に実施する。 
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25

年

度 

麻生副総理大臣のスリランカ訪問(５月)，新藤総務大臣

のモルディブ(６月)及びスリランカ訪問(７月)及びバング

ラデシュ訪問(３月)といった首脳級，閣僚級以上の往来が

数多く実現した。これら往来の結果，幅広い分野において，

各国との二国間協力が前進した。また，次官級対話，日米

印協議など事務レベルの協議も継続的に実施した。 

また，講師派遣事業によるスリランカへの講師派遣の実

現，JENESYS2.0によるバングラデシュ，パキスタン，ネパ

ールの青少年の受け入れといった文化，知的交流の促進も

進められた。 

閣僚レベルのバングラデシュ及びス

リランカ訪問，政務レベルのモルディブ

訪問をはじめとするハイレベルの要人

往来を実現する。また，国連総会等の国

際会議の機会を活用して，各国首脳・外

相等との会談を実施し，継続的な対話を

図る。 

 目

標 
－ 

首脳・外相会談及び各種協議，並びに交流事業を実施す

る。 

 

 ７(３)南西アジア地域の平和と繁栄に向けた様々な支援・協力の実

施 
年度目標 

基

準 
－ 

 災害への人道・復旧支援，開発及び民主化支援等の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ８月に大洪水が発生したパキスタンに対して，JICAを通

じた 3,500 万円相当の緊急援助物資の供与や，国連機関と

協力し，1,000 万ドルの緊急無償を行うとともに，平成 23

年１月から２月にかけて洪水被害が発生したスリランカに

対しては，テント等の救援物資の供与や国際機関や NGO を

通じた支援を実施した他，９月に道路及び灌漑施設の復旧

のため 70億円の円借款の供与を決定した。また，域内各国

の経済・社会開発への支援に関して，11月にパキスタン，

３月にインドに対してポリオ感染拡大防止・撲滅のための

無償資金援助や，１月にバングラデシュに対して母子保健

の状況改善のための50億4,000万円を限度とする円借款の

供与を通じた支援を行うほか，ODA の供与等を通じて，ス

リランカ，ネパール，ブータンにおける平和構築や民主化

定着の取組への協力を実施した。また，11月の SAARC首脳

会合に参加し，同地域の平和と繁栄に向けた様々な取組を

指示する旨表明した。さらに，３月には，第５回日 SAARC

シンポジウムを開催した。 

１ 災害に対し，迅速かつ適切な支援・

協力を実施する。 

２ 南西アジア地域の平和と繁栄に資

する開発及び民主化支援を実施する。 

  

  

24

年

度 

 各国の経済・社会開発への支援に関し，スリランカに対

して医療機材の整備支援のための無償資金協力や中小企業

支援のための無償資金協力，パキスタンに対してポリオ感

染拡大防止・撲滅のための無償資金援助を行った他，社会

インフラ整備のためにスリランカに対して９億 4,000 万円

を供与限度とする高速道路・道路交通情報提供システム整

備計画の無償資金協力やバングラデシュに対して地下水調

査及び深層帯水層水源開発のために７億 2,800万円の無償

資金協力，ネパールに対するタナフ水力発電計画のための

円借款等を行った。 

また，ODA の供与等を通じて，スリランカ・ブータンに

おける平和構築や民主化定着の取組への協力を実施した。 

１ 災害に対し，迅速かつ適切な支援・

協力を実施する。 

２ 南西アジア地域の平和と繁栄に資

する開発及び民主化支援を実施する。 

  

  

  

25

年

度 

当地域の各国の平和と繁栄のために，人道的かつ経済的

な支援を様々なレベルで実施している。 

バングラデシュに対しては，同国にとって最大の二国間

援助供与国として，インフラ分野，防災，社会開発，食糧

支援など様々な分野で援助を実施しており，３月には，同

国の航空保安設備の整備のために24億200万円を限度とす

る一般プロジェクト無償資金協力の供与が決定された。若

い民主主義国が多い南西アジア諸国への民主化支援を積極

的に行っており，ネパールに対しては，７月には同国にお

１ 災害に対し，迅速かつ適切な支援・

協力を実施する。 

２ 南西アジア地域の平和と繁栄に資

する開発及び民主化支援を実施する。 
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ける制憲議会選挙の円滑な実施を支援するために１億

4,900 万円の無償資金供与を決定した。モルディブに対し

ては，11月の大統領選挙に選挙監視団を派遣するなど人的

貢献を中心とした民主化支援を実施している。 

 目

標 
－ 

 災害への人道・復旧支援，開発及び民主化支援等を実施

する。 

 

 ７(４)要人往来数 基準値 実績値 目標値 

  22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 13 12  11 15 － 

 年度目標値  － 基準値程度 同左  

 ７(５)(参考指標) 

貿易額(億円) 

実績値 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 13,238 17,102 18,309 17,995 20,112 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

【インド】 

・麻生副総理大臣兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣によるシン・インド首相表敬(概要)(平成 25年５

月４日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000128.html 

・シン・インド首相の来日(平成 25年５月 27日～30日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000163.html 

・麻生副総理大臣兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣によるシン・インド首相表敬(概要)(平成 25年９

月６日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page24_000102.html 

・城内政務官のインド，パキスタン及びスリランカ訪問(概要)(平成 25年９月 17日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page18_000053.html 

・天皇皇后両陛下のインド御訪問 

http://www.in.emb-japan.go.jp/HM_visit_2013_j.html 

・安倍総理大臣のインド訪問(平成 26年１月 25日～27日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000630.html 

・インドに対する円借款に関する書簡の交換(平成 25年 11月 12日) 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000269.html 

【パキスタン】 

・日・パキスタン首脳会談(概要)(平成 25年９月 26日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page24_000126.html 

・JENESYS2.0 南アジア地域(パキスタン，ネパール)からの青少年の来日(平成 26年２月７日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000586.html 

【スリランカ】 

・麻生副総理大臣兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣のスリランカ訪問(概要)(平成 25年５月２日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000127.html 

・バシル・ラージャパクサ・スリランカ経済開発大臣の訪日(平成 25年９月 24日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000092.html 

【ネパール】 

・ネパールに対する紛争予防・平和構築無償資金協力「制憲議会選挙支援計画」に関する書簡の交換

(平成 25年７月 24 日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000461.html 

・ネパール第２回制憲議会選挙への選挙監視団派遣(平成 25年 11月 15日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press24_000009.html 

【バングラデシュ】 

・バングラデシュに対する一般プロジェクト無償資金協力「航空保安設備整備計画」に関する書簡の

交換(平成 26年３月 31日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000803.html 

・JENESYS2.0南アジア地域(アフガニスタン・バングラデシュ)からの青少年の来日(平成 25年 12月

５日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press18_000067.html 

【モルディブ】 
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・モルディブ大統領選挙への選挙監視団派遣(平成 25年９月４日) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press18_000052.html 
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個別分野 ８ 大洋州地域諸国との友好関係の強化 

概要 アジア大洋州地域の平和と安定に資するよう豪州及びニュージーランド(NZ)との様々なレベル

での対話を実施する。また，島嶼国の対日友好関係の深化と我が国の国際場裏における取組に対す

る支持と信頼を得るため，ハイレベルを含む人的交流を拡大し対話を行う。 

関連する内閣

の重要政策 

・国家安全保障戦略(平成 25年 12月 17日閣議決定) 

地域の重要なパートナーであるオーストラリアとは，普遍的価値のみならず，戦略的利益や関

心も共有する。二国間の相互補完的な経済関係の強化に加えて，戦略認識の共有，安全保障協力

を着実に進め，戦略的パートナーシップを強化する。また，アジア太平洋地域の秩序の形成や国

際社会の平和と安定の維持・強化のための取組において幅広い協力を推進する。その際，日米豪

の三か国協力の枠組みも適切に活用する。・・・モンゴル，中央アジア諸国，南西アジア諸国，

太平洋島嶼国，ニュージーランド，カナダ，メキシコ，コロンビア，ペルー，チリといったアジ

ア太平洋地域の友好諸国とアジア太平洋地域の安定の確保に向けて協力する。太平洋に広大な排

他的経済水域と豊富な海洋資源を有する太平洋島嶼国とは，太平洋・島サミット等を通じ海洋協

力を含む様々な分野で協力を強化する。 

 

測

定

指

標 

８(１) 豪州及び NZとの関係強化 年度目標 

基

準 

23

年

度 

１ 要人往来 

ギラード豪首相(４月)，ジェンキンス豪連邦下院議長

(５月)，エマ－ソン豪貿易相(10 月)，マッカリ－NZ外相

(８月)が来日するとともに，我が方からは，山花外務大

臣政務官の訪豪(８月)，中野外務大臣政務官の訪豪(11

月)，山口外務副大臣の訪 NZ(９月)を実施した。 

２ 年度中の主な進捗事項 

・日豪経済連携協定(EPA)交渉第 13回会合(12月)  

・日豪経済連携協定(EPA)交渉第 14回会合(２月) 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

１ 日豪間では，日豪物品・役務相互提供協定(ACSA)，日

豪情報保護協定(ISA)が発効した。 

２ NZとの関係では，９月に訪日したキー首相との間で首

脳会談を実施したほか，９月に日 NZ間のオープンスカイ

(航空の一層の円滑化)に関する公文の交換を行った。ま

た，12 月に租税条約改正への署名を実現した。 

豪州及び NZ とハイレベルでの要人往

来を実現する   

  

  

  

  

25

年

度 

１ 日豪間では，「戦略的パートナーシップ」の更なる強

化のため，防衛装備品・技術の移転に係る枠組みの検討

や，共同運用及び訓練を円滑化するための各種協議を行

い，ビショップ外相・メイソン外務政務次官来日(10 月)

や三ツ矢副大臣の訪豪(12 月)等の機会に，その進捗を確

認した。 

２ 日 NZ 間では，二国間関係を「戦略的協力パートナーシ

ップ」と定めたオークランド声明を発出し(岸田外務大臣

の訪 NZ，６月)，マカリー外相の来日(11 月)の機会に声

明のフォローアップを行った。 

豪州とは，安全保障分野において，日

豪 ACSA，日豪 ISAの発効を前提とした新

たな協力関係の構築を目的とした要人

往来を行う。 

NZとは，経済協力に加えて，防災協力，

国際場裏での協力の実現を目的に，二国

間パートナーシップの拡大と政務レベ

ルの相互訪問を目指していく。 

 目

標 
－ 

豪州及び NZ とのハイレベルでの要人往来等を通じて関

係を強化する。 

 

 ８(２) 太平洋・島サミットプロセス等を通じた太平洋島嶼国との関

係強化 
年度目標 
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基

準 

23

年

度 

要人往来 

  プナ・クック諸島首相(６月)，ポリエ PNG外務貿易移

民相(４月)，ナイラティカウ・フィジー大統領(６月)が

来日するとともに，我が方からは，菊田外務大臣政務官

(当時)の訪ミクロネシア(７月)を実施した。 

年度中の主な進捗事項 

・日・PNG 投資協定署名(４月) 

・第６回太平洋・島サミット開催に向けた有識者会合(５月，

７月，８月，10月，11月) 

・日・クック諸島外交関係開設に係る署名(６月) 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

５月 25 日，26 日，沖縄県名護市にて第６回太平洋・島

サミットを開催。米国からの参加を初めて成功させ，「沖

縄キズナ宣言」を採択した。 

第６回太平洋・島サミットを成功裏に

開催する。   

  

  

  

  25

年

度 

10 月 26日，太平洋・島サミット第２回中間閣僚会合(外

相級)を東京で開催し，第６回太平洋・島サミットのコミッ

トメント額の９割に匹敵する支援がすでに実施されたこと

を確認する等，フォローアップを行うとともに，第７回太

平洋・島サミットに向け日本として太平洋島嶼国地域の安

定と繁栄に一層大きな役割を果たしていくことを表明し

た。 

太平洋島嶼国とは，10月に開催される

太平洋・島サミット第２回中間閣僚会合

で，第６回太平洋・島サミットからの協

力進展を確認し，今後必要なアクション

を具体的に特定する。 

 目

標 
－ 

太平洋・島サミットプロセス等を通じて太平洋島嶼国と

の関係を強化する。 

 

 ８(３)要人の往

来数 
基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 34 11 45 34 － 

 

年度目標値  11件程度 基準値程度 (太平

洋・島サミットの

年) 

基準値程度 (太平

洋・島サミット中間

閣僚会合の年) 

 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書第２章第１節５(大洋州) 

・外務省ホームページ 

【オーストラリア】 

ビショップ・オーストラリア外相による安倍総理大臣表敬 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page4_000246.html 

三ツ矢外務副大臣の豪州及びパプアニューギニア訪問(概要) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page3_000610.html 

【ニュージーランド】 

岸田外務大臣のニュージーランド訪問(概要と評価) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000231.html 

日・ニュージーランド外相会談 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000223.html 

【島嶼国】 

太平洋・島サミット 第２回中間閣僚会合(結果概要) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press5_000004.html 
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施策Ⅰ-２ 北米地域外交(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅰ－２) 

施策名 北米地域外交 

達成すべ

き目標 

我が国外交の基軸である日米同盟関係の強化及び日加関係を更に推進するため，以下を実施す

る。 

１ 日米・日加が直面する政治面での共通の諸課題についての両国政府間の緊密な連携を一層強

化する。 

２ 日米・日加の持続可能な経済成長に資する各種の政策分野での協調を推進する。 

３ 日米安保体制の信頼性を向上するとともに，在日米軍の円滑な駐留を確保し，もって我が国

の安全保障を確保する。 
施策の概

要 

１ 北米諸国との政治分野での協力推進 

(１)日米・日加政府間(首脳・外相レベルを含む)での共通の諸課題に関する協議・政策調整を実施

する。 

(２)日米・日加両国間における重層的な交流・対話を実施する。 

２ 北米諸国との経済分野での協力推進 

(１)米国 

 ア  日米首脳会談・外相会談等を通じて日米経済関係を強化する。 

 イ 日米間の各種経済対話を通じた貿易・投資の促進に向け取り組む。 

 ウ 個別経済問題に対処する。 

(２)カナダ 

 ア 日加首脳会談・外相会談等を通じて日加経済関係を強化する。 

 イ 日加 EPA交渉を通じた日加経済関係の進展に努める。 

 ウ 日加経済枠組みに基づき，日加経済関係を強化する。 

３ 米国との安全保障分野での協力推進 

(１)安全保障分野に関する日米間の緊密な協議を実施する。 

(２)在日米軍再編等の着実な実施を推進する。 

(３)日米地位協定についての取組を行う。 

施策の予

算額・執

行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 342 293 297 276 

補正予算(b) 0 27 △107  

繰越し等(c) 0 135   

合計(a＋b＋c) 342 455   

執行額(百万円，d) 297 429   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

北米局 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 北米諸国との政治分野での協力推進 

概要 (１)日米・日加政府間(首脳・外相レベルを含む)での共通の諸課題に関する協議・政策調整を実施

する。 

(２)日米・日加両国間における重層的な交流・対話を実施する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年 1月 24日) 

「・・・その基軸が日米同盟であることは，言うまでもありません。「世界の市民同胞の皆さん，

米国があなたのために何をするかを問うのではなく，われわれが人類の自由のために，一緒に

何ができるかを問うてほしい。」  昨年着任されたキャロライン・ケネディ米国大使の父，ケ

ネディ元大統領は，就任に当たって，世界にこう呼びかけました。半世紀以上を経て，日本は，

この呼びかけに応えたい。国際協調主義に基づく積極的平和主義の下，日本は，米国と手を携

え，世界の平和と安定のために，より一層積極的な役割を果たしてまいります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「アジア太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中で，日本外交の基軸たる日米同盟の

重要性は一層高まっています。安倍政権発足以来，日米間の頻繁な要人往来を通じて具体的な

成果を得ています。今後も日本外交の第一の柱として日米同盟をあらゆる分野で強化します。」 

 

測

定

指

標 

１(１)共通の諸課題における日米・日加両政府間の協力関係の進展 年度目標 

基

準 

22

年

度 

 日米両首脳間では，累次に亘り，安全保障，経済，文化・

人材交流を三本柱として，日米同盟を更に深化・発展させ

ていくことで一致し，二国間のみならず，アジア太平洋地

域における課題さらにはグローバルな課題において，緊密

に連携した。 

 日加首脳間では，政治・平和・安全保障分野に関する新

たな協力枠組みに合意するとともに，さらなる連携を確認

した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日米間の首脳・外相を始めとする様々なレベルでの意見

交換を累次の機会に実施し，二国間の課題のみならず，ア

ジア太平洋地域情勢，グローバルな日米両国の共通の諸課

題について，両政府間で緊密な連携が図られた。また，９

月の野田政権発足以来，日米両政府は，３回の首脳会談，

７回の外相会談をはじめ，様々なレベルにおいて，累次に

亘り，安全保障，経済，文化・人材交流を中心に，日米同

盟を 21 世紀にふさわしい同盟関係に更に深化・発展させて

いくことで一致してきており，12月には，玄葉大臣の二国

間の文脈での訪米を実現，二国間の課題に加え，アジア太

平洋地域情勢やグローバルな課題について意見交換を行っ

た。 

 カナダについては，種々の国際会議の機会をとらえ，３

回の首脳会談，２回の外相会談を実施するとともに，３月

のハーパー首相訪日の際には，首脳間で青少年交流及び科

学技術協力等を含む日加共同成果を発表した。 

 日米同盟を 21 世紀にふさわしい

形で更に深化・発展させ，引き続き，

日米間で緊密に協力していく。 

 日本とカナダの間では，政治・平

和及び安全保障分野における協力

関係を更に深化・発展させ，引き続

き，日加間で緊密に協力していく。 

  

  

24

年

度 

１ 日米間の首脳・外相を始めとする様々なレベルでの意

見交換を累次の機会に実施し(首脳会談３回，首脳電話

会談２回，外相会談６回，外相電話会談２回，その他政

務レベルならびに次官級・高級事務レベルの意見交換等

17 回を実施)，二国間の課題のみならず，朝鮮半島情勢

や中国との関係などのアジア太平洋地域情勢，アフガニ

スタン支援，シリアの情勢への対応やイランの核問題と

いったグローバルな日米両国の共通の諸課題について，

両政府間で緊密な連携を図り，安全保障，経済，文化・

人材交流を中心に，日米同盟を 21 世紀にふさわしい同

盟関係に更に深化・発展させていくことで一致してきて

いる。特に，新政権下では，日本外交の基軸である日米

同盟を強化していくとの決意の下，１月から２月にかけ

ての首脳・外相レベルの相次ぐ訪米に見られるように，

日米同盟を 21 世紀にふさわしい

形で更に深化・発展させ，引き続き，

日米間で緊密に協力していく。特

に，北朝鮮，ミャンマーなどといっ

たアジア太平洋地域における課題，

さらには，アフガニスタン・パキス

タン支援，イランの核問題などのグ

ローバルな課題のにつき緊密に連

携する。 

 日本とカナダの間では，政治・平

和及び安全保障分野における協力

関係を更に深化・発展させ，引き続

き，日加間で緊密に協力していく。

特に，日加物品役務相互提供協定
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日米間で極めて緊密な連携を図った。 

２ カナダについては，４月の日加政務・防衛当局間(PM)

協議，第 10回日加安全保障シンポジウム，６月のロスカ

ボスでのＧ20 首脳会合，９月のウラジオストクでの APEC

首脳会合の際の首脳間での懇談，翌年１月の安倍新総理

大臣との電話会談，次官級・事務レベルの意見交換等を

実施したほか，11 月の日加経済連携協定(EPA)交渉の第

１回会合等，政治，安全保障，経済等幅広い分野におけ

る緊密な協力を行った。 

(ACSA)の交渉を進める。 

また，ACSA については，４月に第二回日加 ACSA 締結

に向けた協議を実施し，その後も引き続き日加間で調整

を継続している。 

  

  

  

25

年

度 

１ 日米間の首脳・外相を始めとする様々なレベルでの意

見交換を累次の機会に実施し(首脳会談２回，首脳電話会

談２回，外相会談５回，外相電話会談６回を実施)，二国

間の課題のみならず，朝鮮半島情勢や中国との関係など

のアジア太平洋地域情勢，シリア情勢への対応やイラン

の核問題，さらには気候変動問題や女性のエンパワーメ

ント等といったグローバルな日米両国の共通の諸課題に

ついて，両政府間で緊密な連携が図られた。安全保障，

経済，文化・人的交流を中心に，首脳・外相レベルを始

めあらゆるレベルでの信頼関係強化と緊密な政策協調を

通じて，日本の外交・安全保障の基軸である日米同盟を

強化した。 

２ カナダについては，４月のＧ８外相会合の際に外相会

談，５月の第 11回日加安全保障シンポジウム，６月の英

国でのＧ８サミットの際に首脳会談，７月 ASEAN 関連会

合の際に外相会談を行ったほか，９月には安倍総理大臣

がカナダを訪問し首脳会談等を行った。また，３月，第

２回日加次官級「２＋２」対話を実施した。経済につい

ても４月，７月，11 月に日加経済連携協定(EPA)交渉の

第２～４回会合等を実施するなど，政治，安全保障，経

済等幅広い分野における緊密な協力を行った。 

また，ACSAについては，９月の安倍総理大臣訪加の日

加首脳会談において実質合意を確認した。 

米国との間では，アジア太平洋地

域情勢の戦略環境が大きく変化し

ていることを踏まえ，安全保障面，

経済面のみならず地域情勢への対

応を含め，幅広い分野で協力関係を

強化していく。また，カナダとの間

では，政治・平和及び安全保障分野

における協力関係を更に深化・発展

させ，引き続き，日加間で緊密に協

力していく。特に，日加物品役務相

互提供協定(ACSA)の交渉を進める。 

 
目

標 
－ 

我が国の外交・安全保障の基軸である日米同盟を引き続

き強化する。 

 カナダとの緊密な連携をより一層強化する。 

 

 １(２)日米・日加間の相互理解の進展 年度目標 

基

準 
－ 

重層的な日米・日加の交流・対話の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 在米・在加日系人との交流 

 在米・在加日系人同士及び在米日系人と日本人とのネ

ットワークを拡充させるため，在米日系人リーダー10 名

及び在加日系人リーダー５名を招へいした。さらに，米

国については，日系人と非日系人双方の祖先を持つ子女，

日本人米国永住者(いわゆる新１世)を親に持つ子女とい

ったいわゆる「新たな種類の日系人」の若い世代(学生)

５名を招へいし，日本人としてのアイデンティティ意識

の増進及び対日理解の促進に寄与した。 

２ 日米桜寄贈百周年事業 

 日米桜寄贈百周年を迎える平成 24年，米国では，タイ

ダル・ベイスンの景観整備，全米桜植樹プロジェクト，

全米桜祭り(於：ワシントン DC)等が行われ，本邦におい

ても，日米桜フェスティバル(於：恵比寿)や日米交流作

 日米・日加間でより重層的で効果

的な交流・対話事業を実施する。日

米間では，平成 24 年日米桜寄贈百

周年事業の成功に向け着実に準備

作業を進める。 
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文コンクール等の記念事業を実施したほか，事業認定を

通じた国内イベントとのタイアップなども行った。 

３ マンスフィールド研修計画 

 ８年度から継続して，米国行政官が日本の官公庁や民

間で一年間勤務するマンスフィールド研修計画を実施

し，23 年度は第 16期生５名が研修を開始した。 

４ 日米・日加外交官交流 

 23年度は，米国国務省職員１名及び加外務貿易省職員

１名が外務省で勤務した。また，外務省職員１名を米国

国務省に派遣した。 

  

  

24

年

度 

１ 在米・在加日系人との交流 

 在米・在加日系人同士及び在米日系人と日本人とのネ

ットワークを拡充させるため，在米日系人リーダー10 名

及び在加日系人リーダー５名を招へいした。さらに，米

国については，日系人と非日系人双方の祖先を持つ子女，

日本人米国永住者(いわゆる新１世)を親に持つ子女とい

ったいわゆる「新たな種類の日系人」５名を招へいした。

参加者よりは，日系人としてのアイデンティティ意識の

増進及び対日理解の促進に寄与したといった評価や，招

へいを通じて得られた日本人・日系人との結びつきを維

持・強化したいといった感想を得た。また，10月に開催

した在米・在加公館長会議において，公館長と在米・在

加日系人リーダーとの会合を催した。 

２ キズナ強化プロジェクト(北米地域) 

米国・カナダの高校生を 14日間本邦に招へいし，被災

地視察，文化交流活動等を行う機会を提供する短期招へ

いプログラム，被災地の高校生が 14日間米国・カナダを

訪問し，学校訪問及び復興に関する意見交換を行う短期

派遣プログラム，そして被災地の大学生，大学院生，若

手社会人等を米国に派遣し，滞在先において英語研修，

ビジネス慣習研修，インターンシップ，復興に関する意

見交換を行う長期派遣プログラムを実施した。約 2400 人

規模の青少年交流を実現した。 

３ マンスフィールド研修計画 

 ８年度から継続して，米国行政官が日本の官公庁や民

間で一年間勤務するマンスフィールド研修計画を実施

し，24 年度は第 17期生４名が研修を開始した。 

４ 日米・日加外交官交流 

 24年度は，米国国務省職員１名及び加外務貿易省職員

１名が外務省で勤務した。また，外務省職員１名を米国

国務省に派遣した。 

５ 米国人元戦争捕虜(POW)招へい 

 米国から元戦争捕虜(POW)等を招へいし，外務大臣への

表敬をはじめ，政府関係者への表敬機会や各地方都市で

の一般の方々との交流機会等を設けた。 

 より重層的で効果的な交流・対話

事業を実施する。日米桜寄贈百周年

事業の成功を受け，更なる交流の機

運を高める。 

  

  

  

25

年

度 

１ 在米・在加日系人との交流 

在米・在加日系人同士及び在米日系人と日本人とのネ

ットワークを拡充させるため，在米日系人リーダー10名

及び在加日系人リーダー５名を招へいした。さらに，米

国については，日系人と非日系人双方の祖先を持つ子女，

日本人米国永住者(いわゆる新 1 世)を親に持つ子女とい

ったいわゆる「新たな種類の日系人」５名を招へいした。

参加者よりは，日系人としてのアイデンティティ意識の

増進及び対日理解の促進に寄与したといった評価や，招

へいを通じて得られた日本人・日系人との結びつきを維

日米・日加間でより重層的で効果

的な交流・対話事業を実施する。 

特に，5,000 人規模の青少年交流

を目指す KAKEHASHI Projectを成功

させる。 
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持・強化したいといった感想を得た。また，10月に開催

した在米・在加公館長会議において，公館長と在米・在

加日系人リーダーとの会合を催した。 

２ KAKEHASHI Project(北米地域) 

米国・カナダの高校生を約 10日間本邦に招へいし，ま

た本邦の青少年を約 10 日間米国・カナダに派遣する

5,000 人規模の青少年交流プログラムである。我が国に

対する潜在的な関心を増進させ，訪日外国人の増加を図

るとともに，クールジャパンを含めた我が国の強みや魅

力などの日本ブランド，日本的な「価値」への国際理解

を増進させることを目指し，約 3,200 名の米国・カナダ

の青少年を招へい・派遣した。 

３ マンスフィールド研修計画 

８年度から継続して米国行政官が日本の官公庁や民間

で勤務するマンスフィールド研修計画を実施し，平成 25

年度は第 18期生 10名が研修を開始した(研修期間は１年

間)。 

４ 米国人元戦争捕虜(POW)招へい 

米国から元戦争捕虜(POW)等 13 名を招へいし，外務大

臣への表敬をはじめ，政府関係者への表敬機会や各地方

都市での一般の方々との交流機会等を設けた。 

 
目

標 
－ 

重層的な日米・日加の交流・対話を推進し，幅広い層に

おける日米・日加間の相互理解をより一層高いレベルに引

き上げる。 

 

 １(３)日米二国間会談数 

(首脳・外相レベル)(電話会談含

む)(注) 副大統領を含む。 

基準値 実績値 目標値 

 23年度 24年度 25年度 － 

 13 13 15 － 

 年度目標値  － 基準値程度  

 １(４)日加二国間会談数 

(首脳・外相レベル)(電話会談含

む) 

基準値 実績値 目標値 

 23年度 24年度 25年度 － 

 6 5 6 － 

 年度目標値  － 基準値程度  

 １(５)米国における対日世論調

査の結果(日本を友邦として信頼

できると肯定的に回答した割合) 

①一般の部 

②有識者の部 

基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
①84% 

②90% 

①84％ 

②90％ 

－ ①76% 

②93% 

－ 

 年度目標値  － 基準値程度 同左  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・首相官邸 ホームページ 

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201401/24siseihousin.html 

・外務省 ホームページ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_america.html 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page23_000012.html 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000627.html 

・「平成 26年版外交青書」第 2章第 2節 
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個別分野 ２ 北米諸国との経済分野での協力推進 

概要 (１)米国 

 ア  日米首脳会談・外相会談等を通じた日米経済関係を強化する。 

 イ 日米間の各種経済対話を通じた貿易・投資の促進に向け取り組む。 

 ウ 個別経済問題に対処する。 

(２)カナダ 

 ア 日加首脳会談・外相会談等を通じて日加経済関係を強化する。 

 イ 日加 EPA交渉を通じた日加経済関係の進展に努める。 

 ウ 日加経済枠組みに基づき，日加経済関係を強化する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「成長センターであるアジア・太平洋に，一つの経済圏を創る。TPP は，大きなチャンスであ

り，正に国家百年の計です。企業活動の国境をなくす。関税だけでなく，知的財産，投資，政

府調達など野心的なテーマについて，厳しい交渉を続けています。同盟国でもあり経済大国で

もある米国と共に，交渉をリードし，「攻めるべきは攻め，守るべきは守る」との原則の下，

国益にかなう最善の判断をしてまいります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「アジア太平洋地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中で，日本外交の基軸たる日米同盟の

重要性は一層高まっています。安倍政権発足以来，日米間の頻繁な要人往来を通じて具体的な

成果を得ています。今後も日本外交の第一の柱として日米同盟をあらゆる分野で強化します。」 

 

測

定

指

標 

２(１)米国との経済分野での協調の深化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

世界経済の情勢変化が進む中，日米が，両国経済のみな

らず，アジア太平洋地域経済，世界経済の新たな成長を実

現し，地球規模の課題に対処するため，経済分野における

協力をさらに強化した。具体的には，11 月の日米首脳会談

の際に，「新たなイニシアティブに関するファクトシート」

を発出し，この一環として，日米経済調和対話，イノベー

ション・起業・雇用創出促進のための日米対話，インター

ネット・エコノミーに関する日米政策協力対話，日米クリ

ーンエネルギー政策対話及びエネルギー・スマートコミュ

ニティ・イニシアティブを立ち上げた。また，10月の日米

外相会談では，レアアース等戦略資源の安定供給確保につ

いて協力していくことで一致し，更に，オバマ政権が推進

している高速鉄道計画への日本の技術の導入を図るため，

ハイレベルから積極的な働きかけを実施したほか，超電導

リニアに関する日米協力の推進にも取り組んだ。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ ４月の日米外相会談後の共同記者会見で，震災後の復

興に向けた官民パートナーシップを進めていくことを

発表し，米国主導のトモダチ・イニシアティブの立ち上

げ及び運営を支援した。 

２ 11 月のホノルル APEC の際の日米首脳会談において，

両首脳は，アジア太平洋地域の経済統合実現のための協

力を日米で共に進めていくことで一致，野田総理大臣か

ら，日本政府として，TPP 交渉参加に向けて，関係国と

の協議に入ることとした旨伝達，オバマ大統領からは，

日本の決定を歓迎する旨の発言があった。これを受け，

２月には，米国との協議を開始した。 

３ 日米経済調和対話の下で，日米両政府は平成 23年２月

から翌年１月にかけて，①日米双方の経済・貿易政策に

関する情報交換，②日米二国間経済協力関係の更なる促

進，③地域・グローバル課題への連携，④貿易円滑化，

ビジネス環境の整備，及びその他の個別案件への対応を

議題として多岐にわたる項目について協議を行い，同取

組の主な成果を確認する「協議記録」を公表した。具体

的な実績の一例として，１月，両政府は，法的拘束力の

 日米間の各種の経済対話・協力等

を進め，二国間経済関係を更に深化

させるとともに，アジア太平洋地域

の経済統合をはじめ世界の経済的

課題に関する協力を強化していく。 
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ない，情報通信技術(ICT)サービスについての貿易に係

る原則を共同で策定した。 

４ 個別通商問題への対応により，以下のような進捗が見

られた。 

(１)米国産牛肉輸入問題については，米国から，我が国の

輸入条件の国際獣疫事務局(OIE)基準への整合等につい

て累次の要請があるが，我が方は関係省庁と連携しつつ，

科学的知見に基づき食の安全を確保することが重要であ

るとの基本的立場を説明の上，協議を行った。 

(２)郵政改革問題については，保険市場の自由化等につい

て累次の要請があるが，我が方としては関係省庁と連携

しつつ，WTO 協定を始めとする国際約束との整合性を確

保していくとの基本的立場を説明の上，協議を行った。 

  

  

24

年

度 

１ ４月に日米共同声明を発表し，二国間の貿易・投資関

係を深め，イノベーション，起業，サプライチェーン・

セキュリティ，インターネット・エコノミー等における

協力を促進するための方途を引き続き追求することを

明らかにした。 

２ ４月の日米首脳会談時の「日米協力イニシアティブ」

ファクトシートにて，東北グリーン・コミュニティ・ア

ライアンスやクリーン・エネルギー・イノベーションに

おける新たな協力，重要鉱物資源の研究開発等，クリー

ンエネルギーにおける協力分野を拡充することを発表

した。 

３ 日本の TPP 交渉参加に関する米国との協議について

は，４月及び 11 月の日米首脳会談や閣僚級での会談を

含め,継続的に日米間で協議を行い,特に,２月の日米首

脳会談では,安倍総理大臣は,オバマ大統領との間で,①

日本には一定の農産品,米国には一定の工業製品といっ

た,二国間貿易上のセンシティビティが両国にあるこ

と,②最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであ

ること,③TPP 交渉参加に際し,一方的に全ての関税を撤

廃することを予め約束することは求められないこと,の

３点を明示的に確認し,「日米の共同声明」を発出した。

また,その後,「日米の共同声明」に基づき,日米間の協

議が継続された。(なお,その後,平成 25(2013)年４月に,

日米間の協議の終了を発表することとなった。) 

４ 米国産牛肉輸入問題については，食品安全委員会によ

る BSE 対策見直しに関する科学的なリスク評価(平成

24(2012)年 10月答申)を踏まえ，二国間協議などの手続

を経て，２月１日から月齢制限の 30 か月齢への引き上

げ等の輸入条件見直しが行われた。 

日米間の各種の経済対話等を進

め，クリーンエネルギー・イニシア

ティブ，グローバル・サプライチェ

ーン・セキュリティに関する協力，

トモダチ・イニシアティブ等の協力

を推進し，二国間経済関係を更に深

化させるとともに，アジア太平洋地

域の経済統合をはじめ世界の経済

的課題に関する協力を強化してい

く。 

  

  

  

25

年

度 

１ ４月に日本の TPP 交渉参加に関する日米間の協議が

妥結した。この日米合意において，日本には一定の農産

品，米国には一定の工業製品といった二国間貿易上のセ

ンシティビティが両国にあることを認識しつつ，TPP 協

定におけるルール作りや市場アクセス交渉において，共

に緊密に取り組むことを確認した。 

２ 日米両国が経済成長促進，二国間貿易拡大や貿易・投

資などのルールの強化のため，共に取り組んでいくこと

とし，この目的のため，自動車貿易と非関税措置に関し，

TPP 協定交渉と並行して日米間で交渉を行うことを決定

した。この日米並行交渉は，８月の第１回会合以降，平

成 25年中に計４回，開催された。 

３ エネルギー協力については，米国エネルギー省が５月

日米間で，貿易・投資関係を更に

深めるとともに，エネルギー，イノ

ベーション，起業，サプライチェー

ン・セキュリティ,インターネッ

ト・エコノミーなどの,様々な分野

における協力関係を引き続き推進

していく。また,日米で協力してア

ジア太平洋における新たなルール

を作り上げていく。 
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以降，日本を含む FTA非締結国向けの液化天然ガス(LNG)

輸出許可申請を順次，承認している。９月の日米首脳会

談，10月の岸田外務大臣とモニーツ米エネルギー長官と

の会談などのハイレベル会談の場を活用して，米国産LNG 

の対日輸出が早期に承認されるよう働きかけを行ってき

た結果，２月時点で日本企業が関与している米国 LNG 輸

出プロジェクト全４件は，全て輸出承認を得ている。 

４ ３月にインターネット・エコノミーに関する日米政策

協力対話(第５回局長級会合)を実施し，インターネッ

ト・エコノミー分野における協力関係を推進した。 

 
目

標 
－ 

１ 日米首脳会談・外相会談等の機会をとらえた具体的成

果を積み上げる。 

２ 日米間の各種経済対話を実施する。 

 

 ２(２)カナダとの経済分野での協調の深化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

日本とカナダは，基本的価値を共有するアジア・太平洋

地域におけるパートナー及びＧ８のメンバーとして幅広い

分野で緊密に協力しており，経済分野においては日加次官

級経済協議，日加貿易投資対話，協力作業部会等の実施，

科学技術，エネルギー・鉱物資源分野等の個別の協力を促

進した。具体的には，11月の首脳会談において，日加間の

経済連携につき前向きに取り組んでいくこと，資源開発に

関する連携を緊密化すること等につき一致したことを受

け，平成 23年２月には，日加 EPAの可能性に関する共同研

究を開始することで一致し，これまで２度の共同研究会合

が開催されるなど，両国の経済関係強化に向け着実な進展

を得た。 

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ ５月のＧ８ドーヴィル・サミットでの菅総理大臣とハ

ーパー首相との首脳会談，９月の国連総会での野田総理

大臣とハーパー首相との首脳会談，また 12 月の両首脳

による電話会談において，日加 EPA共同研究を早期に終

了し，交渉開始に向けて取り組むことで一致，これを受

けて３月に，約１年間に亘る共同研究を経て，共同研究

報告書を発表し共同研究は終了した。 

２ ３月の日加首脳会談において，両首脳は，EPA 交渉を

開始することで一致するとともに，天然ガスを含むエネ

ルギー・鉱物資源分野における民間による協力促進のた

めに政府間でも更なる取組を進めることについても一

致した。 

 日加経済枠組みの下，平成 19 年

10 月まで実施した日加共同研究の

結果を踏まえ，日加 EPAの共同研究

の早期終了を含め個別の協力を強

化していく。 

  

  

24

年

度 

７月，日加EPA準備会合及び第25回次官級経済協議(JEC)

をオタワにて開催した。右準備会合では「交渉の枠組み」

について協議し，JEC では日加経済枠組みに基づく「協力

の優先分野」における協力，具体的には日加貿易投資対話，

科学技術，エネルギー・鉱物資源分野等における協力や取

組について包括的な意見交換を行い，各分野における取組

の進捗及び新たな取組について確認するとともに各取組を

促進した。11月には日加 EPA交渉第１回会合が東京にて開

催され，「交渉の枠組み」について両国で一致するとともに，

交渉枠組みに記載された全分野において，事前に交換した

条文案等に基づき協議が行われた。 

１月には，日加貿易投資対話を開催した。 

  日加 EPA交渉の開始及び交渉の進

展に努める。また，天然ガスを含む

エネルギー，鉱物資源分野における

民間による協力促進のために政府

間でも更なる取組を進める等，個別

の協力を強化していく。 

  

  

  

25

年

度 

１ 日加 EPA交渉を平成 25年度中４回実施した。 

２ ９月の日加首脳会談において，羽田空港の昼間の時間

帯の双方の航空企業の就航開始に向けての協議の開始，

カナダからの低廉かつ安定的な LNG 輸入の実現に向けた

協議の推進などについて一致した。 

日加 EPA交渉の着実な進展に努め

る。また，天然ガスを含むエネルギ

ー，鉱物資源分野における民間によ

る協力促進のために政府間でも更

なる取組を進める等，個別の協力を
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強化していく。 

 

目

標 
－ 

１ 日加首脳会談・外相会談等を通じて日加経済関係を強

化する。 

２ TPP や日加 EPA 交渉を通じた日加経済関係の進展に努

める。 

３ 日加経済枠組みに基づき，日加経済関係を強化する。 

 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・「平成 26年版外交青書」第 2章第 2節(58～65ページ) 

・外務省 ホームページ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_america.html 
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個別分野 ３ 米国との安全保障分野での協力推進 

概要 (１)安全保障分野に関する日米間の緊密な協議を実施する。 

(２)在日米軍再編等の着実な実施を推進する。 

(３)日米地位協定についての取組を行う。 

関連する

内閣の重

要政策 

・日米安全保障協議会(平成 25年 10月３日) 

平成 25(2013)年 10 月の日米「２＋２」では，一層厳しさを増す安全保障環境に効果的に対

応できるよう，日米両国が，より力強い同盟関係を実現し，地域及び国際社会に対して，より

大きな責任を共に果たしていくことで一致。具体的には，①ガイドラインの見直し作業の開始，

②15分野での安保・防衛協力の拡大，③在日米軍再編のための協力の加速，で一致した。在日

米軍再編については，普天間飛行場の辺野古への移設に向けた日米両国の強い決意を再確認し

た上で，沖縄の負担軽減の観点から，現行の日米合意を速やかに実施しつつ，新たに様々な措

置に取り組んでいくことで一致した。  

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「国際協調主義に基づく積極的平和主義の下，日本は，米国と手を携え，世界の平和と安定の

ために，より一層積極的な役割を果たしてまいります。在日米軍再編については，抑止力を維

持しつつ，基地負担の軽減に向けて，全力で進めてまいります。特に，学校や住宅の近く，市

街地の真ん中にある普天間飛行場については，名護市辺野古沖の埋立て申請が承認されたこと

を受け，速やかな返還に向けて取り組みます。同時に，移設までの間の危険性除去が極めて重

要な課題であり，オスプレイの訓練移転など沖縄県外における努力を十二分に行います。沖縄

の方々の気持ちに寄り添いながら，「できることは全て行う」との姿勢で取り組んでまいりま

す。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「安全保障分野においては，昨年のいわゆる「２＋２」の成果に沿って，「日米防衛協力のた

めの指針」の見直しを始め，安全保障・防衛協力を確実に進め，抑止力を一層向上させます。

また，在日米軍再編を現行の日米合意に従って進めながら，沖縄の負担軽減のため，「できる

ことは全て行う」との方針で全力で取り組みます。特に普天間飛行場については，その危険性

の除去が極めて重要な課題であるとの認識の下，一日も早い移設に向けて政府として取り組ん

でまいります。」 

 

測

定

指

標 

３(１)日米安保体制の信頼性の向上のための施策の推進 年度目標 

基

準 
－ 

地域の安全保障環境の認識を共有し，右に基づく，同盟深

化の協議プロセスにおいて幅広い分野における日米安保協

力の推進 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日米両国は６月に日米安全保障協議委員会(「２＋２」)

を開催し，この際に発表された共同発表において，日米安

保 50 周年を契機に進めてきた日米同盟深化のための協議

プロセスの成果として，日米間の共通の戦略目標の見直

し・再確認を行うとともに，安全保障・防衛協力，在日米

軍再編，震災対応といった幅広い分野における具体的な進

展と今後の協力の方向性を確認した。 

 日米間で緊密な協議を実施し，幅

広い分野における日米安保協力を

着実に推進することで，一層日米安

保体制の信頼性を向上させる。 

  

  

24

年

度 

 日米安保体制の信頼性の向上のために，日米両国は平成

23 年６月及び平成 24 年４月の「２＋２」共同発表を踏ま

え，拡大抑止，弾道ミサイル防衛，宇宙，サイバー等の幅

広い安全保障・防衛協力の分野において協力を進めており，

24年度における主な進展は以下のとおり。 

拡大抑止に関しては，日米拡大抑止協議を通じて，日米

同盟の抑止力のあり方について緊密に意見交換しており，

２月の北朝鮮による核実験後の日米首脳電話会談では，米

国の核の傘により提供される拡大抑止を含む日本に対する

米国の防衛コミットメントが不動であることを再確認し

た。 

 ４月及び昨年６月に発出した「２

＋２」共同発表の着実な実施に向け

た協議を継続するとともに，多様な

事態に対応できるよう幅広い分野

における安全保障・防衛協力を推進

することで，日米安保体制の信頼性

を向上させる。 
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弾道ミサイル防衛については，４月及び 12月の北朝鮮に

よるミサイル発射に対し，情報収集・共有，運用等の面で

日米が緊密に連携した。また，能力向上型ミサイル SM－３

ブロックⅡＡの共同開発が着実に進展している中，２月に

は米軍の弾道ミサイル防衛用レーダー(TPY－２レーダー)

の追加的な配備候補地として，自衛隊経ヶ岬基地を選定し

た。 

 

宇宙分野では，３月に宇宙に関する包括的日米対話を開

催し，資源探査及び防災，環境観測，技術開発，科学，国

家・国際安全保障等の諸分野における宇宙に関する事項及

び協力について幅広く議論した。また，３月には，日米宇

宙状況監視(SSA)取極の交渉が実質合意に至った。 

サイバーについては，２月に日米サイバー対話の立ち上

げを確認しており，本対話を通じて①脅威認識の共有，②

重要インフラ防護をはじめとするサイバー領域での具体的

対処のあり方，③国際的なルールづくりといった分野で日

米協力を進めていくこととなった。 

共同訓練・共同の警戒監視・施設の共同使用に関しては，

８月～９月にグアム・テニアンにおける陸上自衛隊と米海

兵隊(第３海兵機動展開部隊)の共同訓練の実施，グアム及

び北マリアナ諸島連邦における自衛隊及び米軍が共同使用

する訓練場の整備に係る協力についての検討，滞空型無人

機に関する日米両国間の協力等，具体的な検討を進めた。 

ガイドラインに関しては，安全保障環境の変化を踏まえ，

日米の役割・任務・能力の考え方についての議論を通じ，

日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の見直しを検討

することで，日米間が一致した。 

 

  

  

  

25

年

度 

日米両国は，日米安保体制の抑止力を向上させるため，

平成 25(2013)年 10 月の「２＋２」の成果も踏まえつつ，

ガイドラインの見直しに加え，弾道ミサイル防衛，サイバ

ー，宇宙などの幅広い分野における協力を進めている。 

ガイドラインについては，平成 25(2013)年 10 月の「２

＋２」において，現行のガイドラインの見直し作業を平成

26(2014)年末までに完了することとされた。11月には，防

衛協力小委員会(SDC)が開催されるなど，日米両国は，ガイ

ドライン見直しに関する協議を進めてきた。   

弾道ミサイル防衛については，平成 18(2006)年以降実施

している能力向上型迎撃ミサイル SM-３ブロックⅡA の日

米共同開発の着実な実施を始め，米国との協力を継続的に

行いつつ，BMDシステムの着実な整備に努めている。また，

平成 25(2013)年 10 月の「２＋２」において，航空自衛隊

経ヶ岬分屯基地(京都府)を二基目の AN/TPY-２レーダー

(Ｘバンドレーダー)の配備先とすることとし，12月には配

備に必要な施設・区域を米国に提供した。 

サイバーについては，５月に第１回日米サイバー対話を

開催した。同対話は，サイバーに関する脅威情報の交換，

国際的なサイバー政策についての連携，それぞれのサイバ

ー戦略の比較，重要インフラに対する共通の脅威に対抗す

るための取組や計画における協力，及び防衛・安全保障政

策におけるサイバー分野の協力について議論を行うための

場であり，日米の政府横断的な連携を推進するために，日

米首脳間の合意を踏まえ，設置されたものである。 

宇宙については，５月に，日米宇宙状況監視(SSA)協力取

極を締結し，米国政府から日本政府に対して SSA情報等の

提供が可能となった。両国は，10月の「２＋２」の成果も

日米間で緊密な協議を実施し，幅

広い分野における日米安保協力を

着実に推進することで，一層日米安

保体制の信頼性を向上させる。 
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踏まえつつ，宇宙航空研究開発機構(JAXA)による SSA 情報

の米国への提供の早期実現，宇宙における海洋監視におけ

る協力など，この分野での更なる協力を進めている。 

情報保全は，同盟関係における協力を進める上で死活的

に重要な役割を果たすものであり，日米両国は，政府横断

的なセキュリティ・クリアランスの導入や，カウンター・

インテリジェンス(諜報による情報の漏洩防止)に関する措

置の向上を含む，情報保全制度の更なる改善の取組に向け

協議を行っている。 

 目

標 
－ 

日米間で緊密に協議し，より一層日米安保体制の信頼性

を向上させる。 

 

 ３(２)在日米軍の安定的な駐留のための施策の進展 年度目標 

基

準 
－ 

日米両国の緊密な協議のもと在日米軍の再編の着実な実施

及び日米地位協定についての取組 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 在日米軍の再編については，６月の日米安全保障協議委

員会において，引き続き在日米軍再編に関する日米合意を

着実に実施していくことを確認し，普天間飛行場の移設に

ついて，その代替の施設をキャンプ・シュワブの辺野古崎

地区及びこれに隣接する水域に設置することを確認した。

また，これらの合意においては，「ロードマップ」を補完

し，沖縄の負担軽減のための措置について合意するととも

に，普天間飛行場の代替の施設の建設と在沖海兵隊の移転

について，平成 26年より後のできる限り早い時期に完了さ

せることを確認した。さらに，２月には，日米両政府は，

米軍再編をできるところから開始していくため，在沖縄海

兵隊の移転及びその結果として生じる嘉手納以南の土地の

返還の双方を，普天間飛行場の移設の進展から切り離すこ

とについて日米間で公式な議論を開始した。 

 日米地位協定については，11月に，日米地位協定上，米

側に第一次裁判権のある米軍属の公務中の犯罪について，

一定の場合に日本側が裁判権を行使することを可能とする

新たな枠組みに日米合同委員会で合意した。また，12月に

は，公の催事における飲酒の場合も含め，飲酒後の自動車

運転による通勤はいかなる場合であっても公務として取り

扱わないよう，日米合同委員会合意を改正した。また，10

月及び 12 月には，嘉手納飛行場の騒音軽減のため，同飛行

場で実施予定であった岩国飛行場所属の米軍航空機による

訓練を，また，２月には，嘉手納飛行場所属の米軍航空機

による訓練をグアム等に移転し，一定の効果が得られた。 

 在日米軍の再編に関する合意の

着実な実施に努め，在日米軍の活動

が在日米軍の施設・区域周辺の住民

に与える負担を軽減し，在日米軍の

安定的な駐留を確保する。 

  

  

24

年

度 

 ４月の「２＋２」共同発表において，再編計画を調整し，

在沖縄海兵隊のグアム移転及び嘉手納以南の土地の返還の

双方を普天間飛行場の代替施設に係る進展から切り離し

た。従来の在日米軍再編のパッケージでは，日米双方が国

内的に難しい事情を抱える中で進展が得られにくい状況で

あったが，切り離しにより，嘉手納以南のかなりの部分の

土地について，在沖縄海兵隊の国外移転を待たずに返還す

ることが可能となり，沖縄の負担軽減を早期に実現できる

ようになった。また，２月の日米首脳会談では，普天間飛

行場の移設及び嘉手納以南の土地の返還計画を早期に進め

ていくことで一致した。３月には，普天間飛行場代替施設

の建設に必要な公有水面埋立について，防衛省から沖縄県

知事に対し，埋立申請を行った。 

 ４月及び昨年６月に発出した日

米安全保障協議委員会(「２＋２」)

共同発表の着実な実施に向けた協

議を継続するとともに，再編計画の

調整を踏まえ，可能なところから在

日米軍再編を進めていく。また，こ

のような取組を通して，在日米軍の

活動がその施設・区域周辺の住民に

与える負担を軽減し，在日米軍の安

定的な駐留を確保する。 

64 
 



 日米地位協定については，日米合同委員会合意に基づき，

５月，９月及び 11月には，嘉手納飛行場で実施予定であっ

た岩国飛行場所属の米軍航空機による訓練がグアムなどに

移転され，嘉手納飛行場周辺の騒音軽減にも一定の効果が

得られた。また，MV－22オスプレイの配備に際しては，過

去に在日米軍の特定の装備の運用に関して，合意文書を作

成した前例のない中で，９月の日米合同委員会において，

安全性を最大限確保し，地元に与える影響を最小限にとど

めるとの観点から，具体的な措置について合意を行った。

また，11 月には，平成 19 年の日米合同委員会合意で定め

られた手続きに従って，沖縄県宜野湾市及び北谷町と米海

兵隊太平洋基地司令部との間で，災害対応などのための在

日米軍施設・区域への立入りに係る現地実施協定が締結さ

れた。また，１月には，日米合同委員会において，新型イ

ンフルエンザを含む感染症に関し，在日米軍と日本の衛生

当局間で相互に迅速な情報交換をより円滑に行えるよう新

たに合意した。 

 

   

  

  

  

25

年

度 

４月に，嘉手納以南の土地の返還に係る統合計画を日米

で公表した。この統合計画に沿って，牧港補給地区(キャン

プ・キンザー)の北側進入路の土地の返還が既に完了したほ

か，同地区の第５ ゲート付近の区域，キャンプ瑞慶覧(キ

ャンプ・フォスター)の西普天間住宅地区などの返還につい

て日米合同委員会の合意がなされた。 

平成 25(2013)年 10月の「２＋２」共同発表においては，

平成 24(2012)年の「２＋２」共同発表によって調整された

再編計画が，地理的に分散し，運用面で抗たん性があり，

政治的に持続可能な米軍の態勢を実現するものであること

が再確認された。また，在日米軍再編に関する日米間のこ

れまでの合意について，米軍の訓練能力を含む運用能力を

確保しつつ，可能な限り速やかに実施していくことが確認

された。 

この「２＋２」共同発表においては，普天間飛行場の辺

野古移設について，日米両政府の強いコミットメントが再

確認された。加えて，沖縄の負担軽減に向けて，沖縄県外

での米軍の訓練を増加させるため様々な機会を活用するこ

とを決定した。 

日米両国は，同共同発表に基づき，沖縄本島の東方沖合

にあるホテル・ホテル訓練区域の一部における使用制限の

一部解除について，12月に原則的な取決めを発表した。そ

の後，日米間で協議を続けた結果，３月に日米合同委員会

での合意に至った。また，「２＋２」共同発表では，KC－

130 飛行隊の普天間飛行場から岩国飛行場への移駐に関す

る協議の加速化が確認されたが，その後の協議の結果，平

成 26(2014)年７月から８月までの間に全 15 機が移駐され

ることとなった。 

さらに，12月には，普天間飛行場代替施設建設事業に関

する公有水面埋立が沖縄県によって承認された。２月の岸

田外務大臣の訪米時には，ケリー米国国務長官及びヘーゲ

ル米国国防長官に対し，12月に沖縄県知事から出された沖

縄の負担軽減に関する要望を説明するとともに，沖縄の負

担軽減に向け，米国の協力の継続を要請した。 

平成 25(2013)年 10 月の「２＋２」の機会では，在沖縄

米海兵隊のグアム移転について，平成 24(2012)年の「２＋

２」共同発表で作成することとされたグアム及び北マリア

ナ諸島連邦における施設及び基盤の整備に関する費用内訳

在日米軍の再編に関する合意を

着実に実施する。在日米軍の活動が

在日米軍の施設・区域周辺の住民に

与える負担を軽減し，在日米軍の安

定的な駐留を確保する。 
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の概要が公表されるとともに，平成 21(2009)年に締結され

た現行のグアム協定を改正する議定書への署名も行われ

た。現行の計画の下で，米海兵隊部隊の沖縄からグアムへ

の移転は，2020年代前半に開始されることとなる。 

また，平成 25(2013)年 10 月の「２＋２」共同発表にお

いて，高度な能力の日本への配備として，在沖縄米海兵隊

による MV−22 オスプレイの２個飛行隊の導入，米海軍によ

るＰ−８哨戒機の米国外への初の配備，米空軍によるグロー

バル・ホーク無人偵察機のローテーションによる展開，米

海兵隊によるＦ−35Ｂの米国外における初の前方配備など

も確認された。 

日米地位協定については，10月には，同地位協定に基づ

く刑事裁判などの処分結果の相互通報制度に関する新たな

枠組みに関する日米合同委員会合意がなされた。これによ

り，米軍人などによる日本国又は日本国民に対する犯罪で

米国が第一次裁判管轄権を行使した全ての事件について，

裁判や処分の結果の通報を受け，被害者や家族に開示する

ことが可能となった。 

また，米軍施設・区域内や周辺の環境保全の重要性や，

現行の日米地位協定に環境保護に関する明示的な規定がな

いことを踏まえ，12月，日米両国は，在日米軍施設・区域

における環境の管理に係る枠組み作成に向けた日米協議の

開始を発表した。これは，日米地位協定の発効後 50数年を

経て，初めて，日米地位協定を環境面で補足する協定の作

成に取り組むものである。この日米協議においては，環境

保護の重要性に対する認識，在日米軍による高度な環境基

準の適用，米軍施設・区域への立入りのための統一的な手

続の作成や日本側による環境関連措置のコミットメントな

どについて協議されることとなっており，２月以降，課長

級の交渉会合を行ってきている。 

 目

標 
－ 

在日米軍の再編に関する合意を着実に実施する。  

 ３(３)(参考指標)米国における対

日世論調査の結果(日米安保条約を

維持すべきとの回答の割合) 

①一般の部 

②有識者の部 

実績値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 

 
①92％ 

②91％ 

①89％ 

②93％ 

－ ①67％ 

②77％ 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・「平成 26年版外交青書」(第３章第１節) 

・外務省 ホームページ(第 186回国会における岸田外務大臣の外交演説) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pp/page18_000183.html 

・首相官邸 ホームページ(第 186回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説) 

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement２/20140124siseihousin.html 
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施策Ⅰ-３ 中南米地域外交(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅰ－３) 

施策名 中南米地域外交 

達成すべ

き目標 

 中南米諸国及び地域枠組みとの政治・経済関係をはじめとする多面的で裾野の広い交流の増進を通

じた協力関係を構築すること 
施策の概

要 

１ 中南米地域・中米・カリブ諸国との協力及び交流強化 

(１)経済連携協定(EPA)等の法的枠組みの運用や政府間等の対話を通じた中米・カリブ諸国との経済関

係の強化 

(２)国連改革や気候変動等国際社会の課題に係る取組や国際機関等の選挙における我が国に対する中

米・カリブ諸国の支持獲得・協力 

(３)人物・文化交流事業への取組を通じた相互理解の促進 

(４)地域国際機関，地域枠組みを含む多国間フォーラムを通じた中南米全体との関係の強化 

２ 南米諸国との協力及び交流強化 

(１)経済連携協定(EPA)や投資協定等の法的枠組みの構築・運用や政府間等の対話を通じた経済関係の

強化 

(２)国連改革や気候変動等国際社会の課題に係る取組や国際機関等の選挙における我が国に対する南

米諸国の支持獲得・協力推進 

(３)南米諸国出身の在日外国人の逃亡犯罪人問題に対する取組の推進及び子弟の教育問題等への取組

の側面支援 

施策の予

算額・執

行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 86 80 73 74 

補正予算(b) 0 0 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 86 80   

執行額(百万円，d) 60 67   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

中南米局 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 中南米地域・中米・カリブ諸国との協力及び交流強化 

概要 (１)経済連携協定(EPA)等の法的枠組みの運用や政府間等の対話を通じた中米・カリブ諸国との経済関

係の強化 

(２)国連改革や気候変動等国際社会の課題に係る取組や国際機関等の選挙における我が国に対する中

米・カリブ諸国の支持獲得・協力 

(３)人物・文化交流事業への取組を通じた相互理解の促進 

(４)地域国際機関を含む多国間フォーラムを通じた中南米全体との関係の強化 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「・・・地球儀を俯瞰する外交を展開する中で，ASEANを始めとするアジア太平洋諸国，ロシア，欧

州，中南米・・・との関係強化に努めてきました。」 

「・・・欧州や中南米との協力を推進し，これら地域との対話の枠組みも積極的に活用します。」 

・衆議院予算委員会(平成 26年１月 31日)総理大臣答弁 

「まだ訪問していない主要な地域としては中南米またあるいは大洋州等があるわけでございますの

で，そうした地域を訪問したいと考えているわけでございます。」 

 

測

定

指

標 

１(１)貿易・投資の増大等に見られる経済関係の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

メキシコとの間で EPAによる更なる貿易拡大に向け協議

した。また，その他中米諸国との間で経済交流促進のため

の対話を進めた。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 メキシコとの間で平成20年９月以降行ってきたEPA改正

議定書の交渉を終了し，９月に署名(同議定書は平成 24 年

４月に発効した。)。また，中米との間の経済交流促進に向

けての議論を深めた結果，各国において現地評議会を立ち

上げつつある。カリブに関しては，11月，官民合同経済ミ

ッションを派遣し，そのフォローアップに努めた。  

 日墨 EPA改正議定書の批准に向けた交

渉を進展させるとともに，中米との間の

経済交流促進に向けての議論を深める。 

  

  

24

年

度 

 ４月にメキシコとの間で日墨 EPA ビジネス環境整備委員

会を開催した。７月に中米諸国と実施した日・中米フォー

ラムに日本企業を初めて招待した。また，中米諸国との間

での経済関係強化のための現地協議会をエルサルバドルで

７回，コスタリカで４回開催した。 

更に，カリブ諸国との日・カリブ協議等を通じ，地域全

体と経済関係の強化を図った。また，11月に東アジア中南

米環境ビジネス会議を開催し，日本企業に中南米諸国との

ビジネス拡大の機会を提供した。 

 日墨 EPAの円滑かつ効果的な運用のた

め，メキシコと各種委員会を通して協議

を重ねる。中米諸国との間で経済関係強

化のための現地協議会を立ち上げる。23

年度のカリブへの官民合同ミッション

派遣のフォローアップを引き続き行う。 

  

  

  

25

年

度 

 ４月にメキシコ大統領が訪日し，貿易・投資機会の拡大

支援等を内容とする共同声明に署名した。６月に開催され

たアジア中南米協力フォーラム(FEALAC)外相会合に出席

し，アジアと中南米地域の連結性強化等が議論され，中南

米地域全体との経済関係強化が図られた。７月に第 16 回

日・中米フォーラムを開催し，日本と中米統合機構(SICA)

諸国の貿易・投資等につき意見交換し，日・中米諸国間の

経済関係強化が図られた。８月にメキシコとの間で日墨

EPA ビジネス環境整備委員会を開催し，両国のビジネス環

境改善につき議論し，二国間経済関係の強化が図られた。

11月には，「日本・ラテンアメリカ・ビジネスフォーラム」

が開催され日・中南米双方の投資機会やビジネス関係者の

ネットワーク構築が行われ，経済関係強化が図られた。９

月には，第３回日・カリコム(カリブ共同体)外相会合を開

催し，日・カリコム関係及び国際場裏での協力につき議論

を行い，日・カリブ交流年を契機に関係強化を図ることで

一致した。それに先立ち，７月には，第 16回日・カリコム

事務レベル協議を開催し，日本とカリコム間の経済，経済

協力，及び平成 26(2014)年の日・カリブ交流年につき意見

交換を行った。また 11 月にはジャマイカ首相が訪日し，首

脳間で二国間の貿易・投資の活性化について話し合われた

中米諸国との間で日・中米フォーラ

ム，カリブ諸国との間で日・カリブ協議

を通じ，経済関係の強化を図る。また，

６月のアジア中南米協力フォーラム

(FEALAC)外相会合，11月に東京で開催さ

れる予定の「日本・ラテンアメリカ・ビ

ジネスフォーラム」において中南米地域

全体との経済関係強化を図る。更に，日

メキシコ EPAビジネス環境整備委員会を

開催し，日本企業進出を側面支援する。 
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他，日本とカリブ諸国の連携強化についても議論し，両国

間の経済関係強化が図られた。 

 平成 26 年３月にパナマ外相が訪日し，パナマにおけるビ

ジネス環境整備や日本企業の進出，パナマ運河拡張等が議

論され，両国間の経済関係強化が図られた。 

 目

標 
－ 

メキシコ，中米，カリブ諸国との間で各種政策対話，フ

ォーラムを通じ，経済関係の強化に努める。 

 

 １(２)国際社会の諸課題に関する協力関係の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

地域会合等も活用し，二国間，多国間の双方から，気候

変動等につき我が国の立場への理解・支持を求めた。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 中米カリブ諸国との間で要人往来等の機会を活用し，気

候変動や国連改革等につき我が国の立場への理解・支持を

求めた。また，ポスト MDGsの議論や NPDIにつき，特にメ

キシコと緊密に協力した。 

 気候変動，国連改革等について，中米

カリブ諸国に対して我が国の立場への

理解・支持を求める。 

  

  

24

年

度 

 国家元首が訪日したパナマ，ハイチを始め，各国との要

人往来や各種政策協議を通じ，気候変動，国連安保理改革

等の国際場裏の問題についての意見交換を行い，我が国立

場への支持や理解をとりつけた。 

 特に，メキシコとの間では，ポスト MDGsの議論や軍縮・

不拡散イニシアティブ(NPDI)等につき，加藤政務官，若林

政務官がメキシコを訪問した際に議論を行った。 

 気候変動，国連改革等について，中米

カリブ諸国に対して我が国の立場への

理解・支持を求める。ポスト MDGs の議

論や NPDI につき，特にメキシコと緊密

に協力する。 

  

  

  25

年

度 

 首脳レベルではメキシコ及びジャマイカと，外相レベル

ではメキシコ，パナマ，キューバ，ニカラグア，カリブ共

同体諸国及びラテンアメリカ・カリブ共同体(CELAC)と会談

を実施し，また中米カリブ諸国との間で要人往来や各種事

務レベル政策協議を通じ，国連安保理改革，気候変動，防

災，軍縮・不拡散等の国際場裏の問題について我が国の立

場への理解・支持を求め，連携強化を図った。 

要人往来や各種政策協議を通じ，中南

米各国との間で，国連改革，気候変動，

軍縮・不拡散といった国際的な課題につ

いて，国際場裏における連携を強化す

る。 

 目

標 
－ 

要人往来や各種政策協議を通じ，中南米各国との国際場

裏における連携を強化する。 

 

 １(３)要人往来の実績と成果，交流関係の具体的な進展 年度目標 

基

準 

22

年

度 

国家元首から若手外交官までの多岐にわたるレベルで人

物交流を行った。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 我が国からは，山根外務副大臣(９月)と山花外務大臣

政務官(５月：マルテリー大統領就任式出席)がハイチを

訪問し，二国間関係強化のため同国ハイレベルと意見交

換を行った。また，１月には山根外務副大臣がニカラグ

ア，キューバ，グアテマラを訪問し，各国ハイレベルと

会談を行った。 

２ 中米・カリブ諸国からは，12月，チンチージャ・コス

タリカ大統領がカスティージョ同国外相，ゴンサレス貿

易大臣，クルス科学技術大臣と共に訪日し，天皇陛下が

御会見された他，野田総理大臣との間で首脳会談を実施

した。また，メキシコより，ラミレス下院議長(６月)，

ゴンサレス上院議長(１月)が来日し，横路衆院議長を始

めとする国会関係者と会談した。この他，中米カリブ諸

国から多数の閣僚が来日するとともに，FEALAC若手行政

官招へいやカリコム若手外交官招へいの枠組みにおいて

多数の若手行政官を我が国に招へいした。 

３ 11月にホノルルにおいて行われた APEC閣僚会 

合において玄葉外務大臣がエスピノサ・メキシコ外務大臣

と会談した他，同月カンヌで行われたＧ20 サミットにお

 日本と中米カリブ地域の間での政府

要人の往来を達成するとともに，積極的

に若手外交官を招へいする。 
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いて野田総理大臣がカルデロン・メキシコ大統領と懇談

した 

  

  

24

年

度 

１ 我が国からは，加藤外務大臣政務官がメキシコ，ホン

ジュラス，パナマに(５月)，山根外務副大臣がドミニカ

(共))に(８月)，若林外務大臣政務官がドミニカ(共)，メ

キシコに(１月)訪問し，二国間関係強化のために各国政

府と協議を行った。 

２ 中米カリブ諸国からは，マルティネリ・パナマ大統領

(10 月)，マルテリー・ハイチ大統領(12月)，カバジェロ

ス・グアテマラ外相(５月)，ルークス・パナマ外相(10

月)，カストロ・コスタリカ環境エネルギー相といった首

脳・閣僚が訪日し，二国間関係強化のため，ハイレベル

での協議を行った。この他，中米カリブ諸国から多数の

閣僚が来日するとともに，FEALACの枠組みにおいて，ア

ジア９か国，中南米８か国から計 17名の若手行政官を，

カリコムの枠組みにおいてカリブ諸国７か国から若手外

交官を我が国に招へいした。 

３ 12 年６月にメキシコで行われたＧ20 サミットでは野

田総理大臣がカルデロン・メキシコ大統領と会談した他，

同月に開催されたリオ＋20 では玄葉外相がパトリオッ

タ・ブラジル外相と会談した。 

 同上 

  

  

  

25

年

度 

１ 我が国からは岸田外務大臣がメキシコ及びパナマに

(５月)，鈴木外務副大臣がセントルシアに(５月)，若林

外務大臣政務官がメキシコ(８月)及びジャマイカ(９月)

に，石原外務大臣政務官がホンジュラス及びベリーズに

(２月)に訪問し，二国間関係強化のために各国政府と協

議を行った。 

２ メキシコ及び中米カリブ諸国からは，ペニャ・ニエト・

メキシコ大統領，ミード・メキシコ外相，グアハルド・

メキシコ経済相，ルイス・マシュー・メキシコ観光相(４

月)，シンプソン・ミラー・ジャマイカ首相(11 月)，サ

ントス・ニカラグア外相(６月)，ロドリゲス・キューバ

外相(11 月)，アルバレス・デ・ソト・パナマ外相(３月)，

カストロ・コスタリカ環境・エネルギー相(６月)，ラム

ラナイン・トリニダード・トバゴ・エネルギー大臣(11

月)，ホク・スリナム天然資源大臣(３月)といった首脳・

閣僚が訪日し，二国間関係強化のため，ハイレベルでの

協議を行った。この他，アジア中南米協力フォーラム

(FEALAC)の枠組みにおいて，中南米９か国，アジア５か

国から計 14 名の若手行政官を，またカリブ諸国からも

14名の若手外交官を日本に招待した。 

３ 10 月にバリで行われた APEC では，安倍総理大臣がペ

ニャ・ニエト・メキシコ大統領と会談した。 

政府要人をはじめ，FEALAC若手行政官

招へい，カリコム若手外交官招へい等，

様々なレベルでの人物交流を引き続き

強化する。 

 目

標 
－ 

様々なレベルでの人物交流を引き続き強化する。  

 １(４)多国間フォーラムを活用した中米カリブ諸国との関係強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

日・カリコム外相会議，日本・中米「対話と協力」フォ

ーラム等を通じて，マルチでの影響力の強化を図った。 

  

施

策

の

進

捗

状

23

年

度 

１ 我が国からは，山根外務副大臣(９月)と山花外務大臣

政務官(５月：マルテリー大統領就任式出席)がハイチを

訪問し，二国間関係強化のため同国ハイレベルと意見交

換を行った。また，１月には山根外務副大臣がニカラグ

ア，キューバ，グアテマラを訪問し，各国ハイレベルと

会談を行った。 

 日本と中米カリブ地域の間での政府

要人の往来を達成するとともに，積極的

に若手外交官を招へいする。 
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況

・

実

績 

２ 中米・カリブ諸国からは，12月，チンチージャ・コス

タリカ大統領がカスティージョ同国外相，ゴンサレス貿

易大臣，クルス科学技術大臣と共に訪日し，天皇陛下が

御会見された他，野田総理大臣との間で首脳会談を実施

した。また，メキシコより，ラミレス下院議長(６月)，

ゴンサレス上院議長(１月)が来日し，横路衆院議長を始

めとする国会関係者と会談した。この他，中米カリブ諸

国から多数の閣僚が来日するとともに，FEALAC若手行政

官招へいやカリコム若手外交官招へいの枠組みにおいて

多数の若手行政官を我が国に招へいした。 

３ 11月にホノルルにおいて行われた APEC閣僚会 

合において玄葉外務大臣がエスピノサ・メキシコ外務大

臣と会談した他，同月カンヌで行われたＧ20サミットに

おいて野田総理大臣がカルデロン・メキシコ大統領と懇

談した。 

  

  

24

年

度 

１ 我が国からは，加藤外務大臣政務官がメキシコ，ホン

ジュラス，パナマに(５月)，山根外務副大臣がドミニカ

(共))に(８月)，若林外務大臣政務官がドミニカ(共)，メ

キシコに(１月)訪問し，二国間関係強化のために各国政

府と協議を行った。 

２ 中米カリブ諸国からは，マルティネリ・パナマ大統領

(10 月)，マルテリー・ハイチ大統領(12月)，カバジェロ

ス・グアテマラ外相(５月)，ルークス・パナマ外相(10

月)，カストロ・コスタリカ環境エネルギー相といった首

脳・閣僚が訪日し，二国間関係強化のため，ハイレベル

での協議を行った。この他，中米カリブ諸国から多数の

閣僚が来日するとともに，FEALACの枠組みにおいて，ア

ジア９か国，中南米８か国から計 17 名の若手行政官を，

カリコムの枠組みにおいてカリブ諸国７か国から若手外

交官を我が国に招へいした。 

３ 12 年６月にメキシコで行われたＧ20 サミットでは野

田総理大臣がカルデロン・メキシコ大統領と会談した他，

同月に開催されたリオ＋20 では玄葉外相がパトリオッ

タ・ブラジル外相と会談した。 

日本と中米カリブ地域の間での政府

要人の往来を達成するとともに，積極的

に若手外交官を招へいする。 

  

  

  

25

年

度 

 ６月にはアジア中南米協力フォーラム(FEALAC)外相会合

が開催され，日本より鈴木外務副大臣が出席し，多数の中

南米諸国出席者と会談を行った。 

 ７月に我が国において第 16回日本・中米「対話と協力」

フォーラムが開催され，中米諸国との間で二国間関係のみ

ならず，国際場裏における協力強化について活発な意見交

換を行った。 

 ９月には，国連総会の機会に岸田外務大臣がラテンアメ

リカ・カリブ共同体(CELAC)カルテット及びカリブ共同体諸

国(カリコム)とそれぞれ外相会談を実施し，10月には，日

本のイベロアメリカ・サミットへのオブザーバー参加が承

認された。 

 また，FEALAC及びカリコムの枠組みを通じ，多数の若手

行政官を日本に招へいし，日・中南米関係の強化に貢献し

た。 

FEALAC や日本・中米「対話と協力」フ

ォーラム，日・カリコム協議等のマルチ

のフォーラムを引き続き積極的に活用

する。 

 
目

標 
－ 

FEALACや日本・中米「対話と協力」フォーラム，日・カ

リコム協議等のマルチのフォーラムを引き続き積極的に活

用する。 

 

 １(５)中米カリブ諸国

との首脳・外相会談の実
基準値 実績値 目標値 

 21年度 23年度 24年度 25年度 － 
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 施数 7 6 7 10 － 

 年度目標値  基準値程度 同左 同左  

 １(６)(参考指標) 

日・中米カリブ間貿易額

(単位：億円) 

実績値 

23年度 24年度 25年度 

 32,581 32,428 26,548 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・日メキシコ首脳会談(平成 25年４月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page4_000018.html 

・第 6回 FEALAC外相会合(平成 25年６月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000008.html 

・第 16 回日・中米フォーラム(平成 25年７月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page4_000136.html 

・日メキシコ EPAビジネス環境整備委員会(平成 25年８月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press18_000007.html 

・日 CELAC外相会合(平成 25年９月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page22_000477.html 

・日カリコム外相会合(平成 25年９月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page4_000220.html 

・日メキシコ首脳会談(平成 25年 10月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000473.html 

・第 13 回 FEALAC若手リーダー招へい(平成 25年 10月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page23_000569.html 

・第 23 回イベロアメリカ首脳会議(平成 25年 10月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000511.html 

・日ジャマイカ首脳会談(平成 25年 11月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000512.html 

・日キューバ外相会談(平成 25年 11月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press18_000066.html 

・カリコム若手行政官招へい(平成 26年２月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/crb/page3_000664.html 

・日パナマ外相会談(平成 26年３月) 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/m_ca_c/pa/page3_000674.html 
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個別分野 ２ 南米諸国との協力及び交流強化 

概要 (１)経済連携協定(EPA)や投資協定等の法的枠組みの構築・運用や政府間等の対話を通じた経済関係の

強化 

(２)国連改革や気候変動等国際社会の課題に係る取組や国際機関の選挙等における南米諸国の支持獲

得・協力推進 

(３)南米諸国出身の在日外国人の逃亡犯罪人問題に対する取組の推進及び子弟の教育問題等への取組

の側面支援 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「・・・地球儀を俯瞰する外交を展開する中で，ASEAN を始めとするアジア太平洋諸国，ロシア，欧

州，中南米・・・との関係強化に努めてきました。」 

「・・・欧州や中南米との協力を推進し，これら地域との対話の枠組みも積極的に活用します。」 

・衆議院予算委員会(平成 26年１月 31日)総理大臣答弁 

「まだ訪問していない主要な地域としては中南米またあるいは大洋州等があるわけでございますの

で，そうした地域を訪問したいと考えているわけでございます。 

 

測

定

指

標 

２(１)南米諸国との経済関係強化の進展 年度目標 

基

準 

22

年

度 

ペルーとの EPA が交渉完了，コロンビアとの投資協定が

実質合意に至ったほか，ボリビアとの間でリチウム開発に

係る言及を含む共同声明に署名した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ペルーとの EPA が発効，コロンビアとの投資協定が署名

に至ったほか，コロンビアとの EPA 共同研究を開始した。

また，メルコスールと我が国との対話の枠組みを立ち上げ

ることに合意した。 

 日・ペルーEPA 及び日・コロンビア投

資協定の早期発効に向けた手続きを進

めるとともに，南米諸国との間の経済交

流促進に向けての議論を深める。 

  

  

24

年

度 

日・コロンビア EPA 共同研究の終了に続き，日・コロン

ビア EPA交渉を開始した。発効済みの EPAでは，日・チリ

EPA の下で魚及び魚製品に関する作業部会を，また日・ペ

ルーEPA の下でビジネス環境整備小委員会を開催した。さ

らに，ウルグアイとの投資協定締結交渉を開始したほか，

メルコスールとの間で経済関係緊密化のための対話を開始

した。 

 また，エネルギー・鉱物資源の安定的確保に関連し，ボ

リビアとの対話を行い，日本企業の投資を側面支援した。 

 日・コロンビア投資協定の早期発効に

向けた手続，日・コロンビア EPA共同研

究の早期終了に向けた取組を進めると

ともに，引き続き南米諸国との間の経済

交流促進に向けての議論を深める。ま

た，発効済みの協定の円滑かつ着実な運

用に努める。 

  

  

  

25

年

度 

日・コロンビア EPA 交渉及び日・ウルグアイ投資協定交

渉を着実に進めた。また，日・コロンビア投資協定の発効

に向けて，国会の承認等我が国において必要な国内手続き

を終えた。さらに，発効済みの日・チリ EPA及び日・ペル

ーEPA を円滑に運用した。 

エネルギー・鉱物資源の安定的確保の観点からボリビア，

チリ等と対話を行ったほか，南米からの要人訪日の機会に

経済セミナー開催への協力を通じて経済交流促進を支援し

た。 

日・コロンビア投資協定の早期発効，

並びに日・コロンビア EPA交渉及び日・

ウルグアイ投資協定交渉を促進すると

ともに，発効済みの協定の円滑かつ着実

な運用に努める。また，南米諸国との間

で経済交流促進のための対話を引き続

き促進していく。 

 
目

標 
－ 

交渉を終えた二国間の経済関係協定の早期発効を目指す

とともに，南米諸国との間で経済交流促進のための対話を

引き続き促進していく。 

 

 ２(２)南米諸国との二国間関係及び国際場裏における協力の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

所管する４か国の首脳訪日を始めとして，二国間，多国

間双方の機会において，気候変動等我が国の立場への理

解・支持取付けのための働きかけを行った。 

  

施

策

の

進

捗

状

23

年

度 

 サントス・コロンビア大統領(９月)，ピニェラ・チリ大

統領(３月)の訪日をはじめとし，アルゼンチン外務大臣(４

月)，ブラジル外務大臣(４月)，コロンビア外務大臣(９月

及び２月)，チリ外務大臣(３月)，の訪日や，松本外務大臣

のメルコスール首脳会談出席及びブラジル訪問等の我が国

要人の南米訪問の機会をとらえ，様々なレベルで，環境・

 国連改革，環境・気候変動，軍縮不拡

散等について，南米諸国に対して我が国

の立場への理解・支持を求める。 
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況

・

実

績 

気候変動，国連・安保理改革，北朝鮮問題等についての協

力に向けた働きかけを行った。 

  

  

24

年

度 

ウマラ･ペルー大統領(５月)，ルゴ･パラグアイ大統領(５

月)，ペルー外相(５月)，ウルグアイ外相(11 月)の訪日や，

玄葉外務大臣の国連持続可能な開発会議(リオ＋20)出席

(６月)，古川国家戦略大臣のブラジル訪問(４月)等の我が

国要人の南米訪問の機会をとらえ，様々なレベルで，環境・

気候変動，国連・安保理改革，軍縮・不拡散，北朝鮮問題

等についての協力に向けた働きかけを行った。 

 国連改革，環境・気候変動，軍縮不拡

散等について，南米諸国に対して我が国

の立場への理解・支持を求める。 

  

  

  

25

年

度 

アルゼンチン，ブラジルとの首脳会談(９月)，ボリビア

外相の訪日(５月)，ウルグアイ外相，ブラジル環境相及び

エクアドル環境相の水銀条約会合出席(10月)，また岸田外

務大臣のペルー(４月)，ブラジル(９月)訪問，茂木経済産

業大臣のコロンビア，ブラジル訪問(４～５月)，新藤総務

大臣のブラジル訪問(７月)等の機会をとらえ，さまざまな

レベルで環境・気候変動，国連・安保理改革，軍縮・不拡

散，北朝鮮問題等についての協力に向けた働きかけを行っ

た。 

二国間の機会に加え，多国間の機会も

活用し，環境・気候変動，北朝鮮の人権

問題，安保理改革，軍縮・不拡散問題等

の国際的な問題について，我が国の立場

を説明し，我が国への支持の拡大を引き

続き図っていく。 

 目

標 
－ 

二国間，多国間の双方の機会を活用した，我が国の立場

の説明，支持の拡大を引き続き進めていく。 

 

 ２(３)南米諸国出身の在日外国人を巡る諸問題への取組の進展 年度目標 

基

準 

22

年

度 

ブラジルとの間で，第３回司法作業部会を開催したほか，

社会保障協定への署名を行った。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 逃亡犯罪人問題，我が国での就労や子弟の教育をめぐる

問題，社会保障問題等の課題に対し，国内関係省庁，地方

自治体，関係国政府等との連携を深めつつ取り組んだ。「不

処罰は許さない」との観点から，ブラジル政府に対し国外

犯処罰規定の適用を要請している案件のフォローを引き続

き実施した。さらに，３月１日に発効した日・ブラジル社

会保障協定について，厚生労働省及び在京大使館・総領事

館と協力し，在日ブラジル人に対する事前説明会を実施し

た。 

 南米諸国出身の在日外国人を巡る諸

問題に関し，対話の機会の構築に向けて

取り組む。 

  

  
24

年

度 

 ブラジルとの間で受刑者移送条約締結交渉を開始した。 

また，ブラジル政府に対して国外犯処罰規定の適用を要

請している案件について，司法関係者との関係構築，また

右を基にして情報収集を行う等，引き続きフォローした。 

 南米諸国出身の在日外国人を巡る諸

問題に関し，二国間条約の締結に向けた

協議を含め，対話の機会の構築に向けて

取り組む。 

  

  

  
25

年

度 

国外犯処罰規定の適用について，日本国内における関心

も非常に高いことを踏まえ，在外公館を通じて，係争中の

５件に関するブラジル国内での裁判進捗状況の把握，担当

判事等からの情報収集を行った。 

また，日・ブラジル受刑者移送条約の締結交渉を妥結さ

せ，署名を行った。 

南米諸国出身の在日外国人をめぐる

諸問題に関し，ブラジル政府に対して国

外犯処罰規定の適用を要請している案

件について，適用を着実に確保する等，

引き続き両国間の連携を深めていく。 

 
目

標 
－ 

南米諸国出身の在日外国人をめぐる諸問題に関し，司法

作業部会等の対話の機会を通じて，両国間の連携を深めて

いく。 

 

 ２(４)南米諸国と

の首脳・外相会談の

実施数 

基準値 実績値 目標値 

 21年度 23年度 24年度 25年度 － 

 5 8 7 6 － 

 年度目標値  基準値程度 同左 同左  

 ２(５)(参考指標) 

日・南米諸国間貿易

額(単位：億円) 

実績値 

23年度 24年度 25年度 

 33,203 33,852 37,224 
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作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・日・アルゼンチン首脳会談(平成 25年９月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000366.html 

・日・ブラジル首脳会談(平成 25年９月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000367.html 

・日･ペルー外相会談(平成 25年４月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page4_000066.html 

・日･ボリビア外相会談(平成 25年５月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page22_000026.html 

・日・ブラジル外相会談(平成 25年９月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page4_000164.html 

・日・ウルグアイ外相会談(平成 25年 10月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page24_000144.html 

・日・コロンビア経済連携協定(EPA)交渉第２回会合の開催(平成 25年５月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000266.html 

・日・コロンビア経済連携協定(EPA)交渉第３回会合の開催(平成 25年 10-11月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press22_000008.html 

・日・コロンビア経済連携協定(EPA)交渉第４回会合の開催(平成 26年 2月) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000567.html 
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施策Ⅰ-４ 欧州地域外交(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅰ－４) 

施策名 欧州地域外交 

達成すべ

き目標 

基本的価値と国際社会での責任を共有する欧州各国及び主要機関，ロシア，中央アジア・コーカサ

ス諸国との関係を強化するため，以下を達成する。 

１ 基本的価値を共有する欧州との共通の認識を醸成し，協力関係，法的枠組み，人的ネットワーク

を構築し，欧州地域との関係を総合的に強化する。 

２ 西欧及び中・東欧諸国との間での対話，政策調整，人的・知的交流を通じて，政治・経済をはじ

めとする関係を維持・強化するとともに，共通の課題に関する協力関係を継続・促進する。 

３ 領土問題を解決して平和条約を締結し，日露関係の完全な正常化を図ることを目指すとともに，

幅広い分野における日露関係を進展させる。 

４ 中央アジア・コーカサス諸国との二国間関係を更に強化するとともに，中央アジア地域内協力を

促進する。 
施策の概

要 

１ 欧州地域との総合的な関係強化 

(１)欧州地域(各国，欧州連合(EU)，北大西洋条約機構(NATO)，欧州安全保障協力機構(OSCE)，欧州評

議会(CoE))との政治対話及びアジア・欧州間の対話・協力を継続・促進する。 

(２)欧州各国との社会保障協定，租税条約及び税関相互支援協定等の締結・改正協議を継続する。 

(３)欧州への日本の専門家の派遣等による知的交流を促進する。 

２ 西欧及び中・東欧諸国との間での二国間及び国際場裏における協力の推進 

(１)西欧及び中・東欧諸国との対話を継続・促進する。 

(２)二国間及び国際社会の共通の諸課題に関する政策調整・協力を強化する。 

(３)人的・知的交流，民間交流を維持・促進する。 

３ ロシアとの平和条約締結交渉の推進及び幅広い分野における日露関係の進展 

(１)首脳会談，外相会談等のハイレベルな政治対話を積極的に推進する。 

(２)平和条約締結交渉を推進し，四島交流，四島住民支援事業等を実施する。 

(３)日露間の貿易経済関係の拡大・深化に向けた取組を実施する。特に，エネルギー，極東・東シベリ

ア開発や，ロシア経済近代化における互恵的な協力を着実に進展させる。 

(４)地球規模の問題及び主要な地域問題に関する協力・対話を実施する。アジア太平洋地域における日

露協力の可能性を含めた両国外務省間の協議を実施する。 

(５)防衛当局間のハイレベル交流，部隊間交流，外交・防衛当局間での協議を実施する。治安当局間に

よる交流を実施する。 

(６)各種招へい事業，交流事業等を実施する。 

４ 中央アジア・コーカサス諸国との関係の強化 

(１)中央アジア・コーカサス各国との政治対話等を継続・促進する。 

(２)「中央アジア＋日本」対話の枠組みにおける種々のレベルでの対話等を着実に実施する。 

(３)様々なスキームの活用等による人的交流を維持・促進する。 

施策の予

算額・執

行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 1,120 1,091 1,053 1,084 

補正予算(b) 0 △ 21 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 1,120 1,070   

執行額(百万円，d) 1,041 1,023   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 
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担当部局

名 

欧州局 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 欧州地域との総合的な関係強化 

概要 (１)欧州地域(各国，EU，NATO，OSCE，CoE)との政治対話及びアジア・欧州間の対話・協力を継続・促

進する。 

(２)欧州各国との社会保障協定，租税条約税関相互支援協定等の締結・改正協議を継続する。 

(３)欧州への日本の専門家の派遣等による知的交流を促進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「本年最初の訪問国となったスペイン，フランスを含む欧州(中略)との協力を推進し，これらの地域

との対話の枠組みも積極的に活用します。」 

 

測

定

指

標 

１(１)欧州地域との総合的な対話・協力の進展 年度目標 

基

準 
－ 

日 EU 定期首脳協議や NATO，OSCE，アジア欧州会合(ASEM)

における協力といった欧州各国及び国際機関との関係強化 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ EUとの関係では，５月の第 20回日 EU定期首脳協議で，

日 EU・EPA 及び政治，グローバル，その他の分野別協力

を対象とした拘束力を有する協定の交渉のためのプロセ

スを開始することに合意した。この他，日 EU外相協議，

日 EU政務局長協議など，様々なレベルにおいて広範な分

野に関して着実に政治対話を実施した。 

２ NATO との関係では，５月に松本外務大臣が NATO 本部

を訪問，10月に日・NATO 高級事務レベル協議を開催した

他，12 月の NATO 外相会合(アフガニスタン会合)に参加

して政治対話を実施した。また，NATOの基金を通じてア

フガニスタン国軍の識字教育を支援した。 

３ OSCE との関係では，12 月の外相理事会，５月の OSCE

モンゴル共催会議及び２月の OSCE タイ共催会議に参加

した。また，具体的協力として，OSCE選挙監視団に我が

国から要員を派遣した。 

４ 欧州評議会(CoE)との関係では，アジアで唯一のオブザ

ーバー国として，様々な会合に積極的に参加した。また，

11 月にフランスにて開催されたサイバー犯罪対策に関

する会議(オクトパス会議)に対する支援を行った。 

５ アジア・欧州間の対話・協力においては，６月にブダ

ペストで開催された ASEM第 10 回外相会合に参加し，非

伝統的安全保障上の課題，地球規模の課題，経済・金融

危機からの回復，地域情勢等に関し，有意義な意見交換

を行うとともに，アジア・欧州間のコンセンサスの形成

に貢献した。また，同外相会合の準備プロセスとしての

全体高級実務者会合に出席し，外相会合の成功に向けて

ASEM諸国との連携・協力の強化を図った。さらに，アジ

ア側調整国の一つとして調整国会合等に出席するととも

に，10月には東京で全体高級実務者会合を開催し，主導

的な立場で議論に貢献した。 

 日 EU 定期首脳協議の実施をはじめと

した政治対話を成功裏に実施する。 

 

 

  

  

24

年

度 

１ EUとの関係では，首脳会談を２度，外相会談を１度 

実施し，この他にも様々なレベルにおいて広範な分野に

関して着実に政治対話を実施した。３月には，日 EU・EPA

及び戦略的パートナーシップ協定(SPA)の交渉立ち上げ

を決定した。 

２ NATO との関係では，５月に NATO シカゴ首脳会合にお

いて「アフガニスタンに関する会合」が開催され，我が

国から玄葉外務大臣が出席した。また，５月に日・NATO

高級事務レベル協議を開催し，日 NATO間の政治対話を実

施した。さらに，12月に NATO外相会合 ISAF貢献国会合

に我が国から駐ベルギー大使が出席した。 

３ OSCE との関係では，オーストリアにおいて 11 月に開

催された「北東アジアの安全保障と OSCEの経験」セミナ

 日 EU定期首脳協議及び ASEM第９回首

脳会合の実施をはじめとした政治対話

を成功裏に実施する。 
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ーに我が国から駐オーストリア大使が出席し，スピーチ

を行った。また，アイルランドにおいて 12 月に OSCE 外

相理事会が開催され，我が国から外務副大臣が出席し，

我が国の外交政策や OSCE に対する貢献や取組をアピー

ルした。また，豪州において 25年３月に安全保障におけ

る女性問題をテーマに OSCE共催会議が開催され，我が国

から欧州局参事官が出席し我が国の女性の社会進出のた

めの取組に関するスピーチを行った。 

４ CoE との関係では，アジアで唯一のオブザーバー国と

して，各種会合に積極的に参加した。また，６月にフラ

ンスで開催されたサイバー犯罪対策に関する会議(オク

トパス会合)に対する支援を行った。 

５ アジア・欧州間の対話・協力においては，11月にラオ

スで開催された ASEM 第９回首脳会合に総理大臣が出席

し，経済財政問題，地球規模の課題，地域情勢，社会･

文化協力，ASEMの将来の方向性等に関し有意義な議論を

行った。その成果として，議長声明とビエンチャン宣言

が採択され,それら各分野の課題等に対するアジア･欧州

間の共通の認識の形成が図られ，また，今後の協力の方

向性等が示された。なお，今次首脳会合においては，欧

州債務危機を背景として世界経済・財政問題が一つの大

きな課題として取り上げられ，ASEM各国が一致結束して

対応していくことの重要性が確認された。 

 

  

  

  

25

年

度 

１ EUとの関係では，第 21回日 EU定期首脳協議を含め，

首脳会談を３回，外相会談を４回実施し，この他にも様々

なレベルにおいて広範な分野に関して着実に政治対話を

実施した。また，EPA 交渉は５回，戦略的パートナーシ

ップ協定(SPA)の交渉は４回実施し，交渉は着実に前進し

つつある。 

２ NATOとの関係では，４月にラスムセン事務総長が訪日

し安倍総理大臣と共同政治宣言に署名， 12月に NATO外

相会合 ISAF 貢献国会合に我が国から駐ベルギー大使が

参加して政治対話を実施，２月に日・NATO 高級事務レベ

ル協議を開催した。また，人道支援・災害救援に関する

日 NATO 共同研究会を立ち上げ，同分野における日 NATO

協力のあり方について議論し，成果報告書を取りまとめ

た。 

３ OSCE との関係では，12 月にウクライナで開催された

OSCE 外相理事会に飯村政府代表が参加した。また，具体

的協力として，ウクライナにおける政治対話促進ミッシ

ョンをはじめとする OSCE の民主化プロジェクトに資金

協力を行うとともに，ウクライナ大統領選挙に向け OSCE

選挙監視団に我が国から要員派遣を決定。 

４ CoE との関係では，アジアで唯一のオブザーバー国と

して，各種会合に積極的に参加した。また，12月にフラ

ンスで開催されたサイバー犯罪対策に関する会議(オク

トパス会合)に対する支援を行った。 

５ アジア・欧州間の対話協力においては，10月にインド

で開催された ASEM第11回外相会合に外務大臣が出席し，

経済財政問題，地球規模の課題，地域情勢のテーマの下，

有意義な議論が行われた。その成果として，議長声明が

採択され，それら各分野の課題等に対するアジア・欧州

間の共通の認識が図られると共に，ASEMの活動を対外的

に明確に示していくために 12 の分野にわたる具体的協

力プロジェクトをアジアと欧州の数カ国がコアグループ

日 EU 定期首脳協議及び ASEM 第 11 回

外相会合の実施をはじめとした政治対

話を成功裏に実施する。特に，EUとの関

係では，EPA 及び戦略的パートナーシッ

プ協定(SPA)の交渉を前進させる。 
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となり実施することとなった。我が国は，フィリピン他

と協力し防災分野での協力を進めていくこととなった。 

 目

標 
－ 

欧州の各国及び国際機関との関係を強化する。  

 １(２)欧州各国との法的枠組み構築に関する協議の進展 年度目標 

基

準 
－ 

社会保障協定，租税条約，税関相互支援協定などの欧州各

国との法的枠組みの整備 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 社会保障協定については，スイスとの社会保障協定が

３月に発効した。また，スウェーデンとの間で政府間交

渉を実施し(10月)，オーストリア，スロバキアとの間で

は当局間協議を実施した。 

２ 租税条約(協定)については，マン島との租税情報交換

協定(９月)，ケイマン諸島との租税協定(11 月)，オラン

ダとの租税条約，スイス及びルクセンブルクとの租税条

約改正議定書(いずれも 12月)が発効した。ポルトガルに

ついては政府間交渉を実施し(６月)，署名を行った(12

月)。この他，ジャージー及びガーンジーとの租税協定に

ついて署名を行い(12月)，リヒテンシュタインとの間で

政府間交渉を実施し，協定の内容につき実質合意に至っ

た(３月)。また，ドイツとの間で租税協定改正の政府間

交渉を実施した(12月)。 

３ 税関相互支援協定については，ドイツとの間で 11月に

政府間交渉を実施した。イタリアとの協定が，平成 24

年４月に発効した。 

 欧州各国との租税条約及び社会保障

協定等の締結・改正に向けた作業を実施

する。 

  

  

24

年

度 

１ 社会保障協定については，ハンガリーとの間で政府間

交渉(９月)及びその後継続的に協議を行い，実質合意(１

月)に至った。 

２ 租税条約(協定)については，リヒテンシュタイン公国

との租税情報交換協定に署名を行い(７月)，その後発効

した(12 月)。また，ドイツとの協議を継続し, 英国との

間では租税条約改正のため政府間交渉を開始し，基本合

意に至った(３月)。 

３ 税関相互支援協定については，イタリアとの協定が発

効した(４月)。ドイツとの間では基本合意に至った(５

月)。また，ノルウェーとの間で政府間交渉の実施につい

て合意した(７月)。 

欧州各国との租税条約及び社会保障

協定等の締結・改正に向けた作業を実施

する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 社会保障協定については，ハンガリーとの協定につき，

政府部内の法的な精査，署名(８月)を行い，国会におけ

る承認(12 月)を得て，１月に発効した。また，ルクセン

ブルクとの協定につき，条文に係る協議を行った(３月)。 

２ 租税条約(協定)については，ポルトガルとの条約(７

月)，ジャージーとの協定(８月)，ガーンジーとの協定(８

月)，ベルギーとの改正議定書(12月)が発効した。また，

英領バージン諸島との租税情報交換協定(４月)及びスウ

ェーデンとの改正議定書(５月)につき，政府間交渉を行

い，基本合意に達した。また，スウェーデン及び英国と

の改正議定書に署名を行った(共に 12月)。 

３ 税関相互支援協定については，スペインとの協定に署

名した(10 月)。 

４ 航空協定については，スイスとの協定の付表の改正を

行った(２月)。 

欧州各国との租税条約及び社会保障

協定等の締結・改正に向けた作業を実施

する。 

 目

標 
－ 

欧州各国との法的枠組みを整備する。  

 (３)人的ネットワーク構築の進展 年度目標 
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基

準 
－ 

日本の専門家の派遣等による知的交流の促進及び招へいプ

ログラムの実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ ２月にベルギーで「東アジアの安全保障」をテーマと

する日 EU共同シンポジウムを開催した。 

２ ２月にタジキスタンでアフガニスタン及びタジキスタ

ンの政府職員(税関職員等)の能力向上を目的とした日

EU国境管理会合を開催した。 

３ 「東アジア地域の安全保障環境～日欧間の認識共有に

向けて」をテーマに，欧州５か国に安全保障分野の専門

家４名を派遣し，セミナー等を開催した。 

４ ３月に東京で「欧州債務危機と今後の欧州統合の行方」

をテーマに有識者の参加も得て日 EU 政策策定者セミナ

ーを開催した。 

 日本の専門家の派遣等による知的交

流を促進し，また，招へいプログラムを

実施する。 

  

  

24

年

度 

１ 12 月に東京で「EU 外交と欧州議会」をテーマに，EU

政府関係者３名を招へいし，有識者の参加も得て，日 EU

政策策定者セミナーを開催した。 

２ 25年２月にアイルランドで，経済分野及び開発分野の

専門家２名を派遣し，「日 EU 関係：共通の課題への対応」

をテーマに，日 EU共同シンポジウムを開催した。  

３ 「東アジア地域の安全保障環境：日欧間の認識共有に

向けて」をテーマに，欧州４か国(スウェーデン，ノルウ

ェー，オランダ，ベルギー)に有識者３名を派遣し，各国

のシンクタンク等でセミナーを開催した。 

 日 EU共同シンポジウムや日本の専門家

の派遣等による知的交流を促進し，ま

た，招へいプログラムを実施する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 10月にリトアニアへ有識者を派遣し，「EU協力に関す

るシンポジウム：EU東方パートナーシップ及び東アジア

の安全保障情勢」をテーマとする日 EU共同シンポジウム

を共催した。 

２ ３月にタジキスタンでタジキスタン・アフガニスタン

国境管理会合を EU と共催した。日本からは税関実務に詳

しい専門家を現地に派遣し，日本の取り組みを税関職員

を含む現地政府関係者に説明した。 

３ 「東アジア地域の安全保障環境：日欧間の認識共有に

向けて」をテーマに，欧州３か国(ハンガリー，イタリア，

セルビア)に有識者３名を派遣し，各国のシンクタンク等

でセミナーを開催した。 

４ 加えて，外務省の招へい事業を活用して，欧州の若手

有識者 10 名(安全保障及び経済の専門家)を日本に招へ

いし，最新の状況をインプットするとともに，日本の政

府関係者や研究者との人脈を構築した。 

日 EU 共同シンポジウムや日本の専門

家の派遣等による知的交流を促進し，ま

た，招へいプログラムを実施する。具体

的には，EU東方パートナーシップ及び東

アジアの安全保障環境をテーマに，リト

アニアに有識者を派遣し，日 EU 共同シ

ンポジウムを開催する。また，関係者の

能力強化を目的とした，日 EU 国境管理

会合をタジキスタンにて実施する。 

 目

標 
－ 

人的交流を円滑に実施する。  

 １(４)①政治・安保分野における協

議・対話の実施回数 

②シンポジウム，セミナー等の開催回

数 

③知的交流事業における派遣者数 

④日 EU政策策定者セミナー参加者数 

⑤日 EU共同シンポジウム参加者数 

基準値 実績値 目標値 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 

①8 

②2 

③4 

①20 

② 3 

③ 2 

①10 

② 5 

③ 4 

①12 

② 3 

③ 3 

④40 

⑤30 

①11 

② 2 

③ 3 

④ 0 

⑤80 

－ 

 

年度目標値  － － ①12 

② 3 

③ 3 

①19 

② 3 

③ 6 

④－ 

⑤40 
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作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・「EU 情勢と日 EU関係」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/index.html) 

・「北大西洋条約機構(NATO)の概要」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/NATO/gaiyo.html) 

・「欧州安全保障協力機構(OSCE)」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/OSCE/gaiyo.html) 
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個別分野 ２ 西欧及び中・東欧諸国との間での二国間及び国際場裏における協力の推進 

概要 (１)西欧及び中・東欧諸国との対話を継続・促進する。 

(２)二国間及び国際社会の共通の諸課題に関する政策調整・協力を強化する。 

(３)人的・知的交流，民間交流を維持・促進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 177回国会外交演説(平成 23年１月 24日) 

「欧州は，基本的価値を共有するパートナーであり，英国，ドイツ，並びに本年のＧ８及びＧ20 議

長国であるフランスを始めとする欧州諸国や統合を深める欧州連合(EU)等と緊密に連携します。」 

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

「(中略)基本的価値を共有する欧州(中略)との協力にも取り組みます。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「(中略)本年最初の訪問国となったスペイン，フランスを含む欧州や中南米との協力を推進し，これ

ら地域との対話の枠組みも積極的に活用します。」 

 

測

定

指

標 

２(１)政府間対話の進展 年度目標 

基

準 
－ 

要人往来や国際会議の機会の首脳・外相会談を通じた政府

ハイレベル間対話の進展 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

要人往来(菅総理大臣の訪仏，ヴルフ独大統領の訪日等)

や国際会議(Ｇ20カンヌ・サミット等)の機会に，多数の首

脳・外相会談を実施し，政府ハイレベル間の対話が進展し

た。また，日独 150 周年を迎えた独との関係では，皇太子

殿下の訪独も実現した。 

 可能な限り多くの政府ハイレベル間

の対話を実施する。 

  

  

24

年

度 

要人往来(フィンランド首相やスロバキア大統領等の訪

日や玄葉大臣の訪英・仏・独など)や国際会議(国連総会，

ASEM 首脳会合等)の機会に，多数の首脳・外相会談を実施

し，政府ハイレベル間の対話が進展した。 

具体的な実績の例は次のとおり。 

９年ぶりとなる英国首相の日本への二国間訪問を実現

し，首脳会談の成果として日英共同声明を発出した。 

英国，フランスそれぞれと外相戦略対話を実施し，地域

情勢等について突っ込んだ議論を行った。 

フランス，スペインとは，外相会談の実施にあわせてコ

ミュニケを発出し，効果的な対外発信も行った。 

ドイツとは両国外相の相互訪問が実現し，欧州債務危機，

日 EU・EPA 等への取組から地域情勢等について対話が進展

した。 

さらに，電話会談も積極的に活用し，緊急事態への対応

等のため，関係国と緊密な協議を行った。 

 英・独等をはじめとする欧州諸国と可

能な限り多くの政府ハイレベル間の対

話を実施する。 

  

  

  

25

年

度 

 要人往来(安倍総理大臣のイギリス訪問やポーランド訪

問，岸田外相のウクライナ・ハンガリー訪問，フランス大

統領の国賓訪日，ハンガリー首相，スイス大統領の訪日等)

や国際会議(Ｇ８サミット，核セキュリティ・サミット等)

の機会に，多数の首脳・外相会談を実施し，政府ハイレベ

ル間の対話が進展した。 

具体的な実績の例は次のとおり。 

英国との間では，６月のロック・アーン・Ｇ８サミット

に出席するため安倍総理大臣が訪英して首脳会談を実施し

たほか，ヘーグ外相の訪日に合わせて外相戦略対話を実施

した。25 年度中３回の首脳会談及び５回の外相会談(いず

れも電話会談を含む)を実施し，特に，安全保障・防衛分野

の協力について具体的進展をみた。 

フランスとの間では，６月にオランド大統領を国賓とし

て迎え，首脳間で日仏共同声明を発出した。これを受け，

１月には岸田外務大臣及び小野寺防衛大臣が訪仏し，フラ

ンスとの間では初となる外務・防衛閣僚会合を実施した。 

スペインとの間では日本スペイン交流 400 周年の機会を

英国(平成 25 年Ｇ８議長国)やフラン

ス(対日重視のオランド政権)，ドイツ

(欧州最大の経済大国)，オランダ(法の

支配を重視)等をはじめとする欧州諸国

と可能な限り多くの政府ハイレベル間

の対話を実施する。 
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捉え，６月に皇太子殿下がスペインを御訪問され，10月に

ラホイ首相を公式実務賓客として迎え，首脳間で日スペイ

ン共同声明を発出した。１月には岸田外務大臣がスペイン

を訪問し，外相会談の他，国王陛下謁見，首相表敬が実現

した。 

ドイツとは，６月，英ロック・アーンにおけるＧ８サミ

ットの機会に安倍総理大臣はメルケル首相と会談し，双方

の経済政策を中心に協議を行った。また，２月，ミュンヘ

ン安全保障会議出席のため訪独した岸田外務大臣とシュタ

インマイヤー外相との間で日独外相会談が行われた。 

 このほか，３月に安倍総理大臣が核セキュリティ・サミ

ットに参加するためオランダを訪問し，日蘭首脳会談を実

施したのを始め，アイルランド，英国，エストニア，スウ

ェーデン，スペイン，デンマーク，ドイツ，フランス，フ

ィンランド，リトアニアとの間で首脳会談又は外相会談を

実施し，我が国の安全保障政策に対する理解を促すととも

に，日 EU・EPA の早期締結を含む双方の成長戦略実現に向

けた協力について合意した。 

 さらに，北欧・バルト諸国８か国との協力を強化するた

め，初の試みとして，11月，日本とこれら８か国との外相

級会合を実施し，今後これらの諸国との間で，北極，女性

を巡る諸課題，イノベーションを通じた経済成長等の分野

で具体的な協力を進めていくことで合意した。 

 目

標 
－ 

可能な限り多くの政府ハイレベル間の対話を実施する。  

 ２(２)二国間及び国際社会の共通の諸課題に関する政策調整・協力

の進展 
年度目標 

基

準 
－ 

次官級・局長級協議の実施を通じた二国間及び国際社会の

共通の諸課題に関する政策調整・協力の進展 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 Ｖ４(ヴィシェグラード４か国：チェコ，ポーランド，ハ

ンガリー及びスロバキア)といった地域的枠組みとの対話

や，西欧及び中・東欧諸国との次官級・局長級協議を実施

し，二国間及び国際社会の共通の諸課題に関する政策調整

が進展した。 

 頻繁な事務レベルの協議を通じて，二

国間及び国際社会の共通の諸課題に関

する政策調整を行う。 

  

  

24

年

度 

１ Ｖ４や GUAM(グルジア，ウクライナ，アゼルバイジャ

ン，モルドバ)等の地域的枠組みとの対話や，西欧及び

中・東欧諸国との次官級・局長級協議を実施し，環境分

野等をはじめとする二国間及び国際社会の共通の諸課題

に関する政策調整・協力が進展した。 

２ 具体的な実績の例は次のとおり。 

(１)英国，フランスとはアジアに関して，また，北欧諸国

とは貿易経済や北極等に関して局長級協議を実施し，政

策調整に努めた。 

(２)英国とは，防衛，原子力等の分野での協力について，

事務レベルの協議が進展した。 

(３)Ｖ４とはエネルギー分野に関するワークショップ等

を，GUAM とは運輸セミナー等を開催した。 

(４)チェルノブイリ原発事故を経験したウクライナ及びベ

ラルーシとの間では，「原子力発電所における事故への

その後の対応を推進するための協力に関する協定」をそ

れぞれ署名し，原発事故後の対応について具体的な協力

を開始した。 

 頻繁な事務レベルの協議を通じて，環

境分野等を中心に，二国間及び国際社会

の共通の諸課題に関する政策調整を行

う。 

  

  

25

年

Ｖ４や GUAM等の地域的枠組みとの対話や，西欧及び中・

東欧諸国との次官級・局長級協議を実施し，二国間及び国

頻繁な事務レベルの協議を通じて，地

域情勢やサイバー等二国間及び国際社
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  度 際社会の共通の諸課題に関する政策調整・協力が進展した。 

具体的な実績の例は次のとおり。 

11月に日英原子力対話，12月に情報通信技術政策及びサ

イバーセキュリティ分野における日・エストニア間の政策

対話を実施したのに加え，フランスとの間では，防衛装備

品及び輸出管理に関する課長級協議を実施した。また，日

英間では７月に防衛装備品協力の協定や情報保護協定が署

名された。 

このほかにも，各国及び北欧・バルト８か国の協力枠組

み(NB８)との政務局長協議を実施し，地域情勢や経済政策

について，双方が協力していくことで一致した。 

Ｖ４とは，「Ｖ４＋日本」首脳会談及び「Ｖ４＋日本」

外相会合を実現し，西バルカンや東方パートナーシップへ

の支援を行う等の具体的協力が進展した。 

GUAMとは，各国の市場経済化及び医療分野の向上を目的

に我が国で医療ワークショップを開催した。 

会の共通の諸課題に関する政策調整を

行う。 

 目

標 
－ 

頻繁な事務レベルの協議を通じて，二国間及び国際社会

の共通の諸課題に関する政策調整を行う。 

 

 ２(３)民間の人的・知的交流の進展 年度目標 

基

準 
－ 

有識者や一般市民，政府関係者等の参加を得た，シンポジ

ウムや調査・研究等を通じた民間の人的・知的交流の促進。

周年関連事業の成功裏の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 民間の有識者や経済界，一般市民，政府関係者等の参加

を得て，日バルト・セミナーや日独フォーラムなどのシン

ポジウム，日英関係強化に関する共同事業などの調査・研

究等を実施し，民間の人的・知的交流の促進に積極的に取

り組んだ。 

 また，日バルト三国新たな外交関係設立 20周年及び日独

交流 150周年の関連事業を成功裏に実施した。 

 日バルト・セミナーや日独フォーラム

等を通じて民間の人的・知的交流を推進

するとともに，日バルト三国新たな外交

関係設立 20 周年や日独交流 150 周年の

関連事業を成功裏に実施する。 

  

  

24

年

度 

 民間の有識者や経済界，一般市民，政府関係者等の参加

を得て，日本スペイン・シンポジウムや日独フォーラムな

どのシンポジウム，日英関係強化に関する共同事業などの

調査・研究等を実施し，民間の人的・知的交流の促進に積

極的に取り組んだ。 

 具体的な実績の例は次のとおり。 

平成 25年～平成 26年にかけて実施される日本スペイン

交流 400 周年に関して，同周年の名誉総裁への日スペイン

両国の皇太子殿下御就任が決定されるなど，交流の気運が

高まった。 

日独フォーラムでは環境や東アジア情勢に関する議論の

高まりを得たことから，有識者に加え政務の参加を得てこ

れを実施した。 

ウクライナとの間では，原発事故後の対応に関する協力

に関して締結された協定に基づき原発事故後協力合同委員

会を開始し，両国間で具体的な協力を開始した。 

ロンドン・オリンピック・パラリンピックの際には，民

間のイベントを支援し，人的交流を後押した。 

ノルウェーとの間では，人的交流を促進するワーキン

グ・ホリデー制度を導入した。 

 日本スペイン・シンポジウムや日独フ

ォーラム等を通じて，民間の人的・知的

交流を推進する。 

  

  

  

25

年

度 

民間の有識者や経済界，政治家，政府関係者等の参加を

得て，日独フォーラムなどの有識者会合等を実施し，民間

の人的・知的交流の促進に積極的に取り組んだ。 

具体的な実績の例は次のとおり。 

日英 21世紀委員会(５月)，日仏クラブ会合(３月)等が実

日英 21 世紀委員会や日独フォーラム

等を通じて民間の人的・知的交流を推進

するとともに，日本スペイン交流 400周

年を成功裏に実施する。 
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施され，我が国と欧州諸国の政界，財界及び学識経験者等

の交流を促進するとともに，気候変動対策，エネルギー安

全保障，二国間の貿易投資拡大，双方の文化交流促進策等

について具体的な提言を得た。 

本年度は，日本スペイン交流 400 周年に当たっていたこ

とから，交流年の開幕行事に御臨席になるため皇太子殿下

がスペインを御訪問になり，また日本とスペインの双方で，

政治，経済分野の交流にとどまらず文化，教育，スポーツ

などの分野で多くの交流事業が実施され，両国間の相互理

解が大きく促進された。特に，日西経済合同委員会の会合

(６月)がマドリードにて，両国皇太子殿下の御臨席の下，

開催された他，日本・スペインシンポジウム(10月)では，

訪日したラホイ首相及び岸田外務大臣の参加を得た他，官

民有識者間で活発な討論が行われた。 

日独フォーラムでは日独における持続可能な経済成長の

課題，米中問題等に関する議論の高まりを得たことから，

有識者に加え有力な政治家の参加を得てこれを実施した。 

さらに，日・バルトセミナー(３月)では，バルト三国の

政策担当者が，三国が抱えるエネルギー安全保障を巡る課

題について意見を共有する機会を提供しつつ，我が国の原

子力技術について理解を促進した。 

このほか，有識者や報道関係者の招へいを通じて，対日

理解の促進を図るとともに，我が国に関する情報の発信を

促した。 

 目

標 
－ 

シンポジウム，調査・研究等を通じて，民間の人的・知

的交流を推進する。 

 

 ２(４)西欧及び中東欧諸

国との 

①首脳間・外相間協議の数 

②事務レベル協議の数 

③シンポジウム等の数 

基準値 実績値 目標値 

 23年度 24年度 25年度 － 

 

①38 

②33 

③15 

①60 

②30 

③16 

①54 

②69 

③12 

－ 

 年度目標値  － －  

 ２(５)日本側の要人(外務

省政務)訪欧数 
基準値 実績値 目標値 

 23年度 24年度 25年度 － 

 15 20 33 － 

 年度目標値  － 基準値程度  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書(巻末) 

・外務省ホームページ(各国・地域情勢：欧州) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe.html) 
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個別分野 ３ ロシアとの平和条約締結交渉の推進及び幅広い分野における日露関係の進展 

概要 (１)首脳会談，外相会談等のハイレベルな政治対話を積極的に推進する。 

(２)平和条約締結交渉を推進し，四島交流，四島住民支援事業等を実施する。 

(３)日露間の貿易経済関係の拡大・深化に向けた取組を実施する。特に，エネルギー，極東・東シベリ

ア開発や，ロシア経済近代化における互恵的な協力を着実に進展させる。 

(４)地球規模の問題及び主要な地域問題に関する協力・対話を実施する。アジア太平洋地域における日

露協力の可能性を含めた両国外務省間の協議を実施する。 

(５)防衛当局間のハイレベル交流，部隊間交流，外交・防衛当局間での協議を実施する。治安当局間に

よる交流を実施する。 

(６)各種招へい事業，交流事業等を実施する。  

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26 年１月 24 日) 

「ロシアのプーチン大統領とは，四度首脳会談を行い，外務・防衛閣僚協議も開催されました。個人

的な信頼関係の下で，安全保障・経済を始めとする協力を進めるとともに，平和条約締結に向けた交

渉にしっかり取り組み，アジア・太平洋地域のパートナーとしてふさわしい関係を構築してまいりま

す。 

・第 183 回国会施政方針演説(平成 25 年２月 28 日) 

「もう一つの隣国であるロシアとの関係は，最も可能性に富んだ二国間関係の一つであります。本年

に予定されているロシア訪問を，日露関係の発展に新たな弾みを与えるものとしたいと考えていま

す。アジア・太平洋地域のパートナーとしてふさわしい関係を構築すべく，日露関係全体の発展を図

りながら，最大の懸案である北方領土問題を解決して平和条約を締結すべく，腰を据えて取り組みま

す。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「昨年四月安倍総理大臣は十年ぶりにロシアを公式訪問し，それ以降半年で四度の首脳会談を重ね，

十一月には史上初となる「２＋２」を開催するなど，日露関係全体を底上げし，今後への弾みと方向

性を示すことができました。ロシアとは，地域のパートナーとしての関係を発展させるべく，首脳レ

ベルを始めとした政治対話を進め，安全保障，経済等あらゆる分野での協力の進展を図ります。最大

の懸案である北方領土問題については，両国の立場に依然大きな隔たりがありますが，北方四島の帰

属の問題を解決して平和条約を締結すべく，粘り強く交渉に取り組みます。 

・第 183 回国会外交演説(平成 25 年２月 28 日) 

「ロシアとは，戦略的な視点に立って，地域のパートナーとしてふさわしい関係を構築すべく，安全

保障，経済等あらゆる分野における協力の進展に向けて努力します。両国間の最大の懸案である北方

領土問題については，両国の立場に依然として大きな隔たりはありますが，四島の帰属の問題を解決

して平和条約を締結すべく，解決に向けて粘り強く取り組みます。その観点から，本年中に行う総理

大臣訪露を，日露関係の発展に新たな弾みを与えるものとしたいと考えます。」 

 

測

定

指

標 

３(１)政治対話の深化 年度目標 

基

準 
－ 

首脳・外相会談を含むハイレベル対話の成功裏の実施及び

議員や議会対話の成功裏の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日露両政府間においては２回の首脳会談及び３回の外相

会談を実施し，事務レベルでの協議や対話が活発に行われ

た。７月にはナルィシュキン・ロシア大統領府長官が訪日

し，菅総理大臣表敬及び同長官と枝野官房長官との会談が

実現した。また，日露外務省事務方のトップによる日露戦

略対話を 11月に行い，日露双方が戦略的関心を有する重要

な国際問題及び二国間関係等について意見交換を行った。 

 さらに，５月に伴野外務副大臣が訪露した際，対日議連

の主要メンバーとの間で，東日本大震災，福島第一原発事

故をめぐる日露間の協力に加え，議員交流の重要性につい

て意見交換が行われた。 

 首脳・外相会談を含むハイレベル政治

対話を成功裏に実施する。議員や議会対

話を成功裏に実施する。 

  

  
24

年

度 

日露両政府間において，２回の首脳会談及び３回の外相

会談に加え，複数のロシア政府閣僚が来日したほか，事務

レベルにおいても，安全保障，北方領土問題，原子力・エ

ネルギーを含む経済，国際舞台における協力等，幅広い分

野について活発な議論が行われた。また，９月にはキリル・

ロシア総主教がロシア正教会の最高指導者として 12 年ぶ

 首脳・外相会談を含むハイレベル政治

対話を成功裏に実施する。議員や議会対

話を成功裏に実施する。 

92 
 



りに訪日し，東日本大震災の被災地を訪問するとともに，

天皇陛下への謁見の他，我が国の各界要人と精力的に会談

を行った。  

  

  

  25

年

度 

日露両政府間において，５回の首脳会談及び３回の外相

会談を実施したほか，初めての日露外務・防衛閣僚協議(「２

＋２」)を行う等，活発な対話が行われた。議会間，議員間

交流の分野においては，平成 25年度の１年間で日露双方あ

わせて，昨年度の２倍近くの人数の国会議員・連邦議会議

員が相互に訪問した。その他にも防衛交流や治安当局間交

流を含め重層的な対話が行われた。 

首脳・外相会談を含むハイレベル政治

対話を成功裏に実施する。議員や議会対

話を成功裏に実施する。安全保障分野で

の日露協力を進展させる。 

 目

標 
－ 

首脳会談を始めとするハイレベル対話を実施するととも

に，議会・議員間交流を進展させる。 

 

 ３(２)平和条約交渉 年度目標 

基

準 
－ 

平和条約締結交渉を継続し，四島交流・四島住民支援事業

等の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日露両国は，北方領土問題に関する協議を続けた。５月

のＧ８ドーヴィル・サミットの際に行われた菅総理大臣と

メドヴェージェフ大統領との首脳会談では，日露両国は静

かな環境下で領土問題についての協議を継続していくこと

で一致した。 

 また，野田政権の発足後，11 月のホノルル APEC におい

て野田総理大臣とメドヴェージェフ大統領との首脳会談が

行われ，両者は問題解決の必要性を再確認するとともに，

お互いに相手を尊重しつつ，議論を続けていくことで一致

した。玄葉外務大臣とラヴロフ外相との間では，９月の国

連総会及び 11月のホノルル APECの際に外相会談が行われ

るとともに，１月に東京で行われた外相会談において，両

国の立場は大きく異なるが，相互信頼の雰囲気が高まって

いることを踏まえ，この問題を棚上げすることなく，静か

な環境の下で両国間のこれまでの諸合意及び諸文書，法と

正義の原則に基づき問題解決のための議論を進めていくこ

とで一致した。 

 領土問題解決に向けた環境整備の面では，精力的に世論

啓発事業を行った他，四島交流，自由訪問，北方墓参や四

島住民支援事業を通じ，四島のロシア人住民との相互理解

が促進され，領土問題解決に向けた環境整備が進展した。

また，四島を含む日露の隣接地域における防災協力，生態

系保全等の分野においても協力が進展している。 

 領土問題の解決に向けた協議を継続

する。関連省庁・自治体・団体等との密

接な連携を基盤とした関連事業を円滑

に実施する。 

  

  

24

年

度 

Ｇ８外相会合の際に日露外相会談(４月，於：米国)が，

Ｇ20 サミットの際に日露首脳会談(６月，於：メキシコ)が

実施され，北方領土問題について実質的な議論を進めるこ

ととなった。 

しかしながら，７月には，メドヴェージェフ首相が平成

22 年に続き２度目の国後島訪問を行ったことから，日本政

府として様々なレベルで抗議などを行った。 

同時に，ロシア側との対話を進めることなくして北方領

土問題の解決はないとの観点から，総合的な観点から同月

に玄葉外務大臣が訪露し，プーチン大統領への表敬及び外

相会談を行った。 

その後，アジア太平洋経済協力(APEC)会合の際の日露首

脳会談(９月，於：ロシア)，国連総会の際の日露外相会談(９

月，於：米国)や次官級協議(10 月，於：日本)で，双方に

とり受入れ可能な解決策を見出すべく議論を行った。 

また，日本は，北方領土問題の解決のための環境整備に

領土問題の解決に向けた協議を継続

する。関連省庁・自治体・団体等との密

接な連携を基盤とした関連事業を円滑

に実施する。 
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資する事業等にも積極的に取り組んでおり，四島交流，自

由訪問及び墓参を実施すると同時に，北方四島を含む日露

両国の隣接地域において，防災や生態系保全等の分野での

協力を進めている。  

  

  

  

25

年

度 

４月，安倍総理が日本の総理大臣として 10年ぶりにロシ

アを公式訪問し，プーチン大統領との首脳会談を行った。

この中で，両首脳は，戦後 67年を経て日露間で平和条約が

締結されていない状態は異常であるとの認識を共有した。

その上で，両首脳の議論に付すため，双方に受入れ可能な

解決策を作成する交渉を加速化させるとの指示を両国外務

省に共同で与えることで合意した。その後，Ｇ８サミット

の際の日露首脳会談(６月，於：英国)，次官級協議(８月，

於：ロシア)，Ｇ20サミットの際の日露首脳会談(９月，於：

ロシア)，APEC首脳会議の際の日露首脳会談(10 月，於：イ

ンドネシア)，ラヴロフ外相の訪日を得ての日露外相会談

(11 月)，ソチ・オリンピックの開会式の時の日露首脳会談

(平成 26年２月)が行われ，本問題を含むハイレベルの対話

が行われた。 

また，北方領土問題の解決のための環境整備に資する事

業に取り組んでおり，北方四島への墓参及び自由訪問を実

施するとともに，現島民との相互理解を深めるべく四島交

流事業を実施した。同時に，北方四島を含む日露両国の隣

接地域における協力として，防災や生態系保全などの分野

での協力を進めた。 

そのほか，ロシア国内の６都市にある日本センターが，

両国企業のビジネス活動や地域間経済交流を支援するとと

もに，日露経済交流分野で将来活躍する人材の発掘・育成

のため，経営関連や日本語の講座，訪日研修等を実施した。 

領土問題の解決に向けた協議を継続

する。関連省庁・自治体・団体等との密

接な連携を基盤とした関連事業を円滑

に実施する。 

 
目

標 
－ 

領土問題の解決に向けた協議を継続する。関連省庁・自

治体・団体等との密接な連携を基盤とした関連事業を円滑

に実施する。北方領土問題を解決し，平和条約を締結する。 

 

 ３(３)貿易経済分野における協力 年度目標 

基

準 
－ 

貿易経済日露政府間委員会，日露経済諮問会議等各種会

議・会合の成功裏の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日露経済関係は着実に拡大しており，日露貿易額は平成

23年過去最高の約 307億米ドルとなった。エネルギー分野

では，日本企業が参加する石油・天然ガスのプロジェクト

(サハリン・プロジェクト)が順調に進んでいるほか，日露

両国企業により，ウラジオストクにおける液化天然ガス

(LNG)のプラント建設等について共同調査が実施された。ま

た，東日本大震災後，ロシアから日本に対し，LNG の追加

的供給や東シベリアでのガス田開発等を含む提案が行われ

た。近く発効された日露原子力協定をはじめ，原子力分野

の協力も進められた。 

 エネルギー分野に加え，自動車，機械製造等の分野で日

本企業のロシア市場への進出も進んでいる。日本企業のロ

シアにおける活動を容易にするために，関係省庁とも連携

しつつ，「貿易に関する日露政府間委員会」を通じてロシ

ア政府に種々の働きかけを行い，具体的プロジェクトの推

進のための支援を強化している。また，９月にモスクワで

「ロシアの経済近代化に関する日露経済諮問会議」第２回

会合を開催し，日露企業幹部の出席の下，省エネ，通信，

医療分野について協議を行った。 

 その他，日本センターが，両国企業へのビジネス支援活

 貿易経済日露政府間委員会，日露経済

諮問会議等各種会議・会合を成功裏に実

施する。 

94 
 



動や地域経済交流に貢献している他，将来日露経済交流の

分野で活躍する人材の発掘・育成のため，経営関連講座，

訪日研修，日本語講座などを実施した。 

  

  

24

年

度 

日露貿易額は，平成 22年には回復に転じ，平成 24年は

過去最高の約 335 億米ドルとなった。エネルギー分野に加

え，自動車，機械製造等の分野で日本企業のロシア市場へ

の進出が進んだ。WTO 加盟による貿易投資環境の改善が期

待されるものの，ロシア国内においては法の支配が徹底さ

れておらず，日本企業が貿易・投資を行う際の不透明な手

続や不公正な扱いが問題となっており，外務省は，日本企

業の活動を容易にするために，関係省庁とも連携しつつ，

「貿易経済に関する日露政府間委員会」等を通じてロシア

政府に種々の働きかけを行い，具体的プロジェクトの推進

のための支援を強化した。11 月には同委員会の第 10 回会

合を東京で開催し，エネルギー・省エネ，医療，近代化・

イノベーション，運輸，農業，極東・東シベリアにおける

協力等各分野における協力について協議を行った。 

エネルギー分野では，日本企業が参加する石油・天然ガ

スのプロジェクト(サハリン・プロジェクト)が順調に進ん

でいるほか，日露両国企業により，ウラジオストクにおけ

る液化天然ガス(LNG)のプラント建設等について共同調査

が実施された。さらに，独立行政法人石油天然ガス金属鉱

物資源機構(JOGMEC)は，東シベリアにおいて，ロシア企業

と共同で石油・天然ガスについての地質構造調査を行って

いる。また，５月に発効した日露原子力協定の下，原子力

分野の協力も進められることとなった。 

そのほか，ロシア国内の６都市にある日本センターが，

両国企業のビジネス活動や地域間経済交流を支援してい

る。同センターは，日露経済交流分野で将来活躍する人材

の発掘・育成のため，経営関連や日本語の講座，訪日研修

等を実施しており，これまでに約 55,000人のロシア人が受

講し，そのうち約 4,300人が訪日研修に参加した。 

貿易経済日露政府間委員会，日露経済

諮問会議等各種会議・会合を成功裏に実

施する。 

  

  

  

25

年

度 

日露経済関係は，貿易額が平成 25 年には過去最高の約

348 億米ドルとなるなど着実に拡大した。４月の安倍総理

大臣の訪露には約30人の社長級を含む総勢約120人から成

る経済ミッションが同行し，両国は，農業，医療，都市環

境といった新たな分野での協力推進で一致した。また，企

業などの間でも協力覚書などが署名された。その後，日露

経済関係推進のため，政府としても日露交流促進官民連絡

会議を設置するなど体制を強化した。10月には，「ロシア

の経済近代化に関する日露経済諮問会議」の第３回会合を

東京で開催した。その際，省エネ，医療，農業，都市環境

等の分野に焦点を当て，企業の取組を支援するとともに，

今後の協力の方向性について意見交換を行った。 

ロシアの貿易投資環境については，平成 24年８月の WTO

加盟などにより一定の改善は見られるが，日本企業からは

依然として多くの問題が指摘されており，日本政府として，

様々な場でロシア側に改善を働きかけた。 

貿易経済日露政府間委員会，日露経済

諮問会議等各種会議・会合を成功裏に実

施する。日本企業のロシア進出支援を一

層推進する。 

 
目

標 
－ 

エネルギー，極東・東シベリア開発やロシア経済近代化

における互恵的協力を含めた日露貿易経済関係拡大に向け

た取組を実施する。 

 

 ３(４)国際舞台における協力 年度目標 

基

準 
－ 

地球規模の課題及び主要地域問題に関する協力･対話の推

進 

  

施 23  北朝鮮やイラン等の重要な国際問題につき，首脳レベル  地球規模の問題及び主要な地域問題
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策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

年

度 

を含め多様なレベルで精力的に協議を行った。また，アフ

ガニスタンの問題については，麻薬取締官研修の実現へ向

けた協力も行われた。 

に関する協力・対話を実施する。アジア

太平洋地域における日露協力の可能性

を含めた両国外務省間の協議を実施す

る。 

  

  24

年

度 

 北朝鮮，イラン，シリア等の主要な地域問題について意

思疎通が行われたほか，アフガニスタン人麻薬取締官研修

プロジェクトといった具体的な協力も行われた。 

地球規模の問題及び主要な地域問題

に関する協力・対話を実施する。アジア

太平洋地域における日露協力の可能性

を含めた両国外務省間の協議を実施す

る。 

  

  

  

25

年

度 

北朝鮮情勢，イランの核問題，シリア情勢，中央アジア

における国境管理や薬物対策等をはじめとする国際社会に

おける重要な問題に関し，首脳レベル，外相レベルで，種々

の機会に精力的に協議が行われた。また，本年に入ってか

らのウクライナ問題を巡る対応でも協議を行ってきた。 

地球規模の問題及び主要な地域問題

に関する協力・対話を実施する。アジア

太平洋地域における日露協力の可能性

を含めた両国外務省間の協議を実施す

る。 

 目

標 
－ 

地球規模の課題及び主要地域問題に関する協力・対話と

いった国際舞台における協力を推進する。 

 

 ３(５)防衛・治安分野における関係の発展 年度目標 

基

準 
－ 

防衛当局間・部隊間交流，外交・防衛当局間協議，及び治

安当局間交流の推進 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 防衛交流の分野では，９月にロシア海軍艦艇が訪日し，

共同訓練を実施した。また，治安当局間では，10月に海上

保安庁巡視船がサハリンを訪問し，ロシア国境警備局との

間で日露合同訓練を実施した。 

 共同訓練及び相互訪問を成功裏に実

施する。 

  

  

24

年

度 

安全保障の分野では，10月にパトルシェフ安全保障会議

書記(閣僚級)が訪日し，野田総理大臣，玄葉外務大臣，森

本防衛大臣とそれぞれ率直な意見交換を行った。その際，

日本外務省と露安全保障会議との間で覚書が署名され，今

後両組織が安全保障等分野の情報交換・協議等を行ってい

くこととなった。防衛当局間では，６月に統合幕僚長，８

月に航空幕僚長が訪露したほか，８月にロシア海軍艦艇が

訪日，９月には海上自衛隊艦艇がウラジオストクを訪問し，

共同訓練を実施した。 

治安分野では，６月に，東京での海上保安庁長官と露連

邦保安庁国境警備局長官による会合，サハリン国境警備局

の警備艇による小樽訪問及び第一管区海上保安本部との合

同訓練が行われた。 

共同訓練及び相互訪問を成功裏に実

施する。 

  

  

  

25

年

度 

安全保障分野では，11月に日露間で初の外務・防衛閣僚

による「２＋２」を開催し，テロ・海賊対処共同訓練の実

施などで一致した。防衛当局間では，７月に東部軍管区地

上軍代表が陸上自衛隊北部方面総監部を訪問し，８月に海

上幕僚長が訪露した。このほか，12月にはロシア海軍艦艇

が舞鶴を訪問し，海賊対処訓練の一環としての立入検査訓

練や捜索・救難共同訓練を実施した。 

 治安分野では，７月にモスクワで海上保安庁長官とロシ

ア連邦保安庁国境警備局長官との会合が行われた。また，

10 月にサハリンで海上保安庁とロシア連邦国境警備局に

よる日露６海上警備地方機関実務者会合が行われた。 

共同訓練及び相互訪問を成功裏に実

施しつつ，安全保障政策を担当する両国

の組織間での協議・対話を通じ信頼関係

を構築する。 

 
目

標 
－ 

防衛当局間・部隊間交流，外交・防衛当局間協議，及び

治安当局間交流といった防衛・治安分野における関係を発

展させる。 

 

 ３(６)文化・国民間交流の進展 年度目標 

基

準 
－ 

文化交流事業，日露青年交流事業及び草の根交流事業等招

へい・交流事業等の推進 

  

施 23  両国間の相互理解の促進及び相手国をよく知る人材の育  各種スキームによる招へい，文化交流
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策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

年

度 

成は，将来の日露関係発展の基礎として重要である。23年

度には，２日間で延べ１万人以上の来客を集めた「J－FEST

現代日本文化フェスティバル 2011」がモスクワで開催され

るなど，活発な文化交流が行われた。また，両国間で拡大

することにつき意見の一致を見ている日露青年交流事業の

枠組みの下で約 450 名の両国の青年が交流を行い，そのう

ち東日本大震災で被災した約 80 名の青少年をロシアへ派

遣した。 

事業，日露青年交流事業及び草の根交流

事業を成功裏に実施する。 

  

  

24

年

度 

 人的交流の分野では，日露青年交流事業の下での交流が

継続され，本年初めて年間 500 名を超えた。また，茶道や

剣道，折り紙といった日本の伝統文化から現代文化に至る

まで，各種の日本紹介行事がロシア各地で行われるなど，

文化の面でも活発な交流が図られた。 

 この他，キリル・ロシア正教会総主教が来日するなど，

幅広い交流が行われた。 

各種スキームによる招へい，文化交流

事業，日露青年交流事業及び草の根交流

事業を成功裏に実施する。 

  

  

  

25

年

度 

青年交流については，平成 24年に初めて年間 500名の参

加を達成したのを受けて，４月の首脳会談で今後の更なる

拡大が支持され，同年の参加者も 500 名を超えた。また，

同首脳会談では，平成 26年を日露武道交流年とすることで

一致し，関連行事を準備・開催した。文化交流面では，モ

スクワにおける「日本の秋」を各種日本文化行事が各地で

年間を通じて実施されており，うち「草の根交流事業」は

36件に上る。 

また，ヴォロビヨフ元特命大使等有識者を招へいし，日

本側有識者らとの意見交換を行った。 

各種スキームによる招へい，文化交流

事業，日露青年交流事業及び草の根交流

事業を成功裏に実施する。 

 目

標 
－ 

各種スキームによる招へい，文化交流事業，日露青年交

流事業及び草の根交流事業を成功裏に実施する。 

 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書第２章第５節 
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個別分野 ４ 中央アジア・コーカサス諸国との関係の強化 

概要 (１)中央アジア・コーカサス各国との政治対話等を継続・促進する。 

(２)「中央アジア＋日本」対話の枠組みにおける種々のレベルでの対話等を着実に実施する。 

(３)様々なスキームの活用等による人的交流を維持・促進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 177回国会外交演説(平成 23年１月 24日) 

「特にレアアースを含む鉱物資源については，(中略)カザフスタン等との間で協力関係を強化するこ

とで一致しています。今後も，官民連携の下，多角的な資源外交を推進し，資源国との間で協力関係

を強化します。」 

 

測

定

指

標 

４(１)各国との対話・交流等の進展 年度目標 

基

準 
－ 

要人往来，政務協議及び招へいの実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ハイレベルの相互訪問(徳永外務大臣政務官のアルメニ

ア及びアゼルバイジャン訪問，浜田外務大臣政務官のキル

ギス訪問，ババノフ・キルギス第一副首相の訪日等)，政務

協議等を実施した。 

 また，「中央アジア青年招へい(招へいテーマ：運輸(陸

上交通))，「NIS外交官等招へい」を実施した。 

 要人往来，政務協議及び招へいを実施

する。 

  

  

24

年

度 

 ハイレベルの相互訪問(山根外務副大臣のウズベキスタ

ン訪問，浜田外務大臣政務官のカザフスタン・タジキスタ

ン訪問，城内外務大臣政務官のタジキスタン訪問，サルグ

シャン・アルメニア大統領の訪日，アタムバエフ・キルギ

ス大統領の訪日，イセケシェフ・カザフスタン副首相兼産

業新技術大臣の訪日等)及び政務協議を実施した。 

 また，「中央アジア青年招へい」(招へいテーマ：防災)

及び NIS諸国を対象とする「若手外交官(中央アジア・コー

カサス・欧州部)等招へい」を実施した。 

要人往来，政務協議及び招へいを実施

する。 

  

  

  

25

年

度 

 ハイレベルの相互訪問(牧野外務大臣政務官のグルジ

ア・アルメニア訪問，マミ・カザフスタン上院議長の訪日，

パンジキゼ・グルジア外務大臣の訪日，ベルディムハメド

フ・トルクメニスタン大統領の訪日，ナリムバエフ・キル

ギス大統領府長官の訪日，シャリホフ・アゼルバイジャン

副首相の訪日等)を実施し，政治・経済等の分野における二

国間関係の増進に成果があった。 

政務協議では，各国外務省幹部との間で，二国間関係，

国際場裏における協力及び国際・地域問題等について議論

を行った。 

 また，「中央アジア行政官招へい」(テーマ：農業・食品

加工・食品流通)及び NIS諸国を対象とする「若手外交官(中

央アジア・コーカサス・欧州部)等招へい」を実施した。 

要人往来の機会を活用して二国間関

係を強化する。政務協議においては，政

治・経済・文化を含む幅広い分野での二

国間協力のあり方等について積極的に

議論する。招へいを実施し，各国との実

務交流・知的交流の裾野を拡大する。 

 目

標 
－ 

要人往来，政務協議及び招へいを実施する。  

 ４(２)「中央アジア＋日本」対話の進展 年度目標 

基

準 
－ 

「中央アジア＋日本」対話の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

23

年

度 

 12月，東京で「中央アジア＋日本」対話・第６回高級実

務者会合(SOM)が開催され，５分野で協力を深化させるこ

と，平成 24年秋に東京で同対話の第４回外相会合を開催す

ることが合意された。 

 「中央アジア＋日本」対話 SOMを実施

する。 

  

  24

年

度 

 11月，東京で「中央アジア＋日本」対話・第４回外相会

合が開催され，「日本・中央アジアの新たなパートナーシ

ップの構築に関する共同声明」が署名された。また，前年

の SOM 会合で合意された５分野での協力深化が外相レベル

で確認された。 

 「中央アジア＋日本」対話外相会合を

実施する。 
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績 会合では，中央アジア各国の国造りに対する日本の支援に

ついて高い評価が示され，国際場裏における協力等，様々

な分野で日本と中央アジアのパートナーシップを高めてい

こうとする姿勢が表明された。また，中央アジア諸国が地

域協力を進めていく上で日本が果たしている役割に対し，

高い評価と期待が表明された。   

  

  

  

25

年

度 

 10 月にキルギスで第７回高級実務者会合(SOM)，３月に

東京で第８回高級実務者会合(SOM)が開催され，次回外相会

合に向けて準備が進められた。これらの会合では，前年の

外相会合における議論を踏まえつつ，「持続可能な成長」，

「貿易・投資促進」及び「アフガニスタンを含む地域安全

保障」の３分野における地域協力推進につき議論が行われ

た。 

 また，東京で２月に専門家会合，３月に第６回東京対話

を実施し，地域発展の重要分野である農業に関して具体的

プロジェクトを形成することを目指した議論が行われた。 

「中央アジア＋日本」対話 SOM会合を

実施し，中央アジアにおける地域協力を

進展させる。具体的には，中央アジアの

今後の経済的・社会的発展に向けた日本

と諸国の協力のあり方について，方向性

を確認することを目指す。 

 目

標 
－ 

「中央アジア＋日本」外相会合を実施する。  

 ４(３)中央アジア・コーカサス

諸国との間での首脳会談数・外

相会談数 

基準値 実績値 目標値 

 23年度 24年度 25年度 - 

 0 9 5 - 

 年度目標値  - -  

 ４(４)(参考指標) 

中央アジア・コーカサス諸国と

の貿易額(単位：億円) 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 1,426 1,651 1,779 2,416 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 25年版外交青書(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html) 
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施策Ⅰ-５ 中東地域外交(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅰ－５) 

施策名 中東地域外交 

達成すべ

き目標 

中東・北アフリカ地域の平和と安定，経済的発展に貢献すること，及び中東における我が国の国際

的な発言力を強化するため，以下を実施する。 

１ 中東和平を実現させ，イラク及びアフガニスタンの復興に貢献するとともに，イラン核問題に対

処する。 

２ 中東諸国との対話を通じた相互理解を促進するとともに，中東地域産油国(特に，湾岸協力理事会

(GCC)諸国)との間で経済・エネルギー分野にとどまらない重層的な関係を構築する。 

施策の概

要 

１ 中東地域安定化に向けた働きかけ 

(１)大規模なデモ等が発生した中東諸国の安定化に向け，今後の同諸国の改革努力の支援を含め，国際

社会と連携する。  

(２)イスラエル・パレスチナ間の対話と交渉の促進のため両者及び関係諸国に政治的な働きかけを行

う。対パレスチナ支援及び信頼醸成措置を推進する。 

(３)イラクの安定・復興に貢献する。 

(４)アフガニスタンの安定・復興に貢献する。 

(５)イランとの伝統的な関係を基盤とした働きかけを行う。 

(６)中東・北アフリカ諸国の諸改革及び安定的な移行に向けた自助努力を支援する。 

２ 中東諸国との関係の強化 

(１)中東諸国・イスラム世界との交流・対話を深化させる。 

(２)自由貿易協定，投資協定等を通じた物品・サービス貿易を推進する。閣僚級の経済合同委員会等の

枠組みを活用した投資・エネルギー分野における経済関係強化を支援する。 

(３)湾岸協力理事会(GCC)諸国側の要望に応える形での人造りに協力する。 

施策の予

算額・執

行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 124 136 112 120 

補正予算(b) 0 0 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 124 136   

執行額(百万円，d) 92 107   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

中東アフリカ局 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 中東地域安定化に向けた働きかけ 

概要 (１)大規模なデモ等が発生した中東諸国の安定化に向け，今後の同諸国の改革努力の支援を含め，国際

社会と連携する。  

(２)イスラエル・パレスチナ間の対話と交渉の促進のため両者及び関係諸国に政治的な働きかけを行

う。対パレスチナ支援及び信頼醸成措置を推進する。 

(３)イラクの安定・復興に貢献する。 

(４)アフガニスタンの安定・復興に貢献する。 

(５)イランとの伝統的な関係を基盤とした働きかけを行う。 

(６)中東・北アフリカ諸国の諸改革及び安定的な移行に向けた自助努力を支援する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 「十 積極的平和主義」 より抜粋 

今年は ODA60 周年。日本は，戦後間もない頃から，世界に支援の手を差し伸べてきました。医療・

保健分野などで生活水準の向上にも貢献してきました。女性の活躍を始め人間の安全保障への取組を

先頭に立って進めています。 

シリアでは化学兵器の廃棄に協力しています。イランの核問題では平和的解決に向けた独自の働き

かけを行っています。 

こうした活動の全てが，世界の平和と安定に貢献します。これが，積極的平和主義です。我が国初

の国家安全保障戦略を貫く基本思想です。その司令塔が国家安全保障会議です。戦後 68 年間守り続

けてきた我が国の平和国家としての歩みは，今後とも，変わることはありません。集団的自衛権や集

団安全保障などについては，「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を踏まえ，対応

を検討してまいります。 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日)より抜粋 

シリア情勢の改善に向け，先般出席したジュネーブ２を通じた取組や人道支援，化学兵器廃棄に向

けた協力を通じて，可能な限りの貢献を行います。また，アフガニスタンについて，これまでに表明

した支援を着実に実施します。 

中東和平プロセスについては，｢平和と繁栄の回廊｣構想などを通じ和平交渉を後押ししていきま

す。 

 

測

定

指

標 

１(１)中東和平の実現に向けた我が国の具体的取組と成果 年度目標 

基

準 

22

年

度 

 ４月にリーベルマン・イスラエル副首相兼外相を我が国

へ招へいし，鳩山総理大臣(当時)との会談を実現した。ま

た 11月にはファイヤード・パレスチナ自治政府首相の訪日

を実現させ，菅総理大臣(当時)との会談を行った。本招へ

いと同時に「中東和平についての我が国の立場」を表明し

た。我が国要人の往訪面では，８月，武正外務副大臣(当時)

がイスラエル・パレスチナ・ヨルダン・エジプトを訪問し，

中東和平に影響力を有する各国・地域の指導者に働きかけ

を行った他，飯村政府代表(中東和平担当特使)を頻繁に現

地に派遣し，政府としてハイレベルでの働きかけを行った。 

 対パレスチナ支援としては，７月には，パレスチナ国家

建設支援のための日・パレスチナ・ハイレベル協議を行い，

①中小企業支援・貿易促進，②農業，③観光，④地方自治，

⑤財政化，⑥上下水，⑦保健の７分野での協力に注力して

いくことを決定した。「平和と繁栄の回廊」構想において，

10月に，野菜市場・農産業団地間の道路事業が完工し，土

地造成事業を開始した。また，パレスチナ自治政府の財政

支援の観点から，10月に 15億円，12月に 10億円のノンプ

ロジェクト無償資金協力を実施した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

23

年

度 

 我が国は，イスラエル，アラブ双方から信頼される立場

を活かし，イスラエル，パレスチナの共存共栄と域内協力

の促進に向けて，①イスラエル・パレスチナへの政治的働

きかけ，②自立したパレスチナ国家を建設するための支援，

③信頼醸成，に取り組んでいる。 

①６月に伴野副大臣，１月に山根副大臣が現地を訪れイス

ラエル・パレスチナ両当事者に中東和平問題に関する我が

国の立場を伝え，交渉の再開を呼びかけた。さらに，飯村

 イスラエル・パレスチナ両当事者との

ハイレベル協議，対パレスチナ支援，信

頼醸成措置等を実施する。 
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実

績 

政府代表が頻繁にイスラエル・パレスチナをはじめ関係国

を訪問し，直接交渉再開に向けたハイレベルの働きかけを

行っている。要人の来訪では，２月にバラク・イスラエル

副首相兼国防相を日本に招請し，野田総理大臣及び玄葉外

務大臣が中東和平問題を含む地域情勢について意見交換を

行った。また，これまで地域の大国として中東和平問題に

大きな役割を果たしてきたエジプトのアムル外相との間で

も３月に同外相が訪日した際に，中東和平問題についての

意見交換を行い，引き続きエジプトが役割を果たしていく

ことを求めた。 

 ②ジェリコ南部に農産業団地を建設し，西岸からヨルダン

を通り湾岸諸国等に向けた農産加工品の物流を促進するこ

とをもってパレスチナの経済的自立を支援する「平和と繁

栄の回廊」構想では，５月に第１ステージの土地の造成工

事を終了し，３月には，ヨルダン川西岸で初の太陽光発電

施設が同団地の一部に設置完了した。また，パレスチナ自

治政府の厳しい財政状況にかんがみ，パレスチナ自治政府

の経済社会開発努力の推進のために，10億円のノン・プロ

ジェクト無償資金協力を実施した。さらに，西岸地区・東

エルサレム，及びガザにおける人道状況改善のため，国連

パレスチナ難民救済中東機関(UNRWA)に約 1,000 万ドル，国

連児童基金(UNICEF)に 1,580万ドルを供出した。 

③11 月にイスラエル・パレスチナ合同青年招へいを実施

し，信頼関係の構築と我が国中東和平政策の理解の深化に

努めた。３月７日及び８日には，中東の民主化に関する有

識者会議を開催。イスラエル・パレスチナを含む中東，ア

ジア，欧米，国際機関から広く有識者を招待し，中東地域

の変革の現状及び今後，中東和平等に及ぼす影響等につき

議論を行った。 

  

  

24

年

度 

 我が国は，イスラエル，アラブ双方から信頼される立場

を活かし，イスラエル，パレスチナの共存共栄と域内協力

の促進に向けて，①イスラエル・パレスチナへの政治的働

きかけ，②自立したパレスチナ国家を建設するための支援，

③信頼醸成に取り組んだ。 

①平成 22 年９月に開始されたイスラエル・パレスチナ間の

直接交渉は，イスラエルが入植活動凍結を延期しなかった

こと等により中断したまま，交渉再開の目処が立っていな

い。かかる状況下で，我が国は，平成 24年５月に玄葉外務

大臣がイスラエル・パレスチナ自治区を訪問し，我が国が

二国家解決を支持することを改めて表明するとともに，両

当事者に対して直接交渉の早期再開に向けた働きかけを行

った。また，飯村政府代表も頻繁にイスラエル及びパレス

チナ自治区を訪問し，両当事者への働きかけを継続的に行

っている。また，11月にガザ情勢が悪化した際には，我が

国は両当事者に最大限の自制を呼びかけるため，外務大臣

よりイスラエル及びパレスチナ双方の外相との電話会談を

実施した。また，野田総理大臣もムルスィー・エジプト大

統領と電話会談を行い，エジプトによる停戦努力の支持を

表明した。さらに，ガザへの人道支援として計 350万ドル

の緊急無償資金協力を行った。加えて同年 11月には国連総

会において，パレスチナに「国家」としての国連オブザー

バーの地位を与える旨の決議が賛成多数で採択され，我が

国も賛成票を投じた。 

②日本，パレスチナ，イスラエル，ヨルダンとが協力し，

パレスチナの民間セクターを発展させ経済的自立を目指す

 当事者間を中心とした信頼醸成の分

野に重点を置きつつ，我が国の中東和平

支援を行う。対パレスチナ支援について

も，パレスチナ自治政府の財政に資する

ような形をはじめとする支援を行う。 
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「平和と繁栄の回廊」構想の旗艦事業であるジェリコ農産

加工団地(JAIP)建設プロジェクトでは，６月にディベロッ

パー契約署名が完了。我が国支援でも７月には西岸で初と

なる太陽光発電施設が稼働し，２月には給水網，配水管整

備が完了した。ディベロッパーと入居希望企業(21社)との

間で正式契約に向けた交渉が進められた。本構想に関して

は，中東和平プロセス当事者間の信頼醸成，パレスチナ民

間セクターの開発を念頭としたパレスチナ経済自立のため

の支援として，イスラエル，パレスチナはもとより，主要

国からも高い評価を得た。２月には東京で，東アジア諸国

がパレスチナの国家建設努力に対する新たな支援や協力の

あり方を協議するための国際会議「パレスチナ開発のため

の東アジア協力促進会合」(CEAPAD)を我が国及びパレスチ

ナ自治政府の共催のもと初めて開催した。同会合には，フ

ァイヤード・パレスチナ自治政府首相やマルティ・インド

ネシア外相，エルアラビー・アラブ連盟事務総長，セリー

国連中東和平特別調整官等の要人が参加した。更に，イン

ドネシア及びマレーシアとそれぞれパレスチナ国会建設の

ための制度・人づくり支援に関する三角協力を進めている。

本件は，イスラエルと国交がないために，対パレスチナ支

援の直接のコンタクトを持たないインドネシアやマレーシ

アが我が国の協力によって実現する対パレスチナ支援であ

り，支援拡大の観点からパレスチナ側より，また，インド

ネシアやマレーシアのバイの文脈より，高い評価を得てい

る。 

③９月にイスラエル・パレスチナ合同青年招へいを実施し，

信頼関係の構築と我が国中東和平政策の理解の深化に努め

た。 

 

  

  

  

25

年

度 

我が国は，イスラエル，アラブ双方から信頼される立場

を活かし，イスラエル，パレスチナの共存共栄と域内協力

の促進に向けて，①イスラエル・パレスチナへの政治的働

きかけ，②自立したパレスチナ国家を建設するための支援，

③信頼醸成に取り組んだ。 

①７月，岸田外務大臣がイスラエル・パレスチナを訪問し，

各首脳に対して直接，和平プロセスの進展を働きかけた。

特に，和平プロセスが停滞する中，右訪問時にイスラエル，

パレスチナ，ヨルダンの閣僚をパレスチナ自治区に招き，

「平和と繁栄の回廊」構想の４者閣僚会合を約５年ぶりに

開催したことは内外から大きく注目された。その後同月末，

米国の精力的な仲介努力もあり，和平交渉が再開した。我

が国としては，唯一の仲介者たりうる米国と緊密に連携し，

米国の努力を側面から支援した。特に，我が国によるパレ

スチナへの財政支援や小規模インフラプロジェクトは米国

の政策と軌を一にしており，パレスチナ及び米国から高い

評価を得た。また，飯村政府代表も頻繁にイスラエル及び

パレスチナ自治区を訪問し，両当事者への働きかけを継続

的に行ってきている。 

②日本，パレスチナ，イスラエル，ヨルダンが協力し，パ

レスチナの民間セクターを発展させ経済的自立を目指す

「平和と繁栄の回廊」構想の旗艦事業であるジェリコ農産

加工団地(JAIP)建設プロジェクトでは，これまでに４社(パ

レスチナ企業)が入居契約を結び，工場建設にとりかかって

いる。また，３月にはジャカルタで，東アジア諸国がパレ

スチナの国家建設努力に対する新たな支援や協力のあり方

を協議するための国際会議「パレスチナ開発のための東ア

引き続き，イスラエル・パレスチナ両

当事者とのハイレベル協議を活発に行

うとともに，対パレスチナ支援，信頼醸

成措置等を着実に実施していく。  
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ジア協力促進会合」(CEAPAD)第２回会合を我が国，インド

ネシア及びパレスチナ自治政府の共催のもと開催した。同

会合には，ハムダッラー・パレスチナ自治政府首相，ユド

ヨノ・インドネシア大統領，マルティ同外相等の要人が参

加した。同会合を通じて，インドネシアやマレーシアに加

え，タイ等とも対パレスチナ支援三角協力の方針が決定し

たほか，イスラム開発銀行を巻き込み，新たな支援の裾野

を広げる等，大きな成果があった。 

③11月にイスラエル・パレスチナ合同青年招へいを実施。

25 年度は例年を大幅に超える 10 名の参加者を訪日させる

ことができ，信頼関係の構築と我が国中東和平政策の理解

の深化に貢献できた。 

 
目

標 
－ 

イスラエル・パレスチナ間の対話と交渉の促進のための

両者及び関係諸国への政治的働きかけ，対パレスチナ支援，

信頼醸成措置を実施する。 

 

 １(２)イラク・アフガニスタンの復興の進展 年度目標 

基

準 

22

年

度 

１ イラク 

イラクでは平成 22 年に主要政治勢力が参加する新政

権が樹立した。治安状況は平成 19年夏以降相対的に改善

傾向にある。米軍は平成 23 年 12 月に徹退した。石油生

産量は平成 15 年以前のレベルに回復し，欧米企業等が積

極的に進出している。 

２ アフガニスタン 

平成 21 年 11 月に日本は新たなアフガニスタン支援策

を発表した。そこでは①アフガニスタン自身の治安能力

の向上，②元タリバーン末端兵士の社会への再統合，③

アフガニスタンの持続的・自立的発展のための支援の３

つを柱とし，今後のアフガニスタンの情勢に応じて，平

成 21 年から概ね５年間で，最大約 50 億米ドル程度まで

の規模の支援を行うことを決定した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ イラク 

11 月，マーリキー首相が訪日し，野田総理大臣と首脳

会談を実施した。イラクとの関係を「新たな段階」に引

き上げ，これまでの援助からビジネスへと日イラクの経

済関係を転換し，日イラクの経済関係を抜本的に強化し

ていくことで一致した。 さらに，野田総理大臣は，石油，

通信及び保健の分野の新規４案件のために，約 670 億円

(約７.５億米ドル)の円借款の供与に必要な措置をとる

ことを表明した。 

２ アフガニスタン 

平成 21 年 11 月に発表した，同年から概ね５年間で最

大約 50 億ドル程度までの規模の支援を行うとの新たな

支援策については，平成 24年３月までに，「アフガニス

タン自身の治安能力の向上のための支援」に約 9.14億ド

ル(内 23年度は約 2.8億ドル)，「元タリバーン末端兵士

の再統合支援のための支援」に約 1.76億ドル(内 23年度

は約 500万ドル)，「アフガニスタンの持続的・自立的発

展のための支援」に約 14.87 億ドルの計約 25.76 億ドル

(内 23年度は約 5.7億ドル)の支援を着実に実施してきて

いる。 

１ イラク 

イラク政府関係者招へい，政策協議，

日イラク経済関係強化の枠組み構築，

日本企業進出支援等を実施する。 

２ アフガニスタン 

平成 26 年完了を目標に，平成 23年

７月に開始された治安権限の移譲に資

する支援を中心に着実な支援実施に努

める。アフガニスタンを自立させ，再

びテロの温床としないことを目指す。 

  

  24

年

度 

１ イラク 

５月，保健，通信，製油分野で計約８.３億米ドルの新

規円借款に関する交換公文に署名。また，日本企業のイ

ラク進出促進を通じてイラクの復興に貢献すべく，５月，

ズィーバーリー外相の訪日に際し第一回閣僚級経済合同

１ イラク 

昨年度マーリキー首相訪日時に表明

した円借款を着実に実施することによ

り，治安の安定を目指すとともに，日

本企業の進出を促していく。 
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委員会を開催し，我が方よりイラクのビジネス環境の改

善等を申し入れたほか，６月には日・イラク投資協定に

署名。また，官民合同ミッションを３回(９月，11 月，

２月)イラクに派遣した。 

２ アフガニスタン 

東京会合での成果を踏まえ，引き続

きアフガン支援を着実に実施してい

く。 

２ アフガニスタン 

７月の「アフガニスタンに関する東京会合」で表明し

た「2012 年(平成 24 年)より概ね５年間で開発分野及び

治安維持能力の向上に対し，最大約 30 億ドル規模の支

援」を着実に実施している。平成 24 年から平成 25 年３

月末までの対アフガニスタン支援総額は約 14.57 億ド

ル。2001 年(平成 13 年)以降の対アフガニスタン支援総

額は約 47.97億ドル。 

  

  

  

25

年

度 

１ イラク 

２月，イラク南部のコール・アル・ズベール港の等整

備し，港湾機能の回復と効率化を図る「港湾整備計画(第

２期)」に対し，約 391億円を限度とする新規円借款の供

与に関する交換公文に署名した。 

９月，アバーディー国民議会財務委員長を招へいし，

我が方政府・国会関係者との間で，今後の日イラク関係

の一層の強化について協議を行ったほか，企業関係者と

も意見交換を行った。 

 10 月，第 40 回バグダッド国際見本市に際して日本ブ

ースを設置し，我が方企業約 20社が参加した。また，２

月，官民合同水ミッションをバグダッドへ派遣し，我が

国の水政策の紹介や企業各社の概況・水関連技術につい

て説明を行い，今後の日・イラク間ビジネスの活発化に

向けた意見交換を実施した。 

 ３月，バグダッドにおいて，日イラク経済合同委員会

の第２回事務レベル会合を開催し，イラクにおけるビジ

ネス環境の改善等について意見交換を実施した。 

２ アフガニスタン 

平成 24 年の「アフガニスタンに関する東京会合」で表

明した「平成 24(2012)年より概ね５年間で開発分野及び

治安維持能力の向上に対し，最大約 30 億ドル規模の支

援」を着実に実施している(３月末までに約 20.55億ドル

の支援を実施した。)。 

平成 25年度の対アフガニスタン支援総額は約 4.9億ド

ルで，うち約 1.56億ドルが治安分野の支援。国際治安支

援部隊(ISAF)からアフガン治安部隊(ANSF)への治安権限

の移譲は着実に進んでおり，６月にはアフガニスタン全

土で ANSFが戦闘作戦の主導権を担うこととなった。日本

の支援はアフガニスタンで広く認知されており，平成 25

年にアジア財団が現地で実施した世論調査によれば，最

大の支援国と考える国として日本を挙げた回答(24％)

は，米国を挙げた回答(46％)に次いで多かった。 

１ イラク 

イラク政府関係者招へい，政策協議，

日イラク経済関係強化の枠組み構築，

日本企業進出支援等を実施する。 

２ アフガニスタン 

平成 26 年完了を目標に，平成 23年

７月に開始された治安権限の移譲に資

する支援を中心に着実な支援実施に努

める。アフガニスタンを自立させ，再

びテロの温床としない。 

 

目

標 
－ 

１ イラク 

イラクを中東における穏健・安定勢力として発展させ

る。 

２ アフガニスタン 

東京会合での成果を踏まえアフガニスタン支援を着実

に実施する。 

 

 １(３)イランの核問題への対処 年度目標 
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基

準 

22

年

度 

 我が国は，イランの核問題の外交的解決に向け，国際社

会と協調しつつ，「対話」と「圧力」のアプローチを取り，

政治レベルの対話や特使派遣も活用し，独自の関係に基づ

いた働きかけを行った。(他方，イランへの「圧力」が，イ

ランと EU３＋３との間の建設的な「対話」に必ずしも結び

付いていない。) 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 イランとの伝統的な信頼関係を基盤とした働きかけとし

て，日・イラン次官級協議を始めとし，イラン要人との会

談の機会をとらえ，イランの核問題に対する国際社会の懸

念を伝達し，イランによる懸念払拭のための前向きな取組

を促した。また，12月には玄葉大臣からサーレヒ・イラン

外相に問題解決を訴える書簡を送った。さらに，政治，軍

縮，人権，領事の分野における事務レベルの対話を着実に

実施してきており，これらの対話を通じてイランに対して

働きかけを行った。 

 「対話」と「圧力」のアプローチの下，

国際社会と協調しながら問題の解決に

努力していく。 

  

  
24

年

度 

 イランとの伝統的な関係に基づき，日・イラン次官級協

議(３月)を始めとし，日・イラン局長協議(12月)を実施。

７月，アフガニスタンに関する東京会合に際して，日・イ

ラン外相会談，国連総会の傍らにて，日・イラン外相会談

を実施。日・イラン関係の維持をはかるとともに，核問題

の平和的解決に向けて働きかけを実施した。 

 日・イラン定期協議(政治(次官級・局

長)，人権，領事)を実施する。飯村政府

代表等によるイラン訪問，働きかけを実

施する。 

  

  

  

25

年

度 

 平成 25年８月のローハニ政権成立後，高村総理大臣特使

のイラン訪問(９月)，国連総会の際の首脳会談，外相会談

(９月)，岸田外相のイラン訪問(11月)，ザリーフ・イラン

外相の訪日(平成 26 年３月)といったハイレベルでの要人

往来や，日・イラン局長協議(９月)といった事務レベルで

の要人往来の機会を捉えて，日イラン関係の強化をはかる

とともに，核問題の平和的解決に向けて働きかけを実施し

た。また，人権対話(９月)，領事当局間協議(12月)といっ

た定期協議も着実に実施した。 

日・イラン定期協議(政治(次官級・局

長)，人権，領事等)を着実に実施し，様々

な機会を活用してイランへの働きかけ

を実施する。 

 

目

標 
－ 

日イラン次官級協議，局長協議，人権対話，領事当局間

協力等を着実に実施することにより，伝統的関係を維持し

つつ，同関係に基づき，様々な機会を通じて，イランへの

働きかけを実施する。 

 

 １(４)中東・北アフリカ諸国の諸改革及び安定的な移行に向けた自

助努力への支援 
年度目標 

基

準 
－ 

ドーヴィル・パートナーシップの枠組みや二国間支援を通

じた中東・北アフリカ諸国の諸改革及び安定的な移行に向

けた自助努力への支援の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ エジプト 

 ５月徳永外務大臣政務官が政変後最初の日本政府要人と

して訪問し，政府・各政党関係者と意見交換を行った。７

月には，カイロで，日・エジプト戦略対話第１回次官級協

議，日・エジプト人権対話第１回会合を開催。11月以降実

施された人民議会選挙においては，選挙関連のセミナー実

施や選挙資材整備への協力を行った。 

２ リビア 

 旧政権拠点のトリポリ陥落後，９月に医療支援として

200 万ドルの緊急無償資金協力を実施した。１月には，官

民合同経済使節団をトリポリに派遣し，リビア復興事業へ

の日本の参加の可能性について意見交換した。また，３月

山根副大臣が革命後最初の日本政府要人として訪問し，政

府・政党関係者と意見交換を行った。 

３ チュニジア 

 10 月の制憲国民議会選挙に際して浜田外務大臣政務官

－ 
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を団長とする選挙監視団を派遣したほか，同選挙に先立ち

専門家３名を派遣し，日本の民主化経験等に関するセミナ

ーを開催した。モロッコに対しても，選挙に関するセミナ

ー等開催し，同国の民主化を後押しした。 

４ シリア 

 政権側による市民弾圧が継続していることから，５月に

経済協力を見直し，９月，12月及び３月にはアサド政権に

関係する個人及び団体に対し資産凍結等の措置を実施し

た。２月には難民・国内避難民等への支援として 300 万ド

ルを拠出した。 

５ その他 

 ５月のサミットにおいて立ち上げられたドーヴィル・パ

ートナーシップの枠組みを通じて，国際社会と連携しつつ

中東・北アフリカ諸国の改革と移行を後押ししている。９

月の国連総会において野田総理大臣は，10億ドルの円借款

供与を表明。３月には，若年層の雇用創出及び民主化プロ

セス支援のため，関係国際機関を通じて総額約 8,000 万ド

ルを拠出した。  

  

  

24

年

度 

１ シリア 

シリアにおいては，我が国は欧米諸国と共に，シリア政

府に対して弾圧の即時停止及び改革の実施を強く要請し，

アサド大統領に対して退陣を求める声明を発出した他，経

済制裁措置(59 個人，35 団体)を実施した。また 11月には

我が国主催で制裁ワーキング・グループ会合(事務レベル)

を実施し，67か国からの参加を得た。我が国は，シリア難

民及び国内避難民に対し，国際機関を通じて計 1,300 万ド

ルの緊急無償資金協力を実施した。また，約 250 万ドルを

上限とする NGO経由の人道支援プログラムを実施した。ま

た，１月末にクウェートで開催されたシリア人道支援会合

において，我が国は約 6,500万ドルの人道支援を表明した。 

２ 北アフリカ 

１月に発生した在アルジェリア邦人に対するテロ事件に

おいては鈴木総理大臣特使(外務副大臣)及び城内外務大臣

政務官が現地で陣頭指揮にあたったほか，アルジェリア政

府に対して情報提供等の申入れを行った。また，本事案を

受けて岸田外務大臣より外交政策について， 

①国際テロ対策の強化，②サヘル・北アフリカ・中東地域

の安定化支援，③イスラム・アラブ諸国との対話・人的交

流の推進からなる「３本柱」を発表し，この下で具体的な

取組を積極的に打ち出していくこととした。また，官邸及

び関連省庁とも連携しつつ，検証作業及び今後に向けた取

組の実施を早急に進めている。 

３ その他 

また，平成 23年５月のＧ８ドーヴィル・サミットにおい

て立ち上げられた「ドーヴィル・パートナーシップ」等を

通じて，中東・北アフリカ諸国の改革努力を後押ししてき

ている。 

同パートナーシップの下で我が国は，①公正な政治・行

政の運営，②人づくり，③雇用促進・産業育成の３分野を

重点的に支援していくこととしており，また，右支援に資

する④経済関係の強化，⑤相互理解の促進，に取り組む方

針を表明した。右方針に沿って実施された主な支援は以下

のとおり。 

(１)平成 23 年５月以降約 12 億ドル相当の新規円借款実施

を決定 

 ドーヴィル・パートナーシップの枠組

みや二国間支援を通じた中東・北アフリ

カ諸国の諸改革及び安定的な移行に向

けた自助努力を支援する。 
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(２)チュニジア，エジプトに対する選挙支援 

(３)職業訓練・学校の整備，専門家派遣・研修員受入れ，

大学支援等 

(４)ビジネス環境整備のためのビジネス・ミッション派遣

(モロッコ，リビア)，投資協定締結準備(リビア，モロッ

コ)，経済に関する政府間協議枠組み設立(エジプト)。ま

た日・アラブ経済フォーラム等による民間経済交流への

側面支援 

(５)法律家や女性団体の相互訪問，「日本とイスラム世界と

の未来への対話」(12月に東京で開催)等の「人的交流・

対話」の促進 

(６)10 月，東京で開催されたＧ８DP(ドーヴィル・パート

ナーシップ)財相会合において，移行基金が設立され，我

が国は向こう３年間で１,200万ドルの拠出をコミット 

  

  

  

25

年

度 

１ シリア 

長年の圧政の存在や「アラブの春」等を背景に，平成

23(2011)年３月中旬以降，各地で反政府デモが発生，事態

が急速に深刻化。反政府勢力には，一部武装犯罪者グルー

プなども混入し，当局との間で暴力的衝突(ゲリラ戦など)

を展開。政府軍は「テロ掃討」を理由に徹底弾圧。 

これまでの死者は全土で 16万人以上とも言われ，国外に

流出した難民が 270 万人以上(登録済及び登録待ち難民

数)，国内避難民が 650万人以上発生(国連)。 

８月，化学兵器使用を巡る問題が発生。９月の米露合意

を受け，同月，国連安保理決議第 2118号が採択され，シリ

アの化学兵器廃棄に向けたプロセスが進展。同決議には早

期のシリアに関する国際会議開催が盛り込まれた。１月 22

日，シリアに関する国際会議(「ジュネーブ２」会議ハイレ

ベル・セグメント)開催され(於：スイス・モントルー)，日

本からは岸田外務大臣が出席した。 

我が国のシリア及び周辺国に対する人道支援の総額は，

１月 15 日の第２回シリア人道支援会合(「クウェート２」

会合)及び「ジュネーブ２」会議の際に表明した約 1.2億ド

ルを合わせて約４億ドル(約 355億円)となっている。 

２ エジプト 

エジプトでは７月，大規模デモの発生を受け軍が介入，

ムルスィー大統領が退陣，暫定政権が樹立された。９月，

国連総会の機会に岸田外務大臣はファハミ外相と会談を行

った。１月には，ファハミ外相が来日，安倍総理大臣への

表敬，岸田外務大臣との会談を実施，カイロ大学小児病院

病棟建設への無償資金協力，UNDP等を通じた 1,600万ドル

の支援を表明した。 

３ 北アフリカ 

国際テロ対策強化の具体的取組みとして，国際機関を通

じた法制度強化支援や能力向上訓練等のプロジェクトへの

支援(1,600 万ドル)を決定し，また，５月には日アルジェ

リア治安・テロ対策対話を開催した。この中で，改めて日

本企業の安全対策を含む治安・テロ対策分野での協力方法

について協議した。治安が著しく悪化しているリビアとは

対照的に，着実に民主化が進展しているチュニジアに対し

ては，民主化移行支援の他，発電事業や洪水対策事業への

円借款(480億円)のプレッジを表明した。 

要人往来も活発であり，６月の TICADⅤには各国から首

脳級ないし外相級が訪日し，３月には岸外務副大臣がマグ

レブ諸国(モロッコ，アルジェリア，チュニジア)を訪問し

シリアについては，引き続き，シリア

政権側への圧力(制裁)，難民等に対する

人道支援を継続するとともに，国際社会

の中でも主導的な役割が果たせるよう

努力する。 

北アフリカについては，アルジェリア

でのテロ事件の検証を踏まえ，同地域で

の情報収集体制及び日本企業の安全確

保に努めていく。また，エジプト，チュ

ニジア等，内政が不安定な国々に対し

て，改革勢力を後押しするための支援を

継続していく。 
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た。 

４ その他 

９月の国連総会マージンにおいて，岸田外務大臣がＧ８

ドーヴィル・パートナーシップ(DP)閣僚級会合に出席。中

東地域の安定が国際社会の平和と繁栄に不可欠であり，そ

の実現には民主化を進める移行国の安定が欠かせないが，

未だ脆弱な状況にあるとの認識である旨述べた。また，今

後のドーヴィル・パートナーシップの方向性として，移行

国支援を一層強化する観点から，各国の改革努力の障害と

なり得る地域問題への対応も検討議題とすべきこと，移行

国経済の安定化を図る観点から，Ｇ８と移行国のウィン・

ウィンの経済関係を構築する必要性について指摘。各国の

出席者からは，地域での投資拡大促進，中小企業支援，経

済への女性の参加の重要性などが指摘され，参加国は，本

パートナーシップを今後も継続していくこと，各移行国の

優先課題に個別に取り組んでいくこと，政治改革と経済改

革に並行して取り組んでいくこと，本パートナーシップの

下で引き続き具体的なプログラムを進めていくことなどを

確認した。 

平成 25年度補正予算では，いわゆる「アラブの春」やシ

リア人道危機により不安定化した中東・北アフリカ地域に，

安定化及び民主化移行を後押しすべく，約 2.5 億ドルの支

援等を実施した。 

 目

標 
－ 

中東・北アフリカ諸国の諸改革及び安定的な移行に向け

た自助努力を支援する。 

 

 １(５)中東和平実現の取

組に係る我が国及び中東

和平関係諸国の要人往来

数 

基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 4 6 5 5 － 

 年度目標値  － 基準値程度 同左  

 １(６)対パレスチナ支援

指標：パレスチナ支援に係

るパレスチナ及び関係国

との会議数(回廊，東アジ

ア協力，ハイレベル会合

等) 

基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 

4 4 3 6 － 

 年度目標値  － 6 6  

 １(７)(参考指標)対パレ

スチナ支援指標：年度毎対

パレスチナ支援総額(万ド

ル) 

実績値 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 6,887 10,560 5,862 8,613 10,494 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html) 

・外交青書(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/) 

・衆議院・参議院ホームページ 

(http://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/index.htm，http://www.sangiin.go.jp/) 

・アジア財団「A survey of the Afghan People」(2013年) 

(http://asiafoundation.org/resources/pdfs/Surveybook2012web１.pdf) 
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個別分野 ２ 中東諸国との関係の強化 

概要 (１)中東諸国・イスラム世界との交流・対話を深化させる。 

(２)自由貿易協定，投資協定等を通じた物品・サービス貿易を推進する。閣僚級の経済合同委員会等の

枠組みを活用した投資・エネルギー分野における経済関係強化を支援する。 

(３)湾岸協力理事会(GCC)諸国側の要望に応える形での人造りに協力する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186 回施政方針演説(平成 26年１月 24日) 「十一 地球儀を俯瞰(ふかん)する視点でのトップ外

交」より抜粋 

さて，総理大臣就任から一年ほどで，十五回海外に出かけ，三十か国を訪問し，延べ百五十回以上の

首脳会談を行いました。 

(中略) 

 トルコのエルドアン首相とは，三度の首脳会談を通じ，地下鉄，橋などの交通システム，原子力，

科学技術分野における人材育成など，多岐にわたる協力で合意し，戦略的パートナーシップは着実に

前進しています。 

 直接会って信頼関係を築きながら，一つひとつ前に進む。いかなる課題があっても，首脳同士が膝

詰めで話をすることで物事が大きく動く。昨年は，トップ外交の重要性を改めて実感しました。 

 今年も，地球儀を俯瞰(ふかん)する視点で，戦略的なトップ外交を展開してまいります。 

 

測

定

指

標 

２(１)中東・イスラム諸国との交流・対話の深化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

10 月に中東和平青年招へい，７月に日アラブ女性交流

(招へい)，12 月に第２回日本・アラブ経済フォーラム，３

月にイスラム世界との未来への対話セミナーをそれぞれ実

施した。これらの取組を通じ，官民を問わず我が国と中東・

イスラム諸国との交流や対話，さらには経済界間の関係を

深めた。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 11 月にイスラエル・パレスチナ青年合同招へいを実施

し，双方の信頼醸成を図った。２月に日アラブ女性交流事

業として，日本女性法律家協会関係者がヨルダン，エジプ

ト及びチュニジアを訪問し，訪問国の女性法律家協会等関

係者との意見交換や施設の視察を実施した。２月 29日及び

３月１日，第２回「日本とイスラム世界との未来への対話」

セミナーを，政府関係者，有識者，マスコミ関係者，青年，

一般の参加も得てヨルダン(於：アンマン)で開催し，「若

者たちに未来の展望を開く能力開発」をメイン・テーマに

議論を深めた。同時にイスラム世界との対話を重視する我

が国の姿勢をイスラム世界全体に発信する良い機会となっ

た。３月７日及び８日には，中東の民主化に関する有識者

会議を開催した。中東，アジア，欧米，国際機関から広く

有識者を招待し，中東地域の変革の現状及び今後，中東和

平等に及ぼす影響等につき議論を行った。 

 日本側からの往訪として，伴野外務副大臣のイスラエル，

パレスチナ自治区訪問，浜田外務大臣政務官のチュニジア

訪問，山根外務副大臣のイスラエル，パレスチナ自治区，

ヨルダン訪問，玄葉外務大臣のトルコ訪問，緒方 JICA理事

長のチュニジア訪問を実施した。中東諸国側からはケフ

ィ・チュニジア外務大臣，ハッサン・ヨルダン計画・国際

協力大臣，バラク・イスラエル副首相兼国防相，エル・オ

トマニ・モロッコ外務・協力大臣，アムル・エジプト外相

をはじめとする多数の要人の訪日を実現した。 

 中東和平青年招へい，日アラブ女性交

流の実施，イスラム世界との未来対話の

ヨルダン会合開催，要人の往訪・往来に

よる中東諸国との関係を強化する。 
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24

年

度 

 ９月にイスラエル・パレスチナ合同青年招へいを実施。

イスラエル及びパレスチナから各２名，エジプトから１名

を招へいし，双方の信頼醸成を図った。10月に日アラブ女

性交流事業として，エジプト，ヨルダン，チュニジアの法

律関係者３名を招へいし，日本の関係者との意見交換，視

察等を行った。12月６日及び７日には，第３回「日本とイ

スラム世界との未来への対話」セミナーを，有識者，企業

関係者，ジャーナリスト，国際・地域機関関係者，在京大

使館員，市民社会，青年等の参加を得て東京で公開セミナ

ーとして開催し一般からの参加者も含め２日間で延べ 400

人程度が参加。「持続可能な共生社会を築くための地域協

力の推進」をメイン・テーマに議論を深めた。同時に，イ

スラム世界との対話を重視する我が国の姿勢をイスラム世

界全体に発信する良い機会ともなった。 

 中東和平青年招へい，日アラブ女性交

流の実施，未来対話東京会合開催，第３

回日・アラブ経済フォーラム，要人の往

訪・往来による中東諸国との関係を強化

する。 

日本側からの往訪として，玄葉外務大臣のイスラエル，

パレスチナ自治区，ヨルダン，エジプト，モロッコ，トル

コ訪問，浜田外務大臣政務官のチュニジア訪問を実施した。

中東諸国側からはアッバース・パレスチナ自治政府大統領，

ファイヤード・パレスチナ自治政府首相， アブデッサレー

ム・チュニジア外務大臣，ベン・カイヤール・リビア外務

国際協力大臣，エルアラビー・アラブ連盟事務総長，ユー

スフィー・アルジェリア・エネルギー・鉱業大臣，チャー

ラヤン・トルコ経済大臣をはじめとする多数の要人の訪日

を実現した。 

 

  

  

  

25

年

度 

11 月にイスラエル・パレスチナ合同青年招へいを，双方

５名ずつの計 10 名に対して実施。12 月には日アラブ経済

フォーラム，日マグレブ閣僚懇談会を東京で実施。 

・トルコ 

５月と 10月の２回，安倍総理大臣が訪問。また，１月に

エルドアン首相が公実賓として来日し，首脳会談，天皇陛

下御引見，迎賓館での晩餐会等を実施。 

・イラク 

12月，外務省の政務レベルとしては，４年振りに岸外務

副大臣がイラクを訪問し，マーリキー首相，ズィーバーリ

ー外相と会談を行い，日イラク関係の一層の深化について

意見交換を行った。また，我が方政務レベルとして初めて

エルビルを訪問し，バルザーニーKRG(クルディスタン地域

自治政府)大統領，ネチルヴァン同首相と会談を行った。ま

た，同月，日アラブ経済フォーラムに際して，シャハリス

ターニー副首相が訪日し，安倍総理大臣，岸田外相他と会

談を行った。 

・湾岸 

安倍総理大臣が全 GCC諸国を訪問し，各国首脳との間で

人物交流の強化，具体的には文化，教育分野等での協力強

化で一致した。また，２月にはサルマン・サウジアラビア

皇太子及びムハンマド・アブダビ皇太子が各々公賓で来日

し，本分野での一層の協力強化で一致した。 

その他，10月にはカタールのブルッキングス・ドーハ・

センターと日本外務省との共催で，域内の有識者を招いた

湾岸安全保障に関する 1.5トラック対話を実施した。また，

サウジアラビアとの間では，両国青年が二国間関係の今後

のあり得べき姿につき議論を行う第一回政策対話セミナー

を開催し，政策提言をまとめた。 

イスラエル・パレスチナ合同青年招へ

い，日アラブ女性交流，第３回日アラブ

経済フォーラムを実施する。 
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・イラン 

９月の国連総会の際に，日・イラン首脳会談及び外相会

談を実施し，その後 11 月に岸田外相がイランを訪問し，地

域情勢や二国間強化について意見交換を行った。また，３

月にはザリーフ・イラン外相やエブテカール・イラン副大

統領(環境庁長官)の訪日が実現。 

・その他 

岸副大臣のマグレブ諸国訪問(３月)，牧野外務大臣政務

官のアフガニスタン・イエメン・レバノン訪問(１月)等を

実施。また，ファハミ・エジプト外相(12月)やカルビー・

イエメン外相(12月)等が訪日。 

 目

標 
－ 

我が国と中東・イスラム諸国との相互理解を深化させる。  

 ２(２)自由貿易協定，投資協定等を通じた物品・サービス貿易の推

進，投資・エネルギー分野における経済関係強化 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

１ 二国間投資協定 クウェートとの投資協定について

は，４月から計３回の交渉会合を開催し，11月には協定案

につき実質合意に至った。 

２ 租税条約 

(１)平成 22 年２月に署名を行ったクウェートとの租税条

約については，５月に我が国の国会承認を得て，発効に

向けてクウェート側の国内手続の進捗を働きかけた。 

(２)サウジアラビアとの租税条約については，必要な両国

の確認作業を了し，11月に東京において，前原外務大臣

(当時)及びアッサーフ・サウジアラビア財務大臣との間

で署名を行った。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ GCCとの自由貿易協定交渉 

 平成21年から交渉が延期されているGCCとの自由貿易協

定交渉は，９月にニューヨークにおいて行われた日 GCC 戦

略対話において，外相レベルで交渉の再開が原則合意され

た。 

２ 二国間投資協定 

(１)イラクとの投資協定については，平成 23年１月に両国

間で投資協定の交渉を開始することで意見が一致したこ

とを受け，９月から計３回の交渉を行い，11月には原則

合意に至った。 

(２)サウジアラビアとの投資協定についても，３月に東京

において開催した技術専門家会合において，文言交渉の

妥結を両国で確認している。 

(３)また，３月には，サバーハ・クウェート首長の国賓訪

日の機会に，野田総理大臣とサバーハ首長の立ち会いの

下，山根外務副大臣とジャーラッラー外務次官との間で

クウェートとの投資協定が署名された。 

３ 租税条約 

(１)サウジアラビアとの租税条約については，日本及びサ

ウジアラビア両国の必要な国内手続を完了し，９月１日

に発効した。 

(２)オマーンとの租税協定については，11月に東京会合で

交渉を行い基本合意に至った。 

 クウェートとの投資協定締結をはじ

めとして各種経済条約の締結に向け交

渉を推進する。 
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24

年

度 

１ 二国間投資協定 

(１)イラクとの投資協定について，両国の必要な確認作業

を経て，６月にバグダッドにおいて我が方長谷川駐イラ

ク大使と先方アーラジー国家投資委員会委員長との間で

署名を行った。 

(２)オマーンとの投資協定については，６月に山根外務副

大臣がアラウィ外務担当国務相との間で，同協定の締結

に向けた予備協議を開始する点について一致したことを

踏まえ，11月に予備的協議を実施。２月にはオマーンに

おいて，第１回正式交渉会合を実施した。 

(３)サウジアラビアとの投資協定については，早期署名の

ためにサウジアラビア側の国内手続の進捗を働きかけを

継続した。 

２ 租税条約 

(１)UAE との租税条約について，10 月に第４回交渉会合を

行い，基本合意に達した。 

(２)オマーンとの租税条約については，早期の署名を行う

べくオマーン側国内手続の進捗を働きかけている。 

(３)クウェートとの租税条約については，引き続き早期発

効に向けてクウェート側の国内手続の進捗を働きかけて

いる。 

１ 二国間投資協定 

(１)平成 23年 11月に原則合意に至った

イラクとの投資協定については，日イ

ラク双方の必要な確認作業を経た上

で，早期の署名を目指す。 

(２)サウジアラビアとの投資協定につ

いては，平成 24年内の早期署名を目指

す。 

(３)オマーンとの投資協定については，

交渉開始を目指しオマーン側との予備

的協議等を開始する。 

２ 二国間租税条約 

(１)平成 22 年５月に我が国の国会承認

を得たクウェートとの租税条約につい

ては，年度内の早期発効に向けてクウ

ェート側の国内手続の進捗を働きかけ

る。 

(２)平成 23年 11月に原則合意に至った

オマーンとの租税条約については，日

オマーン双方の必要な確認作業を経た

上で，早期の署名を目指す。 

３ EPA 

(１)GCC との自由貿易協定交渉については，引き続き具体

的な交渉の再開について働きかけを継続した。 

(２)また，トルコとの間でも，今後の日トルコ経済連携協

定(EPA)の交渉開始の可能性を検討するための共同研究

を新たに立ち上げ，２度会合を行ったほか，「日本国及

びトルコ共和国間の経済関係における協力枠組み設立に

関する覚書」の署名を行った。 

 

  

  

  

25

年

度 

１ 日トルコ EPA に関しては，１月の首脳会談で交渉開始

に合意した。 

２ GCCとの自由貿易協定交渉 

安倍総理大臣の UAE 訪問(５月)及びバーレーン，クウェ

ート，カタール訪問(８月)に際して，GCC との自由貿易協

定交渉を再開するために双方が協力する意思を表明した。 

３ 二国間の投資協定 

(１)クウェートとの投資協定は，双方の国内手続を経て，

１月 24日に発効した。 

(２)イラクとの投資協定は，双方の国内手続を経て，２月

25日に発効した。 

(３)サウジアラビアとの投資協定について，４月にジッダ

において，安倍総理大臣とサルマン皇太子の立ち会いの

下，署名を行った。 

(４)オマーンとの投資協定について，昨年度から引き続き

３回の会合を行い，12 月に実質合意に至った。 

(５)カタールとの投資協定について，８月の安倍総理大臣

によるカタール訪問時に発出された共同声明において，

交渉開始を歓迎する旨言及。これを受け，12月に交渉第

１回会合を開催した。 

(６)UAE との投資協定について，５月の安倍総理大臣とム

ハンマド UAE 副大統領兼首相との会談において，交渉に

向けた予備的協議を開始することで一致。これを受け，

９月に予備的協議，１月に交渉第１回会合を開催した。 

日トルコ EPAを含め各種経済条約の締

結に向け交渉を推進する。 
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４ 二国間の租税条約 

(１)クウェートとの租税条約は，双方の国内手続を経て，

６月 14日に発効した。 

(２)UAE との租税条約について，５月にドバイにおいて，

安倍総理大臣とムハンマド UAE 副大統領兼首相の立ち会

いの下，署名を行った。 

(３)オマーンとの租税条約について，１月にマスカットに

おいて，署名を行った。 

 目

標 
－ 

各種経済条約の締結に向け交渉を推進する。  

 ２(３)中東地域産油国(特に GCC 諸国)との経済関係強化に向けての

各種協議・事業の実施 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

カタールとの合同経済委員会の開催，大型インフラ輸出

の支援・推進，要人往来の推進，交流事業等を通じた関係

を強化した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 11 月にサウジアラビアとの間で租税条約に署名した

他，同月，クウェートとの間の投資協定に関して基本合

意に達する等，経済条約交渉に一定の進展が見られた。

また，９月に，日・カタール合同委員会を東京で開催す

る等，投資・エネルギー分野における，中東諸国との関

係強化を進めることができた。 

２ 初等教育分野での協力(アラブ首長国連邦(UAE)及びカ

タールの日本人学校への現地人子弟受入)，GCC各国の教

育関係者の本邦招へい・研修，留学生受入(サウジアラビ

ア及びカタール)，青年交流(サウジアラビア)等を実施

し，中東各国との関係強化に役立てた。 

３ ９月，日ヨルダン原子力協定に署名した。また，トル

コでの大型経済案件について，様々な協議を行った。 

 毎年秋頃に予定されているカタール

側閣僚の訪日機会をとらえて，合同経済

委員会を開催し，大型インフラ輸出の推

進に資する協議の実施に努める。 

  

  

24

年

度 

１ クウェート国首長，バーレーン国王及びバーレーン皇

太子等の GCC 諸国ハイレベル要人の訪日を招請し，両国

首脳間で経済関係強化で一致した。 

２ ６月にイラクとの間で投資協定に署名し，２月にはオ

マーンとの間で投資協定の正式交渉を開始した他，10月

にはアラブ首長国連邦との租税条約の基本合意に達する

等経済条約交渉に一定の進展が見られた。 

 毎年秋頃に予定されているカタール

側閣僚の訪日機会をとらえて，合同経済

委員会を開催し，大型インフラ輸出の推

進に資する協議の実施に努める。 

  

  

  

25

年

度 

安倍総理大臣の全 GCC諸国訪問を通じ，経済関係の強化

を含む「包括的パートナーシップ」の一層の強化で一致。

その中で，エネルギー，双方向の投資促進，日本企業のイ

ンフラ案件受注促進，東日本大震災を受けた日本産食品に

対する輸入規制の緩和・撤廃に向けた働きかけを実施した。 

その他，９月に日・GCC 戦略対話閣僚級会合を実施し，

また実務レベルでも専門家会合やミッション受け入れなど

の協力を行い，バイの関係のみならず GCC という面を通じ

た経済関係の強化にも努めている。 

また，UAE との間では，２月のムハンマド・アブダビ皇

太子の訪日の際，従来の経済合同委員会を経済以外の分野

も扱える「合同委員会」に発展改組することにつき一致。

その他，カタール，サウジ，クウェートとも様々な政府間

会合を実施してビジネスの進展をサポートした。 

毎年秋頃に予定されているカタール

側閣僚の訪日機会をとらえて，合同経済

委員会を開催し，大型インフラ輸出の推

進に資する協議の実施に努める。 

 目

標 
－ 

閣僚級による二国間合同委員会を開催するとともに，大

型インフラ輸出を推進し，各国との関係強化を行う。 

 

 ２(４)中東諸国との関係強化に 基準値 実績値 目標値 
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 係る事業実施数(中東和平青年招

へい，日アラブ女性交流，イスラ

ム世界との未来対話会合，日本・

アラブ経済フォーラム等) 

22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
4 6 5 8 － 

 年度目標値  － 基準値程度 同左  

 ２(５)中東諸国との関係強化に

係る要人往来数 

基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 20 16 24 24 － 

 年度目標値  － 基準値程度 同左  

 ２(６)経済条約の締結数 基準値 実績値 目標値 

 23年度 24年度 25年度 － 

 1 0 3 － 

 年度目標値  2 2  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(トップページ＞各国・地域情勢＞中東) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/middleeast.html) 
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施策Ⅰ-６ アフリカ地域外交(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅰ－６) 

施策名 アフリカ地域外交 

達成すべ

き目標 

アフリカ開発の促進，アフリカ地域外交を通じた国際社会での我が国のリーダーシップの強化，及

びアフリカとの二国間・多国間での協力関係の強化を推進するため，以下を実施する。 

１ TICADプロセス及び多国間枠組みを通じ，アフリカ諸国の開発を推進するとともに，平和と安定の

実現のための支援を推進する。TICADⅤを成功裏に開催する。また，アフリカへの協力に関する関係

各国等との関係を維持・強化する。 

２ アフリカ諸国の対日友好・協力姿勢を確保するとともに，日本国内でのアフリカへの関心を喚起

する。 

施策の概

要 

１ TICADプロセス及び多国間枠組みを通じたアフリカ開発の推進 

(１)TICADⅣで打ち出した「横浜行動計画」(成長の加速化，MDGs 達成，平和の定着・グッドガバナン

ス，環境・気候変動問題への対処等)の実施と「フォローアップ・メカニズム」を活用した進捗状況

のモニタリング 

(２)Ｇ８プロセスをはじめとする多国間枠組みにおけるアフリカ問題への取組に対する積極的参画 

(３)TICADⅤを成功裏に開催すること 

(４)その時々のアフリカの状況に応じた適時・適切な支援の実施 

２ 日・アフリカ間の相互交流及び我が国の対アフリカ政策に関する広報の推進 

(１)各種招へい，交流事業等を通じた様々なレベル・分野での人物交流の促進 

(２)我が国政治レベルや民間企業関係者等のアフリカ訪問の積極的な実施(TICAD プロセスへの参画等

の機会をとらえた政務の積極的なアフリカ訪問及び貿易投資促進官民合同ミッション等の実施) 

(３)アフリカン・フェスタ等のアフリカ関連イベント，シンポジウムや要人往来の機会をとらえたメデ

ィア等を通じた広報活動の展開 

施策の予

算額・執

行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 69 64 1,127 56 

補正予算(b) 0 0 △ 90  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 69 64   

執行額(百万円，d) 57 55   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

アフリカ部 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ TICADプロセス及び多国間枠組みを通じたアフリカ開発の推進 

概要 (１)TICADⅣで打ち出した「横浜行動計画」(成長の加速化，MDGs 達成，平和の定着・グッドガバナン

ス，環境・気候変動問題への対処等)の実施と「フォローアップ・メカニズム」を活用した進捗状況

のモニタリング 

(２)Ｇ８プロセスをはじめとする多国間枠組みにおけるアフリカ問題への取組に対する積極的参画 

(３)TICADⅤを成功裏に開催すること 

(４)その時々のアフリカの状況に応じた適時・適切な支援の実施 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際的重要性を増すアフリカに対しては，安倍総理大臣のアフリカ訪問も踏まえ，昨年の TICADV

で表明した支援策を着実に実施し，ウィン・ウィンのパートナーシップ構築を目指します。」 

「我が国は，南スーダンを含め国連平和維持活動(PKO)に更に貢献し，要員派遣や人材育成などを通

じて，平和維持・平和構築を推進します。」 

・第 68 回国連総会一般討論演説(平成 25年９月 26日) 

「去る６月，我が政府は，アフリカ各国首脳，国際機関の代表を日本へ招き，開発に関わる会議「TICAD

Ⅴ」を開きました。席上，アフリカ各国代表が，民間投資を切望すると，異口同音に述べたことに，

私はいたく感銘を受けました。アフリカに対する投資フローは，今や，援助のフローを凌駕しました。

援助とは，投資を招く触媒としてこそ，戦略的に活かされるべきであるとの声，また声を聞きました。

TICAD プロセスの 20年が見守り，かつ，盛り立ててきた議論の進化です。TICAD Ⅴは，アフリカが歩

んだ道のりをことほぐとともに，日本が，彼らとともに夢を紡ぐ，変わらぬパートナーだった事実を，

確かめ合う場となりました。」 

「個人をその総体として捉える発想によってこそ，より高い，健康のニーズを満たせると考えた私達

は，TICAD Ⅴを機に「UHC，ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」を推進することにしました。アフ

リカ地域の保健対策に，５億ドルを準備し，保健医療者 12 万人の育成を打ち出して，目下，励んで

いるところです。」 

・日本再興戦略(平成 25年６月 14日) 

「欧米や中国企業等に比べ，日系企業の進出は圧倒的に遅れていることを踏まえ，まずは一つでも多

くの成功事例を生み出すことを目指す。具体的には，第５回アフリカ開発会議(TICADⅤ)の成果も踏

まえ，企業の関心喚起や進出機会の創出，日本の認知度向上，資源分野での貿易投資促進，インフラ

の整備，産業人材育成等を実施する。また，現地体制の強化や投資協定の締結等を行うことにより，

2020 年までに「輸出額及び現地法人売上高」の 2011年比３倍を目指す。」 

・国家安全保障戦略(平成 25年 12月 17日) 

「戦略的資源を豊富に有し，経済成長を持続しているアフリカは有望な経済フロンティアであると同

時に国際社会における発言権を強めており，TICADプロセス等を通じて，アフリカの発展と平和の定

着に引き続き貢献する。また，国際場裏での協力を推進していく。」 

・第５回アフリカ開発会議開催(平成 25年６月１日-３日) 

・日・アフリカ地域経済共同体(RECs)議長国首脳会談開催(平成 25年９月 26日) 

・安倍総理大臣のアフリカ(コートジボワール，モザンビーク，エチオピア)訪問及びアフリカ政策ス 

ピーチの実施(平成 26年１月 13日) 

 

測

定

指

標 

１(１)「横浜行動計画」の実施状況，「TICADフォローアップ・メ

カニズム」の運営状況 
年度目標 

基

準 
－ 

「横浜行動計画」(平成 20年～24年)の履行 

(TICAD プロセスの下でアフリカの成長と発展を支援する

ためのロードマップを提供する「横浜行動計画」(平成 20

年～24年)が TICADⅣで採択された。平成 25年６月の TICAD

Ⅴでは，新たなロードマップを提供する「横浜行動計画

2013-2017」(平成 25年～29年)が採択された。) 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

23

年

度 

 「横浜行動計画」については，平成 23(2011)年年次進捗

報告書の通り，引き続き順調な進捗がみられた。同計画の

目標の内，平成 24年までの対アフリカ ODAの倍増について

は，ODA実績が平成 22年には，20.5億ドルに達し，倍増目

標の約 18 億ドルを上回り，この公約を達成している。因み

に平成 20年からの年間総額(平成 20年～平成 23年)の平均

値(約 18.1億ドル)でも同目標を上回った。また，対アフリ

カ民間投資の倍増支援については，平成 22年までの５か年

 平成 24年までの対アフリカ ODA倍増，

民間投資倍増支援等を引き続き誠実に

実施する。 
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実

績 

の平均値が 52 億ドルとなり，現時点で目標である平成 20

年-24 年の５か年の平均値 34億ドルを上回っている。 

  

  

24

年

度 

「横浜行動計画」については，引き続き順調な進捗がみ

られた。同計画の目標の内，平成 24 年までの対アフリカ

ODA の倍増については，ODA実績が平成 23年には，20.5億

ドルに達し，倍増目標の約 18億ドルを上回っている。なお，

平成 20年からの年間総額(平成 20年～平成 23年)の平均値

(約 18.1億ドル)でも同目標を上回った。また，対アフリカ

民間投資の倍増支援については，平成 23年までの５か年の

平均値が 62億ドルとなり，現時点で目標である平成 20年

-24 年の５か年の平均値 34億ドルを上回っている。 

５月に開催された第４回 TICADⅤ閣僚級フォローアップ

会合，11 月に開催された TICADⅤ高級実務者準備会合を通

じて TICADⅤの成功に向けて全参加者が協力していく旨を

確認し，３月の TICADⅤ閣僚級準備会合では TICADⅤの成果

文書を閣僚級で採択した。 

３月の TICADⅤ閣僚級準備会合において，岸田外務大臣

が，イスラム過激派の伸張に伴う人道状況の悪化や難民等

の大量発生及びサヘル・北アフリカ地域におけるテロ対策

の強化のため，アフリカ主導国際マリ支援ミッション

(AFISMA)への 600万ドルの拠出を含む総額 5.5億ドルの支

援を表明した。 

平成 24年までの対アフリカ ODA 倍増，

民間投資倍増支援等を引き続き誠実に

実施する。 

第４回 TICAD閣僚級フォローアップ会

合，TICADⅤ高級実務者準備会合，TICAD

閣僚級準備会合を開催する。 

  

  

  

25

年

度 

６月に開催した TICADⅤにおいて，今後５年間で官民あ

わせて最大 3.2 兆円の取組を含む対アフリカ支援パッケー

ジを発表した。また，他ドナーを含む国際社会の具体的な

対アフリカ政策をとりまとめた「横浜行動計画 2013-2017」

別表テンプレートを策定し，我が国の支援策を盛り込んだ。 

 ３月の TICAD プロセス・モニタリング合同委員会におい

て，TICADⅤ成果文書について参加者内で活発な議論及び意

見交換が行われるとともに，平成 26年５月開催予定の第 1

回 TICADⅤ閣僚会合成功に向け協力していく旨を確認し

た。 

TICADⅤにおいて，他ドナーを含む国

際社会の具体的な対アフリカ政策をと

りまとめた行動計画の策定を目指す。 

 TICADⅤの成果文書及び我が国支援策

を確実に履行する。 

 目

標 
－ 

 TICADⅤの成果文書及び我が国支援策を確実に履行する。  

 １(２)対アフリカ協力における他の諸国との協調の状況 年度目標 

基

準 
－ 

国際的フォーラムへの参加，第三国との対アフリカ政策協

議の実施  

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ５月に開催されたドーヴィル・サミットではＧ８アフリ

カ共同宣言を策定した。同宣言で，我が国が震災にも関わ

らず同月に第３回 TICAD 閣僚級フォローアップ会合をダカ

ールで開催したことが歓迎された。 

 この他，APF(アフリカ･パートナーシップ・フォーラム)

やアフリカ・クリアリング・ハウス会合等，他ドナーとの

協議に積極的に参画したほか，アフリカに関する日中・日

韓・日米政策協議(局長級)，アフリカに関する日印政策協

議(局長級)，アフリカに関する日中韓政策協議(局長級)，

アフリカに関する日仏政策協議(局長級)，アフリカに関す

る日英政策協議(局長級)を実施した。 

 他ドナーとの協議を通じ政策協議を

積極的に行う。Ｇ８サミットの他国際的

なフォーラムに積極的に参加する。 

 

  

  
24

年

度 

５月にＧ８サミット(米)に参加した他，APF(アフリカ・

パートナーシップ・フォーラム)やアフリカ・クリアリン

グ・ハウス会合等，他ドナーとの協議に積極的に参画した。

加えて，５月にアフリカに関する日米政策協議，11月に日

EUアフリカ政策協議を実施する等，随時他国・機関等と協

議を行った。  

 Ｇ８サミット(米)，他ドナーとの協議

等を通じ，政策協議を積極的に行う。 
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25

年

度 

６月にＧ８サミット(英)に参加し TICADⅤの成果をＧ８

の議論につなげた。その他，APF(アフリカ・パートナーシ

ップ・フォーラム)やアフリカ・クリアリング・ハウス会合

等，他ドナーとの協議に積極的に参加した。 

 加えて，アフリカに関する日仏政策協議(局長級，２回)，

日米政策協議(局長級)，日ポルトガル政務協議(課長級)を

実施する等，随時他国・機関等との協議を実施し，その中

で TICADⅤの成果を発信すると共に，他国の取組との協力

の可能性につき議論した。 

Ｇ８サミット等の機会に TICADⅤの成

果を発信し，TICADⅤの取組と他フォー

ラム，他国の取組との連携を目指す。 

 目

標 
－ 

他ドナーとの協議を通じて政策協議を積極的に行う。Ｇ

８サミットの他国際的なフォーラムに積極的に参加する。 

 

 １(３)その時々の状況に応じた支援の実施 年度目標 

基

準 
－ 

アフリカ諸国からの支援ニーズに対する迅速な対応   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 TICADⅣ及びそのフォローアップにおいて打ち出したイ

ンフラ，MDGs，気候変動に関する支援等種々の施策につい

て着実に実施した。アフリカの平和と安定に対する貢献に

ついては，PKO(国連平和維持活動)訓練センター支援に加

え，平成 23年に過去 60年間で最悪の干ばつによる食糧危

機が発生したアフリカの角への支援や 23 年度中に大統領

選挙等を実施した国に対し，資金協力や監視団派遣等，時

宜に応じた支援を行った。また，平成 23年７月に独立した

南スーダンに関しては，UNMISS(国連南スーダン共和国ミッ

ション)に自衛隊を派遣し，インフラ分野で南スーダンの国

造りに貢献した。 

 TICAD フォローアップやアフリカの平

和と安定のための支援等アフリカから

の支援ニーズに引き続き迅速に対応す

る。 

  

  

24

年

度 

TICADⅣ及びそのフォローアップにおいて打ち出したイ

ンフラ，MDGs，気候変動に関する支援等種々の施策につい

て着実に実施した。アフリカの平和と安定に対する貢献に

ついては，PKO(国連平和維持活動)訓練センターへの支援を

実施した。また，マリ・サヘル地域に対しては，干ばつや

洪水等に加え，イスラム過激派の伸張に伴う難民・国内避

難民の大量発生等への対策やテロ対策の強化のため，支援

を表明した。同時に，厳しい人道状況にあるコンゴ民主共

和国東部，アフリカの角，南北スーダン等に迅速に対応し，

これら支援を平和と安定に向けた支援パッケージとして表

明した。 

 アフリカからの支援ニーズに引き続

き迅速に対応する。 

  

  

  
25

年

度 

TICADⅤにおいて打ち出したインフラ，人材育成，農業，

保健，教育に関する支援等種々の施策について着実に実施

した。アフリカの平和と安定に対する貢献については，

PKO(国連平和維持活動)訓練センターへの支援を実施した。

また，サヘル地域に対しては，テロ対処能力向上のための

人材育成及び機材供与等の支援を表明した。同時に，厳し

い人道状況にある南スーダン，サヘル地域，中央アフリカ

を含む紛争等への対応のための支援を行った。 

アフリカからの緊急の支援や平和と

安定等に向けた支援のニーズに引き続

き迅速に対応する。 

 目

標 
－ 

アフリカからの支援ニーズに引き続き迅速に対応する。  

 １(４)(参考指標)

対アフリカ民間直

接投資残高(５か年

平均値，億ドル) 

実績値 

平成 16-20年 平成 17-21年 平成 18-22年 平成 19-23年 平成 20-24年 平成 21-25年 

 33 42 52 62 68 78 

 

作成にあ

たって使

用した資

・TICADⅤの概要 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page5_000187.html 

・外務省ホームページ「わかる！国際情勢」 
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料その他

の情報 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol112/index.html 

・平成 24年度，平成 25年度，平成 26年度版外交青書 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html 

・第 68 回国連総会一般討論演説 

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/26generaldebate.html 

・第 186回国会外交演説 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pp/page18_000183.html 

・日本再興戦略 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf 

・国家安全保障戦略 

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/security_strategy.pdf 

・日・アフリカ地域経済共同体(RECs)議長国首脳会合 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page4_000214.html 

・安倍総理大臣のアフリカ政策スピーチ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000023954.pdf 
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個別分野 ２ 日・アフリカ間の相互交流及び我が国の対アフリカ政策に関する広報の推進 

概要 (１)各種招へい，交流事業等を通じた様々なレベル・分野での人物交流の促進 

(２)我が国政治レベルや民間企業関係者等のアフリカ訪問の積極的な実施(TICAD プロセスへの参画等

の機会をとらえた政務の積極的なアフリカ訪問及び貿易投資促進官民合同ミッション等の実施) 

(３)アフリカ関連イベント，シンポジウムや要人往来の機会をとらえたメディア等を通じた広報活動の

展開 

関連する

内閣の重

要政策 

特になし。 

 

測

定

指

標 

２(１)日・アフリカ間の人物交流の実施 年度目標 

基

準 

22

年

度 

岡田外務大臣(当時)がタンザニア，南アフリカを訪問し

たほか，副大臣・政務官レベルがのべ５か国を訪問した。

アフリカからは，ガ－ナ，ガボン，ボツワナ及びジブチの

大統領ほか，３か国の外相，３か国の国民議会議長が訪日

した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 第３回 TICAD 閣僚級フォローアップ会合等のため，松本

外務大臣がセネガルを訪問したほか，外務副大臣が６か国，

外務大臣政務官が６か国のアフリカ諸国を訪問した。 

 アフリカからは，トーゴの大統領ほか，南アフリカ，ル

ワンダ，コンゴ共和国，トーゴ，モーリタニア及びエチオ

ピアの６か国から外務大臣が，南アフリカから国民議会議

長が訪日した。 

以下に資する活発な要人往来を実施す

る。 

１ アフリカにおける平和と安定に貢

献する。 

２ 開発支援と貿易投資を拡大する。 

３ グローバルな課題への対応を軸と

した対アフリカ外交を促進する。 

  

  

24

年

度 

外務大臣が第４回 TICAD 閣僚級フォローアップ会合出席

のためモロッコを，TICADⅤ閣僚級準備会合出席のためエチ

オピアをそれぞれ訪問した他，外務副大臣が５か国以上，

外務大臣政務官が 10か国以上のアフリカ諸国を訪れた。ア

フリカからは５か国以上の外務大臣他，多数の閣僚が訪日

した。 

また，８月に外務大臣政務官を団長とするアフリカ貿

易・投資促進官民合同ミッション(政府関係機関５機関，民

間企業９社を含む。)が，コンゴ民主共和国及びジンバブエ

を訪問し，両国の政府要人，関係機関，企業関係者と意見

交換を行った。 

以下に資する活発な要人往来を実施す

る。 

１ アフリカにおける平和と安定に貢

献する。 

２ 開発支援と貿易投資を拡大する。 

３ グローバルな課題への対応を軸と

した対アフリカ外交を促進する。 

  

  

  

25

年

度 

 ６月にはアフリカ 51か国の代表が TICADⅤ出席のため訪

日し，安倍総理大臣は 39名の首脳級参加者及び AUC委員長

等と面談し意見交換を行った。 

 なお右会議に先立ち，５月にはソマリア特別会合が開催

され，ソマリアの新たな国づくりの方向性について議論を

行い，総理大臣から日本の対ソマリア直接支援の再開等を

表明した。また，南スーダン独立後，初めてとなる TICAD

Ⅴに，キール南スーダン大統領が出席した。 

 11 月～12 月，外務大臣政務官を団長とするアフリカ貿

易・投資促進官民合同ミッションがコンゴ共和国及びガボ

ンを訪問した。 

 12 月には皇太子殿下が故マンデラ元大統領追悼式のた

め南アフリカ共和国を訪問した。 

 １月には，総理大臣が TICADⅤにおける早期のアフリカ

訪問の約束を果たすためコートジボワール，モザンビーク，

エチオピアを訪問した。 

 その他，総理大臣がジブチを，外務副大臣が３か国，外

務大臣政務官が１か国のアフリカ諸国を訪れた。アフリカ

からは５か国以上の元首，閣僚が訪日した。 

以下に資する活発な要人往来を実施す

る。 

１ 南北スーダン，ソマリアといった脆

弱国家における平和と安定に向けた

協力を進める等，アフリカにおける平

和と安定に貢献する。 

２ TICADⅤを成功裏に開催するととも

に，開発支援と貿易投資を拡大する。 

３ グローバルな課題への対応を軸と

した対アフリカ外交を促進する。 
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目

標 
－ 

１ アフリカにおける平和と安定への貢献 

２ 開発支援と貿易投資の拡大 

３ グローバルな課題への対応を軸とした対アフリカ外交

の促進に資する活発な要人往来を実施する。 

 

 ２(２)日本国内でのアフリカへの関心度合い 年度目標 

基

準 
－ 

国内のアフリカへの関心を高めるためのビジネス関係者を

交えたフォーラムの開催，国民のアフリカへの正確な理解

を促す広報活動の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 アフリカ及び国内からアフリカ貿易投資に係る政府関係

者，有識者を講師として迎え「アフリカ貿易・投資促進フ

ォーラム」を開催し，アフリカでのビジネスにつき国内の

関心を喚起した。また，アフリカの文化や歴史等を国民に

幅広く紹介し，対アフリカ理解を促進することを目的に毎

年開催している「アフリカン・フェスタ」を 11月に横浜に

て開催，約 21万人の観客が訪れた。 

 「アフリカ貿易・投資促進フォーラム」

や「アフリカン・フェスタ」を通じ，引

き続き活発な広報活動を実施する。 

  

  24

年

度 

50 以上の国内団体等に対し，TICADⅤロゴの活用などの

広報への協力を要請した。また，TICAD の趣旨に沿う行事

を TICADⅤパートナー事業として認定する取組を作った。

同時に，Facebookに TICAD事務局ページを立ち上げ，１日

１回を原則に記事配信する等の取組を行った。 

 アフリカ関連会合を通じ引き続き広報

活動を実施する。 

  

  

  

25

年

度 

 ６月の TICADⅤに合わせ，アフリカン・フェスタ 2013(２

日間で約 15万人来場)，46 の公式サイドイベントのほか，

各種のセミナーやシンポジウムなどのイベントやレセプシ

ョンが開催され，アフリカのハイレベルの代表団と国民各

層の交流が深まった他，これらの開催を通じて我が国にお

けるアフリカに対する理解・関心が深まった。加えて，NGO

や市民社会が日・アフリカ間協力の推進に果たす役割の大

きさを印象づけた。 

 官民連携の「アフリカビジネス振興サポートネットワー

ク」に，外務省ページを開設し，民間のアフリカ進出を支

援するための情報提供を行った。 

TICADⅤに代表されるアフリカ関連会

合や経済等関連フォーラムの開催等を

通じ，アフリカへの理解・関心の増進に

向けた広報活動を実施する。 

 目

標 
－ 

引き続き活発な広報活動を実施する。  

 ２(３)内閣府世論調査

(アフリカに親しみを感

じる人の割合) 

基準値 実績値 目標値 

 24年度 25年度 － 

 28.6％ －(注) 45％ 

 年度目標値  35％  

 (注)平成 25年度は，本測定指標に関連する内閣府世論調査は実施されなかった。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・TICADⅤの概要 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page5_000187.html 

・ソマリア特別会合 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page1_000040.html 

・アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000587.html 

・皇太子殿下の南アフリカ共和国訪問 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000400.html 

・安倍総理大臣のアフリカ訪問 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/af/af1/page18_000172.html 

・その他会談・訪問記録(外務大臣，外務副大臣，外務大臣政務官) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/ministers.html 

・アフリカビジネス振興サポートネットワーク(外務省ページ) 

http://ab-network.jp/member/mofa_emb-japan-in-africa 

・内閣府世論調査(外交に関する世論調査) 
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http://www8.cao.go.jp/survey/index-gai.html 
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基本目標Ⅱ 分野別外交 
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施策Ⅱ-１ 国際の平和と安定に対する取組 
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平成 26 年度政策評価書 
(外務省 25－Ⅱ－１) 

施策名 国際の平和と安定に対する取組 

達成すべ

き目標 

国際の平和と安定に寄与し，我が国の安全と繁栄の確保に資するため，以下を達成する。 

１ 有識者との意見交換及び研究の成果を取り込みつつ，中長期的な外交政策を立案する。 

２ アジア太平洋地域の平和と安定を確保するとともに，海上の安全を確保する。 

３ 国際社会の平和と安定に向けて我が国の国際平和協力を推進・拡充するとともに，国際社会の取

組・議論に積極的な貢献を行う。また，それを実現するための国内基盤を整備・強化する。 

４ 国際テロ対策に貢献するとともに，国境を越える組織犯罪への対処のための国際的な連携・協力

を強化する。 

５ 宇宙空間の安全と宇宙活動の長期的持続可能性を確保する。宇宙技術を活用し我が国及び国際社

会の平和と安全及び発展に貢献する。 

６ 安保理改革を含む国連改革の進展，国連における我が国の貢献，国連等国際機関における日本人

職員の増強等を通じ，国連における我が国の地位向上を図り，我が国の国益と国際社会共通の利益に

資する望ましい国連の実現に貢献する。 

７ 国際社会における人権・民主主義を保護し，促進する。 

８ 大量破壊兵器，ミサイル及び通常兵器への取組を通じ，我が国及び国際社会全体の平和と安全を

確保する。 

９ IAEA 等の国際機関及び関係国間との共同取組を通じ，原子力安全・核セキュリティを強化すると

ともに原子力の平和的利用を確保し推進する。 

10 我が国及び国際社会の科学技術の取組を強化し，また，我が国の優れた科学技術を二国間及び多

国間関係の増進に活用する。 
施策の概

要 

１ 中長期的かつ総合的な外交政策の企画立案と対外発信 

(１)委託調査，会合の実施等を通じた外部有識者及びシンクタンクとの連携を強化する。 

(２)中長期的・戦略的外交政策の対外発信を行う。 

２ 日本の安全保障に係る基本的な外交政策 

アジア太平洋地域の平和と安定を確保するため，ASEAN地域フォーラム(ARF)を活用する。また，二

国間対話の実施や民間レベル(トラック２)の枠組みへの参加など，安全保障分野における協力関係を

進展させるよう努める。 

日本国民の生命及び財産の保護，海上輸送の安全確保のために，ソマリア沖・アデン湾海賊問題に

対する取組を行う。 

３ 国際平和協力の拡充，体制の整備 

国際社会の平和と安定に向け，自衛隊，警察等と連携しつつ，国連 PKO等への派遣を始めとする国

際平和協力の推進・拡充を図るとともに，国連を始めとする国際社会の取組・議論に積極的に貢献を

行う。 

国際平和協力分野の人材の裾野を拡充するため，平和構築人材育成事業の実施を始め，国内基盤の

整備・強化を実施する。 

４ 国際テロ対策協力及び国際組織犯罪への取組 

多様化・複雑化する国際テロ及び国際組織犯罪の防止のために，国際社会の一致した継続的取組が

重要であることから，我が国は①国内対策の強化，②幅広い国際協力の推進，③途上国の対処能力向

上支援，を基本方針に掲げている。具体的には，二国間に加え，グローバル・テロ対策フォーラム(GCTF)

やＧ８，国連等の多国間枠組みも利用し，国際テロ及び国際組織犯罪に対処するための国際的な法的

枠組みの強化や，途上国の国際テロ及び国際組織犯罪分野への対処能力向上支援等に取り組む。 

５ 宇宙に関する取組の強化 

安定的かつ持続可能な宇宙環境を確保するため，規範づくりを始めとする国際的な議論に積極的に

参画・貢献する。また，宇宙先進国等との二国間対話の開催を通じ，二国間宇宙協力を推進する。さ

らには，我が国が有する宇宙技術・知見を外交に活用し，我が国及び国際社会の平和と安定に貢献す

る。 

６ 国連を始めとする国際機関における我が国の地位向上，望ましい国連の実現 

安保理改革及びその他の国連改革の議論を推進させる。これらの改革に関する我が国の立場・考え

方に対する理解を促進し,支持の拡大を図る。同時に,これらの改革推進のための国内体制の強化，広

報を通じた理解の促進及び人材育成を図る。国連等国際機関において，邦人職員の数の増加と質的向

上を目指し，必要な措置をとる。 

７ 国際社会における人権・民主主義の保護・促進のための国際協力の推進 

(１)国連の各種人権フォーラム(国連総会第３委員会，人権理事会等)における議論への積極的参加や関
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係機関への拠出，人権対話等を通じた人権・民主主義の保護・促進に向けた取組を行う。 

(２)社会的弱者(児童，女性及び障害者等)の権利の保護・促進を目的とした国際協力に積極的に参加す

る。 

(３)主要人権条約を履行する。 

(４)第三国定住による難民の受入れ，難民認定申請者及び難民に対する支援の実施及び右に係る関係省

庁，国連難民高等弁務官(UNHCR)，国際移住機関(IOM)，NGO等との連携を進める。 

(５)国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締結準備を行い，締結後は中央当局

の任務を実施する。 

８ 軍備管理・軍縮・不拡散への取組 

北朝鮮やイラン等の核問題がある中で，我が国及び国際社会の平和と安全を確保していくために

は，軍縮・不拡散体制の維持・強化が重要である。その重要性にかんがみ，我が国は，以下を実施す

る。 

(１)核兵器については，軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)の取組主導，核兵器不拡散条約(NPT)体制

の強化(平成 22(2010)年 NPT運用検討会議に係る取組)，国連総会での核軍縮決議の提出・採択，包

括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効に向けた働きかけ，国際原子力機関(IAEA)の保障措置の強化

等，核軍縮・不拡散に向けた取組を積極的に行う。 

(２)大量破壊兵器(WMD)等の不拡散については，関連国連安保理決議を着実に履行するとともに，国際

輸出管理レジームの強化に向けた取組，拡散に対する安全保障構想(PSI)への貢献，セミナー等の開

催によるアジア地域を中心とした働きかけ等を実施する。 

(３)生物・化学兵器については，生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器禁止条約(CWC)の普遍化等に貢献

する。 

(４)通常兵器については，武器の取引や使用等を規制する国際的な枠組みの普遍化・強化への貢献・実

施のほか，対人地雷・クラスター弾等の不発弾・小型武器等に関する被害国への支援を国際的な枠

組みと協調しつつ行う。 

９ 原子力の平和的利用のための国際協力の推進 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に関する各国への正確な情報提供や各国からの支援を調整

する。右事故を受けて開催された原子力安全を中心課題とする一連の国際会議に対応する。同事故の

収束に向けた IAEA を始めとする国際機関からのミッション受入れの調整を行う。国際的な原子力安

全及び核セキュリティ強化のための各国及び国際機関との協力を推進する。 

10 科学技術・宇宙に係る国際協力の推進 

我が国の優れた科学技術を外交に活用し，我が国と世界の科学技術の発展に貢献する「科学技術外

交」を推進する。具体的には，科学技術協力協定下の二国間対話等を通じた二国間科学技術協力や，

核融合，大量破壊兵器の不拡散，地球規模課題への対応などの分野における二国間・多国間科学技術

協力を実施する。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 1,785 2,057 2,100 2,075 

補正予算(b) △ 90 △ 45 0  

繰越し等(c) 2 0   

合計(a＋b＋c) 1,698 2,012   

執行額(百万円，d) 1,608 1,730   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

評

価

結

果 

目標達成

度合いの

測定結果 

相当程度進展あり 

以下の主要な測定指標のうち，測定指標６(１)を除き，目標を達成したが同測定指標については，

目標の達成には至らなかったものの，おおむね目標を達成したと判断されることから，上記のとお

り判定した。 

(主要な測定指標) 

２(１)ARF や各国との安保対話を通じた地域安全保障の促進 

３(１)国際平和協力法に基づく要員派遣・物資協力の推進，国際社会の取組・議論への積極的

な貢献 

４(１)国際的なテロ対策協力の強化 
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６(１)安保理改革及びその他の国連改革の進展 

７(１)国際社会の人権の保護促進 

８(１)国際的な核軍縮を追求するための取組 

８(２)大量破壊兵器等の拡散防止のための取組 

９(１)国際協力を通じた原子力安全及び核セキュリティの強化 

施策の分

析 

１ 施策の必要性 

新興国が国際社会における存在感をますます高めている中，パワーバランスが変化し，国際政

治の力学にも大きな影響を与えている。グローバル化の進展や技術革新の急速な進展は，国家と

非国家主体との間の相対的影響力の変化を助長し，非国家主体によるテロや犯罪が国家の安全保

障を脅かす状況が拡大している。大量破壊兵器などの拡散も依然として脅威である。海洋，宇宙

空間，サイバー空間といった国際公共財(グローバル・コモンズ)に対するリスクも拡散し，深刻

化している。また，貧困，環境問題，人道上の危機といった一国のみでは対応できない地球規模

の課題が人間の安全保障上の課題となっている。 

日本を取り巻く安全保障環境が，このように一層厳しさを増す中，国際の平和と安定にかかる

各分野の施策の必要性は以下のとおり。 

(１)中長期的かつ総合的な外交政策を企画立案する機能を強化するために，有識者，研究機関やシ

ンクタンクとの連携強化が重要である。特に日本の外交シンクタンクの活動は重要であり，その

さらなる育成・強化が必要となっている。さらに我が国の外交政策を効率的に推進するため，外

務大臣等の政策スピーチで外交全体を貫く原則等を明確に打ち出すとともに，外交政策に対する

国内外からの一層の理解と信頼が得られるよう，外交青書で外交政策全般の進捗について対外発

信することが必要である。 

(２)一層厳しさを増すアジア太平洋地域の安全保障環境を踏まえ，同地域の平和と安定を確保して

いくためには，日米同盟の強化に取り組むとともに，二国間及び多国間の対話や民間レベル(ト

ラック２)の枠組みを重層的に用いて各国との信頼醸成を促進し，安全保障環境を向上させてい

くことが必要である。また，日本関係船舶の主要航路の一つであるソマリア沖・アデン湾におい

て近年発生している海賊事案は，我が国のみならず，国際社会にとっても脅威であり，日本政府

としての対応が必要である。 

(３)冷戦終結後，世界各地で紛争が多発し，平和構築への取組の必要性は格段に増大している。国

連 PKO等の要員数も増大するとともにその任務も多様化・複雑化し，適切な能力を有する要員や

装備の確保が課題となっている。右を踏まえ，我が国としては，国連 PKO等への人的貢献等の強

化，及び国連 PKO等のより効果的かつ効率的な活動の実現等に向けた国際社会における取組・議

論への積極的な貢献，平和構築の現場で活躍できる文民専門家の長期的かつ安定的な育成が急務

である。特に当面の重要課題として，文民の人材育成及び現地における貢献が求められている。 

(４)テロ及び国際組織犯罪は，その行為を行う主体，手段が多様化しており，その脅威は依然とし

て深刻である。また，不法な麻薬や人身取引の収益がテロ組織の資金源となり，マネーロンダリ

ングの手法が巧妙化する等，テロと国際組織犯罪は相互補完的な関係にあると言われており，そ

の両方に適切に対処する必要がある。さらに，テロや国際組織犯罪は国境を越えて行われること

から，一国のみの対応で完結しうる問題ではなく，その対策には各国が緊密に連携・協調してい

くことが不可欠である。 

(５)宇宙の外交・安全保障上の重要性が高まっている中，安定的かつ持続可能な宇宙環境を確保す

ることは，我が国及び国際社会の平和と安定のために必要不可欠である。このためには，宇宙活

動に関する国際的なルール作りにおける我が国のプレゼンスの強化等宇宙に関する取組の強化

が必要である。 

(６)国連を通じて世界の平和と繁栄という国際社会共通の利益を実現し，その中で我が国の国益も

確保していくためには，安保理改革を含む国連改革を進めることが必要不可欠である。また，我

が国は国連の第２位の分担金負担国として，国連に対して財政規律の維持を求め，肥大化を抑え

ていく必要がある。さらに，国連の活動及び我が国の国連政策に関する国民の理解と有識者等と

の連携を一層深めるとともに，近年，国連等国際機関に勤務する職員を通じた外交の重要性が一

層高まっているため，日本人の国際機関への参画の促進に取り組む必要がある。 

(７)平成 17 年３月にコフィ・アナン国連事務総長(当時)が，国連の全ての活動で人権の視点を強

化する考えを提唱して以降，国際社会において「人権の主流化」の動きがますます加速している

中，国内外において人権・民主主義を保護・促進する政策は，我が国の国際社会での役割，信頼

性を強化する上で重要である。 

(８)核軍縮・不拡散の取組は，国際社会の平和と安全の維持に加え，我が国の安全保障を担保する

ためにも必要不可欠な施策の一つである。特に，唯一の戦争被爆国として，核兵器使用の惨禍の
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実相を世代と国境を越えて伝え，「核兵器のない世界」の実現に向け，現実的かつ実践的な取組

を進めていくことが，国際社会の平和と安定に貢献する上で重要である。 

(９)近年，国際的なエネルギー需要の拡大や地球温暖化問題への対処の必要性などから，原子力発

電の拡充や新規導入を計画する国が増加しており，東京電力福島第一原子力発電所の事故後も，

原子力発電は国際社会における重要なエネルギー源となっている。一方，原子力発電に利用され

る技術や機材，核物質の軍事転用が可能であることや，一国の事故が周辺国にも大きな影響を与

え得ることから，我が国は，核不拡散(保障措置：Safeguards)，原子力安全(safety)，核セキュ

リティ(Security)の「３つのＳ」により原子力の平和的利用を確保しつつ，国際的協力の推進す

ることが必要である。特に，原子力安全の分野において，福島第一原発事故の経験と教訓を国際

社会と共有し，国際的な原子力安全の向上に貢献していくことは，日本が果たすべき責務となっ

ている。 

(10)科学技術は，国の安全保障やイノベーションを通じた経済成長，さらには人類の生活と福祉の

発展を支える基盤的要素である。国際社会で，21 世紀に入り，経済・産業の持続的発展，地球

環境問題，資源エネルギー問題，保健衛生問題等の諸問題の解決のために，科学技術を駆使した

国際協力が重視されてきており，我が国としても，外交を通じた各国との科学技術協力と交流の

促進に努めるとともに，軍縮・不拡散や環境等の国際的諸課題の解決という外交目的を科学技術

の活用により達成することが必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)平成 25 年度の調査委託研究は，これまで必ずしも研究が進んでいなかった分野について行っ

ており，これらの実施を通じて得た政策提言は，今後の日本の外交政策を検討する上で重要な示

唆を与えるものとなった。また，同年度に立ち上げた外交・安全保障調査研究事業費補助金制度

は，日本の外交シンクタンク全体の底上げを図るとの観点から，競争性及び透明性を備えた制度

となっており，結果として，質の高い企画が採用され，これらシンクタンクの情報収集・分析・

発信・政策提言能力向上に資するものとなった。(中長期的及び総合的な外交政策の企画立案(達

成手段１①)，外交・安全保障調査研究事業費補助金(達成手段１②)) 

(２)閣僚会合を始め，ほぼ全ての ARF 関連会合に参加し，各分野の取組で我が国の経験・知見・技

術などを活用・共有しつつ，積極的にイニシアティブを発揮したことは，アジア太平洋地域にお

ける信頼醸成を促進し，安全保障環境を向上させる上で有効であった。また，ミュンヘン安全保

障会議では，岸田外務大臣が我が国の外務大臣として初めて出席し，セッションの総括コメント

を行い，日本の安全保障政策を効果的に発信できたことは，我が国の立場に関する国際社会の理

解を促進する上で，大きな効果があった。さらに，アデン湾での海上自衛隊による護衛活動実施

のため，諸外国との連携体制を更に強化したことは，海賊事案件数の大幅な減少に貢献する等我

が国が海賊対策を進める上で有効であった。(安全保障政策全般にかかる外交政策立案(達成手段

２①)) 

(３) UNMISSへの要員派遣については，司令部要員及び施設部隊の派遣を継続し，かつ派遣要員数

の増強や活動地域拡大を通じて南スーダンの平和と安定のために多大な貢献をしており，国際平

和協力の推進・拡充を達成する上で効果的であった。一方，平成 25年 12月中旬以降，南スーダ

ン情勢の悪化という想定外の事態が発生したため，当初の予定を変更せざるを得なかったが，首

都ジュバ周辺における避難民の支援活動等で成果を上げている。(国際平和協力の拡充(達成手段

３①)) 

(４)国際テロ対策委員会執行事務局(CTED)の訪日審査及び同事務局長他との協議は国際的なテロ

対策協力を強化する上で，有意義であった。また「サヘル地域刑事司法・法執行能力向上計画」

等を実施中であり，サヘル地域諸国のテロ対処能力の向上に効果を上げつつある。(国際的なテ

ロ対策協力の強化(達成手段４①)，国際テロ対策(達成手段４②)) 

(５)国連内外において昨今議論が行われている「宇宙活動に関する国際行動規範」や「宇宙活動の

長期的持続可能性」への関与を進めたことは，安定的かつ持続可能な宇宙環境を確保する上で有

効であった。また，日米，日米豪，日 EU 間といった二国間宇宙対話を開催したことにより，宇

宙政策に関する意見交換を行い，宇宙の持続的利用のための認識を共有することができた。(宇

宙に関する法的枠組み等を通じた協力(達成手段５①)，二国間宇宙対話の実施(達成手段５②)) 

(６)安保理改革については，我が国を含むＧ４の立場への理解を拡大するべく全加盟国への働きか

けを行い，12 月以降，一連の政府間交渉が開催され，一定のモメンタムが生じた。Ｇ４による

提案作成については，外相，局長及び国連常駐代表を始めとしたあらゆるレベルでＧ４会合を実

施しながら，Ｇ４内での議論を進めた。種々の状況に鑑みて平成 25 年度中の提案作成はなされ

ていないが，今後の進め方に関する意見の収斂に向け前進があった。また，関心国を集めた非公

式会合については，日程調整の関係で平成 26年度前半には実施するべく準備を進めた。平成 27
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年安保理非常任理事国選挙についても，二国間の首脳・外相会談等の機会をとらえ，支持要請を

行い，多くの国から支持を獲得した。さらに，我が国の主導により，16 年ぶりに国連通常予算

においてポストの削減が実現したことは，国連予算の効率的な執行に寄与した。国際機関におけ

る日本人職員数は，平成 21 年１月から平成 23 年１月までの２年間は増加(708 名→765 名)した

ものの，その後は横ばいとなっているが，これは，定年退職者やポストを獲得できずに離職した

者が相当数存在したことによるものである。(国連政策(達成手段６①)，国際機関邦人職員増強

(達成手段６②)，国連安保理非常任理事国選挙関係費(達成手段６③)) 

(７)我が国が例年 EU と共同で人権理事会及び国連総会第３委員会に提出している北朝鮮人権状況

決議は，安倍政権の「対話と圧力」を軸とする対北朝鮮政策を実現する上で有効であった。また，

女性の権利の保護・促進に関しては，UN Women への拠出金の大幅増(昨年度比約５倍)等は，安

倍政権が掲げる「女性が輝く社会」の実現に向けての重要な取組となった。さらに，障害者に関

する制度改革及び障害者権利条約の批准は，我が国に対する国際的な信頼を高める上で有益であ

った。加えて，ハーグ条約履行のための実施体制を整備したことは，国内外からの関心に我が国

が応える有意義な成果となった。(人権・民主主義の保護・促進のための国際協力の推進(達成手

段７①)，ハーグ条約の実施(達成手段７④)) 

(８)我が国が主導する NPDIにおいては，４月に行われた平成 27(2015)年 NPT運用検討会議第２回

準備委員会に対し，核兵器の役割低減や非戦略核等の６本の作業文書を提出し，議論に貢献する

とともに，平成 26年度の NPDI広島外相会合の開催に向け，開催都市である広島市やメンバー国

と密接に連携しつつ，準備を行った。また，アジア不拡散協議(ASTOP)やアジア輸出管理セミナ

ーを開催し，アジアにおける不拡散の取組強化，輸出管理強化に貢献するとともに，拡散に対す

る安全保障構想(PSI)のポーランド主催 10 周年記念会合や米国主催訓練「Future Guard 14」の

計画会合への参加及び各種アウトリーチに関する取組を行ったことは，大量破壊兵器等の不拡散

に係る国際的な取組を強化する上で，有効であった。(軍備管理・軍縮・不拡散への取組(達成手

段８②)) 

(９)IAEA やＧ８各国等との関連会合に積極的に参加し，国際協力を推進したことは，原子力安全

及び核セキュリティの強化に資するものであった。特に原子力安全の分野においては，福島県に

おける IAEA の緊急時対応能力研修センターの指定や同センターでの研修の実施，原子力安全関

連条約の運用強化等を通じ，国際的な原子力安全の強化に貢献した。また，３月に開催されたハ

ーグ核セキュリティ・サミットに，安倍総理大臣が出席し，世界的な核物質の最小化に資する取

組や，国際貢献の強化などにつき積極的に発信したことは，核セキュリティの強化を推進する上

で，大きな効果があった。(IAEA，Ｇ８等を通じての原子力安全関連条約や安全基準等の強化(達

成手段９②)，核セキュリティ強化のための国際的取組への貢献(達成手段９④)) 

(10)目標とする５カ国を大きく上回る相手国・機関との科学技術合同委員会等を行うことができた

ことは，科学技術を駆使した国際協力を推進する上で有益であった。(科学技術に関する二国間

政府対話の推進(達成手段 10①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

現行の「達成すべき目標」は，基本的にこれを維持するが，日本の目に見える貢献として要

員派遣や有意義な活動等，国連 PKO ミッションへの協力拡大が必要であり，その前提となる法

制度の整備も必要となるところ，新たな目標においては，「達成すべき目標」の３において，

法制度の整備・強化を具体的目標として追加する。また，総合外交政策局人権人道課の下に「女

性参画推進室(Gender Mainstreaming Division)」が設置されたことにより，人権・民主主義の

保護・促進の下に女性政策に関する測定目標を立てることが必要であり，「達成すべき目標」

の７に女性・ジェンダーに関する外交課題の情報や知見の集約，及び女性関連施策の企画・調

整を行う旨を追加する。 

(２)測定指標 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)今後も有識者・研究機関との連携を強化し，その知見を活用するとともに，我が国外交プレー

ヤー全体の調査・研究・発信能力の向上の観点も踏まえ，特に日本の外交シンクタンクの育成・

強化に努めていく。また，外務大臣等の政策演説及び外交青書の発行についても，外交政策に対

する国内外からの一層の理解と信頼を得ることが重要であり，引き続き積極的に実施していく。 

(２)ASEAN 各国からは引き続き ARF 自体の更なる発展に向けた我が国の貢献への期待が高く， 我

が国が ARFを通じ ASEAN各国を支援していくことは，各国の能力構築という面から有意義であり，

地域の安定に大きく貢献するものと考えられる。このため，引き続き ARFの様々な分野でイニシ
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アティブを発揮していく。また，民間対話(トラック２)への国際社会やメディアの関心の高さや，

発信力の高さが再確認されたところ，今後も積極的に参加していく。また，ソマリア沖・アデン

湾における民間船舶の安全な航行を確保するため，我が国自衛隊による海賊対処活動の継続に必

要な支援，諸外国との協力体制の構築，周辺国への海上保安能力向上支援のさらなる強化等を引

き続き実施していく。 

(３)国連 PKOへの協力や平和構築分野における人材育成といった取組は，国際社会の平和と安定の

ための重要な手段の一つであるとの認識の下，国連 PKOへの要員派遣の推進・拡充，PKO ミッシ

ョンの現場における効果的な活動の実施及び人材育成や要員訓練の取組の更なる発展に努める。

特に国連 PKO への要員派遣に関しては，その前提となる法制度の整備に一層積極的に取り組む。

また，日本とゆかりの深いチャレンジ・フォーラムへの協力を通じて国際社会での議論に貢献す

る。 

(４)多様化・複雑化する国際テロ及び国際組織犯罪の防止のために，国際社会の一致した継続的取

組が重要であることから，我が国は,国内対策の強化，幅広い国際協力の推進及び途上国の対処

能力向上支援を基本方針に掲げ，引き続き取り組んでいく。 

(５)宇宙の外交・安全保障上の重要性が高まっている中，宇宙に関する法的枠組み等を通じた協力

の推進，二国間宇宙対話の推進，ソフトパワーとしての宇宙に関する技術・知見の活用を引き続

き進めていく。 

(６)国連における我が国の地位向上及び国際社会共通の利益に資する望ましい国連の実現との観

点から，我が国は安保理改革に代表される国連改革の実現に向け継続して議論を主導すべく取組

を続けていく。また，行財政改革については，ジュネーブ・グループの枠組みや二国間協議の枠

組み等を活用し，主要財政貢献国と連携しつつ，国連２か年通常予算の増加抑制を図る。さらに，

我が国の国連に関する施策への理解を促進させるべく，引き続き，有識者との連携を促進し，研

究・啓発・広報活動等を積極的に実施する。加えて，国際機関における日本人職員の増強に向け，

現職職員の昇進や次のポストの獲得のための支援を引き続き実践していくとともに，新規の人材

の発掘と育成に力を入れていく。 

(７)北朝鮮等人権状況に深刻な問題がある国への改善に向けての働きかけ及び人権分野における

我が国の信頼性の向上は重要であり，国際場裏での活動や協力，二国間での対話等の様々な枠組

みを通じて，引き続き国内及び世界の人権状況の改善に積極的に取り組んでいく。女性の権利の

保護・促進については，我が国の外交政策に幅広くジェンダーの視点を反映することを目指す。 

(８)平成 27(2015)年 NPT運用検討会議に向け，NPDI を主導しながら，具体的貢献ができるよう引

き続き取組を進めていく。そのために，まずは NPDI 広島外相会合において，被爆地ならではの

メッセージが出せるよう，メンバー国と連携しつつ，積極的に議論に貢献していく。北朝鮮によ

る核・ミサイル開発は喫緊かつ重大な脅威であり，イランの核問題にも強い懸念が抱かれている

等の現状があり，これら大量破壊兵器拡散問題に引き続き対応していく。また，新たな核兵器国

出現の阻止のための IAEA 保障措置及び核兵器国を追求する主体による関連物資・技術の調達を

阻止するための輸出管理を推進していくことが必要であり，これら取組の強化に向け，アジアを

始めとする国際社会との協力を推進する。 

(９)原子力の平和的利用のための国際協力の推進は，今後も国際社会全体の課題であり，引き続き，

核不拡散(保障措置：Safeguards)，原子力安全(safety)，核セキュリティ(Security)の「３つの

Ｓ」を重視した国際的協力の推進に取り組んでいく。 

(10)科学技術外交を推進するため，二国間科学技術合同委員会の活性化が重要であり，戦略的かつ

効果的に実施していく。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

１  

(１)シンクタンク育成は日本の外交安保に極めて重要と考えるし，外務省の調査研究・政策提言事業が

一定の効果をもっていると思う。しかしこうした支援がどの程度効果を挙げたかはより精緻に分析さ

れるべきであろう。「世界シンクタンク調査」にランクされる日本のシンクタンクの数と外務省事業

との関連性が明確でない。 

(２)また，日本の国際発言力の不足の一因は，シャングリラ・ダイアローグやミュンヘン安全保障会議

に比肩するような，国際的に成果を確立した国際会議がない点も大きい。複数のシンクタンクの共催

を支援する形で長期的に大規模な民間国際会議を支援することも検討すべきではないか。 

(３)「国連改革に関するパブリックフォーラム」等の研究会合で日本国内で行われるものの効果はどの

程度であろうか。国際会議や国際的な研究プロジェクト支援の方が効果があるのではないか。 

(４)国際機関での人材や NGO など官民連携の弱さが日本外交の弱点であると思う。人材育成について
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は，いわゆるグローバル人材育成事業が文科省を中心に行われており，省庁間協力によって国際機関

で活動できる人材を戦略的に育成できるプログラムを高校，大学，大学院レベルで検討してはどうか。

また，NGOとの連携には，博士号を取得した専門家が NGOや省庁に柔軟に所属して活動することが諸

外国で多い。ポスドクの活用を含めて，人材活用政策が重要である。 

２ 

(１)外部有識者及びシンクタンクとの連携では「外交・安全保障調査事業費補助金」制度により，外務

省と事業申請者を繋ぐ創造的な競争的事業となっている。同事業の審査・評価体制も充実しているが，

国内のシンクタンク・教育機関・NGOなどの幅広い事業者が競争に参入できる環境の醸成に努力して

ほしい。また同事業の研究成果を日本語の報告書にとどめず，積極的に英語媒体で発表することを促

すべき。 

(２)岸田外務大臣の演説は安定感があり評価できるが，大臣自身の外交観や優先順位をより濃く反映し

てよいのではと考える。大臣の核軍縮・不拡散に寄せる思いは徐々に浸透しているが，さらに他分野

にも拡大させてほしい。 

(３)アジア太平洋地域の安全保障枠組みでは，アジェンダ設定の重要性が高まっている。そのためにも，

日本が各種会期間会合(ISM)での(共同)議長となることは極めて重要である。 

(４)安全保障の法的基盤に関する７月１日の閣議決定を踏まえ，国際平和協力法の改正に備えた PKO へ

の参加方針・運用方法に関する更なる検討が必要である。 

(５)国際テロリズムは南アジア・アラビア半島・北アフリカなどにその拠点が分散しており，シリア内

戦からイラクへと波及して新たなイスラム秩序を模索するなど，新しい展開が生まれている。また欧

米圏からこれらの内戦に参加し再び欧米圏に回帰するテロリストへの懸念が高まっている。海外の治

安・法執行機関・外務省と連携して，これら新しい動向の情報収集・分析体制の強化をすることが不

可欠である。「測定指標の目標」はやや協力強化・支援強化という項目に留まっているが，政策目標

がより具体化されることが望まれる。 

(６)年度別の政策評価の所掌範囲を超えるが，国連安保理改革と日本の常任理事国入りという目標は，

いかなる具体性をもって実現できるのか，全く見えてこない。2005年における安保理改革の挫折はど

のような教訓とされ，平成 27(2015)年に向けて何を達成しようとしているのか。「モメンタムの向上」

は重要だが，具体的な指標が見えにくい。 

３ 明確な意図のもと着実な取組が行われていることに加え，施策の有効性を向上させるための新たな

取組も行われている。一部未達成の指標はあるものの，目標達成に近いレベルにあるため，「相当程

度進展あり」との評価は妥当と評価する。 

４ 

(１)外交青書の発刊という活動レベルの記述ではなく，「わかりやすい内容」が重要点であると考えら

れるので，できれば「わかりやすさ」を問うアンケート結果等があるとよい。 

(２)例えば，海賊対策の分野でも言えるが，外務省の施策と他府省(防衛省・自衛隊)の活動とを混同し

ないよう留意することが望ましい。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

総合外交政策局 政策評価実

施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １  中長期的かつ総合的な外交政策の企画立案と対外発信 

概要 (１)委託調査，会合の実施等を通じた外部有識者及びシンクタンクと連携を強化する。 

(２)中長期的・戦略的外交政策の対外発信を行う。 

関連する内閣

の重要政策 

特になし。 

 

測

定

指

標 

１(１)委託調査，会合の実施等を通じた外部有識者及びシンクタン

クとの連携強化 
年度目標 

基

準 
－ 

外部有識者及びシンクタンクとの連携   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 その時々の重要な国際的課題に関する調査研究・政策提

言事業への補助や委託，研究会の実施などを通じて，国内

外の有識者・研究機関との有機的かつ積極的な連携が図ら

れた。 

 各国の大統領・首相経験者等がグローバルな課題につき

議論し政策提言することを目的とする会合(元老会議，通称

「OB サミット」)が，ケベックシティで総会を開催し，水

資源をめぐる危機や，大量破壊兵器に関する声明を提出し

た。  

 研究会，会合の実施，調査研究・政策

提言事業への補助等を通じて有益な情

報を収集し，外交政策の企画立案に役立

てる。 

  

  

24

年

度 

 重要な国際的課題に関する調査研究・政策提言事業への

補助や委託，研究会の実施などを通じて，報告書・政策提

言を得た。 

調査研究・政策提言事業への補助や委託は，中長期的な

外交戦略を立案する上で重要かつこれまで必ずしも研究が

進んでいないテーマ(「政権交代に際しての外交の持続性」，

「アジア(特に南シナ海・インド洋)における安全保障秩

序」，「北極のガバナンスと日本の外交戦略」，「宇宙に

関する各国の外交政策」等)について実施した。 

研究会(「民主主義国家における外交政策」等)で得た政

策提言・知見について，研究会委員と省内関係者との間で

議論し，同政策提言を実施するための政策目標をとりまと

めた。 

 元老会議(通称「OBサミット」)が，天津で総会を開催し，

地球規模の課題に関する声明を出した。  

研究会，会合の実施，調査研究・政策

提言事業への補助等を通じて有益な情

報を収集し，外交政策の企画立案に役立

てる。 

  

  

  

25

年

度 

 重要な国際的課題に関する調査研究・政策提言事業への

補助や委託，研究会の実施などを通じて，報告書・政策提

言を得た。 

 シンクタンクの情報収集・分析・発信・政策提言能力向

上に向け，外交・安全保障調査研究事業費補助金制度を立

ち上げた。 

調査研究・政策提言事業への補助や委託は，中長期的な

外交戦略を立案する上で重要なテーマ(「朝鮮半島のシナリ

オ・プランニング」，「東アジア安全保障と日米同盟，軍

備管理と緊張緩和」，「『言論』の力による『強いパブリ

ック・ディプロマシー』」，「『インド太平洋時代』の日

本外交」，「チャイナ・リスクと地域経済統合に向けた取

組」，「価値観外交を基軸とした日本外交の活性化」，「北

アフリカ地域の主要『部族』の役割」等について実施した。 

 元老会議(通称「OBサミット」)が，バーレーンで総会を

開催し，世界の現状，水とエネルギー関係，宗教的分断に

かける橋，核不拡散に関する声明を出した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

研究会，会合の実施,調査研究・政策

提言事業への補助等を通じて有益な情

報を収集し，外交政策の企画立案に役立

てる。特にシンクタンクの育成・強化に

努め，日本の外交政策のあり方等につい

て，有益な知見を得る。 

140 
 



 目

標 
－ 

中長期的・戦略的外交政策の企画立案を強化する。  

 １(２)中長期的・戦略的外交政策の対外発信の強化 年度目標 

基

準 
－ 

中長期的・戦略的外交政策の対外発信の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 23 年度当初には，平成 22 年の国際情勢と日本外交に関

する外交青書を発刊し，幅広く国民一般に広報することに

より，日本の外交政策に対する国民の一層の理解促進に努

めた。 

 大臣等による発信効果の高いスピーチの作成を補佐する

ことができた。特に外務大臣の政策スピーチについては，

中期的な計画に基づく戦略的な発信に重点を置いた(「日本

の豊かさはアジア太平洋とともに」(12月 14日)，「第 180

回国会における玄葉外務大臣の外交演説」(１月 24 日)，

(「我が国のグローバルな課題への取組～『フルキャスト・

ディプロマシー』の展開と協力フロンティアの拡大～(２月

28日)等)。 

 外務大臣等の政策スピーチ，外交青書

の発刊等により対外発信を強化する。 

  

  

24

年

度 

 平成 23 年の国際情勢と日本外交に関する取組について

記述した平成 24 年版外交青書を発刊し，幅広く国民一般に

広報することにより，日本の外交政策に対する国民の一層

の理解促進に努めた。 

 外務大臣の政策スピーチについては，中期的な視点によ

る外交政策の戦略的な発信に重点を置いた(「ネットワーク

外交がつくる『質の高い社会』」(５月 24日)，「アジア太平

洋時代の秩序形成とルールづくり」(10月 26日)，「第 183

回国会における岸田外務大臣外交演説」(２月 28日)等)。 

外務大臣等の政策スピーチ，外交青書

の発刊等により対外発信を強化する。 

  

  

  

25

年

度 

 平成 24 年の国際情勢と日本外交に関する取組について

記述した平成 25 年版外交青書を発刊した。図表や写真の活

用，特集記事やコラムの掲載等で，分かりやすい内容とす

ることにより，日本の外交政策に対する国民の一層の理解

促進に努めた。 

 外務大臣の政策スピーチについては，中期的な視点によ

る外交政策の戦略的な発信に重点を置いた(「対中南米政策

スピーチ」(４月 29日)，「第 19回国際交流会議『アジア

の未来』におけるスピーチ」(５月 23日)，「第 186回国会

における岸田外務大臣外交演説」(１月 24日)，「ODA政策

スピーチ」(３月 28日)等)。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

外務大臣等の政策スピーチ，外交青書

の発刊等により対外発信を強化する。特

に外務大臣のスピーチでは中長期的な

視野に立った戦略的な発信に，また，外

交青書については，効果的な図表や写真

の活用及び特集記事やコラムの掲載を

通じてより分かりやすい内容となるよ

う配慮した編集に重点を置く。 

 目

標 
－ 

中長期的・戦略的外交政策の対外発信を強化する。  

 １(３)(参考指標)調査研究委

託，研究会研究の成果として作

成・配布された報告書の数 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 210 200 60 60 

 １(４)(参考指標)調査研究委

嘱件数 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 3 3 1 1 

 １(５)(参考指標)研究会の開

催回数 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 2 9 13 14 

 １(６)(参考指標)元老会議(通

称「OB サミット」)：政策提言

の数 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 1 1 1 1 
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 １(７)(参考指標)外交青書の

発行部数及びインターネット

によるアクセス数 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 

①日本語版 

②英語版 

③アクセス数 

①7,000 

②5,000 

③682 万件 

①7,000 

②5,000 

③667万件 

①7,000 

②4,500 

③720 万件 

①7,000 

②4,500 

③273 万件(注) 

 １(８)(参考指標)米ペンシル

バニア大学の「世界のシンクタ

ンク調査」において上位にラン

クされる日本の研究所の数 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 － － － 4 

 １(９)(参考指標)補助金競争

率(応募企画数／採択企画数) 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 － － － 2.6 

 １(10)(参考指標)外交・安全保

障調査研究事業報告書 

①作成件数 

②配布方法 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

 － － － 

①16 

②外務省 HPにて

公表予定 

(注)昨年度と集計方法が異なるため，前年度との比較は困難。 

 

分析 １ 施策の必要性 

国際の平和と安定に寄与し，我が国の安全と繁栄を確保するためには，我が国が直面する諸課題に

対し，中長期的かつ総合的な外交政策を企画立案する機能を強化することが必要である。そのため，

有識者，研究機関やシンクタンクとの連携強化が重要である。特に日本の外交シンクタンクの活動は

重要であり，その更なる育成・強化が必要となっている。 

また，我が国の外交政策を効率的に推進するため，外務大臣等の政策スピーチで外交全体を貫く原

則等を明確に打ち出すとともに，外交政策に対する国内外からの一層の理解と信頼が得られるよう，

外交青書で外交政策全般の進捗について対外発信することが必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)平成 25 年度の調査委託研究は，これまで必ずしも研究が進んでいなかった分野について行ってお

り，これらの実施を通じて得た政策提言は，今後の日本の外交政策を検討する上で重要な示唆を与え

るものとなった。(中長期的及び総合的な外交政策の企画立案(達成手段１①)) 

(２)平成 25 年度に立ち上げた外交・安全保障調査研究事業費補助金制度は，日本の外交シンクタンク

全体の底上げを図るとの観点から，競争性及び透明性を備えた制度となっており，結果として，質の

高い企画が採用され，これらシンクタンクの情報収集・分析・発信・政策提言能力の向上に資するも

のとなっている。(外交・安全保障調査研究事業費補助金(達成手段１②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)中長期的・戦略的外交政策の企画立案の強化 

 中長期的かつ総合的な外交政策企画立案機能を強化していくため，引き続き研究会，会合の実施,

調査研究・政策提言事業への補助等を通じて有益な情報を収集するとともに，我が国外交プレーヤー

全体の調査・研究・発信能力の向上の観点も踏まえ，特に急務となっているシンクタンクの育成・強

化を加速させていく。 

(２)中長期的・戦略的外交政策の対外発信の強化 

 国際情勢の推移及び我が国外交上の取組について幅広く国民一般に広報する必要性は高く，引き続

き，わかりやすい外交青書の編集，大臣等による政策スピーチを活用し，中長期的な視点による外交

政策の戦略的な発信を強化する。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)我が国の外交政策企画立案機能の強化のために，上記分析等のとおり，これまで一定の成果を上げ

ているが，今後も有識者・研究機関との連携を強化し，その知見を活用するとともに，我が国外交プ

レーヤー全体の調査・研究・発信能力の向上の観点も踏まえ，特に日本の外交シンクタンクの育成・

強化に努めていく。 

(２)対外発信事業についても，外交政策に対する国内外からの一層の理解と信頼を得ることが重要であ

り，中長期的な視点にたった戦略的な外務大臣のスピーチによる発信及び効果的な図表や写真の活用

及び特集記事やコラムの掲載を通じたよりわかりやすい内容の外交青書の編集を引き続き積極的に

実施していく。 
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作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外交青書(http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000034502.pdf) 

(第１章 概観，第４章 国民と共にある外交) 
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個別分野 ２ 日本の安全保障に係る基本的な外交政策 

概要 アジア太平洋地域の平和と安定を確保するため，ASEAN 地域フォーラム(ARF)を活用する。また，二

国間対話の実施や民間レベル(トラック２)の枠組みへの参加など，安全保障分野における協力関係を進

展させるよう努める。 

 日本国民の生命及び財産の保護，海上輸送の安全確保のために，ソマリア沖・アデン湾海賊問題に対

する取組を行う。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際協調主義に基づく積極的平和主義の下,平和で繁栄した世界の実現に向け，我が国ならでは

の貢献を一切惜しみません。」 

「今後も，我が国を守り，世界の平和と繁栄を実現するための外交を全力で推進してまいります。」 

「我が国は，『開かれ安定した海洋』の発展と公海における上空飛行の自由の確保に向け，主導的

な役割を果たします。」 

・第 186回国会における内閣総理大臣施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

 「先月東京で開催した日・ASEAN 特別首脳会議では，多くの国から積極的平和主義について支持を

得ました。ASEANは，繁栄のパートナーであるとともに，平和と安定のパートナーです。」 

「日本の自衛隊を，日本だけでなく，世界が頼りにしています。世界のコンテナの二割が通過する

アデン湾でも，海賊対処行動にあたる自衛隊，海上保安庁は，世界から高い評価を受けています。」 

・国家安全保障戦略(平成 25年 12月 17日閣議決定)抜粋 

Ⅱ国家安全保障の基本理念 

２我が国の国益と国家安全保障の目標 

 「第２の目標は，日米同盟の強化，域内外のパートナーとの信頼・協力関係の強化，実際的な

安全保障協力の推進により，アジア太平洋地域の安全保障環境を改善し，我が国に対する直接的

な脅威の発生を予防し，削減することである。」 

Ⅲ我が国を取り巻く安全保障環境と国家安全保障上の課題 

 ２アジア太平洋地域における安全保障環境と課題 

 (１)アジア太平洋地域の戦略環境の特性 

 「アジア太平洋地域においては，域内諸国の二国間交流と協力の機会の増加がみられるほか，

ASEAN 地域フォーラム(ARF)等の多国間の安全保障対話や二国間・多国間の共同訓練等も行わ

れ，相互理解の深化と共同対処能力の向上につながっている。地域の安定を確保するためには，

こうした重層的な取組を一層促進・発展させていくことが重要である。」 

Ⅳ我が国がとるべき国家安全保障上の戦略的アプローチ 

 １我が国の能力・役割の強化・拡大 

 (４)海洋安全保障の確保 

「海洋国家として，各国と緊密に連携しつつ，力ではなく，航行・飛行の自由や安全の確保，

国際法にのっとった紛争の平和的解決を含む法の支配といった基本ルールに基づく秩序に支え

られた「開かれ安定した海洋」の維持・発展に向け，主導的な役割を発揮する。具体的には，

シーレーンにおける様々な脅威に対して海賊対処等の必要な措置をとり，海上交通の安全を確

保するとともに，各国との海上安全保障協力を推進する。」 

「特にペルシャ湾及びホルムズ海峡，紅海及びアデン湾からインド洋，マラッカ海峡，南シ

ナ海を経て我が国近海に至るシーレーンは，資源・エネルギーの多くを中東地域からの海上輸

送に依存している我が国にとって重要であることから，これらのシーレーン沿岸国等の海上保

安能力の向上を支援するとともに，我が国と戦略的利害関係を共有するパートナーとの協力関

係を強化する。」 

 ３国際社会の平和と安定のためのパートナーとの外交・安全保障協力の強化 

 「我が国を取り巻く安全保障環境の改善には，上述したように政治・経済・安全保障の全ての

面での日米同盟の強化が不可欠であるが，これに加え，そのために重要な役割を果たすアジア太

平洋地域内外のパートナーとの信頼・協力関係を以下のように強化する。」 

 (５)「APECから始まり，EAS,ASEAN＋３，ARF，拡大 ASEAN国防相会議(ADMM＋)，環太平洋パート

ナーシップ(TPP)といった機能的かつ重層的に構築された地域協力の枠組み，あるいは日米韓，

日米豪，日米印といった三か国間の枠組みや，地理的に近接する経済大国である日中韓の枠組

みを積極的に活用する。また，我が国としてこれらの枠組みの発展に積極的に寄与していく。

さらに，将来的には東アジアにおいてより制度的な安全保障の枠組みができるよう，我が国と

しても適切に寄与していく。」 

144 
 



 

測

定

指

標 

２(１)ARF や各国との安保対話を通じた地域安全保障の促進 年度目標 

基

準 
－ 

ARF や各国との安保対話を通じた地域安全保障の促進   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ARF では，これまでの会合を通じ，参加国自身を当事者

とする問題(南シナ海情勢，朝鮮半島情勢，ミャンマー問題

等)を含め率直な意見交換を行う慣行が生まれつつあると

ともに，具体的な信頼醸成措置(年次安保概観の提出，各種

会合の開催等)が実施されている。我が国は，ほぼすべての

関連会合等に参加している。また，我が国は７月まで海上

安全保障会期間会合(ISM)の共同議長国をつとめ，現在は信

頼醸成に関する優先分野のリード国をマレーシアとともに

つとめている。３月には，リード国としての取組の参考と

するために国際ワークショップ「海上安全保障における信

頼醸成措置」を東京にて開催した。 

 さらに，日仏，日豪等の二国間の安全保障対話において

は，アジア太平洋地域の安全保障(海上安保を含む)につい

て率直な意見交換を行った。 

 第 18 回 ARF 閣僚会合を成功裏に実施

し，また，ARF 対テロ会期間会合を主催

する。 

 各国との安保対話を実施する。 

  

  

24

年

度 

 ７月に開催された閣僚会合を始めとした各分野のワーク

ショップを含むほぼ全てのARFに関する関係会合(約10件)

に出席した。その際，これまで既に行われてきた具体的な

信頼醸成措置(年次安保概観の提出，各種会合の開催等)の

着実な実施に加え，各分野における取組にこれまで以上に

主体的に貢献した。具体的には，海上安全保障分野におけ

る信頼醸成に関する優先分野のリード国としての貢献，テ

ロ対策・国境を越える犯罪対策分野における「過激化対策」

ワークショップの開催(２月)，不拡散・軍縮分野での

ISM(会期間会合)共同議長国としての取組及び ARF 宇宙ワ

ークショップ(12月)への運営支援などが挙げられる。 

また，ARF における予防外交の推進に向けた取組として

行われた，東ティモールへの選挙監視団の派遣に際し，米

豪と共に主導的な役割を果たしたほか，EAS，ADMM プラス

等の他の地域枠組みとの連携の重要性に踏み込んだ議論に

関し，我が国から積極的に発言・提案を行うなど，ARF ア

ーキテクチャー自体の発展に向けた貢献も積極的に行っ

た。 

 さらに，豪州や欧州諸国を始めとした各国との二国間安

全保障対話(日豪 PM(外務防衛当局間)協議(８月)，日英 PM

協議(１月)，日仏 PM協議(２月))や，アジア安全保障会議

(シャングリラ・ダイアローグ)(６月) 及びミュンヘン安全

保障会議(２月)，ハリファクス国際安全保障フォーラム(11

月)等の民間対話の枠組みへの参加を通じて，アジア太平洋

地域の平和と安定の実現にむけた意見交換や具体的な協力

について協議を行った。 

 アジア太平洋地域の平和と安全を確

保するため，ARF 各種会合を通じた協力

を推進する。 

 各国との安保対話を実施する。 

  

  

  

25

年

度 

 昨年７月に開催された閣僚会合を始めとした各分野のワ

ークショップを含むほぼ全ての ARF に関する関係会合(約

10 件)に出席した。その際，これまで既に行われてきた具

体的な信頼醸成措置(年次安保概観の提出，各種会合の開催

等)の着実な実施に加え，各分野における取組にこれまで以

上に積極的に貢献した。具体的には，海上安全保障分野に

おける信頼醸成に関する優先分野のリード国としての貢

献，災害援助分野及び不拡散・軍縮分野での ISM(会期間会

合)共同議長国としての取組,サイバーに関するワークショ

ARF 閣僚会合を始めとする ARF 関連会

合等に参加し，各国間の理解・協力の促

進に貢献すべくイニシアティブを発揮

しつつ，我が国の立場の理解確保に努

め，もってアジア太平洋地域の平和と安

全の確保を図る。特に，ARF 海上安全保

障 ISMの優先分野である信頼醸成につい

ては，リード国として，関連会合の開催

や，他の関連活動への運営支援に努め
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ップでのサイバー政策担当大使による我が国の取組の紹介

及び ARF 宇宙ワークショップ開催に向けた準備などを主導

した。 

その中で，EAS，ADMM プラス等の他の地域枠組みとの連

携の重要性に踏み込んだ議論に関し，我が国から積極的に

発言・提案を行うなど，地域のアーキテクチャー全体の発

展に向けた貢献も積極的に行った。 

 また，本年２月のミュンヘン安全保障会議において，岸

田外務大臣が我が国として初めて外務大臣として出席し，

グローバル・コモンズにおける法の支配の重要性にも言及

しつつ，国際社会及び地域の平和と安全の実現に向けた日

本の具体的取組を表明し，国際場裏において存在感を発揮

した。また，昨年５月のアジア安全保障会議(シャングリ

ラ・ダイヤローグ)では，代表団を派遣し，信頼醸成の促進

に寄与した。ARF のトラック２(CSCAP)やトラック１.５

(ARF・EEP)に参加する有識者を通じた我が国の安全保障政

策についての対外発信及びトラック１との連携強化も積極

的に行った。 

さらに，各国との二国間安全保障対話を引き続き積極的

に実施するとともに，米国，豪州に加え，英国，仏，ロシ

アとの「２＋２」閣僚級会議の立ち上げ等，二国間の安全

保障協力に関する対話を強化した。その中で，我が国の安

全保障政策に対して支持を得るとともに，防衛装備協力に

向けた案件の特定等具体的な成果を得た。 

 

【目標の達成状況： 〇 】 

る。 

災害救援分野のほかサイバーや宇宙

といった新たな分野でイニシアティブ

を発揮していく。 

関係国と連携しつつ，法の支配の尊重

など我が国の立場を主張していく。 

EAS との連携など，より重層的な取組

のために我が国が貢献しうる内容を検

討していく。また，仏，豪を始めとした

各国との二国間の安全保障対話を通じ

た意見交換を行う。ミュンヘン安全保障

会議，アジア安全保障会議(シャングリ

ラ・ダイアローグ)，アジア太平洋安全

保障協力会議(CSCAP)等の安全保障や防

衛分野の会議への参加を積極的に行う

ことで，アジア太平洋地域の平和と安定

のための基盤となる信頼醸成の促進に

努める。 

 目

標 
－ 

アジア地域の平和と安定を確保し，国民の生命・財産を

守る。 

 

 ２(２)ソマリア沖・アデン湾における民間船舶の安全な航行の確保 年度目標 

基

準 
－ 

ソマリア沖・アデン湾の海賊対策への的確な対処   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 平成 21年６月に海賊対処法が成立して以来，我が国はア

デン湾に護衛艦２隻とＰ-３Ｃ哨戒機２機を展開し，６月に

はジブチに自衛隊の活動拠点を設置。海上自衛隊の護衛艦

２隻は，３月末までに，累計 343回の護衛活動で 2,467隻

の商船を護衛した。加えてＰ-３Ｃ哨戒機(２機)は，653回

任務飛行を行い，警戒監視や他国艦艇への情報提供を行っ

た。 

 また，国際場裏においては，ソマリア沖海賊対策コンタ

クトグループ及びその作業部会会合に出席・議論に積極的

に参加した他，第４回コンタクトグループ会合では議長国

を務める等，我が国の立場が国際社会における議論に反映

されるよう努めた。 

 海賊対処法に基づく海賊対処行動を

含む多層的な海賊対策の取組を継続す

る。 

  

  

24

年

度 

 我が国は，引き続きアデン湾に海上自衛隊の護衛艦２隻

とＰ-３Ｃ哨戒機２機を展開した。護衛艦２隻は，３月末ま

でに，累計 404回の護衛活動で 2,912隻の商船を護衛した。

加えてＰ-３Ｃ哨戒機(２機)は，累計 869 回任務飛行を行

い，警戒監視や他国艦艇への情報提供を行った。 

３月末までに， 周辺国の海上取締り能力向上のために，

国際海事機関(IMO)の基金に対し累計 1,460万ドルを拠出，

また海賊の訴追支援のための国際信託基金に対し累計 350

万ドルを拠出した。 

 海賊対処法に基づく海賊対処行動を

含む多層的な海賊対策の取組を継続す

る。 
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25

年

度 

１ 平成 25年のソマリア沖・アデン湾での海賊等事案発生

件数は 15 件(乗っ取られた船舶数は２隻，拘束された乗

員数は 34名)となっており，大幅に減少した。 

２ 我が国自衛隊による以下の海賊対処活動の継続に必要

な支援，諸外国との協力体制の構築，周辺国への海上保

安能力向上支援のさらなる強化等を実施した。 

・アデン湾に海上自衛隊の護衛艦２隻とＰ-３Ｃ哨戒機

２機を展開した。 

･護衛艦２隻は，３月までに，累計 509 回の護衛活動で

３,275 隻の船舶を護衛した。 

･従来のエスコート方式による護衛に加えて 12月より，

第 151連合任務部隊(CTF151)に参加し(Ｐ-３Ｃ哨戒機

も２月から参加),ゾーンディフェンスを実施してお

り，３月末現在で，約 3,010隻の商船を確認した。 

３ 平成 21年１月から，平成 26年３月末までの間に計 15

回のソマリア沖海賊対策コンタクトグループが設置さ

れ，我が国は定期的に会合に参加してきた。また，同コ

ンタクトグループ発足後に設置された各種作業部会にも

参加し，我が国の立場が国際社会における議論に反映さ

れるよう努め，また，諸外国との連携体制を強化した。 

 

【目標の達成状況： 〇 】 

我が国自衛隊による海賊対処活動の

継続に必要な支援，諸外国との協力体制

の構築，周辺国への海上保安能力向上支

援のさらなる強化等を実施する。 

ソマリア沖海賊対策コンタクトグル

ープ及びその作業部会会合に参加し，我

が国の立場が国際社会における議論に

反映されるよう努めるとともに，諸外国

との連携体制を強化する。 

 目

標 
－ 

ソマリア沖・アデン湾における民間船舶の安全な航行を

確保する。 

 

 ２(３)ARF 関連会合へ

の我が国の出席率 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 24年度 25年度 － 

 75％ 85％【〇】 － 

 年度目標値  85％  

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)一層厳しさを増すアジア太平洋地域の安全保障環境を踏まえ，同地域の平和と安定を確保していく

ためには，同地域における米国の存在と関与を確保すべく日米同盟の強化に取り組むとともに，二国

間及び多国間の対話や民間レベル(トラック２)の枠組みを重層的に用いて各国との信頼醸成を促進

し，安全保障環境を向上させていくことが必要である。 

同地域の 26 か国及び EU が参加する ARF は，アジア太平洋地域において安全保障問題を議論する

数少ない政府間対話の枠組みであり，また，多くの分野で実質的な協力や取組が進捗する実効性の高

い枠組みとなっている。そのため，ARFの閣僚会合を始めとした関連会合等を積極的に活用し，我が

国の立場への各国の理解を求める必要がある。また，ARF を通じ，地域各国の相互信頼関係を高め，

ひいては安全保障分野における協力関係を進展させることが重要である。 

また，シャングリラ・ダイアローグやミュンヘン安全保障会議といった民間対話は国際社会やメ

ディアの関心を集めるフォーラムであり，我が国の立場を発信し，信頼醸成を図る格好の機会である

ところ，引き続き積極的に活用していく必要がある。 

さらに，信頼関係の強化のみならず，具体的な安保協力の成果につなげるため，二国間対話を積

極的に実施することが必要である。 

(２)我が国は，海に囲まれ，かつ，主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高く，

船舶航行の安全確保は日本の経済社会及び国民生活にとって極めて重要である。なかでも，日本関係

船舶の主要航路の一つであるソマリア沖・アデン湾において近年発生している海賊事案は，我が国の

みならず，国際社会にとっても脅威となっている。ソマリア沖・アデン湾の海賊発生事案は減少傾向

にあるものの，国際社会は依然として，同海域の状況は予断を許さずこれまでの取組を弱めれば状況

は容易に逆転し得るとの認識を有しており，各国は引き続きソマリア海賊問題解決のため施策を進め

ている。我が国としても，引き続き同問題解決のための施策を継続することが必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)閣僚会合を始め，ほぼ全ての ARF関連会合に参加し，各分野の取組で我が国の経験・知見・技術な
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どを活用・共有しつつ，積極的にイニシアティブを発揮したことは，アジア太平洋地域における信頼

醸成を促進し，安全保障環境を向上させる上で有効であった。特に，海上安全保障分野における信頼

醸成に関する優先分野のリード国並びに災害支援分野及び不拡散・軍縮分野でのISM共同議長を務め，

議論の促進に貢献した。(安全保障政策全般にかかる外交政策立案(達成手段２①)) 

(２)英，ロシア，仏との２＋２を立ち上げたことは，これら諸国との二国間の安全保障対話の促進に資

することとなった。(安全保障政策全般にかかる外交政策立案(達成手段２①)) 

(３)50 周年の記念となるミュンヘン安全保障会議に岸田外務大臣が外務大臣として初めて出席し，セ

ッションの総括コメントで，日本の安全保障政策について発信できたことは，我が国の立場に関する

国際社会の理解を促進する上で，大きな効果があった。(安全保障政策全般にかかる外交政策立案(達

成手段２①)) 

(４)アデン湾での海上自衛隊による護衛活動実施のため，諸外国との連携体制を更に強化したことは，

海賊事案件数の大幅な減少等我が国が海賊対策を進める上で有効であった。 (海賊対策等の検討・実

施を通じた海上安全保障の促進に関する事業(達成手段２②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)ARF や各国との安保対話を通じた地域安全保障の促進 

アジア太平洋地域の平和と安全のため信頼醸成を促進し，安全保障環境を向上させていくことは

引き続き重要であり，今後も，ARF 閣僚会合を始めとした ARF各種関連会合等への参加や，各国との

二国間の安全保障対話を通じた意見交換，安全保障や防衛分野の会議への積極的な参加を行う。 

(２)ソマリア沖・アデン湾における民間船舶の安全な航行の確保 

ソマリア沖・アデン湾の海賊問題解決のための施策は，引き続き重要であり，今後も我が国自衛

隊による海賊対処活動の継続に必要な支援，諸外国との協力体制の構築，周辺国への海上保安能力向

上支援のさらなる強化，ソマリア沖海賊対策コンタクトグループ及びその作業部会会合への参加等実

施する。 

(３)ARF 関連会合への我が国の出席率 

ARF 関連会合への出席は，アジア太平洋地域の平和と安全のため信頼醸成を促進し，安全保障環境

を向上させていく上で重要であり，25 年度は 85％という高い出席率を掲げ，日程調整等における開

催国側の柔軟な対応等にも恵まれた結果，辛うじて同目標を達成できた。他方，この目標値を継続し

て達成することは難しいと考えることから，今後はおおむね過去の平均出席率を目安に，より妥当な

目標値を検討し，その達成を目指す。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)ASEAN 各国からは，引き続き ARF自体の更なる発展に向けた我が国の貢献への期待が高く，我が国

が ARFを通じ各国を支援していくことは，ASEAN各国の能力構築との面から有意義であり，ひいては

地域の安定に大きく貢献するものと考えられる。このため，引き続き ARFの様々な分野でイニシアテ

ィブを発揮していく。また，民間対話(トラック２)への国際社会やメディアの関心の高さや，発信力

の高さが再確認されたところ，今後も積極的に参加していく。  

(２)ソマリア沖・アデン湾の海賊対策について，海賊発生事案は減少したものの，海賊を生み出す根

本的な原因となるソマリア国内の問題等は解決しておらず，依然として船舶の航行の安全に大きな脅

威となっている。今後も，取組を強化していくとともに，国際社会と協力の上，同問題の根本的な解

決に向けて，更なる進展を図ることが引き続き課題となっている。このため，我が国自衛隊による海

賊対処活動の継続に必要な支援，諸外国との協力体制の構築，周辺国への海上保安能力向上支援のさ

らなる強化等を実施する。また，関連国際会合に積極的に出席し，我が国による貢献を周知するとと

もに，諸外国との連携体制を更に強化する。さらには，本問題の根本的な解決に向けて，諸外国と協

力しながら，二国間及び国際機関を通じた支援や施策を効果的に実施し，我が国として持てる力を活

かし，適切に貢献する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

(ARF 関連) 

・外務省ウェブサイト(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ASEAN/ARF/index.html)  

・関係国等ホームページ(http:/www.ASEANregionalforum.org/)  

(海賊対策関連) 

・外務省ウェブサイト(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pirate/index.html)   

・国土交通省ウェブサイト(http://www.mlit.go.jp/maritime/index.html) 

・防衛省ウェブサイト(http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/somaria/index.html) 

・海保庁ウェブサイト(http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/anti-piracy/index.htm) 
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・ソマリア沖海賊対策コンタクトグループ会合(米国務省が作成・管理) 

 (http://www.state.gov/t/pm/ppa/piracy/contactgroup/index.htm) 

・国際海事局

(http://www.icc-ccs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=16) 

・アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター(http://www.recaap.org/index_home.html) 
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個別分野 ３ 国際平和協力の拡充，体制の整備 

概要 国際社会の平和と安定に向け，自衛隊，警察等と連携しつつ，国連 PKO等への派遣を始めとする

国際平和協力の推進・拡充を図るとともに，国連を始めとする国際社会の取組・議論に積極的に貢

献を行う。 

 国際平和協力分野の人材の裾野を拡充するため，平和構築人材育成事業の実施を始め，国内基盤

の整備・強化を実施する。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 68回国連総会一般討論演説(平成 25年９月 26日) 

「日本として，積極的平和主義の立場から，PKOを始め，国連の集団安全保障措置に対し，よ

り一層積極的な参加ができるよう，私は図ってまいります。国連の活動にふさわしい人材を，我

が国は，弛まず育てなくてはならないと考えます。」 

・国家安全保障戦略(抜粋)(平成 25年 12月 17日) 

Ⅳ 我が国がとるべき国家安全保障上の戦略的アプローチ 

４ 国際社会の平和と安定のための国際的努力への積極的寄与  

我が国は，国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から，国際社会の平和と安定のた

め，積極的な役割を果たしていく。 

(４)国際平和協力の推進  

我が国は 20 年以上にわたり，国際平和協力のため，カンボジア，ゴラン高原，東ティモ

ール，ネパール，南スーダン等，様々な地域に自衛隊を始めとする要員を派遣し，その実績

は内外から高い評価を得てきた。  

今後，国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から，我が国に対する国際社会からの

評価や期待も踏まえ，PKO 等に一層積極的に協力する。その際，ODA 事業との連携を図るな

ど活動の効果的な実施に努める。  

また，ODAや能力構築支援の更なる戦略的活用や NGOとの連携を含め，安全保障関連分野

でのシームレスな支援を実施するため，これまでのスキームでは十分対応できない機関への

支援も実施できる体制を整備する。  

さらに，これまでの経験を活用した平和構築人材の育成や，各国 PKO要員の育成も政府一

体となって積極的に行う。これらの取組を行うに当たっては，米国，オーストラリア，欧州

等同分野での経験を有する関係国等とも緊密に連携を図る。 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「我が国は，南スーダンを含め国連平和維持活動(PKO)に更に貢献し，要員派遣や人材育成な

どを通じて，平和維持・平和構築を推進します。」 

 

測

定

指

標 

３(１)国際平和協力法に基づく要員派遣・物資協力の推進，国際社

会の取組・議論への積極的な貢献 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

４つの国連 PKO への派遣に加え，新たに１つの国連 PKO

に要員を派遣し，スーダンに住民投票監視団を派遣した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 これまで実施してきた３つの国連 PKO への派遣に加え，

新たに国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)への要員

派遣を実施した。また７月，「PKO の在り方に関する懇談

会」の中間取りまとめを発出し，国際平和協力法改正の要

否を含めて検討を開始した。９月には，日米共催で国連平

和維持活動幹部要員訓練コースを開催した。また，国連 PKO

特別委員会等の国際的な議論に積極的に貢献した。 

 国際社会の平和と安定に向けて我が

国の国際平和協力を推進・拡充するとと

もに，国際社会の取組・議論に積極的な

貢献を行う。また，それを実現するため

の国内基盤を整備・強化する。 

  

  

24

年

度 

国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し，年度

を通じ 300 人以上の規模の要員を派遣し，南スーダンの安

定と国づくりに貢献した。 

国連ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)に派遣していた

我が国の施設部隊は 12月に撤収し，その際，部隊が使用し

ていた資機材の一部を物資協力として国連及びハイチ政府

に贈与した。 

また，我が国が平成８(1996)年２月から派遣していた

UNDOF からの撤収に際しても，国連に対し同様に物資協力

として車両を譲渡した。 

国際平和協力法の改正については，法制度のあり方及び

 国際社会の平和と安定に向けて我が

国の国際平和協力を推進・拡充するとと

もに，国際社会の取組・議論に積極的な

貢献を行う。また，それを実現するため

の国内基盤を整備・強化する。 
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運用のあり方の両面について検討した。 

また，国連 PKO 特別委員会等の国際的な議論に積極的に

貢献した。  

  

  

  

25

年

度 

国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に対し，年度

を通じ400人以上の規模の要員を派遣し，さらに10月には，

派遣期間延長のほか派遣要員数の増強及び活動地域の拡大

も決定され，南スーダンの安定と国づくりに貢献した。ま

た，12月からの南スーダン情勢の悪化を受け，首都ジュバ

周辺において避難民支援活動を行うなど現地の状況に合わ

せた柔軟な対応を行った。 

 物資協力については，国際移住機関(IOM)や UNMISS に対

して計３回実施し，人道的な救援活動や PKO ミッションの

ために貢献した。 

国際平和協力法の改正については，法制度のあり方及び

運用のあり方の両面について検討した。 

11月には，日米共催で第３回となる国連平和維持活動幹

部要員訓練コースを開催した。 

また，国連 PKO 特別委員会等の国際的な議論に積極的に

貢献した。 

 

【目標の達成状況： 〇 】 

国際社会の平和と安定に向けて我が

国の国際平和協力を推進・拡充するとと

もに，国際社会の取組・議論に積極的な

貢献を行う。また，それを実現するため

の国内基盤を整備・強化する。 

具体的には，国連南スーダン共和国ミ

ッション(UNMISS)への要員派遣を通じ

て南スーダンの安定と国づくりへの貢

献を継続するとともに，国連 PKO等に対

する協力のああり方り方について検討

する。また，米国と共催で国連平和維持

活動幹部要員訓練コースを開催する。国

内においては，法的基盤の強化に向け積

極的に取り組む。 

 

目

標 
－ 

国際社会の平和と安定に向けて我が国の国際平和協力を

推進・拡充するとともに，国際社会の取組・議論に積極的

な貢献を行うこと，及びそれを実現するための国内基盤を

整備・強化する。 

 

 ３(２)平和構築人材育成事業の日本人修了生の就職実績 年度目標 

基

準 

21

年

度 

19 年度の本事業の日本人修了生(15 名)は，21 年度に研

修終了後，国際機関(４名)，PKO・国連政治ミッション(１

名)，政府機関(４名)等に就職した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 これまで，本事業の日本人修了生の約９割は国連 PKO ミ

ッション(国連スーダン・ミッション(UNMIS),国連アフガニ

スタン支援ミッション(UNAMA)等)や平和構築に関連する国

際機関等(国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)，国連開発計

画(UNDP)等)に就職した。 

 21年度の日本人修了生(15名)は，23年度に研修終了後，

国際機関(７名)，政府機関(４名)等に就職した。 

 国際平和協力分野の裾野を拡大する

ため，平和構築の現場で活躍できる人材

を育成する。 

  

  

24

年

度 

これまで，本事業の日本人修了生の約７割は，国連 PKO

ミッション(国連スーダン・ミッション(UNMIS),国連アフガ

ニスタン支援ミッション(UNAMA)等)や平和構築に関連する

国際機関等(国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)，国連開発

計画(UNDP)等)に就職した。 

 22年度の日本人修了生(15名)は，24年度に研修終了後，

国際機関(６名)，政府機関(３名)等に就職した。 

 国際平和協力分野の裾野を拡大する

ため，平和構築の現場で活躍できる人材

を育成する。 

  

  

  

25

年

度 

これまで，本事業の日本人修了生の約 8.5割は，国連 PKO

ミッション(国連コンゴ(民)安定化ミッション(MONUSCO))

や国連特別政治ミッション(国連アフガニスタン支援ミッ

ション(UNAMA))及び平和構築に関連する国際機関等(国連

難民高等弁務官事務所(UNHCR)，国連開発計画(UNDP)等)に

就職した。 

 23年度の日本人修了生(15名)は，25年度の研修終了後，

国際機関(４名)，政府機関・JICA(２名)等に就職した。 

 また，事業の効率化を図るために，２年目事業での一般

競争入札の導入や平成 22 年度以降隔年で実施してきた文

民専門家訓練コースの予算要求の見合せ等により，経費縮

国際平和協力分野の裾野を拡大する

ため，平和構築の現場で活躍できる人材

を育成する。 

予算削減による事業の縮小も踏まえ

て事業の効率化を図りつつ，海外実務研

修の派遣先の多様化等の事業内容の充

実を図る。 
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減に努めた。海外実務研修の派遣先は11か国(平成24年度)

から 15 か国に多様化し，15 名全員が異なる国に派遣され

ることとなった。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

国際平和協力分野の裾野を拡大するため，平和構築の現

場で活躍できる人材を育成する。 

 

 ３(３)世論調査における国連

平和維持活動(PKO)等への参

加に肯定的な回答の割合 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 22年度 25年度 － 

 
85.2% 83.7% 

【 △ 】 

86.0% 

 年度目標値  86.0%  

 ３(４)セミナー等の開催数及

び国際平和協力調査員を含む

職員の PKO に関する国際会議

やセミナー等出席回数 

基準値 実績値(【】内:目標の達成状況) 目標値 

 22年度 25年度 － 

 
13 20 

【 ○ 】 

14 

 年度目標値  14  

 ３(５)平和構築人材育成事業 

①本コース研修員の総数 

②全ての研修コース対象者数 

基準値 実績値(【】内:目標の達成状況) 目標値 

 21年度 25年度 － 

 

①15 

②80 

①15 

②60 

【 ○ 】 

①15 

②60 

 
年度目標値  ①15 

②60 

 

 

分析 １ 施策の必要性 

冷戦終結後，世界各地で紛争が多発し，平和構築への取組の必要性は格段に増大している。国連 PKO

等の要員数も平成 12(2000)年から平成 24(2012)年までに約２万人から約 10万人と約５倍に増大する

とともに，その任務も多様化・複雑化し，適切な要員や装備の確保が課題となっている。右を踏まえ，

我が国としては，国連 PKO等への人的貢献等を強化することが国際社会の責任ある一員として必要不

可欠である。また，増大するニーズに対し，投入する資源は限られていることから，国連 PKO 等のよ

り効果的かつ効率的な活動の実現等に向けて国際社会の取組，議論において，積極的に貢献すること

が重要である。 

さらに，国連 PKO，国際機関等における文民の役割が飛躍的に増大しているため，平和構築の現場

で活躍できる文民専門家の長期的かつ安定的な育成が急務である。例えば，国連 PKOミッションに派

遣されている約 5,200名の文民のうち邦人は僅か 11名(平成 25年１月現在)に留まっており，当面の

重要課題として，文民の人材育成及び現地における貢献が求められている。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響  

(１)UNMISS への要員派遣については，司令部要員及び施設部隊の派遣を継続し，かつ派遣要員数の増

強や活動地域拡大を通じて南スーダンの平和と安定のために多大な貢献をしており，国際平和協力の

推進・拡充を達成する上で効果的であった。一方で，平成 25年 12 月中旬以降，南スーダン情勢の悪

化という想定外の事態が発生したため，予定されていた施設部隊の東エクアトリア州及び西エクアト

リア州への活動地域の拡大は当面の間見送られたものの，首都ジュバ周辺において避難民の支援活動

等に従事し，成果を上げている。また，悪化した情勢に対応するために，UNMISSに対する物資協力を

行った。(国際平和協力の拡充(達成手段３①)) 

(２)第３回国連平和維持活動幹部要員訓練コースについては，日本を含むアジア・太平洋地域の７か国

から軍人，警察官及び文民計 18 名の修了生を輩出するという結果を残し，国連 PKO の幹部候補生の

能力向上に貢献するとともに，他国からの参加者や講師との良好な協力関係の基礎を構築したという

点で，国際平和協力分野の人材の裾野を拡充する上で，有効かつ効率的であった。(国際平和協力の

拡充(達成手段３①)) 

(３)平和構築人材育成事業については，行政事業レビューの指摘を踏まえた経費縮減のための取組を行

いつつ，有識者懇談会を立ち上げて平和構築分野の人材育成のより良いあり方について議論を行い，
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研修員の人数及び質並びに研修の内容は例年どおりの成果を維持しており，国際平和協力分野の人材

の裾野を拡充する上で，有効かつ効率的であった。(平和構築人材育成事業(達成手段３②)) 

(４)世論調査における国連平和維持活動(PKO)等への参加に肯定的な回答の割合に関しては，毎年一回

内閣府が実施している「外交に関する世論調査」の測定値を援用しており，平成 25 年度は目標値と

して設定した 86.0%を僅かに下回る 83.7%という結果であったものの，依然として多くの国民から支

持を得ている。(国際平和協力の拡充(達成手段３①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国際平和協力法に基づく要員派遣・物資協力の推進，国際社会の取組・議論への積極的な貢献 

 国際社会の平和と安定のため，国連 PKOへの協力拡大等の積極的取組が急務となっており，更なる

貢献の実施が重要であるが，国連 PKOへの要員派遣は１つのミッションにとどまり，その派遣先であ

る UNMISS でも南スーダン情勢の悪化を受け，同国の安定と国づくりのための十全な活動を行うこと

が困難となり，今後見込まれるミッションの増派や避難民の保護に主として対応することとなる。 

 日本の目に見える貢献として，引き続き要員派遣や有意義な活動等，国連 PKO ミッションへの協力

を拡大していくが，協力拡大の前提となる法制度の整備も必要となるところ，新たな目標においては，

法制度の整備・強化を具体的な目標として追加する。また，チャレンジ・フォーラムによる国連事務

総長への国際平和協力に係る提言提出に協力し，国際社会の議論の場において一層の貢献を果たす。 

(２)平和構築人材育成事業の日本人修了生の就職実績 

 国際平和協力の拡充のため，引き続き平和構築の担い手たる優秀な人材を育成する。 

(３)世論調査における国連平和維持活動(PKO)等への参加に肯定的な回答の割合 

 国民の支持と理解を得ながら施策を進めるに当たり，当該測定指標は有効である。次年度の目標値

については，前年度の実績値を上回るものを目指しつつ，最低のラインとして 80％という目標値とす

る。 

(４)セミナー等の開催数及び国際平和協力調査員を含む職員の PKO に関する国際会議やセミナー等出

席回数 

 国連を始めとする国際社会の議論への積極的な知的貢献は，日本の多様な協力のあり方の一つとし

て重要であり，引き続き 25年度と同水準の目標を維持することが適切である。 

(５)平和構築人材育成事業(①本コース研修員の総数，②全ての研修コース対象者数) 

①本コース研修員の総数に係る 25 年度目標値は，日本人研修員のみを念頭に置いた目標値であっ

たものの，予算請求においては当該本コースで研修するアジア人研修員も含めた経費を認められてい

るため，26年度目標においては，日本人研修員及びアジア人研修員を両方カウントすることとした上

で，①の目標値を 30に修正する。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)国連 PKO への協力や平和構築分野における人材育成といった取組は，国際社会の平和と安定のため

の重要な手段の一つであるとの認識の下，国連 PKOへの要員派遣の推進・拡充，PKO ミッションの現

場における効果的な活動の実施及び人材育成や要員訓練の取組の更なる発展に努める。特に国連 PKO

への要員派遣に関しては，その前提となる法制度の整備に一層積極的に取り組む。また，日本とゆか

りの深いチャレンジ・フォーラムへの協力を通じて国際社会での議論に貢献する。 

(２)南スーダン情勢の悪化という想定外の事態が発生したことにより，活動内容を避難民の支援活動等

に変更したが今後も事態の進捗に合わせ柔軟に対応していく。 

(３)世論調査における PKO 等への参加に肯定的な回答の割合は，僅かながら目標達成に至らなかった

が，今後とも PKO等への参加につき，引き続き理解を求めていく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/j_ikusei.html(平和構築人材育

成事業)) 

・外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/genba/index.html)(現場におけ

る取組) 

・内閣府国際平和協力本部事務局ホームページ(http://www.PKO.go.jp/index.html) 

・防衛省ホームページ「国際平和協力活動への取組」

(http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/index.html) 
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個別分野 ４ 国際テロ対策協力及び国際組織犯罪への取組 

概要 多様化・複雑化する国際テロ及び国際組織犯罪の防止のために，国際社会の一致した継続的取組

が重要であることから，我が国は,①国内対策の強化，②幅広い国際協力の推進，③途上国の対処

能力向上支援，を基本方針に掲げ，本件に取り組んでいる。具体的には，二国間に加え，GCTF や

Ｇ８，国連等の多国間枠組みも利用し，国際テロ及び国際組織犯罪に対処するための国際的な法的

枠組みの強化や，途上国の国際テロ及び国際組織犯罪分野への対処能力向上支援等に取り組む。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「社会を脅かす暴力団やテロ，サイバー空間の脅威への対策も進め，良好な治安を確保してまい

ります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日） 

「組織犯罪対策を含む国際テロ対策を強化するとともに，宇宙やサイバー空間における法の支配

の確立に向け，国際的な規範作りを推進します。」 

 

測

定

指

標 

４(１)国際的なテロ対策協力の強化 年度目標 

基

準 

－ 二国間・多国間のテロ対策協力の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 グローバル・テロ対策フォーラム(GCTF)設立会合及び各

種作業部会の会合に参加した他，国連やＧ８専門家会合，

各国とのテロ対策協議，ASEAN や ARF 等のテロ対策関連会

合でも積極的に議論に参加した。 

 国連やＧ８等の多国間枠組みに積極

的に参画するとともに，各国とのテロ対

策協議を実施する。 

  

  

24

年

度 

１ 多国間のテロ対策枠組みにおいては，グローバル・テ

ロ対策フォーラム(GCTF)各種作業部会の会合，Ｇ８ロー

マ・リヨン・グループ会合及び国連グローバル・テロ対

策戦略レビュー会議等に参加し，テロに対する国際的意

思形成に貢献した。 

２ 各国とのテロ対策協議については，日 ASEAN テロ対策

対話並びに日中韓，日露及び日印テロ対策協議を開催

し，積極的に情報共有，政策協調等を図った。特に，１

月のアルジェリアのテロ事件を受け，日米首脳会談にお

いて，日米間のテロ対策協力の強化が合意され，２月に

東京において日米テロ対策協議を開催し，今後国際テロ

対策協力及び GCTF の枠組みを通じた能力向上支援につ

いて意見交換を行った。 

 国連やＧ８等の多国間枠組みに積極

的に参画するとともに，各国とのテロ対

策協議を実施する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 多国間のテロ対策枠組みにおいては，グローバル・テ

ロ対策フォーラム(GCTF)閣僚級会合及び各作業部会の会

合，Ｇ８ローマ・リヨン・グループ会合等に参加し，テ

ロに対する国際的意思形成に貢献した。 

  各国とのテロ対策協議については，日 ASEAN テロ対策

対話，日露テロ対策協議等を開催し，積極的に情報共有，

政策協調等を図った。特に，平成 25(2013)年１月のアル

ジェリアのテロ事件を受け，６月にはアルジェリアと治

安・テロ対策対話を実施し，治安・テロ対策分野におけ

る今後の二国間協力等について意見交換を行った。 

２ ５月に国際連合テロ対策委員会執行事務局(CTED)の訪

日審査及び同事務局長他との協議を行った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

１ GCTFやＧ８，国連等の多国間枠組み

及び地域的なテロ対策に以下のとおり

貢献する。 

  GCTF 各種会合，Ｇ８ローマ・リヨ

ン・グループ会合等へ積極的に参加し，

国際社会との連携強化に務める。 

  日・ASEAN テロ対策対話，日中韓テ

ロ対策協議等に参加し，地域的なテロ

対策協力強化に貢献する。 

２ テロリスト等に対する制裁措置を

定める国連安保理決議の履行に関し

て，５月に予定されている国際連合テ

ロ対策委員会執行事務局(CTED)の訪日

審査の機会に，同事務局長と関係省庁

を含む我が方との協議を行う。 

 目

標 
－ 

国際テロに対処するため，国際社会との連携・協力を強

化する。 

 

 ４(２)途上国等に対するテロ対処能力向上支援の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

特に東南アジア地域を対象としたテロ対処能力の向上支

援に取り組んだ。 
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施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 中央アジア諸国を対象に本邦においてテロ防止関連条約

締結促進セミナーを実施するなど，途上国のテロ対策法制

度整備のための支援に貢献した。 

 各種テロ対策セミナーを通じ途上国

のテロ対策能力向上を支援する。 

  

  

24

年

度 

１ 25 年１月 16 日に発生したアルジェリアのテロ事件を

踏まえ，外務大臣より「国際テロ対策の強化」を表明し

た。 

２ ASEAN地域フォーラム(ARF)の枠組みにおいて，テロ対

策及び国境を越える犯罪対策について，マレーシアと共

に「過激化対策」分野の共同議長国を務めるとともに，

２月に東京において過激化対策に関するワークショッ

プを開催し，関係国及び国際機関の講師の知見及び参加

各国の課題や経験を共有した。 

３ 国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)が管理する犯罪防止

刑事司法基金への拠出を通じて，UNODCがアフガニスタ

ンにおいて実施するテロ対策プロジェクトへの支援に

貢献した。 

 各種テロ対策セミナーを通じ途上国

のテロ対策能力向上を支援する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 国連薬物犯罪事務所(UNODC)が管理する犯罪防止刑事

司法基金への拠出を行い，北アフリカ・サヘル地域，中

東地域及びアジア地域におけるテロ対策，人身取引対策

及び腐敗対策に取り組んだ。また中東諸国向け財産回復

支援プロジェクトの実施を決定した。 

２ UNODC フェドートフ事務局長を招へいし，「日 UNODC

戦略対話」を開催した。同対話では，途上国へのテロ・

組織犯罪対策強化支援における我が国と UNODC との連

携・協力についての意見交換を行い，日 UNODC 行動計画

に署名した。 

３ サヘル地域７か国に対する無償資金協力「サヘル地域

刑事司法・法執行能力向上計画」等を決定し，国連薬物

犯罪事務所(UNODC)通じ，テロ対策法整備や刑事司法面で

の能力向上支援等に関するプロジェクトを開始した。 

 

 【目標の達成状況： ○ 】 

１ 国連薬物犯罪事務所(UNODC)が管理

する犯罪防止刑事司法基金への拠出を

通じて，UNODC が実施する北アフリ

カ・サヘル地域及びアジアにおけるテ

ロ対策，人身取引対策及び腐敗対策プ

ロジェクトへの支援に貢献する。 

２ UNODC 事務局長を本邦に招へいし，

途上国へのテロ・組織犯罪対策強化支

援における我が国と UNODC との連携・

協力についての意見交換を行う。 

３ 北アフリカ・サヘル地域を始めとす

るテロ対処能力向上支援を強化する。 

 目

標 
－ 

国際テロに対処するため，国際社会との連携・協力を強

化する。 

 

 ４(３)国際組織犯罪対策における国際協力の進展 年度目標 

基

準 
－ 

二国間・多国間での国際組織犯罪協力の推進   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 国連の関連委員会，Ｇ８専門家会合，FATF，不正薬物対

策のための閣僚級会合等に積極的に参加し，各国とのマネ

ーロンダリング防止のための情報交換枠組み設定も進め

た。人身取引に関する政府協議調査団の派遣(フィリピン)

も行った。 

 二国間及び多国間での国際組織犯罪

対策協力のための協議に積極的に参加

し，国際的な連携を強化する。 

  

  

24

年

度 

１ 国連犯罪防止刑事司法委員会，国連麻薬委員会，Ｇ８

ローマ・リヨン・グループ，財産回復アラブフォーラム，

Ｇ20腐敗対策作業部会，金融活動作業部会(FATF)会合等

に積極的に参加した。 

２ 人身取引対策に関する日・タイ共同タスクフォース会

合を開催するとともに，政府協議調査団の派遣(タイ)を

行った。 

３ 国際移住機関(IOM)への拠出を通じて，被害者の安全な

帰国及び帰国後の支援(社会復帰支援(就業支援，医療費

の提供等))のための「人身取引被害者帰国支援事業」へ

の支援や，不法移民・人身取引及び関連する国境を越え

る犯罪に関する地域協力の枠組みである「バリ・プロセ

 二国間及び多国間での国際組織犯罪

対策協力のための協議に積極的に参加

し，国際的な連携を強化する。 
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ス」のウェブサイトの維持運営支援を実施した。 

４ UNODCの国連薬物統制計画基金に約 81万米ドルを拠出

し，ミャンマーにおける不法ケシ栽培モニタリング，新

興薬物対策，覚せい剤を始めとする合成薬物のモニタリ

ング，大麻種子の市場動向把握を目的としたプロジェク

トを支援した。 

５ ７月にサイバー犯罪に対する国際協力を進めるための

サイバー犯罪条約をアジア地域の中で初めて締結した。 

  

  

  

25

年

度 

１ 国連犯罪防止刑事司法委員会，麻薬委員会，国連腐敗

防止条約締約国会合，Ｇ８ローマ・リヨン・グループ，

財産回復アラブフォーラム，Ｇ20 腐敗対策作業部会，金

融活動作業部会(FATF)会合，サイバー犯罪条約関連会議

等に積極的に参加した。  

２ 人身取引対策の政府協議調査団をフィリピンに派遣し

た。また国際移住機関(IOM)への拠出を通じて，被害者の

安全な帰国及び帰国後の支援(社会復帰支援(就業支援，

医療費の提供等))のための「人身取引被害者帰国支援事

業」への支援や，不法移民・人身取引及び関連する国境

を越える犯罪に関する地域協力の枠組みである「バリ・

プロセス」のウェブサイトの維持運営支援を行った。 

３ UNODCの国連薬物統制計画基金に約 65万米ドルを拠出

し，ミャンマーにおける不法ケシ栽培モニタリング，新

興薬物対策，覚せい剤を始めとする合成薬物のモニタリ

ング，大麻種子の市場動向把握を目的としたプロジェク

トを支援した。 

４ 「サイバー犯罪の捜査・訴追における効果的な国際協

力に関するワークショップ」を開催し，サイバー犯罪捜

査と訴追の課題とそのための改善策を議論した。 

５ 国際組織犯罪防止条約，同補足議定書及び国連腐敗防

止条約の締結に必要な国内担保法のあり方について，関

係省庁と検討を行った。 

 

 【目標の達成状況： ○ 】 

１ 国連犯罪防止刑事司法委員会や国

連麻薬委員会，Ｇ20 腐敗対策関連会

合，金融活動作業部会(FATF)関連会合，

サイバー犯罪条約関連会議等に参加

し，国際的な連携を強化する。 

２ 国際移住機関(IOM)への拠出を通じ

て，人身取引被害者への支援等に貢献

する。 

３ UNODC の国連薬物統制計画基金への

拠出により，国際的な薬物対策を支援

する。 

４ アジア諸国を対象とするサイバー

犯罪に関するワークショップの実施等

により，サイバー犯罪に係る法制度整

備のための支援に貢献する。 

５ 国際組織犯罪防止条約，同補足議定

書及び国連腐敗防止条約の締結につい

て検討を進める。 

 目

標 
－ 

国際組織犯罪に対処するため，国際社会との連携・協力

を強化する。 

 

 ４(４) 国際テロ・組織犯罪対

策に関するワークショップ参

加国数(国際機関は除く。) 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 5 4 17 16【〇】 － 

 年度目標値  － 7 10  

 

分析 １ 施策の必要性 

テロ及び国際組織犯罪は，グローバリゼーションの進展及び情報通信技術の発展もあり，その行為

を行う主体，手段が多様化しており，その脅威は依然として深刻である。また，不法な麻薬や人身取

引の収益がテロ組織の資金源となり，マネーロンダリングの手法が巧妙化する等，テロと国際組織犯

罪は相互補完的な関係にあると言われており，その両方に適切に対処する必要がある。さらに，テロ

や国際組織犯罪は国境を越えて行われることから，一国のみの対応で完結しうる問題ではなく，その

対策には各国が緊密に連携・協調していくことが不可欠である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)国際テロ対策委員会執行事務局(CTED)の訪日審査及び同事務局長他との協議は国際的なテロ対策

協力を強化する上で，有意義であった。日中韓テロ対策協議は，関係国との調整が整わず延期するこ

ととなったが，日 ASEANテロ対策対話，日露テロ対策協議等を実施したことは，テロ対策にかかる情

報共有，政策協調を行う上で有益であった。(国際的なテロ対策協力の強化(達成手段４①)) 

(２)「サヘル地域刑事司法・法執行能力向上計画」等を実施中であり，サヘル地域諸国のテロ対処能力

を向上させる上で，効果を上げつつある。(国際テロ対策(達成手段４②)) 
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(３)「サイバー犯罪の捜査・訴追における効果的な国際協力に関するワークショップ」の開催は，参加

国の意識を啓発する上で非常に有意義であった。(国際テロ対策(達成手段４②)，国際組織犯罪対策

における国際協力の進展(達成手段４③)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国際的なテロ対策協力の強化 

 国際的なテロ対策協力強化は引き続き重要であり，今後もバイやマルチの各種国際会議に積極的に

参加するとともに，多国間枠組み及び地域的テロ対策に貢献する。 

(２)途上国等に対するテロ対処能力向上支援の強化 

 アルジェリア事件は途上国におけるテロ対処能力向上支援が引き続き必要不可欠であることを示

しており，今後も途上国等に対するテロ対策能力支援を東南アジア，中東，アフリカ地域等の諸国を

対象に実施する。 

(３)国際組織犯罪対策における国際協力の進展 

国際組織犯罪は，多様化・複雑化しており，引き続きその対策における国際協力の進展が重要であ

り，今後も国際的な連携の強化，人身取引被害者の支援，国際的な薬物対策支援，サイバー犯罪に関

する諸外国との協議や法制度整備や能力向上支援，等を実施する。 

(４)国際テロ・組織犯罪対策に関するワークショップ参加国数 

25 年度の参加国数は，国際機関(欧州評議会)の支援もあり，参加国の増加が可能となったため，

目標値は上回ったが，26 年度はこうした支援は見込めず，ワークショップの受入枠である 10カ国を

引き続き目標値としていく。 

２ 今後の施策への反映の方向性  

多様化・複雑化する国際テロ及び国際組織犯罪の防止のために，国際社会の一致した継続的取組が

重要であることから，我が国は,国内対策の強化，幅広い国際協力の推進及び途上国の対処能力向上

支援を基本方針に掲げ，引き続き本件に取り組んでいく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書 第３章第１節３(４)治安上の脅威に対する取組 
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個別分野 ５ 宇宙に関する取組の強化 

概要 安定的かつ持続可能な宇宙環境を確保するため，規範づくりを始めとする国際的な議論に積極的

に参画・貢献する。また，宇宙先進国等との二国間対話の開催を通じ，二国間宇宙協力を推進する。

さらには，我が国が有する宇宙技術・知見を外交に活用し，我が国及び国際社会の平和と安定に貢

献する。 

関連する内閣

の重要政策 

・「宇宙基本計画」(平成 25年１月 25日) 

第２章２－４．(５)国際協力等の推進 

第３章３－３．(３)宇宙を活用した外交・安全保障政策の強化 

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

「宇宙分野での国際的な規範作りにも積極的に貢献します。」 

・「国家安全保障戦略」(平成 25年 12月 17日) 

III １(４)国際公共財(グローバル・コモンズ)に関するリスク 

IV １(９)宇宙空間の安定的利用の確保及び安全保障分野での活用の推進 

IV ４(２)法の支配の強化 

 

測

定

指

標 

５(１)宇宙に関する法的枠組み等を通じた協力の推進 年度目標 

基

準 

24

年

度 

宇宙活動に関する国際行動規範の策定に向けた多国間会

合を始めとする関連会合に積極的に出席するとともに，主

にアジア地域諸国に対し同規範の重要性を説き議論への参

加を促した。また，国連軍縮研究所(UNIDIR)と共催で，マ

レーシアで同規範に関する地域セミナーを開催した。 

宇宙環境の保全を確保するため，国連等における協議に

積極的に参画するとともに，我が国の専門家が各専門家会

合に出席し，主導的な役割を果たした。さらにマレーシア

で宇宙環境保全ワークショップを主催し，宇宙環境保全の

重要性を各国と共有した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

「宇宙活動に関する国際行動規範」の採択に向けて，オ

ープンエンド協議や同志国会合に参加して積極的に議論に

貢献し，東南アジア諸国へのアウトリーチを実施した。第

１回オープンエンド協議(61 カ国が参加)では同規範に関

する本格的な多国間の協議が開始され，第２回オープンエ

ンド協議(66 カ国が参加)では同規範のセクション毎に参

加国から意見が示される形で議論された。 

 国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)における「宇宙活

動の長期的持続可能性」について，専門家会合議長の擁立

や各専門家会合における専門家の派遣等を通じて，ベスト

プラクティス・ガイドライン作りに積極的に参画・貢献し

た。 

 また，ASEAN 地域フォーラム(ARF)の枠組みで，日米イン

ドネシアの共催で各国の宇宙セキュリティに対する認識の

向上等を目的とした第２回 ARF 宇宙セキュリティワークシ

ョップを開催することとし，三カ国での協議を行うととも

に準備を進めた。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

宇宙活動に関する国際行動規範の策

定に向けた，関連会合の議論において主

導的な役割を果たす。 

宇宙環境の保全を確保するため，国連

等における協議に積極的に参画・貢献す

る。 

  

  

  

  

  

 目

標 
－ 

宇宙ガバナンスの構築に貢献する。  

 ５(２)二国間宇宙対話の推進 年度目標 

基

準 

24

年

度 

日米首脳間で立上げに一致していた宇宙に関する包括的

日米対話の第１回会合を東京で開催し，民生・安全保障両

分野における宇宙協力について包括的な議論を行った。 

  

施

策

の

25

年

度 

７月，東京において①第５回日米宇宙政策協議(民生・商

業利用)を開催し，衛星利用や宇宙探査等，日米間の民生宇

宙利用について意見交換を実施，②第 10回日米 GPS全体会

宇宙先進国等との政府間会合等の開

催を通じ，二国間宇宙協力を推進する。   
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進

捗

状

況

・

実

績 

合を開催し，日本の準天頂衛星システムと米国の GPS の協

力等について意見交換を行った。同じく７月，ワシントン

において③安全保障分野における日米豪宇宙協議を開催

し，宇宙活動に関する国際行動規範や二国間及び多国間の

安全保障分野における宇宙協力について幅広く意見交換を

実施した。また，11 月の日 EU 定期首脳協議における共同

プレス声明において，日 EU宇宙政策対話の立ち上げが決定

され，３月，ブリュッセルにおいて④日 EU宇宙政策対話準

備会合を開催した。 

また，平成 24年度に開催された宇宙に関する包括的日米

対話等の成果として，５月，日米宇宙状況監視(SSA)協力取

極を締結した。また，同会合及び 10月に開催された日米「２

＋２」の結果を受け，３月，米国との間で，⑤宇宙を利用

した海洋監視(MDA)に関する机上訓練(TTX)を開催した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

宇宙対話を通じた二国間関係の緊密化によって国際社会

の平和と安全確保に貢献する。 

 

 ５(３)ソフトパワーとしての宇宙に関する技術・知見の活用 年度目標 

基

準 

24

年

度 

ジュネーブで開催された安全保障に関する UNIDIR セミ

ナーに我が国の優れた宇宙法専門家を派遣し，講演会等を

通じて，宇宙の安全保障分野での取組における我が国のプ

レゼンスの向上に努めた。また，COPUOS科学技術小委員会

の会期中にウィーンにおいて宇宙と持続可能な開発に関す

るセミナー等を開催し，我が国の取組を紹介し，途上国や

国連関係者から高い関心を得た。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

ベトナム(ハノイ)で開催された第 20回アジア・太平洋地

域宇宙機関会議(APRSAF)に我が国の優れた専門家を派遣

し，スペース・デブリの問題や対策等に関する講演を行い，

宇宙環境の悪化に伴うスペース・デブリ低減に向けた活動

の重要性の認識向上に努めた。 

また，COPUOS科学技術小委員会の会期中に「宇宙と持続

可能な開発」に関するセミナー等，同法律小委員会の会期

中に「宇宙探査における国際協力メカニズム：現行及び将

来のメカニズムの検討」に関するセミナー等を開催し，途

上国を含めた参加国や国連関係者から高い関心を得た。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

宇宙に関する技術者・専門家の派遣等

を通じ，我が国の優れた技術・知見をア

ジア地域等の新興国に印象づけ，経済外

交にも貢献する。 

  

  

  

  

  

 目

標 
－ 

我が国が有する宇宙技術力・知見を外交のツールとして

活用することよって，我が国の繁栄と安定に貢献する。 

 

 ５(４)宇宙に関する法的枠

組み等を通じた協力のため

の国際会議への出席回数

(回) 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 24年度 25年度 － 

 
6 7 

 【○】 

－ 

 年度目標値  6  

 ５(５)二国間宇宙対話の実

施回数(回) 
基準値 実績値(【】内:目標の達成状況) 目標値 

 24年度 25年度 － 

 
2 5 

【○】 
－ 

 年度目標値  5  

 ５(６)宇宙外交推進専門家

交流事業 
基準値 実績値(【】内:目標の達成状況) 目標値 

 24年度 25年度 － 
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①派遣回数(回) 

②参加数(人) 

① 1 

②30 

① 1 

②150 

【〇】 

－ 

 
年度目標値  ①  1 

②120 

 

 

分析 １ 施策の必要性 

宇宙の外交・安全保障上の重要性が高まっている中，安定的かつ持続可能な宇宙環境を確保するこ

とは，我が国及び国際社会の平和と安定のために必要不可欠である。安定的かつ長期的に持続可能な

形で宇宙活動を行うためには，宇宙活動に関する国際的なルール作りが必要であり，このような取組

を円滑に進めるためには我が国のプレゼンスを強化することが有益であることから，宇宙に関する取

組の強化が必要となる。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)宇宙ガバナンスの構築にあたっては，宇宙活動に関する国際的な規範作りに積極的に関与し続ける

必要があり，その交渉段階から参加することで我が国の政策に反せず，かつ宇宙新興国を含む全ての

宇宙活動国が遵守すべき規範の策定をすることが可能となる。そのような観点から，国連内外におい

て昨今議論が行われている「宇宙活動に関する国際行動規範」や「宇宙活動の長期的持続可能性」へ

の関与を進めたことは，安定的かつ持続可能な宇宙環境を確保する上で有効であった。また，「宇宙

活動に関する国際行動規範」に多くの国が参加するよう，我が国としてアジア太平洋諸国へのアウト

リーチ活動を行うことは，規範を普遍化する上で，有効であった。(宇宙に関する法的枠組み等を通

じた協力(達成手段５①)) 

(２)日米，日米豪，日 EU 間の会合を開催，宇宙政策に関する意見交換を行い，宇宙の持続的利用のた

めの認識を共有したことにより，宇宙先進国である米国，豪州，EUとの関係をより緊密にすることが

できた。特に日米間では宇宙状況監視や宇宙を利用した海洋監視などの分野で具体的な協力が進展し

た(二国間宇宙対話の実施(達成手段５②)) 

(３)APRSAF という多くの宇宙活動国が参加する国際会議において，我が国の宇宙に関する専門家を派

遣して講演を行ったことにより，我が国が有する宇宙に関する技術・知見を宇宙新興国に印象づける

とともに，宇宙環境の保全，地球規模課題への宇宙技術の利用，宇宙探査における国際協力メカニズ

ムの検討等といった分野における我が国のプレゼンスを向上させることができた。(達成手段５③) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)宇宙に関する法的枠組み等を通じた協力の推進 

 宇宙環境の保全は各国の急務事項であり，目標に従って各種会合で重要性を伝えてきた結果，国際

行動規範の採択へのプロセスを進めることができた。国際行動規範の採択に向けて，引き続き，関連

会合の議論において主導的な役割を果たすとともに，宇宙環境の保全を確保するため，国連等におけ

る協議に積極的に参画・貢献する。 

(２)二国間宇宙対話の推進 

 宇宙先進国である米国，豪州，EUとの対話を行ったことは非常に効果的であり，引き続き宇宙先進

国等との政府間会合等の開催を通じ，二国間宇宙協力を推進する。 

(３)ソフトパワーとしての宇宙に関する技術・知見の活用 

我が国が有する宇宙技術力・知見を外交のツールとして活用することによって，我が国の優れた技

術・知見をアジア地域等の新興国に引き続き印象づけることは重要であり，今後もこれら諸国を中心

に宇宙に関する技術者・専門家の派遣等を実施する。 

(４)宇宙に関する法的枠組み等を通じた協力のための国際会議への出席回数 

国際行動規範の採択に向けた関連会合への出席は引き続き重要であり，今後も同様の回数の出席

を目標とする。 

(５)二国間宇宙対話の実施回数 

宇宙先進国である米国，豪州，EU との対話を継続し，内容を深めていくことが重要であり，今後

も同様の回数の実施を目標とする。 

(６)宇宙外交推進専門家交流事業 

我が国の優れた技術・知見をアジア地域等の新興国に引き続き印象づけることは重要であり，25

年度同様に専門家を派遣したい。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

宇宙の外交・安全保障上の重要性が高まっている中，宇宙に関する法的枠組み等を通じた協力の推

進，二国間宇宙対話の推進，ソフトパワーとしての宇宙に関する技術・知見の活用を引き続き進めて

いく。 
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作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・宇宙に関する外交政策(外務省) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/space/) 

・宇宙開発戦略本部・内閣府宇宙戦略室・宇宙政策委員会 

(http://www８.cao.go.jp/space/index.html) 

・宇宙基本計画(宇宙開発戦略本部決定 平成 25年１月 25日) 

(http://www８.cao.go.jp/space/plan/plan.pdf) 

・国連宇宙部(http://www.oosa.unvienna.org/) 

・(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)(http://www.jaxa.jp/) 

・アジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF) 

 (http://www.aprsaf.org/) 
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個別分野 ６ 国連を始めとする国際機関における我が国の地位向上，望ましい国連の実現 

概要 安保理改革や我が国の安保理常任理事国入り，行財政分野での改革の必要性に対する各国の理解

促進及びその理解促進を通じた改革の進展並びに，我が国の平成 27 年安保理非常任理事国選挙立

候補への支持拡大を目的とした，国際会議等への参加やセミナー開催，二国間会談の機会における

働きかけ等を実施する。 

国連の活動及び我が国の国連外交に対する国民の理解と支持の更なる増進及び有識者等との連

携の強化を目的とした，国連関係の各種研究会やフォーラム等を開催する。 

国際機関における邦人職員数の増強を目的とした，より効果的な JPO採用試験の実施に向けた措

置や，国際機関への就職希望者向けの各種広報活動，国際機関向け人材の発掘・育成研修事業や

JPO 派遣内定者向けの事前研修を実施する。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「…国連創設 70周年となる来年を見据え，平成 27(2015)年安保理非常任理事国選挙に万全を期

すとともに，安保理改革を早期に実現し，我が国も常任理事国として貢献していきたいと考えま

す。国連などの国際機関の日本人職員の増強にも取り組みます…」 

 

測

定

指

標 

６(１)安保理改革及びその他の国連改革の進展 年度目標 

基

準 

22

年

度 

平成 21年２月に開始された，国連での「安保理改革に関

する政府間交渉」に参加・発言。同年１月からは安保理非

常任理事国の２年の任期を務めた。平成 22 年９月，平成

23年２月には，安保理改革の早期実現のための政治的気運

を高めることをねらいとして，安保理改革に関するＧ４(日

本，ブラジル，ドイツ，インド)外相会合を開催した。 

行財政分野においては国連総会第５委員会での審議への

積極的な参加を通じ，人的資源管理及び共通制度の改革等

の進展に貢献した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 安保理の常任・非常任議席の双方拡大及び作業方法の改

善を内容とする安保理改革に関する提案を，我が国はＧ４

各国と作成し，各国に精力的に働きかけを行った。また，

９月，Ｇ４外相会合を開催し，同提案に多くの国から支持

が得られたこと，その結果として安保理改革の気運が大き

く高まったことを確認した。さらに，率直かつ実質的な非

公式の意見交換を行うため，11月に，「安保理改革に関す

る東京対話」を主催した。また，「安保理改革に関する政

府間交渉」等の国連での交渉に，我が国は積極的に参加し

発言するなど，中心的な役割を果たしている。このような

取組を通じ，国際社会での影響力を高め，我が国の立場・

考え方に対する理解を促進することに貢献した。 

 また，行財政分野においては，国連総会第５委員会での

審議への積極的な参加を通じ，事務総長の予算削減イニシ

アティブに基づく，当初予算では 14年ぶりの前年度比減と

なる 2012-2013二ヵ年国連通常予算の成立に貢献した。 

 安保理改革等についての我が国の立

場に対する加盟国の理解を促進し，支持

を拡大する。 

 行財政を含む国連のマネジメント改

革のための各加盟国との連携を強化す

る。 

  

  

24

年

度 

９月，我が国を含むＧ４は昨年に引き続き外相会合を開

催し，安保理改革に関する政府間交渉の議長であるタニン

議長の勧告(大多数の加盟国が常任・非常任双方のカテゴリ

ーの拡大について支持を表明していることに言及の上，交

渉を進めるために，①議長が「簡潔な作業文書」を作成し，

それに基づいて交渉を行うこと，②安保理改革に関するハ

イレベル会合を開催すること等を勧告するもの)を歓迎す

るとともに，双方のカテゴリーの拡大に対する強い支持が

交渉過程に反映されるべきとの考えを表明した。また，Ｇ

４外相は，会期中に具体的な成果を達成する必要性を強調

し，引き続き，他の加盟国と柔軟性の精神をもって緊密に

協力することで一致した。 
 また，国連のマネジメント改革については経営資源計画

導入計画の継続実施が合意されていた他，異動(モビリテ

 政府間交渉等の国際会議や，二国間の

首脳・外相会談の機会をとらえ，安保理

改革等についての我が国の立場に対す

る加盟国の理解を促進し，支持を拡大す

る。 

 ジュネーブ・グループ会合や，二国間

国連協議の場を活用して，行財政を含む

国連のマネジメント改革を中心に各加

盟国との連携を強化する。 

162 
 



ィ)施策についての議論が進展した。また，国連行財政分野

においては，ジュネーブ・グループ会合や，二国間国連 

協議の場を活用して，主要財政貢献国との緊密な連携を維

持・強化した結果，国連総会第５委員会での主要争点とな

った 2013 年－2015 年の国連予算分担率については， 12

月末に交渉が妥結し，我が国の分担率は 12.530％から

10.833％へ低下した。   

  

  

  

25

年

度 

６月，改革の現状につき認識・危機感を共有し，改革実

現に向けたモメンタムを高めることを目的とした安倍総理

大臣主催の安保理改革に関するアフリカ諸国との首脳レベ

ル会合を実施した。今後，改革実現に向けて，我が国とア

フリカ諸国との間で，首都及び国連代表部間で一層緊密に

連携・協力していくことで一致した。 

９月，我が国を含むＧ４は昨年に引き続き外相会合を開

催し，遅くとも平成 27(2015)年までに既存の合意を具体的

な成果につなげるための取組を強化する必要性を強調しつ

つ，途上国，特にアフリカ諸国との対話を強化する重要性

を強調した。また，政府間交渉議長の勧告の内容を歓迎し，

さらなる交渉の基礎となる簡潔な作業文書の作成を求める

ことで一致した。 

11 月に実施された安保理改革に関する国連総会審議及

び 12月から実施された一連の政府間交渉第 10回ラウンド

において，Ｇ４として共同ステートメントを実施し，改革

の推進を働きかけた。 

２月にはインド主催の安保理改革セミナーがデリーにて

実施され，モメンタムの向上につながった。また，この機

会にＧ４局長会合を行い，今後の方針につきすりあわせを

行った。 

これらと平行し，平成 27年安保理非常任理事国選挙にお

いて当選できるよう，二国間の首脳・外相会談等の機会を

とらえ，支持要請を行い，多くの国から支持を獲得した。 

行財政分野においては，春と秋の国連局長級会合に出席

し，国連予算が節約された効率的なものとなることが重要

との主張を行った。また，国連総会第５委員会において，

主要財政貢献国と連携して対応した結果，2014-2015 年２

か年予算において，前年度国連予算から 219 ポストの削減

が実現するとともに，前年度比約 30 百万ドル減が実現し

た。 

 

【目標の達成状況： △ 】 

政府間交渉等の国際会議や，二国間の

首脳・外相会談の機会をとらえ，安保理

改革等についての我が国の立場に対す

る加盟国の理解を促進し，支持を拡大す

る。 

安保理の常任・非常任議席の双方拡大

等を内容とする安保理改革に関する提

案をＧ４各国と作成し，各国に働きかけ

る。 

安保理改革に関する率直かつ実質的

な非公式の意見交換を行うための会合

を主催する。 

安保理の意思決定に参画するため，安

保理改革が達成されるまでは，できる限

り安保理非常任理事国として席を占め

る必要があるところ，我が国が立候補し

ている平成 27 年安保理非常任理事国選

挙において当選できるよう，二国間の首

脳・外相会談等の機会をとらえ，支持要

請を行い，同選挙に対する我が国支持を

拡大する。 

 また，行財政改革については，ジュネ

ーブ・グループ会合や，二国間国連協議

の場を活用して，主要財政貢献国との連

携を強化し，国連総会第５委員会におけ

る 2014 - 2015二ヵ年国連通常予算審議

で合理化を伴う予算削減が実現可能と

なるよう取り組む。 

 目

標 
－ 

安保理改革及びその他の国連改革の実現に向けた環境を

整備する。 

 

 ６(２)国連の活動及び我が国の国連政策に関する研究・諮問・啓発・

広報活動を通じた，国連の活動及び我が国の国連外交に対する国民

の理解と支持の更なる増進 

年度目標 

基

準 

22

年

度 

国連の活動及び我が国の国連政策についての理解促進の

ため，広報キャンペーン「いっしょに国連」を始め，メー

ルマガジンの発信等様々な啓発，広報活動を行った。 

また国連・マルチ外交研究会，安保理学界ネットワーク

会合の開催，国連機関の活動を評価する委託調査の実施，

国連改革に関するパブリックフォーラムの開催等を通じて

有識者や NGOとの連携を深めた。 

  

施

策

23

年

 国連の活動及び我が国の国連政策に関して，広報キャン

ペーン「いっしょに国連」を始め，様々な啓発，広報活動

 関係団体との連携を強化し，各種研究

会等の定期的な実施等による国連政策
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の

進

捗

状

況

・

実

績 

度 を行った。また，国連・マルチ外交研究会(５回)，安保理

学界ネットワーク会合の定期的な開催(３回)，国連改革に

関するパブリックフォーラムの開催(１回)等を通じて有識

者や NGO との連携を一層深め，改革推進に向けて，関係者

の理解促進に貢献した。 

に関する研究・諮問・啓発・広報活動を

実施する。 

  

  

24

年

度 

「いっしょに国連」メールマガジンの配信(７回)の他，

東京国連広報センター(UNIC東京)の主催する「国連デー」

イベント(外務省後援)に外務大臣政務官が出席し，講演を

行う等，関連団体が主催するイベントに積極的に協力する

形で，国連の活動及び我が国の国連政策に対する国民の理

解促進に尽力した。 
また，国連・マルチ外交研究会(６回)，安保理学界ネッ

トワーク会合(１回)，シンポジウム「国連と日本の PKO20

年―新たな課題への対応―」(１回)を開催し，研究者・有

識者との連携を深めるとともに，「国連改革に関するパブ

リックフォーラム」については，これまでの活動に対する

レビュー及び今後の活動方針に対する提言を含む報告書を

作成した。 

 関係団体との連携を強化し，各種研究

会等や，より効果的かつ頻繁な情報発信

に努めつつ定期的な実施等による国連

政策に関する研究・諮問・啓発・広報活

動を実施する。 

  

  

  

25

年

度 

国連・マルチ外交研究会(４回)及び安保理学界ネットワ

ーク会合(３回)の開催，並びに学生や一般国民を対象とし

た国連に関する講演会の実施(８回)を通じて，有識者との

連携を一層深めることができた。特に，国連改革に関する

パブリックフォーラムについては，今後の活動方針を引き

続き検討中ではあるが，有識者間の横の連携を強化するこ

とを目的として，同フォーラム関係者が国連・マルチ外交

研究会に出席し議論に参加する等の新たな試みも取り入れ

ている。 

 ソーシャル・メディア等の新たなツールを利用した広報

活動について検討の結果，東京国連広報センター(UNIC 東

京)と緊密に連携することにより，より効果的かつ頻繁な情

報発信を行うことができた。 

  

【目標の達成状況： ○ 】 

「国連改革に関するパブリックフォ

ーラム」については，24年度に作成され

た報告書を踏まえ，今後の活動方針を決

定する。 

また，ソーシャル・メディア等の新た

なツールを利用した活動を取り入れる

ことも検討するが，予算･人員に限りが

あることから，既存のツールや枠組みを

通じた活動との効果を比較勘案し，効果

の薄い活動については統廃合を行うな

ど，より効果的な国連の活動及び我が国

の国連政策に関する研究・諮問・啓発・

広報活動の実施を目指す。 

 目

標 
－ 

国連の活動及び我が国の国連政策についての啓発・広報

活動等を推進する。 

 

 ６(３)国際機関におけ

る邦人職員数 

(①は成果重視事業，②

は日本再生戦略に基づ

く基準値及び目標値) 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 
①20年度 

②22年度 
23年度 24年度 25年度 

①25年度 

②27年度及び 32年度 

 
①708人 765人 764人 770人 

【▲】 

①814人 

②765人 ②842人及び 918人 

 
年度目標値  ①－ ①－ ①814人  

②－ ②－ ②810人 

 ６(４)(参考指標) 

ロスター登録者数 

実績値 

23年度 24年度 25年度 

 １,296 人 １,382人 １,441人 

 

分析 １ 施策の必要性 

国連は，世界の平和と繁栄を推進する上で，普遍性・正統性を有する唯一の国際機関である。国連

を通じて世界の平和と繁栄という国際社会共通の利益を実現し，その中で我が国の国益も確保してい

くためには，グローバルな課題の解決に効果的に対処できるよう安保理改革を含む国連改革を進める

ことが必要不可欠である。特に，平成 27 年には国連創設 70 周年，平成 28 年には我が国の国連加盟

60周年を迎えるところ，これらの機会を捉え，今日の国際社会を反映した国連の実現，及び我が国と

国連との連携の一層の推進に向けて，我が国が改革の議論を主導すべく努力する必要がある。 

加盟国の分担金で賄われている国連通常予算及び PKO予算は，国連の活動の増大とともに，過去数
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十年間において，一貫して増加している。我が国は，国連の第２位の分担金負担国として，国連に対

して財政規律の維持を求め，効率的な予算とすることを通じて，その肥大化を抑えていく必要がある。 

さらに，国連の活動及び我が国の国連政策に関する国民の理解を深めることは，我が国が国連に対

して多大な財政的貢献をしている現状に対する国民への説明責任を果たすという観点から必要であ

る。また，各種研究会等を通じ，有識者等との連携を一層深めることは，民間の知見を活用するとと

もに，これら有識者等と連携しつつ政府の活動の効率化を進めるとの観点から重要である。 

 近年，国連等国際機関に勤務する職員を通じた外交の重要性が一層高まっている。一方で，国連等

国際機関に対する我が国の財政的貢献と比較して，これら国際機関における日本人職員数は必ずしも

十分ではない状況にあるため，国際機関等における日本人職員の任用及び勤務に関する事項を所掌す

る外務省が，責任を持って日本人の国際機関への参画の促進に取り組む必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)安保理改革については，政府間交渉等の国際会議や，二国間の首脳・外相会談の機会を捉え，アッ

シュ総会議長のイニシアティブを支持し，平成 27 年までに具体的進展を得るべきである旨働きかけ

た。また，９月にニューヨークにおいて開催したＧ４外相会合の結果について全世界的にＧ４共同で

デマルシュを実施した。その結果，我が国を含むＧ４の立場への理解を拡大し，12月以降，一連の政

府間交渉が開催され，一定のモメンタムが生じた。Ｇ４による提案作成については，外相，局長及び

国連常駐代表を始めとしたあらゆるレベルでＧ４会合を実施しながら，Ｇ４内での議論を進めた。

種々の状況に鑑みて平成 25 年度中の提案作成はなされていないが，今後の進め方に関する意見の収

斂に向け前進があった。また，関心国を集めた非公式会合については，日程調整の関係で平成 26 年

度前半には実施するべく準備を進めた。(国連政策(達成手段６①)) 

(２)安保理非常任理事国選挙については，平成 27 年安保理非常任理事国選挙において当選できるよう，

二国間の首脳・外相会談等の機会をとらえ，支持要請を行い，多くの国から支持を獲得した。(国連

安保理非常任理事国選挙関係費(達成手段６③)) 

(３)ジュネーブ・グループの国連局長会合に出席して，行財政規律の強化と効率的な予算策定の重要性

を主張した結果，第５委員会における 2014-2015年２か年予算交渉において主要財政貢献国の一致団

結した行動をとることができた。その結果，16年ぶりに国連通常予算においてポストの削減が実現し

たことは，国連予算の効率的な執行に寄与した。また，国際公務員給与の見直しについて，これを促

すとともに，給与・手当の一時凍結を含む決議を成立させた。(国連政策(達成手段６①)) 

(４)ソーシャル・メディア等の新たなツールを利用した広報活動については，東京国連広報センター等

の関連団体と連携し，国連関係の情報を早いタイミングで同時に発信すること等により，一層効果的

な広報活動の実現に繋がった。また，国際機関における日本人職員数増加のための新たな手段として，

国際機関空席情報等の情報発信強化のため，国際機関人事センターfacebookを立ち上げた。(国連政

策(達成手段６①)，国際機関邦人職員増強(達成手段６②)) 

(５)国際機関における日本人職員数は，平成 21 年１月から平成 23 年１月までの２年間は増加(708 名

→765 名)したものの，その後は横ばいとなっている。これは，日本人職員の増強に取り組んではいた

ものの，定年退職者やポストを獲得できずに離職した者が相当数存在したことによるものである。(国

際機関邦人職員増強(達成手段６②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)安保理改革及びその他の国連改革の進展 

安保理改革については，引き続き改革の早期実現に向けて努力することが必要であり，今後も，我

が国立場への加盟国の理解の促進及び支持拡大，安保理の常任・非常任議席の双方拡大等を内容とす

るＧ４提案の作成と各国への働きかけ，並びに改革に関する非公式会合の開催，を実施する。 

安保理の意思決定に参画するため，できる限り安保理非常任理事国として席を占める必要があると

ころ，立候補している平成 27 年安保理非常任理事国選挙において当選できるよう，引き続き，支持

要請を行い我が国への支持を拡大する。 

また，行財政改革についても，引き続き，主要財政貢献国との連携を強化し，国連予算の効率的な

執行と追加予算の抑制を図っていく。 

(２)国連の活動及び我が国の国連政策に関する研究・諮問・啓発・広報活動を通じた，国連の活動及び

我が国の国連外交に対する国民の理解と支持の更なる増進 

国連の活動及び我が国の国連に対する貢献に対する国民の理解を更に増進することが必要であり，

引き続きソーシャル・メディア等の新たなツールを取り入れを検討する。特に，平成 27 年には国連

創設 70 周年，また平成 28 年には我が国の国連加盟 60 周年を迎えることから，一層効果的な研究・

啓発・広報活動の実現に努める。  

(３)国際機関における日本人職員数 

国連等国際機関に勤務する職員を通じた外交の重要性は一層高まっており，日本再生戦略に基づく
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目標を維持し，同目標の達成に向け，日本人職員数の増加により一層努力する。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)国連における我が国の地位向上及び国際社会共通の利益に資する望ましい国連の実現との観点か

ら，我が国は安保理改革に代表される国連改革の実現に向け継続して議論を主導すべく取り組んでい

く。特に，平成 27年には国連創設 70周年，また平成 28年には我が国の国連加盟 60 周年を迎えると

ころ，これらの機会を十分に活用し，日本と国連の関係強化に一層取り組む。当面の課題として，国

連事務総長，国連総会議長等，国連改革を推進していく上での鍵となる国連要人を訪日招へいし，我

が国政府要人との会談の機会を通じて，我が国と国連との更なる信頼関係を醸成することにより，安

保理改革を始めとする国連改革に対する我が国の考えへの理解促進を図り，我が国にとって有益な改

革が進展するよう働きかけを強化する。 

(２)行財政改革については，ジュネーブ・グループの枠組みや二国間協議の枠組み等を活用し，主要財

政貢献国と連携しつつ，国連２か年通常予算の増加抑制を図る。また，事務総長のイニシアティブの

下で進められている ITを駆使した行財政マネジメントの効率化の進捗や成果を確認する。 

(３)我が国の国連への貢献を始めとする，我が国の施策に対する内外における理解促進に努めるため，

引き続き，有識者との連携を促進し，研究・啓発・広報活動等を積極的に実施する。また，これまで

のウェブサイトを通じた情報発信に加え，未来を担う若い世代を対象に，ソーシャル・メディア等の

ツールを通じた情報発信の重要性が高まっており，こうした手段による情報発信の強化に向け， 他

の活動の再検討・統廃合を進める。また，関連団体と緊密に連携した情報発信に積極的に取り組む。 

(４)国際機関における日本人職員の増強に向け，現職職員の昇進や次のポストの獲得のための支援を引

き続き実践していくとともに，新規の人材の発掘と育成に力を入れていく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(「日本と国連」ページ) 

・外務省国際機関人事センターのホームページ(http://www.mofa-irc.go.jp) 

・内閣府平成 25年度世論調査「外交に関する世論調査」 

(http://www8.cao.go.jp/survey/h25/h25-gaiko/2-3.html)  
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個別分野 ７ 国際社会における人権・民主主義の保護・促進のための国際協力の推進 

概要 (１)国連の各種人権フォーラム(国連総会第３委員会，人権理事会等)における議論への積極的参加

や関係機関への拠出，人権対話等を通じた人権・民主主義の保護・促進に向けた取組を行う。 

(２)社会的弱者(児童，女性及び障害者等)の権利の保護・促進を目的とした国際協力に積極的に参

加する。 

(３)主要人権条約を履行する。 

(４)第三国定住による難民の受入れ，難民認定申請者及び難民に対する支援の実施及び右に係る関

係省庁，国連難民高等弁務官(UNHCR)，国際移住機関(IOM)，NGO等との連携を進める。 

(５)国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締結準備を行い，締結後は中央

当局の任務を実施する。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「全ての女性が活躍できる社会を創る。これは，安倍内閣の成長戦略の中核です。」 

「女性を積極的に登用します。2020年には，あらゆる分野で指導的地位の３割以上が女性とな

る社会を目指します。そのための情報公開を進めてまいります。まず隗より始めよ。国家公務

員の採用は，再来年度から，全体で３割以上を女性にいたします。全ての女性が，生き方に自

信と誇りを持ち，持てる「可能性」を開花させる。「女性が輝く日本」を，皆さん，共に創り

上げようではありませんか。」 

「私は，自由や民主主義，人権，法の支配の原則こそが，世界に繁栄をもたらす基盤である，

と信じます。日本が，そして世界が，これからも成長していくために，こうした基本的な価値

を共有する国々と，連携を深めてまいります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「来年は戦後 70 周年を迎えます。我が国が戦後守り続けてきた自由，民主主義，人権，法の支

配は，国民に深く浸透し，国家の根本を支える柱となっています。」 

「拉致問題の解決なくして国交正常化はあり得ないとの方針の下，国際社会とも協力しつつ，現

政権下での完全解決に全力を尽くします。」 

「「女性が輝く社会」の実現は，世界共通の課題です。昨年９月国連総会において表明した我が

国の支援策は，国際社会から高く評価されています。女性の力を十分に引き出し，世界に活力を

もたらすべく，国際社会との協力や途上国支援を強化します。また，女性・平和・安全保障に関

する行動計画を市民社会の方々と共に策定しています。」 

「国際的な子の奪取の民事上の側面(ハーグ条約)がまもなく我が国について発効することを踏

まえ，条約の適切な実施に取り組みます。」 

 

測

定

指

標 

７(１)国際社会の人権の保護促進 年度目標 

基

準 
－ 

国際社会の人権の保護促進に向けた，多国間及び二国間の

議論・対話への参加及び主要人権条約の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 国際場裏 

拉致問題を含む北朝鮮の人権状況について，国連総会

及び人権理事会において北朝鮮人権状況決議案を EU と

共同で提出し，国連総会決議は過去最多の賛成票(123票)

を得て，また人権理事会決議は無投票で採択された。 

 また，人権理事会においてカンボジアの人権状況に関

する協力を促進する決議案を提出し，コンセンサスで採

択された。 

 上記に加え，とりわけ女性の権利に関し，第 56回国連

婦人の地位委員会(CSW)において，「自然災害におけるジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメント(自然災害とジ

ェンダー)」決議を我が国が提出し，コンセンサスで採択

された。 

２ 二国間関係 

 エジプト，イラン，カンボジア，中国との二国間人権

対話において，各国内の人権保護・促進に向けた働きか

けを実施した。その他，日 EU人権対話を実施した他，米

国等の西側諸国と人権分野に関する意見交換を実施し

た。 

３ 主要人権条約の履行 

 人権・民主主義の保護・促進に向けた，

多国間及び二国間の議論・対話へ積極的

に参加する。主要人権条約を履行する。 
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 女子差別撤廃条約の政府報告に関するフォローアップ

情報，拷問禁止条約の第２回政府報告を提出した。 

 未締結の人権諸条約(障害者権利条約(仮称))の締結及

び個人通報制度の受入れの是非について検討を行った。 

 また，国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

(ハーグ条約)の締結については，５月 20日に，条約締結

に向け準備を進めることを閣議了解し，３月９日に条

約・国内担保法を国会に提出した。 

  

  

24

年

度 

１ 国際場裏 

 我が国は人権理事国に選出され，１月より３年間の任

期を開始した。 

拉致問題を含む北朝鮮の人権状況について，国連総会

及び人権理事会において北朝鮮人権状況決議案を EU と

共同で提出し，国連総会決議は史上初めて無投票でコン

センサス採択された。さらに，人権理事会においても北

朝鮮人権状況決議案が無投票で採択され，北朝鮮の人権

状況改善に向け，調査委員会を立ち上げることとなった。 

 また，10月には人権理事会において，普遍的・定期的

レビュー(UPR)第２回対日審査が行われた。 

上記に加え，11月に UN Women(正式名称)のバチェレ事

務局長が訪日し，野田総理大臣と意見交換をした。 

２ 二国間関係 

 ミャンマーとの間で初めての人権対話を行ったほか，

イランとの人権対話を行った。その他，日 EU人権対話を

実施した他，米国等の西側諸国と人権分野に関する意見

交換を実施した。 

３ 主要人権条約の履行 

 社会権規約第 13 条第２項(b)(c)にかかる留保を撤回

したほか，自由権規約，人種差別撤廃条約に関する政府

報告を提出した。また，未締結の人権諸条約(障害者権利

条約(仮称))の締結及び個人通報制度の受入れの是非に

ついて検討を行った。 

ハーグ条約及び条約実施法案について，新政権の発足

後，３月 15日に条約及び条約実施法案について国会提出

の閣議決定を行った。 

 国連人権理事会を通じた人権の保

護・促進のための取組を重視しつつ，人

権・民主主義の保護・促進に向けた，多

国間及び二国間の議論・対話へ積極的に

参加し，また，主要人権条約を着実に履

行する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 国際場裡 

 昨年度に引き続き，我が国は本年度も人権理事会理事

国を務めた。拉致問題を含む北朝鮮の人権状況について，

国連総会及び人権理事会において北朝鮮人権状況決議案

を EUと共同で提出し，国連総会決議はコンセンサスで，

人権理事会決議は理事国 47 ヵ国中，賛成 30 票を得て採

択された。後者の決議は，昨年度の人権理事会決議で設

置された「北朝鮮における人権に関する調査委員会

(COI)」によって作成された報告書の内容を反映させた，

これまで以上に強い内容の決議となった。我が国は，COI

が報告書作成のための調査として平成 25 年８月末に訪

日した際，最大限の協力を行った。   

 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の活動に関して

は，上述のとおり，OHCHR が事務局となっている人権理

事会での議論に積極的に参加しているほか，例年拠出し

ている我が国の任意拠出金を通じ，主にアジアのフィー

ルド事務所におけるキャパシティ・ビルディング等の事

業に対する支援を行っている。 

女性の権利の保護・促進に関しては，国連安保理決議

第 1325号に関する「行動計画」策定について，市民社会

１ 国際場裏 

人権理事国として，国連人権理事会

における議論に積極的に参加する。 

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)

の活動や社会的弱者の権利の保護・促

進を目的とした各種取組の活動を支援

していく。 

人権状況に深刻な問題がある国につ

いては，国際社会と協調しつつ，改善

を求めるとともに，二国間外交におい

ても，積極的に各国の人権の保護・促

進に向けた働きかけを行う。人権状況

決議は，これを活用するとともに，二

国間における人権対話を継続し，各国

の人権状況の改善に向けて働きかけを

行う。 

女性の権利の保護・促進に関する国

連安保理決議 1325 号に基づく国内行

動計画の策定に向けた取組を加速する

とともに，設立間もない UN Womenに対
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と意見交換をしながら取り組んでいる。また，「紛争下

の性的暴力」に関する国際的な議論が活発化する中，バ

ングーラ紛争下の性的暴力防止担当国連事務総長特別代

表(SRSG)を平成 25 年 11 月に招へいした。さらに，「ジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機

関(UN Women)」のプロジェクトに対し，補正予算にて約

550 万ドルの拠出を行うとともに，同機関のムランボ＝

ヌクカ事務局長を平成 26年３月末に招へいした。 

２ 二国間関係 

 イラン，カンボジアとの二国間人権対話において，各

国内の人権保護・促進に向けた働きかけを実施した。そ

の他，日 EU人権対話を実施し，その他西側諸国とも人権

分野に関する意見交換を実施した。 

３ 主要人権条約の履行 

 障害者権利条約について，これまでの集中的な国内法

令の整備がひととおり行われ，平成 25 年 12 月に同条約

の締結が国会で承認され，翌年(平成 26年)１月，我が国

は同条約を批准した。 

 各条約体の政府報告に関しては，４月には社会権規約

の第３回政府報告審査に，また５月には拷問等禁止条約

の第２回政府報告審査に臨み，各委員会との間で建設的

かつ有意義な対話を行うことができた。また，審査を受

けて発出された両条約委員会の最終見解について，関係

省庁に周知するとともに，和訳の上，外務省 HPに掲載し

て広報するなど，フォローアップに努めた。 

 その他，個人通報制度の受入れの是非について検討を

行った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

してこれまで以上の支援を行う。 

２ 二国間関係 

人権・民主主義の保護・促進に向け

た，多国間及び二国間の議論・対話へ

積極的に参加する。 

３ 主要人権条約の履行 

政府報告審査への参加や条約委員会

の最終見解に基づくフォローアップ等

を着実に実施する。 

障害者権利条約の締結に向けた取

組，個人通報制度の受入れの是非の検

討等を行う。 

 
目

標 
－ 

人権・民主主義の保護・促進に向けた，多国間及び二国

間の議論・対話へ積極的に参加し，また，主要人権条約を

着実に履行する。 

 

 ７(２)人道分野での取組(難民等への支援) 年度目標 

基

準 
－ 

国内の難民支援，第三国定住による難民の受入れ   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 国際貢献等の観点から，第三国定住によるミャンマー

難民の受入れ(23年度は４家族計 18名を受入れ)を行い，

さらに受入れ難民に対する定住支援等を行った。 

２ 条約難民に対する定住促進支援に加え，急速に増加し

た難民認定申請者の生活保護等の支援を実施した。 

 国内の難民を支援する。また，第三国

定住による難民を受入れる。 

  

  

24

年

度 

１ 国際貢献等の観点から，第三国定住によるミャンマー

難民の受入れを行うべく取り組み，更に受入れ難民に対

する定住支援を行った。他方で，24年度については，難

民家族が訪日を辞退したため，次年度以降の家族の受入

れに向け，受入れ要件を緩和するなどの検討を内閣官房

等関係省庁と共に行った。 

２ 条約難民に対する定住促進支援に加え，急速に増加し

た難民認定申請者の生活保護等の支援を実施した。  

 第三国定住難民の受入れを中心に，国

内の難民を支援する。 

  

  

  
25

年

度 

１ 国際貢献等の観点から，第三国定住によるミャンマー

難民の受入れ(25年度は４家族計 18名を受入れ)を行い，

更に受入れ難民に対する定住支援を行った。 

２ 条約難民に対する定住促進支援に加え，急速に増加し

た難民認定申請者の生活保護等の支援を実施した。 

  

第三国定住事業によるミャンマー難

民の受入れを行うと共に，国内の難民に

対する支援を行う。 
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【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

国内の難民を支援する。また，第三国定住による難民を

受入れる。 

 

 ７(３)国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)

の締結を受けた条約上の中央当局の任務の実施 
年度目標 

基

準 
－ 

条約上の中央当局の任務の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

国会において，ハーグ条約が承認され，実施法が成立し

た。また，政省令等の条約の実施に係る運用の細則を定め，

中央当局としての適切な実施体制を整えた。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

国会におけるハーグ条約の承認及び

実施法案の成立を得た後，政省令の立案

を中心に，中央当局の任務の実施体制の

整備を行い，条約上の中央当局の任務の

実施を目指す。 

  

  

  

  

  

 目

標 
－ 

条約上の中央当局の任務を実施する。  

 ７(４)国連総会に

我が国が提出する

北朝鮮人権状況決

議への賛成国数 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
106 123 コンセンサス コンセンサス 

【〇】 

コンセンサス 

 年度目標値  － － コンセンサス  

 

分析 １ 施策の必要性 

 平成 17 年３月にコフィ・アナン国連事務総長(当時)が，国連の全ての活動で人権の視点を強化す

る考えを提唱して以降，国際社会において「人権の主流化」の動きがますます加速している中，国内

外において人権・民主主義を保護・促進する政策は，我が国の国際社会での役割，信頼性を強化する

上で重要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響  

(１)我が国が例年 EU と共同で人権理事会及び国連第３委員会に提出している北朝鮮人権状況決議は，

安倍政権の「対話と圧力」を軸とする対北朝鮮政策を実現する上で有効であった。(人権・民主主義

の保護・促進のための国際協力の推進(達成手段７①)) 

(２)女性の権利の保護・促進に関しては，UN Women への拠出金の大幅増(昨年度比約５倍)，UN Women

事務局長及び紛争下の性的暴力防止担当国連事務総長特別代表(SRSG)の招へい等は，安倍政権が掲げ

る「女性が輝く社会」の実現に向けての重要な取組となった点で，有効性が高かった。(人権・民主

主義の保護・促進のための国際協力の推進(達成手段７①)) 

(３)イラン，カンボジア，EU との間で二国間人権対話を実施したことは，人権に係る取組を互いに共

有し，各国内のさらなる人権の保護・促進を図る上で,有効であった。(人権・民主主義の保護・促進

のための国際協力の推進(達成手段７①)) 

(４)障害者権利条約の批准にあたり，障害者に関する制度改革を集中的に行ったことは，我が国に対す

る国際的な信頼を高める上で有益であった。(人権・民主主義の保護・促進のための国際協力の推進(達

成手段７①)) 

(５)第三国定住事業による難民の受入れは，本年度も順調に進んでおり，タイにおけるミャンマー難民

問題の解決に向けての一助となった。(第三国定住による難民受入れ(達成手段７③)) 

(６)ハーグ条約履行のための実施体制の整備は，子の利益を第一とする観点からの国際的な子の連れ去

り問題の予防，解決に資するとともに，国内外からの高い関心に応えるものであり有意義であった。

(ハーグ条約の実施(達成手段７④)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国際社会の人権の保護促進 

国際社会の人権の保護促進は引き続き重要であり，今後も人権状況に深刻な問題がある国への改

善の要求，人権・民主主義の保護・促進に向けた，多国間及び二国間の議論・対話への積極的な参加，

未締結条約の締結に向けた取組等を進める。 
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平成 25年９月の国連総会一般討論演説にて，安倍総理大臣が「女性が輝く社会」の実現に向けた

諸施策を発表したことを受け，人権分野とは別個に，女性政策に関する測定指標を設けることとし，

次年度においては，女性の活躍の促進及び国際協力の強化のため，各国・国際機関と連携し，多国間

及び二国間の議論・対話に積極的に参加することを目標とする。 

(２)人道分野での取組(難民等への支援) 

国際貢献の観点から引き続き難民等への支援は重要であり，今後も第三国定住事業によるミャン

マー難民の受入れを行うと共に，国内の難民に対する支援を行う。 

(３)国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締結を受けた条約上の中央当局の

任務の実施 

条約の締結を受け，引き続き条約を実施するための業務を継続するが，同条約関連業務は，領事

業務に密接に関わりがあることから，領事局に移管されるとともに，今後本取組は施策Ⅳ－１(領事

業務の充実)において評価する。 

(４)国連総会に我が国が提出する北朝鮮人権状況決議への賛成国数 

国連総会における北朝鮮人権状況決議は，国際社会における問題意識を北朝鮮に認識させる上で

有効であり，引き続きコンセンサス採択を目指す。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)北朝鮮等人権状況に深刻な問題がある国への改善の働きかけ及び人権分野における我が国の信頼

性の向上は重要であり，国際場裏での活動や協力，二国間での対話等の様々な枠組を通じて，引き続

き国内及び世界の人権状況の改善に積極的に取り組んでいく。 

(２)我が国が例年提出している北朝鮮人権状況決議は，対北朝鮮政策を実現する上で有効な手段の一つ

となっており，引き続き決議を提出するとともに，同決議を活用していく。 

(３)女性の権利の保護・促進については，我が国の外交政策に幅広くジェンダーの視点を反映すること

を目指す。 

(４)二国間における人権対話を継続し，人権状況の改善に向けて働きかけを行う。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書(主に 153-157頁) 

なお，目次及び要旨が掲載されている URLは以下のとおり。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000048.html 
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個別分野 ８ 軍備管理・軍縮・不拡散への取組 

概要  北朝鮮やイラン等の核問題に直面する中で，我が国及び国際社会の平和と安全を確保していくた

めには，軍縮・不拡散体制の維持・強化が重要である。その重要性にかんがみ，我が国は，以下の

取組を実施する。 

(１)核兵器については，核兵器不拡散条約(NPT)体制の強化(平成 27(2015)年 NPT 運用検討会議に

係る取組)，国連総会での核軍縮決議の提出・採択，包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効に

向けた働きかけ，国際原子力機関(IAEA)の保障措置の強化等，核軍縮・不拡散に向けた取組を積

極的に行う。 

(２)生物・化学兵器については，生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器禁止条約(CWC)の普遍化，国

内実施の強化等を含む国際レジームのための取組に貢献する。 

(３)通常兵器については，武器の取引や使用等を規制する国際的な枠組みの普遍化・強化への貢

献・実施のほか，対人地雷・クラスター弾等の不発弾・小型武器等に関する被害国への支援を国

際的な枠組みと協調しつつ行う。 

(４)大量破壊兵器(WMD)等の不拡散については，関連国連安保理決議を着実に履行するとともに，

国際輸出管理レジームの強化に向けた取組，拡散に対する安全保障構想(PSI)への貢献，セミナ

ー等の開催によるアジア地域を中心とした働きかけ等を実施する。 

関連する内閣

の重要政策 

・第 180回国会外交演説(平成 24年１月 24日) 

「原子力安全については，東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ，事故の徹底検証から得

られる知見と教訓を国際社会と共有し，国際的な原子力安全の向上に貢献していくことは我が国

が果たすべき責務と考えます。」 

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

「日本が原子力事故から得た知見と教訓を国際社会と共有し，国際的な原子力安全の強化に貢献

します。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

 「唯一の先導被爆国として，核兵器不拡散条約を基礎とした国際的な核軍縮・不拡散体制の維持・

強化に貢献するとともに，現実的で実践的な取組を積み重ね，『核兵器のない世界』に向け国際

社会の取組を主導します。この関連で，４月に広島で軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)外相会

合を開催します。また，国際的な原子力安全の強化にも引き続き取り組みます。」 

 

測

定

指

標 

８(１)国際的な核軍縮を追求するための取組 年度目標 

基

準 

22

年

度 

核兵器不拡散条約(NPT)体制の強化(平成 27(2015)年 NPT

運用検討会議に係る取組)，国連総会での核軍縮決議の提

出・採択，包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効に向け

た働きかけを実施した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

核軍縮・不拡散の観点からは，我が国は軍縮・不拡散イ

ニシアティブ(NPDI)の取組を主導し，４月にベルリン，９

月にNYにてNPDI外相会合を開催し，FMCT(カットオフ条約)

の即時交渉開始や，核兵器国による核軍縮の報告フォーマ

ット，軍縮・不拡散教育，IAEA追加議定書の普遍化に向け

た取組等につき議論を行った。我が国は同イニシアティブ

での取組の中でも，特に核軍備の透明性の分野をリードし，

核軍縮措置の報告フォームをグループとして取り纏めた。

また，我が国が毎年国連総会に提出している核軍縮決議案

(23 年度は，「核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動」)が

過去最多の共同提案国(99 か国)と共に圧倒的多数(賛成

169 か国，反対１か国，棄権 11か国)の支持で採択された。 

軍備管理・軍縮・不拡散に係る国際的

な枠組みの維持・強化及び実施体制強化

への貢献を行う。 

  

  

24

年

度 

核軍縮・不拡散の観点からは，我が国は NPDIの取組を主

導し，５月に行われた NPT 運用検討会議第１回準備委員会

においてグループとして４本の作業文書(核戦力の透明性

(報告フォーム)，兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)，

軍縮不拡散教育，IAEA 追加議定書)を提出し，議論に貢献

した。６月にイスタンブール，９月に NY にて NDPI外相会

合を開催し，FMCT(カットオフ条約)の即時交渉開始や，核

戦力の透明性向上，軍縮・不拡散教育，IAEA追加議定書の

普遍化に向けた取組等につき議論を行った。 

NPDI の取組，軍縮不拡散教育グローバ

ル・フォーラムの開催や，拡散に対する

安全保障構想(PSI)航空阻止訓練の我が

国主催など，軍備管理・軍縮・不拡散に

係る国際的な枠組みの維持・強化及び実

施体制強化への貢献を行う。 
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また，軍縮不拡散教育については，８月に長崎において

軍縮不拡散教育グローバル・フォーラムを国連大学との共

催で実施し，各国の政府関係者や国際機関，NGO 等から出

席者を招いて軍縮・不拡散教育のあり方についての議論を

深めた。   

  

  

  

25

年

度 

 核軍縮・不拡散の観点から，我が国は軍縮・不拡散イニ

シアティブ(NPDI)の取組を主導し，４月に行われた NPT 運

用検討会議第２回準備委員会に，NPDIメンバー国を代表し

て核兵器の役割低減や非戦略核等の６本の作業文書を提出

し，議論に貢献した。９月の NPDI外相会合では，フィリピ

ン及びナイジェリアを新たにメンバーに加えることでアジ

ア・アフリカからの地域代表性を確保し，日豪主導の本グ

ループの存在感を更に高めることができた。また，国連総

会ハイレベル会合では，安倍総理大臣自ら「核軍縮に最も

重要なのは核兵器保有国による核削減努力と核戦力の透明

性向上である」旨スピーチを行うなど，我が国の考え方を

積極的に発信できた。さらに，１月には，岸田外務大臣が

核軍縮・不拡散に関する政策スピーチを実施し，「核兵器

のない世界」に向けた現実的かつ実践的な取組を国民に広

く紹介した。 

平成 26年４月の NPDI広島外相会合に向けて，我が国が

中心となって作成した「透明性」に関する新たな作業文書

作成作業を含め，着実に準備を進めることができた。 

 1994 年以降，国連総会において我が国が毎年提出してい

る核軍縮決議案について，初めて 100を超える共同提案国

(102 か国)を得て，圧倒的多数で採択された。(賛成 169か

国，反対１か国，棄権 14か国，測定指標８(５)参照) 

 軍縮・不拡散教育において，被爆者の高齢化が進む中，

若い世代の方々にも核兵器の惨禍の実相を，広く国際社会

に伝達して頂くことを目的に，これまでの非核特使制度に

加え，「ユース非核特使」制度を立ち上げ，25年度は４件

延べ 25名に委嘱を行った。  

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)

の取組を主導し，平成 27 年 NPT 運用検

討会議に向け具体的貢献ができるよう

グループとしての取組を進めていく。 

我が国は同イニシアティブでの取組

の中でも，特に核軍備の透明性の分野を

リードする。 

また，平成 26年春には広島で NPDI外

相会合を開催予定のため，被爆地で開催

する意義を積極的に打ち出していける

よう準備を進めていく。 

軍縮不拡散教育分野での取組を通じ

市民社会における軍縮への知見を深め

ていく。 

 目

標 
－ 

国際的な核軍縮を追求するための取組を強化する。  

 ８(２)大量破壊兵器等の拡散防止のための取組 年度目標 

基

準 

22

年

度 

国際原子力機関(IAEA)の保障措置の強化のための取組，

大量破壊兵器(WMD)等の不拡散に関連する国連安保理決議

を着実に履行，国際輸出管理レジームの強化に向けた取組，

拡散に対する安全保障構想(PSI)への貢献，セミナー等の開

催によりアジア地域を中心として不拡散体制の強化に向け

た働きかけ等を実施した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

大量破壊兵器等の不拡散の観点から，我が国は，北朝鮮

やイラン等に係る一連の国連安保理決議を誠実に履行する

だけでなく，在ウィーン国際機関日本代表部が原子力供給

国グループ(NSG)の連絡事務局を務める他，各種輸出管理レ

ジーム等の場で，国際不拡散体制を強化するための諸施策

が着実に履行・発展されるよう様々な取組を行った。また，

二国間レベルの働きかけに加え，第８回アジア不拡散協議

(ASTOP)や第 19 回アジア輸出管理セミナーを主催すること

等により，アジア地域が確実にこれら安保理決議を履行で

きるようにするとともに輸出管理体制を強化できるように

した。さらに，拡散に対する安全保障構想(PSI)の独主催オ

軍備管理・軍縮・不拡散に係る国際的

な枠組みの維持・強化及び実施体制強化

への貢献を行う 
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ペレーション専門家会合(OEG)やワークショップの参加な

ど，大量破壊兵器等の拡散を阻止するための国際的な枠組

みに積極的に参加した。 

  

  

24

年

度 

大量破壊兵器等の不拡散の観点から，我が国は，北朝鮮

やイラン等に係る一連の国連安保理決議を誠実に履行する

だけでなく，在ウィーン国際機関日本代表部が原子力供給

国グループ(NSG)の連絡事務局を務める他，各種輸出管理レ

ジーム等の場で，国際不拡散体制を強化するための諸施策

が着実に履行・発展されるよう様々な取組を行った。 

また，二国間レベルの働きかけに加え，第９回アジア不

拡散協議(ASTOP)や第 20 回アジア輸出管理セミナーを主催

すること等により，アジア地域が確実にこれら安保理決議

を履行できるようにするとともに輸出管理体制を強化でき

るようにした。 

さらに，拡散に対する安全保障構想(PSI)航空阻止訓練の

我が国主催や，韓国主催 PSI 海上阻止訓練等への参加など，

大量破壊兵器等の拡散を阻止するための国際的な枠組みに

積極的に参加した。 

NPDI の取組，軍縮不拡散教育グローバ

ル・フォーラムの開催や，拡散に対する

安全保障構想(PSI)航空阻止訓練の我が

国主催など，軍備管理・軍縮・不拡散に

係る国際的な枠組みの維持・強化及び実

施体制強化への貢献を行う。 

  

  

  

25

年

度 

大量破壊兵器等の不拡散の観点から，我が国は，北朝鮮

やイラン等に係る一連の国連安保理決議を誠実に履行する

だけでなく，在ウィーン国際機関日本代表部が原子力供給

国グループ(NSG)の連絡事務局を務める他，各種輸出管理レ

ジーム等の場で，国際不拡散体制の強化・発展のため，様々

な国際的取組を行った。 

国際的な核不拡散体制強化の重要な要素である保障措置

体制の強化に関しては，関係国と協力しつつ様々な機会を

捉えて IAEA 追加議定書締結に向けた働きかけを行ったと

ころ，締約国数は平成 24年末の 119か国から 122か国へと

増加した。 

また，二国間レベルの働きかけに加え，第 10回アジア不

拡散協議(ASTOP)や第 21 回アジア輸出管理セミナーを主催

すること等により，アジア地域が確実にこれら安保理決議

を履行できるようにするとともに輸出管理体制を強化でき

るようにした。 

 さらに，拡散に対する安全保障構想(PSI)のポーランド主

催 10 周年記念会合や米国主催訓練「Future Guard 14」の

計画会合への参加など，大量破壊兵器等の拡散を阻止する

ための国際的な枠組みに積極的に参加した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

大量破壊兵器等の不拡散の観点から，

北朝鮮やイラン等に係る一連の国連安

保理決議の履行，輸出管理，IAEA保障措

置等，不拡散体制の強化に向け，アジア

をはじめとする各国・地域との協力を推

進する。 

 目

標 
－ 

大量破壊兵器等の拡散防止のための取組を強化する。  

 ８(３)生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器条約(CWC)の実施強化の

ための取組 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器禁止条約(CWC)の普

遍化，国内実施の強化等を含む国際レジームの強化のため

の取組を促進した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

23

年

度 

生物・化学兵器については，機会をとらえ，非締約国に

対して BWC及び CWCへの加入を呼びかけるとともに，条約

の実施強化が不拡散に資するとの観点から，我が国は，知

見を有する専門家をセミナーに派遣するなど，BWC及び CWC

の普遍化，国内実施の強化等を含む国際レジームの強化の

ための取組に貢献した。また，化学兵器禁止機関(OPCW)に

よる査察の滞りない受入れにより，我が国の CWC 履行に対

する信頼醸成に努めた。 

軍備管理・軍縮・不拡散に係る国際的

な枠組みの維持・強化及び実施体制強化

への貢献を行う。 
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実

績 

24

年

度 

生物・化学兵器については，機会をとらえ，非締約国に

対して BWC及び CWCへの加入を呼びかけるとともに，条約

の実施強化が不拡散に資するとの観点から，知見を有する

専門家をセミナーに派遣するなど，BWC及び CWCの普遍化，

国内実施の強化等を含む国際レジームの強化のための取組

に貢献した。 

また，化学兵器禁止機関(OPCW)による査察の滞りない受

入れにより，我が国の CWC 履行に対する透明性確保，信頼

醸成に努めた。12 月には OPCW 事務局次長を我が国に招へ

いし，CWC の履行に係る我が国の誠実な取組につき先方の

理解を促進した｡第３回 CWC 運用検討会議に先立つ議論の

中で，普遍化，国内実施の強化，化学兵器の再出現の防止

等の必要性に係る我が方の立場を積極的に発信した｡ 

NPDI の取組，軍縮不拡散教育グローバ

ル・フォーラムの開催や，拡散に対する

安全保障構想(PSI)航空阻止訓練の我が

国主催など，軍備管理・軍縮・不拡散に

係る国際的な枠組みの維持・強化及び実

施体制強化への貢献を行う。 

  

  

  

25

年

度 

生物・化学兵器については，機会をとらえ，非締約国に

対して BWC及び CWCへの加入を呼びかけるとともに，条約

の実施強化が不拡散に資するとの観点から，知見を有する

専門家１名を関連会合に派遣するなど，BWC 及び CWC の普

遍化，国内実施の強化等を含む国際レジームの強化のため

の取組に貢献した。 

また，化学兵器禁止機関(OPCW)による査察を滞りなく受

入れたことは，CWC の履行を透明性のあるものとした。第

３回 CWC 運用検討会議において， OPCW として化学兵器の

再出現防止により力を入れていくことが求められており，

そのために普遍化と国内実施の強化が必要であるとの我が

方の立場を発信した｡ 

 さらに，シリアの化学兵器廃棄に向けた国際社会の取組

を支援するために拠出を行うなど我が国として積極的に貢

献した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

機会をとらえ，非締約国に対して BWC

及び CWC への加入を呼びかけるととも

に，専門家のセミナー派遣等を実施す

る。 

また，化学兵器禁止機関(OPCW)による

査察を受入れ，我が国の CWC履行に対す

る一層の透明性確保及び信頼醸成を図

る｡第３回 CWC 運用検討会議において，

普遍化，国内実施の強化，化学兵器の再

出現の防止等の必要性に係る我が方の

立場を積極的に発信する｡ 

 目

標 
－ 

生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器条約(CWC)の実施強

化のための取組を強化する。 

 

 ８(４)通常兵器の軍備管理・軍縮及び軍事関連情報の透明性向上に

関する取組 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

武器の取引や使用等を規制する国際的な枠組みの普遍

化・強化への貢献・実施。対人地雷・クラスター弾等の不

発弾・小型武器等に関する被害国への支援等を国際的な枠

組みの下で協力した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

通常兵器については，我が国は，対人地雷禁止条約及び

クラスター弾に関する条約の普遍化促進に積極的に取り組

んでおり，アジア大洋州地域の条約未締結国を中心として，

早期に条約に加入するよう働きかけを行った。特に，クラ

スター弾に関する条約の第１回締約国会議においては，副

議長を務めるとともに，普遍化セッションにおいて，議長

を補佐する役割を担った。武器貿易条約(ATT)構想に関して

は，平成 24年の国連会議に向けて４回の準備委員会が開催

されており，準備作業に貢献している。我が国が国連に決

議案を提出し，採択された小型武器決議においては，政府

専門家会合の開催が決定された。また，対人地雷，クラス

ター弾を含む不発弾，小型武器に関連し，現場のプロジェ

クトへの支援を着実に進めた。 

軍備管理・軍縮・不拡散に係る国際的

な枠組みの維持・強化及び実施体制強化

への貢献を行う。 
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24

年

度 

通常兵器分野においては，７月に第１回目の武器貿易条

約(ATT)国連会議が開催され，また，３月に，ATT最終国連

会議が開催されたところ，我が国は，同条約の原共同提案

国及びアジア地域選出の副議長国として，他の ATT推進国

と連携しつつ積極的に交渉に参加した。(条約案は，平成

25年４月に，国連総会において圧倒的多数をもって採択さ

れた。) 

NPDIの取組，軍縮不拡散教育グローバ

ル・フォーラムの開催や，拡散に対する

安全保障構想(PSI)航空阻止訓練の我が

国主催など，軍備管理・軍縮・不拡散に

係る国際的な枠組みの維持・強化及び実

施体制強化への貢献を行う。 

また，８月に開催された第２回国連小型武器行動計画

(PoA)履行検討会議では，各国の見解の相違を乗り越えて，

成果文書が全会一致採択された。我が国は，アジア地域選

出の副議長を務めたが，それに加えて，議長を補佐して成

果文書をとりまとめるための４名のファシリテーターの一

人に我が国代表部の参事官が任命され，会期を通じて精力

的に担当業務に従事した。 

 

  

  

  

25

年

度 

通常兵器分野においては，４月に武器貿易条約(ATT)が国

連総会において圧倒的多数をもって採択され，６月３日(現

地時間)，ニューヨークにおいて署名解放され，我が国は同

日署名を行った。同条約が早期に発効することを目指し，

９月 25日に国連本部において，日本を含む原共同提案国に

よる ATT ハイレベル会合を開催し，岸田外務大臣が出席し，

幅広い国，特に主要な武器取引国の締結が重要であること

を訴えた。 

 対人地雷においては，12 月に開催された対人地雷禁止条

約第 13回締約国会議において，我が国は，地雷除去に関す

る常設委員会の共同議長に就任。また，平成 26年１月から，

我が国は，地雷対策支援グループ(MASG)の議長に就任した。 

対人地雷，クラスター弾を含む不発弾，小型武器に関連

し，現場のプロジェクトへの支援を着実に進めた。 

 対人地雷禁止条約及びクラスター弾に関する条約の普遍

化促進については，パキスタン，ミャンマー等アジア大洋

州地域の条約未締結国を中心として，早期に条約に加入す

るよう働きかけを行った。また，カリコム地域について，

若手外交官招へいプログラムの機会を捉えて普遍化の働き

かけを行った。 

 国連小型武器行動計画の履行を促進させるための小型武

器決議案を国連に提出したところ，コンセンサス採択され

た。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

我が国は，対人地雷禁止条約(オタワ条

約 )及びクラスター弾に関する条約

(CCM)の普遍化促進に向け，アジア大洋

州地域の条約未締結国を中心として，二

国間・多国間協議の機会をとらえ，早期

に条約に加入するよう働きかけを行う。 

平成 25年４月に，対人地雷禁止条約の

共同議長職に立候補しており，選任され

た場合には，同条約の常設委員会におけ

る議事を主導する。 

平成 25 年４月に採択された武器貿易

条約(ATT)に関しては，署名・締結の準

備作業を進める。 

国連小型武器行動計画の履行を促進さ

せるための小型武器決議案を国連に提

出する。 

また，対人地雷，クラスター弾を含む

不発弾，現場のプロジェクトへの支援を

通じて，汚染地の除去義務等の条約履行

を支援する。 

 目

標 
－ 

通常兵器の軍備管理・軍縮及び軍事関連情報の透明性向

上に関する取組を強化する。 

 

 ８(５)国連総会に

我が国が提出する

核軍縮決議への支

持取り付け 

①共同提案国数 

②賛成国数 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 

①35 

②173 

①99 

②169 

①99(含，米国・英国及び

NPDI 参加諸国 10 か国中

９か国) 

②174 

①102 

②169 

【○】 

－ 

 

年度目標値  基準値程度の維持並びに米

国及び NPDI メンバー国の共

同提案国としての確保 

同左 ①99 

②174 

 

 

分析 １ 施策の必要性 

核軍縮・不拡散の取組は，国際社会の平和と安全の維持に加え，我が国の安全保障を担保するため

にも必要不可欠な施策の一つである。特に，唯一の戦争被爆国として，核兵器使用の惨禍の実相を世
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代と国境を越えて伝え，「核兵器のない世界」の実現に向け，現実的かつ実践的な取組を進めていく

ことが，この分野で日本が国際世論をリードし，我が国の利益増進に大きく寄与するだけでなく，国

際社会の平和と安定に貢献する上で重要である。 

特に，北朝鮮による核・ミサイル開発は，日本を含む地域の喫緊かつ重大な脅威であり，イランの

核問題に対しても，国際社会は強い懸念を抱いている。また，近年，特にアジア諸国は，その経済発

展に伴い，核開発やミサイル開発に転用可能な物資・技術の生産能力を獲得してきている一方，懸念

国による違法な調達活動が巧妙化しており，アジア諸国が意図せずして拡散に関わってしまう危険性

がこれまで以上に高まっている。こうした大量破壊兵器等の拡散問題への対応は，我が国の安全保障

の確保の観点のみならず，国際社会の平和と安全を維持する観点からも必要不可欠である。 

また，生物兵器，化学兵器及び対人地雷やクラスター弾を含む小型武器等の通常兵器についても，

安全保障のみならず，人道や開発等の観点から，核軍縮・不拡散の取組が必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響  

(１)我が国が主導する NPDIにおいては，４月に行われた平成 27(2015)年 NPT運用検討会議第２回準備

委員会に対し，核兵器の役割低減や非戦略核等の６本の作業文書を提出し，同委員会における議論

の促進に貢献したことは，日本が国際世論をリードし，国際社会の平和と安定に寄与する上で有効

であった。(軍備管理・軍縮・不拡散への取組(達成手段８②)) 

(２)国連総会第一委員会における我が国核軍縮決議案について，初めて 100 を超える共同提案国(102

か国)を得て，圧倒的多数で採択された。我が国に賛同を示しながら採決に出席できない国があり，

賛成国数については，目標に至らなかったものの，実質的に十分な数の賛成を得たものと考えられ，

「核兵器のない世界」の実現に向けた国際的機運を高めるとの決議の目標は達成したと考える。(軍

備管理・軍縮・不拡散への取組(達成手段８②)) 

(３)アジア不拡散協議(ASTOP)やアジア輸出管理セミナーの開催は，アジアにおける不拡散の取組及び

輸出管理を強化する上で，有益であった。(軍備管理・軍縮・不拡散への取組(達成手段８②)) 

(４)拡散に対する安全保障構想(PSI)のポーランド主催 10周年記念会合や米国主催訓練「Future Guard 

14」の計画会合への参加，各種アウトリーチに関する取組を行ったことは，大量破壊兵器等の不拡

散に係る国際的な取組の強化に大きく貢献した。(軍備管理・軍縮・不拡散への取組(達成手段８②)) 

(５)シリアの化学兵器廃棄に向けた国際社会の取組を支援するために拠出等を行ったことは，化学兵器

の軍縮・不拡散への取組を促進する上で，我が国としての積極的な貢献となった。(軍備管理・軍縮・

不拡散への取組(達成手段８②)) 

(６)我が国は，対人地雷禁止条約やクラスター弾に関する条約，特定通常兵器使用・禁止制限条約の締

約国会議への参加及び除去の常設委員会の共同議長職の任務遂行等を通じて各国の義務履行に関す

る議論の促進に貢献するとともに，小型武器，対人地雷，クラスター弾を含む不発弾による影響を

受けた国々において，武器の除去，回収，廃棄，被害者支援等の活動を行ったことは，安全保障の

みならず，人道や開発等の観点から，有効であった。(軍備管理・軍縮・不拡散への取組(達成手段

８②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国際的な核軍縮を追求するための取組 

不拡散の取組は，国際社会の平和と安全の維持に加え，我が国の安全保障を担保するためにも必要

不可欠な施策の一つである。我が国は唯一の戦争被爆国として核軍縮への取組は引き続き重要であ

り，今後も，軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)の取組を主導し，現実的かつ実践的な取組を積極的

に行っていく。特に，開催予定の NPDI広島外相会合では，NPDIメンバー国を主導するとともに，そ

の成果を踏まえた平成 27(2015)年 NPT運用検討会議に向けた具体的貢献を行っていく。 

(２)大量破壊兵器等の拡散防止のための取組 

北朝鮮による核・ミサイル開発，イランの核問題等を踏まえ，引き続き不拡散に関連する取組の

強化に向け，アジアをはじめとする国際社会との協力を推進する。 

(３)生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器条約(CWC)の実施強化のための取組 

生物兵器禁止条約(BWC)及び化学兵器禁止条約(CWC)の普遍化，国内実施の強化等を含む国際レジ

ームの強化のための取組を促進が引き続き必要であり，今後も積極的に議論に貢献していく。 

(４)通常兵器の軍備管理・軍縮及び軍事関連情報の透明性向上に関する取組 

軍備管理・軍縮及び軍事関連情報の透明性向上に関する取組は引き続き重要であり，今後も対人

地雷禁止条約(オタワ条約)，クラスター弾に関する条約(CCM)対人地雷禁止条約武器貿易条約(ATT)国

連小型武器行動計画等に関連する取組を推進する。 

(５)国連総会に我が国が提出する核軍縮決議への支持取り付け 

国連総会における軍縮決議は，「核兵器のない世界」の実現に向けた国際的機運を高めることに

貢献する重要な取組であり，引き続きその支持取り付け拡大に努める。 
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２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)平成 27(2015)年 NPT 運用検討会議に向け，NPDI を主導しながら，具体的貢献ができるよう引き続

き取組を進めていく。そのために，まずは NPDI 広島外相会合において，被爆地ならではのメッセー

ジが出せるよう，メンバー国と連携しつつ，積極的に議論に貢献していく。 

(２)北朝鮮による核・ミサイル開発は，日本を含む地域の喫緊かつ重大な脅威であり，イランの核問題

に対しても，国際社会は強い懸念を抱いている。また，アジア諸国による核開発やミサイル開発に転

用可能な物資・技術の生産能力の獲得，懸念国による違法な調達活動の巧妙化等が問題となっている。

これら大量破壊兵器拡散問題は，我が国の安全保障の確保の観点のみならず，国際社会の平和と安全

の観点から，重要な問題であり，引き続きその対応に重点を置いていく。 

また，新たな核兵器国出現の阻止のための IAEA保障措置及び核兵器国を追求する主体による関連

物資・技術の調達を阻止するための輸出管理を推進していくことが必要であり，これら取組の強化に

向け，国際社会との協力を推進する。 

(３)BWC 及び CWCの普遍化，国内実施の強化等を含む国際レジームの強化のための取組に引き続き貢献

していく。また，化学兵器禁止機関(OPCW)による査察の滞りない受入れにより，我が国の CWC履行に

対する信頼醸成に努める。さらに，シリア化学兵器の全廃に向けたプロセスに，OPCW執行理事会の理

事国の一員として，引き続き関与していく。 

(４)平成 25 年４月に採択された武器貿易条約(ATT)は，50 か国の締結をもって発効するため，早期発

効を目指し，引き続き，関係国に対して同条約の署名・締結を働きかける。また，平成 26 年は，対

人地雷禁止条約の５年に１度の会議となる第３回検討会議がモザンビークにおいて開催されるため，

同条約の普遍化促進を継続するとともに，除去の常設委員会の共同議長として，地雷除去にあたって

いる国々の除去活動を促すよう議論を主導していく。さらに，同年６月には，国連小型武器行動計画

(PoA)の第５回隔年会合が開催されるため，国連小型武器プロセスの主導的役割を果たしてきた我が

国として，本件会合においても積極的・建設的に関与し，会議の成功に向けて貢献していく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(トップページ＞外交政策＞軍縮・不拡散) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hosho.html 

・平成 26年版外交青書 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000048.html  
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個別分野 ９ 原子力の平和的利用のための国際協力の推進 

概要 東京電力福島第一原子力発電所の事故に関する各国への正確な情報提供や各国からの支援を調

整する。右事故を受けて開催された原子力安全を中心課題とする一連の国際会議に対応する。同事

故の収束に向けた IAEA をはじめとする国際機関からのミッション受入れの調整を行う。国際的な

原子力安全及び核セキュリティ強化のための各国及び国際機関との協力を推進する。 

関連する内閣

の重要政策 

・「第４期科学技術基本計画」(平成 23年８月 19日) 

Ⅲ．４．世界と一体化した国際活動の戦略的展開 

(１)アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進 

(２)科学技術外交の新たな展開 

・第 183回国会施政方針演説(平成 25年２月 28日) 

「世界最先端の加速器技術への挑戦など，日本は，先端分野において，世界のイノベーションを

けん引しています。･･･日本に「新たな可能性」をもたらすこれらのイノベーションを，省庁の

縦割りを打破し，司令塔機能を強化して，力強く進めてまいります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際的な原子力安全の強化にも引き続き取り組みます。」 

 

測

定

指

標 

９(１)国際協力を通じた原子力安全及び核セキュリティの強化 年度目標 

基

準 
－ 

原子力安全及び核セキュリティに関する国際的及び地域的

取組への貢献及び実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 欧州復興開発銀行(EBRD)が実施・管理するチェルノブイ

リ・シェルター・プロジェクトの効率的かつ効果的な実施

のために拠出国総会などに積極的に参加した。 

 国際的な核セキュリティ対策強化に関し，３月にソウル

にて開催された核セキュリティ・サミットにおいて我が国

がワシントン核セキュリティ・サミット後に行った措置に

ついて，日米核セキュリティ作業グループの成果も含め発

表する等，活動は強化されている。また，米露大統領によ

り提唱された「核テロリズムに対抗するためのグローバ

ル・イニシアティブ」(GICNT)の関連活動にも積極的に参加

した。 

 国際的及び地域的な原子力安全及び

核セキュリティの強化に関する取組，原

子力安全関連条約や安全基準等の強化

等を通じ，より安全でセキュリティの確

保された原子力の平和利用を推進する。 

  

  

24

年

度 

IAEAやＧ８各国等と協力し，原子力安全関連条約や安全

基準等の強化に積極的に貢献した。特に，チェルノブイリ

原発支援事業に対し，3,050 万ユーロの拠出を行った。ま

た，12 月，福島県において，IAEAとの共催で，原子力安全

に関する福島閣僚会議を開催し，東京電力福島第一原子力

発電所事故の知見・教訓を国際社会と共有し，国際的な原

子力安全の強化に関する様々な取組の進捗状況について議

論を行った。 

 国際的な核セキュリティ対策強化に関し，第３回核セキ

ュリティ・サミットに向けた準備会合や GICNT関連会合等

に積極的に参加した。また，日米核セキュリティ作業グル

ープにおいて，具体的な核セキュリティ対策強化に貢献し

た。 

 国際的及び地域的な原子力安全及び

核セキュリティの強化に関する取組，原

子力安全関連条約や安全基準等の強化

等を通じ，より安全でセキュリティの確

保された原子力の平和的利用を推進す

る。原子力安全に関する福島閣僚会議を

開催する。 

  

  

  

25

年

度 

IAEAやＧ８各国等との関連会合に積極的に参加し，国際

協力を推進した。原子力安全の分野においては，福島県に

おける IAEA の緊急時対応能力研修センターの指定や同セ

ンターでの研修を実施するとともに，原子力安全関連条約

の運用強化に貢献した。 

 ５月にメキシコで開催された GICNT 全体会合(次官級会

合)に出席し，我が国の核セキュリティ強化に向けた国際協

力等を紹介した。 

 ７月にウィーンで開催された IAEA 核セキュリティ国際

会議では初日に閣僚セッションが設けられ，我が国からは

鈴木外務副大臣が出席し，政府代表として演説を行った。 

 ３月に開催されたハーグ核セキュリティ・サミットには，

IAEAやＧ８各国等と協力し，関連会合

への積極的な参加等を通じ，より安全で

セキュリティの確保された原子力の平

和利用を推進する。 

ウィーンで開催予定の IAEA 核セキュ

リティに関する国際会議(７月)やハー

グで開催予定の第３回核セキュリテ

ィ・サミット(３月)等において我が国の

措置について各国の理解を得る。 

米露大統領により提唱された「核テロ

リズムに対抗するためのグローバル・イ

ニシアティブ」(GICNT)の関連活動に貢
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安倍総理大臣が出席し，我が国の核セキュリティ向上への

姿勢を表明した。特に，日米間で「世界的な核物質の最小

化への貢献に関する日米首脳による共同声明」を発出した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

献する。 

 
目

標 
－ 

IAEAやＧ８各国等と協力し，関連会合への積極的な参加

等を通じ，より安全でセキュリティの確保された原子力の

平和利用を推進する。 

 

 ９(２)福島第一原発事故後の対応 年度目標 

基

準 
－ 

１ 福島原発事故後の状況につき，各国へ迅速かつ正確な

情報提供 

２ 原発の状況の安定化及び廃炉に向けた各国との協力調

整 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 福島原発事故をめぐる状況について各国に迅速かつ正確

に情報提供し，各国からの支援が国内関係機関にわたるよ

う調整するなど，適切に対応した。 

 各国への迅速・正確な情報提供を行

う。 

  

  24

年

度 

 「原子力安全に関する福島閣僚会議」や IAEAの専門家会

合への参加を通じ，福島第一原発事故後の状況について一

層の情報提供を行った。また，福島第一原発にトラブル等

が発生した場合は，関係国の在京大使館に対し，速やかに

情報提供を行った。 

  各国への迅速・正確な情報提供を行

う。 

  

  

  

25

年

度 

在京大使館，国際機関駐日事務所等を対象とした情報提

供や説明会を累次実施，福島第一原発の状況や我が国の取

組について積極的な情報発信を行った。また，平成 25 年

12 月からは，日本の情報を包括的な形でとりまとめ IAEA

に提供，IAEAは評価を加えた上で， IAEAの HPに公開して

きている。さらに，関係省庁と連携し，IAEA の除染，廃炉

ミッションを受け入れる等，国際社会との協力を推進した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

福島第一原発の状況等について，引き

続き情報提供を行っていく。また，廃炉

に関し，IAEAをはじめとする国際社会と

の協力を進める。 

 

目

標 
－ 

福島第一原発の状況等について引き続き情報提供を行う

とともに，IAEA をはじめとする国際社会との協力を進め

る。また，事故から得た知見と教訓を国際社会と共有し，

国際的な原子力安全の強化に貢献する。 

 

 ９(３)原子力の平和的利用や原子力安全向上に関する国際協力の実

施 
年度目標 

基

準 
－ 

開発途上国や原発新規導入国の原子力平和利用の促進及び

原子力安全の向上 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 原子力科学技術に関する研究，開発及び訓練のための地

域協力協定(RCA)に基づく活動(トレーニング・コースのホ

スト等)を実施した。我が国は，RCAにおいてリードカント

リーを務める医療・健康分野(子宮頸がんの放射線治療分

野)での事業の形成・実施計画の策定を行った。 

 原子力科学技術に関する研究・開発及

び訓練のための地域協力協定(RCA)に基

づく活動を実施する。 

  

  

24

年

度 

 昨年度に引き続き，原子力科学技術に関する研究，開発

及び訓練のための地域協力協定(RCA)に基づく活動(トレー

ニング・コースのホスト等)や RCAにおいて我が国がリード

カントリーを務める医療・健康分野での事業の形成・実施

計画の策定を行った。 

IAEA技術協力基金に対し約 752万ユーロ，平和利用イニ

シアティブ(PUI)に対し 350万ドルをそれぞれ拠出し，各種

プログラムを実施した。こうした取組を通じ，開発途上国

や原発新規導入国の原子力の平和的利用の促進及び原子力

安全の向上に貢献した。 

原子力科学技術に関する研究・開発及

び訓練のための地域協力協定(RCA)に基

づく活動を実施する。 

IAEA 技術協力への支援や IAEA の原子

力平和利用イニシアティブ(PUI)を用い

た支援を推進する。 

180 
 



  

  

  

25

年

度 

原子力科学技術に関する研究，開発及び訓練のための地域

協力協定(RCA)に基づく活動推進のため，関連会合に積極的

に参加するとともに，我が国からの専門家の派遣を行った。 

 IAEA技術協力基金(TCF)に対し約 863万ユーロを拠出し，

IAEA を通じた技術協力活動に活用された。 

平和利用イニシアティブ(PUI)に対し 350 万米ドルを拠

出し，アジア及びアフリカを中心とした途上国における発

電分野及び非発電分野(環境，医療，農業及び工業等)にお

ける技術協力を実施した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

原子力科学技術に関する研究・開発及

び訓練のための地域協力協定(RCA)に基

づく活動を実施する。 

IAEA 技術協力への支援や IAEA の原子

力平和利用イニシアティブ(PUI)を用い

た支援を推進する。 

 目

標 
－ 

開発途上国や原発新規導入国の原子力の平和的利用の促

進及び原子力安全の向上に努める。 

 

 ９(４)核物質・原子力関連品目の円滑な移転の実施 年度目標 

基

準 
－ 

核物質・原子力関連品目の適切な移転の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 既存の二国間原子力協定等に基づく原子力関連品目等輸

出入の実施等の成果があった。 

 具体的には，まず，我が国への核物質等の移転に先立ち，

二国間原子力協定等に基づく外交手続を行ったが，これは，

我が国にとって重要なエネルギー供給源である原子力発電

を実施するための核燃料の輸入等に不可欠なものである。

また，原子力関連品目及び技術を我が国から移転する際に

も，二国間原子力協定等に基づいた外交手続を実施するこ

とにより，移転された品目の平和的利用等を確保すること

としている。これらの外交手続は，23年度は，約 150件に

のぼった。 

 国際的な原子力協力のあり方につい

ては，福島第一原発における東京電力福

島原子力発電所における事故調査・検証

委員会が行っている事故原因の調査や，

IAEA における原子力安全への取組強化

の検討の状況を踏まえつつ，できるだけ

早い時期に我が国としての考えを取り

まとめることとされており，核物質・原

子力関連品目の移転についても右にそ

った形で進める。 

  

  

24

年

度 

既存の二国間原子力協定等に基づく原子力関連品目等の

輸出入の実施等の成果があった。具体的には，まず，我が

国への核物質等の移転に先立ち，二国間原子力協定等に基

づく外交手続を行った。また，原子力関連品目及び技術を

我が国から移転する際にも，二国間原子力協定等に基づい

た外交手続を実施することにより，移転された品目の平和

的利用等を確保することとしている。これらの外交手続は，

24 年度は約 90件であった。 

 国際的な原子力協力のあり方につい

ては，福島第一原発における東京電力福

島原子力発電所における事故調査・検証

委員会が行っている事故原因の調査や，

IAEA における原子力安全への取組強化

の検討の状況を踏まえつつ，できるだけ

早い時期に我が国としての考えを取り

まとめることとされており，核物質・原

子力関連品目の移転についても右にそ

った形で進める。 

  

  

  

25

年

度 

既存の二国間原子力協定等に基づく原子力関連品目等の

輸出入を実施した。具体的には，まず，我が国への核物質

等の移転に先立ち，二国間原子力協定等に基づく外交手続

を行った。また，原子力関連品目及び技術を我が国から移

転する際にも，二国間原子力協定等に基づいた外交手続を

実施することにより，移転された品目の平和的利用等を確

保することとしている。25年度はこれらの外交手続を約 70

件実施した。 

【目標の達成状況： ○ 】 

福島第一原発事故の経験と教訓を世

界に共有することにより,世界の原子力

安全の向上に貢献していくことが我が

国の責務である。我が国の原子力技術に

対しては,各国から高い期待が示されて

きている。原子炉等の原子力関連資機材

の輸出については,相手国の意向や事情

を踏まえつつ,世界最高水準の安全性を

有する技術を提供していく。 

 目

標 
－ 

核物質・原子力関連品目の円滑な移転の実施を確保する。  

 ９(５)放射性物質の安全で円滑な輸送の実施 年度目標 

基

準 
－ 

放射性物質輸送の安全で円滑な輸送の実施   

施

策

の

23

年

度 

 我が国は，自国の過去の使用済燃料を英仏で再処理して

おり，再処理の結果回収されるプルトニウムは MOX燃料と

して，また，高レベル放射性廃棄物はガラス固化体として，

 放射性物質輸送の安全で円滑な輸送

の実施を確保する。 
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進

捗

状

況

・

実

績 

順次我が国に返還されることとなっていることから，海上

輸送の円滑な実施が不可欠である。国際原子力機関等の場

や，輸送ルート沿岸国において輸送の必要性等につき一定

程度の理解が得られており。23年度における MOX燃料の海

上輸送は,安全かつ円滑に実施することができた｡ 

  

  

24

年

度 

IAEA総会の機会に沿岸国政府との協議を行い，放射性物

質の輸送についての我が国の立場や取組を伝え,放射性物

質の輸送に対する沿岸国の理解を深めることによって,円

滑な放射性物質輸送を実施できた。 

円滑な輸送のために輸送国である日英仏３国間での協議

を密に実施し,また国内関係省庁及び事業者と連携するこ

とで,関係省庁及び事業者における核物質防護及び安全の

確保を行うことができた。 

 放射性物質輸送の安全で円滑な輸送

の実施を確保する。 

  

  

  

25

年

度 

沿岸国政府との協議を行い，放射性物質の輸送について

の我が国の立場や取組を伝え,放射性物質の輸送に対する

沿岸国の理解を深めることによって,円滑な放射性物質輸

送を実施した。 

円滑な輸送のために輸送国である日英仏３国間での協議

を密に実施し,また国内関係省庁及び事業者と連携するこ

とで,関係省庁及び事業者における核物質防護及び安全の

確保を行った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

放射性物質輸送の安全で円滑な輸送

の実施を確保する。このための関係国間

の協力を一層緊密化させる。 

 目

標 
－ 

放射性物質輸送の安全で円滑な輸送の実施を確保する。  

 ９(６)二国間協定の交渉・協議の進展 年度目標 

基

準 

－ 二国間原子力協定の交渉・協議の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ヨルダン，韓国，ベトナムとの間で原子力協定を署名し

たほか，UAE との間で実質合意を達成し，トルコ，ブラジ

ル，南アフリカとの間で交渉を実施した。具体的には，ヨ

ルダンとの間では１回，韓国との間では５回，ベトナムと

の間では３回の交渉を経て，原子力協定を署名した。 

 国際的な原子力協力のあり方につい

ては，東京電力福島原子力発電所におけ

る事故調査・検証委員会が行っている事

故原因の調査や，IAEAにおける原子力安

全への取組強化の検討の状況を踏まえ

つつ，できるだけ早い時期に我が国とし

ての考えを取りまとめることとされて

おり，二国間協定の交渉・協議について

も右にそった形で進める。また，これま

で進められてきた各国との原子力協力

については，外交交渉の積み重ねや培っ

てきた国家間の信頼を損なうことのな

いよう留意し，進めていく。 

  

  

24

年

度 

ロシアとの原子力協定が発効した。  国際的な原子力協力のあり方につい

ては，東京電力福島原子力発電所におけ

る事故調査・検証委員会が行っている事

故原因の調査や，IAEAにおける原子力安

全への取組強化の検討の状況を踏まえ

つつ，できるだけ早い時期に我が国とし

ての考えを取りまとめることとされて

おり，二国間協定の交渉・協議について

も右にそった形で進める。また，これま

で進められてきた各国との原子力協力

については，これらの協力を進めてい

く。 
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25

年

度 

トルコと UAEとの原子力協定について，署名を行った。

また，メキシコ及びサウジアラビアとの間で原子力協定交

渉を開始し，交渉中である南ア等との間で引き続き交渉・

協議を行った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

協定の枠組みを整備するかどうかに

ついては,核不拡散の観点や,相手国の

原子力政策,相手国の日本への信頼と期

待,二国間関係等を総合的に勘案し,個

別具体的に検討していくという,原子力

協定締結に関する我が国の考え方にそ

って，二国間原子力協定の交渉・協議を

適切に進めていく。 

 目

標 
－ 

二国間原子力協定の交渉・協議を適切に進めていく。  

 

分析 １ 施策の必要性 

近年，国際的なエネルギー需要の拡大や地球温暖化問題への対処の必要性などから，原子力発電の

拡充や新規導入を計画する国が増加しており，東京電力福島第一原子力発電所の事故後も，原子力発

電は国際社会における重要なエネルギー源となっている。 

一方，原子力発電に利用される技術や機材，核物質の軍事転用が可能であることや，一国の事故が

周辺国にも大きな影響を与え得ることから，核不拡散(保障措置：Safeguards)，原子力安全(safety)，

核セキュリティ(Security)の「３つのＳ」により，原子力の平和的利用を確保しつつ，国際的協力を

推進することが必要である。特に，原子力安全の分野において，福島第一原発事故の経験と教訓を国

際社会と共有し，国際的な原子力安全の向上に貢献していくことは，日本が果たすべき責務となって

いる。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)IAEA やＧ８各国等との関連会合に積極的に参加し，国際協力を推進したことは，原子力安全及び

核セキュリティの強化に資するものであった。原子力安全の分野においては，福島県における IAEA

の緊急時対応能力研修センターの指定や同センターでの研修の実施，原子力安全関連条約の運用強化

等を通じ，国際的な原子力安全の強化に貢献した。(IAEA，Ｇ８等を通じての原子力安全関連条約や

安全基準等の強化(達成手段９②)) 

(２)３月に開催されたハーグ核セキュリティ・サミットに安倍総理大臣が出席し，日米間で「世界的な

核物質の最小化への貢献に関する日米首脳による共同声明」を発出したことは，核セキュリティの強

化を推進する上で，大きな効果があった。(核セキュリティ強化のための国際的取組への貢献(達成手

段９④)) 

(３)福島第一原発の状況に関する在京大使館，IAEA 等を通じた積極的な情報発信は，国際社会に正確

な情報を提供する上で有益であった。(福島第一原発の現状に係る各国への情報提供及び事故収束に

関する専門知識等の各国との協力調整(達成手段９③)) 

(４)IAEA 技術協力基金(TCF)，平和利用イニシアティブ(PUI)及び原子力科学技術に関する研究，開発

及び訓練のための地域協力協定(RCA)を通じた支援は，開発途上国や原発新規導入国における原子力

の平和的利用や原子力安全向上を促進する上で有効であった。(原子力の平和的利用のための国際協

力の推進(達成手段９①)) 

(５)沿岸国政府との協議を通じ，放射性物質の輸送に対する沿岸国の理解を深めたことは，円滑な輸送

を確保する上で重要であった。(放射性物質会場輸送を含む我が国の原子力政策の円滑な展開を確保

するための外交的対応(達成手段９⑤)) 

(６)トルコ及び UAEとの原子力協定の署名を行うとともに，メキシコ，南ア等と二国間原子力協定の交

渉・協議を促進したことは，原子力の平和的利用のための国際協力を推進する上で有効であった。(原

子力の平和的利用のための国際協力の推進(達成手段９①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国際協力を通じた原子力安全及び核セキュリティの強化 

より安全でセキュリティの確保された原子力の平和利用を推進することが引き続き重要であり，

今後も IAEAやＧ８各国との関連会合への積極的な参加，国際協力等を実施する。 

(２)福島第一原発事故後の対応 

福島第一原発の状況及び我が国の取組について，引き続き積極的な情報発信を行っていくととも

に，廃炉・汚染水対策に関し，IAEA をはじめとする国際社会との協力を進める。 

(３)原子力の平和的利用や原子力安全向上に関する国際協力の実施 

原子力の平和的利用や原子力安全向上に関する国際協力の実施は引き続き重要であり，今後も開

発途上国や原発新規導入国を支援するため，IAEA技術協力基金(TCF)や原子力平和利用イニシアティ
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ブ(PUI)を通じた技術協力，「原子力科学技術に関する研究，開発及び訓練のための地域協力協定

(RCA)」の枠組みの下でのプロジェクト等を実施していく。  

(４)核物質・原子力関連品目の円滑な移転の実施 

我が国の原子力技術に対しては，各国から高い期待が示されており，原子炉等の原子力関連品目

の移転については，移転品目の平和的利用等を確保しつつ，可能な限り円滑に実施していく。 

(５)放射性物質の安全で円滑な輸送の実施 

放射性物質輸送の安全で円滑な輸送の実施の確保は引き続き重要であり，今後も関係国間の協力

を一層緊密化させる。 

(６)二国間協定の交渉・協議の進展 

二国間原子力協定の交渉・協議を適切に進めることは引き続き重要であり，核不拡散の観点,相手

国の原子力政策,相手国の我が国への信頼と期待,二国間関係等を総合的に勘案しつつ,個別具体的に

検討し，二国間原子力協定の交渉・協議を適切に進めていく。また，トルコ， UAEとの原子力協定に

ついて締結手続きを進めていく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

国際的なエネルギー需要の拡大や地球温暖化問題への対処の必要性などから，原子力発電は国際社

会における重要なエネルギー源となっており，原子力の平和的利用のための国際協力の推進は，今後

も国際社会全体の課題であり，引き続き，核不拡散(保障措置：Safeguards)，原子力安全(safety)，

核セキュリティ(Security)の「３つのＳ」を重視した国際的協力の推進に取り組んでいく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・IAEA ホームページ(http://www.IAEA.or.at/) 
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個別分野 10 科学技術に係る国際協力の推進  

概要  我が国の優れた科学技術を外交に活用し，我が国と世界の科学技術の発展に貢献する「科学技術

外交」を推進する。具体的には，科学技術協力協定下の二国間対話等を通じた二国間科学技術協力

や，核融合，大量破壊兵器の不拡散，地球規模課題への対応などの分野における二国間・多国間科

学技術協力を実施する。 

関連する内閣

の重要政策 

・第４期科学技術基本計画(平成 23年８月 19日閣議決定) 

Ⅲ．４． 

(１)アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進 

(２)科学技術外交の新たな展開 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「IT やロボットには競争力を劇的に伸ばす力があります。・・・イノベーションによって，日

本に新たな「可能性」を作り出す気概が必要です。・・・日本を「世界で最もイノべーションに

適した国」としてまいります。」 

 

測

定

指

標 

10(１)二国間科学技術協力の各種枠組みの維持・発展・拡大 年度目標 

基

準 
－ 

科学技術先進国との二国間科学技術協力(政府間会合等の

開催及び新規科技協定の締結を通じた推進) 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 EU，イタリア，英国との間で政府間会合を実施し，各国・

機関との科学技術政策等に関する共通認識を醸成するとと

もに，個別の政府間の協力分野について更なる協力を推進

することを確認した。 

 政府間会合等の開催を通じ，二国間科

学技術協力を推進する。 

  

  

24

年

度 

 スウェーデン，フィンランド，ノルウェー，米国，スペ

イン，オーストラリア，スイス，カナダ，ドイツとの間で

政府間会合を実施し，各国との科学技術政策等に関する共

通認識を醸成するとともに個別の政府間の協力分野につい

て更なる協力を推進することを確認した。 

 また，科学技術外交ネットワーク(STDN)を通じ，国内関

係府省・機関による連絡会を定期的に開催し，二国間合同

委員会の活性化に向けた方策等について協議した。 

 ５か国・機関以上との政府間会合等の

開催を通じ，二国間科学技術協力を推進

する。 

  

  

  

25

年

度 

 米国，フランス，EU，チェコ，スロベニア，ロシア，ニ

ュージーランド，ウクライナとの間で政府間会合を実施し，

各種分野の協力について議論した。これら政府間会合を実

施することで，各国・機関との科学技術政策等に関する共

通認識を醸成するとともに，個別の協力分野についてさら

なる協力を推進することを確認した。なお，スロベニアに

ついては，今回が初の二国間科学技術協力合同委員会の開

催となった。 

 また，STDN を通じた国内関係府省・機関との連絡会や，

国内関係府省との科学技術合同委員会戦略会議を通じ，戦

略的に二国間合同委員会を進めていくための方策について

協議した。 

 

【目標の達成状況：〇】 

５か国・機関以上との政府間会合等の

開催を通じ，二国間科学技術協力を推進

する。 

二国間合同委員会の活性化に向け国

内関係府省・機関との情報交換を継続さ

せる。 

 目

標 
－ 

科学技術協力を通じた二国間関係の緊密化によって国際

社会の平和と安全確保に貢献する。 

 

 10(２)イーター計画及び日欧ブローダー・アプローチ活動の実施に

向けた協力の推進 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

イーター(国際熱核融合実験炉)計画を通じ核融合エネル

ギーの研究開発を促進した。 

  

施

策

の

進

23

年

度 

11 月，イーターの運転開始時期について，日本の震災及

び右震災以前から生じていたスケジュールの遅れを踏ま

え，作業スケジュールの見直しが行われた。更に日 EU間の

ブローダー・アプローチ活動の実施に向け，日欧間での議

 イーター計画の円滑な進展等を通じ，

多国間の科学技術協力に貢献する。 
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捗

状

況

・

実

績 

論を継続した。 

  

  24

年

度 

イーター計画の確実な実施に向けて理事会等で主導的な

役割を果たした。８月には，イーター本部建屋が完成した。

日 EU 間で実施するブローダー・アプローチ活動」の下で進

めているサテライト・トカマク計画事業の主要装置のうち,

欧州が作成する機器が初搬入され,組立てが開始された。 

 イーター計画建設期の円滑な進展等

を通じ，多国間の科学技術協力に貢献す

る。 

  

  

  

25

年

度 

９月に開催された閣僚級理事会において，イーター参加

７極のハイレベルでイーター計画の重要性が再確認され

た。事務局運営の効率化・合理化に向け，理事会に提出さ

れた運営評価 2013 の指摘事項に対する対処計画に関する

議論に積極的に取り組んだ。 

ブローダー・アプローチ活動においては，IFMIF事業で，

原型加速器の製作が欧州で進捗し，11月に据付けが開始さ

れ，サテライト・トカマク計画事業において，１月に超伝

導コイルの初搬入作業が実施された。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

イーター計画への参加等を通じ，多国

間の科学技術協力に貢献する。イーター

については，計画建設期の円滑な進展を

目指し，関係者との調整を行う。また，

事務局運営の効率化・合理化に取り組

む。 

 目

標 
－ 

多国間の科学技術協力を通じ，我が国及び国際社会全体

の平和と安全に貢献する。 

 

 10 (３)ISTCへの支援を通じた協力の推進 年度目標 

基

準 

22

年

度 

国際科学技術センター(ISTC)を通じ，大量破壊兵器の不

拡散への取組を促進した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 我が国及び民間企業が拠出するプロジェクトの実施・継

続を通じて，潜在的な危険国及びテロ組織への大量破壊兵

器関連技術の拡散防止に貢献した。ISTC理事会等で，事務

局運営の効率化・合理化に取り組んだ。 

ISTCのプロジェクトの実施等を通じ，

多国間の科学技術協力に貢献する。 

  

  
24

年

度 

我が国及び民間企業のプロジェクトとして，大量破壊兵

器の研究開発に従事していた旧ソ連諸国の科学者等を平和

目的の研究開発プロジェクトに従事させることなどの措置

を実施した。また，ISTC理事会等で，中央アジア地域にお

ける多国間の科技協力の強化，事務局運営の一層の効率

化・合理化を進めた。 

ISTCのプロジェクトの実施等を通じ，

多国間の科学技術協力に貢献する。 

  

  

  

25

年

度 

 旧ソ連諸国において大量破壊兵器の研究開発に従事した

科学者・技術者を平和目的の研究開発プロジェクトに従事

させる事業を実施している ISTCを支援することを通じ，潜

在的な危険国及びテロ組織への大量破壊兵器の拡散防止に

取り組んだ。また， ISTC 理事会等で，ISTC あり方につい

て他国とともに検討するとともに，中央アジア等より広範

な地域での科学技術関係の強化，及び事務局本部の職員を

対前年度比約３割減とする等 ISTC 事務局運営の一層の効

率化・合理化に向けて取り組んだ。 

 

【目標の達成状況：〇】 

ISTC事務局運営の効率化・合理化に取

り組み，ISTCを通じ中央アジア等より広

範な地域での科学技術協力関係の強化

を行う。 

 目

標 
－ 

多国間の科学技術協力を通じ，我が国及び国際社会全体

の平和と安全に貢献する。 

 

 10(４)ソフトパワーとしての科学技術の活用 年度目標 

基

準 

22

年

度 

我が国の優れた科学者・専門家を科学技術先進国にとど

まらず，新興国，アジア諸国等各国に派遣し，講演会等を

行う科学技術外交・宇宙外交専門家交流事業を実施した。 

  

施

策

の

進

23

年

度 

 カナダ，トルコ，シンガポール，インドネシア，ブラジ

ル，スペイン，ポルトガル，ブルガリアに我が国の優れた

科学者・専門家を派遣し，講演会等を通じて，我が国の最

先端の科学技術力をアピールするとともに，派遣先の政府

 科学者・専門家の派遣を通じ，我が国

の優れた科学技術力をアジア諸国，新興

国等に印象づけ，経済外交にも貢献す

る。 
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捗

状

況

・

実

績 

関係者，科学者，専門家，企業関係者等とのネットワーキ

ングを行った。 

  

  

24

年

度 

 森川正章北海道大学教授,細田秀樹東京工業大学教授,中

北英一京都大学教授,越村俊一東北大学教授をデンマーク，

スウェーデン，フィンランド，南アフリカ，タイ，マレー

シア，エクアドル，ペルー，コロンビアに派遣し，講演会

等を通じて，我が国の最先端の科学技術力をアピールする

とともに，派遣先の政府関係者，科学者，専門家，企業関

係者等とのネットワーキングを行った。 

 科学者・専門家の派遣を通じ，我が国

の優れた科学技術力をアジア諸国，新興

国等４か国に印象づけ，経済外交にも貢

献する。 

  

  

  

25

年

度 

白山義久独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)理事

(研究担当)，金田義行 JAMSTEC 地震津波・防災研究プロジ

ェクトリーダー，鈴木章北海道大学名誉教授(平成 22 年ノ

ーベル化学賞受賞者)をニュージーランド(ウェリントン，

オークランド)，オーストラリア，アイルランド，英国，ド

イツ，カナダ(モントリオール，トロント，バンクーバー)

に派遣し，(地震・津波に関する)防災及びクロスカップリ

ング反応についての講演会を実施。我が国の最先端の科学

技術力をアピールするとともに，派遣先の政府関係者，科

学者，専門家，企業関係者とのネットワーキングを行った。

またプレスインタビュー等にも積極的に対応することで，

広く広報されるよう努めた。 

 

【目標の達成状況： △ 】 

科学者・専門家の派遣を通じ，我が国

の優れた科学技術力をアジア諸国，新興

国等４か国に印象づけ，経済外交にも貢

献する。 

 目

標 
－ 

我が国の科学技術力をアピールする科学技術広報によっ

て，我が国の繁栄と安定に貢献する。 

 

 10(５) (参考指標)ISTC

における新規プロジェ

クト数 

実績値 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 63 52 11 12 31 

 10(６)(参考指標)ISTC

事務局の職員数 
実績値 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 177 172 118 94 69 

 10(７) (参考指標)専門

家交流事業の実施回数 
実績値 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 2 3 17 15 9 

 10(８) (参考指標)専門

家交流事業の参加人数 
実績値 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 153名 260名 2,147名 1,310名 1,058名 

 

分析 １ 施策の必要性 

科学技術は，国の安全保障やイノベーションを通じた経済成長，さらには人類の生活と福祉の発展

を支える基盤的要素である。国際社会は，21世紀に入り，経済・産業の持続的発展，地球環境問題，

資源エネルギー問題，保健衛生問題等の諸問題の解決のために，科学技術を駆使した国際協力を重視

している。我が国としても，外交を通じた各国との科学技術協力と交流の促進に努めるとともに，軍

縮・不拡散や環境等の国際的諸課題の解決という外交目的を科学技術の活用により達成することが必

要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)二国間協力においては，目標とする５か国を上回る相手国・機関との合同委員会等を行うことがで

きたことは，科学技術を活用した国際協力を推進する上で有益であった。また，これら二国間合同委

員会をより戦略的に進めるべく，事前に，国内関係府省・機関との間で情報交換・協議を重ね，また

在外公館からの情報収集を強化したことは，本施策をより戦略的かつ効果的に実施する上で有益であ

った。(科学技術に関する二国間政府対話の推進(達成手段 10①)) 

(２)核融合炉の科学的・技術的可能性の実証を目的とするイーター(国際熱核融合実験炉)計画及びイー

ター計画と並行して取り組むべき重要課題を日 EU間で実施するブローダー・アプローチ活動(核融合
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エネルギーの早期実現を目指す広範な取組を通じた活動)において，計画の確実な実施に向けて理事

会，運営委員会等で主導的な役割を果たしたことは，国際協力を推進し，大規模研究開発プロジェク

トを通じた我が国の科学技術外交を進める上で有効であった。(イーター計画等の推進(達成手段 10

②)) 

(３)ISTC に参加し，米国，EU 等とともに，大量破壊兵器の研究開発に従事していた旧ソ連諸国の科学

者等を平和目的の研究開発プロジェクトに従事させて民生転換を促進したことは，潜在的な危険国及

びテロ組織への大量破壊兵器の拡散を防止する上で，有効であった。こうしたプロジェクトの中には

チェルノブイリ事故の専門家等による福島復興に向けたプロジェクト等我が国が裨益するプロジェ

クトが含まれている。(国際科学技術センター(ISTC)拠出金(任意拠出金)(施策Ⅶ－１達成手段○37E

A)) 

(４)科学技術外交推進専門家交流事業による我が国有識者の講演等は，世界的に有名な科学者を派遣で

きたこともあり，先端科学技術分野における先進性を各国の講演会参加者に強く印象づけ，世界にお

ける我が国の科学技術立国としてのブランド・イメージを確立する上で有効であった。また，本邦か

ら有識者を派遣するにあたっては，連続した日程で３都市において講演会を実施するとともに，現地

メディアとも連携し，新聞や雑誌で報道されたことは，限られた予算や人的資源を効率的に活用する

上で有用であった。(科学技術外交(達成手段 10③)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)二国間科学技術協力の各種枠組みの維持・発展・拡大 

 二国間科学技術協力推進は，引き続き重要であり，今後も５か国・機関以上と政府間会合等を実施

し，国内関係府省・機関との情報交換を継続する。 

 加えて，科学技術外交の強化の要請を踏まえた基盤強化として，平成 20 年に発足させた「科学技

術外交ネットワーク」(STDN)についても，最近の二国間科学技術協力の実態を踏まえ，対象国を見直

すことを新たな具体的な達成目標として追加する。 

(２)イーター計画及び日欧ブローダー・アプローチ活動の実施に向けた協力の推進 

多国間の科学技術協力に貢献することが必要であり，引き続きイーター計画への協力を継続する。

26年度は，プロジェクトの本格的な建設期への移行に向けた改革の動きを受けた，各極・関係者との

調整を行っていく。 

(３)ISTC への支援を通じた協力の推進 

ISTCを通じた中央アジア等より広範な地域での科学技術協力関係の強化は，我が国及び国際社会全

体の平和と安全に貢献するものであり，引き続き ISTC 事務局運営の効率化・合理化に取り組む。ま

た，ISTC設立当時から，ロシア等旧ソ連諸国の科学者・技術者をめぐる国際環境が変化していること

を踏まえ，ISTC の改編に向けた議論が加盟国間で行われており，ISTC を通じた大量破壊兵器の拡散

防止のより効果的な実現に向けて，我が国としても ISTC 理事会等において積極的に議論に貢献する

ことを目標として追加する。 

(４)ソフトパワーとしての科学技術の活用 

 科学技術外交推進専門家交流事業を引き続き実施するが，カナダ派遣(モントリオール，トロント，

バンクーバー)のように，同一国で複数都市にて実施する場合でも，別の国で実施するのと同様に十

分効果的な広報が実施できていることから，次年度の目標については講演会の実施回数を５回とす

る。また，派遣先についてもアジア諸国，新興国に限らず，より効果的な広報を実施できる事業を優

先して実施することとする。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)科学技術外交を推進するため，二国間科学技術合同委員会の活性化が重要であり，限られた予算・

人員の中で戦略的かつ効果的に合同委員会を実施していく。このため，引き続き，国内関係府省・機

関及び在外公館との情報交換の促進に努める。 

(２)イーターについては，本部建屋が完成したことを受け，今後，計画建設期の円滑な進展が必要であ

り，関係者との調整を行う。また，事務局運営の効率化・合理化に取り組む。 

(３)ISTC を通じ，中央アジア等より広範な地域での科学技術協力関係の強化を行う。また，ISTC の事

務局運営の効率化・合理化に取り組むとともに，ISTCを通じて大量破壊兵器関連技術の拡散防止に向

けたより効果的な取組に向けた議論に積極的に貢献する。 

(４)ソフトパワーとしての科学技術についても，科学技術外交推進専門家交流事業等を通じ，引き続き，

我が国の科学技術力の情報を発信し，世界における我が国の科学技術立国としてのブランド・イメー

ジの確立に努める。 

 

作成にあ

たって使

用した資

・科学技術に関する外交政策(外務省) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/technology/index.html) 

・科学技術外交の強化に向けて(総合科学技術会議，平成 20年５月 19日) 
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料その他

の情報 

 (http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu75/siryo5-2.pdf) 

・科学技術外交戦略タスクフォース報告書(総合科学技術会議，平成 22年２月４日) 

 (http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/kagigaiko/8kai/siryo1-1.pdf) 

・新成長戦略(閣議決定，平成 22年６月 18日) 

(http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf) 

・科学技術政策(内閣府) 

(http://www8.cao.go.jp/cstp/stmain.html) 

・総合科学技術会議 

(http://www8.cao.go.jp/cstp/) 

・文部科学省 

(http://www.mext.go.jp/) 

・ITER 

(http://www.iter.org/  http://www.naka.jaea.go.jp/ITER/index.html) 

・ブローダー・アプローチ 

(http://www.naka.jaea.go.jp/BA/) 

・ISTC 

(http://www.istc.ru/) 
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施策Ⅱ-２ 国際経済に関する取組 
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平成 26 年度政策評価書 

(外務省 25－Ⅱ－２) 

施策名 国際経済に関する取組 

達成すべ

き目標 

我が国の経済外交における国益を保護・増進するため，以下を推進する。 

１ 多角的自由貿易交渉への参画や地域及び二国間における経済連携の推進により，世界全体の自由

で開かれた貿易体制を維持・強化する。 

２ Ｇ８，Ｇ20，OECD 等における議論への積極的な参画により，新たな国際経済秩序形成に貢献する。 

３ APECに参加する各エコノミーや EUとの経済関係の強化により，重層的な経済関係を構築する。 

４ エネルギー・鉱物資源の安定的かつ安価な供給を確保する。我が国の食料安全保障を確保する。 

５ 諸外国の活力を取り込むため，中小企業を含む日本企業の海外展開を支援する。 

施策の概

要 

１ 多角的自由貿易体制の維持・強化と経済連携の推進 

(１)多角的自由貿易体制の維持・強化に向けて，WTO におけるドーハ・ラウンドの妥結に向けた交渉に

取り組む。また，紛争解決手続等の各種枠組みの活用により，保護主義的な貿易政策を抑止・是正す

る。 

(２)経済連携強化に向けた取組として，アジア・太平洋地域，東アジア地域，欧州などとの経済連携を，

戦略的に推進する。 

２ 国際経済秩序形成への積極的参画 

(１)Ｇ８サミットは，国際社会の直面する種々の重要課題をＧ８首脳間で議論し，有効な政策協調を行

っていくために重要な役割を果たしている。Ｇ20 サミットは，新興国が多く参加する「国際経済協力

の第一のフォーラム」として重要な役割を果たしている。我が国として，両サミットの議論及び両サ

ミットを通じた政策協調に積極的に参加し，貢献する。OECDでは，加盟国の経済成長，途上国経済の

発展，世界経済の拡大といった活動目的の達成に寄与するために議論に参加し，リードする。 

(２)Ｇ８・Ｇ20 サミット，OECD 等の国際的な取組を通して，地球規模課題の解決に向けた取組を強化

し，我が国の対外経済活動を行う上で好ましい国際環境を作る。 

３ 重層的な経済関係の強化 

(１)APEC 首脳会議，閣僚会議等を通じ，域内の貿易・投資の自由化・円滑化，成長戦略，人間の安全

保障等の分野における具体的な協力の推進に積極的に貢献し，重層的な経済関係の強化に努める。 

(２)日・EU 間では，定期首脳協議等様々な協議を実施する。また，双方向投資促進，税関，基準認証

等の分野で協力を行うとともに，欧州各国との二国間経済関係強化を推進する。国際貿易，気候変動，

エネルギー等の共通の国際的課題についての，日・EU協力を推進する。 

４ 経済安全保障の強化 

経済安全保障分野に関連する取組の強化を図るため，他国との良好かつ安定的な関係を維持する。

また，政治・外交・経済・国際法的側面を含む包括的な視点から，エネルギー・鉱物，食料，漁業分

野での国際協力を推進する。 

５ 海外の日本企業支援 

日本経済の足腰と競争力強化のために，海外で活動する日本企業を支援し，その活力を最大限に引

き出す以下の取組を実施する。 

(１)海外における知的財産権保護強化に向けた取組 

アジア地域を始めとする諸外国に対する「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」への参加促進，

また，知的財産に関する二国間対話，在外公館における知的財産担当官の対応力強化等，海外におけ

る知的財産権保護強化に向けて取り組む。 

(２)日本企業支援 

ビジネス環境の改善，現地情報の入手や人脈形成への協力等の支援，在外公館施設を活用した支援

を行うと共に，インフラ分野の日本企業の取組を支援し，情報収集体制及び現地関係機関との連携強

化を図る。福島第一原発事故後の各国による輸入規制措置の緩和・撤廃に向けて取り組む。 

(３)対外投資の戦略的な支援 

投資協定について，ニーズに応えるべく交渉を推進する。交渉にあたっては，「対外投資戦略会議」

及びその連絡会議における民間団体等との意見交換の内容等を参考に，相手国・地域を戦略的に検討

する。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 303 306 274 289 

補正予算(b) 0 0 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 303 306   
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執行額(百万円，d) 202 217   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

評

価

結

果 

目標達

成度合

いの測

定結果 

相当程度進展あり 

以下の主要な測定指標においては全て目標を達成したが，その他の指標が一部未達成となっている

ことから，上記のとおり判定した。 

(主要な測定指標) 

１(１)国際貿易ルールの強化及び既存ルールの実効的運用 

１(２)経済連携協定の締結数の増加，交渉の進展，地域大の EPAの研究に関する取組 

 ２(１)Ｇ８・Ｇ20サミットにおける我が国の貢献 

 ３(２)EUとの対話を通じた関係強化 

 ４(１)我が国への資源・エネルギーの安定供給の確保 

 ５(２)日本企業支援強化に向けた取り組み 

施策の

分析 

１ 施策の必要性 

(１)多角的自由貿易体制の恩恵により繁栄を実現してきた我が国として，同体制を維持・強化するこ

とは，我が国の繁栄，世界経済全体の発展，途上国の開発促進にも不可欠であり，加盟国間の貿易

紛争をルールに基づき適切に解決し，WTO 体制に信頼性，安定性をもたらす WTO 紛争解決制度等に

も積極的に関与・参画していく必要がある。また，ドーハ・ラウンド交渉が難航する中，主要国と

の経済連携推進の重要性が増しており，我が国国益にかなう経済連携を戦略的に進める必要がある。 

(２)持続的成長の実現や地球規模課題の解決のため，国際社会の一致した協力が求められる中，価値

観を共有する主要先進国が集まるＧ８サミットや，新興国も多く加わったＧ20サミットでの議論を

主導することは，我が国にとり望ましい国際経済秩序の形成に不可欠である。OECDは，経済社会の

あらゆる分野の様々な問題の研究・分析・政策提言を行い，ここで生まれたガイドラインや勧告が，

加盟国の経済や社会政策・制度の調整や改善に幅広く活かされていることから，これに最大限貢献

し，更に活用することが，国際経済秩序形成や我が国政策の推進のため必要である。 

(３)世界全体の GDP の約５割，貿易量及び人口の約４割を占める APEC は，今日の国際社会で欠かせ

ない重要な協力体である。我が国の貿易相手の約７割を占め，域内貿易依存度も約７割と，相互依

存関係が極めて強い APEC域内エコノミーとの協力を深めることは，我が国の一層の発展・安定に不

可欠である。また，我が国と EUは，民主主義，市場経済等の基本的価値を共有し，経済分野のみな

らずグローバルな課題を含む様々な分野で包括的なパートナーとしての協力関係を一層深めていく

必要がある。 

(４)エネルギー・鉱物・食料等，国民生活の基礎を成す資源の大半を海外に依存する我が国にとり，

水産物を含む資源の安定確保の必要性は非常に大きい。また，エネルギー効率向上や再生可能エネ

ルギー普及を始め，世界全体の責任ある資源開発・利用に向けた国際連携を推進していくことが必

要である。 

(５)我が国の経済力を強化するためには，日本企業の海外展開を支援し，その活力を最大限に引き出

す必要があるほか，多国間・二国間の外交の場を通じた働きかけ等により，近年アジア新興国を中

心に拡大している知的財産権侵害等の問題に対処する必要がある。更に，海外におけるビジネス環

境を一層整備し，インフラプロジェクトの受注支援を始めとする支援を一層進めることや，投資協

定により，投資の保護・自由化・促進を図っていくことも求められている。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)WTOについては，第９回 WTO閣僚会議において「バリ合意」が妥結した。同合意は，税関手続き

の透明化・迅速化等貿易促進に大きな効果をもたらす貿易円滑化協定を平成 26(2014)年７月までに

採択する決定を含むもので，難航するドーハ・ラウンド交渉の活性化にもつながる大きな成果とな

った。(多角的自由貿易体制の維持・強化(達成手段１①)) 

(２)TPP 交渉に参加した他，日豪 EPA交渉の進展，日 ASEAN包括的経済連携協定の投資・サービス章

に関する実質合意等経済連携を推進したことは，新興国等との競争も激化する中で，日本企業の積

極的な海外展開や，世界の経済成長取り込みを後押しする上で極めて重要な進展となった。(経済連

携協定(達成手段１②)) 

(３)Ｇ８・Ｇ20 サミットともに，首脳間の議論及び成果文書に我が国の施策を反映させた。OECD の

平成 26(2014)年閣僚理事会に向けて，我が国の考え方を有効的かつ効果的に反映させた。(Ｇ８・
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Ｇ20 サミットにおける我が国の積極的な貢献(達成手段２①)，OECDにおける，日本企業が公平な競

争条件で世界で事業展開できるようなルール整備及び経済・社会情勢に関する分析・提言への積極

的参加(達成手段２②)) 

(４)「APECインフラ開発投資に関する複数年計画」の策定に当たり，中長期的な費用対効果等の重要

性を確認したことは，日本企業のインフラ輸出促進の観点からも有効であった。日 EU関係について

は，５回に亘る交渉会合の実施，日 EU 定期首脳協議の実施，デ・ヒュフト欧州委員の訪日等の実施

を通じ，非常に幅広い領域での経済連携を念頭に置いた協議を加速化させることができた。(APEC(ア

ジア太平洋経済協力)を通じた経済関係の発展(達成手段３①)，経済連携協定(達成手段３②)) 

(５)IEA 等への貢献を通じて国際的なエネルギー市場の透明性の向上等のための環境整備などを図っ

た。再生可能エネルギー及び省エネルギーに関し，IRENA や IPEEC 等との連携を通じた積極的な貢

献を行った。世界の食料増産への取組等を FAO 等の国際機関や G7/Ｇ８，Ｇ20等の場で主導し，我

が国及び世界の食料安全保障の強化を図ることができた。(資源問題への対応(達成手段４①)，国際

機関や多国間の取組等を通じた，我が国及び世界の食料安全保障の確保・強化(達成手段４②)) 

(６)外務大臣を本部長とする「日本企業支援推進本部」を立ち上げ，経済局内に「日本企業支援室」

を設置した。また，海外における知的財産権確保強化のためには，在外公館の担当官の能力向上，

協定などの規範策定が効果的であった。サウジアラビア，モザンビーク，ミャンマーとの間で二国

間投資協定への署名を行ったことにより，戦略的な地域における日本企業の一層積極的な活動展開

を後押しする上で，有益であった。(知的財産権侵害対策(達成手段５①)，対外投資の戦略的な支援

(達成手段５④)) 

次期目

標等へ

の反映

の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

 経済外交を通じ，諸外国・地域との経済交流を進めると同時に，日本経済の再生にも資するよう，

①多角的自由貿易体制の維持・強化と経済連携の推進，②海外の日本企業支援，③経済安全保障の

強化，④国際経済秩序形成への積極的参画の４点を重点として取り組んでいく。 

(２)測定指標 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

 平成 25年度における本施策の実施は比較的順調であったが，今後は，日本経済再生にも一層資す

ることを重視する観点から，以下の重点に沿って経済外交を進めていく。 

(１)多角的貿易体制の維持・強化，保護主義抑止等を通じ，グローバルな国際経済の枠組みを強化す

るとともに，主要経済国との経済連携を同時並行的に戦略的かつスピード感をもって推進する。 

(２)新たに設立した「日本企業支援推進本部」の下，引き続き，本省・関係省庁と在外公館・関係出

先機関等での情報共有及び意思疎通を図り，ビジネス環境の改善等に向けた取組をはじめ，投資協

定等を通じた対外投資の戦略的な支援，海外における知的財産権保護強化などの事項に沿って，日

本企業の活力を最大限発揮させる支援を進める。 

(３)関係国・国際機関との良好な関係を維持しつつ，エネルギー・鉱物，食料，漁業分野での国際協

力を推進し，我が国の経済安全保障を強化する。 

(４)Ｇ７/Ｇ８及びＧ20サミット，APEC等の場を通じて国際経済フレームワークの形成に貢献すると

ともに，共通の責任を有する EUなどとの協力を深めることにより，国際経済秩序形成に一層積極的

に参画していく。なお，26年度においては，OECD閣僚理事会において我が国は議長国を務めるとい

う，このような重要な機会を最大限活かすことを目指す。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

１ 日本が WTO を中心とする多角的貿易枠組みと，地域・二国間の経済連携を推進することは，開かれ

た世界の貿易・投資の推進のために決定的に重要である。Ｇ20 サミットなどの先進国・新興国の枠組

みでは，新興国を開かれた経済秩序に参画することをより強く誘導すべきである。北東アジアでは，

依然として日中・日韓関係の冷却と緊張が続いているが，貿易・投資・人の交流といった分野では，

政治関係の変化に関わらず，経済関係の強靱性が担保されるように，努力すべきである。 

２ 自由貿易体制の維持・強化や国際経済秩序形成への貢献など巨視的取組みに加え，「日本経済再生

に資すること」を重視する観点から，直接的に行政サービスを提供する微視的取組みが行われ，相応

以上の成果があがっている。一部未達成の指標はあるものの，目標達成に近いレベルにあるため，「相

当程度進展あり」との評価は妥当と評価する。 

３ 個別分野３(１)の進捗状況・年度目標欄の記述は，わかりやすく実績を説明していると考える。 
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作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

経済局 政策評価

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 多角的自由貿易体制の維持・強化と経済連携の推進 

概要 (１)多角的自由貿易体制の維持・強化に向けて，WTO における ドーハ・ラウンドの妥結に向けた交渉

に取り組む。また，WTO 各種委員会等の枠組み及び紛争解決手続等の積極的活用により，保護主義的

な貿易政策を抑止・是正する。 

(２)経済連携強化に向けた取組として，アジア・太平洋地域，東アジア地域，欧州などとの経済連携を，

戦略的に推進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

(１)多角的自由貿易体制の維持・強化 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「WTO や APEC，Ｇ８・Ｇ20などを活用し，経済分野での国際的ルールの整備と実施に積極的に取

り組みます。」 

(２)経済連携強化に向けた取組 

・日本再興戦略(平成 25年６月 14日閣議決定)(抜粋) 

「TPP，RCEP，日中韓 FTA，日 EU・EPA 等の連携交渉を推進し，世界の主要な国々との経済連携を

深めるとともに，投資協定の締結促進や，租税条約ネットワーク拡充のための取組を加速する。」 

「グローバルな経済活動のベースとなる経済連携を推進し，貿易の FTA 比率を現在の 19%から，

2018 年までに 70%に高める。」 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日)(抜粋) 

「成長センターであるアジア・太平洋に，一つの経済圏を創る。TPPは，大きなチャンスであり，

正に国家百年の計です。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日)(抜粋) 

「国益にかなった高いレベルの経済連携を戦略的かつスピード感をもって推進し，TPP 交渉につ

いては引き続き早期妥結に向けて取り組みます。」 

 

測

定

指

標 

１(１)国際貿易ルールの強化及び既存ルールの実効的運用 年度目標 

基

準 
－ 

１ ドーハ・ラウンドの妥結に向けた交渉への貢献 

２ 紛争解決手続き等の各種枠組みの活用による，保護主

義的な貿易政策の抑止 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ WTOドーハ・ラウンドの平成 23年中の妥結を目指し議

論が行われ，我が国は，二国間での会合等を積極的に行

うなど，ドーハ・ラウンド交渉(DDA)の妥結に向けた交渉

に積極的に貢献した。しかし，我が国のかかる努力にも

かかわらず，先進国と新興国の間の溝を埋めることはで

きず，年内の一括合意のみならず，後発開発途上国(LDC)

向けの優遇措置を中心とした部分合意についても断念さ

れた。このような膠着状態が続く中で，年末の WTO 第８

回定例閣僚会議(MC８)に我が国から，枝野経済産業大臣，

中野外務大臣政務官及び森本農林水産大臣政務官が出席

し，枝野経済産業大臣から，日本は交渉を前進させるた

めの努力を惜しまない旨表明したほか，中野外務大臣政

務官から，DDA が膠着状況に陥った根本原因を克服して

いく方途について，率直に議論する必要がある旨表明す

るなど，閣僚レベルでも積極的に交渉に貢献した。その

結果，当面一括妥結の見込みは少ないことを認めつつも，

目標として一括妥結は断念しないこと及び部分合意，先

行合意等の「新たなアプローチ」を探求することが合意

された。 

２ 各国がとる保護主義的措置について，我が国は，WTO

の各種通常委員会の議題として，積極的に取り上げ，各

国による説明を求める他，かかる措置の是正・撤回を求

めてきた。その結果，12 月に開催された MC８において，

Ｇ20 カンヌ・サミット及び APEC ホノルル首脳会議での

合意を踏まえ，政治的メッセージが全加盟国の合意を得

て発出された。なお，我が国は，年に２回，WTO におけ

る保護主義モニタリング報告書の作成にも各種情報提供

を行うなど全面的に，協力している。 

１ ドーハ・ラウンド交渉の妥結を目指

し，我が国として貢献する。 

２ 紛争解決手続を積極的に活用する

とともに，WTO 各種委員会等を通じて

保護主義的な貿易政策を抑止する。 
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24

年

度 

１ WTO ドーハ・ラウンド交渉について，平成 23(2011)年

末の第８回 WTO 閣僚会議で，目標としての一括妥結は断

念しないことや部分合意等の「新たなアプローチ」を探

求することが合意された。この合意に基づき，平成

25(2013)年 12月の第９回 WTO閣僚会議も見据えつつ，全

加盟国による交渉(貿易円滑化，農業，開発)や有志国に

よる交渉(情報技術協定(ITA)の拡大及びサービス貿易自

由化)が行われ，我が国としてもそれらの交渉の前進に積

極的に貢献した。 

２ 各国がとる保護主義的措置について，我が国は，WTO

の各種通常委員会の議題として積極的に取り上げ，各国

による説明を求めた他，かかる措置の是正・撤回を求め

てきた。Ｇ20 ロスカボス・サミットや APEC ウラジオス

トク首脳会議での合意を踏まえ，政治的メッセージが発

出された。 

また，WTO紛争解決制度は，WTO協定に基づき個別の貿

易紛争について解釈し，WTO 体制に安定性と予見性を与

える柱として有益に機能している。本年度日本はカナダ

の再生可能エネルギー発電分野に関する措置，中国のレ

アアース等輸出規制措置，アルゼンチンの輸入制限措置

及び中国の日本製高性能ステンレス継目無鋼管に対する

AD税を賦課する措置等の案件に当事国として関与したほ

か，多数の案件に第３国として参加した。 

１ 引き続き国際貿易ルールの強化の

ために，我が国として貢献する。 

２ 紛争解決手続を積極的に活用する

とともに，WTO 各種委員会等を通じて

保護主義的な貿易政策を抑止する。 

  

  

  

25

年

度 

１ WTO ドーハ・ラウンド交渉について，平成 25(2013)年

末の第９回 WTO 閣僚会議において「バリ合意」が妥結し

た。「バリ合意」は WTO 設立以来初の全加盟国による多

数国間の協定である貿易円滑化協定を含むものである。

加盟国が総意で一定の成果を上げたという点で，画期的

な成果である。我が国は WTO の主要なメンバーとして，

バリ合意の妥結に向け，交渉に積極的に貢献した。 

２ 各国がとる保護主義的措置について，我が国は WTO の

各種通常委員会の議題として取り上げ，各国による説明

を求めた他，かかる措置の是正・撤回を求めた。Ｇ20サ

ンクトペテルブルグサミットや APEC バリ首脳会議にお

いて，保護主義抑止の政治的メッセージを発出した。 

また，WTO紛争解決制度は，WTO協定に基づき個別の貿

易紛争について解釈し，WTO 体制に安定性と予見性を与

える柱として有益に機能している。本年度日本は，カナ

ダの再生可能エネルギー発電分野に関する措置，中国の

レアアース等輸入規制措置，アルゼンチンの輸入制限措

置，中国の日本製高性能ステンレス継目無鋼管に対する

アンチ・ダンピング(AD)税を賦課する措置，ロシアの自

動車廃車税に関する措置，ウクライナの自動車セーフガ

ードに関する措置等に当事国として関与したほか，多数

の案件に第三国として参加した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

１ 引き続き国際貿易ルールの強化の

ために，我が国として貢献する。 

２ 保護主義的な貿易政策の抑止・是正

のために，WTO 各種委員会等の枠組み

及び紛争解決手続を積極的に活用す

る。 

 目

標 
－ 

国際貿易ルールを維持・強化する。  

 １(２)経済連携協定の締結数の増加，交渉の進展，地域大の EPA の

研究に関する取組 
年度目標 

基

準 
－ 

経済連携強化に向けた，EPA 交渉・研究・検討・実施・運

用を推進 

  

施

策

23

年

 ８月に日インド EPA が発効し，３月には日ペルーEPA が

発効した。また３月には日モンゴル EPA の交渉開始で一致

 既存の協定については，円滑な実施・

運用を確保するとともに，協定の更なる
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の

進

捗

状

況

・

実

績 

度 し，第１回交渉準備会合を開催した。日加 EPAについても，

共同研究を完了し，３月に交渉開始で一致した。豪州との

間では 12月，２月と２回の会合を開催し，韓国との間では

５月に交渉再開に向けた局長級事前協議を１回実施した。

日中韓 FTAについては 12 月に共同研究が完了したほか，コ

ロンビアとは 11月に共同研究を開始した。ASEANを中心と

した広域の包括的な経済連携については，11月の ASEAN関

連首脳会談において，日中の共同提案を踏まえ，ASEAN 諸

国と域外関係国との間で順次，「物品貿易」，「サービス

貿易」，「投資」に関する新たな作業部会が立ち上げられ

ることとなった。環太平洋パートナーシップ(TPP)協定につ

いては，11 月の APEC 首脳会議において，交渉参加に向け

て関係国との協議に入る旨表明し，関係国との協議が一巡

した。 

深化を目指す。 

 それ以外の国・地域においても，経済

連携強化のための取組を行う。 

  

  

24

年

度 

 ９月には日コロンビア首脳会談において，交渉開始する

ことで一致し，12 月に会合を開催した。３月には日 EU 首

脳電話会談において日 EU・EPA について，交渉開始を決定

した。豪州との間では４月，６月と２回の会合を開催し，

モンゴルとの間では，６月，12 月と２回の会合を開催し，

カナダとの間では 11月に会合を開催した。 

11月の ASEAN関連首脳会議の機会に，日中韓 FTA及び東

アジア地域包括的経済連携(RCEP)の交渉立ち上げを宣言

し，日中韓 FTA については，３月に会合を開催した。TPP

協定については，安倍総理大臣は３月に交渉参加を決定し，

表明した。 

 既存の協定については，円滑な実施・

運用を確保するとともに，協定の更なる

深化を目指す。 

 それ以外の国・地域においても，経済

連携強化のための取組を行う。 

  

  

  

25

年

度 

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定については，７月

の交渉に参加後，交渉会合を２回(７月，８月)，首脳会合

を１回(10 月)，閣僚会合を３回(10月，12月，２月)開催

した。東アジア地域包括的経済連携(RCEP)については，閣

僚会合を１回(８月)，交渉会合を３回(５月，９月，１月)

開催した。日中韓 FTAについては，交渉会合を３回(７月，

11 月，３月)開催した。日 EU・EPAについては，交渉会合

を５回(４月，６月，10 月，１月，３月)開催した。モン

ゴルとの間では，交渉会合を３回(４月，７月，12 月)開

催し，カナダとの間では，交渉会合を４回(４月，７月，

11月，３月)開催し，コロンビアとの間では交渉会合を３

回(５月，10 月，２月)開催した。１月には日トルコ首脳

会談で，EPA交渉を開始することで一致した。豪州との間

では平成 19(2007)年の交渉開始以来交渉を継続してきた

結果，平成 26 年４月７日，日豪首脳会談にて大筋合意を

確認した。 

また既存の協定の関連では，日 ASEAN包括的経済連携協

定(AJCEP)，日タイ EPA，日ペルーEPA及び日メキシコ EPA

について，委員会等を計 44回開催した(４月，６月，７月，

９月，10月，11月，２月，３月)。この中で，AJCEPは，

12月にサービス・投資章交渉が実質合意に至った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

主要貿易国との経済連携を戦略的に

推進する。 

既存の協定については，円滑な実施・

運用を確保するとともに，協定の更なる

深化を目指す。  

それ以外の国・地域においても，経済

連携強化のための取組を行う。 

特に，TPP 協定，日中韓 FTA，RCEP，

日 EU・EPAについて，交渉を前進させる。 

 
目

標 
－ 

アジア太平洋地域，東アジア地域，欧州などとの経済連

携を，戦略的に推進する。我が国の外交力を駆使して，守

るべきものは守り，国益にかなう経済連携を進める。 

 

 １(３)経済連携協定(EPA)が締

結に至るまでの重要段階 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 ①共同研究が終了した数 ① 1 ① 3 ① 1 ① 1 － 
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②交渉会合開催数 

③交渉が妥結した数 

④署名した数 

⑤発効した数 

⑥委員会等開催回数 

②15 

③ 1 

④ 1 

⑤ 0 

⑥36 

② 8 

③ 1 

④ 1 

⑤ 2 

⑥38 

② 7 

③ 0 

④ 0 

⑤ 0 

⑥39 

②22 

③ 1 

④ 0 

⑤ 0 

⑥44 

【△】 

 

年度目標値  - ① 1 

②10 

③ 1 

④ 1 

⑤ 1 

⑥35 

① 1 

②15 

③ 1 

④ 1 

⑤ 1 

⑥35 

 

 １(４)(参考指標) 

輸出入額(単位：千億円) 

①輸出額 

②輸入額 

*財務省貿易統計 HPより引用 

実績値 

23年度 24年度 25年度 

 

①65.5 

②68.1 

①63.7 

②70.7 

①69.8 

②81.2 

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)我が国は GATT/WTO の多角的自由貿易体制の恩恵を受け，経済的繁栄を実現してきた。引き続きこ

の体制を維持・強化することは，我が国の繁栄のみならず，世界経済全体の発展，また途上国の開発

促進にも必要な施策である。さらに，WTO 紛争解決制度は，WTO 体制に信頼性，安定性をもたらす柱

であり，我が国として同制度を支え，また，同制度の下で WTO加盟国間の貿易紛争をルールに基づき

適切に解決し，望ましいルールを定着させるべく，引き続き同制度に積極的に関与・参画していく必

要がある。 
(２)一方，GATT/WTO の多角的自由貿易体制についてドーハ・ラウンド(DDA)交渉が膠着状態である中，

主要国との二国間あるいは地域内での経済連携を推進することが，我が国の国益増進にとっても，一

層重要となってきており，アジア・太平洋地域，東アジア地域，欧州など主要貿易国・地域との間で

経済連携を戦略的に推進する。我が国の外交力を駆使して，守るべきは守り，国益にかなう経済連携

を戦略的に進める必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)WTO ドーハ・ラウンド交渉について，第９回 WTO 閣僚会議において「バリ合意」が妥結した。「バ

リ合意」は，税関手続きの透明化・迅速化等貿易促進に大きな効果をもたらす貿易円滑化協定の採択

に関する決定を含むもので，難航するドーハ・ラウンド交渉の活性化及び国際貿易ルールの強化を達

成する上で，有効かつ効率的であった。(多角的自由貿易体制の維持・強化(達成手段１①)) 

(２)TPP 交渉に参加した他，日 EU・EPA交渉の開始及び進展，日豪 EPA交渉の進展，日 ASEAN包括的経

済連携協定の投資・サービス章に関する実質合意等経済連携を推進したことは，新興国等との競争も

激化する中で，日本企業の積極的な海外展開や，世界の経済成長の取込みを後押しする上で極めて重

要な進展となった。特に，TPP交渉に参加するとともに，RCEP及び日中韓 FTAといった広域経済連携

交渉に同時並行的に取り組むことは，アジア太平洋地域の新たなルールを作り上げていく上で，有効

であった。 

(３)日トルコなどの共同研究の終了，「日本再興戦略」に基づく交渉会合の積極的開催(９つの EPA に

ついて開催)，発効済 EPAの着実な実施に取り組むための委員会会合など，EPAが締結に至るまでの重

要段階(測定指標(３))の多くについて，目標を達成している状況にある。一方，相手がある交渉であ

ること等もあり，平成 25 年度は署名・発効に至った協定がなかったことから，短期的には，指標全

体としては，達成までは至っていないという事情がある。(経済連携協定(達成手段１②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国際貿易ルールの強化及び既存ルールの実効的運用 

多角的貿易体制の維持・強化に向け，WTOドーハ・ラウンド交渉については，第９回 WTO 閣僚会議

の成果をふまえ，引き続き同交渉の妥結を目指して精力的に取り組んでいく。また，多角的貿易体制

維持の観点から保護主義の台頭を抑止していくことが必要であり，今後もＧ20サミット等の機会を活

用しつつ，引き続き WTOによる保護主義措置監視を支持し，我が国として積極的な貢献を行う。さら

に，紛争解決手続については，WTO体制の信頼性と安定性の確保及び WTOルールに基づく我が国の利

益を今後も確保する必要があり，引き続き積極的に関与・参画していく。 

(２)経済連携協定の締結数の増加，交渉の進展，地域大の EPAの研究に関する取組 

200 
 



引き続き TPP交渉の早期妥結に向け取り組むとともに，RCEP,日中韓 FTA.日 EU・EPAを含む９つの

EPA 交渉を同時並行的に戦略的かつスピード感を持って推進する。既存の協定については，円滑な実

施・運用を確保するとともに，協定の更なる深化を目指す。 

(３)経済連携協定(EPA)が締結に至るまでの重要段階 

  政府として経済連携に関する取組を強化しているところであるが，現在交渉中の EPAは，以前より

も困難な交渉が想定される相手・地域が多いため，従前同様のペースでの締結を目指す。また，交渉

会合数に関しては，新たに TPP 交渉に参加し，RCEP,日 EU・EPA 等の交渉を開始した今年度の交渉会

合数である 22を参考に設定する。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)多角的貿易体制の維持・強化のために，WTOドーハ・ラウンド交渉の妥結は最も有効な手段の一つ

であり，引き続き我が国として貢献していく。また，世界経済の成長後押しや多角的貿易体制の維持

のためには，保護主義的な貿易政策の抑止・是正が有効であり，WTO 各種委員会等の枠組み及び紛争

解決手続を積極的に活用していく。 

(２)経済連携協定等を通じた二国間・地域間の経済連携の積極的な推進については，TPP，RCEP,日中韓

FTA,日 EU・EPA含む９つの EPA交渉に同時並行的に取り組んでいる現状に鑑み，引き続き妥結に向け

て努力していく必要がある。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ 

－世界貿易機関(WTO) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page２_000003.html) 

－経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html) 
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個別分野 ２ 国際経済秩序形成への積極的参画 

概要 (１)Ｇ８サミットは，国際社会の直面する種々の重要課題をＧ８首脳間で議論し，有効な政策協調を行

っていくために重要な役割を果たしている。Ｇ20 サミットは，新興国が多く参加する「国際経済協力

の第一のフォーラム」として重要な役割を果たしている。我が国として，両サミットの議論及び両サ

ミットを通じた政策協調に積極的に参加し，貢献する。OECDでは，加盟国の経済成長，途上国経済の

発展，世界経済の拡大といった活動目的の達成に寄与するために議論に参加し，リードする。 

(２)Ｇ８・Ｇ20 サミット，OECD 等の国際的な取組を通じて，地球規模課題の解決に向けた取組を強化

し，我が国の対外経済活動を行う上で好ましい国際環境を作る。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「WTO や APEC，Ｇ８・Ｇ20 などを活用し，経済分野での国際的ルールの整備と実施に積極的に取り

組みます。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「我が国の OECD加盟 50周年となる本年，閣僚理事会の議長国として役割を果たします。」 

 

測

定

指

標 

２(１)Ｇ８・Ｇ20サミットにおける我が国の貢献 年度目標 

基

準 
－ 

総理大臣による発信，他の主要国の首脳との率直な意見

交換の実施，及び成果文書等への我が国の考え方の反映，

準備過程における貢献 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 Ｇ８ドーヴィル・サミット(５月)においては，震災を踏

まえ，我が国より積極的な発信が行われた。サミット冒頭

では，菅総理大臣は震災復興への決意を表明し，各国首脳

からは我が国に対する深い同情と連帯が示された。また，

「アラブの春」を受けた中東・北アフリカについては，菅

総理大臣より東南アジアの経験を踏まえ，支援を行ってい

く考えを表明した。さらに，原子力安全については，原発

事故の経験を踏まえ，菅総理大臣より，原子力の安全性を

最高水準に高めるための５つの提案を行った。その他，世

界経済・貿易，気候変動，インターネット，政治問題，ア

フリカとの対話につき，首脳間の率直な意見交換及び総理

大臣の積極的な発信が行われ，成果文書に我が国の考え方

を反映させた。 

 Ｇ20カンヌ・サミット(11月)においても，我が国は積極

的に議論に参画し，政策協調に貢献した。欧州債務問題が

焦点となる中で，野田総理大臣より，欧州の合意を評価す

る一方，合意の履行が重要であり，欧州の結束を前提に必

要な協力を行う旨述べた。また，開発・貿易については，

野田総理大臣より，ASEAN 食料安全保障情報システム

(AFSIS)への支援を通じた透明性向上への貢献，ASEAN+３で

の緊急事態のための米の備蓄制度を通じたタイへの５万ド

ルの緊急支援の実施，ASEAN の連結性向上のための協力及

び平成 25 年に第５回アフリカ開発会議(TICAD)を日本で開

催する予定であることを述べた。その他，世界経済，国際

通貨システム改革，グローバル・ガバナンス，金融規制，

農業・エネルギー・気候変動，社会的側面・腐敗につき，

首脳間の率直の意見交換及び総理大臣の積極的な発信が行

われ，成果文書に我が国の考え方を反映させた。 

 Ｇ８ドーヴィル・サミット及びＧ20カ

ンヌ・サミットの成功裏の実施に貢献

し，その中で積極的な発信を行い，成果

文書に我が国の考えを反映させる。 
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24

年

度 

 Ｇ８キャンプ・デービッド・サミット(５月)においては，

我が国より積極的な発信が行われた。世界経済に関し，我

が国から，欧州債務危機の解決とアジアへの波及防止への

我が国の貢献，及び社会保障と税の一体改革等の取組を説

明した。さらに，成長の原動力たる自由貿易の推進と保護

主義抑止の重要性を主張した。また，アフガニスタンにつ

いては，野田総理大臣から，７月開催の東京会合を含めて，

Ｇ８の議論をリードした。その他，北朝鮮，ミャンマー等

を含めた地域・政治情勢，エネルギー・気候変動，アフリ

カ・食料安全保障，中東・北アフリカの移行について，首

脳間で率直な意見交換が行われた。 

 Ｇ８及びＧ20 サミットの成功裏の実

施に貢献し，その中で積極的な発信を行

い，成果文書に我が国の考え方を反映さ

せる。特に，23年度に開催されたＧ８・

Ｇ20 サミットのフォローアップを確実

に行うとともに，24年度に開催されるＧ

８キャンプ・デービッド・サミット及び

Ｇ20 ロスカボス・サミットの成功に向

け，積極的に貢献していく。 

Ｇ20ロスカボス・サミット(６月)においても，我が国は

積極的な発信を行い，国際的な政策協調に貢献した。世界

経済に関して，我が国から，我が国は，欧州債務危機への

対処として，IMF 資金基盤強化への 600 億ドルの融資枠の

貢献をしていることを説明し，各国にも具体的な貢献を呼

びかけた。その結果，新興国を含む多くの国から具体的な

貢献額の表明があった。また貿易については，我が国から，

Ｇ20 が保護主義的措置に断固反対するとの強い決意を示

すべきと主張し，平成 25(2013)年迄となっていたスタンド

スティルのコミットメントは平成 26(2014)年迄に延長さ

れた。その他，食料安全保障，開発，金融規制等につき首

脳間で率直な意見交換が行われた。 

 

  

  

  

25

年

度 

Ｇ８ロック・アーン・サミット(６月)においては，我が

国より，今回のサミットの主要なテーマである３T(貿易，

税，透明性)について積極的な発信を行った。世界経済に関

し，我が国から，アベノミクスを中心とした日本の経済政

策を説明し，TPP，日 EU・EPA等貿易交渉の推進等を含む成

長戦略の実施を通じて成長力を高める，不断の改革を続け

るとの決意を表明した。また，地域・政治情勢については

首脳同士の率直なやりとりが行われ，安倍総理大臣より，

シリアにおける政治対話実現の動きへの支持とともに，我

が国の貢献としての人道支援等を表明した。その他，テロ

との闘いや税・マネーローンダリング等についても有意義

な意見交換が行われた。 

Ｇ20 サンクトペテルブルク・サミット(11 月)において

も，我が国は積極的な発信を行い，成長と雇用に焦点を置

いた首脳間の活発な議論に貢献した。安倍総理大臣からは，

経済成長と財政健全化の両立の重要性，アベノミクスによ

る日本経済の再生を通じた世界経済の成長への貢献，具体

的な中期財政計画の着実な実施を通じたＧ20 の財政健全

化目標の達成などを主張した。麻生副総理大臣は，我が国

開催の TICADⅤの成果に言及しつつ，経済成長の強力な原

動力として貿易が重要であり，WTO を中心とする多角的貿

易体制の下での貿易自由化と高いレベルの経済連携の推進

が不可欠である旨主張した。シリア情勢についても，首脳

夕食会において率直な意見交換が行われた。 

両サミットにおいて，成果文書にも上述のような我が国

の考え方を反映させた。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

Ｇ８ロック・アーン・サミット及びＧ

20サンクトペテルブルク・サミットの成

功裏の実施に貢献し，成果文書に我が国

の考え方を反映させる。 

 目

標 
－ 

Ｇ８及びＧ20 サミットの我が国の考え方を反映した形

での成功裏実施に向け最大限貢献する。 

 

 ２(２)OECDにおける我が国の貢献 年度目標 
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基

準 
－ 

様々な活動や政策提言，成果文書への我が国の考え方の反

映 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 23 年度の OECD 閣僚理事会は OECD 設立 50 周年を記念

する会合となり，菅総理大臣が我が国総理大臣として初

めて閣僚理事会に出席し，OECD 設立 50 周年記念行事に

おいてスピーチを行った。また，OECDの今後の活動方針

について述べた「構想声明」(ビジョン・ステートメント)

や，議長国である米国がとりまとめた「議長総括」に，

我が国の考えを反映させた。 

２ 上記閣僚理事会に先立ち，グリア OECD事務総長が訪日

した際には，同事務総長から東日本大震災へのお見舞い

とともに，震災からの復興への期待や原子力安全への協

力について述べた他，「対日経済審査報告書」の発表を

行い，日本が抱える政策上の諸課題に対して提言を行う

など，OECD側からも我が国の政策運営に有益な示唆を与

えた。 

３ また，非加盟国との関係については，OECDは，加盟

候補国ロシア及びキー・パートナー諸国(中国，インド，

インドネシア，ブラジル及び南アフリカ)との関係強化に

加え，Ｇ20 への貢献(雇用労働政策への取組，贈賄防止

へ向けた取組，保護主義の抑止，グローバル・ガバナン

スの改革等)を行っており，我が国も，MENA(中東・北ア

フリカ)-OECD イニシアティブや NEPAD(アフリカ開発の

ための新パートナーシップ)-OECD アフリカ投資プログ

ラム等に積極的に参加し，投資環境整備に貢献した。 

４ なお，OECDの諸委員会のうち，我が国からは，吉川元

偉 OECD 代表部大使が執行委員会議長を，浅川雅嗣財務省

副財務官が租税委員会議長を，根津利三郎富士通総研経

済研究所エグゼクティブ・フェローが鉄鋼委員会議長を

務めた。 

 OECD 設立 50 周年記念の閣僚理事会の

成功裏の実施への貢献及びその他の活

動に積極的に参加する。 

 

24

年

度 

１ OECD 設立 50 周年の成果の一つとして取りまとめられ

た OECD50 周年構想声明(ヴィジョン・ステートメント)

のフォローアップとして，成長・雇用の戦略の追求，新

たな包括的な開発アプローチの開始，グローバルな政策

ネットワークに向けて非加盟国との関係強化に取り組ん

だ。 

２ 具体的には５月の OECD 閣僚理事会に古川経済財政担

当大臣，山根外務副大臣，牧野経産副大臣が出席し，経

済金融危機後に顕著化している様々な課題に対処するた

めのツールとして「経済的課題に対する新たなアプロー

チ」(NAEC)，OECD開発戦略，OECD非加盟国との関係に関

する議論に参加するとともに，我が国の成長・雇用に対

する取組について述べた。 

３ 上記閣僚理事会に先立ち，４月にグリア OECD事務総長

が訪日し，震災からほぼ１年たった我が国の復興状況を

踏まえ，我が国の政策課題に対する提言を冊子にまとめ

て提示を行った他，総理大臣，関係閣僚，経済界・労働

界等との意見交換を行った。 

４ OECD 非加盟国との関係について，我が国は，MENA(中

東・北アフリカ)-OECD イニシアティブや NEPAD(アフリカ

開発のための新パートナーシップ)-OECD アフリカ投資

プログラム等に積極的に参加した他，贈賄防止やグリー

ン成長等の分野において，アジア地域のアウトリーチ活

動に参加した。 

５ なお，OECDの諸委員会のうち，我が国からは，吉川元

 23年度の OECD設立 50周年の成果のフ

ォローアップとともに，非加盟国との関

係強化を含め OECD における諸活動へ引

き続き積極的に参加する。 
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偉 OECD代表部大使が執行委員会議長を，浅川雅嗣財務省

副財務官が租税委員会議長を，根津利三郎富士通総研経

済研究所エグゼクティブ・フェローが鉄鋼委員会議長を，

井上正幸文部省参与が教育研究革新センター(CERI)議長

を，早水輝好環境省環境保健部企画課長が化学品委員会

議長を務めた。 
  

 

25

年

度 

１ ４月のグリア OECD 事務総長の訪日時に，安倍総理大臣

及び岸田外務大臣より，我が国の OECD 加盟 50 周年に当

たる平成 26(2014)年の閣僚理事会の議長国への立候補を

表明し，５月 16 日の OECD 理事会において，我が国の議

長国就任が満場一致で決定した。 

２ これを踏まえ，経済危機の影響が依然として根強く残

る国際社会の持続的でバランスのとれた包摂的成長と，

我が国が一貫して支持している東南アジアと OECD との

関係強化につき，OECDの各委員会や個別の事業等を活用

し，平成 26(2014)年の閣僚理事会に向けて加盟国間の議

論をリードした。 

３ ５月の閣僚理事会には，我が国から林農林水産大臣，

西村内閣府副大臣，鈴木外務副大臣他が参加し，西村副

大臣よりアベノミクスにつき説明したほか，鈴木副大臣

からは，我が国が主導する形で立ち上げにつき合意され

た東南アジア地域プログラムへの期待や，グローバル・

バリュー・チェーン(GVC)への全ての国の参画の重要性な

どにつき述べた。 

４ また，議長国を務める平成 26(2014)年閣僚理事会に向

けて有識者から助言を得ることを目的に，岩田一政・日

本経済研究センター理事長を座長に有識者会合を立ち上

げ，４回の会合を経て，平成 26年１月には我が国が同年

の閣僚理事会の主要テーマと掲げるしなやかで強じん

(レジリエント)な経済社会，及び OECDと東南アジアとの

関係強化を中心とする提言書が岸田外務大臣に手交され

た。 

５ 特に，東南アジアとの関係強化については，12 月の

日・ASEAN 特別首脳会議の成果文書に我が国が成長著し

い東南アジアと OECD の関係の橋渡し役を務める旨明記

され，また，３月の東南アジア地域フォーラム(於：バリ)

では三ツ矢外務副大臣より，OECDと東南アジアとの関係

強化には３つの L(Linking，Listening，Learning)が重

要であり，我が国としては引き続き東南アジアとの関係

強化を主導する旨表明した。参加者からは，日本のイニ

シアティブを評価するとの声が聞かれた。 

６ OECD 非加盟国との関係については，引き続き関心が高

い投資等の分野を中心に MENA(中東・北アフリカ)地域や

アフリカの発展に資する事業や，東南アジア地域へのア

ウトリーチ活動を推進した。  

７ 人的貢献については，吉川元偉 OECD代大使が引き続き

OECD 執行委員会議長を務めたほか，浅川雅嗣財務省総括

審議官が租税委員会議長を，根津利三郎富士通総研経済

研究所エグゼクティブ・フェローが鉄鋼委員会議長を務

めた。また，対外関係委員会，貿易委員会，投資委員会

等でビューロー・メンバーを務め，加盟国間の議論を主

導した。 

８ また，我が国の OECD加盟 50周年及び閣僚理事会議長

国の機会を活用し，我が国の考えや政策を国内外に広く

広報するために，加盟 50周年記念ロゴや政策広報パンフ

OECD における諸活動へ積極的に参加

することを通じて，経済・社会政策，ア

ジア諸国を始めとする非加盟国との関

係強化等の分野において我が国の考え

を反映させ，OECD の取組をリードする。

また，平成 26(2014)年の我が国の OECD

加盟 50 周年の契機に，閣僚理事会の議

長国を務めることを視野に，我が国政策

のために OECDを最大限活用する。 
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レット(和，英，仏)を発行したほか，平成 26年を通して

加盟 50 周年記念事業として記念シンポジウムや記念切

手の発行などおよそ 30 件の事業を実施することとなっ

た。(平成 25年度には６件の事業を実施。) 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

我が国として OECD における諸活動へ最大限の貢献を行

うとともに，我が国の政策のために OECDを更に活用する。 

 

 ２(３)様々な活動や政策提言，成果文書

への我が国の考え方の反映のため，月１

回ペースで開催される OECD理事会(最高

意思決定機関)への参加回数(年１回開

催される閣僚理事会を含む) 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 例年 23年度 24年度 25年度 － 

 
13回 14回 15回 15回 

【○】  

－ 

 年度目標値  13回 13回 13回  

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)持続的成長の実現や地球規模課題の解決のためには，国際社会の一致した協力が求められる。そ

のような中，価値観を共有する主要先進国の集まりであるＧ８サミットとともに新興国が多く参加

し，「国際経済協力の第一のフォーラム」とも呼ばれるＧ20サミットに積極的に参加し，国際的な議

論を主導することは，我が国にとって望ましい国際経済秩序を形成する上で，必要不可欠である。 

(２)客観的なデータ収集と分析を行い，｢世界最大のシンクタンク｣とも称される OECDでは，加盟先進

国間の議論を通じて国際ルールを形成する機能を有しており，我が国としては，OECD の活動への貢

献と積極的な活用を通じて，我が国外交上の利益を確保していく必要性がある。特に，世界経済の成

長センターである東南アジアが今後陥る可能性が指摘されている「中所得国の罠」等につき，OECD

には知見が蓄積されており，アジアからの数少ない加盟国である我が国が OECD と東南アジアとの橋

渡し役を担い，東南アジアの強固な経済成長を後押ししていくことは，我が国の対東南アジア外交を

推進する上でも有益である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)例えば，アベノミクスを中心とする世界経済回復に向けた議論が各国から広く歓迎されるなど，我

が国の主張は，Ｇ８・Ｇ20サミットのいずれにおいても，首脳間の議論，成果文書等に有効に反映す

ることができている。(Ｇ８・Ｇ20サミットにおける我が国の積極的な貢献(達成手段２①)) 

(２)OECD においては，依然として困難を抱える世界経済情勢を踏まえ，我が国は，識者からの提言等

も活かしながら，しなやかで強じん(レジリエント)な経済社会を目指した議論を主導するとともに，

成長著しい東南アジアとの関係強化など加盟国の成長に資する戦略を中心とした議論を進め，国際的

な規範形成などを担う OECDにおける我が国の考え方を有効に反映させることができた。(OECDにおけ

る，日本企業が公平な競争条件で世界で事業展開できるようなルール整備及び経済・社会情勢に関す

る分析・提言への積極的参画(含む OECDによる一層積極的な非加盟国協力活動の支援・促進)(達成手

段２②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)Ｇ８・Ｇ20サミットにおける我が国の貢献 

国際社会の直面する様々な重要課題の解決と協調に向け，Ｇ７/Ｇ８・Ｇ20サミットは引き続き重

要な場となっており，成果文書等に我が国の主張が反映されるよう努めていく。 

(２)OECD における我が国の貢献 

OECD についても，我が国の考え方を加盟国間の議論に反映し，望ましい国際経済社会の形成に寄

与するよう，様々なイニシアティブを進めるとともに，経済全般や規制改革，貿易・投資等幅広い分

野に及ぶ OECDの提言やルール等を我が国のために有益に活用していく。 

(３)様々な活動や政策提言，成果文書への我が国の考え方の反映のため，月１回ペースで開催される

OECD 理事会(最高意思決定機関)への参加回数 

月１回ペースで開催される OECD 理事会及び年１回開催される閣僚理事会は，我が国の意見を反映

させる上で重要な場であるため，引き続き出席していく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)サミットにおいては，流動的な国際情勢に留意しながら，我が国の立場を引き続き積極的に確保

していくとともに，特に，平成 28年度に我が国がＧ７/Ｇ８議長国となることを視野に，参加国と緊

密な連携をとり，信頼関係を構築することに努める。 
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(２)OECD については，特に，翌平成 26 年度(2014 年度)は，我が国は OECD に加盟して 50 周年となる

節目の年であり，閣僚理事会において我が国が議長国を務める機会を最大限に活用し，引き続きしな

やかで強じん(レジリエント)な経済社会を目指した議論を進めるほか，我が国が強い結びつきを有す

る東南アジア地域と OECDの関係強化を通じ，OECDによる経済発展への効果を一層高めるとともに，

こうした非加盟国における各種枠組みを活用した制度調和を拡大するなどを通じて，同地域の成長の

後押しにもつなげ，我が国企業のビジネス環境の整備にも資するように努めていく。 

(３)また，OECD 閣僚理事会の成果をＧ７/Ｇ８・Ｇ20 サミットにも一層効果的につなぎ，横断的に経

済外交を推進する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・首相官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/) 

・外務省ホームページ 

 －平成 25年Ｇ８ロック・アーン・サミット(概要) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page４_000103.html) 

 －平成 25年Ｇ20サンクトペテルブルク・サミット(概要) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page３_000371.html) 
 －平成 25年４月 グリア OECD事務総長の訪日(概要と評価) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/page２_000015.html) 
 －平成 25年 ５月 我が国の OECD閣僚理事会議長国就任(報道発表) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press６_000220.html) 
 －平成 25年 ５月 OECD閣僚理事会(概要と評価) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page24_000011.html) 
 －平成 25年 ９月 我が国の OECD加盟 50周年に関する有識者会合の開催(報道発表) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press18_000064.html) 
 －平成 25年 12 月 日・ASEAN特別首脳会議(概要と評価) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page３_000594.html) 
 －平成 26年 １月 我が国の OECD加盟 50周年に関する有識者会合提言書の岸田外務大臣への手交(報

道発表) 
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press４_000505.html) 

 －平成 26年３月 OECD東南アジア地域フォーラム(概要と評価) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/oecd/page24_000244.html) 
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個別分野 ３ 重層的な経済関係の強化 

概要 (１)APEC 首脳会議，閣僚会議等を通じ，域内の貿易・投資の自由化・円滑化，成長戦略，人間の安全

保障等の分野における具体的な協力の推進に積極的に貢献し，重層的な経済関係の強化に努める。 

(２)日・EU間では，定期首脳協議等様々な協議を実施する。また，双方向投資促進，税関，基準認証

等の分野で協力を行うとともに，欧州各国との二国間経済関係強化を推進する。国際貿易，気候変動，

エネルギー等の共通の国際的課題についての，日・EU協力を推進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「WTO や APEC，Ｇ８・Ｇ20などを活用し，経済分野での国際的ルールの整備と実施に積極的に取り

組みます。」 

・日本再興戦略(日 EU・EPA関連部分抜粋)(平成 25年６月 14日) 

三．国際展開戦略 

１．戦略的な通商関係の構築と経済連携の推進 

グローバルな経済活動のベースとなる経済連携を推進し，貿易の FTA 比率を現在の 19%から，

2018 年までに 70%に高める。このため，特に，TPP(環太平洋パートナーシップ)協定交渉に積極的

に取り組むことにより，アジア太平洋地域の新たなルールを作り上げていくとともに，RCEP(東ア

ジア地域包括的経済連携)や日中韓 FTAといった広域経済連携と併せ，その先にあるより大きな構

想である FTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)のルールづくりのたたき台としていく。また，上記の取

組に加え日 EU・EPA 等に同時並行で取り組むこととし，各経済連携が相互に刺激し合い，活性化

することにより，世界全体の貿易・投資のルールづくりが前進するよう，重要なプレーヤーとし

て貢献していく。 

○国益に資する経済連携交渉の推進 

・産業界のニーズ等を踏まえながら，TPP，RCEP，日中韓 FTA，日 EU・EPA等の経済連携交渉に同

時に対処できるよう，内閣官房を始め関係府省庁などの体制強化を図る。特に TPPについては，

100人規模の体制を整備し，政府一体となった万全の体制で交渉に当たる。 

 

測

定

指

標 

３(１)APECにおける諸活動への貢献 年度目標 

基

準 
－ 

「横浜ビジョン」で掲げた内容の更なる具体化   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

平成 23年にホノルルで開催された APEC首脳会議におい

ては，米国 APECの優先課題であった①「地域経済統合の強

化及び貿易の拡大」，②「グリーン成長の促進」及び③「規

制収斂及び協力の促進」に関して我が国として積極的に議

論に貢献し，首脳宣言として「ホノルル宣言」に合意した。 

 同宣言においては，上記優先課題に関し，以下を含め，

各エコノミーが実施することに合意した内容等について確

認された。 

１ イノベーション政策が貿易・投資を制限することを防

ぐための「効果的，無差別かつ市場主導型のイノベーシ

ョン政策のための共通原則」 

２ 環境物品(環境への負荷の低減に資する製品等)に関す

る関税を平成 27 年末までに５％以下までに削減するこ

とを含め，環境物品・サービスの貿易投資の自由化のた

めの措置 

 平成 23年 APEC議長である米国が「横

浜ビジョン」(注：平成 22年に我が国議

長の下で取りまとめた将来にわたり

APEC としてとして取り組むべき施策)を

踏まえて掲げた優先事項を達成するた

め，積極的に協力する。 

  

  

24

年

度 

平成 24年にウラジオストクで開催された APEC首脳会議

においては，以下の点につき合意した。 

１ 前年の首脳合意に従って，環境物品リスト(54品目)に

合意。 

２ 増大傾向にある保護主義的措置に対する強い懸念を首

脳間で共有し，(１)平成 27(2015)年までのスタンドステ

ィル(新たな保護主義措置の不導入)の延長，(２)ロール

バック(既存の保護主義措置の是正)，(３)WTO 整合的で

あっても重大な保護主義的影響を及ぼす措置の最大限の

自制，の３点を改めて確認。 

３ 食料安全保障の文脈において，日本の主張により，食

料の輸出規制を始めとする新たな貿易・投資への障壁を

 平成 22年 APEC議長としての経験を踏

まえたロシア(平成 24年 APEC議長)への

積極的な協力を通じて，域内での経済協

力の推進に貢献する。 
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設けないことを再確認した。 

４ ロシア提案を受けて，イノベーションの促進に向けた

産官学による政策協議及びイノベーションの担い手のネッ

トワーク促進の枠組みとして，科学技術イ ノベーション政

策パートナーシップ(PPSTI)の設立に合意した。 
  

  

  

  

25

年

度 

 平成25年にバリで開催されたAPEC首脳会議においては，

①「多角的貿易体制」，②「連結性の促進」及び③「衡平

性を伴う持続可能な成長」に関して我が国として積極的に

議論に貢献し，以下の点につき合意した。 

１ 「多角的貿易体制」については，第９回 WTO 閣僚会議

(MC９)の成功に向けたコミットメントを再認識し，新た

な保護主義措置の不導入の平成 28(2016)年末までの延長

を含む保護主義の抑止に取り組むとした独立文書を採

択。 

２ 「連結性の促進」については，アジア太平洋地域の連

結性を強化し，地域統合へ向けた動きを促進すべきとの

認識が共有され，「インフラ開発・投資に関する複数年

計画」の策定，越境教育の推進，渡航円滑化の取組など

に合意。特に「インフラ開発投資に関する複数年計画」

の策定にあたっては，日本の提案により，中長期的な費

用対効果(ライフ・サイクル・コスト)，環境への影響，

安全性等を踏まえることの重要性を確認。 

３ 「衡平性を伴う持続可能な成長」については，女性の

経済参画の拡大，中小企業の国際競争力への向上に向け

た更なる対策，食料安全保障への取組，クリーン・再生

可能なエネルギーの開発の取組の活性化などに合意。  

 

【目標の達成状況： ○ 】 

平成 22(2010)年の「横浜ビジョン」以

降，米国年，ロシア年へと継続された貿

易の自由化・円滑化の流れを一貫し，平

成 25年の APEC議長を務めるインドネシ

アへの積極的な協力を通じ，域内での取

組の推進，特に優先分野であるボゴール

目標の達成，衡平性を伴う持続可能な成

長，連結性の推進に貢献する。 

 目

標 
－ 

域内での経済協力関係を維持・発展させる。  

 ３(２)EUとの対話を通じた関係強化 年度目標 

基

準 
－ 

日 EU・EPA交渉のためのスコーピングの実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 第 20回日 EU定期首脳協議で，日 EU双方の全ての共有さ

れた関心事項を取り扱う，深くかつ包括的な EPA の交渉の

ためのスコーピング作業を開始することで合意した。これ

を受け，７月以降，事務レベルの協議，電話会議を頻繁に

実施してきた。この結果，交渉の範囲と野心のレベルを定

めるスコーピング作業は，双方の関心事項に関する理解を

深める等進捗した。この結果，年度中に，計６回の協議及

び交渉を行った。 

 第 20 回日 EU 定期首脳協議において

「EPA 交渉のためのプロセス開始」に合

意する。 

  

  

24

年

度 

日 EU・EPA のスコーピング作業の完了を受けて，欧州委

員会は，日 EU・EPAの交渉権限を理事会(EU加盟国)に求め

ることを正式決定した。11月，EU外務理事会で日 EU・EPA

の交渉権限が採択され，３月 25日の日 EU首脳電話会談で

日 EU・EPAの交渉開始が決定した。 

欧州債務危機については，EFSF/ESM 債の継続的購入や

IMF 資金基盤強化への貢献表明など，日本の支援を EU加盟

国に対して機会をとらえて発信した。 

 日 EU・EPAのためのスコーピングを完

了させ，交渉を開始する。 

  

  

  

25

年

度 

本年度は４月の日 EU・EPA 交渉開始後，計５回の交渉会

合(４月，６月，10月，１月及び３月)等を実施し，精力的

に交渉を行った。11 月に開催された日 EU 定期首脳協議に

おいては，包括的かつ高いレベルの日 EU・EPAを目指すこ

とで一致し，早期締結に向けた双方の強いコミットメント

日 EU 双方の経済成長，ひいては，世

界経済全体の発展に資する高いレベル

の経済連携を実現するため，早期交渉妥

結を目指し,日 EU・EPA 交渉を推進する。 
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を改めて確認するとともに，同定期首脳協議の際に発出さ

れた日 EU共同プレス声明において，日 EU両首脳は，野心

的な経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)の交渉の継続

的な進展の重要性を強調し，協定の早期締結に向けた決意

を改めて表明した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 
目

標 
－ 

日 EU双方の経済成長，ひいては，世界経済全体の発展に

資する高いレベルの経済連携の実現のため,早期交渉妥結

を目指し,日 EU・EPA交渉を推進する。 

 

 ３ ( ３ )( 参 考 指

標)APEC における

域内貿易依存度 

実績値 

23年度 24年度 25年度 

 67.4% 65.9% 67% 

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)APECは，アジア太平洋地域の 21のエコノミーが参加し，経済規模で世界全体の GDPの約５割，世

界全体の貿易量及び世界人口の約４割を占める重要な協力体である。我が国の貿易相手としても

APEC 域内の諸エコノミーが約７割，APECの域内貿易依存度が約７割と，相互依存関係は極めて強い。

我が国の一層の発展及び安定のためには，APEC 地域の各エコノミーとの経済協力を深め，国際ルー

ルの普及や価値観の共有を促進することが我が国の成長と繁栄にとって不可欠。このような背景の

下，APEC の枠組みを活用し，経済分野だけではなく，食料安全保障，保健，防災，テロ対策などの

幅広い分野の協力に関し，年１回開催される APEC閣僚会議・首脳会議での成功に向け，APECでの活

動を主導していく必要がある。 

(２)日 EU・EPA は関税撤廃や投資ルールの整備等を通じて貿易投資を活発化し，雇用創出，企業の競

争力強化等を含む経済成長及び日本企業の欧州市場進出を促進させることに寄与するものであり，早

期締結に向けて，交渉を推進する必要がある。また，グローバル経済において新興国が台頭する中，

先進市場経済圏である日 EU の間で包括的かつ高いレベルの経済連携を進めることにより，世界経済

の安定的成長に貢献しつつ，グローバルな貿易・投資のルール作りに寄与することが求められている。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)APEC における「インフラ開発投資に関する複数年計画」の策定にあたって，日本の提案により，

中長期的な費用対効果(ライフ・サイクル・コスト)，環境への影響，安全性等を踏まえることの重要

性を確認したことは，地域のインフラ開発の質を高めるものであると同時に，日本企業のインフラ輸

出の促進にも繋がるものであり，有効かつ効率的であった。(APEC(アジア太平洋経済協力)を通じた

経済関係の発展(達成手段３①)) 

(２)達成手段３②の経済連携協定に関し，「日・EU 間及び二国間の各種経済協議，官民連携等を通じ

貿易投資，ビジネス環境の整備を推進」及び「日・EU 間の共通の国際的関心事項への取組を強化」

につき，同達成手段は有効かつ効率的に実施された。特に有効性の高かった事例としては，５回に亘

る交渉会合の実施，日 EU 定期首脳協議の実施，デ・ヒュフト欧州委員(貿易担当)の訪日の機会を捉

えた閣僚間の会談，日・EU ビジネス・ラウンドテーブル(BRT)等が挙げられる。 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)APECにおける諸活動への貢献 

APECについては，引き続き，「横浜ビジョン」に基づく貿易・投資の自由化・円滑化を通じた地

域経済統合，成長戦略，人間の安全保障等の取組を地域において着実に進めていく。  

(２)EU との対話を通じた関係強化 

日 EU・EPA交渉開始初年度として 25年度の成果を踏まえ，引き続き早期締結に取り組む。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)アジア太平洋地域における経済協力関係を深めていくことの我が国経済発展における重要性に鑑

み，引き続き，議長エコノミーに協力し，APECにおける議論への積極的貢献に努める。 

(２)日 EU・EPA を含む経済連携の推進は，日本再興戦略の重要な柱であり，これまでの欧州各国及び

EU の首脳・閣僚との会談等において一致しているとおり。早期締結に向けて，引き続き，積極的に

交渉を推進する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

・平成 26年版外交青書 

(www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page３_000048.html) 

・外務省ホームページ 
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料その他

の情報 

 －平成 25年インドネシア APEC首脳会議(概要と評価) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page３_000472.html) 

 －第 21回及び第 22回日 EU定期首脳協議 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page18_000113.html) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/page18_000294.html) 

 －欧州連合(EU) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/index.html) 

 －日 EU経済関係 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/j_eu_keizai.html) 
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個別分野 ４ 経済安全保障の強化 

概要  経済安全保障分野に関連する取組の強化を図るため，他国との良好かつ安定的な関係を維持する。ま

た，政治・外交・経済・国際法的側面を含む包括的な視点から，エネルギー・鉱物，食料，漁業分野で

の国際協力を推進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「エネルギー・鉱物資源・食料等の安定的な確保のため，「資源外交」を強化します。」 

・経済財政運営と改革の基本方針(平成 25年６月 14日閣議決定) 

「自由な競争のある開かれた国家であり続け，日本の経済安全を確保するため，輸入依存の高い資

源・エネルギーを安価かつ安定的に確保するとともに，我が国の権益を適正に保護する必要がある。

こうした観点から，(中略)，戦略的な協力関係を構築しつつ，資源外交を展開する。」 

・日本再興戦略(平成 25年６月 14日閣議決定) 

「エネルギー・鉱物資源の確保に向けて，「燃料調達コスト引下げに向けた当面のアクションプラン」

も踏まえ，北米からの LNG 輸入実現に向けた取組を継続するとともに，リスクマネー供給等による

供給源の多角化を進める。」 

・国家安全保障戦略(平成 25年 12月 17日国家安全保障会議決定，閣議決定) 

「エネルギーを含む資源の安定供給は活力ある我が国の経済にとって不可欠であり，国家安全保障上

の課題である。資源の安定的かつ安価な供給を確保するため必要な外交的手段を積極的に活用し，各

国の理解を得つつ，供給源の多角化等の取組を行っていく。」 

 

測

定

指

標 

４(１)我が国への資源・エネルギーの安定供給の確保 年度目標 

基

準 
－ 

資源・エネルギーの安定供給の確保に向けた国際機関や多

国間の良好かつ安定的な協力枠組みや外交上の戦略的基盤

の維持・強化，及び低炭素社会の実現に向けた我が国の優

れた省エネルギーや再生可能エネルギー技術の普及 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 資源価格の乱高下の中，国際エネルギー機関(IEA)，国際

エネルギー・フォーラム(IEF)，エネルギー憲章条約(ECT)，

Ｇ８，Ｇ20，採取産業透明性イニシアティブ(EITI)等への

貢献を通じて国際的なエネルギー市場の透明性の向上や価

格の安定化，供給途絶時の緊急時対応のための環境整備に

積極的に貢献した。また，在外公館戦略会議を開催し，我

が国の資源・エネルギーの権益確保に向けた，具体的な戦

略のあり方について議論を深めた。 

 省エネや再生可能エネルギーの普及促進，化石燃料のク

リーン利用の観点から，国際省エネルギー協力パートナー

シップ(IPEEC)を通じた協力を推進し，４月に正式に立ち上

がった国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の活動に積極

的に貢献した。また，被災地復興に向けた，再生可能エネ

ルギーの導入促進等によるまちづくりをテーマに，福島県

において国際エネルギー・セミナーを開催した。 

 IEA，IEF，Ｇ８等の 国際機関や多国

間の枠組み等における議論に積極的か

つ主導的に参加・貢献し，資源エネルギ

ーの権益確保に向けた戦略の検討を進

める。さらに４月に立ち上げる IRENAの

活動に積極的に貢献する。 

  

  

24

年

度 

１ エネルギー・鉱物資源価格が再び高い水準で推移する

中，国際エネルギー機関(IEA)，国際エネルギー・フォー

ラム(IEF)，エネルギー憲章条約(ECT)，Ｇ８，Ｇ20，採

取産業透明性イニシアティブ(EITI)等への貢献を通じて

国際的なエネルギー市場の透明性の向上や価格の安定

化，供給途絶時の緊急時対応のための環境整備を図った。

特に，イラン情勢等に起因する世界的な石油需給の逼迫

等の可能性を踏まえ，５月のキャンプ・デービッドＧ８

首脳会合で，石油・ガスの供給途絶への準備強化につい

て合意するとともに，IEA による緊急時対応をも視野に

入れたＧ８首脳声明を発出した。更に，採取産業透明性

イニシアティブ(EITI)に対して引き続き財政支援を行っ

た。 

２ また，「資源確保指針」等に基づき，要人往来，経済

協力等を戦略的に進めたほか，在外公館の資源確保に関

する体制強化を図るため，「エネルギー・鉱物資源専門

 IEA，IEF，Ｇ８等の 国際機関や多国

間の枠組み等における議論に積極的か

つ主導的に参加・貢献する。 
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官」制度を創設し，専門官を 50カ国 55公館に任命した。 

更に，一部の在外公館のエネルギー・鉱物資源担当に

よる，エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議

を開催し，我が国のエネルギー・鉱物資源の権益確保に

おける知見及び経験を共有し，我が国として取るべき施

策の検討を行った。  

また，北米，ロシア，イラク，モザンビーク等におけ

る石油・天然ガス等の開発生産やベトナム，インド等に

おけるレアアース開発に向けて，官民一体の取組等を行

った。 

３ 再生可能エネルギー・省エネルギーの推進等の観点か

らは，９月に開催された第 20回 APEC首脳会議では，APEC

のエネルギー安全保障を強化し，エネルギー効率を促進

し，持続的発展に向けたよりクリーンなエネルギー源を

発展させること等について合意した。また，国際再生可

能エネルギー機関(IRENA)においては，我が国は理事国と

して同機関の活動に積極的に貢献し，１月開催の第３回

総会では城内外務大臣政務官が出席するなど，再生可能

エネルギーの普及及び持続可能な利用の促進を目的とす

る同機関の活動に積極的に取り組んだ。加えて，５月に

は，第６回太平洋島サミット(PALM６)の機会をとらえて，

IRENA の重点地域である太平洋地域における再生可能エ

ネルギーの推進に向けた国際ワークショップを，日本政

府と IRENA で共催した。さらに，被災地復興に向けた，

再生可能エネルギーの導入促進等によるまちづくりをテ

ーマに，23年度に福島市において開催した国際エネルギ

ー・セミナーのフォローアップ事業として，IEA 及び

IRENA からの専門家を招待し，「世界とともに歩む TOHOKU

のまちづくり」をテーマに，国際ワークショップ(於：南

相馬市)，東北大学における講義・意見交換，国際セミナ

ー(於：東京)を開催した。 

 

  

  

  

25

年

度 

資源を巡る内外の厳しい情勢を踏まえて，国際エネルギ

ー機関(IEA)，国際エネルギー・フォーラム(IEF)，エネル

ギー憲章条約(ECT)，Ｇ８，Ｇ20，採取産業透明性イニシア

ティブ(EITI)等への貢献を通じて国際的なエネルギー市場

の透明性の向上や価格の安定化，供給途絶時の緊急時対応

のための環境整備に積極的に貢献した。 

また，省エネや再生可能エネルギーの普及促進，化石燃

料のクリーン利用の観点から，国際省エネルギー協力パー

トナーシップ(IPEEC)を通じた協力を推進するとともに，国

際再生可能エネルギー機関(IRENA)の活動に積極的に貢献

した。特に，後者に関して，平成 26年１月の IRENA総会に

おいて，我が国は次回総会の議長に指名される(立候補は平

成 25年 12月)とともに，同年２月に IRENAと共催で再生可

能エネルギーに係るセミナー等を開催した。 

更に，我が国の情報収集・分析体制や関係省庁・機関間

の連携等を強化すべく，平成 26年３月に在外公館戦略会議

を開催し，我が国のエネルギー・鉱物資源の権益確保に向

けた取組，目指すべき方向性，専門官制度の活用等につい

て議論を深めた。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

国際エネルギー機関(IEA)，国際エネ

ルギー・フォーラム(IEF)，国際再生可

能エネルギー機関(IRENA)，Ｇ８等の 国

際機関や多国間の枠組み等における議

論に積極的かつ主導的に参加・貢献す

る。また，専門官制度や在外公館戦略会

議等を通じて，二国間の取組をより総合

的にとらえた政策立案につなげること

により，我が国の資源・エネルギーの安

定供給の確保を図る。 
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目

標 
－ 

関連する国際機関や多国間の枠組みでの議論に積極的か

つ主導的に参加・貢献し，我が国への資源・エネルギーの

安定的供給の確保を図る。また，我が国の優れた省エネル

ギーや再生可能エネルギー技術の普及を図る。 

 

 ４(２)我が国及び世界の食料安全保障の強化 年度目標 

基

準 
－  

多国間協調や国際機関による取組等を通じた我が国及び世

界の食料安全保障の確保・強化  

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 世界的に穀物価格が高止まりの様相を示し食料不安が高

まる中において，世界の食料安全保障の確保が我が国の食

料安全保障にも資することを踏まえ，世界の食料増産への

取組や，それに向けた「責任ある農業投資」の促進を FAO

等の国際機関やＧ８,Ｇ20 等の各種国際会議の場で主導し

た。また，市場の透明性確保に向けた国際的な枠組み等へ

の貢献も行った。 

安定的食糧供給に向け，関連するマル

チの枠組み等における議論に積極的か

つ主導的に参加・貢献する。 

  

  

24

年

度 

世界的な食料価格の乱高下が継続する中，世界の食料安全

保障の確保が我が国の食料安全保障にも資することを踏ま

え，価格の安定化に向けた市場の透明性向上に関し，Ｇ20

で合意された農業市場情報システム(AMIS)の立ち上げ等に

貢献するとともに，その一環として，我が国からも ASEAN

食料安全保障情報システム(AFSIS)を通じた貢献を引き続

き行った。また，APECにおいては，貿易投資の自由化及び

地域経済統合の観点から保護主義抑止につき，スタンドス

ティル(新たな貿易制限措置の不導入)等のコミットメント

を再確認した。さらに，Ｇ８ラクイラ・サミット以降我が

国が主導している「責任ある農業投資」の原則に関し，世

銀等の国際機関が行っていてパイロットプロジェクトに対

して，世銀 PHRD(開発政策・人材育成)基金を通じ財政的な

支援を行うとともに，幅広いステークホルダーによる原則

策定に向けた協議を加速させるべく，議論への貢献や各国

への働きかけ等を行った。 

世界の食料増産への取組や，それに資する「責任ある農

業投資」の促進を FAO 等の国際機関とＧ８,Ｇ20 等の各種

国際会議の場で主導した。 

安定的食糧供給に向け，関連するマル

チの枠組み等における議論に積極的か

つ主導的に参加・貢献する。 

  

  

  

25

年

度 

世界人口の増加，新興国の経済成長等に伴う食料需要の

増加，気候変動・異常気象，食料価格の高騰などの状況下，

食料供給の多くを輸入に依存する我が国にとって，世界の

食料安全保障の確保が我が国の食料安全保障に資すること

を踏まえ，世界の食料増産への取組や，「責任ある農業投

資」の促進を FAO等の国際機関やＧ８，Ｇ20 等の関連国際

会議の場で主導した。特に，我が国が主導する「責任ある

農業投資」の原則に関しては，世界食料安全保障委員会

(CFS)における，同原則の策定を後押しする観点から，関連

国際機関による取組に財政支援を実施するとともに，６月

の TICADⅤや７月の APEC高級実務者会合の機会を捉えた関

連行事・セミナーを開催する等の貢献を果たした。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

食糧の安定供給に向け，関連するマル

チの枠組み等において議論し，積極的か

つ主導的に参加貢献する。 

特に，世界食料安全保障委員会(CFS)

における「責任ある農業投資原則」策定

に資する取組を積極的に行い，責任ある

農業投資の促進を図る。 

 
目

標 
－ 

関連する国際機関や多国間の枠組みでの議論に積極的か

つ主導的に参加・貢献し，我が国及び世界の食料安全保障

の維持・強化を図る。 

 

 ４(３)海洋生物資源の適切な保存及び持続可能な利用並びに我が国

権益の確保 
年度目標 

基

準 
－ 

地域漁業管理機関等における漁業資源の保存・管理のため

の取組の実施・促進 

  

施 23  大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)においては，新た  ICCAT を始めとする漁業交渉を主導し
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策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

年

度 

にキハダの漁獲可能量が設定されたほか，ICCAT のルール

に反する漁獲物の流通防止をより確実にするため，クロマ

グロの漁獲証明書の電子化等について作業を推進していく

ことが決定された。我が国はこれらの議論に積極的に参

加・貢献した。捕鯨については，第 63回 IWC年次会合にお

いて，シー・シェパードによる日本の鯨類捕獲調査船に対

する妨害行為に関して，「海上の安全に関する決議」が採

択され，IWCの機能改善に向けた「IWC の将来」に関する対

話を継続することとされた。また，調査捕鯨への妨害行為

に関し関係国に必要な措置を要請した。 

協議を継続する。 

  

  

24

年

度 

大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)においては，ルー

ルに反する漁獲物の流通防止をより確実にするため，平成

25(2013)年から平成 26(2014)年にかけてクロマグロの漁

獲証明書の電子化を順次導入することを決定するなど，ま

ぐろ類の漁業国・輸入国として，まぐろ類資源の保存管理

措置の強化に向けた議論を主導した。 

捕鯨については，第 64 回国際捕鯨委員会(IWC)年次会合

において，IWCの機能改善に向けた「IWCの将来」に関する

対話を継続することとなった。また，鯨類の持続可能な利

用に関する会合(於：東京)を主催し，水産資源の持続可能

な利用について，関係国と協議を行い，連結を深めた。調

査捕鯨への妨害行為に関し関係国に必要な措置を要請し

た。 

また，「北太平洋漁業資源保存条約」に署名した。我が国

は，本条約策定に係る関係国との政府間協議の暫定事務局

を務めること等を通じ，主導的な役割を果たした。 

 漁業交渉を主導し，協議を継続する。

特に，地域漁業管理機関等の年次会合等

の協議において，我が国の立場に対する

理解と支持を確保しつつ，漁業交渉を主

導する。 

  

  

  

25

年

度 

中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において，クロマグ

ロの未成魚(３歳以下)の漁獲枠を削減したほか，メバチマ

グロの漁獲規制を段階的に強化することを決定するなど，

我が国はまぐろ類資源の資源回復に向けた議論を主導し

た。 

国際捕鯨委員会(IWC)については，総会は開催されなかっ

たものの，グリーンランドの先住民生存捕鯨捕獲枠の否決

をめぐるデンマークの脱退を回避すべく，解決策の模索の

ため，ビューロー会合での議論を主導し，またデンマーク

と複数回の電話会談を行った。また，「鯨類の持続可能な

利用に関する会合」(於：東京)を開催し，海洋生物資源の

持続可能な利用の促進のため，関係国との連携強化に努め

た。さらに自民党捕鯨議員連盟幹部とアフリカ諸国を訪問

し，IWC での連携を確認した。 

また，調査捕鯨の安定的な実施のため，調査捕鯨への妨

害行為に関し関係国に実効的な措置を講じるよう要請し

た。 

加えて，第 183 回通常国会における承認を得て，関係国

の中では最も早く「北太平洋漁業資源保存条約」を締結し

た。本条約策定に係る関係国との準備会合では，条約の早

期発効に向け，他の関係国の早期締結を促した。我が国は，

暫定事務局を務めること等を通じ，主導的な役割を果たし

てきたが，第５回準備会合において，東京に事務局を誘致

することが決定した。 

国際司法裁判所(ICJ)は，第二期南極海鯨類捕獲調査

(JARPAII)は国際捕鯨取締(ICRW)第８条１項の規定の範囲

内では収まらないと判示したが，同時に，国際捕鯨取締条

約の目的の一つが，鯨類資源の持続可能な利用であること

を確認した。我が国は右判決を踏まえ，鯨類資源管理に不

漁業交渉を主導し，協議を継続する。

特に，地域漁業管理機関の年次総会等で

の協議において，我が国の立場に対する

理解と支持を確保しつつ，漁業交渉を主

導する。 
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可欠な科学的情報を収集するための鯨類捕獲調査に取り組

んでいく方針を発表。 

 

【目標の達成状況：△】 

 目

標 
－ 

国際的漁業資源管理及び持続可能な利用に向けた協力を

進展させる。 

 

 ４(４)資源・エネルギーに関

連する国際機関や多国間の

枠組み等における国際会

議・協議への出席件数 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 23年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
43件 43件 47件  37件 

【○】 

－ 

 年度目標値  約 40件 約 40件 約 40件  

 ４(５)地域漁業管理機関の

年次会合等への出席件数 
基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 23年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
14件 14件 16件  11件 

【△】 

－ 

 年度目標値  基準値程度 同左 同左  

 

分析 １ 施策の必要性 

我が国は，エネルギー・鉱物・食料等，国民生活の基礎を成す資源の殆どを海外に依存しており，

資源安全保障の維持・強化は我が国の基本的外交目標の一つである。また，我が国は世界有数の漁業

国であると同時に，水産物輸入国でもある。こうした中，国外では，新興国を中心とした世界的な資

源需要の増大，資源国における不安定な治安・情勢や資源ナショナリズムの台頭，環境問題・低炭素

社会化に向けた対応の必要性の増大，世界的な人口増加と食料問題が起きており，加えて国内では，

東日本大震災以来の発電部門における化石燃料依存度が上昇していることもあり，安定的かつ安価な

供給の確保が必要となっている。日本の強みを生かす形で資源産出国との関係強化を図るとともに，

エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの普及を始め，世界全体の責任ある資源開発・持続可能

な利用に向けた国際連携を推進していくことが必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)資源を巡る内外の厳しい情勢の中，IEA 等への貢献を通じて国際的なエネルギー市場の透明性の向

上や価格の安定化，供給途絶時の緊急時対応のための環境整備などを図ることができた。特に，閣僚

級の会合に関して，11月の IEA閣僚理事会(隔年開催)においては，気候変動に係るステートメント，

IEA とパートナー国間の共同宣言等の成果文書がまとめられた。また，６月のＧ８ロック・アーン･

サミットでは，我が国として，採取産業透明性イニシアティブ(EITI)の目標を支持すること等が成果

文書にも示された。更に，９月のＧ20サンクトペテルブルク・サミットにおいては，成長と雇用に焦

点が置かれ，世界経済を中心に議論が行われたが，成果文書には持続可能なエネルギー政策と世界の

一次産品市場の強靱性等が盛り込まれた成果が得られたことは有益であった。 

再生可能エネルギー及び省エネルギーに関しては，IRENAや IPEEC等の国際機関との連携や，APEC

等の他国間フォーラムを通じた積極的な貢献を行った。特に，我が国と IRENAとの間では，２月にア

ジア(含：大洋州島嶼国)・アフリカを対象としたキャパビル研修や国際セミナーを共催する等，協力

関係を強化したことは有益であった。更に，我が国の貢献への評価もあり，本年１月の IRENA総会に

おいて，我が国が次回総会の議長に指名された。 

また，平成 26年３月に開催された在外公館戦略会議においては，主要資源国の大使館担当者，関

係省庁・関係機関，民間企業を交え，広く意見交換を行い，資源確保の取組に向けた関係機関の連携

強化や今後の政策形成に役立てることができる有益な成果が得られた。(資源問題への対応(達成手段

４①)及びアジア・エネルギー安全保障セミナー(達成手段４⑥)) 

(２)世界の食料増産への取組や，「責任ある農業投資」の促進を FAO 等の国際機関やＧ８，Ｇ20 の関

連国際会議の場で主導し，我が国及び世界の食糧安全保障の強化を図ることができた。特に，６月の

FAO 総会(閣僚級)においては理事国改選や次期予算等が扱われた他，我が国が重視する「責任ある農

業投資」について活発な議論が行われた。また，６月のＧ８ロック・アーン・サミットでは土地の透

明性が，９月のＧ20サンクトペテルブルク・サミットでは食料安全保障が重要な課題として扱われ，

特に前者においては，首脳コミュニケにおいて，責任ある農業投資の原則に関する協議の立ち上げを

歓迎する旨が示されるとともに，我が国の土地透明性の向上に向けた財政支援の取組について言及が

なされた。(国際機関や多国間の取組等を通じた，我が国及び世界の食料安全保障の確保・強化(達成

手段４②)) 
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(３)クロマグロの未成魚(３歳以下)の漁獲枠の削減，メバチマグロの漁獲規制の段階的強化決定など，

まぐろ類資源の資源回復に向けた議論を主導したことは，中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)にお

ける関係国との連携強化の他，海洋生物資源の適切な保存及び持続可能な利用並びに我が国権益の確

保のために有効であった。 

国際捕鯨取締委員会(IWC)については，デンマークの脱退を回避すべく，ビューロー会合での議論

を主導したほか，デンマークと複数回の電話会談を実施。また，「鯨類の持続可能な利用に関する会

合」(於：東京)の開催や，自民党捕鯨議員連盟幹部とのアフリカ諸国訪問を通じ，海洋生物資源の持

続可能な利用の促進のため，関係国との連携強化を図った。 

関係国の中では最も早く「北太平洋漁業資源保存条約」に締結し，条約の早期発効に向け，他の

関係国の早期締結を促した。これまでも暫定事務局を務めること等を通じ，主導的な役割を果たして

きたが，第５回準備会合において，我が国への事務局誘致が決定した。(海洋生物資源の保存と持続

可能な利用の原則確保のための国際的協力の推進(達成手段４③)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)我が国への資源・エネルギーの安定供給の確保 

 新興国を始め世界的なエネルギー・鉱物資源の需要増加，資源国の不安定な情勢や資源ナショナリ

ズム，東日本大震災以降の化石燃料への依存度上昇など，内外の厳しい情勢を踏まえ，国際機関や多

国間の枠組みにおける議論への参加・貢献や，専門官制度・在外公館戦略会議等を通じた情報共有・

連携体制を強化していく。 

(２)我が国及び世界の食料安全保障の強化 

世界の食料安全保障の確保に貢献することが我が国自身の食料安全保障に直結するところ，食料の

安定供給に向け，世界食料安全保障委員会(CFS)における「責任ある農業投資原則」策定に資する取

組を始めとして関連するマルチの枠組み等において議論し，積極的かつ主導的に参加していく。 

(３)海洋生物資源の適切な保存及び持続可能な利用並びに我が国権益の確保 

世界的な人口増加と食料不足が予想される中，世界有数の漁業国，水産物の消費国として，我が国

が国際的な水産資源の適切な保存管理やその持続可能な利用のための協力に積極的な役割を果たす

ことが重要である。地域漁業管理機関の年次会合等での協議において，我が国立場に対する理解と支

持を確保しつつ，漁業交渉を主導していく。 

(４)資源・エネルギーに関連する国際機関や多国間の枠組み等における国際会議・協議への出席件数 

 関係国との人脈構築，我が国の立場の反映，国際的議論の情報収集等のため，資源・エネルギーに

関連する国際機関や多国間の枠組みは重要であり，所管する国際機関や多国間の枠組みの国際会議や

協議に積極的に出席・発言していく。 

(５)地域漁業管理機関の年次会合等への出席件数 

 継続して漁業資源の保存・管理のための協力関係を進展させることが重要なため。資源の管理と持

続可能な利用のための方策が検討・決定される地域漁業管理機関等の年次会合(計 14 件)へ出席して

いく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)我が国への資源・エネルギーの安定供給の確保 

 資源・エネルギーをめぐる内外の厳しい情勢を踏まえれば，資源・エネルギーの安定供給の確保は

引き続き重要な課題となっているところ，我が国として，安定供給を確保するとともに，国際的なエ

ネルギー市場の安定化を図っていくため，引き続き，資源国との包括的かつ互恵的な二国間関係の構

築や，国際機関や多国間枠組みとの連携強化を通じて，我が国のエネルギー安全保障の強化に努めて

いく。そのため，エネルギー安全保障，気候変動対策，低炭素社会実現，エネルギーアクセス向上な

どの目的に貢献すべく，再生可能エネルギーや省エネに係る取組を一層強化し，我が国の優れた技

術・知見の普及促進に向けた対外発信を進めていく。 

(２)我が国及び世界の食料安全保障の強化 

 食料安全保障の確保は引き続き，我が国にとっても，世界全体にとっても重要課題であるところ，

FAO 等の関連国際機関やフォーラムとの連携を一層強化するとともに，「責任ある農業投資」原則の

策定等，こうした国際的枠組みにおける議論等を積極的に主導していく。 

(３)海洋生物資源の適切な保存及び持続可能な利用並びに我が国権益の確保 

水産資源の持続可能な利用の確保は，消費者に安全な水産物を安定的に供給するという視点や責任

ある漁業国として積極的な役割を果たすという国際協力の視点からも重要であるとの認識のもと，引

き続き各地域漁業管理機関における漁業交渉を主導し，協議を継続する。捕鯨については，ICJ判決

を踏まえ今後の対応につき検討していく。 
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個別分野 ５ 海外の日本企業支援 

概要  日本経済の足腰と競争力強化のために，海外で活動する日本企業を支援し，その活力を最大限に引き

出す以下の取組を実施する。 

１ 海外における知的財産権保護強化に向けた取組 

 アジア地域を始めとする諸外国に対する「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」への参加促進，

また，知的財産に関する二国間対話，在外公館における知的財産担当官の対応力強化等，海外におけ

る知的財産権保護強化に向けて取り組む。 

２ 日本企業支援 

 ビジネス環境の改善，現地情報の入手や人脈形成への協力等の支援，在外公館施設を活用した支援

を行うと共に，インフラ分野の日本企業の取組を支援し，情報収集体制及び現地関係機関との連携強

化を図る。福島第一原発事故後の各国による輸入規制措置の緩和・撤廃に向けて取り組む。 

３ 対外投資の戦略的な支援 

 投資協定について，ニーズに応えるべく交渉を推進する。交渉にあたっては，産業界等との意見交

換で出された要望等も参考にしつつ，相手国・地域を戦略的に検討する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・「知的財産政策に関する基本方針」(平成 25年６月７日 閣議決定) ４(４)) 

・「知的財産政策ビジョン」(平成 25年６月７日 知財戦略本部決定 )第４ ４.(２)，６.(３) 

・第 183回国会施政方針演説(平成 25年２月 28日) 

「詰め込むカバンの中身が，技術，サービス，知的財産など多様化する現代では，活発でフェアな国

際競争を確保するため，貿易や投資のルールを国際的に調和していかねばなりません。」 

・日本再興戦略(平成 25年６月 14日閣議決定。関連部分を抜粋。) 

「中小企業・小規模事業者の海外展開を更に進めるためには，点から線，線から面へと支援を拡大す

ることで，海外展開支援の広がりと深化を図り，今後５年間で新たに１万社の海外展開を実現する。」 

「世界の膨大なインフラ需要を積極的に取り込むため，在留邦人や日系企業等の安全対策を強化しつ

つ，日本の「強みのある技術・ノウハウ」を最大限に活かして，2020年に「インフラシステム輸出戦

略」(本年５月 17 日「経協インフラ戦略会議」決定)で掲げた約 30 兆円(現状約 10 兆円)のインフラ

システムの受注目標を達成する。加えて，在外公館，政府関係機関などを有効に活用しつつ，世界に

通用する技術や意欲を持つ中堅・中小企業等の支援や戦略的なクールジャパンの推進など我が国の優

位性を最大限に活かして海外市場獲得を図る。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「昨年末に私を本部長として立ち上げた日本企業支援推進本部の下で，トップセールスを含め日本企

業の海外展開支援を一層強力に進めます。」 

 

測

定

指

標 

５(１)海外における知的財産権確保強化に向けた取組 年度目標 

基

準 
－ 

１ 偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)を含む，国際

的な取組を通じた知的財産権保護の促進 

２ 知的財産に関する二国間対話等の実施 

３ 在外公館における知財担当官の対応力強化 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

「知的財産推進計画 2011」に沿って，ACTAの署名式を我

が国において開催し，我が国を含む８ヶ国及び EUが署名を

終えるとともに，締結に向けて必要な作業を進めた。また，

在外公館における知的財産担当官等を通じた対応の強化，

日中，日韓，日米，日 EU間での対話を継続した。その他，

Ｇ８サミット，APEC，OECD 等における複数国間での模倣

品・海賊版対策へ向けた積極的働きかけを行う一方，WTO・

TRIPS 理事会や世界知的所有権機関(WIPO)等における議論

に参画した。これらの取組により，世界各国・各地域より

模倣品・海賊版による被害状況の報告が集まる他，模倣品・

海賊版対策のための他国との協力が深まり，また，模倣品・

海賊版拡散防止のための法的国際枠組みにつき，各国にお

いて一定の理解が浸透しつつあること等の効果があった。 

１ ACTA を始めとした国際的な取組を

通じ，知的財産権保護の促進を図る。 

２ 二国間対話等を通じて，知的財産権

の保護強化及び模倣品・海賊版対策の

ための協力を促進する。 

３ 日本企業の知的財産権侵害被害の

大きな地域において知的財産担当官

会議を開催し，本省，在外公館，関係

機関との情報交換，連携を促進する。 

  

  24

年

度 

偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)に関して，これ

までに我が国を含む９ヶ国，EU 及びその 22 加盟国が同協

定への署名を終え，平成 24(2012)年 10 月５日には，我が

国は最初の締約国となった。また，在外公館における知的

財産担当官等を通じた対応の強化，二国間･複数国間協議な

１ ACTA を始めとした国際的な取組を

通じ，知的財産権保護の促進を図る。 

２ 二国間対話等を通じて，知的財産権

の保護強化及び模倣品・海賊版対策の

ための協力を促進する。 
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どを継続した。その他，Ｇ８サミット，APEC，OECD等を通

じて複数国間での模倣品・海賊版対策へ向けた積極的働き

かけを行う一方，WTO・TRIPS理事会や世界知的所有権機関

(WIPO)等における議論に参画した。 

３ 日本企業の知的財産権侵害被害の

大きな地域において知的財産担当官

会議を開催し，本省，在外公館，関係

機関との情報交換，連携を促進する。   

  

  

  

25

年

度 

APEC，OECD等を通じて複数国間での模倣品・海賊版対策

へ向けた積極的働きかけを行う一方，WTO・TRIPS理事会や

世界知的所有権機関(WIPO)等における議論に参画した。二

国間・多国間協議などを継続するとともに，「知的財産政

策ビジョン」を踏まえ，アジア新興国における知財担当官

の取り組み強化を指示し，在外公館における知的財産担当

官等を通じた対応を強化した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

１ 模倣品・海賊版の取引防止に関する

国際的な取組を通じ，知的財産権保護

の促進を図る。 

２ 二国間対話等を通じて，知的財産権

の保護強化及び模倣品・海賊版対策の

ための協力を促進する。 

３ 日本企業の知的財産権侵害被害の

大きな地域において知的財産担当官

会議を開催し，本省，在外公館，関係

機関との情報交換，連携を促進する。 

 

目

標 
－ 

１ 模倣品・海賊版の取引防止に関する国際的な取組を通

じた知的財産権保護を促進する。 

２ 二国間対話等を通じた知的財産権問題の対策・協力を

強化する。 

３ 知的財産担当官会議等を通じ，知財担当官の対応力を

強化する。 

 

 ５(２)日本企業支援強化に向けた取組 年度目標 

基

準 
－ 

海外における日本企業のビジネス環境の整備，現地政府に

よる不公平な待遇の是正，人脈形成や情報提供 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 大震災発生後，各国における輸入規制や風評被害に関し，

我が国からの働きかけ等の結果，規制が解除・緩和され，

また我が国からの輸出が回復傾向にあるなど，一定の成果

があった。また，在外公館の日本企業のための具体的な支

援として，ビジネス環境の整備，現地政府による不公平な

待遇の是正，人脈形成や情報提供など官民共催での在外公

館施設の活用促進などの面で成果をあげた。インフラ分野

においても，現地関係機関との連携強化の他，国内におい

ても，経済団体等との意見交換などの各種機会において，

当省の取組を説明するとともにニーズ把握に努め，インフ

ラ案件の発掘等個別企業のニーズへの対応強化等の面で貢

献した。 

 大震災を受け，当面の課題として，各

国の輸入制限や風評被害への対策及び，

日本が着実に復旧・復興に向かっている

との情報発信を強化することで，日本企

業の海外展開を支援する。 

  

  

24

年

度 

 各在外公館における日本企業支援事例を調査し，グッ

ド・プラクティスをとりまとめ，日本企業支援担当官の参

考資料として整備した。日本企業によるインフラ輸出促進

のため，中東及びアジア地域におけるインフラプロジェク

ト専門官会議を開催した。福島第一原発事故に伴う各国の

輸入規制措置の緩和・解除に向け，我が国の出荷制限等の

取組に関する情報提供や被災地産品の安全性をアピールす

るワークショップを開催するなど諸外国への働きかけを行

った。 

 日本企業支援に関し，オールジャパン

の取組として，本省・関係省庁と在外公

館・関係出先機関等での情報共有及び意

思疎通を一層強化する。ベストプラクテ

ィス等の事例を蓄積し，関連情報を整備

する。また，各国の輸入制限や風評被害

への対策及び，日本が着実に復興に向か

っているとの情報発信を強化すること

で，日本企業の海外展開を支援する。 

  

  

  

25

年

度 

岸田外務大臣を本部長とする「日本企業支援推進本部」

を立ち上げ，経済局内に「日本企業支援室」を設置し，日

本企業支援推進体制を一層強化した。同本部の指示の下，

在外公館において，ビジネス環境の整備，人脈形成や情報

提供，官民共催での在外公館施設を活用した日本産品の PR

などの日本企業支援を実施し，ベストプラクティス等の事

例を取りまとめた。 

インフラ輸出促進のために，４公館にインフラアドバイ

ザーを配置し，インフラプロジェクト専門官の機能を強化

した。 

日本企業支援に関し，オールジャパン

の取組として，本省・関係省庁と在外公

館・関係出先機関等での情報共有及び意

思疎通を一層強化する。ベストプラクテ

ィス等の事例を蓄積し，関連情報を整備

する。また，各国の輸入規制や風評被害

への対策及び日本が着実に復興に向か

っているとの情報発信を強化すること

で，日本企業の海外展開を支援する。 
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また，８公館から経済担当公使・参事官を本省に招集し，

関係省庁・機関・民間団体とともに「日本企業支援戦略会

合」を開催。関係者同士の連携強化を図った。 

日本産品への輸入規制については，在外公館だけでなく，

要人往来等の様々な機会を活用し政治レベルでも科学的根

拠に基づく対応を働きかけた結果，エクアドル，ベトナム，

豪州が規制を撤廃するなど，規制の撤廃・緩和が進んだ。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

対外投資の促進等を通じて日本経済を活性化させる。  

 ５(３)対外投資の戦略的な支援 年度目標 

基

準 
－ 

投資協定について，実際のニーズに応えるべく交渉を推進   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 二国間では，パプアニューギニア，コロンビア及びクウ

ェートとの投資協定への署名を行った。また，インドとの

EPA を締結した。更に，日中韓及び日イラク間の投資協定

に関する交渉は実質合意に至った。その他，現在ミャンマ

ーを含む６カ国との間で交渉又は事前協議を進めている。 

 戦略的な優先順位をもって，投資協定

等の交渉相手国を検討し，相手国の交渉

能力や産業界の要望を踏まえながら，早

期締結を目指す。 

  

  24

年

度 

 イラクとの間で，二国間投資協定に署名し，中国・韓国

との間で三国間投資協定に署名した。また，日カザフスタ

ン及び日モザンビーク間の投資協定に関する交渉は実質合

意に至った。その他，現在ミャンマーを含む７カ国との間

で交渉を進めている。 

 戦略的な優先順位をもって，投資協定

等の交渉相手国を検討し，相手国の交渉

能力や産業界の要望を踏まえながら，早

期締結を目指す。 

  

  

  
25

年

度 

 サウジアラビア，モザンビーク及びミャンマーとの間で

二国間投資協定への署名を行った。また，現在カタール，

オマーン，ウクライナを含む 10カ国との間で交渉を進めて

いる。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

戦略的な優先順位をもって，投資協定

等の交渉相手国を検討し，相手国の交渉

能力や産業界の要望を踏まえながら，早

期締結を目指す。 

 目

標 
－ 

対外投資の促進等を通じて日本経済を活性化させる。  

 

５(４)(参考指標)

知的財産権保護に

関する在外公館の

相談対応件数 

実績値 

22年度 23年度 24年度 25年度 

158件 250 255 348 

 

５(５)(参考指標)

在外公館における

日本企業支援実績

件数 

実績値 

19年度 23年度 24年度 25年度 

8,316件 19,658 27,002 35,560 

 ５(６)(参考指標)

対外直接投資総額

(単位:百万ドル) 

*JETRO ホームペー

ジより引用 

実績値 

23年度 24年度 25年度 

108,808 122,355 135,049 

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)海外における知的財産権確保強化に向けた取組 

  近年，アジア地域を中心に知的財産権侵害が拡大しており，日本企業は，海外市場における潜在的

な利益の喪失も含め，深刻な悪影響を受けている。このため，我が国は，多国間・二国間の外交の場

を通じて，知的財産権の保護強化及び模倣品・海賊版対策のための協力について，各国への働きかけ

を行う必要がある。また，海外における知的財産権侵害について，現地において日本企業を迅速かつ

効果的に支援する必要がある。 

(２)日本企業支援強化に向けた取組 
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  新興国を中心とし，世界の市場が急速に拡大する中，成長市場を日本企業が獲得し，日本の経済成

長に取り込んでいくためにも，日本企業の競争力を一層高めることが必要不可欠である。そのために

は，政府として，海外における日本企業のビジネス環境を一層整備するとともに，インフラプロジェ

クトの受注支援や日本産品の販路拡大を始め個別企業の活動を支援していくことが必要である。 

また，依然続く，福島第一原発事故後の各国による輸入規制措置の緩和・撤廃のためにも，引き続

き，日本産品の安全性を粘り強く発信し，科学的根拠に基づいた対応を各国に求めていく必要がある。 

(３)対外投資の戦略的な支援 

  投資協定は，投資の保護，自由化及び促進のルールを定めるものであると同時に，二国間経済関係

の強化を通じた政治・外交面での意義もあり，実際のニーズに応えることを主眼として，迅速かつ柔

軟に交渉を進めていくことが必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)海外における知的財産権確保強化に向けた取組 

在外公館の担当官の能力の向上を図ったことは知財分野における在外公館を通じた日本企業支援

を適切に行う上で有効であった。また，国際的に広がる模倣品・海賊版被害を軽減するためには，二

国間・多国間の会合の場を通じた国際的な取り組みや協定などの規範策定が効果的であった。(知的

財産権侵害対策(達成手段５①)) 

(２)日本企業支援強化に向けた取組 

岸田外務大臣の下に「日本企業支援推進本部」を立ち上げ，在外公館においてビジネス環境の整備

や官民共催での在外公館施設を活用した日本産品の PR を行ったことは日本企業支援を強化する上で

有効であった。日本産品への輸入規制については，在外公館のみならず政治レベルでも働きかけを行

ったことは，規制の撤廃・緩和を進める上で有効であった。(海外の日本企業支援(達成手段５②)) 

(３)対外投資の戦略的な支援 

サウジアラビア，モザンビーク及びミャンマーとの間で二国間投資協定への署名を行ったことは，

我が国企業の対外投資に対する戦略的な支援として有効であった。(対外投資の戦略的な支援(達成手

段５④)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)海外における知的財産権確保強化に向けた取組 

知的財産権保護の取り組みは重要であり，引き続き模倣品・海賊版の取引防止に関する国際的な取

組及び二国間対話等を通じた知的財産権保護に取り組むとともに，在外公館知財担当官の能力向上を

図る。 

(２)日本企業支援強化に向けた取組 

日本経済活性化のために，引き続きビジネス環境整備等を通じた企業支援を行っていく。 

(３)対外投資の戦略的な支援 

現在交渉中の投資協定の早期妥結を目指すとともに，引き続き，投資協定の交渉相手国を戦略的に

検討し，相手国の交渉能力や産業界からの要望を踏まえながら早期妥結を目指す。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)海外における知的財産権確保強化に向けた取組 

  引き続き，多国間・二国間の外交の場を通じて，知的財産権の保護強化及び模倣品・海賊版対策の

ための協力について，各国への働きかけを行っていく。また，海外における知的財産権侵害について，

現地において日本企業を迅速かつ効果的に支援する。 

(２)日本企業支援強化に向けた取組 

「日本企業支援推進本部」の指示の下，引き続き，本省・関係省庁と在外公館・関係出先機関等で

の情報共有及び意思疎通を図り，ビジネス環境の改善，現地情報の提供や在外公館施設の活用，イン

フラ輸出促進等の支援を行う。また，各国の輸入規制や風評被害への対策及び日本が着実に復興に向

かっていることの情報発信を強化することで，日本企業の海外展開を支援する。 

(３)対外投資の戦略的な支援 

海外で活躍する日本企業を支援し，その活力を最大限に引き出すための側面支援として，今後も対

外投資に対する戦略的な支援を行っていく必要がある。このため，交渉中の協定について早期妥結を

目指すとともに，引き続き投資協定の相手国・地域を戦略的に検討し，相手国の交渉能力や産業界の

要望を踏まえながら，交渉等に柔軟に対応していく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

・外務省ホームページ 

 －対日投資 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tn_toshi/index.html) 

 －日本企業支援 
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の情報 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/kigyo/ichiran_i.html) 

・内閣府・対日直接投資ホームページ 

(http://www.invest-japan.go.jp/) 
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施策Ⅱ-３ 国際法の形成・発展に向けた取組 
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平成 26 年度政策評価書 

(外務省 25－Ⅱ－３) 

施策名 国際法の形成・発展に向けた取組 

達成すべ

き目標 

新たな国際ルール作りに積極的に貢献するため，以下を推進する。 

１ 国際法規の形成に際し我が国の主張を反映させ，新たな国際ルール作りに積極的に貢献する。研

究会及び各種意見交換等を通じて得られた国際法に関する知見を外交実務における国際法解釈及び

法的な助言のために活用する。また，国際約束に関する情報を集約し活用する。 

２ 我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りを推進し，強化する。また，刑事分野における協力

の促進，原子力安全の向上等，諸外国・国際機関との間で政治分野に関する枠組み作りを推進し，強

化・拡大する。 

３ 多角的自由貿易体制の強化と自由貿易・経済連携を推進する。また，日本国民・日系企業の海外

における利益を保護・促進するとともに，国民生活に影響を与える様々な経済及び社会分野での国際

ルール作りへ参画する。 

施策の概

要 

１ 国際法規の形成への寄与と外交実務への活用 

(１)国際法に関連する各種会合に出席し，我が国の立場を主張すること等を通じて，新たな国際法規の

形成及び発展に積極的に貢献する。 

(２)研究会等を通じて国際法に関する最新の知見を収集・蓄積し，それを外交実務に活用する。 

(３)大学での臨時講義等の実施や国際約束に関する情報の継続的取りまとめ及び対外公表を行う。 

２ 政治・安全保障分野における国際約束の締結・実施 

(１)日米安保体制の強化や領土問題を始めとする，我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りを推

進・強化するとともに，それらを適切に実施する(法的な検討及び助言を含む。)。 

(２)刑事分野における協力の推進に向けた各種関連条約の交渉・締結の推進，原子力安全の向上等に向

けた関連条約の強化など，政治分野における各種国際約束を交渉・締結するとともに，それらを適切

に実施する(法的な検討及び助言を含む。)。 

３ 経済・社会分野における国際約束の締結・実施 

(１)多角的自由貿易体制の強化に積極的に関与・貢献するとともに，経済連携の推進(FTA/EPA の検討・

交渉・締結・実施，環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の進展等)を図る。 

(２)日本国民・日系企業等の利益や関心を十分に反映させつつ，各種経済・社会条約(投資協定，租税

条約，社会保障協定等)の交渉・締結・実施を推進する。 

(３)国民生活に大きな影響を与え得る経済及び社会分野での国際ルール作りへの積極的な参画を通じ，

地球規模の課題の解決に貢献するとともに，日本国民の利益を増進する。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 55 44 108 91 

補正予算(b) 0 0 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 55 44   

執行額(百万円，d) 48 39   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

評

価

結

果 

目標達

成度合

いの測

定結果 

相当程度進展あり 

以下の主要な測定指標のうち，測定指標１(１)を除く測定指標で目標を達成した。測定指標１(１)

では，目標達成に至らなかったものの，おおむね目標を達成したことから，上記のとおり判定した。 

(主要な測定指標) 

１(１)国際法に関連する各種会合への参加を始めとする国際法規形成及び発展に対する我が国

の貢献 

２(１)我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りの推進・強化 

３(１)多角的自由貿易体制の強化と自由貿易・経済連携の推進 

３(２)日本国民・日系企業の海外における利益を保護・促進すること及び国民生活に影響を与え

る様々な経済及び社会分野での国際的ルール作りへの参画 

施策の １ 施策の必要性 
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分析 グローバル化が進み，脅威が容易に国境を超える国際社会では，もはやどの国も一国のみでは，

自国の平和と安全を守ることはできない。我が国を取り巻く安全保障環境が，一層厳しさを増し

ている中，力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対し，「法の支配」を始めとする普遍的価

値やルールに基づく国際秩序を強化し，紛争の平和的解決に主導的な役割を果たすことで，グロ

ーバルな安全保障環境を改善し，平和で安定し，繁栄する国際社会を構築することが我が国にと

って極めて重要である。このような観点から，我が国は「法の支配」を外交政策の基本方針の一

つとしている。 

(１)我が国の国益に沿った形で国際法規を形成していくためには国際法分野の国際会議等に積極的

に参加し，これらの会議をリードし，国際法の発展に主体的に寄与するとともに，そこで蓄積さ

れた知見を国内の国際法関連の諸団体(関係省庁，法曹界，NGO等)へ伝播する必要がある。また，

こうした取組の前提として国内外において「法の支配」に携わる人材の存在が不可欠であり，人

材育成が必要である。 

(２)我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中，我が国の安全及びアジア太平洋

地域の平和と安定を実現しつつ，国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的

に寄与するためには，政治･安全保障分野における各種国際約束の交渉・締結及びそれらの適切な

実施を通じた「法の支配」の確立が重要である。 

(３)開放的でルールに基づいた国際経済システムを拡大し，その中で我が国が主要プレーヤーであ

り続けることは，世界経済の発展や我が国の経済的繁栄を確保していく上で不可欠である。この

ため，TPPを含む包括的な FTA/EPAの締結を推進し，世界経済の成長に寄与するとともに，その成

長を取り込むことによって我が国の成長につなげていくことが必要である。 こうした取組を通じ

た，アジア太平洋地域での貿易・投資面でのルール作りは，この地域の活力と繁栄を強化するも

のであり，安全保障面での安定した環境の基礎を強化する戦略的意義を有する。加えて，FTA/EPA

の締結の推進は，WTOを基盤とする多角的貿易体制における世界規模の貿易自由化も促進していく

ことが期待される。  

   また，各種経済・社会条約の締結推進，国民生活に大きな影響を与え得る経済及び社会分野で

の国際ルール作りへの積極的な参画等の施策を通じ，地球規模の課題の解決に貢献するとともに，

日本国民の利益を増進することが不可欠である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)領土や海洋を始めとした国際法の諸分野に関する海洋政策に関する研究会を始めとした各種会

合・協議を通して，様々な示唆を得るとともに，最新の国際法理論に関する見識を深め，そこで

得た見識を外交実務に用いるとともに，国際法の発展に寄与した。また，我が国は国際刑事裁判

所(ICC)，国際海洋法裁判所(ITLOS)，常設仲裁裁判所(PCA)等各種国際司法機関の最大分担金拠出

国であるとともに，国際司法裁判所(ICJ)，ICC，ITLOS，国連国際法委員会(ILC)に裁判官や委員

を輩出しており，平成 25年度においては国連総会第６委員会で「越境地下水の法」条文草案のフ

ァシリテーターを務める等，このような国際裁判所等に対する人材面や財政面での貢献を通じて，

国際社会における「法の支配」の推進に尽力した。他方，ICJ「南極における捕鯨」訴訟での判決

は，我が国の国益に沿った国際法規の形成，国際法に基づく紛争解決への体制強化等が一層必要

であることを示した (国際法に係る調査(達成手段１①))。 

(２)グアム協定改正議定書は，平成 21 年発効の現行協定を，平成 24 年の日米「２＋２」共同発表

における在日米軍再編計画を踏まえて改正するものであり，同議定書に署名できたことは，我が

国の安全保障に関する枠組み作りを強化する上で有効であった(日米安保体制の強化や領土問題

の解決に向けた進展を始めとする，我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りの推進・強化及

びそれらの適切な実施(達成手段２①))。 

原子力分野では，５月には日・アラブ首長国連邦原子力協定及び日・トルコ原子力協定への署

名が行われ，原子力の平和的利用に関する協力を行うための基盤整備に向けた取組が進捗したこ

とは，我が国の政治分野に関する枠組み作りを強化する上で有効であった(刑事分野における協力

の推進に向けた各種関連国際約束の交渉・締結の推進，原子力安全の向上等に向けた関連条約の

強化等，諸外国・国際機関との間での政治分野に関する枠組み作りの推進・強化及びそれらの適

切な実施(達成手段２②))。 

(３)TPP 協定交渉への参加，日 ASEAN 包括的経済連携協定の投資・サービス章に関する実質合意等経

済連携を推進したことは，新興国を中心に急速に拡大している世界の成長市場獲得に向けた競争

が激化する中，世界の投資等を惹きつけるとともに，日本国民・企業が積極的に海外展開し，世

界の経済成長を取り込む上で極めて重要な進展となった。また， WTO におけるバリ・パッケージ

の合意には平成 26(2014)年７月までの貿易円滑化協定の採択の決定が含まれており，これは税関

手続きの透明化・迅速化等貿易促進に大きな効果をもたらすとともに，難航するドーハ・ラウン
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ド交渉の活性化にもつながるものであり，有意義な進展となった。さらに，租税条約，投資協定，

社会保障協定等の締結を通した日本企業支援，水銀に関する水俣条約への署名等地球規模の課題

への解決に尽力した。 

次期目

標等へ

の反映

の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

新たな国際ルール作りに積極的に貢献することは引き続き重要であり，今後も国際法規範の形

成への寄与，最新の国際法に関する知見の外交実務への活用及び国際法の普及活動の推進，経済

連携の推進，多角的自由貿易体制の強化，各種経済・社会条約の交渉・締結・実施の進展及び地

球規模課題の解決・貢献のための法的助言の実施等を行っていく。  

(２)測定指標 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)国際法に関連する各種会合に出席し，我が国の立場を主張すること等を通じて，新たな国際法

規範の形成及び発展に積極的に貢献するとともに，各種国際司法機関やフォーラム等に対し，人

材面・財政面でコミットし，紛争の平和的解決に貢献する。さらに，国内外における国際法の知

見の普及に努める。また，現在の国際情勢や，国際法に基づく紛争解決の重要性が今後一層増し

てきている状況の中，ICJ「南極における捕鯨」訴訟で得た教訓を踏まえ，国内外において「法の

支配」に携わる人材を育成する等，国際法に基づく紛争の平和的解決のための体制を更に強化す

る。 

(２)我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中，我が国の安全及びアジア太平洋

地域の平和と安定を実現しつつ，国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的

に寄与するために，引き続き諸外国や国際機関との間で政治分野及び安全保障分野に関する枠組

み作りを推進・強化し，国際社会における「法の支配」を推進するために尽力する。 

(３)引き続き経済連携の推進(FTA/EPA)の検討・交渉・実施，環太平洋パートナーシップ(TPP)協定

の進展を図るとともに，多角的自由貿易体制の強化に積極的に関与・貢献する。日本国民・日系

企業等の利益や関心を十分に反映させつつ，各種経済・社会条約(投資協定，租税条約，社会保障

協定等)の交渉・締結・実施を推進する。 

   国民生活に大きな影響を与え得る経済及び社会分野での国際ルール作りへの積極的な参画を

通じ，地球規模の課題の解決に貢献するとともに，日本国民の利益を増進する。今後，既存の交

渉の加速化や交渉妥結及びその後の締結が想定されることを踏まえ，これに対応する体制強化の

ための人的資源の拡充を行う。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

１ 法分野に関する国際人材の育成はアジア諸国の中でも日本の弱点の一つである。国際法に関する支

援は現状でも行われているが，現在必要なのは，国内法分野を専門としながら国際的にも活躍できる

渉外的分野であり，従来主流であった商取引に限らずあらゆる方面で人材が不足している。法務省，

文科省とも協力して対応を検討すべきである。 

２ グローバル・コモンズ領域(海洋・宇宙・サイバー)における規範及び法制度の今後のあり方は，日

本の安全保障に大きく関わる問題である。国際司法裁判所における南極海での調査捕鯨の違法判決に

ついては，ICJ での審理と判決を徹底的に検証し，事後の教訓とする必要がある。また現在フィリピ

ンが提訴している国連海洋法条約に基づく仲裁手続において，仲裁裁判所が海洋問題に果たす役割に

ついて徹底的な分析が必要である。また，中国と ASEAN諸国の間で進められている南シナ海に関する

行動規範(COC)は，南シナ海における法の支配の基礎として日本政府は支持する立場だが，COC が自由

航行と紛争の平和的解決に実効性を持ちうるか，また他の海域(特に東シナ海)にいかなる影響を及ぼ

しうるのかを分析する必要がある。 

３ 「達成すべき目標」として挙げられている「国際約束に関する情報を集約し活用する」や「国際ル

ール作りへ参画する」は活動内容を表しており，目標が表すべき成功状態ではない。評価自体につい

ては，一部未達成の指標がみられるなど課題はあるものの，「進展が大きくない」と評価すべき状態

にあるわけではなく，「相当程度進展あり」との評価は妥当と評価する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 
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担当部局

名 

国際法局 政策評価実

施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 国際法規の形成への寄与と外交実務への活用 

概要 (１)国際法に関連する各種会合に出席し，我が国の立場を主張すること等を通じて，新たな国際法規の

形成及び発展に積極的に貢献する。 

(２)研究会等を通じて国際法に関する最新の知見を収集・蓄積し，それを外交実務に活用する。 

(３)大学での臨時講義等の実施や国際約束に関する情報の継続的取りまとめ及び対外公表を行う。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「我が国が戦後守り続けてきた自由，民主主義，人権，法の支配は，国民に深く浸透し，国家の根本

を支える柱となっています。」 

・海洋に関して，「海洋基本法」(平成十九年法律第三十三号)及び「海洋基本計画」(平成 25 年４月

26日閣議決定) 

 

測

定

指

標 

１(１)国際法に関連する各種会合への参加を始めとする国際法規形

成及び発展に対する我が国の貢献 
年度目標 

基

準 
－ 

国際法に関連する各種会合への参加を始めとする国際法

規形成及び発展に対する我が国の貢献 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程締約国会議における貢

献，国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)における仲裁規則

改正草案の採択その他国際法関連の国際会議への出席・議

論への積極的参加等により，国際法秩序の構築に貢献した。

また，国際海底機構財政委員会委員選挙(７月)において山

中在オマーン大参事官，同法律・技術委員会委員選挙にお

いて，岡本(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構職員，大

陸棚限界委員会委員補欠選挙(８月)において浦辺東京大学

教授が選出され，国際司法裁判所(ICJ)裁判官選挙(11 月)

において小和田裁判官，国連国際法委員会(ILC)委員選挙

(11 月)において村瀬委員(上智大学教授)，ICC予算財務委

員会委員選挙(２月)で杉浦委員がそれぞれ再選された。10

月には柳井国際海洋法裁判所裁判官が同裁判所所長に選出

された。 

ICJ 裁判官選挙，ILC 委員選挙，ICC 予

算財務委員会委員選挙での当選を実現す

る。 

  

  24

年

度 

大陸棚限界委員会委員選挙(６月)において浦辺東京大学

教授が再選された。ICC被害者信託基金理事会(TFV)理事選

挙(11 月)で野口元郞・元カンボジア・クメール・ルージュ

特別法廷最高審裁判官，ICC 裁判官指名諮問委員会委員選

挙(11 月)で福田博・元最高裁判所裁判官が選出された。 

大陸棚限界委員会委員選挙での当選を

実現する。 

  

  

  

25

年

度 

国際海底機構第 19回理事会(７月)において，我が国代表

団長が副議長を務め，４件の理事会決定の採択に貢献した。 

国際海洋法裁判所(ITLOS)第 21 号事案(準地域的漁業機

関からの勧告的意見要請)について，同裁判所からの手続命

令に応じ，同裁判所の管轄権に関する論点を含め我が国見

解を述べる陳述書を提出(11月)した。 

北極評議会閣僚会合(５月)において，我が国はオブザー

バー資格を承認された。 

国連総会第６委員会(10～11月)において，国際法委員会

(ILC)が起草した「越境地下水の法」条文草案のファシリテ

ーターを務め，同草案に関する総会決議(A/RES/68/118)の

採択に貢献した。 

 国際司法裁判所(ICJ)においては，６～７月に「南極にお

ける捕鯨」訴訟の口頭手続が行われ，我が国の立場につい

てできる限りの弁論を実施したものの，３月の判決では我

が国による第二期南極海捕鯨捕獲調査は国際捕鯨取締条約

第８条１の範囲には収まらない旨判示された。 

国際刑事裁判所(ICC)に関しては，ICCローマ規程締約国

会議において積極的に議論に貢献した。 

国際私法分野に関しては，12月に行われた私法統一国際

協会(UNIDROIT)理事選挙において，神田秀樹東京大学教授

領土，海洋等の国際的に重要な問題を

念頭に，国際法秩序の形成・発展という

ルール形成の側面及び国際法に基づく紛

争の平和的解決の側面を支える国際機関

及び国際的フォーラムを強化する取組を

一層推進する。 

北極評議会の活動に，安定した地位か

ら貢献するためのオブザーバー資格の

承認を実現する。 
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がアジア・太平洋地区で最多の得票を得て理事に選出され

た。 

国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)における仲裁規則改

正草案の採択その他国際法関連の国際会議への出席・議論

への積極的参加等により，国際法秩序の構築に貢献した。 

 

【目標の達成状況： △ 】 

 

目

標 
－ 

「法の支配」に基づき，領土や海洋等我が国を取り巻く

重要な問題を始めとした国際法の諸分野について，国際法

規範の形成を進め，国際法に基づく紛争の平和的解決を目

指す。また「法の支配」を支える国際機関及び国際フォー

ラムの強化に取り組む。 

国際海洋法裁判所(26 年度)での我が国候補の当選を実

現する。 

 

 １(２)国際法についての知見の蓄積・検討と外交実務への活用状況 年度目標 

基

準 
－ 

国際法研究会等の開催   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 他国との国際法局長協議の他，国内の研究者との間で国

際公法及び国際私法上の論点に関する研究会を８回，海洋

政策に関する研究会を５回開催し，我が国にとって重要度

の高い問題についての知見を蓄積した。これらの知見に基

づく法的助言を行うことを通じて，改正鉱業法の成立，施

行といった我が国の重要な施策の実施に貢献した。 

 国際法研究会等を開催・活用する。 

  

  

24

年

度 

 我が国を含めた各国が様々な課題に直面する海洋分野に

関して，有識者を交えた海洋政策に関する研究会を５回開

催し，海洋分野における学術的観点からの議論の把握に努

めた。そうした議論を踏まえつつ，他国との国際法局長協

議などを通じて海洋分野を含む国際法に関する関心事項に

ついて，実務的な知見の蓄積を進めた。また，その他の分

野を含む国際公法及び国際私法上の論点について，有識者

との間で研究会を８回開催し，実務的な観点から国際法に

関する幅広い議論を行って，刻々と変化する国際情勢へ十

分に対応し得る知見を蓄積した。また，ICC分野では，ICC

の幹部職員や外国人学者との勉強会を積極的に開催し，ま

た，海外で行われた検討会にも参加して，我が国の国際法

分野での政策形成に役立てた。 

時宜を得たテーマについての国際法研

究会等を活用する。 

  

  

  

25

年

度 

他国との国際法局長協議や，欧州評議会国際公法法律顧

問委員会(CHADI)等の様々な場を通じ，他国の国際法実務者

と意見交換を行い，実務的な観点から国際公法に関する多

数の知見を得た。 

また，国内の研究者との間では，国際公法及び国際私法

上の論点に関する研究会を開催し，学術的観点から国際法

に関する見識を深めた。 

我が国を含めた各国が様々な課題に直面する海洋分野に

関しては，有識者を交えた海洋政策に関する研究会を５回

開催し，海洋分野における学術的観点からの議論の把握に

努めた。そうした議論を踏まえつつ，他国との国際法局長

協議などを通じて海洋分野を含む国際法に関する関心事項

について，実務的な知見の蓄積を進めた。 

  

【目標の達成状況： ○ 】 

領土や海洋といった分野を含めた様々

な重要テーマでの継続的な知見の蓄積を

図るとともに，その知見を活用して国際

的な議論に参画する。 

学術的知見と実務的観点の双方を踏ま

えて施策を進められるよう国際法研究会

等を活用する。 

 目

標 
－ 

学術的知見と実務的観点の双方を踏まえて施策を進めら

れるよう国際法研究会等国内外のフォーラムを活用する。 

 

 １(３)国際法の普及活動の推進 年度目標 
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基

準 
－ 

大学講義等への参加   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 公開講座や大学における講義を年に 80回程度実施し，国

際法に関する知識の普及に努めたほか，我が国の締結した

国際約束をインターネット上のデータベースとして公開す

るための作業を進め，23年度は 680件の更新を行い，国際

法の研究促進を支援した。 

 大学講義等へ職員を派遣する。 

  

  

24

年

度 

平均して１週間に１回以上の頻度で公開講座や大学にお

ける講義を実施し，国際法に関する知識の普及に努めた。

また，領土に関する関心が高まる中，関連資料のインター

ネット等で掲載される際，国際法上の論点に関する理解が

普及するよう取り組むとともに，我が国の締結した国際約

束をインターネット上のデータベースとして公開するため

の作業を進め，24年度は 665件の更新を行い，国際法の研

究促進を支援した。11 月には，ファトゥ・ベンソーダ ICC

首席検察官を招へいし，「ICC 検察官の役割と課題」をテ

ーマに公開シンポジウムを実施(約 70名が参加)した。 

 大学講義等へ職員を派遣する。 

  

  

  

25

年

度 

 平均して１週間に１回以上の頻度で公開講座や大学にお

ける講義を実施し，国際法に関する知識の普及に努めた。 

国際機関や途上国における法制度整備支援事業等の国際

的な舞台における日本の法律家のプレゼンスを高めること

を目的に，日弁連・法務省と共に「国際分野で活躍する法

律家を目指すためのキャリアセミナー」を共催し，日本の

法曹関係者の国際法の知識・理解を高めた。 

また，ICJ や ICC 等に関するホームページを時宜に応じ

て更新し，研究促進を支援した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

大学における講義等を前年度と同程度

の頻度で実施し，また，インターネット

上における国際法関連の情報提供の充実

に取り組み，国際法に関する知識の普及

に努める。 

 
目

標 
－ 

大学における講義等を前年度と同程度の頻度で実施し，

また，インターネット上における国際法関連の情報提供の

充実に取り組み，国際法に関する知識の普及に努める。 

 

 

分析 １ 施策の必要性 

我が国の国益に沿った形で国際法規を形成していくためには，国際法分野の国際会議等に積極的に

参加し，これらの会議をリードし，国際法の発展に主体的に寄与するとともに，そこで蓄積された知

見を国内の国際法関連の諸団体(関係省庁，法曹界，NGO 等)へ伝播する必要がある。また，こうした

取組の前提として国内外において「法の支配」に携わる人材の存在が不可欠であり，そのための人材

育成に取り組む必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)領土や海洋を始めとした国際法の諸分野に関する各種会合・協議を通して，さらに，我が国の見解

や立場をインプットし，我が国にとって適切な形での国際法の発展に寄与した。また，そうした取組

を通じて様々な示唆を得るとともに，最新の国際法理論に関する見識を深めることができた。(国際法

に係る調査(達成手段１①)) 

(２)我が国は国際刑事裁判所(ICC)，国際海洋法裁判所(ITLOS)，常設仲裁裁判所(PCA)等各種国際司法機

関の最大分担金拠出国であるとともに，国際司法裁判所(ICJ)，ICC，ITLOS，国連国際法委員会(ILC)

に裁判官や委員を輩出しており，平成 25 年度においては国連総会第６委員会で「越境地下水の法」条

文草案のファシリテーターを務める等国際裁判所等の実効性や普遍性の向上を図るため人材面や財政

面で貢献することで，国際社会における「法の支配」の推進に尽力した。(国際法に係る調査(達成手

段１①)) 

(３)我が国を含めた各国が様々な課題に直面する海洋分野に関して５回にわたり有識者を交え研究会を

開催した結果得られた関連国際法に関する最新の知見は，今後領有権や海洋権益をめぐる問題を検討

する上で有益であった。(国際法に係る調査(達成手段１①)，領土保全対策関連事業(達成手段④))  

(４)ICJ「南極における捕鯨」訴訟での判決は，我が国の国益に沿った国際法規の形成，国際法に基づく

紛争解決への体制強化等が一層必要であることを示した。(国際法に係る調査(達成手段１①)) 
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次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国際法に関連する各種会合への参加を通じた国際法規範の形成及び発展に対する我が国の貢献 

領土や海洋等に関する紛争の平和的解決を念頭に，これらを支える国際機関及び国際的フォーラム

を強化する取組を引き続き推進する。新たな目標として，国際海洋法裁判所(ITLOS)裁判官選挙での我

が国指名候補の当選実現を目指すこととする。 

(２)国際法についての知見の蓄積・検討と外交実務への活用状況 

領土や海洋といった分野を含めた様々な重要テーマに関して，国際法研究会等の各種フォーラムを

通じて今後とも継続的に知見を蓄積するとともに，最新の知見を活用し国際的な議論に参画すること

を継続し，学術的知見と実務的観点の双方を踏まえて施策を進める。 

(４)国際法の普及活動の推進 

大学における講義やインターネット上における国際法関連の情報提供の充実に引き続き取り組む。

特に，「法の支配」の促進に向けた我が国の取組を周知する観点から，外務省ホームページの「国際

社会における法の支配」ページの充実を図る。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)国際法に関連する各種会合に出席し，我が国の立場を主張すること等を通じて，新たな国際法規範

の形成及び発展に積極的に貢献する。 

(２)各種国際司法機関やフォーラム等に対し，人材面・財政面でコミットし，紛争の平和的解決に貢献

する。 

(３)紛争の平和的解決を始め，国内外における「法の支配」あるいは国際法の重要性が一層増している

状況を踏まえ，国内外において「法の支配」の推進に携わる人材を育成することで体制の強化をより

一層図っていく。 

(４)大学や日弁連等各種団体と協議し，国内外における国際法の知見の普及に努める。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書(P151-153) 

・国家安全保障戦略(NSS)(P28-29) 

・外務省ホームページ(各国･地域情勢，条約) 

－「国際社会における法の支配」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shihai/index.html 

－「海洋秩序」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaiyo.html 
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個別分野 ２ 政治・安全保障分野における国際約束の締結・実施 

概要 (１)日米安保体制の強化や領土問題を始めとする，我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りの推

進・強化及びそれらの適切な実施(法的な検討及び助言を含む。) 

(２)刑事分野における協力の推進に向けた各種関連条約の交渉・締結の推進，原子力安全の向上等に向

けた関連条約の強化など，政治分野における各種国際約束の交渉・締結及びそれらの適切な実施(法

的な検討及び助言を含む。) 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会所信表明演説及び外交演説(平成 26年１月 24日) 

 日米同盟の一層の強化，法の支配，北方領土問題の解決等に言及あり。 

 

測

定

指

標 

２(１)我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りの推進・強化 年度目標 

基

準 
－ 

国際約束締結交渉等への積極的な関与及び既存の国際約束

等の適切な実施のための法的助言 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 日米安保体制の信頼性向上に向けて積極的に取り組んだ

こと，日朝間，日中間の諸問題や日露平和条約交渉に適切

に対処したことは，我が国の外交・安全保障に関する枠組

み作りの推進に寄与するものである。日米安保体制関連で

は，我が国が在日米軍の駐留に係る一定の経費の全部又は

一部を一定期間負担すること等について定める「在日米軍

駐留経費負担特別協定」につき国会の承認を得て締結した。

日露関係においては， 11 月の日露首脳会談において，領

土問題の解決を含め，あらゆる分野での関係を強化してい

くことで一致した。 

 我が国の外交・安全保障に関する枠組

み作りを推進・強化する。 

  

  

24

年

度 

 日米安保体制関連では，平成 24年２月の日米外相会談に

おいて，同日に行われた首脳会談における指示を受け，「２

＋２」会合も活用し，ガイドラインの見直し等の検討を含

めて幅広い分野での安全保障・防衛協力をフォローアップ

していくことで意見が一致した。 

日露関係においては，９月の日露首脳会談において，野

田総理大臣から，領土問題の解決の必要性を確認し，静か

で建設的な環境の下で，双方にとり受入れ可能な解決策を

見つけるべく，首脳，外相，次官級で議論を続けていくこ

とを提案した。  

日米安保体制の信頼性向上を始めと

する我が国の外交・安全保障に関する枠

組み作りを推進・強化する。 

  

  

  

25

年

度 

日米安保体制の信頼性向上については，10月の「２＋２」

会合において，ガイドライン見直しを平成 26年末までに完

了させるよう指示するとともに，在沖縄海兵隊のグアム移

転に関する平成 21 年のグアム協定を改正する議定書に署

名した。また，12月には日米地位協定の環境補足協定の協

議開始を発表し，平成 26年２月及び３月に交渉会合を行っ

た。 

 また，９月には東ティモールとの間で，11月にはカンボ

ジアとの間で，それぞれの国の人道的援助・災害救助活動

又は国連 PKO活動の分野における能力構築を支援するため

の協定に署名した。 

この他，７月に「日・英防衛装備品等の共同開発等に係

る枠組み」及び「日・英情報保護協定」に署名し，それぞ

れ７月及び平成 26年１月に発効した。 

 日露関係については，４月に安倍総理大臣がロシアを公

式訪問した際に行われた日露首脳会談において共同声明を

発表し，平和条約問題の双方に受入れ可能な解決策を作成

する交渉を加速化させるとの指示を自国の外務省に共同で

与えることで合意した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

日米安保体制の信頼性向上や，北方領

土問題の双方にとり受入れ可能な解決

策の模索等我が国の外交・安全保障に関

する枠組み作りを推進・強化する。 

233 
 



 目

標 
－ 

我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りを推進・強

化する。 

 

 ２(２)諸外国・国際機関との間での政治分野に関する枠組み作りの

推進・強化 
年度目標 

基

準 
－ 

国際約束締結交渉等への積極的な関与及び既存の国際約束

等の適切な実施のための法的助言 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 「日・カザフスタン原子力協定」，「日・ヨルダン原子

力協定」，「日・露原子力協定」，「日・韓原子力協定」，

「日・ベトナム原子力協定」，「東南アジア友好協力条約

改正第三議定書」の締結，「日豪物品役務相互提供協定」

の国会承認などは，諸外国・国際機関との間で政治分野に

関する枠組み作りの推進に寄与するものである。 

 諸外国・国際機関との間での政治分野

に関する枠組み作りを推進・強化する。 

  

  

24

年

度 

 「日・豪物品役務相互提供協定」の締結や「日・豪情報

保護協定」への署名等を行うとともに，刑事分野や原子力

分野等に係る既存の国際約束等の適切な実施のための法的

助言を実施した。 

日トルコ原子力協定について実質合意に至った等原子力

分野の国際約束にも進展が見られた。また，犯罪人引渡し

条約に関し，中国との締結交渉に向けた調整を行ったほか，

受刑者移送条約に関し，ブラジルと締結交渉を行う等刑事

分野での法的枠組みの構築を一層進めた。 

諸外国・国際機関との間での刑事分野

や原子力安全等を始めとする政治分野

に関する枠組み作りを推進・強化する。 

  

  

  

25

年

度 

我が国が国際連合においてその交渉の主導的役割を果た

してきた武器貿易条約に関しては４月に採択され，我が国

も６月に署名した。 

日 EU戦略的パートナーシップ協定については，４月以降

計４回の交渉が開かれ，同協定の構造や内容についてのそ

れぞれの考え方につき，意見交換が行われる等，交渉の進

捗が見られた。 

原子力分野では，５月には日・アラブ首長国連邦原子力

協定及び日・トルコ原子力協定への署名が行われ，原子力

の平和的利用に関する協力を行うための基盤整備に向けた

取組が進捗した。 

 刑事分野では，平成 26 年２月に重大な犯罪の防止，探知

及び捜査のために必要な情報を交換するための枠組みを設

定する日・米重大犯罪防止対処協定に署名した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

武器貿易条約，日 EU 政治協定等諸外

国・国際機関との間での政治分野に関す

る枠組み作りを推進・強化する。 

 目

標 
－ 

諸外国・国際機関との間での政治分野に関する枠組み作

りを推進・強化する。 

 

 

分析 １ 施策の必要性 

我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中，我が国の安全及びアジア太平洋地域

の平和と安定を実現しつつ，国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与す

るためには，政治･安全保障分野における各種国際約束の交渉・締結及びそれらの適切な実施を通じ

た「法の支配」の確立が重要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)グアム協定改正議定書は，平成 21年発効の現行協定を，平成 24 年の日米「２＋２」共同発表にお

ける在日米軍再編計画を踏まえて改正するものであり，同議定書に署名できたことは，我が国の安全

保障に関する枠組み作りを強化する上で有効であった。(日米安保体制の強化や領土問題の解決に向

けた進展を始めとする，我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りの推進・強化及びそれらの適切

な実施(達成手段２①)) 

(２)原子力分野では，５月には日・アラブ首長国連邦原子力協定及び日・トルコ原子力協定への署名が

行われ，原子力の平和的利用に関する協力を行うための基盤整備に向けた取組が進捗したことは，我

が国の政治分野に関する枠組み作りを強化する上で有効であった。(刑事分野における協力の推進に

向けた各種関連国際約束の交渉・締結の推進，原子力安全の向上等に向けた関連条約の強化等，諸外
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国・国際機関との間での政治分野に関する枠組み作りの推進・強化及びそれらの適切な実施(達成手

段２②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りの推進・強化 

我が国の外交・安全保障に関する枠組み作りを推進・強化するため，ガイドライン見直し，日米地

位協定の環境補足協定の交渉の進展等日米安保体制の信頼性向上や北方領土問題の双方にとり受入

れ可能な解決策を作成する交渉の加速化等に引き続き取り組む。 

(２)諸外国・国際機関との間での政治分野に関する枠組み作りの推進・強化 

諸外国・国際機関との間での政治分野に関する枠組み作りを引き続き推進・強化するため，日 EU

戦略的パートナーシップ協定，原子力協定等の交渉を進展させるとともに，武器貿易条約，核物質防

護条約改正等の締結手続を進める。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中，我が国の安全及びアジア太平洋地域

の平和と安定を実現しつつ，国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与す

るために，引き続き諸外国や国際機関との間で政治分野及び安全保障分野に関する枠組み作りを推

進・強化し，国際社会における「法の支配」を推進するために尽力する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・各国会における施政方針演説・所信表明演説・外交演説 

 http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement２/20140124siseihousin.html(総理大臣演説) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pp/page18_000183.html(外務大臣演説) 

・外務省ホームページ(各国･地域情勢，条約) 

「国際社会における法の支配」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shihai/index.html 

・平成 26年版外交青書(P151-153) 
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個別分野 ３ 経済・社会分野における国際約束の締結・実施 

概要 (１)多角的自由貿易体制の強化に積極的に関与・貢献するとともに，経済連携の推進(FTA/EPA の検討・

交渉・締結・実施，環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉への参加の検討等)を図る。 

(２)日本国民・日系企業等の利益や関心を十分に反映させつつ，各種経済・社会条約(投資協定，租税

条約，社会保障協定等)の交渉・締結・実施を推進する。 

(３)国民生活に大きな影響を与え得る経済及び社会分野での国際ルール作りへの積極的な参画を通じ，

地球規模の課題の解決に貢献するとともに，日本国民の利益を増進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・包括的経済連携に関する基本方針(平成 22年 11月９日) 

・第 185回国会所信表明演説(平成 25年 10月 15日) 

TPP に関連した言及あり(三 成長戦略の実行)。 

・第 186回国会所信表明演説(平成 26年１月 24日) 

TPP に関連した言及あり(六 オープンな世界で日本の可能性を活かす)。 

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

世界貿易機関(WTO)，経済連携，気候変動及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ

条約)に関連した言及あり((日本外交の三本柱)及び(グローバルな課題への一層の貢献))。 

・日本再興戦略(平成 25年６月 14日) 

経済連携協定(TPP,RCEP,日中韓 FTA,日 EU･EPA等)，投資協定，租税条約に関連した言及あり(「第Ⅰ．

２．(３)新たなフロンティアを作り出す」，「第Ⅱ．三．１．戦略的な通商関係の構築と経済連携の

推進」等多数。)。 

 

測

定

指

標 

３(１)多角的自由貿易体制の強化と自由貿易・経済連携の推進 年度目標 

基

準 
－ 

経済分野及び社会分野の国際約束締結交渉への積極的な

関与並びに既存の国際約束の適切な実施のための法的助言

を実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 平成 19年１月から再開された WTOドーハ・ラウンド交渉

においては，妥結を目指して引き続き交渉が行われており，

我が国としても交渉において主導的役割を果たしてきた。 

 FTA/EPA については，８月にインドとの間で，３月にペ

ルーとの間で EPA が発効した。また，豪州との間の交渉も

進展させるとともに，韓国との間では中断している交渉の

再開についての検討が進められた。このように，各国との

経済連携に係る取組が一定の進展を見せているほか，TPP

協定交渉への参加についても検討を進めてきた。 

 多角的自由貿易体制の強化と FTA/EPA

を推進する。 

  

  

24

年

度 

WTO においては，さらなる国際貿易の進展に向け有志国

により様々な取組が行われている。このうち，政府調達協

定改正議定書については,平成 25 年通常国会において締結

につき承認を得るべく必要な手続を進めてきた。 

FTA/EPA については，豪州との間の交渉を進展させると

ともに，モンゴル，カナダ，中韓及びコロンビアとの間で

も交渉が開始された。EUとの交渉開始が決定され，トルコ

との間で経済連携協定に関する共同研究が開始された。ま

た，TPP 協定交渉について，安倍総理大臣により交渉参加

が表明された。  

多角的自由貿易体制の強化と FTA/EPA

を推進する。 

  

  

  

25

年

度 

WTO においては，平成 26(2014)年７月までの貿易円滑化

協定の採択も含むバリ合意が妥結した。我が国は WTO の主

要なメンバーとして，同合意の妥結に向けた交渉で積極的

に貢献した。 

FTA/EPA については，豪州との間の交渉が妥結し協定署

名に至るとともに，日 ASEAN 包括的経済連携協定の投資・

サービス章について実質合意した。また， EU(平成

27(2015)年中の大筋合意を目指すことについて日 EU 間で

合意)，RCEP，モンゴル，中韓，コロンビア及びカナダと交

渉を行った。トルコとの間で経済連携協定に関する共同研

究を終了し，政府間交渉を開始することで合意した。また，

アジア太平洋地域において高い自由化を目標とし，非関税

WTO における国際貿易の進展に向けた

様々な取組が行われる中,引き続き交渉

において主導的な役割を果たす。 

FTA/EPA につき，現在行われている各

国との交渉を引き続き進展させるとと

もに，今後開始される各国・地域との交

渉においても，経済上の国益の確保・増

進に努める。 
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分野や新しい貿易課題を含む包括的な協定である TPP 協定

について精力的に交渉を行った。 

 

【目標の達成状況： 〇 】 

 

目

標 
－ 

WTO における国際貿易の進展に向けた様々な取組が行わ

れる中,引き続き交渉において主導的な役割を果たす。 

FTA/EPA につき，現在行われている各国との交渉を引き

続き進展させるとともに，今後開始される各国・地域との

交渉においても，経済上の国益の確保・増進に努める。 

 

 ３(２)日本国民・日系企業の海外における利益を保護・促進するこ

と及び国民生活に影響を与える様々な経済及び社会分野での国際的

ルール作りへの参画 

年度目標 

基

準 
－ 

経済分野及び社会分野の国際約束締結交渉への積極的な関

与並びに既存の国際約束の適切な実施のための法的助言を

実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 二国間条約について 

平成 23年通常国会においては EPA１件，租税条約６件

(うち改正議定書１件)及び社会保障協定２件を締結する

ことにつき国会の承認が得られた。平成 23年臨時国会に

おいては，EPA２件(うち１件は改正議定書)を提出し，２

件とも国会の承認が得られた。また，平成 24年通常国会

においては，租税条約３件及び投資協定２件を締結する

ために必要な手続を進めてきた。 

２ 多国間条約について 

平成 23年通常国会においては，国際通貨基金における

新興国及び途上国の代表性の拡大等を目的として，理事

会の改革を行うための国際通貨基金協定の改正につき国

会の承認を得て，８月に受諾書を寄託した。 

 また，５月には遺伝資源へのアクセス及びその利用か

ら生じる利益の公正で衡平な配分(ABS)に関する名古屋

議定書に署名し，12 月の国連気候変動枠組条約第 17 回

締約国会議(COP17)においても，将来枠組みの構築に関し

て法的観点から適切な支援を行ったほか，３月には，名

古屋・クアラルンプール補足議定書に署名した。 

 さらに，国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条

約について，国際的な協力を通じ，不法な連れ去り等に

よって生ずる有害な影響から子を保護するとともに，親

子の接触の機会を確保することにより子の利益に資する

との見地から有意義であると認められたため，５月 20

日，締結に向けた準備を進めることについて閣議了解を

行った。この条約をはじめ，平成 24年通常国会において

は，知的財産権に関する効果的な執行の枠組み等につい

て定める偽造品取引防止協定，各国の税務当局間におけ

る租税に関する情報交換，徴収共助及び送達共助の枠組

み等について定める税務行政執行共助条約等多数国間条

約６本を締結するために必要な手続を進めてきた。 

 我が国の利益を反映した経済及び社

会分野での国際的ルールを作成する。 
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24

年

度 

１ 二国間条約について 

 租税条約２件，租税情報交換協定１件，投資協定２件，

社会保障協定１件の署名を行った。 

２ 多数国間条約について 

平成 24 年通常国会においては，欧州復興開発銀行

(EBRD)の業務の地理的範囲を拡大すること等を目的とし

た．欧州復興開発銀行設立協定の改正につき，国会の承

認を得て，９月に受諾書を寄託した。 

また， 11月から 12月にかけて開催された国連気候変

動枠組条約第 18 回締約国会議(COP18)においても，将来

枠組みの構築等に関して法的観点から適切な支援を行っ

た。 

 さらに，平成 25年通常国会においては，国際的な協力

を通じ，不法な連れ去り等によって生ずる有害な影響か

ら子を保護するとともに，親子の接触の機会を確保する

ことにより子の利益に資することを目的とした国際的な

子の奪取の民事上の側面に関する条約をはじめ，各国の

税務当局間における租税に関する情報交換，徴収共助及

び送達共助の枠組み等について定める税務行政執行共助

条約等，多数国間条約７本の締結につき，承認を得るべ

く必要な手続を進めてきた。 

投資，租税，環境分野を始めとする我

が国の利益を反映した経済及び社会分

野での国際的ルールを作成する。 

 

  

  

  

25

年

度 

１ 二国間条約について 

 租税条約４件(うち，２件は改正議定書)，租税情報交

換協定２件，投資協定３件，社会保障協定１件の署名を

行った。平成 25年通常国会においては，租税条約３本(う

ち，１件は改正議定書)，租税情報交換協定２件の締結に

ついて承認を得た。平成 25 年臨時国会においては，投資

協定５本，社会保障協定２本の締結について承認を得た。

平成 26年通常国会においては，租税関連条約４本，投資

協定３本の締結について承認を得るべく取り進めた。 

２ 多数国間条約について 

４月には水銀に関する水俣条約に署名した。また，11

月から 12 月にかけて開催された国連気候変動枠組条約

第 19 回締約国会議(COP19)においても，将来枠組みの構

築等に関して法的観点から適切な支援を行った。 

 平成 25年通常国会においては，税務行政執行共助条約

(６月受諾書寄託)，北太平洋漁業資源保存条約及び食

料・農業植物遺伝資源条約(ともに７月受諾書寄託)につ

いて国会の承認を得た。平成 25 年臨時国会においては，

郵便２条約(ともに 12 月承認書寄託)，障害者権利条約

(１月批准書寄託)，政府調達協定改正議定書(３月受諾書

寄託)の計４本の締結について承認を得た。平成 26 年通

常国会においては，５本の多数国間条約の締結について

承認を得るべく取り進めている。  
 

【目標の達成状況： 〇 】 

我が国の利益を反映すべく，国民の生

活に大きな影響を与えうる経済及び社

会分野において国際的ルールの作成を

推進し，我が国として締結の意義のある

条約につき，締結に向けた各種手続を推

進する。 

 

目

標 
－ 

我が国の利益を反映すべく，国民の生活に大きな影響を

与えうる経済及び社会分野において国際的ルールの作成を

推進し，我が国として締結の意義のある条約につき，締結

に向けた各種手続を推進する。 

 

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)開放的でルールに基づいた国際経済システムを拡大し，その中で我が国が主要プレーヤーであり続

けることは，世界経済の発展や我が国の経済的繁栄を確保していく上で不可欠である。このため，包
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括的な FTA/EPAの締結を推進し，世界経済の成長に寄与するとともに，その成長を取り込むことによ

って我が国の成長につなげていくことが必要である。  

こうした取組を通じた，アジア太平洋地域での貿易・投資面でのルール作りは，この地域の活力と

繁栄を強化するものであり，安全保障面での安定した環境の基礎を強化する戦略的意義を有する。ま

た，こうした取組の推進は，WTO を基盤とする多角的貿易体制における世界規模の貿易自由化も促進

していくことが期待される。 

(２)各種経済・社会条約(投資協定，租税条約，社会保障協定等)は，日本国民・日系企業の海外におけ

る利益の保護・促進等の観点から重要であるところ，これまで各国・地域との交渉において蓄積され

た知見を活かしつつ，新たな交渉に適切かつ円滑に臨めるよう，体制の整備が不可欠である。 

(３)その他の経済分野及び社会分野の条約についても，国際社会の多様化・グローバル化の進展に伴い

様々な地球規模の課題が発生しており，これらの分野における国際約束の締結のニーズは極めて大き

い。このような中，我が国として特に国際約束を締結していくべき課題につき，交渉の現場を含めた

様々な機会における一層の情報収集や意見交換等により，他の交渉参加国の立場への理解を深め，我

が国にとっても有益な国際環境の形成に向けて働きかけを一層強化することが求められる。また，よ

り戦略的かつ迅速な締結に向けた検討が不可欠である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)TPP 協定交渉への参加，日豪 EPAの交渉進展(平成 26年４月７日に日豪首脳会談において交渉の大

筋合意を確認した。)，日 ASEAN 包括的経済連携協定の投資・サービス章に関する実質合意等経済連

携を推進したことは，新興国を中心に急速に拡大している世界の成長市場獲得に向けた競争が激化す

る中，世界の投資等を惹きつけるとともに，日本国民・企業が積極的に海外展開し，世界の経済成長

を取り込む上で極めて重要な進展となった。 

他方，交渉分野は多岐にわたり，協定の案文は必然的に膨大な分量となっており，締結のための作

業量は甚大なものとなる。今後，既存の交渉の加速や交渉妥結及びその後の締結が想定されるが，経

済連携推進の重要性にかんがみれば，これに対応する体制強化が大きな課題となる。 

第９回 WTO 閣僚会議におけるバリ・パッケージの合意には平成 26(2014)年７月までの貿易円滑化

協定の採択の決定が含まれており，これは税関手続きの透明化・迅速化等貿易促進に大きな効果をも

たらすとともに，難航するドーハ・ラウンド交渉の活性化にもつながるものであり，有意義な進展と

なった。(経済連携協定の交渉，締結及び実施における法的な検討及び助言並びに WTO ドーハ・ラウ

ンド交渉の妥結に向けた取組における法的な検討及び助言(達成手段①)) 

(２)日本国民・日系企業等の利益を反映させる形で租税条約，投資協定，社会保障協定等各種経済・社

会条約の締結・実施を推進した。さらに，水銀に関する水俣条約への署名等国民生活に大きな影響を

与え得る経済及び社会分野での国際ルール作りへの積極的な参画を通じ，地球規模の課題の解決の貢

献に尽力した。(日本国民・日系企業の海外における利益の保護・促進に資する投資協定・租税条約・

社会保障協定等の交渉，締結及び実施における法的な検討及び助言(達成手段②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)自由貿易・経済連携の推進と多角的自由貿易体制の強化の推進 

FTA/EPA につき，現在行われている各国との交渉を引き続き進展させるとともに，今後開始される

各国・地域との交渉においても，経済上の国益の確保・増進に努める。WTO における国際貿易の進展

に向けた様々な取組が行われる中,引き続き交渉において主導的な役割を果たす。 

(２)日本国民・日系企業の海外における利益を保護・促進すること及び国民生活に影響を与える様々な

経済及び社会分野での国際的ルール作りへの参画 

引き続き，投資協定，租税条約，社会保障協定や国民の生活に大きな影響を与え得る経済及び社

会分野における国際的ルールの作成を推進し，その締結に向けた各種手続を推進する。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)包括的な FTA/EPA の締結のための作業は，交渉分野が多岐にわたることから，協定の案文は必然的

に膨大な分量となる。今後，既存の交渉の加速や交渉妥結及びその後の締結が想定されることを踏ま

え，これに対応する体制強化のための人的資源の拡充を行う。 

(２)日本国民・日系企業の利益を保護・促進するための条約や，国民生活に影響を与える条約について

は，業務が増大しており，国会の承認を得るべく取り進める作業を加速化する。 

(３)本施策の目標の更なる進展には，国際約束の作成交渉の段階から十分な法的助言を行う必要があ

り，引き続き適切に対応すべく努めることとする。 

 

作成にあ

たって使

用した資

・各国会における施政方針演説・外交演説 

 http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement２/20140124siseihousin.html(総理大臣演説) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pp/page18_000183.html(外務大臣演説) 
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料その他

の情報 

・外務省ホームページ(各国･地域情勢，条約) 

「国際社会における法の支配」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/shihai/index.html 

・平成 26年版外交青書(P151-153) 
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施策Ⅱ-４ 的確な情報収集及び分析，並びに情報及び

分析の政策決定ラインへの提供 
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平成 26 年度政策評価書 
(外務省 25－Ⅱ－４) 

施策名 的確な情報収集及び分析，並びに情報及び分析の政策決定ラインへの提供 

達成すべ

き目標 

情報収集能力の強化，情報コミュニティ省庁及び諸外国との連携・協力や外部専門家の知見の活用

等による情報分析の能力の強化，政策立案に資する情報及び情報分析の政策決定ラインへの適時の提

供を行うことにより，外交施策の立案・実施に寄与する。 

施策の概

要 

１ 公開情報収集 

多様な国際情勢に迅速・的確に対応するため，公開情報の中の基礎的な情報を入手する。 

２ 先端技術による情報収集 

先端技術を活用して，情報の収集・分析を行う。 

３ 情報分析機能の推進(有識者知見の活用，関係者とのネットワーク拡大) 

国際情勢を的確に見極めていくためには，様々な要因・観点から考慮することが必要であり，省内

のみならず省外の専門家の知見を積極的に活用していくなどして，多角的な観点から分析を推し進

め，また，外国政府機関や専門家とのネットワーク拡大を通じた情報収集・分析機能の強化を図って

いく。 

４ 職員のための研修及び情報収集・分析会議 

我が国関心地域に関する対外情報分析機能を一層強化するため，分析要員の研修及び本省と在外公

館の担当者の間の情報共有・意見交換のための会議等を実施する。 

５ 在外公館における情報収集・分析機能強化 

在外公館における情報収集担当官が，新たな情報源の開拓を含め，情報収集を強化するため，任国

の内外に定期的に出張する。 

６ 政策決定ラインへの適時の情報および情報分析の提供 

適時・適切な政策決定ラインへの情報・情報分析の提供を行う。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 539 505 485 489 

補正予算(b) 0 △ 1 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 539 503   

執行額(百万円，d) 508 449   

関連する

内閣の重

要政策 

・国家安全保障戦略(平成 25年 12月 17日)Ⅳ １(７)情報機能の強化 

 国家安全保障に関する政策判断を的確に支えるため，人的情報，公開情報，電波情報，画像情報等，

多様な情報源に関する情報収集能力を抜本的に強化する。また，各種情報を融合・処理した地理空間

情報の活用も進める。 

 さらに，高度な能力を有する情報専門家の育成を始めとする人的基盤の強化等により，情報分析・

集約・共有機能を高め，政府が保有するあらゆる情報手段を活用した総合的な分析(オール・ソース・

アナリシス)を推進する。 

 加えて，外交・安全保障政策の司令塔となる NSCに資料・情報を適時に提供し，政策に適切に反映

していくこと等を通じ，情報サイクルを効果的に稼働させる。 

 こうした情報機能を支えるため，特定秘密の保護に関する法律(平成 25 年法律第 108 号)の下，政

府横断的な情報保全体制の整備等を通じ，カウンター・インテリジェンス機能を強化する。  

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

「現在進められているこの事件の検証作業も踏まえ，北アフリカやサヘル地域などの各国機関との関

係強化等情報収集・分析体制の強化，(中略)等に取り組みます。」 

・在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会検証報告書(平成 25年２月 28日) 

検証項目６：平素からの在アルジェリア日本国大使館等の情報収集体制は十分だったのか 

「今後とも，政府として軍や治安・情報機関を含む各国関係機関との間の一層の信頼関係の醸成及

び情報源の開拓に努めることが必要である。そのため，関係省庁及び在外公館の情報収集・分析体

制の拡充(在外公館を含む地域情勢や言語に通じた要員の確保等)，出張や招へいの充実等を図るこ

とが必要である。」 

検証項目７：平素から北アフリカ・サヘル地域等に関し，多様な情報収集手段が備えられていたか 

「公開情報については，中東・北アフリカについては，中国や北朝鮮と異なり，ラヂオプレス社が

現地アラビア語報道機関による報道ぶりのモニタリングを行っておらず，外務省の中東・北アフリ

カの専門家が，通常の分析業務を行いつつ，現地のアラビア語の公開情報の収集に多大な時間を割

く必要があった。」 
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「今回の事案への対応にあたり，情報収集衛星についても最大限活用を図ったところであるが，今

後ともそのより積極的な活用を図り，情報収集能力のさらなる強化に向け，引き続き情報収集衛星

の機能の拡充・強化に努める必要がある。また，政府部内において画像情報を迅速に共有するため

の体制を検討するとともに，画像分析体制を拡充する必要がある。」 

「アラビア語を始めとする公開情報収集体制を強化する必要がある。また，ラヂオプレス社は，常

時テロ情勢に関しても外電(国際通信社)のモニタリングを行っているところ，その機能を強化する

必要があると考えられる。」 

 

測

定

指

標 

(１)情報収集能力の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

情報収集の実施 

 

－購入した刊行物・データベース等の数：224 

－先端技術関連データ購入枚数：984 

－本省出張延べ人数：57 

－在外職員による出張回数：50 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 情報収集の重点事項を省内政策部門と調整した上で設

定，在外公館と情報関心を共有し，本省及び在外公館にお

ける情報収集体制の強化を行った。 

 特定重要テーマに関する会議等を開催し本省側の関心事

項・問題意識を在外公館に対して提示し，在外公館の情報

収集活動の指針を明確にした。 

 さらに，在外公館においては，在外公館職員の任国内外

への出張を指示し，情報収集活動を強化した。 

 

－購入した刊行物・データベース等の数：182 

－先端技術関連データ購入枚数：481 

－本省出張者のべ人数：60 

－在外職員による出張回数：64 

以下の達成手段等により，的確な情報

収集を行う。 

－情報収集指示の明確化，会議の開催

等，本省・在外公館間のコミュニケー

ションの強化 

－必要な公開情報の収集 

－先端技術の活用 

－研修の実施 

－情報源の拡充 

  

  

24

年

度 

・情報収集の重点事項を省内政策部門と調整した上で設定。

在外公館と情報関心を共有し，本省及び在外公館における

情報収集体制を強化。 

・特定重要テーマに関する会議等を開催し本省側の関心事

項・問題意識を在外公館に対して提示。在外公館の情報収

集活動の指針を明確化。 

・在外公館職員の任国内外への出張を指示し，情報収集活動

を強化。 

 

－購入した刊行物・データベース等の数：161 

－先端技術関連データ購入枚数：165 

－本省出張者のべ人数：47 

－在外職員による出張回数：49 

以下の達成手段等により，的確な情報

収集を行う。 

－情報収集指示の明確化，会議の開催

等，本省・在外公館間のコミュニケー

ションの強化 

－必要な公開情報の収集 

－先端技術の活用 

－研修の実施 

－情報源の拡充 

  

  

  

25

年

度 

本省及び在外公館における情報収集体制を強化すべく情

報収集の重点事項を省内政策部門と調整した上で設定し，

在外公館と情報関心を共有した。 

在外公館の情報収集活動の指針を明確化するため，特定

重要テーマに関する会議・研修等を開催し本省側の関心事

項・問題意識を在外公館に対して提示した。 

在外公館職員の任国内外への出張を指示し，情報収集活

動を強化した。 

 

－購入した刊行物・データベース等の数：181 

－先端技術関連データ購入枚数：137 

－本省出張者のべ人数：69 

－在外職員による出張回数：44 

 

以下の達成手段等により，的確な情報

収集を行う。 

－情報収集指示の明確化，会議の開催

等，本省・在外公館間のコミュニケー

ションの強化 

－必要な公開情報の収集 

－先端技術の活用 

－研修の実施 

－情報源の拡充 
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【目標の達成状況：△】 

 目

標 
－ 

的確な情報収集を実施する。  

 (２)情報分析の質の向上 年度目標 

基

準 

22

年

度 

情報分析の実施 

 

－先端技術関連データ購入枚数：984 

－専門分析員数：18 

－委託調査報告書数：15 

－招へい延べ人数：13 

－研修/会議参加のための出張者数：28 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 国内外の専門家との分析に関する意見交換(含む訪日招

へい)機会の増大，情報コミュニティ省庁間における情報共

有の促進等の措置を講じた。 

 また，専門分析員の採用による外部の知見の活用等を行

った。 

 

－先端技術関連データ購入枚数：481 

－専門分析員数：19 

－委託調査報告書数：19 

－招へいのべ人数：20 

－研修/会議参加のための出張者数：25 

以下の達成手段等により，質の高い情

報分析を行う。 

－先端技術の活用 

－内外の専門家の知見の活用 

－外国政府機関や専門家とのネットワ

ーク拡大 

－研修の実施  

  

  

24

年

度 

 国内外の専門家との分析に関する意見交換(含む訪日招

へい)機会の増大，情報コミュニティ省庁間における情報共

有の促進とともに，専門分析員の採用による外部の知見の

活用等を推進した。 

 

－先端技術関連データ購入枚数：165 

－専門分析員数：20 

－委託調査報告書数：17 

－招へいのべ人数：14 

－研修/会議参加のための出張者数：33 

以下の達成手段等により，質の高い情

報分析を行う。 

－先端技術の活用 

－内外の専門家の知見の活用 

－外国政府機関や専門家とのネットワ

ーク拡大 

－研修の実施  

  

  

  

25

年

度 

国内外の専門家との分析に関する意見交換(含む訪日招

へい)機会の増大，情報コミュニティ省庁間における情報共

有の促進とともに，専門分析員の採用による外部の知見の

活用等を推進した。 

我が国周辺地域の安全保障情勢や中東・北アフリカ・サ

ヘル地域のテロ情勢等に関する体制整備を強化した。 

 

－先端技術関連データ購入枚数：137 

－専門分析員数：21 

－委託調査報告書数：12 

－招へいのべ人数：13 

－研修/会議参加のための出張者数：30 

 

【目標の達成状況：△】 

以下の達成手段等により，質の高い情

報分析を行う。 

－先端技術の活用 

－内外の専門家の知見の活用 

－外国政府機関や専門家とのネットワ

ーク拡大 

－研修の実施 

我が国周辺地域の安全保障情勢や中

東・北アフリカ・サヘル地域のテロ情勢

等に関する情報収集・分析の基盤を強化

する。 

 目

標 
－ 

質の高い情報分析を実施する。  

 (３)政策決定ラインへの適時の情報及び情報分析の提供 年度目標 

基

準 

22

年

度 

政策決定ラインへの情報・情報分析の提供   

施

策

23

年

総理大臣官邸を含む政策決定ラインへの定期的な報告を

実施し，また収集すべき情報に関する政策部局との意見交

以下の達成手段等により，適時・適切

な政策決定ラインへの情報・情報分析の
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の

進

捗

状

況

・

実

績 

度 換を推進する等，省内政策部局との連携を強化した。 

また，省内の各種治安・危機管理関連の会議に出席し，

関連情報を提供した。 

さらに，分析ペーパーに添付した評価シートを通じ政策

部局等の意見を聴取することにより，政策部局のニーズを

把握し，適時性のある的確な分析課題を設定した。 

 

－分析資料の作成数(22年度を 100として)：170 

－幹部ブリーフの回数(22 年度を 100として)：105 

提供を行う。 

－省内政策部門との意見交換等による

政策部門が必要とする情報の把握 

－政策部門に対する時宜を得た報告の

機会の確保・拡充 

  

  

24

年

度 

総理大臣官邸を含む政策決定ラインへの定期的な報告を

実施し，また収集すべき情報に関する政策部局との意見交

換を推進する等，省内政策部局との連携を強化した。(情勢

が緊迫した場合には臨時の報告も頻繁に実施した。) 

省内外の各種治安・危機管理情報集約関連の会議に出席

し，関連情報を提供した。 

分析ペーパーに添付した評価シートを通じ政策部局等の

意見の聴取等を行うことにより，政策部局のニーズを把握

し，適時性のある的確な収集・分析課題を設定した。 

 

－分析資料の作成数(22年度を 100として)：185 

－幹部ブリーフの回数(22 年度を 100として)：99 

以下の達成手段等により，適時・適切

な政策決定ラインへの情報・情報分析の

提供を行う。 

－省内政策部門との意見交換等による

政策部門が必要とする情報の把握 

－政策部門に対する時宜を得た報告の

機会の確保・拡充 

  

  

  

25

年

度 

総理大臣官邸を含む政策決定ラインへの定期的な報告を

実施し，また収集すべき情報に関する政策部局との意見交

換を推進する等，省内政策部局との連携を強化した。(情勢

が緊迫した場合には臨時の報告も頻繁に実施した。) 

省内外の各種治安・危機管理情報集約関連の会議に出席

し，関連情報を提供した。 

分析ペーパーに添付した評価シートを通じ政策部局等の

意見の聴取等を行うことにより，政策部局のニーズを把握

し，適時性のある的確な収集・分析課題を設定した。 

 

－分析資料の作成数(22年度を 100として)：146 

－幹部ブリーフの回数(22 年度を 100として)：122 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

以下の達成手段等により，適時・適切

な政策決定ラインへの情報・情報分析の

提供を行う。 

－省内政策部門との意見交換等による

政策部門が必要とする情報の把握 

－政策部門に対する時宜を得た報告の

機会の確保・拡充 

不測の事件発生等を踏まえ，一層柔軟

な対応を推進する。 

 目

標 
－ 

適時・適切な政策決定ラインへの情報・情報分析を提供

する。 

 

 

評

価

結

果 

目 標 達

成 度 合

い の 測

定結果 

相当程度進展あり 

主要な測定指標(１)，(２)，(３)のうち，(３)について目標を達成したが，(１)，(２)では，予

算その他の制約がある中，目標は達成には至らなかったものの相当な進展は見られたことから，上

記のとおり判定した。 

施 策 の

分析 

１ 施策の必要性 

我が国の周辺地域を巡る情勢や，大量破壊兵器の拡散問題，国際テロ問題等を背景に国際情勢

の流動性とリスクは一層高まり，国際社会が国際エネルギー問題等の新たな重要課題にも引き続

き直面する中，「情報」が果たす役割は，ますます重要となっている。我が国及び国民の安全と

繁栄を確保するための主体的な外交戦略構築のために，情報収集・分析機能の強化を通じ，外交・

安全保障政策の決定者が正確かつ時宜を得た国際情勢に関する情報を把握することが必要不可欠

な状況は変わらず，むしろ国際情勢は一層複雑さを増していく傾向にある。 

そのため，情報の収集，分析，政策決定ラインへの提供を実施する体制を整備・強化し，効率

的に運用することにより，外交・安全保障政策の立案・実施に資する情報及び情報分析を政策決

定者に伝達することが引き続き必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)情報収集力の強化の面では，購入する情報の一層の集中と選択を図りつつ，より重要で優先的

な問題に注力し，省内政策部門とも随時協議しつつ，局面ごとに必要な情報の重点を更に洗い出
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すこととし，在外公館への出張などを含む機動的な情報収集の指示等に努めた。この結果，予算

上の制約もあり，目標の達成には至らなかったが，的確な情報収集を有効かつ効率的に実施する

ことができた。(達成手段：情報収集・分析) 

(２)先端技術や外部有識者等の知見の一層の活用，職員のための各種研修，諸外国との協力，情報

コミュニティ省庁との定期的な会合を通じた情報共有の強化等により，情勢分析の質を相当程度

向上させることができた。(達成手段：情報収集・分析) 

(３)分析資料の作成及び幹部ブリーフの回数から見られるとおり，政策決定ラインへの定期的な報

告及び適時性のある的確な収集・分析課題の設定等に関し，想定された成果を効率的に得ること

ができた。(達成手段：情報収集・分析) 

次期目

標等へ

の反映

の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

外交施策の立案・実施に寄与するため，情報収集能力の強化，情報コミュニティ省庁及び諸外

国との連携・協力や外部専門家の知見の活用等による情報分析の能力の強化，政策立案に資する

情報及び情報分析の政策決定ラインへの適時の提供を引き続き継続していく。 

(２)測定指標 

外交政策の立案・実施に幅広く寄与していくべく，情報収集を強化し，情報の質を向上させる

ことが重要な目標であり，また，これを活かして適時適切に政策決定ラインへの情報提供を行っ

ていくことが求められている。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

この施策の必要性及び有効性は高く，施策を継続することとするが，より効果的な実施のため，

以下の点に留意しつつ，施策を推進することとする。 

(１)平成 25年１月に，在アルジェリア邦人に対するテロ事件が発生した他，我が国周辺をめぐる安

全保障情勢は緊迫の度合いを増しており，よりきめ細かな情報収集を行っていく。 

(２)また，平成 25 年 12 月４日，国家安全保障会議が設置され，国家安全保障に関する資料又は情

報を同会議に適時に提供する必要があり，予算の拡充を含め対外情報収集・分析能力の向上を図

る。 

(３)先端技術を用いた情報や公開情報の収集・分析の専門性の向上，情報収集活動の強化，及び収

集された情報を有効に活用し分析に役立てるための基盤についても強化する。 

(４)施策の分析欄の１のとおり，今後我が国を取り巻く国際情勢が厳しさを増す中，我が国の国益

を守り，国民の安全を確保するために，的確な情報収集及び分析能力の一層の強化，及び政策決

定ラインへの情報及び分析の時宜を得た提供のため，今後とも一層の体制の充実に努める。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

１ 情報分野の成果について，刊行物数など量的指標を挙げているが，情報分析は基本的に量的測定よ

りも質的評価が重要であろう。どのような形で質的評価が行えるかは難しいが，特定の重要問題につ

いて情報分析部門が果たした役割について，何年かごとに第三者を交えた評価委員会で検討すること

などが考えられよう。 

 また，国家安全保障会議(NSC)の設立に伴い，外務省と NSC の連携や，たとえばウクライナのよう

に急変する現地情勢に対して現地と本省での情報分析の的確さや，その成果の国民への提供について

どの程度効果があったかを評価対象とすべきではないか。 

２ 国際情報統括官組織は，外交政策の遂行に必要な情報収集・分析を担当するが，日本のインテリジ

ェンスコミュニティ(警察庁・公安調査庁・防衛省・その他)の中で，どのような独自の役割を果たす

か，自己定義を明確にする必要がある。その際に，日々の業務に追われる各地域・政策部局と協働あ

るいは差別化して，短中長期にわたる立体的な情報分析の提供ができているかどうか，を政策目標と

して設定すべきである。また国際テロリズム，エネルギー情勢，海洋安全保障をめぐる情勢など，横

断的な問題領域についても積極的に分析を進めていくことが求められる。変化する国際情勢の中で，

どの事象を分析対象とするか，どのような仮説を立てるか，といった千里眼が求められる。各政策局

幹部とともに定期的に分析アジェンダについて検討する場があることが望ましい。 

３ 政策部局との意見交換や評価シートによる意見聴取など，政策部局のニーズを把握する取組みを行

い，これらを事業内容に反映させていることは重要なこととして評価したい。評価については，一部

未達成の指標はあるものの，目標達成に近いレベルにあるため，「相当程度進展あり」との評価は妥

当と評価する。 

 

作成にあ

たって使

・国家安全保障戦略について(平成 25年 12月 17日) 

(http://www.cas.go.jp/jp/siryo/131217aNZenhoshou/nss-j.pdf) 
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用した資

料その他

の情報 

・第 183回国会における岸田外務大臣による外交演説(平成 25年２月 28日) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/eNZetsu/25/eksd_0228.html) 

・在アルジェリア法人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会検証報告書

(http://www.kantei.go.jp/jp/shingi/alg_terotaiou/index.html) 

 

担当部局

名 

国際情報統括官 政策評価実

施時期 

平成 26年８月 
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基本目標Ⅲ 広報，文化交流及び報道対策 
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施策Ⅲ-１ 国内広報・海外広報・IT広報・文化交流・報道対策 
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平成 26 年度政策評価書 
(外務省 25－Ⅲ－１) 

施策名 国内広報･海外広報･IT広報･文化交流･報道対策 

達成すべ

き目標 

諸外国国民の対日理解及び親日感の醸成を図るとともに，我が国外交政策に対する国内外での理解

を増進し，日本外交を展開する上での環境を整備するため，以下を戦略的，有機的かつ統一的に推進

する。 

１ 外交政策に関する多様な情報提供を通じて，日本国民の我が国外交政策に対する理解と信頼を増

進する。 

２ 海外における対日理解の増進，親日感の醸成及び我が国の政策への理解を促進する。 

３ インターネットを通じ，我が国の外交政策に対する国の内外の理解を促進する。 

４ 文化交流事業を展開・促進・支援することにより，伝統文化からポップカルチャーに至る日本文

化そのもの及びその背景にある価値観(和を尊ぶ心，自然観，感性，美意識)等を伝達し，各国国民の

対日理解を促進し，また 親日感の醸成を図る。 

５ 文化，スポーツ，教育，知的交流の振興のための国際協力，文化の分野における国際規範の整備

促進等の文化の分野における国際貢献を通じ，各国の国民が経済社会開発を進める上で必要な活力を

与え自尊心を支えることにより，親日感の醸成を図る。 

６ 国内報道機関による報道を通じ，日本国民の我が国外交政策に対する理解と信頼を増進する。 

７ 外国報道機関による報道を通じ，海外における対日理解・対日親近感の醸成及び我が国の政策へ

の理解を増進する。 

施策の概

要 

１ 国内広報の実施 

 外交政策の遂行に当たって，国民の理解と信頼を得ることが不可欠であることにかんがみ，政策の

具体的内容や外務省の役割等について，国内広報の実施により，地方を含む様々な国民層に対して，

的確で，タイミング良く，かつ分かりやすい情報発信を行う。 

 また，外交のあり方についての世論の動向を様々な方途を通じて的確に把握し，外交政策の企画，

立案，実施の参考とする。 

２ 海外広報の実施  

 海外広報事業として，我が国の政策についての理解促進を目的とする「政策広報」並びに我が国の

一般事情についての理解促進及び親日感の醸成を目的とする「一般広報」等を実施する。具体的には，

在外公館を通じた広報事業(講演会やシンポジウム・セミナーの実施，現地メディアを通じた発信等)，

映像や印刷物等の広報用資料の編集・制作，日本事情発信ウェブサイト「Web Japan」等のインター

ネットを通じた発信を実施している。 

３ IT 広報の実施 

 IT 広報手段の強化・多様化，IT 広報システム及びコンテンツの充実・強化，時宜をとらえた迅速

な情報発信の取り組みを通じ，我が国外交政策に対する国民各層等の理解に基づいた外交の推進に寄

与する。 

４ 国際文化交流の促進 

 各国国民の対日理解を促進し，また親日感の醸成を図るため，(１)文化事業や知的交流事業の実施

による日本の魅力の発信，(２)人物交流事業の実施，(３)日本語の普及，海外日本研究の促進，(４)

大型文化事業(周年事業)を行う。 

５ 文化の分野における国際協力の実施 

文化，スポーツ，教育，知的交流の振興のための国際協力や文化の分野での国際貢献を行うことに

よって，人類共通の貴重な遺産の保護，新たな文化の発展への貢献，各国の持続的開発への寄与を図

るとともに，親日感を醸成するため，(１)ユネスコや国連大学を通じた協力，(２)文化無償資金協力

を実施する。 

６ 国内報道機関対策の実施 

 外交政策の遂行に当たって，国民の理解と信頼を得ることが不可欠であることにかんがみ，政策の

具体的内容や外務省の役割等について，報道機関対策の実施により，地方を含む様々な国民層に対し

て，的確で，タイミング良く，かつ分かりやすい情報発信を行う。 

 また，外交のあり方についての世論の動向を様々な方途を通じて的確に把握し，外交政策の企画，

立案，実施の参考とする。 

７ 外国報道機関対策の実施 

 以下を通じて，外国報道機関の日本関連報道を適切に把握するとともに，我が国の政策・立場につ

いて，迅速，正確かつ効果的に対外発信する。 

(１)日本関連報道に関する情報収集・分析 

(２)外国報道機関に対する情報発信・取材協力 
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(３)報道関係者招へい 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a)   15,072 15,403 

補正予算(b)   20,234  

繰越し等(c)     

合計(a＋b＋c)     

執行額(百万円，d)     

 国内広報・海外広報・IT 広報・文化交流・報道対策(平成 24年８月の機構改編後に統合) 

 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 14,731 14,376   

補正予算(b) △ 288 △ 168   

繰越し等(c) 4 0   

合計(a＋b＋c) 14,447 14,208   

執行額(百万円，d) 14,056 14,038   

 海外広報，文化交流 

 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 1,316 1,225   

補正予算(b) 28 0   

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 1,344 1,225   

執行額(百万円，d) 1,261 1,173   

 報道対策，国内広報，IT 広報 

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

評

価

結

果 

目標達成

度合いの

測定結果 

相当程度進展あり 

 以下の主要な測定指標については全て目標を達成したが，その他の指標において一部目標が未達

成のものがあったため上記のとおり判定した。 

(主要な測定指標) 

１(１)国民に対する直接発信，ホームページを通じた情報発信 

２(１)広報事業が対象者にどれだけ届いているか(事業実施件数，事業参加人数，HP訪問者数，

対象者の反応) 

３(２)IT広報システム及びコンテンツの充実 

４(１)文化事業等の実施による日本の魅力発信 

４(３)人物交流事業の実施 

７(２)外国メディアに対する情報発信・取材協力 

施策の分

析 

 

 

 

１ 施策の必要性 

(１)国際社会においては，グローバル化により外国との垣根が低くなり，世界各国との間のヒト・

モノ・カネ・情報の行き来が飛躍的に増えており，外交政策に及ぼす国民の影響力が高まってい

る。特に諸外国の国民・世論に直接働きかけるパブリック・ディプロマシーはますます重要にな

っている。このような中，我が国の外交政策及び文化を含む我が国の強みや魅力，日本人の価値

観について正確で時宜を得た発信を行い，諸外国国民の対日親近感の醸成及び正しい対日理解の

増進を図ることは，我が国の国際社会におけるプレゼンスの向上につながる重要な活動である。 

(２)文化事業，各種講演事業，パンフレット，インターネットコンテンツ，外交専門誌等様々なツ

ールや媒体を通じて幅広い年齢層の理解及び信頼醸成に努めることが必要である。特に，近年の

ソーシャル・メディアの利用拡大やスマートフォンの普及など，情報の入手手段の多様化・高度

化を受け，インターネットを利用した情報発信の重要性はより一層増大しており，我が国の外交

政策についての正確な情報を，ホームページのみならずソーシャル・メディアなどで内外の幅広

い層に発信することが不可欠となっている。 

(３)人的交流については，各地域・各分野からのニーズが高まっているため，さらなる施策の強化

が必要である。この中で留学生交流事業については，優秀な国費留学生を確保し，また帰国後の

支援を実施することで，我が国への理解・関心を深めてもらうことは引き続き重要である。 
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JETに関しても同様の文脈で我が国の国際化促進に寄与するため，引き続き重要である。招へ

い事業は，多様な国の指導的立場にある人材に知日派・親日層を形成するための有効なツールで

あり，ニーズが高い。 

(４)対日理解を促進し，親日感を醸成するためには，開発途上国の文化の保全及び文化・教育振興

を支援する二国間協力や多国間協力を通じ，文化の分野での国際貢献を行うことが必要である。

中でも，人類共通の貴重な財産たる世界遺産などについては，我が国の高い技術力をもって協力

を行うことが引き続き強く求められている。また，国連大学については，東京に本部のある唯一

の国連機関で，世界 13 か所にネットワークを有する重要機関であるため，様々な分野における

我が国の取組を発信する上でこれを活用する必要がある。 

(５)国内報道機関を通じた積極的な情報発信に努め，幅広い国民層に訴求する必要がある。加えて，

国民の意見や世論動向を的確に把握し，外交政策の企画立案や実施の際の参考として適切に活用

していく必要がある。 

(６)さらに，外国報道機関による報道を通じて，諸外国での我が国に対する理解を慫慂することが

不可欠である。そのためには，記者会見等の適当な取材機会を創出して，我が国の政策に関する

情報を適切に提供し，総理大臣や大臣等のインタビューを含め，我が国の政策を戦略的に発信す

ることが必要である。また，事実誤認等が含まれる記事に対しては，迅速に事実や見解に関する

申入れや反論投稿を行い，事実に基づいた適切な理解を促すことも重要な施策となる。効果的な

情報発信を行う上で，日本関連報道の論調や外国報道機関の傾向を分析することも必要不可欠な

要素となる。また，報道関係者招へい事業を通じて，外国の発信力のある報道関係者に，直接日

本を取材する機会を提供することで，正しい日本理解に基づいた記事を執筆することを促し，さ

らに，招へい時のみならず帰国後も日本に関連する記事を継続して執筆させることが必要とな

る。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)外務大臣が我が国の外交政策について国民に語り，直接意見交換をする広報事業「外務大臣と

語る」を始め，対象を一般国民，大学生から小学生までとした各種講演・講義は国民に外交政策

及び外務省について理解や信頼を得る上で有効に寄与した。(国内広報(達成手段１①)) 

(２)グローバル化により諸外国の国民・世論に直接働きかけるパブリック・ディプロマシーの重要

性が増す中，我が国の外交政策及び文化を含む我が国の強みや魅力について正確で時宜を得た発

信及び日本文化紹介事業の実施に努めたことは，諸外国国民の対日親近感の醸成及び正しい対日

理解の増進に寄与したと考えられる。特に「日本の領土をめぐる情勢」について，外務省ホーム

ページ上に特設サイトを開設し，「尖閣諸島」「竹島」等に関する広報動画，フライヤー，パンフ

レットを 11 言語で作成したことは世界の幅広い人々に向けた効果的な発信が可能となり有益で

あった。なお，日本文化紹介事業に関しては，中国において日中関係の影響等により外部施設で

文化事業の実施が困難な中，小規模な事業を大使館内で実施したり，民間機関と協力するなどし

て事業を継続実施した。(海外広報(達成手段２①)，ITを利用した広報基盤整備(達成手段３①)，

海外における文化事業等(達成手段４①)) 

(３)近年のソーシャル・メディアの利用拡大やスマートフォンの普及など情報入手手段の多様化・

高度化を踏まえ，外務大臣による外務省公式フェイスブックへの投稿，外務省ホームページのス

マートフォン対応を進めたことは有益であった。掲載作業を迅速に行うことができる新しい

CMS(コンテンツ管理システム)の導入により効率的な情報発信に寄与した。(IT を利用した広報

基盤整備(達成手段３①)) 

(４)人物交流事業として，留学生交流，招へい事業，JETプログラムを着実に実施したことは，各

国における親日層・知日層の形成を促進し，もって中・長期的に我が国と諸外国との外交関係の

円滑化を図るという目標に寄与したと考えられる。また，招へい事業については事業の実施状況

について外部有識者からの検証も踏まえ更なる事業の効率化を図った。(留学生交流事業(達成手

段４③)，閣僚級招へい(達成手段４④)，戦略的実務者招へい(達成手段４⑤)，語学指導等外国

青年招致事業(JETプログラム)(達成手段４⑥)) 

(５)開発途上国の文化の保全及び文化・教育振興を支援する二国間協力や多国間協力を通じ，国際

貢献を行ったことは，対日理解を促進し，親日感を醸成する上で有効に寄与した。(ユネスコ，

国連大学を通じた協力(達成手段５①，海外における文化事業等(達成手段５②)) 

(６)外交政策の遂行に当たって，国民の理解と信頼を得ることが不可欠であるとの観点から，我が

国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中，外務大臣自らが適時適切に記者会見を行い，加え

て副大臣の懇談等を行ったことは，国民への説明責任を果たし理解と信頼を得る上で有効であっ

た。(国内報道機関対策(達成手段６①)) 

(７)総理大臣や外務大臣の外国訪問の際に外国メディアとのインタビューを積極的に実施すると
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ともに，安倍総理大臣の靖国神社参拝以降の各国に駐在する中国大使による主要メディアに対す

る寄稿に対し，各国に駐在する日本の大使が迅速に反論投稿をする等すべての国・地域で我が国

の立場を適切に発信したことは我が国の立場への正確な理解を確保する上で有効に寄与した。

(外国報道機関対策(達成手段７①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

諸外国国民の対日理解及び親日感の醸成を図るとともに，我が国外交政策に対する国内外で

の理解を増進し，日本外交を展開する上での環境を整備するため，引き続き①国民への外交政策

の説明，②戦略的発信，在外公館における日本文化紹介事業を通じた対日理解の増進，親日感の

醸成及び我が国政策への理解促進，③IT 技術の進展を踏まえた広報体制整備，④人物交流，⑤

文化協力を通じた知日層，親日感の醸成，⑥国内報道機関対策を通じた国民の外交政策への理解

促進，⑦外国報道機関対策を通じた対日親近感の醸成を重点として，パブリック・ディプロマシ

ーに取り組んでいく。 

(２)測定指標 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)我が国の外交政策の円滑な推進のためには，国民の理解と支持が不可欠であり，国民の我が国

の外交政策への理解を増進することは，全てにおいての基礎となる。26 年度も，各種講演事業

等やパンフレット，インターネットコンテンツ，外交専門誌等様々なツールと媒体を通じ，我が

国の外交政策をよりわかりやすく国民に対し説明していく。 

(２)激しく動く国際情勢に照らし，外交政策について，より戦略的に情報発信を行うことが課題と

なっているところ，主要外交日程と連動した時宜を的確にとらえた広報文化外交を展開する。ま

た，最近の我が国の領土・領海を取り巻く情勢等を踏まえ，領土保全に関する広報を実施するこ

とが課題となっており，これに重点的に取り組む。 

(３)我が国のソフトパワーを強化し，存在感を高めるべく，我が国の外交政策について戦略的な発

信を行うとともに，文化を含む日本の強みや魅力，日本人の価値観の情報発信の強化に取り組む

ことが課題であり，このため，在外公館を最大限活用しながら，オールジャパンとしての連携を

強化しつつ，対外発信の強化に努める。 

(４) 

ア より積極的かつ効果的な情報発信を行うためには，IT 広報手段の強化，多様化の促進は引

き続き重要である。在外公館における発信の拡充を含めソーシャル・メディアの活用を進め

ると共に，外務省ホームページのスマートフォン対応を拡充する。 

イ 外務省ホームページのトップページのリニューアルを行うとともに，対外発信の強化が必要

な案件に関するページのリニューアル等を行う。 

ウ 様々な形で危険度を増すサイバー攻撃等，情報セキュリティに対する新たな脅威に適切に対

応すべく，情報セキュリティ対策の一層の強化を検討していく。 

(５)留学生交流の推進，招へい事業，JETプログラムの実施等を通じ，各国における我が国の正し

い理解を深めることに努め，また，2020 年オリンピック・パラリンピックの東京大会の開催決

定及びラグビーワールドカップの 2019 年の開催を受け，スポーツ関連の人物交流に関する施策

強化が新たな課題となっている。 

(６) 

ア 文化遺産保護に関する日本信託基金及び人的資源開発日本信託基金による実施事業におい

ては，有効に実施され，所期の効果が得られるよう，モニタリングを強化し，事業の円滑な

実施と効率向上に努めていく。また，新興国等の影響力が高まっているため，我が国の立場

と影響力維持のため，事業における我が国ビジビリティの向上を図る。 

イ 文化無償資金協力については，引き続き ODAの方針等を踏まえた対日理解・親日感情醸成に

資する案件，我が国との文化面での協力関係強化に資する案件を実施するとともに，2020 年

に東京オリンピック・パラリンピックが開催されることを見据え，スポーツ案件を積極的に

実施する。 

(７)外交政策に関する報道を質・量ともに向上させる必要があり，ハイレベルでの情報発信の適切

なタイミングでの実施に努める。また，正確な報道の確保は重要な課題であり，報道関係者に対

するブリーフィングや文書による情報発信を強化する。 

(８)外国メディア対策は，対日理解促進及び情報発信力強化に不可欠であるとの認識の下，引き続

き迅速な情報収集と外国報道機関のニーズに応じた適切な情報及び取材機会の提供に努めると

ともに，戦略的且つ積極的な働きかけを行っていくことに努める。 
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学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

１ 

(１)外交専門誌『外交』については広報予算の相当の部分が支出されていると承知している。その効果

の検証は重要であり，とりわけ対外発信機能が重要である。 

(２)対外発信は，領土問題などの個別情報の発信も重要だが，日本の対外政策全般の中で的確に位置づ

ける必要がある。この点，英語での政府情報の公開はかなり進んでいるものの，政府 HP で探しにく

いことが多い。外務省のメールリストは対外発信もされていると思うが，より一層幅を広げることを

期待したい。 

２ 外国の国民・世論に直接働きかけるパブリック・ディプロマシーの重要性はますます高まっており，

とりわけ領土等主権の関わる問題や歴史問題については，各国リーダーや世論の認識が問題の性質を

大きく変化させる。こうした中で，海外広報・IT広報分野では，従来よりも機動的・積極的に推進さ

れている。従来のテレビ・新聞媒体に加え，ウェブサイト上の有力な論壇(Foreign Policy, Diplomat, 

East Asia Forum, PacNet等)でも世論形成への影響が高まっていると思量され，積極的な英語による

投稿を促すべきである。また対日理解で見逃せないのが，主要検索サイト(Web・映像・画像)の役割

である。例えば”Yasukuni””Senkaku”というワードを打ったときに，対日理解を促すコンテンツが

上位にソートされるよう努力する必要がある。 

３ 一部未達成の指標はあるものの，目標達成に近いレベルにあるため，「相当程度進展あり」との評

価は妥当と評価する。明確な戦略に基づいて行われる継続的且つ着実な取組みに加え，時々の状況や

機会を活用して行う機動的，弾力的な取組みを行うことで，有効性の向上を期待したい。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

大臣官房(外務報道官・広報文化組織) 政策評価実

施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 国内広報の実施 

概要 外交政策の遂行に当たって，国民の理解と信頼を得ることが不可欠であることにかんがみ，政策の具

体的内容や外務省の役割等について，国内広報の実施により，地方を含む様々な国民層に対して，的確

で，タイミング良く，かつ分かりやすい情報発信を行う。 

 また，外交のあり方についての世論の動向を様々な方途を通じて的確に把握し，外交政策の企画，立

案，実施の参考とする。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際社会での我が国の存在感を一層高め，信頼される日本の姿が更に理解されるよう，我が国の立

場や考え方を戦略的に対外発信するとともに，和食を含む文化の発信や若者を始めとする人的交流，

日本語の普及の促進などを通じて，ソフトパワーの更なる充実を図ります。」 

 

測

定

指

標 

１(１)国民に対する直接発信，ホームページを通じた情報発信 年度目標 

基

準 

22

年

度 

外交や国際課題について，国民に対して分かりやすく説

明するため，「外務大臣と語る」を神戸市で実施した他，

計 226 回に及ぶ各種講演会事業等を通じ，約 6.8 万人に対

する直接広報を実施した。「外務大臣と語る」実施後のア

ンケートでは，89％の参加者が外交政策に対する理解が深

まったと回答し，今後も継続実施すべきとの回答は 91％に

上った。外務省員が講師を務める高校講座については，公

平性・効率性を勘案し，件数を絞って実施した。 

 パンフレットは，図書館や講演会などで配布している他，

外務省ホームページにも PDF データを掲載しており，毎月

３～４万件のアクセスがあった。 

 また，外交専門誌「外交」を創刊した。 

 日本 APEC(アジア太平洋経済協力)では，動画サイトに

APEC 用の公式チャンネルを設置した他，ホームページ上に

「外務大臣コーナー」を新たに設置し，大臣の主要外国出

張の紹介動画や地図を用いて，外務大臣の活動を分かりや

すく紹介し，また，新しいツールとして，フリッカー(写真

共有サイト)の使用を開始した。 

 外務省ホームページには多くのアクセスがあり，例えば，

「キッズ外務省」は，月平均約 35 万件のアクセスがあった。

また，「わかる！国際情勢」も月平均約６万件のアクセス

があった。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 我が国の外交政策について，国民に対して直接説明する

ため，３月に「玄葉外務大臣と語る」を名古屋市で実施し

た他，計 204回に及ぶ各種講演会事業等を通じ，約 8.8万

人に対する直接広報を実施した。「外務大臣と語る」実施

後のアンケートでは，85％の参加者が外交政策に対する理

解が深まったと回答し，今後も継続すべきとの回答は 86％

に上った。外務省員が講師を務める高校講座については特

に実施希望が多いが，公平性・効率性を勘案し，件数を絞

って実施した。 

外交課題に関する「大学生国際問題討論会」では，質の

高い白熱した議論が展開された。 

パンフレットは，講演会などで配布している他，一般か

らの申込みに応じて送付している。外務省ホームページに

もパンフレットの PDFデータを掲載しているところ，毎月

３～４万件のアクセスがあり，インターネットでも十分活

用された。 

外交専門誌「外交」を年６回発行し，外交に関する活発

な議論を喚起するとともに，国民に対する直接発信を強化

した。 

 「外務大臣と語る」などの講演事業の

実施，外交専門誌「外交」の発行，外務

省ホームページなどインターネットに

よる情報発信などによる，外交政策に関

する多様な情報提供を通じて，国民の我

が国外交政策に対する理解と信頼を増

進する。 
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24

年

度 

１ 我が国の外交政策について国民に語り，直接意見交換

をする広報事業「外務大臣と語る」を３月に開催し，事

後のアンケート結果からも，参加者の約９割から高い評

価を得た。 

２ 外交課題について討論する「大学生国際問題討論会」

(１回)や，現下の国際情勢について外務省職員や OBが講

演する「国際情勢講演会」(21回)，外務省職員が高校や

大学で講演・講義する「高校講座」(124 件)や「外交講

座」(61件)，「小中校生の外務省訪問」(62件)等各種事

業において，幅広い世代の一般国民に外交課題や外務省

の活動について紹介し，事後のアンケート結果等を通じ

概ね高い評価が寄せられている。 

３ パンフレット作成では，平成 25年６月開催の TICADⅤ

に向けた広報の一環としてパンフレットを作成するな

ど，大型事業の広報との連携を図った他，インターネッ

トコンテンツ等を通じ，我が国の外交政策について時宜

をとらえた情報発信を行った。 

 「外務大臣と語る」などの講演事業の

実施，外交専門誌「外交」の発行，外務

省ホームページなどインターネットに

よる情報発信などによる，外交政策に関

する多様な情報提供を通じて，国民の我

が国外交政策に対する理解と信頼を増

進する。 

 特に，小中高生向けの外務省広報の強

化を目指す。具体的にはネットコンテン

ツ，小中高生の外務省訪問，子ども霞ヶ

関見学デー等での対応拡充に努める。 

４ 外交専門誌『外交』についても，年間６回発行した。  

  

  

  

25

年

度 

１ 外務大臣が我が国の外交政策について国民に語り，直

接意見交換をする広報事業「外務大臣と語る」を１月に

開催し，事後のアンケート結果から，参加者の 85％から

外交政策への理解が深まった等の高評価を得られた。 

２ 外交課題について討論する「大学生国際問題討論会」

(１回)や，現下の国際情勢について外務省職員や OBが講

演する「国際情勢講演会」(20回)，外務省職員が高校や

大学で講演・講義する「高校講座」(133 件)や「外交講

座」(60件)，「小中校生の外務省訪問」(64件)等各種事

業において，幅広い世代の一般国民に外交課題や外務省

の活動について紹介し，事後のアンケート結果等を通じ

概ね高い評価が寄せられている。 

３ その他，外務省組織や重要外交政策を紹介するパンフ

レットを作成した他，インターネットコンテンツ等を通

じ，我が国の外交政策について時宜をとらえた情報発信

を行った。 

４ 外交専門誌『外交』についても，年間６回発行した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

下記の事業等を通じ，我が国の外交政

策に対する国民の理解と信頼の増進を

図る。 

・我が国の外交政策を直接国民に紹介

し，意見交換を行う「外務大臣と語る」

の実施 

・我が国の外交政策や外務省の活動を紹

介・討論する各種講演会・シンポジウ

ム事業等の実施 

・パンフレットやインターネットコンテ

ンツ等を通じた，我が国の外交政策や

外務省の活動等に関する時宜をとらえ

た情報発信 

・外交専門誌『外交』の発行(年６回) 

 目

標 
－ 

我が国の外交政策につき，国民の理解を増進する。  

 １(２)広聴活動 年度目標 

基

準 

22

年

度 

外務省ホームページに寄せられたメールの意見，及び電

話，FAX，書簡で寄せられた意見は約 20,300 件に上った。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 外務省ホームページに寄せられたメールの意見，及び電

話，FAX，書簡で寄せられた意見は約 18,700 件に上った。

寄せられた意見をとりまとめた報告書を省内関係部局に迅

速に配布するとともに，関係会議で週間報告を行うことで，

外交等に関する国民の意見や関心を的確に把握，共有して

いる。 

 メール，電話，FAX，書簡等で寄せら

れた国民の意見や関心を的確に把握，共

有することを通じて，国民の我が国外交

政策に対する理解と信頼を増進する。 

  

  
24

年

度 

 外務省ホームページに寄せられたメールの意見，及び電

話，FAX，書簡で寄せられた意見は約 36,000 件に上った。

寄せられた意見をとりまとめた報告書を省内関係部局に迅

速に配布するとともに，関係会議で週間報告を行うことで，

外交等に関する国民の意見や関心を的確に把握，共有して

いる。 

メール，電話，FAX，書簡等で寄せら

れた国民の意見や関心を的確に把握，共

有することを通じて，国民の我が国外交

政策に対する理解と信頼を増進する。 
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25

年

度 

外務省ホームページに寄せられたメールの意見，及び電

話，FAX，書簡で寄せられた意見は基準年の 10％増となる

約 22,500 件に上った。寄せられた意見をとりまとめた報告

書を省内関係部局に迅速に配布するとともに，関係会議で

週間報告を行うことで，外交等に関する国民の意見や関心

を的確に把握，共有している。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

メール，電話，FAX，書簡等で寄せら

れた国民の意見や関心を的確に把握，共

有することを通じて，国民の我が国外交

政策に対する理解と信頼を増進する。 

メール及び電話での意見については，

毎日日報を作成し，関係課室にフィード

バックする。 

 目

標 
－ 

我が国の外交政策につき，国民の理解を増進する。  

 １(３)(参考指標)「外務大臣と語る」事業

実施後アンケート結果 

①「外交政策に対する理解が深まった」と

の回答比率 

②「今後も継続実施すべき」との回答比率 

実績値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 

 
①89％ 

②91％ 

①85％ 

②86％ 

①90% 

②91% 

①85% 

②87% 

 

分析 １ 施策の必要性 

外交政策の円滑な推進のためには国民の理解と支持が不可欠であり，外務省の諸活動や外交政策に

関する幅広い年齢層の国民への積極的かつ継続的な情報発信を通じた国民の理解の増進が必要であ

る。従って，各種講演事業等やパンフレット，インターネットコンテンツ，外交専門誌等様々なツー

ルや媒体を通じて幅広い年齢層の理解及び信頼醸成に努めることが必要である。また，外交のあり方

についての世論の動向を様々な方途を通じて的確に把握する必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)「外務大臣と語る」においては，事後のアンケート結果によると，参加者の 85％から外交政策へ

の理解が「深まった」との評価を得，十分に高い水準を維持しており，我が国の外交政策について一

層の理解と信頼の醸成に貢献した。(国内広報(達成手段１①)) 

(２)「大学生国際問題討論会」，「国際情勢講演会」等各種事業においては，外交問題に関する討論，

我が国の外交政策や外務省の活動についての紹介等を行い，幅広い年齢層の参加者から参加を得たこ

とは，外務省への理解を得るために有効に寄与したと考えられる。(国内広報(達成手段１①)) 

(３)外務省組織や重要外交政策を分かりやすく紹介するパンフレットを作成したことは，戦略的かつ効

果的な広報に資するものとなった。他方，外務省ホームページコンテンツ「わかる！国際情勢」につ

いては，国際情勢の変化に国民の関心が影響され，それがアクセス数に影響を及ぼし得るという課題

がある。(国内広報(達成手段１①))恒常的に国民の関心を集められるよう，内容の充実化に一層尽力

する必要がある。 

(４)外交専門誌『外交』においては，年６回の発行を通じ，我が国の抱える外交問題等についてタイム

リーな情報発信を行っており，同誌は新聞等の書評等にも度々引用されるなど外交課題に関する国民

の関心を喚起することに貢献した。(国内広報(達成手段１①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)国民に対する直接発信，ホームページを通じた情報発信 

 我が国の外交政策につき，国民の理解を増進するため，引き続き外務大臣自ら我が国の外交政策を

直接国民に説明する「外務大臣と語る」を始め，各種講演会・討論会を実施するとともに，パンフレ

ットやインターネットを通じた外交政策や外務省に関する情報発信，外交専門誌「外交」の発行を通

じた広報活動を行っていく。 

(２)広聴活動 

 メール，電話，FAX,書簡等で寄せられた国民の意見や関心を的確に把握，共有することを通じて，

国民の我が国外交政策に対する理解と信頼を増進する。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

我が国の外交政策の円滑な推進のためには，国民の理解と支持が不可欠であり，我が国の外交政策

への国民の理解を増進することは，全てにおいての基礎となる。従って 26 年度も，外務大臣による

外交政策に関する直接発信に加え，一般国民，大学生から小学生まで幅広いレベルを対象とした各種

講演事業を通じて外交や外務省に関して分かりやすい説明を行うと共に，恒常的な関心を得られるよ

うなパンフレットやインターネットコンテンツの充実などに努めていく。 
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個別分野 ２ 海外広報の実施 

概要 海外広報事業として，我が国の政策についての理解促進を目的とする「政策広報」並びに我が国の一

般事情についての理解促進及び親日感の醸成を目的とする「一般広報」等を実施。具体的には，在外公

館を通じた広報事業(講演会やシンポジウム・セミナーの実施，現地メディアを通じた発信等)，映像や

印刷物等の広報用資料の編集・制作，日本事情発信ウェブサイト「Web Japan」等のインターネットを

通じた発信を実施している。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際社会での我が国の存在感を一層高め，信頼される日本の姿が更に理解されるよう，我が国の立

場や考え方を戦略的に対外発信する」 

 

測

定

指

標 

２(１)広報事業が対象者にどれだけ届いているか(事業実施件数，事

業参加人数，HP訪問者数，対象者の反応) 
年度目標 

基

準 
－ 

良好な対日イメージの定着   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 在外公館においては，23年度に，講演会約 1,500件や，

教育広報約 1,300 件を含む広報活動を行った。我が国か

ら海外に有識者を派遣して講演会を実施する「講師派遣

事業」による講演者の約８割について，派遣先となった

国のメディアで報道がなされている。 

２ 本邦に招待したオピニオン・リーダーは帰国後訪日経

験に基づく発言等を行っており，我が国にとって好まし

い国際世論の形成や我が国の各種政策への支持拡大に寄

与している。また，招待した TVチームの取材による日本

特集番組は，のべ 133 回，3,583 分放送される(注：17

チーム(含む補正事業)の番組放映回数，時間)等，諸外国

の一般国民の対日理解促進に大きく寄与している。 

３ 印刷物資料は一般広報用から政策広報用のものまで，

国際機関等の選挙における我が国立候補者に対する支持

要請を含め，目的別に使い分けている。また，視聴覚資

料であるジャパン・ビデオ・トピックスは世界約 100 か

国，300 を超えるテレビ局に提供され，数多くの海外一

般市民に視聴されるとともに，在外公館による上映会，

教育広報活動，あるいは学校，日本紹介事業等への貸し

出しを通じ幅広く活用されている。 

４ Web Japanは，諸外国における正しい対日理解の促進，

親日感情の醸成を図るために質の高い日本事情を発信し

ており，年約 3,700 万ページビューのアクセス数を確保

していることで，海外一般市民の間に日本事情に関する

ウェブサイトとして定着していることが裏付けられた。 

５ 平成 23(2011)年３月の東日本大震災発生直後から，海

外に正確な情報を伝え，震災後の日本に対する誤解を防

ぐための説明・情報提供に積極的に取り組んだ。例えば，

実際の日本の状況を目で見て理解してもらうため，復興

発信使(19名 13か国・20 都市)の派遣，ソーシャル・メ

ディア発信者(10 名)の招へい，外国映像制作チーム(11

チーム)の招待を行った他，震災後１年の前後には海外主

要紙の紙面買上げ(138在外公館，211紙)を実施した。ま

た，日本ブランドの信頼性回復・強化を図るため，関係

省庁や地方自治体，企業とも連携しながら観光展(40件)

への出展，復興写真展(98 在外公館)を実施するともに，

復興・再生する日本の姿を海外に発信するための映像資

料，テレビ CM，報道番組を制作・放映した。 

下記の事業等を通じる政策広報の強化

及び効率的で効果的な一般広報事業の

実施 

・講師派遣事業，オピニオン・リーダー

の招へい(「閣僚級招へい」)事業，海外

TV チームの日本特集番組制作支援事業

の実施 

・印刷物資料，視聴覚資料の効果的な活

用 

・Web Japanによる対日理解の促進 

・東日本大震災発生後の日本の状況につ

いての正確な情報の発信，日本ブランド

の信頼性回復・強化のための事業の実施 
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24

年

度 

１ 在外公館においては，24年度に，講演会約 1,500件や，

教育広報約 1,200 件を含む広報活動を行った。我が国か

ら海外に有識者を派遣して講演会を実施する「講師派遣

事業」による講演者の約９割について，派遣国のメディ

アで報道がなされている。24 年度には 31 件の「閣僚級

招へい」を実施した。また，アフリカ 43か国において，

現地紙紙面の買い上げにより TICADⅤの広告を掲載し

た。 

２ 印刷物資料は一般広報用から政策広報用のものまで，

国際機関等の選挙における我が国立候補者に対する支持

要請を含め，目的別に使い分けている。定期的に日本事

情等を発信するインフォメーション・ブレティンは 22

公館，文化事業等に合わせて単発で発行する不定期広報

資料は 14 公館にて作成され，ニーズに合わせた日本の対

外発信が実施された。また，視聴覚資料であるジャパン・

ビデオ・トピックスは世界約 100 か国，200 を超えるテ

レビ局に提供され，数多くの海外一般市民に視聴される

とともに，在外公館による上映会，教育広報活動，ある

いは学校，日本紹介事業等への貸し出しを通じ幅広く活

用されている。 

下記の事業等を通じる政策広報の強

化及び効率的で効果的な一般広報事業

の実施 

・講師派遣事業，オピニオン・リーダー

の招へい(「閣僚級招へい」)事業，海外

TV チームの日本特集番組制作支援事業

の実施 

・印刷物資料，視聴覚資料の効果的な活

用 

・Web Japanによる対日理解の促進 

・東日本大震災発生後の日本の状況につ

いての正確な情報の発信，日本ブランド

の信頼性回復・強化のための事業の実施 

３ 諸外国における正しい対日理解の促進，親日感情の醸

成を図るために質の高い日本事情を発信しているウェブ

サイトである Web Japan は，海外一般市民の間に日本事

情に関するウェブサイトとして定着し，毎年 3,000万ペ

ージビュー以上のアクセス数を確保しているとともに，

世界中のウェブサイトの重要性を測る指標として一般的

に用いられるグーグル社のペイジランク(Pagerank)でも

10 点中８点と極めて高い数字となっている(ヤフー及び

米国国務省と同じ)。 

  

  

  

25

年

度 

１ 在外公館においては，25年度に，講演会約 1,114 件や，

教育広報約 539 件を含む広報活動を行った。我が国から

海外に有識者を派遣して講演会を実施する「講師派遣事

業」による講演者の約８割について，派遣国のメディア

で報道がなされている。 

２ 印刷物資料は，一般広報用から政策広報用のものまで，

国際機関等の選挙における我が国立候補者に対する支持

要請を含め，目的別に使い分けている。定期的に日本事

情等を発信するインフォメーション・ブレティンは 21

公館，単発で発行する不定期広報資料は 26公館にて作成

され，ニーズに合わせた日本の対外発信が実施された。

また，視聴覚資料であるジャパン・ビデオ・トピックス

は世界約 100 か国，200 を超えるテレビ局に提供され，

数多くの海外一般市民に視聴されるとともに，在外公館

による上映会，教育広報活動，あるいは学校，日本紹介

事業等への貸し出しを通じ幅広く活用されている。 

３ 諸外国における正しい対日理解の促進，親日感情の醸

成を図るために質の高い日本事情を発信しているウェブ

サイトである Web Japan は，海外一般市民の間に日本事

情に関するウェブサイトとして定着し，年間 1,200万ペ

ージビュー以上のアクセス数(※注)を確保しているとと

もに，世界中のウェブサイトの重要性を測る指標として

一般的に用いられるグーグル社のペイジランク

(Pagerank)でも 10 点中８点と極めて高い数字となって

いる(ヤフー及び米国国務省と同じ)。 

４ 日本ブランド発信事業として，メキシコにおいて，日

下記の事業等を通じた我が国の外交

政策や国内事情に関する諸外国国民の

理解の増進及び多方面にわたる日本の

魅力，強み，日本人の価値観の積極的発

信を実施する。 

・講師派遣事業の実施(効果的な実施を

念頭に,派遣国のメディアでの報道が

前年度程度維持されるように努める。) 

・印刷物資料，視聴覚資料の効果的な活

用 

・Web Japanによる対日理解の促進 

 (3，000 万ページビュー以上のアクセ

ス数の維持) 

・日本ブランドの発信強化のための事業

の実施 

・領土保全に関する効果的な対外広報の

実施 
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墨交流記念・支倉使節団 400年記念として「世界に誇る

日本酒の魅力―宮城県の純米酒の魅力－」と題して宮城

県の蔵元を派遣し，日本酒の魅力に関する講演，試飲会

を行った。また，タンザニアにおいて交通安全啓発のた

めの楽曲・映像発表イベントとして「アフリカ ANZEN プ

ロジェクト～楽曲と映像を通じた安全文化の紹介～」を

実施し，安全運転・交通安全といった日本の安全文化を

広めた。 

５ 領土保全に関する効果的な対外発信を実施するため，

内閣府から支出委任を受けて「尖閣諸島をめぐる情勢」

「竹島問題」等に関する広報動画，フライヤー，パンフ

レットを 11言語で作成。YouTubeに掲載した動画は総計

200 万回を超える再生回数を達成した。 

 

(※注)実績値は新システムでの集計値。アクセス解析シス

テムの変更により従来と集計方法が変更されたため，目標

値との比較は困難。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

海外における対日理解の増進，親日感の醸成及び我が国

の政策への理解を促進する。 

 

 ２(２)(参考指標) 

BBC の国際世論調査における肯

定的評価が占める日本の順位 

実績値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 

 2位 3位 1位 4位 

 

分析 １ 施策の必要性 

  国際社会においては，グローバル化により外国との垣根が低くなり，世界各国との間のヒト・モノ・

カネ・情報の行き来が飛躍的に増えており，外交政策に及ぼす国民の影響力が高まっている。このよ

うな中，我が国の外交政策及び文化を含む我が国の強みや魅力，日本人の価値観について正確で時宜

を得た発信を行い，諸外国国民の対日親近感の醸成及び正しい対日理解の増進を図ることは，我が国

の国際社会におけるプレゼンスの向上につながる重要な活動である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)在外公館における講演会や教育広報は，実施件数も多く，広報メッセージの伝達や日本を紹介する

上で実質的な手段となっている。(海外広報(達成手段２①)) 

(２)講師派遣事業で派遣された講演者による講演の約８割が，派遣国のメディアで報道がなされてい

る。質の高い講演が広く報道されたことは，広報メッセージを伝達する上で有益であったと評価され

る。(海外広報(達成手段２①)) 

(３)紙面買い上げにより，アフリカ各国において TICAD V の広報を行ったことにより，同会議の重要性

についての認識を高める上で効果があった。(海外広報(達成手段２①)) 

(４)Web Japan は，諸外国における正しい対日理解の促進，親日感情の醸成を図るために質の高い日本

事情を発信しており，年間 1,200万ページ以上のアクセス数を確保しており，その広報効果は極めて

高い。(海外広報(達成手段２①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)広報事業が対象者にどれだけ届いているか 

 海外における対日理解の増進，親日感の醸成及び我が国の政策への理解を促進するため引き続き講

師派遣や日本ブランド発信事業，Web Japanによる対日理解促進や領土保全広報等を実施していく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)激しく動く国際情勢に照らし，外交政策について，より戦略的に情報発信を行う必要がある。この

ため，主要外交日程と連動した時宜を的確にとらえた広報文化外交を展開する。また，最近の我が国

の領土・領海を取り巻く情勢等を踏まえ，領土保全に関する広報を実施することが課題となっており，

これに重点的に取り組む。 

(２)近年，主要先進国のみならず，新興国も積極的な広報活動を強化する中，我が国の相対的なプレゼ

ンスの低下が懸念され，このような状況に歯止めをかけることが課題となっている。このような状況

において，我が国のソフトパワーを強化し，存在感を高める観点から，我が国の外交政策について戦
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略的な発信を行うとともに，文化を含む日本の強みや魅力，日本人の価値観の情報発信の強化に取り

組むことが必要である。このため，在外公館を最大限活用しながら，国際広報強化連絡会議等の場を

通じ，オールジャパンとしての連携を強化しつつ，対外発信の強化に努める。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・Web Japanホームページ 

http://web-japan.org/ 
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個別分野 ３ IT 広報の実施 

概要 IT 広報手段の強化・多様化，IT 広報システム及びコンテンツの充実・強化，時宜をとらえた迅速な

情報発信の取組を通じ，我が国外交政策に対する国の内外の理解を促進する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際社会での我が国の存在感を高め，信頼される日本の姿が更に理解されるよう，我が国の立場や

考え方を戦略的に対外発信する」 

 

測

定

指

標 

３(１)IT広報手段の強化，多様化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

外務省ホームページ・トップページに新たに大臣コーナ

ーを開設，ユーチューブ(動画共有サイト)を通じた大臣会

見，大臣の外交行事の動画配信，フリッカー(写真共有サイ

ト)を利用した大臣フォトギャラリーにより，わかりやすく

迅速な情報発信に努めた。併せて，ホームページのバリア

フリー化を進め，幅広い利用層に情報発信が可能となるよ

う改善に努めた。 

 平成 22 年度中に全ての大使館・総領事館がホームペー

ジを開設した。これにより，ホームページ開設公館は前年

度末の 177 公館から 216 公館に増加した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 外務省ホームページの一層の充実，在外公館ホームペー

ジの更なる開設，新たなソーシャル・メディアの活用等，

IT広報手段の強化・多様化の実施を行った。具体的には，

兼轄国のバーチャル・ホームページ(51件)を含め，全ての

大使館・総領事館がホームページを開設し，また，218 公

館において自らホームページを運営・管理することが可能

となった。ソーシャル・メディアについては，フリッカー，

ユーチューブ等に加え，ツイッター及びフェイスブックに

公式アカウントを開設し，わかりやすく迅速な情報発信に

努めた。 

 在外公館ホームページの拡充，ツィッ

ター及びフェイスブックに公式アカウ

ントを開設するなど新たなソーシャ

ル・メディアの活用等，我が国外交政策

に対する国民各層等の理解に基づいた

フルキャスト外交の展開のため，IT広報

手段を強化，多様化する。 

  

  24

年

度 

 ５月から若年層向けに情報発信する「外務省やわらかツ

イート」を開始し，年度末までに２万人以上のフォロワー

数を獲得した。また，フェイスブック，ツイッター，ユー

チューブ等のソーシャル・メディアによる情報発信を開始

した在外公館の数が 50となった。 

ソーシャル・メディアの活用の強化や

スマートフォン対応等により，我が国外

交政策に対する国民各層等の理解に基

づいたフルキャスト外交の展開のため，

IT広報手段を強化，多様化する。 

  

  

  
25

年

度 

在外公館においては，３月までに 78公館でソーシャル・

メディアを利用した情報発信を実施している。また，スマ

ートフォンからのアクセスを促進するため，外務省ホーム

ページについて，スマートフォン対応を行った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

我が国外交政策に対する国の内外の

理解を促進するため，在外公館における

ソーシャル・メディアを活用した情報発

信の強化や，外務省ホームページのスマ

ートフォン対応等により， IT 広報手段

を強化，多様化する。 

 目

標 
－ 

我が国外交政策に対する国の内外の理解を促進するた

め，IT広報手段を強化，多様化する。 

 

 ３(２)IT広報システム及びコンテンツの充実・強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

CMS(コンテンツ管理システム)の本格的な導入により，外

部委託に頼らず，職員が自前で掲載業務を行うことが可能

となり，掲載業務の効率化を図ることができた。22年度の

外務省ホームページの新規掲載及び更新件数は，約 1.4 万

件であり，前年比約 59％増加したが，掲載に要した経費は

前年比約 70％減を実現した。 

 また，外務省「統合 Web 環境」に「海外安全ホームペー

ジ」を統合したことで外務省全体のホームページの管理・

運用が効率化した他，日本 APEC の際には，APEC 公式サー

バを「統合 Web 環境」に置いたことで経費の削減が可能と

なった。 

  

施 23  IT 広報システム及びコンテンツの充実・強化に取り組  ホームページのユーザビリティ，アク
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策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

年

度 

み，その進展があった。具体的には，CMS の活用により，

外部委託に頼らず職員自らが効率的にホームページ掲載業

務を行う一方，トップページの改善等により，アクセス数

と同時にホームページのユーザビリティ(利用者にとって

の閲覧目的の達成しやすさ)を向上させた。また，ホームペ

ージのアクセシビリティ(高齢者，障がい者を含む全ての利

用者の使いやすさ)向上に努め，総務省や経済産業省等が定

める各種指針に準拠し，バリアフリー化に向け取り組んだ。

ホームページに対するサイバー攻撃に対応するため，セキ

ュリティに配慮したシステムの稼働環境の構築・維持に努

めた。 

セシビリティの向上，セキュリティに配

慮したシステムの稼働環境の構築・維持

に努めるなど，我が国外交政策に対する

国民各層等の理解に基づいたフルキャ

スト外交の推進に向け，IT広報システム

及びコンテンツを充実・強化する。 

  

  

24

年

度 

25 年度から５年間利用するウェブ・システムの導入に当

たっては，アクセシビリティ及びユーザビリティに一層考

慮した CMS(コンテンツ管理システム)を構築するととも

に，セキュリティ対策を更に向上させ，サイバー攻撃への

対応能力を高めた。 

また，尖閣諸島をめぐる情勢を受け，尖閣諸島に関する

特設ページを作成し，そこに，歴史的経緯，我が国の立場

とその根拠，中国の主張に対する反論などの各種資料を掲

載するなど，コンテンツを充実させた。 

 アクセシビリティ及びユーザビリテ

ィを考慮したホームページのコンテン

ツの一層の改善や，研修・教育を通じた

効率的なコンテンツ掲載等により，我が

国外交政策に対する国民各層等の理解

に基づいたフルキャスト外交の推進に

向け，IT広報システム及びコンテンツを

充実・強化する。 

  

  

  

25

年

度 

「日本の領土をめぐる情勢」特設サイトを外務省ホーム

ページの中に開設し，12の言語別ページで情報発信を行う

とともに，北方領土，竹島及び尖閣諸島に関するページを

リニューアルした。 

在外公館ホームページについては，新しい CMS(コンテン

ツ管理システム)に組み入れ，在外公館ホームページの掲

載・更新作業を容易にするための在外公館テンプレートを

構築した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

我が国外交政策に対する国の内外の

理解を促進するため，アクセシビリティ

及びユーザビリティを考慮したホーム

ページのコンテンツの一層の改善や，領

土保全に関連する各種ページにおける

コンテンツの充実，新ウェブ・システム

の改善等により，IT広報システム及びコ

ンテンツを充実・強化する。 

 目

標 
－ 

我が国外交政策に対する国の内外の理解を促進するた

め，IT広報システム及びコンテンツを充実・強化する。 

 

 ３(３)時宜をとらえた迅速な情報発信への取り組み 年度目標 

基

準 

22

年

度 

日本 APEC においては，ユーチューブ，フリッカー，ユ

ーストリームといったソーシャル・メディアを通じて試験

的に情報発信を行った。新設した外務大臣コーナーにおい

ては，外務大臣の外国訪問等を広報機会ととらえ，各訪問

毎に訪問先，概要，外国要人等との会談結果等を視覚的に

わかりやすく説明を行った。また，22 年度中に全ての大使

館・総領事館がホームページを開設したことにより，在外

公館を通じた時宜を得た積極的な情報発信力の一層の強化

が図られた。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 時宜をとらえた迅速な情報発信に努めた。特に東日本大

震災に際しては，迅速に体制を整え，情報発信を行った。 

また，ツイッターやフェイスブック等ソーシャル・メデ

ィアの利用を通じ，COP17や MDGsフォローアップ会合，WTO

等国際会議の機会に，情報を迅速かつ幅広く発信した。さ

らに，33の在外公館でソーシャル・メディアのアカウント

が開設され，周年事業等に際し時宜を得た積極的な情報発

信力が一層強化された。 

 新たなソーシャル・メディアの利用を

通じた迅速かつ積極的な情報の発信な

ど，我が国外交政策に対する国民各層等

の理解に基づいたフルキャスト外交の

展開に向け，時宜をとらえた迅速な情報

発信に取り組む。 

  

  24

年

度 

 外務省ホームページの新着情報を随時ソーシャル・メデ

ィアで発信する態勢を確立した。尖閣諸島をめぐる情勢に

関しては，国際世論への迅速な情報発信の重要性を考慮し，

外務省ホームページにおいて多言語で迅速な広報を行うと

ともに，ソーシャル・メディアでの情報発信を拡充した。 

 我が国外交政策に対する国民各層等

の理解に基づいたフルキャスト外交の

展開に向け，ソーシャル・メディア，ス

マートフォン，クラウド等の普及を考慮

した，時宜をとらえた迅速な情報発信に
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取り組む。   

  

  

  

25

年

度 

岸田外務大臣による外務省公式フェイスブックの投稿を

11 月から開始し，週１回のペースで発信を行った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

我が国外交政策に対する国の内外の

理解を促進するため，ソーシャル・メデ

ィア，スマートフォン等の普及を考慮し

た，時宜をとらえた迅速な情報発信に取

り組む。 

 目

標 
－ 

我が国外交政策に対する国の内外の理解を促進するた

め，時宜をとらえた迅速な情報発信に取り組む。 

 

 ３(４)外務省ホームページ等

へのアクセス件数の合計 
基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 20年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
3億件 3億件 3億件 1億 6千万件

【(※)】 

－ 

 年度目標値  3億件以上 同左 －  

 
(※)アクセス解析システムの変更により従来と集計方法が変更されたため，評価は実施しない。実績値は新シ

ステムでの集計値。 

 

分析 １ 施策の必要性 

近年のソーシャル・メディアの利用拡大やスマートフォンの普及など，情報の入手手段の多様化・

高度化を受け，インターネットを利用した情報発信の重要性はより一層増大しており，我が国の外交

政策についての正確な情報を，ホームページのみならずソーシャル・メディアなどで内外の幅広い層

に発信することが不可欠となっている。様々なメディアのそれぞれの特徴を生かして，引き続き迅

速・正確かつ分かりやすい情報発信を実施することが必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)大臣による外務省公式フェイスブックへの投稿，外務省ホームページのスマートフォン対応など，

IT広報手段を強化・多様化したことにより，公式ホームページへの誘導にも効果があった。一方で，

多様化するソーシャル・メディアについて，どの種類のソーシャル・メディアがどのような閲覧者層

に対して効果的に情報発信できるのか，効果的な使い分けが新たな課題となっている。(ITを利用し

た広報基盤整備(達成手段３①)) 

(２)外務省ホームページのアクセシビリティを向上させ，バリアフリー化に向け取り組んだことによ

り，より幅広いユーザーの外務省ホームページへのアクセスが可能となった。「日本の領土をめぐる

情勢」特設サイトを開設し，12 の言語別ページで情報発信を行うとともに，北方領土，竹島及び尖閣

諸島に関するページをリニューアルしたことにより，日本の領土について世界の幅広い人々に向けた

効果的な発信が可能となった。引き続きコンテンツの充実・強化が必要である。また，情報セキュリ

ティに対する新たな脅威に対応する必要が生じ，セキュリティに配慮したシステムの稼働環境の構

築，継続に努めたところ，引き続き対策が必要である。(ITを利用した広報基盤整備(達成手段３①)) 

(３)大臣のフェイスブック投稿を随時ソーシャル・メディアで発信する態勢を確立し，また，外務省ホ

ームページの新着情報の随時ソーシャル・メディアによる発信を定着させたことにより，時宜を捉え

たより迅速な情報発信が一層強化された。平成 25 年度に新たなウェブ・システムへ移行するに当た

り，掲載作業を迅速に行うことができる新しい CMS(コンテンツ管理システム)及びテンプレートを導

入したことにより，効率的な情報発信を推進することができた。一方で，IT技術の日々の進歩を踏ま

え，引き続き，より的確な情報発信手段を検討していく必要がある。(ITを利用した広報基盤整備(達

成手段３①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)IT 広報手段の強化，多様化 

我が国外交政策に対する国の内外の理解を促進するため，在外公館におけるソーシャル・メディア

を活用した情報発信の強化や，外務省ホームページのスマートフォン対応等により，IT広報手段を強

化・多様化することは平成 25年度目標として適切であったが，より効果的な情報発信のための手法，

現在利用していないソーシャル・メディアへの対応等を今後検討していく必要がある。 

(２)IT 広報システム及びコンテンツの充実・強化 

アクセシビリティを考慮したホームページのコンテンツの一層の改善や，領土保全に関連する各種

ページにおけるコンテンツの充実，新ウェブ・システムの改善等により，IT広報システム及びコンテ

ンツを充実・強化することは，平成 25 年度目標として適切であったが，情勢に応じたコンテンツの

作成，情報セキュリティの新たな脅威への対応等の外部要因に起因する対策も含め，引き続き実施し

ていく必要がある。 
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(３)時宜をとらえた迅速な情報発信への取り組み 

ソーシャル・メディア，スマートフォン等の普及を考慮し，また，新しい情報システムを利用して，

時宜をとらえた迅速な情報発信に取り組んだことは有意義であったため，引き続き，より迅速にかつ

幅広い層に情報を発信する手法を検討・確立していく。 

(４)外務省ホームページ等へのアクセス件数の合計 

平成 25年度に新しいアクセス解析システムの利用を開始したため，基準値を平成 25年度のアクセ

ス件数(外務省ホームページ(日本語・英語)，在外公館ホームページ，Web Japanのアクセス件数)と

し，目標値を新しい基準値以上とすることとした。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)より積極的かつ効果的な情報発信を行うためには，IT 広報手段の強化及び多様化の促進は，引き

続き大きな課題である。ソーシャル・メディアを活用しつつ，外務省ホームページへの誘導を促進す

るとともに，引き続き，在外公館におけるソーシャル・メディアによる情報発信を拡充するとともに，

外務省ホームページのスマートフォン対応を拡充する。 

(２)使いやすくわかりやすいホームページの作成は，引き続き重要な課題であり，外務省ホームページ

のトップページのリニューアルを行うとともに，対外発信の強化が必要な案件に関するページのリニ

ューアル等を行う。 

(３)様々な形で危険度を増すサイバー攻撃等，情報セキュリティに対する新たな脅威に適切に対応する

必要があり，情報セキュリティ対策の一層の強化を検討していく。 

(４)ソーシャル・メディアの一層の活用等，時宜をとらえた迅速な情報発信の方策を検討し，実施に努

める。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(日本語)(http://www.mofa.go.jp/mofaj) 

・外務省ホームページ(英語)(http://www.mofa.go.jp) 

・外務省ホームページ(携帯版・日本語)(http://www.mofa.go.jp/mofaj/m) 

・外務省ホームページ(携帯版・英語)(http://www.mofa.go.jp/mobile) 

・在外公館ホームページ一覧 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html) 

・外務省フェイスブックページ(日本語・英語) 

・外務省ツイッターアカウント(日本語・英語) 
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個別分野 ４ 国際文化交流の促進 

概要  各国国民の対日理解を促進し，また親日感の醸成を図るため，(１)文化事業や知的交流事業の実施に

よる日本の魅力の発信，(２)大型文化事業(周年事業)，(３)日本語の普及，海外日本研究の促進，(４)

人物交流事業の実施を行う。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会所信表明演説(平成 26年１月 24日) 

 「日本のコンテンツやファッション，文化芸術・伝統の強みに世界が注目しています。ここにも「可

能性」があります。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際社会での我が国の存在感を一層高め，信頼される日本の姿が更に理解されるよう，我が国の立

場や考え方を戦略的に対外発信するとともに，和食を含む文化の発信や若者を始めとする人的交流，

日本語の普及などを通じて，ソフトパワーの更なる充実を図ります。」 

 

測

定

指

標 

４(１)文化事業等の実施による日本の魅力発信 年度目標 

基

準 

23

年

度 

「地方の魅力発信プロジェクト」(二次補正事業)として，

東日本大震災で傷ついた日本ブランドの回復を目的とし

て，日本の郷土芸能の魅力，食文化の魅力及び日本の各地

の自治体・地域文化団体との連携事業を柱として，世界各

国で 100事業を実施した。参加者はのべ 14万人であり，要

人の出席他，多くの報道がなされた。 

７月にパリで開催された世界最大級の日本ポップカルチ

ャーイベント(約 19万人が参加)である「JAPAN EXPO」の機

会に外務省，経済産業省，農林水産省，観光庁の四省庁及

び国際交流基金他関係機関と連携し，オールジャパンで日

本文化の総合的・集中的発信に努めた。その他 11月のイタ

リアにおけるアニメイベント(ROMICS)，本年２月のインド

ネシアポップカルチャーイベント等の機会にも大規模ブー

スを設け，日本事情，日本文化の紹介を行った。 

海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰すること

を目的に第５回国際漫画賞を実施した。訪日した受賞者に

よる東北訪問を実施した。また，平成 20年３月に「ドラえ

もん」を「アニメ文化大使」に選任したアニメ文化大使事

業を継続した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

１ 在外公館や国際交流基金を通じて，伝統文化やポップ

カルチャーを含む日本の多面的な魅力を紹介する各種の

文化事業を実施した。「日本語普及関係事業」，「地域

の文化・日本食紹介事業」及び「各種団体や現地の行政

府主催の大規模イベントの機会を活用した日本文化紹介

事業」等については，特に優先的に採用し，積極的実施

を推奨した。 

２ ７月にパリで開催された世界最大級の日本文化紹介イ

ベント「JAPAN EXPO 2012｣(来場者約 22 万人)の機会を

とらえ，外務省・国際交流基金，国際観光振興機構，科

学技術振興機構等と連携して参加し，オールジャパンで

の日本文化の総合的発信を行った。その他，２月にロー

マ近代美術館における美術展オープニングに際して日本

食・日本酒のレクチャー・デモンストレーションを行い，

３月にエチオピアにおける TICADⅤ閣僚級準備会合の機

会に津軽三味線演奏を行うなど，さまざまなイベントの

機会を活用した日本文化の効果的発信に努めた。 

３ 海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を顕彰するこ

とを目的に第６回国際漫画賞を実施した。11月には，第

５回国際漫画賞の最優秀賞を受賞した作品(米国からの

応募)が小学館から発売された。また，現代日本の生活 

習慣を描いているアニメ作品「ドラえもん」を「アニメ

文化大使」とする事業を継続した。 

在外公館文化事業をはじめ文化事業

の効果的・効率的な実施   
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25

年

度 

１ 在外公館や国際交流基金を通じて，各国国民の対日理

解の促進や親日感の醸成に資する各種の文化事業を実施

した。日本語普及関連事業，日本食紹介関連事業，日本

のものづくり文化発信につながる事業，地方文化紹介事

業，大規模イベント等を活用して日本のプレゼンスを示

す上で効果的な事業等については特に重視し，積極的な

実施を推奨した。主な事例は以下のとおり。 

(１)昨年 10 月から本年２月にかけて，米国フロリダ州マ

イアミ近郊の森上博物館・日本庭園において文化庁との

共催，東京国立近代美術館等の協力を得て開催した｢現代

日本の工芸展｣は，工芸という日本特有の芸術文化及び日

本のものづくり精神への理解を格段に深め，大きな成功

を収めた。 

(２)本年２月，在英国大使館は，ブリティッシュ・カウン

シルとブリティッシュ・ファッション・カウンシルが共

催する各国対抗の新進デザイナーによるファッション展

示のコンテストである「インターナショナル・ファッシ

ョン・ショーケース」に参加し，「超日本～J Blow～2014」

と題した日本人若手デザイナーのファッションの作品の

展示を通じて現代日本の最新のアートシーンを紹介し，

｢キュレーター賞｣を受賞する等，高く評価された。 

(３)上海において，昨年 11 月から本年２月にかけて，現

地の日系百貨店が実施するジャパンウィークと連携し，

現地邦人コミュニティの人材を活用の上，和服のレクチ

ャー・デモンストレーションと日本食文化紹介を実施し，

官民が協力して日本に対する関心，親近感を高める等，

日本文化の発信を効果的に行った。 

２ 本年２月，海外で漫画文化の普及に貢献する漫画家を

顕彰することを目的に第７回国際漫画賞を実施した。 

 
【目標の達成状況： ○ 】 

各国国民の対日理解の促進や親日感

の醸成に資する文化事業等を実施する。

特に以下の事業を優先して実施する。 

・日本語普及関連事業 

・日本食紹介関連事業 

・日本のものづくり文化発信につながる

事業 

・地方文化紹介事業 

・大規模イベント等を活用して日本のプ

レゼンスを示す上で効果的な事業 

 
目

標 
－ 

文化交流事業の展開・促進・支援により，日本文化及び

その背景にある価値観等を伝達し，各国国民の対日理解を

促進し，また，親日感の醸成を図る。 

 

 ４(２)大型文化事業(周年事業関連)の実施 年度目標   

基

準 

23

年

度 

ドイツ，クウェート，バルト三国における周年事業に合

わせ重点的な交流及び大型文化事業をはじめとする日本文

化紹介事業を実施した。ドイツ(４件)，クウェート(３件)，

バルト三国(１件)。 

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

周年事業に合わせた重点的な交流事業としては，日・イ

スラエル外交関係樹立 60 周年を記念して著名な日本人ク

ラブアーティストによる公演を，日中国交正常化 40周年を

記念して夏祭りやファッションショー等計４件を(ただし，

日中国交正常化 40 周年を記念して行われる予定であった

事業のうち４件は中止された)，日・アルジェリア外交関係

樹立 50周年を記念して文楽公演を，日・東ティモール外交

関係樹立 10 周年を記念して両国の音楽家の交流を通じた

音楽公演及び日本文化紹介を，日米桜寄贈 100周年を記念

して沖縄エイサー公演等計６件を，各国政府関係機関や民

間団体とも協力しながらそれぞれ実施し，現地において多

くの報道がなされた。 

周年事業に合わせた重点的な交流事

業の実施   

  

  

  

  

25

年

度 

１ 日 ASEAN友好協力 40周年 

 ９月のカンボジアにおける日本の歌曲・クラシック公

演実施を皮切りに，10 月のフィリピン，シンガポール，

スペインや ASEANにおける大型文化事

業の実施を通じ，対日理解の促進，親日

感の醸成，相互の信頼関係の構築を図
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インドネシアにおける日本の伝統楽器ユニット公演，ベ

トナムにおける和太鼓公演，11月のラオス，タイにおけ

る日・中の伝統楽器を用いた伝統・現代音楽の融合公演，

１月のマレーシア・ミャンマーにおける日本のヒップホ

ップダンス公演，２月のカンボジアにおける沖縄・奄美

音楽公演，ブルネイ・マレーシアにおける日本伝統楽器

のフュージョン音楽公演，３月のラオスにおける日本・

ASEAN 各国の若手歌手共演による J-POP・アニソン公演

等，ASEAN 各国において日本の伝統音楽からポップカル

チャーに至るまで幅の広い日本文化を紹介。副首相や閣

僚といった中央政府要人から王族，地方政府要人等の出

席も得て，質の高い日本文化に接する機会を提供すると

ともに，幅広い層に日本と ASEAN との間の友好・協力関

係の歴史をアピールした。 

２ 日本スペイン交流 400周年 

 ６月に皇太子殿下及びスペイン側はフェリペ皇太子同

妃両殿下(両国皇太子はともに名誉総裁)のご臨席を得て

周年開幕を記念した音楽会を実施し，王室，政界，文化

関係者 1,200 名の参加を得て，スペイン主要紙を含め日

西両国で報道されるなど両国交流の歴史を広報した。９

月には秋の文化芸術シーズンの中心的行事として「藝○

座公演」を地方巡回に重点を置いて開催し，地方政府，

官民との連携を強化した。３月には，「竜馬四重奏」に

よる公演を，マドリード州，カンタブリア州，バスク州(ビ

ルバオのグッゲンハイム美術館)の三カ所で実施し，周年

事業をスペイン国内でさらに広く認知させ，現地市民の

対日理解，交流促進を図った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

る。 

 目

標 
－ 

大型文化事業の実施により，対日理解の促進，親日感の

醸成，相互の信頼関係の構築を図る。 

 

 ４(３)人物交流事業の実施 年度目標 

基

準 

23

年

度 

東日本大震災の発生を受け，震災に対する我が国の対応

に関し，米国等の有力オピニオン・リーダーが好意的世論

形成に貢献した。 

「戦略的実務者招へい」については，その前身たる「21

世紀パートナーシップ促進招へい」の開始された平成 17

年度からの被招へい者に対して，定期的にフォローアップ

を実施することとしており，その結果，我が国重要外交政

策実施に向けての各種協力において，招へい効果(各種選挙

への支持等我が国の重要外交政策実現のための協力等)が

見られた。 

９月に関係団体との共催でJETプログラム25周年記念シ

ンポジウムを開催し(約 300 名が参加)，JET プログラムの

重要性が再確認された。平成 23年度 JETプログラムに参加

して日本各地で語学指導等に従事する外国青年は約 4,300

名にのぼり，昭和 62年度の事業開始以来の累計招致者数は

5.5 万人に達した。 

平成 24 年２月，震災後の我が国の復興と日本留学につい

ての正しい理解の促進を目的とした文科省事業「ジャパ

ン・スタディ・プログラム」を共催した。(42 か国・地域

からの大学・大学院生等 216名を対象)。 
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各国の元日本留学生の組織化の促進(帰国する国費留学

生の帰国後の連絡先を聴取，各在外公館に通報)や帰国留学

生会の活動支援(新規に帰国した国費留学生を含めた懇親

会開催)等を積極的に推進した。この結果，JICA 研修生の

同窓会組織等を含めた帰国留学生会数は，世界 114か国，

341 組織(前年比増)に上った。 

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

24

年

度 

引き続き，在外公館は，帰国留学生会等や元 JET 参加者

の会(JETAA)等と連携し，日本文化紹介事業を実施するとと

もに，前者と連携し日本留学プロモーション事業を，後者

と連携し JETプログラムの紹介事業を実施した。 

人物交流事業の実施及びフォローア

ップ強化   

  

  

  

  

25

年

度 

留学生交流の推進の観点からは，受け入れとともに日本

人留学生の増加についても関係省庁等と対策の強化の検討

を開始した。 

帰国留学生については，帰国留学生会に所属する国費留

学生を含む元日本留学生が約 8.5 万人に達した(前年比

増)。 

招へい事業については，戦略的実務者招へいで 326人，

閣僚級招へいで 29人の実績をあげた。 

JET プログラムについては，事業開始以来の累計招致者

数は 5.9万人(平成 25年度末現在)にのぼり，関係省庁等と

協力の下，着実な実施を行っている。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

留学生交流の推進,招へい事業,JET プ

ログラムの実施といった人物交流事業

を通じ,各国における我が国の正しい理

解,知日家・親日家層の形成を促進し,も

って中・長期的に我が国と諸外国との外

交関係の円滑化を図る。 

 目

標 
－ 

人物交流を通じて，各国に親日層・知日層を形成する。  

 ４(４) 在外公館文化事

業について，件数，事業

評価 

①在外公館文化事業数 

②在外公館文化事業評価

におけるＡ及びＢ評価の

事業の割合(注) 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 

①2,151件 

②90%以上 

①2,492件 

②93% 

①2,425件 

②95.6% 

①2,342件 

②95.9% 

【△】 

－ 

 
年度目標値  － 前年度の実施数

及び評価を維持 

同左  

 (注)A：効果が特に大，B：相当の効果あり，C：効果が少ない，D：効果がなく今回限りとする 

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)国民世論が外交に与える影響は世界的に大きくなっており，政府間の外交交渉に加えて，諸外国の

国民・世論に直接働きかけるパブリック・ディプロマシーは益々重要になっている。このパブリック・

ディプロマシーの重要な要素として，我が国文化の総合的かつ戦略的な発信を進めることは，対日関

心の醸成，対日理解の増進等の観点からも不可欠な政策である。新興国が近年の経済発展を背景にこ

うした領域でも影響力を強めている中，我が国のプレゼンスを維持するためにも一層積極的に取り組

むことが求められる。 

(２) 

ア 留学生交流事業については，優秀な国費留学生を確保し，また帰国後の支援を実施することで，

我が国への理解・関心を深めてもらうことが引き続き重要である。JETに関しても同様の文脈で我

が国の国際化促進に寄与するため，引き続き実施していく必要がある。 

イ 招へい事業は多様な国の指導的立場にある人材に知日派・親日層を形成するための有効な手段で

あり，必要性が高い。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)在外公館や国際交流基金を通じて，各国国民の対日理解の促進や親日感の醸成に資する各種の文化

事業を実施した。日本語普及関連事業，日本食紹介関連事業，日本のものづくり文化発信につながる

事業，地方文化紹介事業，大規模イベント等を活用して日本のプレゼンスを示す上で効果的な事業等

(米国における「現代日本の工芸展」，英国におけるファッションショー，中国・上海における日本
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食文化紹介)については特に重視し，積極的な実施を推奨し効果的であった。その中でも特に，外部

要因の影響に対応した事例は以下のとおり。 

ア 中国においては，日中関係の影響等により，在外公館が外部施設において文化事業を実施するこ

とが困難な状況が続いている中(在外公館が主催者である事業に対しては，当局が実施を許可しな

い場合がある等)，大使館内の施設を使用して小規模でも地道に各種日本文化紹介事業を行った

り，民間機関・企業と協力し，事業実施の許可申請時には在外公館が前面に出ない等の工夫を行

うことにより，各種の日本文化紹介を行った。 

イ 韓国において，高校の教育課程の改訂等に伴い，日本語学習者が減少する傾向が見られる中，国

際交流基金や現地の日本語学校，日系企業等の協力を得て，全国規模で広い参加を募る形で高校

生日本語スピーチ大会を実施した結果，非常に水準の高いスピーチの競争が行われ，多数の好意

的な報道がなされた。また，民間企業等の協力により，優秀者には訪日の研修機会を提供したこ

とにより，日本語学習のインセンティブを高める効果があった。 

ウ 南アフリカにおいて，現地でかねてより上映希望の多かった日本のアニメーション映画の上映に

関し，一般の映画祭等向けには放映許可を得られなかったが，在外公館から配給会社に対し交渉

を行って形態等を工夫することにより，プレトリア大学大学院内の日本研究センターで上映を行

うことができ，若者に対する訴求力の大きい日本のポップカルチャーを発信するとともに，日本

研究センターのプレゼンスを高める広報効果があった。(海外における文化事業等(達成手段４

①)) 

(２)日 ASEAN 友好協力 40 周年事業では ASEAN各国において日本の伝統音楽からポップカルチャーまで

幅広い日本文化を紹介し,政府要人から若者まで幅広い層に日本と ASEAN との間の友好・協力関係の

歴史をアピールし，一層の対日理解の促進に繋げることができた。日本スペイン交流 400 周年事業で

は，皇太子殿下やスペイン・フェリペ皇太子同妃両殿下のご臨席を得た音楽会，地方巡回に重点をお

いて実施した「藝○座公演」等を通じて対日理解，交流促進を図ることができた。(海外における文

化事業等(達成手段４①)) 

(３)帰国留学生や元 JET参加者の会への支援を通じて，日本文化紹介行事を実施した。また，帰国留学

生は日本への留学説明会を実施し，在外公館から主要外交課題のレクチャーを受ける等，我が国と協

力関係にあり，更に我が国への理解・関心を深めており，有効であった。(留学生交流事業(達成手段

４③))，語学指導等外国青年招致事業(JETプログラム)(達成手段４⑥)) 

(４)各種招へい事業においては，招へい対象者の出身国と我が国の間での協力を後押しするなど例もあ

り，中長期的な親日家・知日家層の育成底上げに寄与した。(閣僚級招へい(達成手段４④)，戦略的

実務者招へい(達成手段４⑤)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)文化事業等の実施による日本の魅力発信 

パブリック・ディプロマシーは重要性が近年高まり，日本文化の総合的・戦略的発信に一層力を入

れることが益々重要になっているため，引き続き交流事業の展開・促進・支援により，日本文化及び

その背景にある価値観等を伝達し，各国国民の対日理解を促進し，また，親日感の醸成を図るよう努

める。 

(２)大型文化事業(周年事業関連)の実施 

外交上の大きな節目(周年)を迎える国との間で，大型文化事業を実施することにより引き続き対日

理解の促進，親日感の醸成，相互の信頼感の醸成を図る。 

(３)人物交流事業の実施 

 引き続き留学生交流の推進，招へい事業，JETプログラムの実施等を通じ，各国における我が国に

対する正しい理解を深めるよう努めるとともに，スポーツ外交の強化を通じて，中長期的な我が国と

諸外国の外交関係の維持・向上を図る。 

(４)在外公館文化事業について，件数，事業評価  

 在外公館文化事業を通じて各国国民の対日理解の促進や親日感の醸成に寄与したかを測る指標と

して引き続き前年度と同水準の評価を維持するよう努める。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)外交関係樹立等の時宜をとらえた大型文化事業の実施により，今後も一層の対日理解の促進，親日

感の醸成，相互の信頼関係の構築を図るとともに，各在外公館における文化交流事業により日本文化

及びその背景にある価値観等を伝達し，引き続き各国国民の対日理解促進及び親日感の醸成を図る。 

(２)留学生交流の推進，招へい事業，JETプログラムの実施等を通じ，各国における我が国の正しい理

解を深めることに努め，また，スポーツ外交施策の強化を通じて，中・長期的に我が国と諸外国の外

交関係の維持・向上を図る。 

(３)また，昨年９月の IOC 総会で安倍総理大臣は，2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会に
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向け，スポーツを通じた国際貢献策「Sport for Tomorrow」を発表。2020年までに 100か国以上，1,000

万人以上を対象にスポーツの価値とオリンピック・ムーブメントを広げていく旨表明した。同プログ

ラムの着実な実施を含めスポーツ外交を積極的に推進していく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・「スポーツ外交強化に関する有識者懇談会」第 1回会合概要 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000604.html 
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個別分野 ５ 文化の分野における国際協力の実施 

概要   文化，スポーツ，教育，知的交流の振興のための国際協力や文化の分野での国際貢献を行うことによ

って，人類共通の貴重な遺産の保護，新たな文化の発展への貢献，各国の持続的開発への寄与を図ると

ともに，親日感を醸成するため，(１)ユネスコや国連大学を通じた協力，(２)文化無償資金協力を実施

する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・日本再興戦略(平成 25年６月 14日) 

・世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現 

・クールジャパンの推進 

・第 186回国会施政方針演説(平成 26年１月 24日) 

「昨年は，富士山や和食がユネスコの世界遺産に登録されました。日本ブランドは，海外から強い信

頼を得ています。」 

 

測

定

指

標 

５(１)文化，教育，知的交流の分野における国際貢献の度合い(ユネ

スコ，国連大学における交渉・事業等への貢献の度合い，裨益者の

反応，報道振り，事業に対する評価(自己評価を含む)) 

年度目標 

基

準 

22

年

度 

ユネスコの各種会議への関与・貢献，信託基金を通じた

途上国の文化財の保存・修復や人材育成事業への貢献，国

連大学との協力の実施 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ユネスコについては，第 36 回総会，第 186 回，第 187

回，第 188回及び第 189回執行委員会，第 35回世界遺産委

員会，無形文化遺産保護条約第６回政府間委員会等の国際

会議に参加し，各種議論や交渉に積極的に関与・貢献。ま

た，３つの日本信託基金を通じ約 80件の事業を実施中であ

り，途上国の有形・無形の文化遺産の保存・修復・振興の

推進や，教育分野などの人材育成事業の実施に貢献した。 

国連大学については，我が国政府との協議や，専門家ワー

クショップ等の開催を通じて緊密な意思疎通を図るととも

に，日本の産学界等との連携を促した。 

 各種会議への積極的な関与，信託基金

事業の円滑な進展，国連大学における我

が国の政策発信につながるシンポジウ

ム・セミナー等開催及び途上国の能力育

成に向けた大学院プログラムの円滑な

実施･拡大のための支援 

  

  

24

年

度 

１ ユネスコについては，第 190回執行委員会，第 36回世

界遺産委員会，無形文化遺産保護条約第７回政府間委員

会，第２回文化財不法輸出入等禁止条約締約国会議等の

国際会議に参加し，各種議論や交渉に積極的に関与・貢

献した。 

世界遺産条約については条約採択 40 周年の記念の年

にあたったため，ユネスコの協力を得つつ，関連事業を

実施した。 

また，３つの日本信託基金を通じ約 70件の事業を実施

中であり，途上国の有形・無形の文化遺産の保存・修復

や振興の推進，教育分野などの人材育成事業の実施に貢

献した。ユネスコとのレビュー会合を定期的に実施し，

事業の有効性を一層高めるべく改善すべき方向なども確

認した。 

２ 国連大学については，我が国政府との協議を行い，ま

た新旧学長交替前後に今後の方針等について緊密な意見

交換を行った。また，我が国の推進する施策等について

政府と連携した研究活動やセミナー・シンポジウムを開

催した(24 年度には震災関連４件，アフリカ関連２件，

平和構築３件他)。また，平成 22 年に開設された大学院

プログラムは順調に発展し，日本にある２つの研究所の

９月入学修士課程の出願者は 1,130名，うち 25名が入学

した。 

 各種会議への積極的な関与，信託基金

事業の円滑な進展，国連大学における我

が国の政策発信につながるシンポジウ

ム・セミナー等開催及び途上国の能力育

成に向けた大学院プログラムの円滑な

実施･拡大のための支援 

  

  

  

25

年

度 

１ ユネスコについては，トップドナーとして，第 37回総

会及び第 191，192，193 回執行委員会といった意思決定

機関や，第 37 回世界遺産委員会，第 19 回世界遺産条約

締約国総会，第８回無形文化遺産保護条約政府間委員会

ユネスコについては，総会，執行委員

会，世界遺産委員会，無形文化遺産条約

政府間委員会等の国際会議に参加し，各

種議論や交渉に積極的に関与・貢献し，
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等の国際会議に参加し，各種議論や交渉に積極的に関

与・貢献した。 

世界遺産及び無形文化遺産について，「富士山－信仰

の対象と芸術の源泉」及び「和食；日本人の伝統的な食

文化－正月を例として－」がそれぞれの一覧表に記載さ

れ，また，日本としてユネスコ総会において行われた執

行委員会選挙において再選を果たすことができた。 

また，３つの日本信託基金を通じ約 60件の事業を実施

中であり，途上国の有形・無形の文化遺産の保存・修復

や振興の推進，教育分野などの人材育成事業の実施に貢

献した。実施主体となるユネスコとの間でレビュー会合

を定期的に実施し，各事業の有効性を一層高めるべく，

改善すべき方向についても確認した。 

２ 国連大学については，我が国政府との間でハイレベル

から事務レベルまでのさまざまな協議を行い，緊密な意

見交換を行った。また，TICADⅤにおけるサイドイベント

の開催等，我が国の推進する施策等について政府と連携

した研究活動やセミナー・シンポジウムが開催された(25

年度にはアフリカ関連 15件，震災関連３件ほか)。また，

平成 22 年に開設された大学院プログラムは順調に発展

し，修士課程においては平成 25年度には合計 740名が出

願し，うち 21名が入学した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

世界遺産・無形文化遺産については我が

国推薦案件の一覧表記載を目指すとと

もに，執行委員会委員国等の選挙での当

選を目指す。また，３つの日本信託基金

を通じ，途上国の有形・無形の文化遺産

の保存・修復・振興の推進や，教育分野

などの人材育成事業の実施に貢献する。 

 国連大学については，我が国政府との

協議や，TICADⅤ関連行事や「持続可能

な開発のための教育の 10 年」(DESD)関

連行事等の開催を通じて緊密な意思疎

通を図るとともに，学位プログラムの発

展等を通じて日本の産学界等との連携

を促す。 

 

目

標 
－ 

ユネスコの各種会議への積極的な関与・貢献，途上国の

文化遺産の保存・修復や人材育成事業の発掘と円滑な実施，

国連大学との連携強化による，地球規模課題についての我

が国の政策発信の推進と，途上国を中心とした能力育成事

業への協力を図る。 

 

 ５(２)文化無償資金協力における，事業実施件数，裨益者の反応，

報道振り，事業に関する評価 
年度目標 

基

準 

22

年

度 

ODA の方針等を踏まえた対日理解・親日感情醸成に資す

る案件，我が国と文化面での協力関係強化に資する案件を

実施した。 

 一般文化無償資金協力 12件 

 草の根文化無償資金協力  22 件 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 23年度は ODAの方針等を踏まえた案件の実施に絞り込ん

だ結果，一般文化無償資金協力は 22年度より６件少ない６

件，草の根文化無償資金協力については 22年度より４件少

ない 18件を実施した。案件実施に関する交換公文署名式や

贈与契約署名式，供与式典等は現地プレスに幅広く報じら

れており，実施機関関係者からも活動の著しい改善など高

い評価が得られている他，政府レベルの会談等においても

実施に対する謝意が述べられた。また東日本大震災の発生

を受け，これまで文化無償を実施した被供与国政府，機関，

団体等が寄付・支援の申し出やチャリティイベント等を開

催した。 

 ODA の方針等を踏まえた対日理解・親

日感情醸成に資する案件，我が国と文化

面での協力関係強化に資する案件の実

施 

  

  

24

年

度 

 24年度は ODAの方針等を踏まえつつ，対日理解・親日感

情醸成や我が国と文化面での協力関係強化に資する案件の

実施に取り組んだ結果，一般文化無償資金協力は５件，草

の根文化無償資金協力は 20件を実施した。一般文化無償資

金協力全５件と草の根文化無償資金協力 10 件について案

件実施に係わる交換公文や贈与契約署名式の際には，写真

や映像を伴う形で現地主要メディアにより幅広く報じられ 

ODA の方針等を踏まえた対日理解・親

日感情醸成に資する案件，我が国と文化

面での協力関係強化に資する案件の実

施 
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た。また被供与国政府や関係団体の様々な関係者から謝意

が述べられた。 

 

  

  

  

25

年

度 

25 年度は ODA の方針等を踏まえつつ，対日理解・親日感

情醸成や我が国との文化面での協力関係強化に資する案件

の実施に取り組んだ結果，一般文化無償資金協力は７件，

草の根文化無償資金協力は 21件を実施した。これらの案件

実施に係る交換公文や贈与契約署名式の際には，写真や映

像を伴う形で現地主要メディアにより幅広く報じられた。

また被供与国政府や関心団体の様々な関係者から謝意が述

べられた。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 ODA の方針等を踏まえた対日理解・親

日感情醸成に資する案件，我が国と文化

面での協力関係強化に資する案件を実

施する。 

 
目

標 
－ 

被供与国の文化・高等教育振興，文化遺産保全に資する

ことにより，日本の顔が見える対日理解・親日感情醸成に

寄与する。 

 

 

分析 １ 施策の必要性 

グローバル化の進展とともに，インターネットやマスメディアの発達が急速に進み，世界各国は，

相互依存を深めると同時に，各国の外交政策に国民が及ぼす影響力が高まっている。このような中，

国際社会において対日理解を促進し，親日感を醸成するためには，開発途上国の文化の保全及び文

化・教育振興を支援する二国間協力(文化無償資金協力)や多国間協力(ユネスコ，国連大学を通じた

協力)を通じ，文化の分野での国際貢献を行うことが必要である。中でも，人類共通の貴重な財産た

る世界遺産などについては，一度失われれば回復することが難しいものであるところ，危機にさらさ

れている各国の文化遺産を次世代へ引き継ぐために我が国の高い技術力をもって協力を行うことが

引き続き強く求められている。また，国連大学については，東京に本部のある唯一の国連機関で，世

界 13 か所にネットワークを有する重要機関であるため，様々な分野における我が国の取組を発信す

る上でこれを活用する必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)ユネスコを通じた日本信託基金事業(累計件数有形文化遺産 40 件，無形文化遺産 100 件)は，これ

に裨益する国の国民にとってアイデンティティや誇りと直結する文化遺産に対する支援として関心

を集めやすく，人的資源開発日本信託基金を通じた裨益国の人作りと並んで，各国で高い評価を受け

た。また，日本の有する文化遺産保護の優れた技術や手法が国際的にも評価されていることから，国

際会議等のプレゼンスの高い場で裨益国の閣僚級から我が国への謝意が示されるとともにこれを支

える日本人専門家の存在が，我が国プレゼンスの向上に一層有効に資するものとなっている。(ユネ

スコ，国連大学を通じた協力(達成手段５①)) 

(２)国連大学については，日本政府とのハイレベル協議を含む機会を通じて，国連大学の国際貢献の戦

略や日本との協力関係に基づく事業について緊密な意見交換を行い，国内との連携を促進したこと

が，同大学を通じた国際協力を効果的かつ効率的に進める上で有効であった。また，地球規模課題に

関するイベントの開催や，大学院プログラムにおいて国際機関等で通用する人材の育成に取り組んで

いる点も，我が国の関心に応える上で有効であった。(ユネスコ，国連大学を通じた協力(達成手段５

①)) 

(３)一般文化無償資金協力(７件)及び草の根文化無償資金協力(21 件)は，文化無償資金協力被供与国

の文化・高等教育振興，文化遺産保全に資することにより，日本の顔が見える対日理解・親日感情醸

成に寄与した。(海外における文化事業等(達成手段５②)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)文化，教育，知的交流の分野における国際貢献の度合い 

ユネスコを通じた協力は，日本の知見を活用した国際貢献の典型であり，引き続きユネスコでの

議論や交渉等へ積極的に参加すると共に，信託基金による文化遺産保護及び人材育成を行っていく。 

一方，25 年度目標としていた世界遺産・無形文化遺産における我が国推薦案件の各一覧表への記

載については，我が国のプレゼンス向上の観点から見れば有意義であるものの，国際貢献により重点

を置くとの観点から 26年度目標からは除くこととする。 

国連大学との協力促進について，我が国政府との協議及び関連行事における緊密な意思疎通はホ

スト国として重視すべき点であることから，引き続き協力していく。 

(２)文化無償資金協力における，事業実施件数，裨益者の反応，報道振り，事業に関する評価 

文化無償資金協力については，文化無償資金協力被供与国の文化・高等教育振興，文化遺産保全
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に資すると考えられることから，引き続き ODAの方針等を踏まえた対日理解・親日感情醸成に資する

案件，我が国と文化面での協力関係強化に資する案件を実施していく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)文化遺産保護に関する日本信託基金及び人的資源開発日本信託基金による実施事業においては，有

効に実施され，所期の効果が得られるよう，モニタリングの強化が課題となっている。このため，進

捗状況等について随時報告等を受け，協議，対応することにより，事業の円滑な実施及び投入資源の

効率性を維持するように努めていく。また，新興国等の影響力が高まっているため，我が国の立場と

影響力維持のため，一層のリソースの確保と事業における我が国ビジビリティの向上を図る。 

(２)国連大学については，引き続き同大学を通じた国際協力を効果的かつ効率的に進めることが課題で

あり，日本政府との協議の場を通じて緊密な意見交換を行い，国内との連携やプレゼンスの向上を促

進する。また，国連大学がシンクタンクとしての研究機能を重視していることを踏まえ，我が国産学

界等との連携を引き続き強化していく。 

(３)文化無償資金協力については，引き続き ODAの方針等を踏まえた対日理解・親日感情醸成に資する

案件，我が国との文化面での協力関係強化に資する案件を実施する。また，2020年に東京オリンピッ

ク・パラリンピックが開催されることを見据え，スポーツ案件を積極的に実施する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・ユネスコホームページ(http://en.unesco.org/new/en/unesco) 

・国連大学ホームページ(http://unu.edu/) 
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個別分野 ６ 国内報道機関対策の実施 

概要 外交政策の遂行に当たって，国民の理解と信頼を得ることが不可欠であることにかんがみ，政策の具

体的内容や外務省の役割等について，報道機関対策の実施により，地方を含む様々な国民層に対して，

的確で，タイミング良く，かつ分かりやすい情報発信を行う。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 183回国会外交演説(平成 25年 2月 28日) 

「外交政策の国内外における情報発信を強化し，中でも我が国の領土保全に係る立場を効果的に伝達

していきます。」 

 

測

定

指

標 

６(１)記者会見等を通じた情報発信 年度目標 

基

準 

22

年

度 

21 年度から実施したいわゆる記者会見のオープン化に

基づき，インターネット・メディア，フリーランス記者等

の計 57 名の記者が会見参加登録を行った。 

 22 年度の大臣記者会見は 87 回，副大臣会見は 75 回，

外務報道官会見は 40 回実施された。さらに報道関係者に

対し，政務レベル及び事務レベルによるブリーフを計 71 

回，外務報道官によるオープンルームを７回実施したほか，

文書による情報発信として，「外務大臣談話」，「外務報

道官談話」を各々29 回，83 回，「外務省報道発表」を 1,382 

回発出した。 

 大臣をはじめとする政務三役による TV インタビューは

17 回，新聞インタビューは 17 回実施した。発信力のある

有識者や地方メディアに対しては，郵送，メール(週 1 回

発送のメルマガを含む)，面談等を通じ定期的に情報を提供

し，我が国外交政策に対する国民の理解増進に貢献した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 21 年度から実施したいわゆる記者会見のオープン化に

基づき，これまでインターネット・メディア，フリーラン

ス記者等の計 179名の記者が会見参加登録を行った。 

 23 年度の大臣記者会見は 97回，副大臣会見は 74回，外

務報道官会見は 36回，副報道官会見は 33回実施された。

さらに外務大臣記者会見には英語同時通訳を導入した。 

 報道関係者に対し，政務レベル及び事務レベルによるブ

リーフを計 118 回，外務報道官によるオープンルームを４

回実施したほか，文書による情報発信として，「外務大臣

談話」，「外務報道官談話」を各々35回，81回，「外務省

報道発表」を 1,371回発出した。 

 大臣をはじめとする政務三役による TV インタビューは

９回，新聞インタビューは 17回実施した。 

 有識者や地方メディアに対して，郵送，メール(週１回発

送のメルマガを含む。)，面談等を通じ定期的に情報を提供

し，我が国外交政策に対する国民の理解増進に貢献した。 

 記者会見，ブリーフ，「外務大臣談話」

等の文書による情報発信，政務三役によ

る新聞・TVインタビュー，メルマガの発

信など，外交政策に関する多様な情報提

供を通じて，国民の我が国外交政策に対

する理解と信頼を増進する。 

  

  

24

年

度 

 21 年度から実施したいわゆる記者会見のオープン化に

基づき，これまでインターネット・メディア，フリーラン

ス記者等の計 211名の記者が会見参加登録を行った。 

 24 年度の大臣記者会見は 122 回，副大臣会見は 59 回，

外務報道官会見は 40回，副報道官会見は 35回実施した。

さらに外務大臣記者会見のうち，英語同時通訳を導入した

記者会見は 41回行われた。 

 報道関係者に対し，政務レベル及び事務レベルによるブ

リーフを計 106 回，外務報道官によるオープンルームを８

回実施したほか，文書による情報発信として，「外務大臣

談話」，「外務報道官談話」を各々32回，65回，「外務省

報道発表」を 1,289回発出した。 

 大臣をはじめとする政務三役による TV インタビューは

12回，新聞インタビューは６回実施した。 

有識者や地方メディアに対して，郵送，メール(含メルマガ

 記者会見，ブリーフ，「外務大臣談話」

等の文書による情報発信，政務三役によ

る新聞・TVインタビュー，メルマガの発

信など，外交政策に関する多様な情報提

供を通じて，国民の我が国外交政策に対

する理解と信頼を増進する。 

 引き続き，記者会見等を通じた情報発

信の強化に努める。 
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週１回計 51件)，面談等を通じ定期的に情報を提供し，我

が国外交政策に対する国民の理解増進に貢献した。 

 また，積極的な情報発信として，尖閣諸島情勢に際して，

有力メディア等を対象に日本の立場の正確な理解を促進す

るブリーフ８回を実施した。   

  

  

  

25

年

度 

24 年 12 月に記者会見に関する基本方針を変更し，大臣

記者会見が週３回から２回，副大臣記者会見が週２回から

１回(両副大臣が交互に実施)となったことから(外務報道

官記者会見は週１回で変更なし)，記者会見の実施回数は合

計で週６回から，４回となった。これを受け，25年度は大

臣記者会見 76 回(うち英語同時通訳が実施されたのは 20

回)，副大臣記者会見(または懇談)12 回，外務報道官記者

会見 34回，副報道官記者会見 41回実施した。 

報道関係者に対する事務レベルによるブリーフは計 87

回，外務報道官によるオープンルームを５回実施したほか，

文書による情報発信として「外務大臣談話」を 42回，「外

務報道官談話」を 62回，「外務省報道発表」を 1,328回発

出した。大臣をはじめとする政務三役による TVインタビュ

ーは 24回，新聞インタビューは 14回，講演会は３回実施

した。また，有識者や地方メディアに対して，郵送，メー

ル(含週１回のメルマガ計 50件)，随時面談等を行い情報を

提供し，我が国外交政策に対する国民の理解増進に貢献し

た。 

 

【目標の達成状況： △  】 

外交政策に関する多様な情報提供を

通じて，国民の我が国外交政策に対する

理解と信頼を増進するため，報道関係者

に対する政務レベル及び事務レベルに

よるブリーフ及び外務報道官によるオ

ープンルームの実施回数の増加に努め

る。また，有識者や地方メディアに対し

て，郵送，メール等を通じ定期的に情報

を提供する。 

 目

標 
－ 

我が国の外交政策等につき，国民の理解を増進する  

 ６(２)外務大臣，副大臣，外務

報道官，副報道官による記者会

見実施回数 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
233回 248回 240回 256回 163回 

【△】 

240回 

 年度目標値  － 240 同左 240回  

 ６(３)外務省報道発表の発出

件数 
基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 21年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
1,306回 1,371回 1,289回 1,328回 

【○】 

1,300回 

 年度目標値  － － 1,300回  

 

分析 １ 施策の必要性 

我が国の外交政策について国民の理解と信頼を得ることが不可欠であり，そのために，政策の具体

的内容や外務省の役割等についてタイミング良く，包括的かつ分かりやすい説明を積極的に行うこと

が必要かつ重要である。また，直接広報，間接広報の手段を適切に選択して積極的な情報発信に努め，

幅広い国民層に訴求する必要がある。加えて，国民の意見や世論動向を的確に把握し，外交政策の企

画立案や実施の際の参考として適切に活用していく必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)測定指標欄に記載のとおり，24年 12月に記者会見に関する基本方針を変更し，これまで同じ日に

記者会見を２回実施する等，非効率な部分があったことを見直したことや，25 年夏の参院選などの影

響で，記者会見の実績値が減少した。また，副大臣記者会見について，状況に応じて，懇談の形での

背景説明を実施としたことや，政務三役による各種インタビューを実施したことは，より正確な報道

がされる上で有効であった。(国内報道機関対策(達成手段６①)) 

(２)更に，25 年度は総理大臣の外国出張が急増したこともあり，こうした総理大臣や大臣の外国出張

の機会に集中的に国内報道機関対策を実施したことにより効率的かつ効果的な情報発信を行うこと

ができた。(国内報道機関対策(達成手段６①)) 
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(３)我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中，外務大臣自らが記者会見を通じて説明すること

が必要な外交政策，外交事案が増大している。それぞれの事案について適時適切に国民に情報提供す

るため記者会見または懇談を行ったことは，国民への説明責任を果たし，国民の我が国外交政策に対

する理解と信頼を増進する上で，また報道量の増加やより正確な報道がされる上で，効果があった。

(国内報道機関対策(達成手段６①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)記者会見等を通じた情報発信 

引き続き報道機関対策の実施により外務省の政策の具体的内容や役割等について地方を含む様々

な国民層に対して，的確で，タイミング良く，かつ分かりやすい情報発信を推進する。 

(２)外務大臣，副大臣，外務報道官，副報道官による記者会見実施回数 

記者会見実施回数は，政務日程や緊急事態発生によって左右されるため，回数の多寡を単純比較す

ることは適当ではないが，既述のとおり記者会見に関する方針の変更があったことから，26年度の目

標として，25 年度の実績値を基にした水準を定める。 

(３)外務省報道発表の発出件数 

文書による情報発信(外務省報道発表)発出件数は，情勢に左右されるが，過去の発出件数と同水準

を維持していく。  

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)外交政策に関する報道を質・量ともに向上させる必要があり，大臣をはじめとする政務三役が報道

機関による個別のインタビューを受けたことは，国民の関心の高い分野について，直接的に国民に伝

えるものであり，国民の理解を確保する上で効果があったことから，今後もハイレベルでの情報発信

の適切なタイミングでの実施に努める。 

(２)正確な報道の確保は重要な課題であり，重要外交案件やメディアの関心の高い事項について，報道

関係者に対し，事務レベルによるブリーフ，外務報道官によるオープンルームの実施，文書による情

報発信を迅速かつ積極的に行ったことは，外交政策に関する正確な報道を確保する上で効果があった

ことから，報道関係者に対するブリーフや文書による情報発信を強化する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 
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個別分野 ７ 外国報道機関対策の実施 

概要 以下を通じて，外国報道機関の日本関連報道を適切に把握するとともに，我が国の政策・立場につい

て，迅速，正確かつ効果的に対外発信する。 

(１) 日本関連報道に関する情報収集・分析 

(２) 外国報道機関に対する情報発信・取材協力 

(３) 報道関係者招へい 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際社会での我が国の存在感を一層高め，信頼される日本の姿が更に理解されるよう，我が国の立

場や考え方を戦略的に対外発信する」 

 

測

定

指

標 

７(１) 日本関連報道に関する情報収集・分析 年度目標 

基

準 

22

年

度 

９月の尖閣諸島沖での中国漁船による衝突事件，３月の

東日本大震災等に伴う日本関連報道の大幅な増加に対応し

て,海外主要紙の日本関連報道を迅速かつ頻繁にとりまと

め，省内，総理大臣官邸，関係省庁の用に供した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 東日本大震災以降の日本関連報道の大幅な増加に対応

し，海外主要紙の日本関連報道を迅速かつ頻繁にとりまと

め，省内，総理大臣官邸，関係省庁の用に供した。 

・主要英字紙の日本関連報道の要約作成及び配布(月～金，

毎日) 

・対日論調とりまとめ配布(72 件) 

 日本関連報道に関する情報収集・分析

を通じて，外国報道機関の日本関連報道

の適切な把握に基づき，外国報道機関を

通じ我が国の政策・立場について，迅速，

正確かつ効果的に対外発信する。 

  

  

24

年

度 

韓国大統領の竹島上陸，尖閣三島の所有権移転以降の尖

閣諸島をめぐる情勢，安倍内閣の歴史認識等に関する日本

関連報道の増加にも対応し，海外主要紙の日本関連報道を

迅速かつ頻繁にとりまとめ，省内，総理大臣官邸，関係省

庁の用に供した。 

・主要英字紙の日本関連報道の要約作成及び配布(月～金，

毎日) 

・対日論調とりまとめ配布(66 件)(韓国大統領竹島訪問・

尖閣諸島をめぐる情勢・北朝鮮ミサイル発射等の重要案件

に関しては，特集号を作成して配布した) 

 引き続き東日本大震災に関連した風

評等対策及び「日本ブランド」の復活・

強化のための効果的な情報発信を行っ

ていく必要があり，また 24 年度実施さ

れる予定の機構改革により，より総合的

な広報戦略のもと外国メディアに対し

ても情報発信を行っていく必要がある

ところ，外国報道機関の日本関連報道の

適切な把握に基づき，外国メディアに対

する情報発信戦略を立案し，効果的にイ

ンタビュー，記者会見，その他取材協力

などを設定し，対外発信する。 

  

  

  

25

年

度 

大きな注目が集まった安倍政権の動向(アベノミクス，歴

史認識等)，竹島・尖閣を巡る領土保全問題，捕鯨問題，福

島原発の汚染水問題等の日本関連報道の増加に対応し，海

外メディアの動向について迅速な把握と分析を行い，省内，

総理大臣官邸，関係省庁に提供した。 

・主要英字紙の日本関連報道の要約作成及び配布・提供 

(月～金，毎日) 

・海外論調とりまとめ(週別・テーマ別)の作成及び配布(計

43件) 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

外国報道機関を通じ我が国の政策・立

場について，迅速，正確かつ効果的に対

外発信することを目的に，外国報道機関

の日本関連報道を適切に把握し，日本関

連報道に関する迅速な情報収集及び的

確な分析を行い，分析結果を迅速かつ頻

繁に省内，総理大臣官邸，関係省庁の用

に供することにより，我が国外交政策の

形成に資する。 

 
目

標 
－ 

外国報道機関による報道を通じ，海外における対日理

解・対日親近感の醸成及び我が国の政策への理解を増進す

る。 

 

 ７(２)外国メディアに対する情報発信・取材協力 年度目標 
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基

準 

22

年

度 

外国メディアによる総理大臣，外務大臣等へのインタビ

ュー，外務大臣等による寄稿，外国メディアに対する記者

会見・ブリーフィング，英文プレスリリースの発出，電子

メールでの情報提供，外国メディアからの照会への回答等

を通じて, 我が国の主要外交課題に関する政策や立場等に

関する情報を発信し，日本関連報道に反映された。 

また,外務大臣記者会見記録の英訳を大幅に迅速化する

等，迅速かつ正確に情報を発信した。 事実誤認・偏見等に

基づく報道に対しては,在外公館等を通じて迅速に抗議の

申し入れ・反論投稿掲載の働きかけを行い，諸外国におけ

る正しい対日理解を促進した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 外国メディアによる総理大臣，外務大臣等へのインタビ

ュー，総理大臣，外務大臣等による寄稿，外国メディアに

対する記者会見・ブリーフィング，英文プレスリリース等

の発出等を通じ，我が国の主要外交課題に関する政策や立

場等について情報を発信し，日本関連報道に反映された。

また，外務大臣記者会見に日英同時通訳を導入し，より迅

速に対外発信を行った。 

 震災関連で多く見られた事実誤認・偏見等に基づく報道

に対しては，在外公館等を通じて迅速に抗議の申し入れ 

・反論投稿掲載の働きかけを行った他，頻繁に在京外国プ

レス向けのブリーフィングや寄稿等を実施し，諸外国に

おける正しい対日理解を促進した。 

・総理大臣・官房長官・官房副長官・外務大臣・同副大臣・

同政務官に対するインタビュー：49回 

・外務副報道官等による外国メディア向け定例記者会見：

78 回 

・外国プレス向け英文資料の発出：610 件 

・外国メディアに対する抗議，反論投稿掲載等の申し入れ：

73回 

・大臣会見に参加した外国プレスの延べ人数：60 人(注：

参加登録制ではないため推計値。) 

 東日本大震災関連で多く見られた事

実誤認・偏見等に基づく報道に対する抗

議の申し入れ，反論投稿掲載の働きかけ

など，外国報道機関に対する情報発信・

取材協力を通じて，我が国の政策・立場

について，迅速，正確かつ効果的に対外

発信する。 

  

  

24

年

度 

外国メディアによる総理大臣・外務大臣等へのインタビ

ュー，総理大臣・外務大臣等による寄稿，記者会見・ブリ

ーフィング，外国メディア向け資料の発出等を通じ，竹島・

尖閣諸島を巡る情勢や主要外交案件等に関する我が国の立

場等について情報を発信し，日本関連報道に反映された。

事実誤認・偏見等に基づく報道に対しては，迅速に反論投

稿・申し入れを実施し，諸外国における正確な対日理解を

促進した。以上のような外国メディア対策の企画・立案に

当たっては，必要に応じて外部専門家の知見も効果的に活

用した。 

・日英同時通訳付の大臣会見を通じ，より迅速かつ効果的

に対外発信を行った。大臣会見に参加した外国プレスの

延べ人数：132人(注：参加登録制ではないため推計値。) 

・総理大臣・副総理大臣・官房長官・官房副長官・外務大

臣・同副大臣・同政務官に対するインタビュー：45回 

・外務副報道官等による外国メディア向け定例記者会見：

35 回 

・外国プレス向け英文資料の発出(プレスリリース，談話，

概要)：548件 

・外国メディアに対する抗議，反論投稿掲載等の申し入れ：

320 回 

・外国テレビチームに対する番組制作支援： ６カ国で合計

約 17時間分の日本特集番組を放映(４月 24日現在) 

  日本関連報道に関する情報収集・分析

結果に基づき，24年度は，東日本大震災

によりもたらされた風評被害を解消し，

日本ブランドの復活・強化及び我が国政

策の正当性を発信すべく，外国報道機関

を通じ我が国の政策・立場について，迅

速・正確かつ効果的に対外発信する。 
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25

年

度 

常時より我が国の立場や取組について，大臣及び外務副

報道官による定例会見，ブリーフィング，プレスリリース

等の発出等により対外発信を行った。大臣会見は同時通訳

付きで提供した他，日本語記録の HPに掲載後 24時間以内

を目処に英語記録を作成・掲載を行った。 

総理大臣・外務大臣の二国間の外国訪問，国連総会等の

マルチの国際会議等の外交機会を捉え，総理大臣による内

外記者会見，総理大臣・外務大臣によるインタビューを実

施した。 

事実誤認や偏見に基づく報道ぶりに対しては，反論投稿

掲載や訂正の申し入れ等を迅速に行い，正確な理解を促し

た。 

福島原発事故にかかる汚染水問題対策の取組について関

係各省の協力を得て取材の機会を提供すること等により，

正確な日本関連報道の増加に資することができた。 

以上のような外国メディア対策の企画・立案に当たって 

は，必要に応じて外部専門家の知見も効果的に活用した。 

 

(実施件数等参考) 

・総理大臣，副総理大臣，官房長官，官房副長官，外務大

臣，同副大臣，同政務官によるインタビュー：65回 

・総理大臣の外遊時の内外記者会見：12 回 

・外務副報道官による外国メディア向け定例記者会見：41

回 

・外国メディア向けプレスリリース・談話の発出：464件 

・外国メディアに対する抗議，反論投稿掲載の申し入れ：

139 件 

・外国テレビチームに対する番組制作支援：4 ヵ国で合計

約 5時間分の日本特集番組を放映(平成 26年 5月 19日現

在) 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 以下の手段を通じ，外部専門家の知見

も活用しながら，我が国の政策・立場に

ついて，迅速・正確かつ効果的に対外発

信する。 

・外務大臣記者会見等 

・総理大臣・官房長官・官房副長官・外

務大臣・同副大臣・同政務官に対する

インタビュー等 

・外務副報道官等による外国メディア向

け定例記者会見 

・外国プレス向け英文資料 

・反論投稿・申し入れ 

・テレビチームに対する番組制作支援等 

 
目

標 
－ 

外国報道機関による報道を通じ，海外における対日理

解・対日親近感の醸成及び我が国の政策への理解を増進す

る。 

 

 ７(３)外国記者招へいの戦略的実施 年度目標   

基

準 

22

年

度 

 外国記者に日本を訪問して取材をする機会を提供し, 正

確な対日理解に基づく記事の執筆・掲載を促進した。また, 

記者招へいを戦略的に実施するために計画を立案し実施し

た。 

・招へい人数：57人 

・掲載記事：167件 

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

主に東日本大震災後の日本の復興状況を伝えることを

テーマとし，外国記者に日本を訪問して取材をする機会を

提供し，正確な情報に基づく記事の執筆・掲載を促進した。 

・招へい人数：87人 

・掲載記事：286件(平成 24年５月 28日現在) 

 東日本大震災後の日本の復興状況を

伝えることを中心として，報道関係者招

へいを通じて，我が国の政策・立場につ

いて，迅速，正確かつ効果的に対外発信

する。 

  

  
24

年

度 

 風評被害対策等を念頭に置き，日本に関する正確な報道

のために，外国記者に日本を訪問して取材をする機会を提

供し, 正確な対日理解に基づく記事の執筆・掲載を促進し

た。 

・招へい人数：38カ国 51人 

・掲載記事：142件(平成 25年４月 23日現在) 

 東日本大震災によりもたらされた風

評被害を解消し，日本ブランドの復活・

強化やその他我が国政策の正当性の発

信のため，報道関係者招へいを通じて効

果的な発信に努める。 

  25 東アジアを巡る情勢の変化や風評被害等を念頭に置き，  風評被害対策としての情報発信やそ
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年

度 

日本に関する正確な報道のために，外国記者に日本を訪問

して取材する機会を提供し，正確な対日理解に基づく記事

の執筆，掲載を促進した。 

・招へい人数：36ヵ国 52名 

・掲載記事：206件 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

の他我が国政策の正当性の発信を含め，

外国記者に日本を訪問して取材をする

機会を提供し，正確な情報に基づく記事

の執筆・掲載を促進する。 

 
目

標 
－ 

外国報道機関による報道を通じ，海外における対日理

解・対日親近感の醸成及び我が国の政策への理解を増進す

る。 

 

 ７(４)日本関連報道件数 基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 － 23年度 24年度 25年度 － 

 
124万件 142万件 127万件 127万件 

【○】 

－ 

 年度目標値  － 130万件 基準値程度  

 

分析 １ 施策の必要性 

我が国が外交政策を遂行する上で，諸外国において，政策決定者及びその国の一般国民が，我が国

に親近感を持ち，我が国の政策を理解することは重要であり，外国報道機関による報道を通じて，諸

外国での我が国に対する理解を慫慂することが不可欠である。 

そのためには，外国報道機関に対し，ニーズを踏まえて，記者会見等の適当な取材機会を創出して，

我が国の政策に関する情報を適切に提供し，さらに，総理大臣や大臣等のインタビューを含め，我が

国の政策を戦略的に発信することが必要である。また，事実誤認等が含まれる記事に対しては，記事

に基づいた誤解が生じないように，迅速に事実や見解に関する申入れや反論投稿を行い，事実に基づ

いた適切な理解を促すことも重要である。効果的な情報発信を行う上で，日本関連報道の論調や外国

報道機関の傾向を分析することも必要不可欠である。 

また，情報発信だけでなく，報道関係者招へい事業を通じて，外国の発信力のある報道関係者に，直

接日本を取材する機会を提供することで，正しい日本理解に基づいた記事を執筆することを促し，帰

国後も日本に関連する記事を継続して執筆させることが必要となる。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)安倍政権の歴史認識に関する我が国の立場を発信するため，総理大臣，外務大臣，各国駐在の大使

等による外国メディアのインタビュー，記者会見，寄稿，外務本省及び在外公館からの外国メディア

関係者に対する個別のブリーフィング等を通じて，積極的かつ効果的な発信を実施した。特に，安倍

総理大臣の靖国神社参拝以降，各国の中国大使が主要メディアに誤解を生じさせる寄稿を相次いで行

ったが，各国駐在大使が迅速に反論投稿をする等，すべての国・地域で我が国の立場を適切に発信し

たことは，我が国の立場への正確な理解を確保する上で有効であった。(外国報道機関対策(達成手段

７①)) 

(２)総理大臣及び外務大臣の外国訪問が大幅に増加したことに伴い，外国訪問の機会を活用して訪問国

の主要メディアとのインタビューの実施をする等，総理大臣，外務大臣等のインタビューを大幅に増

やし(平成 24 年度:45 回→平成 25 年度:65 回)，また，総理大臣の内外記者会見を実施回数も大幅に

増やした(平成 24年度:２回→平成 25年度:12回)ことにより，総理大臣及び外務大臣からの直接の発

信を効果的に行うことができた。(外国報道機関対策(達成手段７①)) 

(３)外国記者招へいに関し，招へい件数は平成 24年度が 38ヵ国 51名，25年度は 36ヵ国 52名とほぼ

同数であるが，招へい記者による日本関連掲載記事の件数は，24年度が 142 件であったのに対して，

25 年度は 206 件と約 145％まで増加し，費用対効果の高い成果を出すことができた。(外国報道機関

対策(達成手段７①)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)日本関連報道に関する情報収集・分析 

 外国報道機関を通じた我が国の政策・立場に関する迅速，正確かつ効果的な対外発信のために，引

き続き外国報道機関の日本関連報道を適切に把握し分析を行い，迅速かつ頻繁に省内，総理大臣官邸，

関係省庁に提供していく。 

(２)外国メディアに対する情報発信・取材協力 

 外国報道機関による報道を通じ，引き続き海外における対日理解・対日親近感の醸成及び我が国の

政策への理解の増進に努める。 
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(３)外国記者招へいの戦略的実施 

外国記者に日本を訪問して取材をする機会を提供し，正確な情報に基づく記事の執筆・掲載を促進

するため，引き続き外国記者招へいを戦略的に実施していく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

外国メディア対策は，対日理解促進及び情報発信力強化の観点から必要不可欠な手段であるとの認

識の下，引き続き迅速な情報収集と外国報道機関のニーズに応じた適切な情報及び取材機会の提供に

努めるとともに，戦略的且つ積極的な働きかけを行っていくことに努める。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ(日本語版：www.mofa.go.jp/mofaj， 英語版：www.mofa.go.jp) 

・(財)フォーリン・プレスセンターのホームページ 

(日本語版：http://fpcj.jp， 英語版：http://fpcj.jp/en) 
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基本目標Ⅳ 領事政策 
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施策Ⅳ-１ 領事業務の充実(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
(外務省 25－Ⅳ－１) 

施策名 領事業務の充実 

達成すべ

き目標 

海外邦人の生命・身体利益の保護・増進，及び国内外における人的交流の拡大・深化のため，以下

を推進する。 

１ 領事サービス・邦人支援策を向上・強化する。領事業務実施体制を整備する。また，国民の円滑

な海外渡航の確保のため，日本旅券に対する国際的信頼性を確保する。 

２ 広報及び啓発により，海外邦人の安全対策を強化する。また，海外邦人の援護体制を強化する。 

３ 日本への入国を希望する外国人への対応の強化により，出入国管理等の厳格化への要請に応える。

人的交流促進のため，アジア諸国を始め，ビザ緩和を実施する。また，在日外国人支援に係る取組

を積極的に進める。 

施策の概

要 

１ 領事サービスの充実 

(１)邦人の利便性及び福利向上並びに権利確保のための取組 

 海外での邦人による申請・届出等手続の利便性及び福利向上並びに必要な権利の確保のため，IT

化を推進するとともに，領事窓口サービスの向上等の取組を進める。 

(２)領事担当官の能力向上 

 国民に対し質の高い領事サービスを提供するため，領事担当官の能力向上のための対策を講じると

ともに，領事担当官の知識・経験を共有できるような取組を行う。 

(３)国際標準に準拠した日本旅券の発給・管理 

 日本旅券の信頼性を確保し，国民の海外渡航の円滑化を確保するため，国際民間航空機関(ICAO)の

国際標準に準拠し，高度な偽変造防止対策を講じた IC旅券の確実な発給・管理に努める。 

２ 海外邦人の安全確保に向けた取組 

(１)海外邦人の安全対策の強化 

 海外に渡航・在留する邦人の安全対策を強化し得るよう，海外邦人自身の安全対策意識の醸成・増

進のための啓発に努めるとともに，そのための的確な情報収集・発信力の強化を図る。 

(２)海外邦人の援護体制の強化 

 邦人保護業務に当たる在外公館の危機管理・緊急事態対応体制を強化するとともに，業務の円滑か

つ確実な実施のため，緊急対応や精神医療，遺体鑑定等に関する専門性の導入及び内外の機関・団体

との協力関係・ネットワーク化を進め，効率的かつ効果的な邦人援護体制・基盤の強化を図る。 

３ 外国人問題への取組 

(１)出入国管理等の厳格化に係る要請への対応 

 入国管理上問題のないと見られる外国人に対してビザ面での便宜を図る一方，我が国社会の安全の

ため，ビザ審査を適切に行う。また，ビザ審査を効率的に行うため，外務本省と在外公館を結ぶビザ

広域ネットワーク(査証(ビザ)事務支援システム)を拡充する。 

(２)人的交流促進のためのビザ緩和への取組 

 人的交流促進のために，アジア諸国を始め，ビザ緩和措置に取り組む。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 15,258 14,610 14,371 14,662 

補正予算(b) 205 0 125  

繰越し等(c) 6 174   

合計(a＋b＋c) 15,469 14,783   

執行額(百万円，d) 14,946 14,300   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 
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担当部局

名 

領事局 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 領事サービスの充実 

概要 (１)邦人の利便性及び福利向上並びに権利確保のための取組 

 海外での邦人による申請・届出等手続の利便性及び福利向上並びに必要な権利の確保のため，IT

化を推進するとともに，領事窓口サービスの向上等の取組を進める。 

(２)領事担当官の能力向上 

 国民に対し質の高い領事サービスを提供するため，領事担当官の能力向上のための対策を講じると

ともに，領事担当官の知識・経験を共有できるような取組を行う。 

(３)国際標準に準拠した日本旅券の発給・管理 

 日本旅券の信頼性を確保し，国民の海外渡航の円滑化を確保するため，国際民間航空機関(ICAO)の

国際標準に準拠し，高度な偽変造防止対策を講じた IC旅券の確実な発給・管理に努める。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

「世界各地で活躍する日本人や日本企業を多様な脅威から守り，支援していくことの重要性を痛感し

ております。」 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

(日本経済の再生に資する経済外交の強化)「海外における日本人と日本企業の安全対策の強化にも引

き続き取り組みます。」 

・IT 新改革戦略」(IT 戦略本部決定)(平成 18年１月 19日) 

 

測

定

指

標 

１(１)利用者の評価等サービスの向上 年度目標 

基

準 
－ 

在外公館の領事窓口利用者の評価   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 領事業務の IT化の推進，領事シニアボランティアによる

領事窓口サービスの向上，領事業務実施体制の着実な整備，

在外選挙人名簿登録の促進，IC旅券の適切な発給・管理等

により，邦人の権利を確保するとともに，邦人の海外生活・

海外渡航における利便性が高まった。 

 (10，11 月に管轄区域に 300 名以上の邦人が居住する在

外 145 公館の在留邦人等を対象に実施した，「領事サービ

ス向上・改善のためのアンケート調査」の結果，在外公館

の領事窓口の対応では 80％，入館時の受付対応では 66％，

電話の対応では 76％が「丁寧な対応」と回答した。) 

在外公館の領事サービスの維持・向上 

(領事窓口対応についてのアンケート調

査で，「丁寧な対応」の割合を 80％以上

に維持する。) 

  

  

24

年

度 

 領事業務の IT化の推進，領事シニアボランティアによる

領事窓口サービスの向上，領事業務実施体制の着実な整備，

在外選挙人名簿登録の促進，IC旅券の適切な発給・管理等

により，邦人の権利を確保するとともに，邦人の海外生活・

海外渡航における利便性が更に高まった。 

 (10，11 月に管轄区域に 300 名以上の邦人が居住する在

外 149 公館の在留邦人等を対象に実施した，「領事サービ

ス向上・改善のためのアンケート調査」の結果，在外公館

の領事窓口の対応では 82％，入館時の受付対応では 63％，

電話の対応では 73％が「丁寧な対応」と回答した。) 

在外公館の領事サービスの維持・向上 

(領事窓口対応についてのアンケート調

査で，「丁寧な対応」の割合を 80％以上

に維持する。) 

  

  

  

25

年

度 

領事業務の IT 化の推進，領事シニアボランティアによる

領事窓口サービスの向上，領事業務実施体制の着実な整備，

在外選挙人名簿登録の促進，IC旅券の適切な発給・管理等

により，邦人の権利を確保するとともに，邦人の海外生活・

渡航における利便性が高まった。 

 (10，11 月に管轄区域に 300 名以上の邦人が居住する在

外 150 公館の在留邦人等を対象に実施した，「領事サービ

ス向上・改善のためのアンケート調査」の結果，在外公館

の領事窓口の対応では 78％，入館時の受付対応では 67％，

電話の対応では 73％が「丁寧な対応」と回答した。) 

在外公館の領事サービスの維持・向上 

(領事窓口対応についてのアンケート調

査で，「丁寧な対応」の割合を 80％以上

に維持すると共に，「丁寧な対応」には

属さない「普通」及び「丁寧ではない」

との評価について分析し，可能な限り

「丁寧な対応」と評価されるよう努め

る。) 
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目

標 
－ 

在外公館の領事サービスの向上に対する利用者の高い評価

の維持・向上 

(領事窓口対応については，アンケート調査で「丁寧な対応」

の割合を 80％以上に維持する。) 

 

 １(２)領事研修の実施 年度目標 

基

準 
－ 

研修内容の充実及び着実な実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 領事初任者研修を２回実施し，また領事中堅研修を１

回実施した。合計３回の研修に在外公館の領事担当官 29

名及び領事担当として赴任する予定の 46名が受講した。 

２ 在外公館警備対策官研修に約 50 時間の領事研修の時

間を設けた。79名が受講した。 

３ 官房要員事務研修に約９時間の領事研修の時間を設け

た。32名が受講した。 

４ 現地職員本邦研修において領事研修を実施した。７名

が受講した。 

５ 領事担当として赴任する者を対象に赴任前研修を実施

した。４回で 25名が受講した。 

６ 在外公館においてもニューヨーク総領事館において在

外領事中間研修を行い，本省から２名及び北米地域から

24 名の領事が受講した。 

研修内容を充実させつつ，着実に実施

する。 

  

  

24

年

度 

１ 領事初任者研修を２回実施し，また領事中堅研修を１

回実施した。合計３回の研修に在外公館の領事担当官 34

名及び領事担当として赴任する予定の 39名が受講した。 

２ 在外公館警備対策官研修に約 50 時間の領事研修の時

間を設けた。77名が受講した。 

３ 官房要員事務研修に約９時間の領事研修の時間を設け

た。39名が受講した。 

４ 現地職員本邦研修において領事研修を実施した。13名

が受講した。 

５ 領事担当として赴任する者を対象に赴任前研修を実施

した。７回で 22名が受講した。 

６ 在外公館においても在フランス大使館において在外領

事中間研修を行い，本省から３名及び欧州地域から 25

名の領事が受講した。 

研修内容を充実させつつ，着実に実施

する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 領事初任者研修を２回実施し，また領事中堅研修を１

回実施した。合計３回の研修に在外公館の領事担当官 42

名及び領事担当として赴任する予定の 33 名が受講した。

初任者，中堅研修併せ 75名が参加し，終了後のアンケー

トにおいて，満足 60 名，普通 13 名，不満１名，無回答

１名との結果が出ており，回答を寄せた約８割の参加者

から満足との回答を得た。また，25年度は，アルジェリ

ア事件を受け，新しい講義として，中堅研修で「緊急事

態を想定したワークショップ」の講義を行い，受講者の

９割以上から満足との回答を得た。 

２ 在外公館警備対策官研修に約 48 時間の領事研修の時

間を設け，77 名が受講した。 

３ 官房要員事務研修に約９時間の領事研修の時間を設

け，34名が受講した。 

４ 現地職員本邦研修において領事研修を実施した。13名

が受講した。 

５ 領事担当として赴任する者を対象に赴任前研修を実施

した。５回で 11名が受講した。 

６ 在外公館においても在オーストリア大使館において在

外領事中間研修を行い，本省から４名及び中東・北アフ

昨年度の結果としては，初任者，中堅

研修併せ 73 名が参加し，終了後のアン

ケートにおいて，満足 58名，普通８名，

不満０名，無回答７名との結果が出てお

り，回答を寄せた約９割の参加者から満

足との回答を得た。 

本年度においても，参加者より高い評

価を受けるよう研修内容について不断

の検討を行っていく。 
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リカ地域から 25名，在オーストリア大から３名，在ウィ

ーン代から１名の領事担当官が受講した。 

 目

標 
－ 

領事研修の内容を充実させつつ，着実に実施する。  

 １(３)日本人学校・補習授業校への援助 年度目標 

基

準 
－ 

日本人学校・補習授業校への援助の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

援助対象となる日本人学校は 88 校，補習授業校は 203

校となり，海外に在住する学齢児童・生徒のうち，日本人

学校にも補習授業校にも通学していない者を差し引いた約

55％が政府援助の対象となった。 

－ 

  

  
24

年

度 

援助対象となる日本人学校は 88 校，補習授業校は 203

校となり，海外に在住する学齢児童・生徒のうち，日本人

学校にも補習授業校にも通学していない者を差し引いた約

55％が政府援助の対象となった。 

海外子女に対し，義務教育を可能な限

り負担の少ない形で受けることができ

るようにする。 

  

  

  25

年

度 

援助対象となる日本人学校は 88 校，補習授業校は 204

校となり，海外に在住する学齢児童・生徒のうち，日本人

学校にも補習授業校にも通学していない者を差し引いた約

55％が政府援助の対象となった。 

なお，現地採用教員・講師への支援実績としては，政府

援助対象教員数(各校の生徒数に応じた必要教員数)1,791

人に対し，1,689人に政府援助を実施した。 

海外子女に対し，義務教育を可能な限

り負担の少ない形で受けることができ

るようにする。 

特に，現地採用教員・講師への支援に

力を入れる。 

 目

標 
－ 

海外子女に対し，義務教育を可能な限り負担の少ない形

で受けることができるようにする。 

 

 １(４)IC旅券の発給状況 年度目標 

基

準 

22

年

度 

4,090,044 冊の IC旅券(一般旅券)を発行した。   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 3,985,216冊の IC旅券(一般旅券)を発行し，国民の海外

渡航の円滑化に寄与した。 

IC旅券の円滑な発給を行う。 

  

  

24

年

度 

 3,716,612冊の IC旅券(一般旅券)を発行し，国民の海外

渡航の円滑化に寄与した。 

同上 

  

  

  25

年

度 

3,244,362 冊の IC旅券(一般旅券)を発行し，国民の海外

渡航の円滑化に寄与した。 

旅券事務担当新任者研修を２回，中堅職員研修を１回開

催したほか，主管課長会議，主管課長会議幹事会及び都道

府県を６地域に分けたブロック会議を実施する等，IC旅券

の円滑な発給を維持するとともに，旅券法令の規定に基づ

いた統一的かつ適正な処理を確保した。 

IC 旅券の円滑な発給を行う。また，法

定受託事務として旅券事務を実施して

いる各都道府県に対する研修及び定例

会議を通し，より質の高い旅券行政を目

指す。 

 

 
目

標 
－ 

IC 旅券の円滑な発給を行う。また，法定受託事務として

旅券事務を実施している各都道府県に対する研修及び定例

会議を通し，より質の高い旅券行政を目指す。 

 

 １(５)領事窓口対応について

のアンケート調査結果：「丁寧

な対応」の割合 

基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 84% 80% 82% 78％ － 

 

年度目標値  － 基 準 値 程 度

(80%以上 )を

維持する。 

同左  

 １(６)在留届の電子届出率(利

用率) 
基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 35.4% 35.9% 38.6% 67.7% － 
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 年度目標値  － 39.4% 42.0%  

 １(７)メールマガジン配信シ

ステム利用可能公館数 
基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 約 100公館 約 100公館 約 100公館 約 100公館 － 

 

年度目標値  － 約100公館(年

間約５百万通

程度のメール

マガジン発信

サービスの維

持) 

約100公館(年

間約５百万通

程度のメール

マガジン配信

サービスの維

持) 

 

 １(８)在外選挙人名簿登録申

請件数及び同登録者数の伸び 

①在外選挙人名簿登録申請件

数(年度末)(単位：万) 

②年間新規登録者数 (年度

末)(単位：万) 

基準値 実績値 目標値 

 － 23年度 24年度 25年度 － 

 

①－ 

②－ 

①11.73 

② 1.08 

①11.96 

② 1.43 

①12.46 

② 1.57 

－ 

 
年度目標値  － ①14.5 

②2.2 

－  

 １(９)領事業務の業務・システ

ムの最適化の事業の進展 

①年間運用経費削減(17 年度

比) 

②年間業務処理時間削減(17 年

度比) 

基準値 実績値 目標値 

 17年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

 

－ － 

(旅券システ

ム刷新に係る

詳 細 設 計 終

了) 

－ 

(旅券システ

ム刷新に係る

移 行 作 業 終

了) 

①－ 

②旅券システ

ム刷新に係る

展開作業を終

了し，17年度

比 4,982時間

の処理時間削

減を実現し

た。 

①▲6.97億

円 

 

②▲10,740

時間 

 

年度目標値  － 

(旅券システ

ム刷新に係る

詳 細 設 計 終

了) 

①－ ①－  

②▲5，790時

間 

②▲5,790時

間 

 １(10)(参考指標)旅券の不正

使用把握件数(括弧内は関連し

た旅券の冊数)(暦年) 

実績値 

 平成 24年 平成 25年 

 52(114) 47(65) 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ 領事業務 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/g_system/index.html) 

－業務・システムの最適化実施評価報告書(平成 26年３月 25日)(PDF) 

－最適化効果指標・サービス指標一覧(平成 26年３月 25日)(PDF) 

・外務省ホームページ 統計 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/questionnaire/index.html) 

－領事サービス向上・改善のためのアンケート調査 

－アンケート調査結果(グラフ)(PDF) 
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個別分野 ２ 海外邦人の安全確保に向けた取組 

概要 (１)海外邦人の安全対策の強化 

 海外に渡航・在留する邦人の安全対策を強化し得るよう，海外邦人自身の安全対策意識の醸成・増

進のための啓発に努めるとともに，そのための的確な情報収集・発信力の強化を図る。 

(２)海外邦人の援護体制の強化 

 邦人保護業務に当たる在外公館の危機管理・緊急事態対応体制を強化するとともに，業務の円滑か

つ確実な実施のため，緊急対応や精神医療，遺体鑑定等に関する専門性の導入及び内外の機関・団体

との協力関係・ネットワーク化を進め，効率的かつ効果的な邦人援護体制・基盤の強化を図る。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

(日本経済の再生に資する経済外交の強化)「海外における日本人と日本企業の安全対策の強化にも引

き続き取り組みます。」 

・経済財政運営と改革の基本方針について(平成 25年 6月 14日閣議決定) 

(戦略的外交の推進，在外企業の安全確保) 

また，官民連携，危機管理，情報収集等の強化を通して，在留邦人及び在外企業の安全確保に取り

組む。 

 

測

定

指

標 

２(１)情報発信基盤の強化に向けた取組 年度目標 

基

準 
－ 

現地安全情報の提供及び安全対策の広報・啓発   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 安全対策関係団体・個人等と安全情報収集のための委嘱

契約を締結し，現地治安情報の収集と邦人援護が発生した

場合の側面支援・協力を求めた。さらに，海外における多

様な危険をより身近に感じることができる資料(海外邦人

事件簿，安全の手引き等)を改訂の上，海外安全ホームペー

ジ，メールマガジン及び各種パンフレット等を通じて情報

提供する等，海外安全対策に関する広報・啓発を実施した。 

 海外安全情報の収集・発信の強化，安

全対策情報を適切且つ的確に提供・普及

する。 

  

  

24

年

度 

 海外安全情報収集のための委嘱契約に基づき，24年度は

31 公館 40 名の情報提供者から当該国・地域における安全

対策情報について，毎月各在外公館宛に提供があった。 

各在外公館では，各方面より収集した安全情報を在留邦

人向けメーリングリストや在外公館ホームページ並びに安

全対策連絡協議会等の機会を通じて，在留邦人向けに情報

の発信に努めた。 

本省では，各在外公館より寄せられた情報を基に，24年

度は 500件を越える渡航情報(危険情報，スポット情報，広

域情報など)を海外安全ホームページを通じて発信した。 

また，「海外安全虎の巻」(23万７千部)や「海外で困っ

たら～大使館・総領事館のできること」(25万６千部)など

の広報啓発パンフレットを作成し，全国の都道府県旅券事

務所や大手旅行会社，大学生協等に配布するとともに，講

演会やセミナー等でも参加者に配布した。 

更に，各在外公館から四半期毎に寄せられる海外安全対

策情報については，海外邦人安全協会を通じて海外進出企

業向けに遅滞なく情報提供を行った。 

海外安全情報の収集・発信の強化，安

全対策情報を適切且つ的確に提供・普及

する。 

  

  

  

25

年

度 

 国際ニュースモニタリングサービスについては，主要海

外通信社の外電や欧米主要国の渡航情報を24時間365日体

制でモニタリングし，邦人援護関連事案における初動体制

の構築と邦人保護の的確な実施の迅速な確保に努めた。 

海外安全情報収集のための委嘱契約については，有識者

等による指摘も踏まえ，アフリカ地域等において新たに情

報提供者を発掘するとともに，既存の情報提供者のうち有

益な情報提供が見込まれない者について契約の終了や交代

をさせるなどにより，効果的な予算執行に努めた。 

海外安全ホームページについては，各国別渡航情報ペー

ジにおいて，危険情報，スポット情報はもちろんのこと，

海外安全情報収集のための委嘱契約

については,限られた予算を有効活用す

べく,現行の情報提供者を精査するとと

もに,良質な委嘱先の発掘に努める。 

海外安全ホームページについては,時

宜を得た各種渡航情報の効果的な発信

を引き続き実施することは言うまでも

なく,25 年度においてはデザインの改訂

や機能の向上など,ユーザーにとってア

クセスのしやすさを追求する。 

海外安全・パスポート管理促進キャン
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関連する広域情報を同一ページで確認でき，危険情報

地図も同ページ上で直接閲覧できるようにするなど，

当該国・地域に関する情報を同一ページで網羅的に閲

覧出来る仕様に改訂した。また，トップページについ

てもデザインの大幅な改訂を行い，ユーザーにとって

アクセスしやすい仕様となった。 

海外安全・パスポート管理促進キャンペーンについ

ては，費用対効果に鑑みて，過去に実施していた特設

サイトの立ち上げや広報グッズの製作を取り止め，代

わりに，国民からの好感度が高く，今最も旬な女優の

一人である剛力彩芽さんをイメージキャラクターに

起用した上で，キャンペーン期間中に月替わりの広報

ポスターを作成し，パスポートセンターや旅行会社で

の貼付，また，車内広告や駅構内での広報に努めた結

果，多方面で大きな注目を集めた。 

ペーンについてはこれまでも毎年実施

してきているが,十分な効果が得られて

いるとは判断し難い点もあり,広報手段

の見直しを行う。 

 目

標 
－ 

海外安全情報の収集・発信の強化，安全対策情報を適切

且つ的確に提供・普及する。 

 

 ２(２)海外邦人の危機管理意識の強化 年度目標 

基

準 
－ 

講演・セミナー等を通じた危機管理意識の向上   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

危機管理意識向上のため，企業の危機管理担当者や一般

邦人向けに国内外で安全対策・危機管理に関するセミナー

(海外３カ国，計４回)，講演会(国内２都市，各１回)を実

施した。 

危機管理意識を向上させる。                                                        

  

  

24

年

度 

危機管理意識向上のため，企業の危機管理担当者や一般

邦人向けに国内外で安全対策・危機管理に関するセミナー

(海外２カ国，国内２都市，各１回)を現地日本人会や共催・

後援団体等を通じて幅広い企業・国民(在留邦人)の方の参

加を得て実施した。また，国内セミナーでは，共催経済団

体機関誌への講演内容掲載を通じて企業への情報提供も行

った。 

危機管理意識を向上させる。 

  

  

  

25

年

度 

 危機管理意識向上のため，企業の危機管理担当者や一般

邦人向けに国内外で安全対策・危機管理に関するセミナー

(海外７カ国計９回(うち，遠隔地３回)，国内２都市，計５

回)を，現地日本人会や共催・後援団体等を通じて幅広い企

業・国民(在留邦人)の方の参加を得て実施した。 

平成 25(2013)年１月に発生した在ア

ルジェリア邦人に対するテロ事件を踏

まえ,海外進出企業,特に遠隔地で活動

する企業や邦人のニーズを踏まえつつ,

講演･セミナー等を通じて,海外におけ

る邦人・企業の安全対策・危機管理対策

の普及啓発や情報提供を行い，企業や邦

人の意識を向上させ，安全対策の強化に

つなげていく。 

 目

標 
－ 

危機管理意識を向上させる。  

  

  

２(３)緊急連絡への 24時間対応体制の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

在外公館閉館時における業務のアウトソーシング化の推進 

(閉館時緊急電話対応業務導入公館：103 公館) 

  

施

策

の

進

捗

23

年

度 

夜間・休日等在外公館閉館時でも邦人からの緊急連絡に

対応し得るよう，在外公館閉館時における緊急電話受付業

務のアウトソーシング化を引き続き推進した。北中南米，

欧州，中東及びアフリカ公館の 20公館に新規導入し，導入

公館数を 123公館に拡充した。 

在外公館援護体制を強化する。(閉館

時緊急電話対応体制強化等) 
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状

況

・

実

績 

24

年

度 

閉館時の緊急電話対応業務委嘱の実施公館は，24年度は

新たに中東，アフリカ及び欧州地域を中心とした 13公館に

おいてその委嘱を開始し，計 136公館へと拡大した。 

 在外公館援護体制を強化する。(閉館

時緊急電話対応体制強化等)(閉館時緊

急電話対応業務については，10公館の新

規導入を目指す。) 
   

  

  

  

25

年

度 

閉館時の緊急電話対応業務委嘱の実施公館は，25

年度は欧州及び中東・アフリカ地域の 12 公館におい

て新たに導入し，計 148 の在外公館へと拡大するとと

もに，新たに１社が新規参入した結果，全体として競

争が進み，コストの低減に努めた。 

 

閉館時における緊急事態への確実か

つ的確な対応体制の確保はますます重

要性が高まっていることから,25 年度に

おいても新たに 12 公館の導入拡大を目

指す。 

また,この種のサービスについてはマ

ーケットが広がっていることから,サー

ビスの更なる向上と委嘱経費の削減を

目指して,現行の委嘱業者に加えて新た

な業者の発掘・拡大に努める。 

 目

標 
－ 

在外公館援護体制を強化する。  

 ２(４)遠隔地等における即応体制の強化 年度目標 

基

準 
－ 

遠隔地での邦人援護，精神医療等に関する専門性の導入   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

在外公館から遠隔の地において発生する邦人援護事案に

おいても迅速に処理するため，現地在留邦人等に有償で協

力を依頼するなどの体制を整備した。また，邦人精神障害

者の援護の際に専門的知見が必要なため，現地在住の邦人

医師や病院等と顧問医契約を結ぶなどして邦人援護体制の

強化に努めた。 

遠隔地での邦人援護，精神医療等に関

する専門性を導入する。 

  

  

24

年

度 

23年度に引き続き，遠隔地の在留邦人等を中心に協力者

の発掘に努めた。また，精神科医師と顧問医契約を締結し，

円滑な協力を得られることとなった。 

DVや子の連れ去りに関する相談体制についても，邦人相

談員を抱える支援団体等と契約を結び，近隣だけでなく，

遠隔地在住の邦人から広く電話相談を可能とするよう整備

に努めた。 

遠隔地での邦人援護，精神医療等に関

する専門性を導入する。ドメスティック

バイオレンス(DV)及び子の連れ去りに

関する相談体制を強化する。 

  

  

  
25

年

度 

DV や子の連れ去りに関する相談体制を強化するため，各

種専門家や支援団体との連携を深めたほか，実際の相談内

容に対応するため法律家に支援を仰ぐなどした。また，24

年度に引き続き，精神科医師等との顧問契約を結ぶなど，

専門性のある外部人材の導入に努めた。 

 子の親権を巡る問題については，各国の家族法制度や支

援制度の調査を行い，関連情報の収集に努めた。 

24 年度に引き続き専門性の導入を進

めていくが,特にハーグ条約の締結を見

据え,DV や子の連れ去りに関する相談体

制の一層の充実化を図る。 

また,子の親権を巡る問題について

は,在外公館所在地だけでなく遠隔地に

おける判例や事例の調査を通して,関連

情報の蓄積に努める。 

 目

標 
－ 

年々多様化する邦人援護に対応するための体制を構築す

る。 

 

 ２(５)官民及び外国機関等との協力・連携事業の実施 年度目標 

基

準 

22

年

度 

官民一体となったセーフティネットの連携・強化 

(本省が行う官民での情報の共有・協議は２か月に１回を目

途に実施する。) 

  

施

策

の

進

捗

状

況

23

年

度 

海外邦人の安全対策をより機動的かつ的確に行うため

に，現地政府関係機関及び現地邦人社会とのセーフティネ

ットを強化した。その一環として，本省，在外公館と旅行

業界や NGO 等との官民協力及び現地当局との協力関係の枠

組みを構築・強化しつつ，情報の共有・協議を行った。 

国内外の関係団体等との官民協力を

構築するとともに連携を強化する。 

  

  

24

年

24 年度は，海外安全官民協力会議を４回，トラベルエー

ジェンシー連絡会を５回開催し，海外における邦人の安全

国内外の関係団体等との官民協力を

構築するとともに連携を強化する。(本
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・

実

績 

度 に関する意見交換を行った。 省が行う官民での情報の共有・協議は基

準年と同程度の実施を維持する。) また，在外公館においても，日本人会や現地日本企業な

ど在留邦人を代表する組織・団体との間で安全対策連絡協

議会を定期的に開催し，治安に関する意見交換や緊急事態

における体制の整備などを行った。 

  

  

  

25

年

度 

官民連携を推進すべく，国内外において各種会議の開催

を積極的に進めた結果，海外安全官民協力会議は，本会合

を１回，幹事会を３回実施し，また，トラベルエージェン

シー連絡会も６回開催するなど，官側からの情報発信のみ

にとどまらず，民側から安全対策に関する取組の報告や意

見・要望等を受けるなど，双方向での議論が活発に行われ，

官民協力の連携が深まった。 

また，国外での安全対策連絡協議会については，25年度

は全世界で計 274 回実施し，現地日本人会や日系企業を中

心にタイムリーな安全対策情報の発信に努めるなど，密に

連携を図った。 

25 年度についても,海外安全官民協力

会議及びトラベルエージェンシー連絡

会を定期的に開催し,邦人渡航者や日系

企業にとって関心の高い国や地域に関

する治安情勢などを中心にタイムリー

な情報提供を行い,官民協力の連携を更

に強化する。 

また,在外公館においても,管轄国の

日本人会や進出日系企業との連携をこ

れまで以上に密にし,邦人安全対策の強

化に努める。 

 目

標 
－ 

国内外の関係団体等との官民協力を構築するとともに連

携を強化する。 

 

 ２(６)大規模緊急事態対応能力の強化 年度目標 

基

準 
－ 

大規模緊急事態に対する迅速な対応のための体制等の整

備・強化 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

「全米・カナダ邦人安否確認システム」を全世界対応の

「安否確認・情報共有システム」に統合・拡充した。また，

在外公館における緊急事態邦人保護対処訓練や体制調査な

どを通じて緊急事態対処のための不断の検証を行った。 

テロ・誘拐，自然災害・急激な政情不安等の大規模緊急

事態に際し，迅速に対応できる体制構築に努めた。 

大規模緊急事態における迅速な対応

のための体制等を整備・強化する。 

  

  

24

年

度 

在外公館における緊急事態邦人保護対処訓練や体制調査

などを通じて緊急事態対処のための不断の検証を行った。 

テロ・誘拐，自然災害・急激な政情不安等の大規模緊急

事態に際し，迅速に対応できる体制構築に努めた。 

特にアルジェリアにおける邦人テロ事件の際には，官邸・

防衛省との連携をより緊密に図って，被害邦人の輸送のた

めの政府専用機派遣を適時適切に行った。 

大規模緊急事態における迅速な対応

のための体制等を整備・強化する。 

  

  

  25

年

度 

大規模緊急事態に備えた無線整備及び備蓄品について，

配備を見直し，整備を行った。 

 SMS システムについては，必要な情報収集を行うととも

に，関係者間において検討を重ね， 26 年度の導入実現へ

と結びつけた。 

 

24 年度に引き続き,大規模緊急事態に

おける迅速な対応のための体制等を整

備・強化する。 

特に，緊急時における在留邦人・邦人

渡航者に対する情報提供及び安否確認

については,SMS システム導入の可能性

を含め検討を進める。 

 目

標 
－ 

大規模緊急事態における迅速な対応のための体制等を整

備・強化する。 

 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省海外安全ホームページ(渡航情報)：http://www.aNZen.mofa.go.jp/ 

・同上携帯サイト：http://m.aNZen.mofa.go.jp/mbtop.asp 

・海外安全パンフレット・資料：http://www.aNZen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html  

・外務省海外安全ホームページ(感染症関連情報)： 

  http://www.aNZen.mofa.go.jp/kaian_search/index.html 

・海外安全官民協力会議：http://www.aNZen.mofa.go.jp/aNZen_info/kanminkyo.html 

・海外安全・パスポート管理促進キャンペーン：http://www.kaigai-aNZen.info/   
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個別分野 ３ 外国人問題への取組 

概要 (１)出入国管理等の厳格化に係る要請への対応 

入国管理上問題のないと見られる外国人に対してビザ面での便宜を図る一方，我が国社会の安全の

ため，ビザ審査を適切に行う。また，ビザ審査を効率的に行うため，外務本省と在外公館を結ぶビザ

広域ネットワーク(査証(ビザ)事務支援システム)を拡充する。 

(２)人的交流促進のためのビザ緩和への取組 

 人的交流促進のために，アジア諸国を始め，各国の事情等を踏まえつつ，数次査証等の導入を検討

する。 

(３)在日外国人に係る問題への取組 

 外国人の受入れと社会統合について，有識者の意見や，地方自治体，国際交流協会，NPO等の活動

状況を踏まえ，外国人の受入れと社会統合に関する課題や実践例について幅広く共有することを目的

とした国際ワークショップを開催し，在日外国人に関する問題の緩和・解決に積極的に取り組む。 

関連する

内閣の重

要政策 

・「新成長戦略 2011」について(平成 23年１月 25日閣議決定) 

 国際医療交流(外国人患者の受入れ) 

 中国人個人ビザの取得容易化 

・「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」について(平成 22年９月 10日閣議決定) 

 医療・介護分野での需要・雇用創出(「医療滞在ビザ」の設置) 

・「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」について(新成長戦略実現に向けたステップ２)(平

成 22年 10月８日閣議決定) 

新成長戦略の推進・加速 

医療サービスの情報化促進・国際化推進(「医療滞在ビザ」の創設) 

・第 176回国会所信表明演説(平成 22年 10月１日) 

経済成長の実現－経済対策と新成長戦略の推進 

・「高度人材受入推進会議」の報告書(平成 21年５月 29日) 

イノベーションによる経済成長 

・東日本大震災からの復興の基本方針(平成 23年７月 29日) 

我が国の活力となる外国人の受入れ促進 

・第 183回国会における安倍総理大臣施政方針演説(平成 25年２月 28日) 

観光立国を推進 

・「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」(平成 25年６月 11日) 

  ASEAN 諸国に対するビザ発給要件の緩和 

・「日本再興戦略」(平成 25年６月 14日) 

  ASEAN 諸国に対するビザ発給要件の緩和 

 

測

定

指

標 

３(１)入国管理上問題がないと見られる外国人へのビザ発給要件緩

和 
年度目標 

基

準 
－ 

ビザ発給要件の緩和及びビザ審査体制の強化   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 中国において平成 21 年７月から十分な経済力を有する

者とその家族に対して実施している個人観光ビザの対象者

を，平成 22年には一定の職業上の地位及び経済力を有する

者とその家族に拡大し，平成 23年９月からは，一定の経済

力を有する者とその家族に対象を更に拡大した。また，平

成 23 年７月からは，沖縄振興策の一環として，沖縄を訪問

する中国人個人観光客で十分な経済力を有する者とその家

族に対して数次ビザの発給を開始した。これにより，東日

本大震災の影響はあったが，平成 23年(暦年)は中国人に対

し全ビザ発給件数(135.6万件)の55％を占める74.3万件の

ビザを発給し，日中間の人的交流に貢献した。 

 高度人材の受入れについて，経済成長や新たな需要と雇

用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有

する外国人の受入れを促進するため，関係省庁と協議を行

った。 

ビザ発給要件の緩和及びビザ審査体

制の強化を促進する。 
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24

年

度 

１ 一部 ASEAN 諸国の一般旅券所持者に対する短期滞在数

次ビザの導入 

６月から，一般旅券を所持するタイ人に対して，また，

９月からは，マレーシア人，インドネシア人に対して，

有効期間３年の短期滞在数次ビザを発給する制度を導入

した。これにより，平成 25年３月末までに，タイ人に対

し約２万件，マレーシア人に対し約 2,400 件，インドネ

シア人に対し，約 1,600件のビザを発給した。 

２ 東北三県を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビ

ザの導入 

７月から，東日本大震災において特に被害が甚大であ

った岩手県，宮城県，福島県の東北三県を訪問する中国

人個人観光客に対して，有効期間３年の数次ビザを発給

している。平成 25年３月末までに約 800件のビザを発給

した。 

３ 高度人材ビザ  

５月から，「高度人材に対するポイント制」が導入さ

れたことに合わせて，「高度人材ビザ」を新たに導入し

た。 

ビザ発給要件の緩和及びビザ審査体

制の強化を促進する。高度人材の受け入

れを促進する。 

４ ビザ広域ネットワークシステムを拡充 

在アフガニスタン大とのオンライン化が実現し，これ

により全ての本件システム設置公館と外務本省とのオン

ライン化が実現した。 

  

  

  

25

年

度 

１ 一部 ASEAN 諸国の一般旅券所持者に対する短期滞在ビ

ザの発給要件の緩和 

７月から，タイ人及びマレーシア人に対するビザ免除

を実施した(マレーシア人の場合平成５年よりビザ取得

勧奨措置をとっていたが，ビザ免除を再開した)。タイ人

は 15 日間，マレーシア人は 90 日間ビザ免除を実施し，

また，同月，フィリピン人及びベトナム人に対して滞在

期間 15 日，有効期間３年の数次ビザを導入し，インドネ

シア人に対する数次ビザの滞在期間を 15 日から最長 30

日に延長した。11月からはカンボジア人及びラオス人に

対し，平成 26年１月からはミャンマー人に対し滞在期間

15日，有効期間３年の数次ビザの発給を開始した。この

効果もあり，訪日外客数が初めて 1,000万人を超えた。 

２ その他の国の一般旅券所持者に対する短期滞在数次

ビザの導入 

 10 月から，アラブ首長国連邦人に対して滞在期間 90

日有効期間３年の数次ビザを導入した。11月から，パプ

アニューギニア人に対して滞在期間 15日，有効期間３年

の数次ビザを導入した。 

３ ビザ審査体制の強化については，上海等大規模発給公

館への人の追加配置(本官，現地職員)を行うとともに，

査証システムの効率化に向け次期査証事務支援システム

を構築すべく作業を開始した。 

ASEAN 諸国等の一般旅券所持者等に対

するビザ発給要件の緩和及びビザ審査

体制の強化を促進する。 

 目

標 
－ 

人的交流の促進及び出入国管理等の厳格化にかかる要請

に対応する 

 

 ３(２)在日外国人問題への取組 年度目標 

基

準 
－ 

在日外国人が抱える問題の緩和・解決に向けた取組の継続  

施

策

23

年

 10月，ブラジル政府との間で領事当局間協議を開催し，

在日ブラジル人への支援等について議論した。 

在日外国人に係る問題の緩和・解決の

一助のための国際ワークショップを開

304 
 



の

進

捗

状

況

・

実

績 

度  ３月，「外国人の受入れと社会統合のための国際ワーク

ショップ」を開催し，災害時における外国人支援のあり方

や今後の外国人受入れの課題などについて活発な討議を行

った。 

 日系人などが多く居住する都市に出張したほか，「外国

人集住都市会議」に出席し，在日外国人問題について意見

交換等を行った。 

催する。 

  

  

24

年

度 

１ 外国人集住都市会議 

11 月，「外国人集住都市会議 2012」に出席し，日系人

を中心とする外国人住民が多数居住する地方自治体，関

係府省庁，在京外交団，国際機関，民間団体と，多文化

共生や外国人住民への支援等についての討議を深めるこ

とに貢献した。一般市民も約 400名参加した。 

２ 国際ワークショップ 

２月，「外国人受入れと社会統合のための国際ワーク

ショップ－大規模災害と在留外国人－」を大田区及び国

際移住機関(IOM)との共催で開催し，内外の有識者，在京

外交団，報道関係者や一般市民を含め約 200 名が参加し

た。 

在日外国人に係る問題の緩和・解決の

一助のための国際ワークショップを開

催する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 外国人集住都市会議 

 10 月，「外国人集住都市会議 2013」に出席し，日系人

を中心とする外国人住民が多数居住する地方自治体，関

係府省庁，在京外交団，国際機関，民間団体と，多文化

共生や外国人住民への支援等についての討議を深めるこ

とに貢献した。一般市民もあわせて約 400名が参加した。 

２ 国際ワークショップ 

 ２月，「外国人の受入れと社会統合のための国際ワー

クショップ－若手外国人とともに歩む－次世代に向けた

挑戦－」を国際移住機関(IOM)との共催で開催し，内外の

有識者，在京外交団，報道関係者や一般市民を含め約 200

名が参加した。グローバル化，少子高齢化が進む日本の

成長を促す上で，外国人の力の活用が必要不可欠となっ

ている。そのために，外国人側の努力のみならず，日本

人の側も多様な価値観を持った外国人をどのように受け

入れ，それを如何に日本の成長につなげていくかという

点を重視した議論を行い，外国人との共生に向けて関係

者の認識を深めることに貢献した。 

在日外国人が抱える問題の緩和・解決

に積極的に取り組む。 

 目

標 
－ 

在日外国人が抱える問題の緩和・解決を促進する。  

 ３(３)訪日外国人数(単位：万

人) 

基準値 実績値 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 32年度 

 861 622 837 1,036 2,000 

 年度目標値  1,145 1,311 1,311  

 ３(４)(参考指標)外国人の不

法残留者数(１月１日時点の

数) 

実績値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 

 78,488 67,065 62,009 59,061 

 ３(５)(参考指標)来日外国人

の犯罪の総検挙件数(暦年) 

実績値 

 23年度 24年度 25年度 

 17,272 15,368 15,419 

 

作成にあ

たって使

・訪日外国人旅行者数(日本政府観光局「訪日外客数」) 

http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/tourism_data/visitor_trends/index.html 
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用した資

料その他

の情報 

・来日外国人不法残留者数(法務省) 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00031.html 

・来日外国人犯罪の検挙状況(警察庁) 

http://www.npa.go.jp/toukei/index.htm 
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基本目標Ⅴ 外交実施体制の整備・強化 
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施策Ⅴ-１ 外交実施体制の整備・強化(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅴ－１) 

施策名 外交実施体制の整備・強化 

達成すべ

き目標 

激動する国際社会の中で我が国の平和と繁栄を確保するための外交を実施する上で必要な体制を整

備・強化する。 
施策の概

要 

(１)国民の安全・安心の確保や繁栄の促進等に不可欠な定員・機構を整備することにより外交実施体制

を整備・強化する。 

(２)我が国の外交活動の基盤であり，邦人避難の最後の砦である在外公館等の警備体制を強化すること

により，在外公館及び館員等の安全を確保し，外交実施体制の整備・強化を図る。 

(３)外交活動を支える上で死活的に重要である情報の防護については，制度面，意識面，物理面など多

面にわたる体制強化を図る。 

施策の予

算額・執

行額等 

本件施策は，外務省全体の予算に関わっており，特定の項の下での予算は計上されていない。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「多岐にわたる外交課題に適切に対処するため，外交実施体制を含む我が国の総合的な外交力を引き

続き強化していきます。」 

 

測

定

指

標 

(１)外務省の人員，機構の更なる整備 年度目標 

基

準 

22

年

度 

(22 年度末) 

在外公館数 203 

定員数 5,740人 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 定員 23人を純増，在ジブチ大使館及び東南アジア諸国連

合日本政府代表部を新設するとともに大使館の兼館である

５総領事館の廃止を行い，外務省全体の定員・機構面での

更なる整備を推進した。(23年度末：在外公館数 205，定員

数 5,763 人)  

定員・機構を増強する。 

  

  
24

年

度 

定員１人を純増(ただし，復興庁に１人供出)した。  

在サモア兼勤駐在官事務所を開設するとともに，在ポー

トランド総領事館，在ハンブルク総領事館の廃止を行った。 

(24 年度末：在外公館数 203，定員数 5,763人) 

定員・機構を増強する。 

  

  

  

25

年

度 

定員は▲10人の純減となったが，既存定員の再配置等を

実施した。 在アイスランド大使館及び在南スーダン大使館

を新設するとともに，在ベレン総領事館の廃止を行った。 

(25 年度末：在外公館数 204，定員数 5,753人) 

定員・機構を増強する。 

 目

標 
－ 

外務省全体の定員及び機構面での更なる増強を推進す

る。 

 

 (２)在外公館の警備体制の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

在外公館の警備に係わる企画・立案 

人的及び物的な警備の強化 

研修・訓練等の充実 

  

施

策

の

進

捗

状

況

23

年

度 

 テロを含む現地治安情勢の推移に応じた企画・立案を行

い，予算の効率的な執行に努めつつ，在外公館に対する人

的及び物的警備対策の強化，警備関係講義の充実化，在外

公館における警備訓練の実施など，在外公館の警備体制強

化のため，各種対策を講じた。特に本年度は，中東及び北

アフリカ情勢の悪化を教訓にし，物的警備対策強化を重点

的に実施した。 

テロを含む現地治安情勢の推移に応

じた在外公館警備体制の企画・立案，及

びそれに応じた人的・物的な警備を強化

する。 

新入省員，赴任前職員等への研修を充

実する。 

警備訓練を実施する。 
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・

実

績 

24

年

度 

 我が国の外交活動の基盤であり，邦人避難の最後の砦で

ある在外公館の警備対策の強化のため，以下の措置を実施

した。 

「マグレブ・サヘル地域」又は「サヘル・北アフリカ地

域」におけるテロをはじめとする治安の悪化やアジアを中

心とした我が国公館等に対する抗議活動，南米地域におけ

る一般犯罪の増加等，現地の治安情勢の推移に応じた在外

公館警備体制の企画・立案を行い，効果的に人的・物的警

備の強化策を講じた。 

テロを含む現地治安情勢の推移に応

じた在外公館警備体制の企画・立案，及

びそれに応じた人的・物的な警備を強化

する。 

新入省員，赴任前職員等への研修を充

実する。 

警備訓練を実施する。 

また，各種研修等においても，最新の地域情勢や警備状

況を踏まえた研修内容の充実化を行った。赴任前研修にお

いては，年に 21コマ実施し，合計 500名程度が受講した。

警備対策官研修においては，１月初旬～２月末までの間で，

44 コマ実施し，77名が受講した。 

さらに，在外公館ごとにそれぞれの脅威を踏まえた警備

訓練を実施し，館員の意識を向上させるとともに，在外公

館における緊急事態対応のための体制の確立に努めた。 

25

年

度 

我が国在外公館施設及び館員を取り巻く脅威が多様化

し，拡大していることから，現地の治安情勢の推移に応じ

た在外公館警備体制の企画・立案を行い，効果的な人的・

物的警備の強化策を講じた。特に，在アルジェリア邦人に

対するテロ事件や在イエメン大館員襲撃事件等にかんが

み，中東・アフリカ地域においては，存在する脅威の特性

に応じた追加的な警備対策上の措置を講じた。 

海外における警備関係会議への出席等を通じた各国警備

関係者等との人的ネットワークの構築，警備関連情報収集

及び専門知識の習得に努めた。 

各種研修によって，最新の地域情勢や警備状況を踏まえ

た研修内容の充実を図るととともに，警備対策官研修にお

いては，演習等実践的な講義をより多く含め，講師及び研

修員の間で意見交換等が行われるよう研修内容を充実させ

た。職員の赴任前研修については，年に 20コマ実施し，合

計 250 名程度が受講した。警備対策官研修においては，１

月初旬～２月末までの間で，45コマ実施し，68名が受講し

た。 

さらに，在外公館ごとにそれぞれの脅威を踏まえた警備

訓練を実施し，館員の意識を向上させるとともに，在外公

館における緊急事態対応のための体制を強化した。 

現地治安情勢に応じた優先度に基づ

く在外公館警備体制の企画・立案，及び，

人的・物的な警備対策の強化を実施す

る。 

在外公館及び警備対策室内における

警備関連情報収集・分析体制の強化を実

施する。 

各国警備関係者等と警備関連の人的

ネットワークを構築する。 

各種研修における内容を実践化，イン

タラクティブ化させ，充実させる。 

情勢や脅威を踏まえた実践的な警備

訓練を実施する。 

 目

標 
－ 

在外公館及び館員等の安全を確保する。  

 (３)外交を支える情報防護体制の強化 年度目標 

基

準 

22

年

度 

情報防護対策の総合的な企画・立案 

関連内規の整備 

研修の拡充 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

政府による情報保全に関する検討委員会に参加しつつ，

情報防護対策室を中心に，情報防護対策の総合的な企画・

立案を行い，本省・在外公館における情報漏えいを防ぐた

めの取組を実施するとともに，関連システムの整備，研修

の積極的な実施等を行うことで，外交を支える情報防護体

制を強化した。 

政府における情報保全に関する検討

委員会に参加する。 

 情報防護に関する新入省員，赴任前職

員等への研修を実施する。 

 情報漏えい防止のため秘密保全検査

を実施する。 

  

  24

年

度 

政府による情報保全に関する検討委員会における決定事

項(①秘密保全に関する法制の整備及び②特に機密性の高

い情報を扱う政府機関の情報保全システムの強化に向けた

取組の推進)のフォローアップを関係省庁と連携しながら

進めた。 

政府における情報保全に関する検討

委員会に参加する。 

 情報防護に関する新入省員，赴任前職

員等への研修を実施する。 

 情報漏えい防止のため秘密保全検査
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また，関係各課が連携する形で，省内横断的に情報防護

対策の企画・立案を行い，情報保全体制の点検，関連規則

の改訂等の本省・在外公館における情報漏えいを防ぐため

の取組を実施するとともに，研修の積極的な実施(赴任前研

修において年 21コマ，合計 500名程度が受講)等を行うこ

とで，外交を支える情報防護体制を強化した。 

を実施する。 

  

  

  

  

25

年

度 

政府による情報保全に関する検討委員会における決定

事項のフォローアップを関係省庁と連携しながら進めた。 

省内関係各課と緊密に連携を図り，情報防護の総合的な

企画・立案を行うとともに，本省・在外公館において情報

保全体制の点検を行いつつ，関連規則の改定等を含め，情

報漏えいを防ぐための取組を実施した。情報防護に関する

研修を強化し，在外公館を含め研修を 35コマ実施し,合計

800 名程度が受講するなど，外交を支える情報防護体制を

強化した。 

政府による情報保全に関する検討委

員会における決定事項のフォローアッ

プを行う。 

情報防護対策の総合的な企画・立案を

行い，本省・在外公館における情報漏え

いを防ぐための取組を実施する。 

重点分野の特定を図る等し，優先度に

基づく対策を実施する。 

研修対象者の拡大やコマ数の増加等

により情報防護に関する新入省員，赴任

前職員等への研修を充実させる。 

情報漏えい防止のため秘密保全検査

を強化する。 

 目

標 
－ 

情報漏えいを防止する。  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書(第４章国民と共にある外交 第２節国民の支持を得て進める外交 ２外交実施

体制の強化) 

 

 

担当部局

名 

大臣官房 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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施策Ⅴ-２ 外交通信基盤の整備・拡充及び ITを活用した

業務改革(モニタリング) 
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平成 26 年度政策評価書(モニタリング) 
 (外務省 25－Ⅴ－２) 

施策名 外交通信基盤の整備・拡充及び ITを活用した業務改革 

達成すべ

き目標 

  外交通信基盤の整備・拡充を図るとともに，業務・システムの最適化による行政運営の簡素化・効

率化・合理化を推進する。 

施策の概

要 

 各内部管理業務システム，在外経理システム及び情報ネットワークの最適化を実施することにより，

維持・運営経費の削減を図るとともに，業務の簡素化・効率化・合理化を推進する。 

施策の予

算額・執

行額等 

本件施策は，外務省全体の予算に関わっており，特定の項の下での予算は計上されていない。 

関連する

内閣の重

要政策 

・電子政府構築計画 第２-Ⅱ IT 化に対応した業務改革(平成 16 年６月 14 日改訂 各府省情報課統

括責任者(CIO)連絡会議決定) 

・外務省電子政府構築計画 Ⅱ IT化に対応した業務改革(平成 15年７月 17日 各府省情報化統括責

任者(CIO)連絡会議決定) 

測

定

指

標 

(１)外務省情報ネットワークの業務・システム最適化計画の目標推進

状況 
年度目標 

基

準 
－ 

１ 基幹通信網，国際 IP電話の整備 

２ 情報ネットワークの再整備 

３ 情報ネットワークの効率化 

  

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 234 の在外公館に基幹通信網，国際 IP電話の整備，並びに，

83 公館の情報ネットワークの再整備を完了した。 

 85 公館の情報ネットワークの再整

備を完了する。 

 

24

年

度 

 在外公館の情報ネットワーク再整備を完了した。  外務省情報ネットワーク再整備完

了(全公館(237 公館)で情報ネットワ

ークの整備を完了させる) 

 
25

年

度 

 経費削減及び業務時間短縮の効果が発現し，目標を達成し

た。 

外務省情報ネットワークを安定稼

働させる。  

 

 
目

標 

25

年

度 

・年間 17,000万円の経費削減 

・17,000 時間の業務時間短縮 

  

 

(２)ホストコンピュータシステムの業務・システム最適化計画の目標

達成に向けた取組(本指標の詳細については，成果重視事業「内部管理

業務用ホストコンピュータシステムの再構築」を参照願いたい。) 

年度目標 

 
基

準 
－ 

１ ホストコンピュータからの脱却 

２ 「府省共通の人事・給与関係業務情報システム(人給共通

システム)」の導入 

  

 
施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 人給共通システム導入に係る外務省開発要件について人事

院の人事・給与システム事務局(以下事務局)との協議を行い，

「人給共通システム」導入スケジュールの検討を行った。 

人給共通システム導入の検討を行

う。 

 

24

年

度 

 人給共通システム導入に係る外務省開発要件について事務

局との協議を行い，人給共通システム導入スケジュールの検

討，及び，外務省固有システム開発・データ移行に係る経費

概算見積依頼書の作成を行った。 

同上 

 

25

年

度 

人給共通システムのテスト環境を作成してユーザー検証を

行い，人給システム導入のためのシステム分析，移行データ

分析及び Fit&Gap調査(人給システムを使うのに外務省のシス

テムとどれだけ差があるかの調査)を行った。また，人給共通

システム導入スケジュール案を作成し，事務局と協議を行っ

た。 

人給共通システム導入の検討を行

う。  

 

 
目

標 

28

年

度  

業務処理時間を 1,500時間削減する。 

(人給共通システム導入が完了した時点で，上記の効果が発現

予定。) 
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(３)在外経理システムに関する業務・システム最適化計画の目標推進

状況(本指標の詳細については，成果重視事業「在外経理システム整備」

を参照願いたい。) 

年度目標 

 
基

準 

17

年

度 

 次期システムの設計・開発作業の推進 

 月間勤務時間 250 時間以上ある在外公館会計担当者業務量

の削減 

  

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 「在外経理システムの業務・システム最適化計画(改定版)」

に基づく次期在外経理システムの設計・開発作業を進め，23

年度末に完了した。 

 業務量を年間時間のべ 64,988 時間削減し，経費が年間 

3,100 万円低減した。 

次期在外経理システムの開発を完

了する。 

経費の年間 2,300 万円の低減を実

現する。 

 

24

年

度 

 「外務省情報ネットワークの整備」に合わせ，全在外公館

において次期在外経理システム導入に伴う環境整備が完了

し，次期在外経理システムの導入が完了した。 

 本年度は，これにより業務量を年間時間のべ 68,047時間削

減し，経費は 466万円削減した。 

 25 年度以降本格的運用開始後に下記の目標のとおりの効果

が見込まれる予定。 

62 か所で次期在外経理システム導

入を完了する。 

 

25

年

度 

 「在外経理システムの業務・システム最適化計画(改定版)」

に則した在外経理システムの改修・機能改善を実施した。 

 本年度は，業務量を年間時間のべ 81,465時間削減し，経費

は年間 3,418万円削減した。 

最適化計画に則したシステムの改

修・機能改善を実施する。 

 
目

標 
－ 

システムの改修及び機能追加・改善を図ることによる業務量

年間 91,000時間の削減，年間延べ約 5,300万円の経費低減 
  

 (４)業務系共通プラットフォームの構築状況 年度目標 

 
基

準 

22

年

度 

 本省内サーバの集約化   

 
施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 本省内の３つの業務システム(幹部登退庁システム，経済協

力評価報告書 DB・検索システム，職員住所録システム)を統合

したことにより，合計９つの業務システムの統合を完了し，

サーバの集約化推進を行った。 

 本省内サーバの集約化を推進する。 

 

24

年

度 

 業務系共通プラットフォームの拡張(サーバ等の機器を追

加)を行って，本省内の 10の業務システム(図書館業務システ

ム，記録文書ファイル管理システム，文書作成編集システム，

条約検索システム，回覧物管理システム等)の追加統合を完了

した。 

 業務系共通プラットフォームを拡張

する。 

 

25

年

度 

本省内の４つの業務システム(管理者評価システム，外務省

情報公開事務支援システム，簿冊管理システム，会議室予約

システム)の追加統合を完了し，サーバの集約化推進を行っ

た。結果，合計 23 の業務システムの統合が完了し，年間約

7,000 万円の経費を削減した。 

本省内サーバの集約化を推進する。 

 

 

 
目

標 

27

年

度 

22年度から 27年度までの間で 25の業務システムを統合し，

約 7,700万円の経費を削減する。 

業務系共通プラットフォームへ集約した業務システムの情

報セキュリティを向上させる。 

  

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・電子政府構築計画(平成 16年６月 14日改訂 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定) 

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/ejapan2004/040615betten.pdf) 

・外務省電子政府構築計画(平成 15年７月 17日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/e_seifu/pdfs/e_seifu.pdf) 

・外務省情報ネットワークの業務・システム最適化計画書(平成 18 年３月 30 日 外務省情報化推進委

員会決定) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/g_system/pdfs/network_saiteki.pdf) 
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・ホストコンピュータシステムの業務・システム最適化計画書(平成 18 年３月 30 日 外務省情報化推

進委員会決定) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/g_system/pdfs/hc_saiteki.pdf) 

・在外経理システムの業務・システム最適化計画書(平成 21 年３月 31 日改訂 外務省情報化推進委員

会決定) 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/g_system/pdfs/zaigai_saiteki_kaitei.pdf) 

 

担当部局

名 

大臣官房 政策評価(モニタリング)

実施時期 

平成 26年８月 
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基本目標Ⅵ 経済協力 
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施策Ⅵ-１ 経済協力 
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平成 26 年度政策評価書 
(外務省 25－Ⅵ－１) 

施策名 経済協力 

達成すべ

き目標 

二国間協力の政府開発援助を通じた支援により国際社会の平和と安定に貢献し，これを通じて我が

国の安全と繁栄を確保する。 

施策の概

要 

戦略的な ODAの実施のための援助政策を企画・立案する。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 299,896 311,213 315,392 319,633 

補正予算(b) 28,285 40,554 19,427  

繰越し等(c) △ 15,432 △ 35,979   

合計(a＋b＋c) 312,749 315,787   

執行額(百万円，d) 310,303 315,218   

関連する

内閣の重

要政策 

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

(外交政策の三つの柱) 

(中略) 

「諸外国の活力を取り込んでいくため，ODAや在外公館をも活用しつつ，地域の中小企業も含めた

日本企業や自治体の海外展開を積極的に支援する。」 

(地球規模課題などへの取組) 

(中略) 

「ODA についても，戦略的・効果的に活用する。ミレニアム開発目標に続く枠組み策定に向けて，

人間の安全保障の理念に基づき，保健，人材育成，防災といった課題への取組を強化し，持続可能な

成長に貢献する。」 

・日本再興戦略(平成 25年６月 14日閣議決定) 

「「インフラシステム輸出戦略」(平成 25年５月 17日｢経協インフラ戦略会議｣決定)を迅速かつ

着実に実施する。 

 (中略) 

〇経済協力の戦略的な活用 

・経済分野での国際展開の支援，好ましい国際環境の構築及び人間の安全保障の推進の３本柱を

踏まえた戦略的 ODAを展開する。 

・日本の優れた技術・ノウハウを開発途上国に提供し，新興国の成長を取り込み日本経済の活性

化につながるよう，平成 25 年４月発表の「円借款の戦略的活用のための改善策について」の各

施策を推進するとともに，引き続き改善策を検討する。 

・また，日本企業や自治体によるインフラ等の輸出を拡大するため，広域開発プロジェクトの早

期段階から技術協力や無償資金協力も活用しながら相手国政府と連携し，円借款・海外投融資等

を戦略的に活用する。」 

・健康・医療戦略(平成 25年６月 14日申合せ) 

「「国際保健外交戦略」(平成 25年５月 17日「経済協力インフラ戦略会議」決定)を踏まえ，MDGs

達成への取り組みを強化しつつ，ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの促進に貢献する。」 

・経団連・経済外交委員会における岸田外務大臣講演「我が国の経済外交」(平成 25年８月 30日) 

日本外交の三本柱のうち「日本経済の再生に資する経済外交の強化」の三つの側面「日本企業の

海外展開支援」 

○「ODAの戦略的活用」 

「官民一体となった国際協力を推進し，ODAの一層の戦略的活用に取り組む。」 

「中小企業支援や官民連携案件の推進等，ODA を活用した日本企業の海外展開支援にも引き続き

力をいれていく。」 

・第 68 回国連総会における安倍内閣総理大臣一般討論演説(平成 25年９月 26日) 

○シリアと周辺国への人道支援として我が国政府は新たに 6,000 万ドル相当を追加し，直ちに実施

することを表明。 

○今世紀における成長エンジンとなるのが必定のアフリカ諸国に対して，我が国は，自らの経験を

踏まえた協力を続ける。 

・TICADⅤを機にユニバーサルヘルスカバレッジ(UHC)を推進する。 

・アフリカ地域の保健対策に，５億ドルを準備し，保健医療者 12万人の育成を打ち出す。 

○女性分野の支援 
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①女性の活躍・社会進出推進と女性の能力強化 

②女性の保健医療分野の取組強化 

③平和と安全保障の分野における女性の参画と保護 

の３つの柱の下，今後３年間(2013年から 2015年(暦年))で 30億ドルを超す ODAを実施することを

発表。 

・国家安全保障戦略(平成 25年 12月 17日閣議決定) 

「我が国は，国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から，国際社会への平和と安定のため，積

極的な役割を果たしていく。」 

「国際社会の平和と安定及び繁栄の基盤を強化するため，普遍的価値の共有，開かれた国際経済シス

テムの強化を図り，貧困，エネルギー問題，格差の拡大，気候変動，災害，食糧問題といった国際社

会の平和と安定の阻害要因となりかねない開発問題や地球規模課題の解決に向け，ODAの積極的・戦

略的活用を図りつつ，普遍的価値の共有，開発課題及び地球規模課題への対応と「人間の安全保障」

の実現，開発途上国の人材育成に対する協力，エネルギー・環境問題への対応，人と人の交流の強化

等の取組を進める。」 

 

測

定

指

標 

(１)国際環境，国内環境の変化を踏まえた毎年度の国際協力重点方

針に基づく，戦略的・効果的な ODAの実現 
年度目標 

基

準 

24

年

度 

「平成24年度国際協力重点方針」にある重点事項に従い

ODAを実施した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

「平成 25 年度国際協力重点方針」で示した重点事項を以

下のとおり実施した。 

１ 自由で豊かで安定した国際社会を実現する ODAとして

ミャンマーをはじめ，世界各地で，民主化・国民和解を

進めている国の努力の後押しや，日本と普遍的価値や戦

略的利益を共有する国への支援，中東・北アフリカの安

定のための支援を実施した。 

  具体的には，以下のとおり。 

(１)普遍的価値や戦略的利益を共有する国への支援拡充 

インド，インドネシア，フィリピン，ベトナム等日本

と普遍的価値や戦略的利益を共有する国への支援を拡充

した。 

対ラオス円借款「ビエンチャン国際空港ターミナル拡

張計画」(90.17 億円)，対ベトナム円借款「ノイバイ国

際空港第二旅客ターミナルビル建設計画(第三期)」

(260.62 億円)に関する交換公文への署名等を通じて，

ASEAN 共同体構築に向けた地域の連結性強化等を支援し

た。 

また，メコン地域全体に対しては，12月の日本・メコ

ン地域諸国首脳会議にて総計 2,000 億円規模の新規支援

を表明・署名した。 

(２)対ミャンマー支援 

少数民族支援や中央銀行の機能強化等，ミャンマーの

民主化と国民和解に向けた改革努力を後押しするととも

に，日本企業進出の支援にも資する無償資金協力，技術

協力あわせて 200億円を上回る支援を実施した。 

(３)シーレーンの安全確保・国際テロ対策への貢献 

対フィリピン円借款「フィリピン沿岸警備隊海上安全

対応能力強化計画」(187.32億円)，対ジブチ無償資金協

力「海上保安能力向上のための巡視艇建造計画」(9.24

億円)による巡視艇の供与等シーレーン上に位置する国

の海上法執行能力向上のための支援を実施した。技術協

力や専門家派遣等を通じた海上法執行機関の人材育成支

援を各国で実施した。 

平和の構築のための支援としては，フィリピンのミン

「平成 25 年度国際協力重点方針」に

ある以下の重点事項を実施する。 

１ 日本の国益，自由や民主主義といっ

た普遍的価値に沿った秩序形成に向

けた戦略的外交を展開するにあたっ

て，ODA は最も重要なツールである。

ODA を活用して，こうした普遍的価値

を共有する国との連携を強化する。 
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ダナオにおいて技術協力「バンサモロ包括的能力向上プ

ロジェクト」等の経済協力プロジェクトを集中的に実施

し，包括和平合意の交渉終結に貢献した。 

また，国際テロ対策として，パキスタンに対する空港

保安強化計画(無償資金協力)19.46 億円等を実施した。 

(４)法制度整備支援・民主化支援 

法制度整備支援の重点支援国であるインドネシア，ベ

トナム，ミャンマー，モンゴル，カンボジア，ラオス，

ウズベキスタン，バングラデシュ等で基本法・経済法の

立法，法制度の運用人材育成，汚職防止等のガバナンス

の強化，経済活動の基礎となる司法インフラの整備，知

的財産制度の構築に関する支援等を実施した。 

特に，法制度整備支援に関する基本方針の改定を行い，

この新たな基本方針を踏まえ，ベトナムにおける法・司

法制度改革支援プロジェクト(フェーズ２)，カンボジア

における民法・民事訴訟法普及プロジェクト，ラオスに

おける法律人材育成強化プロジェクト，ネパールにおけ

る迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロ

ジェクト等の立法支援や法制度整備支援等を通じて法の

支配や民主主義を定着させる途上国の取組を後押しし

た。 

(５)中東・北アフリカ地域の安全と繁栄に向けた包括的パ

ートナーシップに基づく支援 

民主的統治体制移行に取り組むチュニジアに対し，

UNDP を通じて，危機管理関係機関の法的・制度的枠組み

や機能強化等を支援する対チュニジア無償資金協力「危

機管理体制整備支援計画」(2.54億円，平成 25年７月９

日)を実施した。 

(６)アフガニスタン及び周辺地域支援 

歴史上初となる民主的な政権移行を支援すべく，大統

領選挙支援案件(16.39 億円)を実施した。また，医療保

健分野では，小児感染症予防計画の支援(11.86 億円)を

実施した。周辺地域支援については，貧困削減，出入国

管理等の案件を引き続き継続した。 

２ 新興国・途上国と日本が共に成長する ODA としてイン

フラシステム輸出や中小企業や地方自治体の海外展開支

援を行った。本目標の推進にも資する制度上の改善とし

て，円借款を開発途上国と日本企業の双方にとって魅力

的なものとするため，その重点分野の見直し，金利の引

下げ，本邦技術活用条件(STEP)の適用範囲拡大や条件緩

和等の制度改善を実施した。 

  具体的には，以下のとおり。 

(１)日本ビジネスの国際展開への貢献 

ア PPP インフラ事業の計画策定支援(技術協力)や

ITS(高度道路交通情報システム)や NACCS(輸出入・港

湾情報処理システム)等日本方式インフラの導入支援

(無償資金協力・技術協力)等の実施によりインフラシ

ステム輸出の支援に貢献した。 

イ 中小企業の国際展開支援のため，中小企業の技術を

活用した案件化調査，普及・実証事業や中小企業ノン

プロジェクト無償資金協力等を実施した。 

ウ 地方自治体の国際展開支援のため，カンボジアにお

いて，コンポンチャム及びバッタンバン上水道拡張計

画(無償資金協力)33.55 億円を実施するなど水の浄

化，廃棄物処理等の分野で知見を蓄積している日本の

２ ODA により日本のインフラ，製品，

技術の国際展開を支援することで，ア

ジアやアフリカ等の新興国・途上国と

共に成長できる事業を積極的に推進

する。途上国における資源エネルギー

開発を促進する事業を実施する。 
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地方自治体と連携した途上国支援等を実施した。 

エ 民間提案による実証事業等を支援する「民間技術普

及促進事業」の本格的な実施等により，我が国技術・

制度の標準化及び普及を促進した。 

(２)資源・エネルギー確保への貢献 

  モンゴル等資源国における人材育成プロジェクト(技

術協力)等を実施し，資源分野での協力を実施した。 

３ 人間の安全保障を推進し，日本への信頼を強化する

ODAとして第５回アフリカ開発会議(TICADⅤ)等を踏まえ

たアフリカをはじめとする貧困地域での人間の安全保障

の促進などの取組を推進した。また，国際保健外交戦略

に基づく支援やジェンダー主流化等に積極的に取り組ん

だ。 

  具体的には，以下のとおり。 

(１)ミレニアム開発目標(MDGs)達成とポスト MDGs 

ア 平成 22(2010)年９月の国連首脳会合で表明した平

成 23(2011)年から５年間にわたる保健分野で約 50億ド

ル，教育分野で約 35 億ドルの支援を平成 25 年度も着

実に実施した。 

イ 国際社会において，ユニバーサル・ヘルス・カバレ

ッジ(UHC)の主流化をはかり，日本の UHCの知見を発信

した。 

(２)アフリカにおける人間の安全保障の促進 

対ザンビア無償「ルサカ郡病院整備計画」(19.08億円)

及び対ブルンジ無償「ブルンジ帰還民社会・経済再統合

計画」(1.41億円)(UNDP連携)を実施した。 

(３)NGO との連携強化 

(特活)道普請人によるケニアでの農道整備事業及び

(特活)リボーン・京都によるルワンダでの女性のライ

フ・エンパワーメント事業等を支援した。 

(４)環境・気候変動／防災対策 

ア 環境未来都市の世界への普及に取り組んだほか，世

界のグリーン経済への移行のための具体的な支援策の

一環として，途上国の人づくりに協力する「緑の未来

協力隊」を編成，平成 25年からの３年間で１万人規模

を目指し取り組んだ。 

イ 生物多様性分野においては，平成 24(2012)年 10 月

の生物多様性条約締約国会議の成果を踏まえ，同分野

での協力を進めた。 

ウ また，10月に水俣市で開催された「水銀に関する水

俣条約外交会議」の際に，途上国の環境汚染対策とし

て，大気汚染対策，水質汚濁対策，廃棄物処理の３分

野において平成26(2014)年から３年間で総額20億ドル

を実施するとともに，水銀汚染防止に特化した人材育

成事業を新設することを表明した。 

エ 11月に「攻めの地球温暖化外交戦略」(Actions for 

Cool Earth(ACE))を発表し，その中で，平成 25年から

の３年間で計 1.6 兆円(うち公的資金 1.3 兆円)の開発

途上国支援を行うことを表明した。 

オ 平成 24(2012)年７月の「世界防災閣僚会議 in 東北」

で表明した防災の主流化と強靱な社会の構築に向けた

取組を具体化した防災分野における平成 25年から３年

間で 30 億円の支援公約を平成 25 年度は着実に実施し

た。 

 

３ 人間の安全保障の理念に基づき，人

造りのための技術協力など日本らし

い援助を拡充し，我が国への信頼・プ

レゼンスの強化につなげる。 
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【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

各年度の国際協力重点方針で定める重点事項を実施す

る。 

 

 (２)世論調査の変化 年度目標 

基

準 

19

年

度 

毎年実施している「外交に関する世論調査」における経

済協力に関する意識をみると，経済協力を「積極的に進め

るべき」とする割合が「なるべく少なくするべき+やめるべ

き」とした割合を上回った。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

毎年実施している「外交に関する世論調査」における経

済協力に関する意識をみると，経済協力を「積極的に進め

るべき」とした割合が「なるべく少なくするべき＋やめる

べき」とした割合を５年連続で上回った。 

経済協力を「積極的に進めるべき」と

する割合が「なるべく少なくするべき＋

やめるべき」とした割合を上回る。 

  

  
24

年

度 

内閣府実施「外交に関する世論調査」では，昭和 52年か

ら平成 23 年まで経済協力に関するあり方の設問を行って

きたが，予算額や量に焦点を当てた世論調査は歴史的に役

割を終えたと判断されるため，今後はむしろ ODA の質や援

助の担い手といった点に着目した調査を行う方向で検討を

開始した。 

経済協力を「積極的に進めるべき」と

する割合が「なるべく少なくするべき＋

やめるべき」とした割合を上回る。 

  

  

  

25

年

度 

25年度の内閣府実施「外交に関する世論調査」では，経

済協力の「量」のみに焦点をあてた従来の設問を取りやめ，

ODA をどのような観点から実施するべきかという問いを新

設した。この結果，以下のとおり国民の高い支持や関心を

示す回答を得た(複数回答可)。 

･資源などの安定供給の確保に資する。    ･･･50.6％ 

･国際社会での日本への信頼を高める。    ･･･47.0％ 

･先進国として開発途上国を助けるのは人道上の 

義務又は国際的責任である。            ･･･43.1％ 

･東日本大震災の各国の支援に応えるためにも引 

き続き協力すべき。            ･･･42.6％ 

･中小企業を含む日本企業や地方自治体の海外展 

開など，日本の経済に役立つ。       ･･･37.8％ 

･ODA は日本の戦略的な外交政策を進める上での 

重要な手段である。            ･･･33.6％ 

･中国などによる開発途上国への進出が著しく， 

日本の存在感を確保する必要がある。   ･･･20.1％ 

また，「途上国への支援は実施すべきでない」との回答

は 4.8％となった。 

 

【目標の達成状況： 〇 】 

世論調査で新たに設ける経済協力に

関する設問において，国民の関心や支持

が高い結果を得る。 

 目

標 
－ 

経済協力への国民の理解の向上  

  

  

(３)ODAに関する情報発信 年度目標 

基

準 

22

年

度 

ODA ホームページへのアクセス数：約 8,600 万件広報番組

の平均視聴率：4.7％ 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

23

年

度 

ODA 広報(ホームページの充実，テレビ広報番組等の活

用)を実施した。 

ODA ホームページに対するアクセスは，約 8,500 万件と

ほぼ前年並みの水準となった。 

また，テレビ東京の「地球 VOCE」の 23 年度平均視聴率

は 4.9％，認知率は 24.2％(番組評価アンケートによるも

の)，番組 HPへの同年度アクセス数は約 64,000件となって

おり，一般国民に対する ODA広報は，一定程度，着実に進

んでいる。 

１ 年間 8,000 万～9,000 万件程度の

ODA ホームページに対するアクセス

(ヒット数) 

２ テレビ東京の「地球 VOCE」の 23 年

度平均視聴率：年間平均５～６％以

上，同番組の認知率：25％以上 
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績 

24

年

度 

１ ODA広報(ホームページの充実，テレビ広報番組等の活

用)を実施した。 

(１)ODA ホームページに対するアクセスは，約 8,500 万件

と前年並みの水準となった。 

(２)テレビ東京の「地球VOCE」の24年度平均視聴率は4.9%， 

認知率は 28.3%(番組評価アンケートによるもの)，番組

HP への同年度アクセス数は約 117,000 件となってお

り，前年度の水準を上回るものとなっている。 

２ 「見える化」の徹底 

(１)「最終とりまとめ」を受け，「ODA の見える化」の着

実な実施として，平成 22年 10月に JICAホームページ

上に「ODA 見える化サイト」を立ち上げた。(平成 25

年３月 31日現在の掲載件数：無償 488件，有償 333件，

技協 498 件)。また，過去 10 年程度に完了した無償・

有償案件(事後評価実施済み案件)については 25年度末

までに同サイト上に掲載を完了することを目指してい

る。 

１ 年間 8,000 万～9,000 万件程度の

ODA ホームページに対するアクセス

(ヒット数) 

２ テレビ東京の「地球 VOCE」の 23 年

度平均視聴率：年間平均５～６％以

上，同番組の認知率：25％以上 

(２)幅広い国民の開発協力への参加促進 

ア JICA「なんとかしなきゃ！プロジェクト」サイトを

開設した。プロジェクトメンバーとして著名人の参加

を得て，22件の国際協力イベントを実施した。 

イ 教師・地方自治体関係者の現地視察やボランティア

事業への参加促進，ODA民間モニターを改編した国民参

加型事業を立ち上げた。 

  

  

  

25

年

度 

１ ODA広報(ホームページの充実，テレビ広報番組等の活

用)を実施した。 

(１)ODA ホームページに対するアクセスは，約 8,030 万件

となった。 

(２)平成 25年６月から放映を開始したテレビ東京の「佐藤

隆太の地球元気！」の平均視聴率は 4.6％，番組 HPへの

番組放送中の 10 ヶ月間のアクセス数は約４万件となっ

ている。 

２ 「見える化」の徹底 

(１)JICA ホームページ上の「ODA 見える化サイト」におい

て，無償資金協力 1,009 件，有償資金協力 800 件，技術

協力 615 件の概要を掲載した。(平成 26 年３月 31 日現

在)。これにより，過去約 10 年の間に完了した無償資金

協力・有償資金協力案件(事後評価実施済み案件)につい

ては，同サイト上に掲載を完了した。 

(２)幅広い国民の開発協力への参加促進 

JICA「なんとかしなきゃ！プロジェクト」サイトを開

設した。プロジェクトメンバーとして著名人の参加を得

て，17件の国際協力イベントを実施した。 

 

【目標の達成状況： △ 】 

１ ODA ホームページへのアクセス数：

年間 8,000万～9,000万件程度 

２ 広報番組の視聴率及び認知率：年間

平均５～６％以上，30％以上 

 目

標 
－ 

経済協力への国民の理解の向上  

 (４)地域別供与目標額 

(二国間 ODA，当初予算分)(単

位：億円,括弧内対世界比) 

実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 24年度 25年度 － 

 

世界 15,154.40        14,419.34        － 

東アジア,南西アジア 11,501.41(75.9%) 9,537.60(66.1%) － 

大洋州 250.31 (1.7%) 134.38 (0.9%) － 

中央アジア・コーカサス 62.91 (0.4%) 431.46 (3.0%) － 
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中東,北アフリカ 1,366.60 (9.0%) 1,545.38(10.7%) － 

サブサハラアフリカ 1,486.70 (9.8%) 1,601.57(11.1%) － 

中南米 446.72 (2.9%) 1,078.18 (7.5%) － 

欧州 39.75 (0.3%) 90.77 (0.6%) － 

  【△】  

 

年度目標値    

世界 17,592.00        

東アジア,南西アジア 11,082.00(63.0%) 

大洋州 114.00 (0.6%) 

中央アジア・コーカサス 432.00 (2.5%) 

中東,北アフリカ 2,468.00(14.0%) 

サブサハラアフリカ 2,020.00(11.5%) 

中南米 1,248.00 (7.1%) 

欧州 228.00 (1.3%) 

 (注)地域別供与目標額とは，昨今の ODA予算の趨勢や，案件の形成・進捗度を踏まえつつ，年度当初の時点で，

外交政策的な観点から望ましいと考えられる目標値であり，この「目標額」の達成に向け案件の形成・採択

を行うが，国際情勢の変化等により柔軟・機動的に対応する必要が生じることがある。 

 (５)(参考指標)二国間政府開発援

助分野別配分(約束額ベース，単

位：百万ドル) 

実績 

平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 

 Ｉ 社会インフラおよびサービス 3,187.95 4,493.44 3,951.83 3,831.39 4,480.71 

 Ⅱ 経済インフラおよびサービス 6.874.91 4,994.00 8,885.82 6,462.11 6,993.46 

 Ⅲ 生産セクター 2,226.85 1,092.54 1,025.93 1,438.48 1,675.65 

 Ⅳ マルチセクター援助 790.53 617.86 1,564.69 1,884.48 1,739.71 

 
Ⅴ 商品援助／一般プログラム援

助 
501.15 1,669.41 931.36 503.13 518.47 

 Ⅵ 債務救済 2,801.18 50.63 187.05 96.79 0.12 

 
Ⅶ 人道支援(緊急食料援助，復

興，防災等) 
343.87 338.98 719.68 897.60 742.17 

 Ⅷ 行政経費等 1,667.62 1,654.33 736.86 822.49 1,135.31 

 (注)東欧卒業国を含む 

 

評

価

結

果 

目標達

成度合

いの測

定結果 

相当程度進展があった。 

以下の主要な測定指標のうち，測定指標（１）で目標を達成した。他方，測定指標（４）では，

目標達成には至らなかったものの，おおむね目標に近い進展を示したことから，上記のとおり判定

した。 

(主要な測定指標) 

(１)国際環境，国内環境の変化を踏まえた毎年度の国際協力重点方針に基づく，戦略的・効果的

な ODAの実現 

(４)地域別供与目標額 

施策の

分析 

１ 施策の必要性 

我が国は，1954年以来 60年にわたり，ODAを積極的に活用し，開発途上国の貧困削減，平和構

築，持続可能な経済成長の実現，地球規模の課題の解決に貢献してきた。こうした貢献は，国際

平和に依拠し，資源・食料を海外に依存する日本にとって，国民の生活を守り，好ましい国際環

境を構築することにも資するものである。また，国際社会における日本の信頼を培い，存在感を

高めるとの観点からも非常に大きな役割を果たしてきた。 

また，ODA の実施を通じて，開発途上国の開発課題に取り組むと同時に，成長著しい開発途上国・

新興国の活力を日本に取り込むことにより日本経済の活性化を図ることも期待されている。 

さらに，開発問題への対応は，地球規模の安全保障環境の改善に資するものであり，国際協調

主義に基づく積極的平和主義の一つの要素として，一層強化する必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)施策目標の達成に向けて，特に有効かつ効率的に実施された取組等は以下のとおり。施策の実

施にあたり，NGO，企業(中小企業を含む)，地方自治体，大学といった政府・JICA以外の援助の担

い手を積極的に拡大し，その優れた技術や知見を取り込むことにより ODA の質の向上を図ること
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ができた。 

ア 円借款制度の改善は，我が国の優れた技術やノウハウを開発途上国に提供するとともに，特

に我が国と密接な関係を有するアジアを含む新興国の成長の取り込みにつなげる上で，有効と

考えられる。(有償資金協力(達成手段③)，有償資金協力に関する調査研究(達成手段⑱)) 

イ 民間提案による実証事業等を支援する「民間技術普及促進事業」の本格実施は，日本の優れ

た技術や製品を開発途上国における開発に活用していく上で重要な進展となった。(本邦技術活

用等途上国支援推進事業(達成手段⑦)) 

ウ 国際保健を日本外交の重要課題と位置づけ，市民社会との連携のみならずオールジャパンでの連

携及びグローバルな取組との連携により推進したことにより，国際的な取組を加速化させる上で積

極的な役割を果たした。(無償資金協力(達成手段①)，(独)国際協力機構運営費交付金(技術協力)(達

成手段②)，有償資金協力(達成手段③)) 

エ アフリカでの貧困削減において，日本特有の技術をアフリカの現地住民に移転することで，

生活環境の改善や雇用・安定的な収入創出などに発展させることができるという点で，「日本

らしい」支援となった。(有償資金協力(達成手段③)，有償資金協力に関する調査研究(達成手段

⑱)，本邦技術活用等途上国支援推進事業(達成手段⑦)) 
オ ACE において，島嶼国等気候変動の影響に脆弱な国々に対し，防災支援を重点項目として災害

復旧スタンドバイ借款，円借款の優先条件などの新制度も活用し，効果的な支援を進めている。

(有償資金協力(達成手段③))。 

カ 防災分野において我が国は幾多の災害の経験を経て培った防災に関する知見・経験を有して

おり，国際的にも防災の推進を主導し，積極的に貢献を行うことができた。 

(２)内閣府実施「外交に関する世論調査」では，資源などの安定供給の確保，国際社会での日本へ

の信頼の向上，人道上の義務又は国際的責任，東日本大震災の各国の支援に応える等の様々な観

点から ODA に対して高い関心・期待があることが分かった。(ODA の理解促進(達成手段④)，ODA

白書編集等(達成手段⑮)) 

(３)テレビ東京の「佐藤隆太の地球元気！」の平均視聴率は 4.6%と目標に届かなかったが，これは

平成 25年度から番組が変わり，視聴者が入れ変わるとともに，新たな視聴者をとりこめなかった

ことが要因と思われる。(ODAの理解促進(達成手段④)) 

(４)「東アジア，南西アジア」，「中東，北アフリカ」，「サブサハラアフリカ」等の地域における ODA

の実施額が目標値を下回った。これは一部の国における政情不安，先方政府内の手続きの遅延等

により 25年度中の供与に至らなかった案件があったことによるものである。こうした外部要因に

よる一部の例外を除き，全体としては，ほぼ目標に見合った施策の効果を確保でき，目標はおお

むね達成できたものと考える。(無償資金協力(達成手段①)，(独)国際協力機構運営費交付金(技

術協力)(達成手段②)，有償資金協力(達成手段③))  

(５)原則として全ての援助対象国について国別援助方針を作成するとの方針の下で，25年度までに

100 か国の国別援助方針を策定したことは，国毎の援助重点分野や方針の明確化に資するものであ

り，戦略性を向上させ，効果的，かつ効率的な援助を実施する上で有益であった。(政府開発援助

政策の調査及び企画立案等事務費(達成手段⑫)，国別援助方針策定調査費(達成手段⑲)，国別援

助政策の策定等(達成手段○21E

A)) 

(６)個別プロジェクトを越えて，特定の開発課題に対し援助スキームを組み合わせて取り組む(無

償・有償，技協等の援助手法を有機的に組み合わせる)ことで，プロジェクト間の相乗効果を上げ，

全体として成果の向上を図るプログラム・アプローチの強化に向け，平成 25年度も引き続き取り

組んだことは，効果的かつ効率的な援助の実施につながった。(無償資金協力(達成手段①)，(独)

国際協力機構運営費交付金(技術協力)(達成手段②)，有償資金協力(達成手段③)) 

(７)ODA 事業に関して，関係分野に十分な知見を有する各界の外部専門家との意見交換の場である

開発協力適正会議を平成 25 年度は全６回，24 件の案件(有償資金協力 19 件，無償資金協力５件)

について実施したことは，ODA 事業の効果的な実施と透明性の向上に有益であった。(無償資金協

力(達成手段①)，有償資金協力(達成手段③)) 

次期目

標等へ

の反映

の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

我が国の安全と繁栄を確保するため，引き続き ODA を通じた支援により国際社会の平和と安定

に貢献していく。 

(２)測定指標 

ア 政府の優先課題や国内環境の変化を踏まえた毎年度の国際協力重点方針に基づく，戦略的・

効果的な ODAの実施 

国際協力を戦略的・効果的に進めるための主要な柱である①日本にとって好ましい国際環境
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を作るための ODA，②新興国・途上国と日本が共に成長する ODA，③人間の安全保障を推進し，

日本への信頼を強化する ODA，に沿って施策を引き続き進めていく。 

イ 世論調査の変化 

  国民の関心や支持が高い結果を得ることは重要であり，今後も同様の目標を掲げ施策を実施

する。 

ウ ODAに関する情報発信 

ODAに関する情報発信は重要であり，適切な水準の ODAホームページへのアクセス数を引き続

き目標としていく。他方，広報番組の有効性については，認知率のデータが入手困難となったこ

とも踏まえ，より一般的な視聴率を基に把握することとする。「見える化」について，その充実

に向け，新たに具体的な活動目標を設定することとする。  

エ 地域別供与目標額 

地域別供与目標額は，昨今の ODA 予算の趨勢や，案件の形成・進捗度を踏まえつつ，年度当

初の時点で，外交政策的な観点から望ましいと考えられる目安としての値であり，国際情勢の変

化等により柔軟・機動的に対応する必要が生じることがある。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)我が国は，国際社会の主要なプレーヤーとして，国際社会の平和と安定及び繁栄の実現に向け，

より積極的な役割を果たしていく。この際，国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の推進と

いう観点からも，最も重要な外交手段としての ODAの意義は一層高まっていることに留意する。 

(２)上記(１)の認識に基づき，国際社会の平和と安定の阻害要因となりかねない開発問題や地球規

模課題の解決に貢献し，日本の国益に資する ODA を展開することが重要であり，そのような目的

を実現するために ODAを積極的・戦略的に活用する。 

(３)途上国への資金の流れにおいて ODA 以外の民間資金の占める割合が約 7 割とされる中，中小企

業を含む我が国企業，地方自治体，NGO といった政府・JICA 以外の開発の担い手と連携すること

が重要であり，その優れた技術・知見を活用することを通じて ODAの質の向上を図る。 

(４)ODA の展開においては，専門性や幅広いネットワークを持つ国際機関も活用する。また，国際的

な枠組み作りにおいて我が国の政策を反映させ，積極的な役割を果たしていく上でも，国際機関

との連携を強化する。 

(５)平成 26年は我が国の ODA開始から 60周年の節目の年であるところ，ODAの 60年間の成果の積

極的な発信等を通じ，国内外の理解を促進するための ODA広報を強化する。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

１ 予算的制約の中で ODA 予算も 90 年代をピークに大幅に削減されてきたが，近年では途上国の貧困

削減，平和構築，持続的な経済成長の実現といったグローバルな課題への貢献に加えて，新興国にお

ける投資環境の促進や，安全保障分野での能力構築支援など，戦略的課題に機動的に対応する方向性

が打ち出されていることは高く評価されるべきである。今後は国家安全保障戦略や ODA 大綱の見直し

を踏まえ，戦略的 ODA の一層の具体化と，ODA 以外のファイナンスとの更なる連携(JBIC の融資や

PFI/PPPの活用)強化が望まれる。 

２ 「ODAに関する情報発信」において，国内向けの情報発信の取組みは説明されているが，相手国(国

民)に向けた情報発信の取組みについては明示的に説明されていない。評価自体については，一部未

達成の指標はあるものの，目標達成に近いレベルにあるため，「相当程度進展あり」との評価は妥当

と評価する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省 ODAホームページ 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index.html) 

・独立行政法人 国際協力機構(JICA)ホームページ「ODA見える化サイト」 

 (http://www.jica.go.jp/ODA/index.html) 

 

担当部局

名 

国際協力局 政策評価

実施時期 

平成 26年８月 
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施策Ⅵ-２ 地球規模の諸問題への取組 
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平成 26 年度政策評価書 

(外務省 25－Ⅵ－２) 

施策名 地球規模の諸問題への取組 

達成すべ

き目標 

グロ－バル化に即応したル－ル作りと地球規模の問題解決に向けたリーダーシップを発揮するた

め，以下を推進する。 

１ 人間の安全保障の概念を普及させるとともに，国際社会に存在する人間の生存，生活，尊厳に対

する脅威となっているグロ－バルな問題の解決に具体的に貢献する。 

２ 国際機関を通じた支援や条約の策定，締結，実施及び国際会議の開催を通じて地球環境問題への

国際的取組に貢献する。また，防災政策の普及を通じ，持続可能な開発を支援する。 

施策の概

要 

１ 人間の安全保障の推進と我が国の貢献 

(１)国連を始めとする多数国間会合や二国間会合・国際機関との会合等の場を活用しつつ，人間の安全

保障の概念普及を進める。 

(２)我が国が国連に設置した人間の安全保障基金(UNTFHS)や，無償資金協力の一環である草の根・人間

の安全保障無償資金協力を通じたプロジェクトの実施，国際機関を通じた人道支援等により，人間の

安全保障の更なる実践に努める。また，感染症対策については，世界エイズ・結核・マラリア対策基

金(世界基金)を通じた効率的・効果的支援に向け積極的に関与する。 

２ 環境問題を含む地球規模問題への取組 

 地球環境問題に効果的に対処し，持続可能な開発を世界的に実現するために，我が国としてリーダ

ーシップを発揮しつつ，多数国間環境条約や国際機関を通じた取組を推進する。また，こうした枠組

みがない分野に新たな場を設けて具体的取組を推進する。 

 気候変動問題においては，平成 25(2013)年以降の気候変動対策に係る，全ての国が参加する公平か

つ実効性のある国際枠組みの構築に向け，二国間の協議や地域間の枠組み等を利用して，国際交渉に

積極的に取り組む。 

 持続可能な開発の不可分の一部をなす防災について，我が国が蓄積してきた知見・技術を活用し，

国際機関を通じた取組等を通じて世界的に普及を図ることにより，持続可能な開発の実現に努める。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 86 204 71 60 

補正予算(b) 0 0 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 86 204   

執行額(百万円，d) 56 152   

関連する

内閣の重

要政策 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

測定指標 後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

評

価

結

果 

目標達成

度合いの

測定結果 

相当程度進展あり 

以下の主要な測定指標全てにおいて目標を達成したが，その他の測定指標の一部で目標達成に至

らなかったことから，上記のとおり判定した。 

(主要な測定指標) 

１(１)主要な国際的フォ－ラムの関連文書における人間の安全保障への言及の確保 

２(１)既存の国際機関，多国間環境条約の締結及び実施による，地球環境問題の解決に向けた

取組の進捗度(国際的なル－ルの策定，関係者の能力構築を含む)と，我が国による実質的

貢献度 

２(２)持続可能な開発に係わる新しい課題に対する国際的な議論と取組の進捗度(国際的な関

心の高揚，具体的な取組の進捗，関係者による対話の推進等)と，我が国の考え方の反映度

合い 

２(３)国連等関係機関と連携した国際防災協力の推進 

施策の分

析 

１ 施策の必要性 

(１)地球規模の課題への対処において，我が国が指導力を発揮し，国際社会に貢献していくために

は，人間一人ひとりに焦点を当て，その保護と能力強化を通じて包括的な取組を行う人間の安全

保障の理念に対する関係者の理解を促進するとともに，様々なスキームを通じた支援を実践する

ことが必要である。 
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(２)地球環境問題や持続可能な開発には地球規模で取り組むことが不可欠であるところ，国際機関

や多数国間環境条約を通じたルール作り・実施を進めつつ国際的な議論を通じて各国の協力を促

進していくことが必要である。中でも，気候変動問題は，国境を越えて人間の生活環境や安全を

脅かす脅威であり，国際社会の一致した取組に協力していくことが不可欠であるほか，持続可能

な開発に寄与する森林保全や生物多様性の維持等の取組についても，幅広く貢献していく必要が

ある。また，災害により失われる人命や経済損失が世界的にも増加傾向にある中幾多もの災害を

通じて多くの知見・経験を培った我が国が，国際社会における防災の取組に貢献していくことへ

の期待は高く，これを主導する国連等と協力して進めていく必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)人間の安全保障については，国連加盟国の間で 10年以上にわたり，その内容が曖昧であると

の理由等から否定的な見解を有する国もあった中で，TICADⅤでは人間の安全保障の推進が TICAD

Ⅴを支える包摂的指針として言及され，人間の安全保障の推進に大きく寄与した。(人間の安全

保障の概念の普及(達成手段１①))また，途上国における貧困問題等の解決に向け，人間の安全

保障基金が有効に寄与しており，我が国による世界基金を通じた支援事業により，人間の安全保

障の原則を効果的に活かした感染症対策を推進することができた。(世界基金(任意拠出金)(施策

Ⅶ－３達成手段 A○29E

A)，人間の安全保障基金拠出金(任意拠出金)(施策Ⅶ－３達成手段 A○37E

A)) 

(２)地球環境分野では，我が国がホストした水俣条約外交会議において同条約が全会一致で採択さ

れる等，既存の国際機関や多数国間環境条約を通じルールを一層定着させる上で有効に寄与し

た。(地球環境問題への取組(達成手段２①)，水銀条約外交会議参加経費(達成手段２②))また，

気候変動について，幅広い貢献を示す「攻めの地球温暖化外交戦略(ACE)」を提示したことは，

問題意識を国際社会において高め，各国間の高い意志をもった協力を促進する上で有効であっ

た。(気候変動問題への取組(達成手段２④)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

グロ－バル化に即応したル－ル作りと地球規模の問題解決に向けたリーダーシップを発揮し

ていくことが重要であり，引き続き人間の安全保障の概念の普及とともに，国際社会に存在する

人間の生存，生活，尊厳に対する脅威となっているグロ－バルな問題の解決に具体的に貢献して

いく。また，国際機関を通じた支援や国際ルールの策定等を通じて地球環境問題への国際的取組

に貢献するとともに，防災政策の普及を通じ，持続可能な開発を支援していく。 

(２)測定指標 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)持続可能な開発や難民等の課題に対処する上で極めて有効な理念である人間の安全保障を指

導理念に掲げることは，我が国が求心力のある取組を行い，指導力を発揮していく上で引き続き

重要であり，今後も主要外交文書における人間の安全保障への言及の確保を推進するとともに，

国連人間の安全保障基金に対する拠出機関の拡大を図る。新たな資金メカニズムが始まった世界

基金の効果的実施にも努めていく。 

(２)ポスト 2015年開発アジェンダや多数国間環境条約等を通じ，国際的な協力・取組に引き続き

積極的に参加していく。特に，気候変動交渉においては，平成 27年末に予定されている COP21

までに平成 32年以降の新たな枠組みに合意するために，多くの作業が残されていることや，二

国間クレジット制度についての関係国の理解を前向きなものとする観点にも十分留意しつつ，

「攻めの地球温暖化外交戦略(ACE)」を活用しながら，交渉を主導していく。更に，50か国によ

る生物多様性条約名古屋議定書締結の実現に向け着実に取り組んでいくほか，兵庫行動枠組の後

継枠組みに即して，国際的な防災取組を推進していく。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

１ 人間の安全保障は依然として定義が共有されていない段階にあるものの、日本が人間ひとりひとり

の尊厳に注目し、開発援助・保健衛生・難民保護・人道支援などの領域横断的な政策のキーワードと

して重視する姿勢の提示は評価すべきである。また TICADVを支える包摂的指針として人間の安全保

障が言及されたことも、この概念の世界的普及にとって重要なステップであった。気候変動問題につ

いて ACEの提示など積極的姿勢を打ち出したことは評価される。COP21での意思決定にあたり、主要

国（とくに米国・中国）との緊密な協議を推進してほしい。 

２ 明確な意図のもと着実な取組みが行われている。一部未達成の指標はあるものの、目標達成に近い

レベルにあるため、「相当程度進展あり」との評価は妥当と評価する。 
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作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

後述の個別分野の該当欄に記入した。 

 

担当部局

名 

国際協力局地球規模課題審議官組織 政策評価

実施時期 

平成 26年８月 
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個別分野 １ 人間の安全保障の推進と我が国の貢献 

概要 (１)国連を始めとする多数国間会合や二国間会合・国際機関との会合等の場を活用しつつ，人間の安全

保障の概念普及を進める。 

(２)我が国が国連に設置した人間の安全保障基金や，無償資金協力の一環である草の根・人間の安全保

障無償資金協力を通じたプロジェクトの実施，国際機関を通じた人道支援等により，人間の安全保障

の更なる実践に努める。また，感染症対策については，世界基金を通じた効率的・効果的支援に向け

積極的に関与する。 

関連する

内閣の重

要政策 

・第 68回国連総会における安倍総理大臣一般討論演説(平成 25年９月 26日) 

「世界のパワーバランスが急速に変化し，国境を越えた新たな脅威が生まれている中，今や一国のみ

では，自らの平和と安全を守ることができない。国連が果たすべき役割の重要性は増しており，日本

の訴え続けている人間の安全保障の理念も今まで以上に意味合いを増す。 

人間の安全保障委員会が報告書を提出してから長きにわたる議論の積み重ねを経て，昨年，その共通

理解に関する決議が，国連総会で採択された。先人達の英知も借りながら，更なる概念の普及と実践

の積み重ねを進める決意。」 

 

測

定

指

標 

１(１)主要な国際的フォ－ラムの関連文書における人間の安全保障

への言及の確保 
年度目標 

基

準 
－ 

各種外交文書における人間の安全保障への言及の確保   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 多数国間文書で５件，二国間文書で３件の主要外交文書

において人間の安全保障への言及を確保し，また２月には

各方面のリーダーが集う世界経済フォーラム年次総会(ダ

ボス会議)の枠組みにおいて人間の安全保障セッションが

開催されるなど，国際社会全般における同概念の普及にも

進展が見られた。 

 文書交渉を通じた人間の安全保障に

対する理解を促進する。 

  

  

24

年

度 

１ 「ボランティアに関する国連総会決議」，OECD開発援

助委員会ハイレベル会合の成果文書，ポスト 2015年開発

目標に関する地域会合，東ティモール(Ｇ７＋議長国)主

催国際会議の成果文書，第４回アジア開発フォーラムの

議長声明，日キルギス共同声明，ASEM 首脳会合(ビエン

チャン宣言)，日メキシコ首脳会談の成果文書において，

人間の安全保障への言及を確保した。 

２ ４月，平成 22(2010)年の決議及び加盟国の意見に基づ

き，人間の安全保障に関する２つ目の事務総長報告が発

表された。６月には，人間の安全保障に関する第２回国

連総会公式討論が開催され，９月の国連総会で採択され

た人間の安全保障に関する２つ目の国連総会決議によっ

て，人間の安全保障の共通理解に合意を得るに至った。 

文書交渉を通じた人間の安全保障に

対する理解を促進する。 

  

  

  

25

年

度 

１ ６月，TICADⅤの際に人間の安全保障シンポジウムを開

催。安倍総理大臣，岸田外務大臣，ハイレマリアム AU議

長，サーリーフ・リベリア大統領，クラーク UNDP総裁，

チャン WHO事務局長，レーク UNICEF事務局長などのハイ

レベルを始め，約 250名が参加。また，TICADⅤを通じ人

間の安全保障は重要なテーマとして位置づけられ，成果

文書である横浜宣言においても，人間の安全保障の推進

が TICADⅤを支える包括的指針とされた。 

２ ５月，国連本部にて人間の安全保障に関するハイレベ

ル・イベントが開催され，潘基文国連事務総長他約 500

名が参加。 

３ 平成 26(2014)年１月，人間の安全保障に関する事務総

長報告書が発出された。 

４ 日・ASEAN 友好協力に関するビジョン・ステートメン

ト，日仏共同声明，日 EU定期首脳協議共同プレス声明等

で人間の安全保障への言及を確保した。 

 

主要外交文書や６月に予定されてい

る TICADⅤ等において人間の安全保障へ

の言及を確保する等文書交渉を通じた

人間の安全保障に対する理解を促進す

る。 
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【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

文書交渉を通じた人間の安全保障に対する理解を促進す

る。 

 

 １(２)人間の安全保障基金によるプロジェクトの推進 年度目標 

基

準 
－ 

人間の安全保障実現に資する案件の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ６件のプロジェクトに対し，約 24百万ドルを支援し，220

万人が裨益した。承認したプロジェクトは平和構築分野，

気候変動・環境分野，人身取引被害者の保護と幅広い分野

を対象としている。また，４以上の機関による共同実施プ

ロジェクトが３件含まれるなど，保護と能力強化を通じた

コミュニティの自立的発展を支援という人間の安全保障を

実現する支援スキームである同基金ならではのプロジェク

トが多くを占めた。 

 保護と能力強化を通じたコミュニテ

ィの自立的発展の支援を達成するため，

拠出を継続するとともに，基金を利用し

た案件を通じて明らかになった人間の

安全保障の有効性の周知も行う。 

  

  

24

年

度 

６件のプロジェクト(「コミュニティ・ボーダーにおける

人間の安全保障強化(於：ケニア)」，「アルト・ワンギー・

ボカイにおける人々への脅威の減少：総合的かつ分野横断

的な，異文化に配慮した人間の安全保障(於：ニカラグア)」，

「コソボ市民等のためのより良い未来構築(於：コソボ)」

ほか３件)に対し，20 百万ドルを支援した。 

承認したプロジェクトは，保健，教育，紛争予防，環境，

雇用創出，政府の能力強化など幅広い分野を対象としてい

る。４以上の機関による共同実施プロジェクトが５件含ま

れるなど，ドナー間調整を経て，すべての人々とコミュニ

ティの保護と能力強化に資する人間中心の，包括的で，文

脈に応じた予防的対応を求める人間の安全保障のための支

援スキームである同基金ならではのプロジェクトを実現し

た。 

その他，21年度採択案件である「ネパールの紛争影響下

における脆弱な女性及び思春期の少女に対する基礎的なリ

プロダクティブ・ヘルスケア，教育，心理的カウンセリン

グの提供」について，最終報告書が出された。 

保護と能力強化を通じたコミュニテ

ィの自立的発展の支援を達成するため，

拠出を継続するとともに，基金を利用し

た案件を通じて明らかになった人間の

安全保障の有効性の周知も行う。 

  

  

  

25

年

度 

９件のプロジェクト(「上エジプトにおける包摂的な社会

経済開発を通じた人間の安全保障(於：エジプト)」，「ア

フリカにおける人間の安全保障：持続可能な平和と開発の

促進のための評価と能力強化」，「ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ第 10 県におけるコミュニティの安定に向けた人間の

安全保障概念の適用」他)に対し，合計約 23.5百万ドルを

支援した。これらのプロジェクトを通じて，一人ひとりの

保護と能力強化を行い，93 万人以上をとりまく生命・生

活・尊厳に対する脅威を軽減する。 

アフリカ地域の複数国を対象とする１件を除いた全ての

プロジェクトが，３以上の機関による共同実施プロジェク

トであり，６件が他ドナーから合計 10.2万ドルの共同出資

を得たことで，人間の安全保障の実践及び国連における同

概念の主流化に大きく貢献した。 

これら案件を通じて明らかになった人間の安全保障の有

効性をシンポジウム等における外務省幹部による発言やホ

ームページを通じて周知した。例えば，本年３月７日に国

連において開催された「児童と武力紛争に関する安保理公

開討論」で吉川国連代表部大使が人間の安全保障基金のス

リランカにおける案件を紹介した。 

 外部コンサルタントによる評価を実施したところ，人間

の安全保障アプローチは人々とコミュニティに前向きな変

保護と能力強化を通じたコミュニテ

ィの自立的発展の支援を達成するため，

拠出を継続するとともに，他国・民間団

体等に対して，同基金への拠出を促す。

基金を利用した案件を通じて明らかに

なった人間の安全保障の有効性をシン

ポジウム等における外務省幹部による

発言やホームページを通じて周知する

とともに，外部評価を受ける。 
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化を醸成しており，裨益者のオーナーシップが認められた

旨，報告があった。また，人間の安全保障基金は，各国連

組織が専門性を生かして共同で取り組むプロジェクトであ

るため，対象者が抱えている課題を包括的に捉える重要性

を国連が認識するという変化をもたらした点も高い評価を

得た。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

保護と能力強化を通じたコミュニティの自立的発展を支

援する。 

 

 １(３)世界基金による三大感染症対策支援の強化 年度目標 

基

準 
－ 

世界基金を通じた三大感染症対策の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 23年度の期間中，世界基金の既存事業のうち新たなフェ

ーズに移行する104案件に対して総額約18億ドルが承認さ

れ，途上国における感染症対策が引き続き行われた。 

 一方，より効果的な事業管理を目的として，案件実施体

制の改革，事務局の組織再編が行われ，案件形成の段階か

ら受益国の監督機関や事業審査専門家パネルからのインプ

ットを得る対話型の審査プロセスを導入するとともに，事

務局で案件管理にあたる職員の比率を全職員数の 75％に

増加し，支援の必要性が大きい国をはじめとして実施体制

を強化している。 

 我が国は，このような世界基金事務局の効率化や事業実

施体制の監督強化を含めた改革に，理事会における議論等

を通じて，積極的に取り組んだ。 

 世界基金を通じた支援の効果的・効率

的な実施に重点を置く。 

  

  

24

年

度 

１ 24年度の期間中，世界基金の既存事業のうち新たなフ

ェーズに移行する案件及び以下に詳述する新たな資金供

与メカニズム立ち上げまでの移行期間に資金手当が必要

な案件に対して総額約 36億ドルが承認され，途上国にお

ける感染症対策が切れ目なく行われた。また，事務局の

新たな組織体制のもと，事業に対する資金支出が迅速に

行われるようになり，支出額は平成 23(2011)年の 26 億

ドルから平成 24(2012)年の 33億ドルに伸びた。 

一方，受益国の保健政策により合致した資金支援を行

うための新たな資金供与メカニズムの制度設計が進めら

れ，今後形成される新規事業に適用されることとなった。 

２ 我が国は，このような実施体制の効率化，新資金供与

メカニズムの開発に，理事会及び関連する委員会におけ

る協議・検討を通じて貢献した。  

また，我が国は，世界基金を通じた支援事業に，24年

度末までに累積で約 17.4億ドルを拠出した。 

我が国による世界基金を通じた支援事業による感染症

対策の実績は，平成 24(2012)年末までに，抗レトロウィ

ルス療法(HIV 感染者・エイズ患者への治療)受療者数 420

万人，WHO 推奨の直接服薬確認療法(DOTS)を受ける結核

患者数 970 万人，マラリア予防用の長期残効型蚊帳の配

布数 3.1 億張(結核患者数及び蚊帳配布数は基金設立(平

成 14年)からの累積)となった。 

世界基金を通じた支援の効果的・効率

的な実施に重点を置く。 

  

  

  

25

年

度 

１ 25年度の期間中，世界基金の既存事業のうち新たなフ

ェーズに移行する案件及び新たな資金供与メカニズムの

先行実施国の案件に対して，総額 29.5 億ドルが承認さ

れ，途上国における感染症対策が切れ目なく行われた。 

２ 新たな資金供与メカニズムの制度設計に対して，理事

世界基金を通じた支援の効果的・効率

的な実施に重点を置く。 

新たな資金供与メカニズムの下，受益

国の需要が反映された資金支援が着実

に行われるよう，制度設計への引き続き
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会及び関連する委員会における協議・検討・決定への参

画を通じて，同メカニズムの全面実施(平成 26(2014)年

３月～)に貢献した。 

３ 我が国は，世界基金を通じた支援事業に，25年度末ま

でに累積で約 21.5億ドルを拠出した。世界基金の感染症

対策の実績は，平成 25(2013)年末までに，抗レトロウィ

ルス療法(HIV 感染者・エイズ患者への治療)受療者数 610

万人，WHO 推奨の直接服薬確認療法(DOTS)を受ける結核

患者数 1,120 万人，マラリア予防用の長期残効型蚊帳の

配布数 3.6 億張(結核患者数及び蚊帳配布数は基金設立

(平成 14 年)からの累積)となった。また，これらの事業

により世界基金の事業効果が上がるよう，理事会及び委

員会における協議に積極的に参加した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

の関与及び理事会における迅速な新規

案件の承認に協力する。また，これらの

事業により世界基金の事業効果が上が

るよう，理事会及び委員会における協議

に積極的に参加する。 

 目

標 
－ 

世界基金を通じた支援を効果的・効率的に実施する。  

 １(４)(参考指標)人間の安全

保障基金プロジェクトによる

裨益者数(単位：万人) 

実績値 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

145  165  222  96  93  

 

分析 １ 施策の必要性 

  地球規模の課題への対処において，我が国が指導力を発揮し，国際社会に深く貢献していくために

は，これらの課題への対処に当たっての指導理念を明確にし，求心力のある取組を行う必要がある。

人間の安全保障は，人間一人ひとりに焦点を当て，その保護と能力強化を通じて包括的な取組を行う

との理念であり，持続可能な開発や難民等の課題に対処する上で極めて有効な理念であり，同理念に

対する関係者の理解を促進するとともに，様々なスキームを通じた支援を実践することが必要であ

る。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)人間の安全保障については，国連加盟国の間で 10 年以上にわたり，その内容が曖昧である等との

理由から否定的な見解を有する国もあった中で， TICADⅤでは人間の安全保障の推進が TICADⅤを支

える包括的指針として言及され，人間の安全保障の推進に大きく寄与した。(達成手段１①：人間の

安全保障の概念の普及) 

(２)人間の安全保障基金に関しては，これまで約 80 の国・地域において，200 件以上のプロジェクト

を実施し，25 年度には，９件を採択しており，途上国における貧困問題等の解決に資することが期待

される。(人間の安全保障基金拠出金(任意拠出金)(施策Ⅶ－３達成手段 A○37E

A)) 

(３)我が国による世界基金を通じた支援事業により，人間の安全保障の原則を効果的に活かした感染症

対策を推進するという効果があった。(世界基金(任意拠出金)(施策Ⅶ－３達成手段 A○29E

A)) 

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)主要な国際的フォ－ラムの関連文書における人間の安全保障への言及の確保 

人間の安全保障の推進は重要であり，主要外交文書において，今後とも人間の安全保障への言及を

確保し，文書交渉を通じた人間の安全保障に対する理解を促進させる。 

(２)国連人間の安全保障基金 

同基金を主管する国連人間の安全保障ユニットが，国連人道問題調整事務所から国連事務総長室に

移管されることに伴い，移転に係る経費が必要であることから，昨年度と同様数の案件を採択するこ

とは難しいが，国連における人間の安全保障の主流化に向け，６件以上の採択を目指す。 

(３)世界基金 

三大感染症対策の推進(具体的には，世界基金の活動を通じて，2012-16年の 5年間に，1,000万人

の命を救うとする，同基金の五カ年戦略目標の達成)のため，世界基金を通じた支援の効果的・効率

的な実施を行うべく，積極的な協議を通じて，新たな資金メカニズムの制度設計や事業承認に協力を

行ってきた。新たな資金供与メカニズムの下で，引き続き，効果的・効率的な支援が実現するよう，

議論に積極的に参加していく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)持続可能な開発や難民等の課題に対処する上で極めて有効な理念である人間の安全保障を指導理

念に掲げることは，我が国が求心力のある取組を行い，指導力を発揮していく上で重要である。この
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ため，主要外交文書における人間の安全保障への言及の確保や理解促進を引き続き推進するととも

に，国連人間の安全保障基金に対する拠出機関を拡大し，国連における人間の安全保障の主流化を目

指す。 

(２)世界基金の新たな資金供与メカニズムの効果的な実施，事業実施体制の効率化等が必要であり，理

事会及び委員会を通じて積極的に取り組む。以て，三大感染症対策の推進に貢献する。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 23(2011)年版 ODA白書(外務省，平成 24年３月) 
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個別分野 ２ 環境問題を含む地球規模問題への取組 

概要 地球環境問題に効果的に対処し，持続可能な開発を世界的に実現するために，我が国としてリーダー

シップを発揮しつつ，多数国間環境条約や国際機関を通じた取組を推進する。また，こうした枠組みが

ない分野に新たな場を設けて具体的取組を推進する。 

気候変動問題においては，平成 25(2013)年以降の気候変動対策に係る，全ての国が参加する公平か

つ実効性のある国際枠組みの構築に向け，二国間の協議や地域間の枠組み等を利用して，国際交渉に積

極的に取り組む。 

持続可能な開発の不可分の一部をなす防災について，我が国が蓄積してきた知見・技術を活用し，国

際機関を通じた取組等を通じて世界的に普及を図ることにより，持続可能な開発の実現に努める。 

関連する

内閣の重

要政策 

・「攻めの地球温暖化外交戦略(Actions for Cool Earth-ACE)」(平成 25年 11月) 

・石原伸晃環境大臣 COP19ステートメント(平成 25年 11月 20日) 

「我が国は，2050年までに世界全体で 50％削減，先進国で 80％という目標を改めて掲げます。今こ

そ，安倍総理大臣が掲げた美しい星に向けた行動，「Actions for a Cool Earth」に取り組むべき時

です。まず，日本はさらなる技術革新に取り組みます。このため，今後５年間に官民合わせて 1,100

億ドルの国内投資を行います。次に，日本の低炭素技術の世界への応用を図ります。このため，二国

間オフセット・クレジット制度を通じて，世界全体での排出削減に貢献していきます。さらに，我が

国は各国やステークホルダーとの連携を強化します。我が国は途上国に対し，2013年から 2015年ま

での３年間に１兆６千億円，約 160億ドルを支援します。気候変動の緩和と適応の分野において，ODA，

OOF，民間資金など官民総動員で支援をします。」 

 

測

定

指

標 

２(１)既存の国際機関，多国間環境条約の締結及び実施による，地

球環境問題の解決に向けた取組の進捗度(国際的なル－ルの策

定，関係者の能力構築を含む)と，我が国による実質的貢献度 

年度目標 

基

準 
－ 

１ 地球環境問題の解決に向けた国際的な取組への積極的

な参画 

２ 気候変動の次期枠組み作りへの参画 

３ 気候変動対策促進のための取組 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 ４年度の国連環境開発会議(地球サミット)以降整備され

てきた多数国間環境条約の締結・実施をさらに促進すると

ともに，国際機関を通じた支援を行うことにより，下記の

ように，地球環境問題に関する国際的な取組の進捗に実質

的に貢献するとともに，気候変動交渉を着実に実施した。 

１ リオ＋20 

 平成 24 年に開催された国連持続可能な開発会議(リオ

＋20)に向け，成果文書へのインプットを国連に提出。成

果文書交渉を含め，主に我が国が知見・経験を有する分

野において積極的に地球環境問題をめぐる議論に貢献し

た。 

２ 生物多様性 

 平成 22 年 10 月に開催された生物多様性条約 COP10 に

おいて採択された「ABS 名古屋議定書」及びカルタヘナ

議定書 COP-MOP５において採択された「名古屋・クアラ

ルンプール補足議定書」への署名を行った。 

３ UNEP/IETCによる具体的活動への支援  

国連環境計画・国際環境技術センターが事務局を務め

る廃棄物管理に関するグローバル・パートナーシップの

活動を支援し，廃棄物管理に関する知見の共有，効率的

な取組の推進に貢献した。また，災害廃棄物の処理をめ

ぐる我が国の経験の共有及びネットワークの構築に貢献

した。 

４ オゾン層保護 

オゾン層保護に関し，モントリオール議定書多数国間

基金のもとで，オゾン層破壊物質削減に資する技術の開

発途上国における導入を支援した。また，代替フロン

(HCFC)の削減スケジュールの実施に向けて，対途上国支

１ 既存の国際機関及び多数国間環境

条約を通じた取組の進展 

２ 気候変動の次期枠組み作りにおけ

る我が国による実質的貢献 

３ 気候変動交渉の着実な実施 
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援活動のガイドライン策定等に関する検討に貢献した。 

５ 酸性雨対策への貢献 

 酸性雨対策に関し，東アジア酸性雨モニタリング・ネ

ットワーク(EANET)の活動基盤強化のための文書の策定

作業に積極的に参加し，平成 22 年 11 月に開催された第

12 回政府間会合において「EANET の強化のための文書」

が署名され，平成 24年に発効。 

６ 水銀の国際的規制に対する貢献 

 国境を超える水銀の規制・管理に関し，UNEPのもとで

の水銀に関する条約の制定に向けた政府間交渉に関し，

平成 23 年 11 月にケニアで開催された第３回会合の議論

に積極的に参加した。 

７ ダーバン(南アフリカ)で開催された国連気候変動枠組

条約第 17 回締約国会議(COP17)では，日本は積極的に議

論に貢献した。特に，次期枠組み作りとの関係では，日

本の提案が反映される形で将来の枠組み構築のための新

しい特別作業部会(「ダーバン・プラットフォーム特別作

業部会」)の設置が決まった。またこの他にも，緑の気候

基金の設立及びカンクン合意実施のための一連の決定と

いった気候変動の次期枠組みの構築につながる成果も得

られた。さらに，京都議定書については，日本を含むい

くつかの国は第二約束期間には参加しないことを明らか

にし，そのような立場を反映した成果文書が採択された。 

  

  

24

年

度 

１ リオ＋20 

 ６月に開催された国連持続可能な開発会議(リオ＋20)

において，我が国が知見・経験を有する環境技術，省エ

ネ技術，防災等の分野において積極的に議論に貢献する

とともに，環境未来都市の世界への普及，世界のグリー

ン経済への移行，強靭な社会づくりの３本柱を中心とす

る貢献策を盛り込んだ「緑の未来イニシアティブ」を表

明した。 

２ 生物多様性 

 10 月に開催された生物多様性条約締約国会議(COP11)

において，愛知目標(ポスト 2010 年目標(2011 年～2020

年))の達成に向け，資源動員の目標設定に関する議論を

始め「生態学的・生物学的に重要な海域(EBSA)等の議論

に積極的に参加・貢献した。そのほか，９月に開催され

た国際自然保護連合(IUCN)第５回世界自然保護会議や３

月に開催されたワシントン条約 COP16 において，野生動

植物の保護等に係る附属書改正や手続規則等の議論にお

いて貢献した。 

３ 国連環境計画(UNEP) 

リオ＋20 において UNEP 強化が合意されたことを踏ま

え，10月，訪日したシュタイナーUNEP事務局長との間で，

グリーン経済，化学物質及び廃棄物管理，気候変動等の

分野における我が国と UNEP の今後の連携強化に向けた

政策対話を立ち上げることに合意した。そのほか，２月

に開催された第 27 回 UNEP 管理理事会において副議長を

務め，議論を主導する等，UNEPの組織改革及び役割強化

に貢献した。 

４ オゾン層保護 

モントリオール議定書多数国間基金のもとで，オゾン 

層破壊物質削減に資する技術の開発途上国における導入

を支援した。また，11 月，モントリオール議定書第 24

回締約国会合(MOP24)において，代替フロンである HFC(ハ

１ 既存の国際機関及び多数国間環境

条約を通じた取組の進展 

２ 気候変動の次期枠組み作りにおけ

る我が国による実質的貢献 

３ 気候変動交渉の着実な実施 
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イドロフルオロカーボン)の扱い及びその代替技術に関

する議論，技術経済評価委員会及びその補助機関に関す

る手続き的事項等が行われ，我が国はコンタクトグルー

プ議長を務める等議論に貢献した。 

５ 森林 

 11 月の国際熱帯木材機関(ITTO)第 48 回理事会におい

て議長を務め，木材貿易及び熱帯林の持続可能な経営に

関する議論をリードした。 

６ 水銀に関する条約 

 UNEPのもとでの水銀に関する条約の制定に向けた政府

間交渉に関し，７月の第４回会合(ウルグアイ)及び１月

の第５回(最終)会合(ジュネーブ)を経て条文案に合意さ

れるとともに，条約の名称を「水銀に関する水俣条約」

とすること，平成 25 年 10 月に熊本県で条約の採択・署

名のための外交会議を開催することが正式に決定され

た。我が国は，アジア太平洋地域グループのコーディネ

ーターとして地域レベルの議論を円滑にするとともに，

フレンズオブチェアーとして個別の条項毎の議論に積極

的に貢献，また水俣病の経験を各国に共有し，条約交渉

の早期妥結に向けて議論を主導した。 

７ 国連気候変動枠組条約 

カタール(ドーハ)で開催された第 18 回締約国会議

(COP18)において，日本が，平成 32(2020)年以降の新た

な法的枠組みの構築に向けて，「交渉の基礎的なアレン

ジメントを整えた」との明確なメッセージを世界に示す

ことを目標として，積極的に議論に貢献した結果，既存

の２つの作業部会(「条約の下での長期的協力の行動のた

めの特別作業部会」及び「京都議定書の下での附属書Ⅰ

国の更なる約束に関する特別作業部会」)の作業が終了し

た。また，京都議定書の改正については，第二約束期間

の長さを８年とすること等が盛り込まれた決定が採択さ

れた他，第二約束期間に参加しない国(我が国を含む)も

同期間中にクリーン開発メカニズムのクレジットの原始

取得が可能であることが確認された。  

  

  

  

25

年

度 

１ リオ＋20 

  リオ＋20 成果文書を受けて設置された，持続可能な開

発目標(SDGs)オープン・ワーキング・グループやファイ

ナンス戦略委員会の会合が定期的に開催されたところ，

ポスト 2015年開発アジェンダの議論を見据え，我が国も

積極的に会合に参加し，議論に貢献した。 

２ 生物多様性 

  資源動員メカニズムの具体化が議論される平成

26(2014)年の COP に向けた作業等を行うとともに，国別

報告書の作成・提出や名古屋議定書締結に向けた取組を

進めた。 

３ 国連環境計画・国際環境技術センター(UNEP/IETC)によ

る具体的活動への支援 

  UNEP/IETC が事務局を務める廃棄物管理に関するグロ

ーバル・パートナーシップの活動を支援し，廃棄物管理

に関する知見の共有，効率的な取組の推進に貢献した。

また，我が国の産業廃棄物の処理をめぐる経験の共有及

びネットワークの構築に貢献した。 

４ オゾン層保護 

モントリオール議定書多数国間基金のもとで，オゾン 

層破壊物質削減に資する技術の開発途上国における導入

１ リオ+20 については，成果文書を受

けて設置された持続可能な開発目標

(SDGs)オープン・ワーキング・グル－

プやファイナンス戦略委員会での議論

に積極的に参加・貢献する。 

２ 生物多様性については，資源動員メ

カニズムの具体化が議論される平成

26(2014)年の COP に向けた作業等を行

う。 

３ 国連環境計画(UNEP)については，政

策対話等の機会を活用し UNEP との連

携強化を図る。 

４ オゾン層保護については，HFC の扱

い等議定書の主要議題に関し引き続き

議論に貢献する。 

５ 森林については，国際熱帯木材機関

(ITTO)への拠出等を通じて，持続可能

な森林経営や違法伐採対策等に取り組

む。 

６ 水銀に関する水俣条約の採択・署名

のための外交会議を本年 10 月に我が
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を支援した。また，10 月，モントリオール議定書第 25

回締約国会合(MOP25)において，代替フロンである

HFC(ハイドロフルオロカーボン)の扱い及びその代替技

術に関する議論，技術経済評価委員会及びその補助機関

に関する手続き的事項等が行われ，我が国は議論に貢献

した。 

５ 森林 

  国際熱帯木材機関(ITTO)への拠出等を通じて，持続可

能な森林経営や違法伐採対策等に取り組むとともに，国

連森林フォーラムにおける議論に積極的に参加した。 

６ 水銀の国際的規制に対する貢献 

  国境を越える水銀の規制・管理に関し，UNEPのもとで

水銀に関する条約の制定に向けた政府間交渉に積極的に

参加し，10月の同条約が採択・署名された「水銀に関す

る水俣条約外交会議」に関しホスト国としてその成功に

貢献した。 

７ 国連気候変動枠組条約第 19回締約国会議(COP19) 

  11 月にワルシャワ(ポーランド)で開催され，平成

32(2020)年以降の枠組みについて，全ての国に対し，自

主的に決定する約束草案のための国内準備を開始し，

COP21 に十分先立ち(準備のできる国は平成 27(2015)年

第１四半期までに)約束草案を示すことを招請すること

を決定。 

また，ADP(強化された行動のためのダーバン・プラッ

トフォーム特別作業部会)に対し，約束草案を示す際に提

供する情報を COP20 で特定することを求めることを決

定。このように，議論の前進につながる成果が得られ，

COP21 における全ての国が参加する将来枠組みの合意に

向けた準備を整えるという我が国の目標を達成すること

ができた。 

さらに，COP19 に際して途上国支援，革新的な技術の

開発と国際普及等を通じて，世界全体の温暖化対策に貢

献していくため，「攻めの地球温暖化外交戦略：Actions 

for Cool Earth (ACE)」を発表した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

国で開催予定であるところ，右会議の

つつがない実施を通じ，世界規模での

水銀汚染対策強化を図る。 

７  気候変動交渉における，平成

32(2020)年以降の新たな法的枠組みに

関する平成 27(2015)年までの合意に

向けて，実質的な貢献を行う。国連気

候変動枠組み条約第 19 回締約国会議

(COP19)においては，新たな法的枠組み

に含まれるべき要素の絞り込みと具体

化並びに平成 26(2014)年の詳細な作

業計画の策定を目指して，全ての国が

参加する公平かつ実効的な国際枠組み

を構築するとの観点から，我が国とし

て実質的な貢献を行う。 

 目

標 
－ 

我が国主導による地球環境問題の解決に向けた取組を促

進する。 
 

 ２(２)持続可能な開発に係わる新しい課題に対する国際的な議論と

取組の進捗度(国際的な関心の高揚，具体的な取組の進捗，関係

者による対話の推進等)と，我が国の考え方の反映度合い 

年度目標 

基

準 
－ 

１ 地球環境問題の解決に向けた国際的な取組への積極的

な参画 

２ 気候変動の次期枠組み作りへの参画 

３ 気候変動対策促進のための取組 

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

 持続可能な開発に関する新たな課題に対する国際的な議

論を喚起し，我が国の考え方の発信と定着のための努力を

行い，地球環境問題の解決に向けた取組を進捗させた。具

体的事例は下記のとおり。 

１ 森林保全・違法伐採対策・持続可能な森林経営のため，

国際熱帯木材機関(ITTO)の取組を後押しした。 

２ COP17 に際して発表した「世界低炭素成長ビジョン」

に基づき，その具体的な取組として「アフリカ・グリー

ン成長戦略」，「東アジア低炭素成長パートナーシップ

構想」等の地域協力や「二国間オフセット・クレジット

１ 持続可能な開発に向けた取組の進

展 

２ 我が国の考え方の反映 
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制度」(その後「二国間クレジット制度」に名称変更)の

構築に向けた二国間協力等を推進し，また，低炭素成長

の分野において，リーダーシップを発揮し各国から高く

評価された。また，平成 24(2012)年までの気候変動分野

に関する途上国に対する短期資金支援として平成 24 年

２月末時点で 132億米ドル以上の支援を実施することに

より，気候変動問題への取組に貢献した(107か国 783の

プロジェクト)。 

  

  

24

年

度 

１ 持続可能な開発に関する新たな課題に対する国際的な

議論を喚起し，我が国の考え方の発信と定着のための努

力を行い，特に，国連持続可能な開発会議(リオ＋20)に

おいて持続可能な開発の達成に向けた「緑の未来イニシ

アティブ」を表明し，地球環境問題の解決に向けた取組

を進捗させた。 

２ 国際交渉を補完する様々な具体的取組を積極的に実施

した。特に，地域協力としては「東アジア低炭素成長パ

ートナーシップ対話」，島嶼国との気候変動政策対話を

実施し，アフリカとの間では TICADの枠組みで低炭素成

長・気候変動に強靱な開発に関する戦略の策定に向けた

作業を加速化させた。 

また，二国間の取組として，我が国の優れた技術を活

用しつつ途上国の気候変動対策を強化すべく，「二国間

オフセット・クレジット制度」を推進しており，既に 31

か国で 191 件の実証事業を実施した。特に，モンゴル及

びバングラデシュとの間では，COP18 の際に，同制度の

平成 25(2013)年からの開始について実質的な合意に至

り，モンゴルとは平成 25(2013)年１月に，バングラデシ

ュとは平成 25(2013)年３月に，同制度に関する二国間文

書への署名を行った。 

さらに，我が国は， 平成 24(2012)年末までの約３年

間の途上国短期支援(官民合わせ 150 億ドル)について，

約 174億ドル(平成 24(2012)年 10月末時点)を達成した。

これにより，先進国全体の短期資金(過去３年間の公的資

金による 300 億ドルの支援約束，実績額は 336 億ドル)

のうち，約 40％にあたる 133億ドルを日本が実施したこ

とになり，コミットメント達成に大きく貢献した。 

１ 持続可能な開発に向けた取組の進

展 

２ 我が国の考え方の反映 

  

  

  

25

年

度 

１ リオ＋20 成果文書を受けて設置された，持続可能な開

発目標(SDGs)オープン・ワーキング・グループやファイ

ナンス戦略委員会の会合が定期的に開催されたところ，

ポスト 2015年開発アジェンダの議論を見据え，我が国も

積極的に会合に参加し，議論に貢献した。 

２ 国際交渉を補完する様々な具体的取組を積極的に実施

した。特に，地域協力としては，「第２回東アジア低炭

素成長パートナーシップ対話」，アジア諸国との気候変

動政策対話，東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフ

ォーム関係者の招へいを実施した。 

また，二国間の取組として，我が国の優れた技術を活

用しつつ途上国の気候変動対策を強化すべく，二国間ク

レジット制度を推進しており，平成 24年度のモンゴル，

バングラデシュに続き，平成 25年度中にはエチオピア，

ケニア，モルディブ，ベトナム，ラオス，インドネシア，

コスタリカ，パラオと二国間文書への署名を行い，モン

ゴル，バングラデシュ，エチオピア，ケニア，モルディ

ブ，ベトナム，インドネシアとの間で合同委員会を行っ

た。また，25年度末までに述べ 239件の実現可能性調査，

１ 我が国の考え方を発信していく。特

に，持続可能な開発目標(SDGs)等本分

野における国際社会の今後の取組に係

る議論において主導的役割を果たす。 

２ 気候変動分野における対話の実施

や二国間クレジット制度の推進などに

ついて，国際交渉を補完する具体的取

組の更なる進展を目指す。 

特に，第２回東アジア低炭素成長パ

ートナーシップ対話を主催し，低炭素

成長に資する技術等について議論を深

める。 

また，二国間クレジット制度につい

ては，数カ国との二国間協議妥結・署

名を目指す。 

349 
 



17 件の実証事業及び設備補助事業を実施した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

我が国主導による地球環境問題の解決に向けた取組を促

進する。 

 

 ２(３)国連等関係機関と連携した国際防災協力の推進 年度目標 

基

準 
－ 

防災に向けた国際協力の実施   

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

23

年

度 

１ 「兵庫行動枠組」の世界的な推進のため，国際防災協

力の中心的機関である国連国際防災戦略事務局

(UNISDR)の活動を支援した。 

２ 具体的には，UNISDRに対する拠出を通じて，都市防災

キャンペーン，国連世界防災白書，Prevention Web運営，

地滑りフォーラムのイヤーマークを行った。 

３ 第３回国連防災世界会議を日本に招致する旨表明した

(第 66 回国連総会における野田総理大臣の一般討論演

説)。 

４ 近年世界で発生した大規模な自然災害の教訓を参加国

で分かち合い，災害に強い強じんな社会の構築を目指し

て，国際協力を進めることを目的とした国際会議を 24

年度に被災地の東北で開催するため，国連関係機関を含

む国内外の関係機関と連携の上準備を実施。 

１ 各種会合への参加を通じて，我が国

の知見・経験を ISDRの政策に反映。 

２ 兵庫行動枠組の推進(ISDR の活動支

援を通じて，各国における防災関連施

策の充実に貢献) 

３ 第３回国連防災世界会議(27 年度)

の招致を実現 

  

  

24

年

度 

１ 「兵庫行動枠組」の世界的な推進のため，国際防災協

力の中心的機関である国連国際防災戦略事務局(UNISDR)

の活動について，拠出金を通じて支援するとともに，都

市防災キャンペーン，国連世界防災白書，防災グローバ

ル・プラットフォームのイヤーマークを行った。 

２ 第３回国連防災世界会議を我が国に招致する旨を表明

し(第 67 回国連総会における野田総理大臣の一般討論演

説)，第 67 回国連総会決議(A/RES/67/209)にて平成 27 

(2015)年早期の我が国での同会議の開催が決定された。 

３ ７月に開催した「世界防災閣僚会議 in東北」を通じ，

我が国が得た経験教訓を国際社会に共有するとともに，

「21世紀型の防災」を提案し，我が国として，今後，国

際社会の防災分野の取組を主導していく決意を表明した

(平成25年(2013)年からの３年間で30億ドルの支援を行

うことを表明した)。 

１ 各種会合への参加を通じて，我が国

の知見・経験を ISDR の政策に反映す

る。 

２ 兵庫行動枠組を推進する。(ISDR の

活動支援を通じて，各国における防災

関連施策の充実に貢献する。) 

３ 第３回国連防災世界会議(27 年度)

の招致を実現する。 

  

  

  

25

年

度 

１ 第４回防災グローバル・プラットフォーム会合や第３

回 ESCAP 防災委員会において我が国の防災の取組や兵庫

行動枠組みの後継枠組への我が方の考え方を発信した。 

２ 「兵庫行動枠組」の世界的な推進のため，国際防災協

力の中心的機関である国連国際防災戦略事務局(UNISDR)

の活動について，拠出金を通じて支援するとともに，都

市防災キャンペーン，国連世界防災白書，第３回国連防

災世界会議の準備へのイヤーマークを行った。 

３ 第４回防災グローバル・プラットフォーム会合にて，

第３回国連防災世界会議を仙台市で行うことを表明。第

68 回国連総会決議(A/RES/68/211)にて，仙台市で平成 27 

(2015)年３月に同会議を開催することを決定した。 

４ 第３回国連防災世界会議のロゴを決定，防災関係者有

識者などからなる「第３回国連防災世界会議に係る国内

準備会合」を組織するなど，第３回国連防災世界会議着

実な準備を行った。 

 

１ 各種会合への参加を通じて，東日本

大震災等を通じて得た防災についての

我が国の知見・経験を，国際的に行わ

れる兵庫行動枠組の後継枠組みの議論

を通じて国連国際防火戦略(ISDR)の政

策に反映する。 

２ 兵庫行動枠組を推進する。また，

ISDR の活動支援 について，拠出金を

通じて支援し，各国における防災関連

施策の充実に貢献する。 

３ 我が国で開催される「第３回国連防

災世界会議」について，UNISDR，開催

自治体，関係省庁等と緊密な連携を図

り，開催地の決定など準備を進める。 
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【目標の達成状況： ○ 】 

 目

標 
－ 

我が国主導による国際防災の推進に向けた取組を実施す

る。 

 

 ２(４)生物多様性条約名古屋

議定書の年度ごとの締約国の

増加数 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 22年度 23年度 24年度 25年度 － 

 
0 3 12 14 

【▲】 

－ 

 年度目標値  －  10 20  

 ２(５)地球温暖化に対処する

ための国際的な取組の進展

(COP 合意の賛同国数／UNFCCC

加盟国) 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 21年度 23年度 24年度 25年度 28年度 

 

59.58% 

(115/193) 

100% 

(193/193) 

100% 

(195/195) 

100% 

(195/195) 

【〇】 

100% 

 年度目標値  100% 100% 100%  

 ２(６)(参考指標)兵庫行動枠

組の推進(国家レベルで防災調

整メカニズムを設置した国数) 

実績値 

 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

 41 64 73 81 83 88 

 

分析 １ 施策の必要性 

(１)地球環境問題や持続可能な開発には地球規模で取り組むことが不可欠であるところ，国際機関や多

数国間環境条約を通じたルール作り・実施を進めつつ国際的な議論を通じて各国の協力を促進してい

くことが必要である。 

(２)気候変動問題は，国境を越えて人間の生活環境や安全を脅かす脅威であり，温室効果ガスの実効的

な削減を進めるための国際社会の一致した取組に，国際社会に責任ある国家として我が国も協力して

いくことは不可欠である。その他，持続可能な開発に寄与する森林保全や生物多様性の維持等の取組

についても，幅広く貢献していく必要がある。 

(３)災害により失われる人命や経済損失が世界的にも増加傾向にある中幾多もの災害を通じて多くの

知見・経験を培った我が国が，国際社会における防災の取組に貢献していくことへの期待は高く，こ

れを主導する国連等と協力して進めていく必要がある。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)我が国の地球環境分野での各種取組は，我が国がホストした水俣条約外交会議において同条約が全

会一致で採択される等，既存の国際機関や多数国間環境条約を通じルールを一層定着させる上で有効

に寄与した。(地球環境問題への取組(達成手段２①)，水銀条約外交会議参加経費(達成手段２②)) 

(２)気候変動について，幅広い貢献を含む「攻めの地球温暖化外交戦略(ACE)」を提示したことは，問

題意識を国際社会において高めるとともに，各国間の高い意志をもった協力を促進する上で有効であ

った。(気候変動問題への取組(達成手段２④)) 

(３)二国間クレジット制度については，二国間協議のみならず，国際会議の機会を捉えた説明・広報や

途上国の招へい活動等を通じて，同制度に関する相手国への理解を促進し，二国間文書の署名を推進

することができている。同制度を一層推進するとともに，同制度への国際的な理解を高めていく。  

次期目標

等への反

映の方向

性 

１ 測定指標の新たな目標のあり方等 

(１)気候変動を含む地球環境問題や持続可能な開発については，その性質上目標となる年度や水準を限

定することは困難であるが，これら課題への取組の中核となる国際機関や多数国間環境条約を通じた

協力・取組を，今後も幅広く続けていくことが重要である。 

(２)気候変動の新たな国際枠組みについては，必ずしも短期間で妥結することが容易ではないものの，

各国間の交渉が意欲的に継続していることを踏まえ，平成 27 年までの合意に向け引き続き取り組ん

でいく。 

(３)更に，気候変動問題をめぐっては，全ての国に適用される枠組みの採択に向けて COPでの意思決定

を積み重ねることが有意義であることから，これを目標として実績を測定していく。 

(４)生物多様性条約名古屋議定書の締約国は，各国が同議定書の締結に向け，義務履行のため必要な措

置の検討に一定の時間を要し，締約国数の増加が目標を下回ったものと推測されるが，25年度末まで

の締約国数の実績値の累計は 29か国で，目標値の累計(30か国)と概ね同数であることから，平成 26

年度の増加目標を発効に必要な 50か国と同数となるよう 21か国と設定した。 

(５)第３回国連防災世界会議にて国際的防災指針である兵庫行動枠組の後継枠組みが策定されるとこ
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ろ，後継枠組みの推進する上で望ましい環境整備の一環として，全国連加盟国での調整メカニズム設

置を目指していく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)リオ＋20 といった，地球環境分野での大きな節目となる会合での新たな成果や，ポスト 2015年開

発アジェンダ，多数国間環境条約等を通じた国際的な協力・取組に引き続き積極的に参加していく。 

(２)気候変動交渉においては，25年度に一定の進展を得ることができたが，平成 27年末に予定されて

いる COP21までに，195 の国家が加盟し，コンセンサスにて意思決定を行うという国連気候変動枠組

条約のもとで，平成 32 年以降の新たな枠組みに合意するために，多くの作業が残されている。国際

社会に責任ある国家として，「攻めの地球温暖化外交戦略(ACE)」を活用しながら，この新たな枠組

みに向けた交渉を主導し，一層貢献していく。なお，二国間クレジット制度についての関係国の理解

が引き続き前向きなものとなる観点にも十分留意しながら，国連交渉の前進に努めていく。 

(３)生物多様性条約名古屋議定書については，平成 26年度に 50か国による締結の実現に向け，着実な

取組を行っていく。 

(４)防災分野では，第３回国連防災世界会議にて策定される兵庫行動枠組の後継枠組みに即して，国際

的な防災取組を推進していく。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・平成 26年版外交青書 

・外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/index.html) 
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基本目標Ⅶ 分担金・拠出金 
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施策Ⅶ-１ 国際機関を通じた政務及び安全保障分野に

係る国際貢献 
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平成 26 年度政策評価書 
(外務省 25－Ⅶ－１) 

施策名 

国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献 

本施策評価は，政務及び安全保障分野の国際機関の活動に照らした分担金・拠出金の有効性等を評価

するものであり，同分野の主要な国際機関への分担金・拠出金を順次取り上げ評価することにより，施

策全体の評価に代えている。本年度は，国際連合(UN)分担金の評価を実施する。 

達成すべ

き目標 

国際社会の平和と安定に積極的に貢献するとともに，国連における我が国の地位・影響力を維持す

る。 

施策の概

要 

国連分担金の支払いは国連憲章第 17 条第２項に基づく加盟国の義務である。我が国の分担率は

10.833％であり，加盟国中第二位となっており，支払いを誠実に履行することで，国連の諸活動を支援

し，我が国の外交目標である国際社会の平和と安定の達成に貢献する。また，国連に対する我が国の財

政的貢献を PRすることで，国連における我が国の地位・影響力の維持につなげる。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 27,297 28,860 25,281 26,220 

補正予算(b) △3,517 566 1,693  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 23,781 29,426   

執行額(百万円，d) 23,781 29,426   

関連する

内閣の重

要政策 

・国家安全保障戦略(平成 25年 12月 17日閣議決定) 

４(１)国連外交の強化 

「国連は，安保理による国際の平和及び安全の維持・回復のための集団安全保障制度を中核とし

て設置されたが，同制度は当初の想定どおりには十分に機能してきていない。 

他方，国連は幅広い諸国が参加する普遍性，専門性に支えられた正統性という強みを活かして

世界の平和と安全のために様々な取組を主導している。特に冷戦終結以降，国際の平和と安全の

維持・回復の分野における国連の役割はますます高まっている。 

我が国として，これまで安保理の非常任理事国を幾度も務めた経験を踏まえ，国連における国

際の平和と安全の維持・回復に向けた取組に更に積極的に寄与していく。 

また，国連の PKO や集団的安全保障措置及び予防外交や調停等の外交的手段のみならず，紛争

後の緊急人道支援から復旧復興支援に至るシームレスな支援等，国連が主導する様々な取組に，

より積極的に寄与していく。 

同時に，集団安全保障機能の強化を含め，国連の実効性と正統性の向上の実現が喫緊の課題で

あり，常任・非常任双方の議席拡大及び我が国の常任理事国入りを含む安保理改革の実現を追求

する。」 

 

測

定

指

標 

(１)国際社会の平和と安定への貢献 年度目標 

基

準 

24

年

度 

国連分担金は国連通常予算を支弁するためのものであ

り，我が国による分担金支払いにより，国連の主要任務で

ある平和と安全の維持，人権，開発といった分野での活動

が可能となり， 紛争予防と和平調停を主たる役割として設

立される SPM(特別政治ミッション)のシリア等での新規設

置や開発分野での重要な国際会議であるリオ+20 の開催が

実現した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

 拉致問題を含む北朝鮮人権状況の把握・改善に向けた国

連による調査委員会(COI)の設置や，紛争予防と和平調停を

主たる役割として設立される SPM(特別政治ミッション)の

サヘルでの設置の実現など，国連の主要任務である平和と

安全の維持，人権，開発といった分野での活動が，我が国

の外交目標に沿った形で実施された。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

国連分担金の支払いを誠実に履行す

ることで，国連の活動を財政面から支援

し，国際社会の平和と安定に寄与すると

ともに，我が国の外交目標と合致した国

際協力を実施し，我が国の国益確保につ

なげる。 
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目

標 
－ 

国連分担金の支払いを誠実に履行することで，国連の活

動を財政面から支援し，国際社会の平和と安定に寄与する

とともに，我が国の外交目標と合致した国際協力を実施し，

我が国の国益確保につなげる。 

 

 (２)国連における我が国の地位・影響力の維持 年度目標 

基

準 

24

年

度 

我が国が国連加盟国中第二位の財政貢献国であることは

国連における影響力と存在感を保持するのに役立った。具

体的には，平成 24年６月に行われた大陸棚限界委員会委員

選挙や同年 11 月に行われた人権理事会理事国選挙等で当

選するなど，重要委員会・理事会で議席を確保し，国連で

の議論に影響力を発揮した。 

 

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

国連行財政問題諮問委員会(ACABQ)選挙については，改選

数３に対し，３人の立候補となったため，選挙を経ずして，

我が国の候補者が当選した。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

平成 25年 11月に国連行財政問題諮問

委員会(ACABQ)選挙が行われる。現在，

我が国は委員を輩出しているが，国連加

盟国中第二位の財政貢献国である我が

国にとっては，引き続き ACABQの活動を

通じ国連行財政問題に関わっていくこ

とが重要である。そのため，国連の活動

に対する我が国の財政的貢献をアピー

ルすることで，ACABQ 選挙で当選を果た

し，国連における我が国の地位･影響力

の維持を果たす。 

  

  

  

  

  

 

目

標 
－ 

我が国は平成 27 年に安保理非常任理事国選挙に立候補

しており，国連の活動に対する我が国の財政的貢献をアピ

ールすることで，同選挙で当選を果たし，安保理メンバー

として活動することで，国連における我が国の地位･影響力

の更なる向上につなげる。 

 

 (３)国連通常予算額の維持・削

減を通じた我が国の財政負担

の軽減 

基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 前会計年度 25年度(平成 26年-27年予算) － 

 
100 99.4 

【○】 

－ 

 年度目標値  100≧  

 

評

価

結

果 

目 標 達

成 度 合

い の 測

定結果 

目標達成 

主要な測定指標(１)及び(２)を含む全ての測定指標で目標を達成したことから，上記のとおり判

定した。 

施 策 の

分析 

１ 施策の必要性 

地球規模の課題や国境を越える課題への対処など，国際社会が多様な課題に直面する中，普遍

的かつ包括的な国際機関としての国連が果たす役割はますます重要となっており，国連を通じて

国際社会の平和と安定に積極的に貢献するとともに，国連における我が国の地位・影響力の維持・

向上を図ることが重要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)国連を通じた貢献は，我が国の外交目標である国際社会の平和と安定に向けた国連の活動の円

滑な実施を可能とするとともに，拉致問題を含む北朝鮮の人権状況を調査する COI の設置など，

我が国の国益に直接関与する国連の活動を実現する上で有効であった。(国際連合分担金(達成手

段①)) 

(２)国連の財政問題に深く関わる重要な ACABQ 委員選挙は競争選挙を経ずして我が国の当選へつな

がったが，その要因の一つとして，我が国の財政的貢献及び国連の行財政問題に対して積極的に

取り組む姿勢をアピールする形での支持要請を行い，主要財政貢献国である我が国を含む３カ国

と選挙戦を行っても勝ち目は薄いという雰囲気を醸成できたことがある。これには，我が国が主

要財政的貢献国として十分認知されていることが寄与している。(国際連合分担金(達成手段①))  

(３)我が国を始めとする主要財政貢献国が，予算交渉を通じ，厳しく予算の精査を要求した結果，

219ポストの削減が達成されるとともに，予算額についても，2014-2015年の２カ年当初予算は，
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2012-2013年の２カ年最終予算より，0.6％の削減が達成された。国連の予算を厳しく精査するこ

とは，国連がより少ない投入資源で成果を得ることにつながるため，間接的ではあるにせよ，国

連がより効率的に国際社会の平和と安定に寄与することを可能ならしめることとなる。また，我

が国が予算交渉に積極的に貢献したことは，国連の活動の効率化にもつながった。(国際連合分担

金(達成手段①)) 

次期目

標等へ

の反映

の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

国際社会の平和と安定のため，引き続き国連を通じた貢献を積極的に実施するとともに，国連

における我が国の地位・影響力の維持を図る。 

(２)測定指標 

ア 国際社会の平和と安定への貢献 

国連の重要性にかんがみ，国連分担金を通じた貢献により，引き続き我が国の外交目標に沿っ

た活動を確保していく。 

イ 国連における我が国の地位･影響力の維持 

平成 25 年度については，同年度中の主要な選挙であった ACABQ での選挙に照らし成果を評価

したが，国連における我が国の地位・影響力を維持・向上させていくことは重要であり，今後は

27年度の安保理非常任理事国選挙の当選に向けた活動を行っていく。 

ウ 国連通常予算額の維持・削減を通じた我が国の財政負担の軽減 

国連通常予算額の維持・削減を通じ，我が国の財政負担を軽減することは，より効率的な貢献

につながるものであり，国連における一層の精査等を求めていく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)国連への財政面を通じた貢献は，国際社会の平和と安定に幅広く資する最も有効な方途の一つ

であることから，引き続き着実にこれを継続していく。 

(２)我が国による貢献が加盟国の一層の理解を得てより効果を高めるように，我が国の財政貢献を

積極的に広報し，国連における我が国の地位・影響力の維持・向上に努めていく。 

(３)国連を通じた活動の効率を高める観点から，国連通常予算の精査を引き続き求めていく。 

(４)国際社会の平和と安定に我が国がより積極的に貢献するため，27 年安保理非常任理事国選挙に

当選するとともに，安保理改革を始めとする国連改革の早期実現を目指していく。(同改革の進展

等については，施策Ⅱ－１(国際の平和と安定に対する取組)を参照願いたい。) 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

「目標達成」とする評価自体については異論があるわけではないが，「我が国の地位・影響力」の概

念の多義性を前提とすれば，これを具体的に表す指標が「重要委員会・理事会の議席」のみで十分とい

えるだろうか。 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

(参考) 

本施策には，今回取り上げた国連(UN)分担金の他，国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国

際貢献のため，国際連合平和維持活動分担金，軍縮関係条約等分担金，国際原子力機関分担金・拠出金

なども含まれている。 

本施策全体の予算額・執行額等は，次のとおりである。 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 62,271 60,574 50,833 98,395 

補正予算(b) 97,883 54,534 75,946  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 160,155 115,108   

執行額(百万円，d) 160,006 115,094   

 

担当部局

名 

総合外交政策局 政策評価実

施時期 

平成 26年８月 
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施策Ⅶ-２ 国際機関を通じた経済及び社会分野に係

る国際貢献 
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平成 26 年度政策評価書 

(外務省 25－Ⅶ－２) 

施策名 

国際機関を通じた経済及び社会分野に係る国際貢献 

本施策評価は，経済及び社会分野の国際機関の活動に照らした分担金・拠出金の有効性等を評価する

ものであり，同分野の主要な国際機関への分担金・拠出金を順次取り上げ評価することにより，施策全

体の評価に代えている。本年度は，国際連合食糧農業機関(FAO)分担金の評価を実施する。 

 

達成すべ

き目標 

世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放の実現による世界の食料安全保障の向上に貢献するとと

もに，我が国の食料安全保障の向上に資する。 

施策の概

要 

国際連合食糧農業機関憲章第 18 条２項，及び同財政規則第６条２項の規定に基づき，分担金支払い

義務を果たす。 

  国際連合食糧農業機関(FAO)分担金に係る予算額・執行額等は下記のとおり。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 7,373 5,218 5,129 5,371 

補正予算(b) 0 0 0  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a＋b＋c) 7,373 5,218   

執行額(百万円，d) 7,373 5,218   

関連する

内閣の重

要政策 

・第 183回国会外交演説(平成 25年２月 28日) 

「エネルギー・鉱物資源・食料等の安定的な確保のため，供給国の多角化なども含め，｢資源外

交｣を強化します。」 

 

測

定

指

標 

(１)FAO の施策を通じた，世界経済の発展及び人類の飢餓からの解

放の実現への貢献及びこのことを通じた我が国の食料安全保障の

向上 

年度目標 

基

準 

24

年

度 

FAO の以下の主要任務の実施を支援することにより，世

界及び我が国の食料安全保障の向上に貢献した(括弧内は

24年度の主な実績の具体例)。 

・国際条約等の執行機関としての国際的ルールの策定

(「FAO/WHO合同食品規格計画(Codex委員会)」等) 

・世界の食料等に関する情報の収集・伝達，調査分析及び

各種統計資料の作成等(「世界食料農業白書」等) 

・国際的な協議の場の提供(「食料価格乱高下に関する閣僚

級会合」(平成 24(2012)年 10月 16日開催)等) 

・開発途上国に対する技術助言・技術協力(「貧困農民支援

によるネリカ米普及・生産促進事業」等) 

また，我が国は理事国及び財務委員として機関の運営等

に深く関与するとともに FAO 傘下の Codex委員会の地域ホ

スト国として我が国で同委員会の地域調整部会を開催する

などの貢献を果たした。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

 FAO の以下の主要任務の実施を支援することにより，世

界及び我が国の食料安全保障の向上に貢献した(括弧内は

25年度の主な実績の具体例)。 

・国際条約等の執行機関としての国際的ルールの策定を行

った(食品の品質と安全性について国際的な基準を定め

る「FAO/WHO合同食品規格計画(Codex委員会)」，国際植

物防疫条約に関する委員会，水産に関する技術会合等)。 

・世界の食料等に関する情報の収集・伝達，調査分析及び

各種統計資料の作成を行った(「世界の食料不安の現状

SOFI」等)。 

・「国際食料価格に関する閣僚級会合」(10月７日)が開催

され，本会合では食料価格高騰に適切に対応し，世界の

食料安全保障を確保するため国際社会が協調して取り組

むことの重要性が確認された。 

FAO 傘下の国際的な食品安全の機関で

ある Codexや国際植物防疫条約，漁業関

係の各種委員会等における国際ルール

の策定・運用についての議論を促進する

とともに，食料・農業に関する統計の整

備や途上国への技術的支援の実施等を

通じて，世界及び我が国の食料安全保障

の向上に貢献する。 
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・開発途上国に対する技術助言・技術協力を行った(「アフ

リカ食料安全保障情報整備支援事業」等)。 

・また，我が国は理事国及び財務委員会副議長として機関

の運営等への関与を継続するなどの貢献を果たした。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

 

目

標 
－ 

FAO 傘下の国際的な食品安全の機関である Codex や国際

植物防疫条約，漁業関係の各種委員会等における国際ルー

ルの策定・運用についての議論を促進するとともに，食料・

農業に関する統計の整備や途上国への技術的支援の実施等

を通じて，世界及び我が国の食料安全保障の向上に貢献す

る。 

 

 (２)FAOへの加盟国数 基準値 実績値(【】内：目標の達成状況) 目標値 

 24年度 25年度 － 

 
191カ国及び EU 196カ国及び EU 

【○】 

加盟国の維持・増加 

 年度目標値  －  

 (３)(参考指標)栄養不足人口

の割合の推移 
実績値 

 平成２年〔1990年〕 25年度 

 約 10.2億人 約 8.4億人 

 (注)FAO は平成 27(2015)年の栄養不足人口の割合を 1990年比で半減させることを目指している。 

 

評

価

結

果 

目 標 達

成 度 合

い の 測

定結果 

目標達成 

主要な測定指標である(１)FAO の施策を通じた，世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放の実現

への貢献，及びこのことを通じた我が国の食料安全保障の向上及び測定指標(２)で目標を達成した

ため，上記のとおり判断した。 

施 策 の

分析 

１ 施策の必要性 

我が国は，エネルギー・鉱物・食料等，国民生活の基礎を成す資源のほとんどを海外に依存し

ており，その中で世界及び我が国の食料安全保障の向上に貢献する資源安全保障の維持・強化は

我が国の基本的外交目標の１つである。こうした中，食料等の安定的な確保のため，FAOへの貢献

を通じた｢資源外交｣の強化が必要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

FAO分担金を着実に拠出することにより，食品の安全性を高めるための国際ルールの策定や，食

料価格安定の活動などを促進し，世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放の実現及び我が国の

食料安全保障の向上に資するため加盟国として貢献できており，有効であった。(国際連合食糧農

業機関分担金(達成手段①)) 

なお，FAO は，平成 24(2012)年１月に就任したダ・シルバ新事務局長の下，平成 25(2013)年に

かけて我が国等から要請した 650万ドルの節約に加え，1，930 万ドルの経費削減を実現しており，

これは，我が国の拠出金の効率性も向上させる成果となっている。 

次期目

標等へ

の反映

の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放による世界の食料安全保障の向上に貢献するととも

に，我が国の食料安全保障の向上に資するよう努める。 

(２)測定指標 

ア FAO の施策を通じた，世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放の実現への貢献及びこのこと

を通じた我が国の食料安全保障の向上 

引き続き FAO 傘下の国際的な食品安全の基幹である Codex や国際植物防疫条約，漁業関係の

各種委員会等における国際ルールの策定・運用についての議論を促進するとともに，食料・農

業に関する統計の整備や途上国への技術的支援の実施等を通じて，世界及び我が国の食料安全

保障の向上に貢献していく。 

イ FAOへの加盟国数 

FAOの主要任務である「国際的ルールの策定」，「食料に関する情報の収集･伝達」，「国際

的な協議の場の提供」及び「開発途上国に対する技術助言・技術協力」等の達成のためには，

FAO が普遍性を維持することが必要であり，幅広い加盟国を得ることが重要である。この観点
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から，FAO 加盟国の維持及び増加に引き続き努める。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

世界の食料安全保障の維持・向上は我が国としても重要であるため貢献していく。具体的には

FAO傘下の国際的な食品安全の機関である Codex や国際植物防疫条約，漁業関係の各種委員会等に

おける国際ルールの策定・運用についての議論の促進及び食料・農業に関する統計の整備や途上

国への技術的支援の実施等を通じた世界及び我が国の食料安全保障の向上に引き続き積極的に貢

献する。 

さらに，FAOの事業の有効性と効率性の確保のため，理事国として関与していく。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・FAO 概要(日本語) 

http://www.fao.or.jp/about/details/outline.html 

・SOFI2013 

http://www.fao.org/docrep/018/i3434e/i3434e00.htm 

・「FAO 理事会における改革は合理化に焦点」 

http://www.fao.or.jp/detail/article/1055.html 

・国際食料価格に関する閣僚級会合 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/fao/pdf/101008_gaiyou.pdf 

 

(参考) 

今回取り上げた国際連合食糧農業機関(FAO)分担金の他，国際機関を通じた経済及び社会分野に係る

国際貢献を行うため，世界貿易機関（WTO）分担金・拠出金，アジア太平洋経済協力拠出金，アジア欧

州財団拠出金，経済協力開発機構分担金などを拠出している。 

本施策全体の予算額・執行額等は次のとおり。 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 12,627 10,590 11,078 12,472 

補正予算(b) 7,299 15,072 8,200  

繰越し等(c) 0 0   

合計(a+b+c) 19,926 25,662   

執行額(百万円,d) 19,917 25,653   

 

担当部局

名 

経済局 政策評価実

施時期 

平成 26年８月 
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施策Ⅶ-３ 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係

る国際貢献 
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平成 26 年度政策評価書 
(外務省 25－Ⅶ－３) 

施策名 

国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献 

本施策評価は，地球規模の諸問題に係る国際機関の活動に照らした分担金・拠出金の有効性等を評価

するものであり，同分野の主要な国際機関への拠出金・分担金を順次取り上げ評価することにより，施

策全体の評価に代えている。本年度は，国際連合児童基金(UNICEF)拠出金の評価を実施する。 

達成すべ

き目標 

すべての子どもの権利の実現のため，人道・開発の両分野にまたがる広範な支援活動を実施してい

るUNICEFを通じ，我が国が主要外交課題としている人間の安全保障の実現及びミレニアム開発目標

(MDGs)の達成を促進する。 

施策の概

要 

UNICEF は，世界の子どものために，「子どもの生存と成長」，「基礎教育とジェンダー平等」，「HIV

／エイズ」，「子どもの保護」及び「政策提言とパートナーシップ」の各分野において，自然災害や武

力紛争の際の緊急人道支援から中長期的な開発支援まで幅広く実施している。UNICEFへの拠出を通じ，

我が国として，こうした広範な支援活動を実施する。 

予算額・

執行額等 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 2,172 1,937 1,863 2,111 

補正予算(b) 10,440 15,350 8,494  

繰越し等(c)     

合計(a＋b＋c) 12,612 17,287 10,357  

執行額(百万円，d) 12,612 17,287 10,357  

関連する

内閣の重

要政策 

・第 186回国会外交演説(平成 26年１月 24日) 

「国際的にも，来年は開発課題，気候変動，軍縮，防災等様々な分野で重要な節目の年となります。」 

「ODA60 周年に当たる本年，積極的平和主義の立場から，ODA を一層戦略的に展開します。ミレニア

ム開発目標の達成や，人間の安全保障を指導理念とする効果的なポスト 2015 年開発アジェンダの構

築を目指します。」 

 

測

定

指

標 

(１)UNICEFの施策を通じた開発途上国の子どものための支援 年度目標 

基

準 

24

年

度 

我が国の当初予算及び補正予算を UNICEF に拠出するこ

とにより，UNICEFが行っている「子どもの生存と成長」(栄

養，保健，水・衛生分野の支援)，「基礎教育とジェンダー

平等」，「HIV／エイズ」(感染症予防，治療)，「子どもの

保護」及び「政策提言とパートナーシップ」(政策立案・実

施の支援)の各分野における支援を実施した。特に，UNICEF

は MDGs 目標４(乳幼児死亡率の削減)及び目標５(妊産婦の

健康の改善)を更に促進するため，妊産婦及び乳幼児の生存

率を改善するための世界的規模の提言である「新たなる約

束」を策定し，我が国を始め 175カ国が署名した。 

  

施

策

の

進

捗

状

況

・

実

績 

25

年

度 

UNICEFを通じて，「子どもの生存と成長」(栄養，保健，

水・衛生分野の支援)，「基礎教育とジェンダー平等」，「HIV

／エイズ」(感染症予防，治療)，「子どもの保護」及び「政

策提言とパートナーシップ」(政策立案・実施の支援)の各

分野における支援を実施した。この中にはサブサハラ・ア

フリカ 23カ国，中東・北アフリカ８カ国・政府，アフガニ

スタンにおける支援(母子保健，栄養，水・衛生，感染症対

策，HIV/エイズ，子どもの保護，教育等)等我が国が重点を

置く地域・分野における支援が含まれる。 

また，10月の日 UNICEF政策協議(ブラント事務局次長来

日)，２月の外務省賓客としてのレーク事務局長の来日の際

に，我が国から,UNICEF の人間の安全保障への貢献を評価

するとともに，MDGsの達成に向けた協働に言及し，こうし

た我が国が重視している課題における UNICEF の支援活動

が継続されるよう働きかけを行った。 

 

【目標の達成状況： ○ 】 

我が国の予算を UNICEF に拠出するこ

とにより，UNICEFが行っている「子ども

の生存と成長」(栄養，保健，水・衛生

分野の支援)，「基礎教育とジェンダー

平等」，「HIV／エイズ」(感染症予防，

治療)，「子どもの保護」及び「政策提

言とパートナーシップ」(政策立案・実

施の支援)の各分野における支援を実施

する。 
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目

標 
－ 

我が国の予算を UNICEF に拠出することにより，UNICEF

が行っている「子どもの生存と成長」(栄養，保健，水・衛

生分野の支援)，「基礎教育とジェンダー平等」，「HIV／

エイズ」(感染症予防，治療)，「子どもの保護」及び「政

策提言とパートナーシップ」(政策立案・実施の支援)の各

分野における支援を実施する。 

 

 (２)(参考指標)世界の５歳未満児

の死亡者数及び死亡率の削減 

①死亡者数(単位：千人) 

②死亡率(出生千人当たりの人数) 

実績値 

 22年度 23年度 24年度 

 
①7,614 

②   57 

①6,914 

②   51 

①6,553 

②   48 

 
(注)国際社会全体としてミレニアム開発目標(MDGs)４(平成 27(2015)年の死亡率を 1990 年比で３分の１にす

る)の達成に向けて取り組んでいる。 

 

評

価

結

果 

目 標 達

成 度 合

い の 測

定結果 

目標達成 

測定指標(１)で目標を達成したことから，上記のとおり判定した。 

施 策 の

分析 

１ 施策の必要性 

我が国，UNICEFを含む国際社会は MDGs 達成に取り組んでいるが，依然として貧困，格差など多

くの地球規模の課題が残されている。これら諸問題に対する取組において，人間の安全保障の理

念の下，MDGsの達成を促進するためには，引き続き UNICEFを通じて，自然災害や武力紛争の際の

緊急人道支援から中長期的な開発支援まで実施することが重要である。 

２ 達成手段の有効性・効率性，外部要因等の影響 

(１)測定指標(１)のとおり，UNICEF は，我が国が重点を置く地域・分野における支援を実施した。

こうした UNICEFを通じた支援により，人間の安全保障の理念の下，MDGsの達成を促進するという

我が国の主要外交課題に取り組むことができた。(国際連合児童基金(UNICEF)拠出金(達成手段

①)) 

(２)国際社会全体として MDGs目標４(世界の５歳未満児の死亡率を平成 27(2015)年に 1990年(出生

千人当たり 90人)比で３分の１にする)に向けて取り組んでいる。世界の５歳未満児の死亡者数及

び同死亡率(出生千人当たりの人数)はともに削減傾向にある。こうした削減を達成する上で，

UNICEF は大きな役割を果たしている。25年度においても，UNICEF は子どもの支援のための専門性，

広範なフィールド・ネットワークを活用し，こうした役割を引き続き効果的かつ効率的に果たし

た。(国際連合児童基金(UNICEF)拠出金(達成手段①)) 

(３)アフリカ，中東地域の諸国では我が国のバイの二国間支援も実施しており，二国間支援と UNICEF

経由支援を連携させることにより，相乗効果を上げることができた。また，深刻な武力衝突等に

より二国間支援を実施することが困難である被援助国においては，二国間支援を補完する重要な

手段となった。(国際連合児童基金(UNICEF)拠出金(達成手段①)) 

(４)例年，一部の被援助国においては，自然災害の更なる発生，政情不安の激化などの外部要因に

より，当初の支援計画の変更，延長が余儀なくされる場合があるが，支援を必要としている者に

支援を届けるという所期の目標を達成している。(国際連合児童基金(UNICEF)拠出金(達成手段

①)) 

(５)UNICEFと協働して，貧困撲滅，持続可能な開発といった地球規模の課題に取り組むことにより，

MDGs 達成期限である平成 27(2015)年より先の国際開発目標(ポスト 2015 年開発アジェンダ)の策

定を巡る議論においても我が国はリーダーシップを発揮した。(国際連合児童基金(UNICEF)拠出金

(達成手段①)) 

次期目

標等へ

の反映

の方向

性 

１ 新たな目標のあり方等 

(１)施策 

依然として貧困，格差など多くの地球規模の課題が残されている中，すべての子どもの権利の

実現のため，人道・開発の両分野にまたがる広範な支援活動を実施している UNICEFを通じ，我が

国が主要外交課題としている人間の安全保障の実現及び MDGs の達成に向けた取組を継続してい

く。 

(２)測定指標 

ア UNICEFの施策を通じた世界の子どものための支援 

我が国が主要外交課題としている人間の安全保障の理念の下，国際社会が全体となって MDGs

の達成に向けて取り組むよう，引き続き UNICEFの施策を通じて，世界の子どものための支援を
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行っていく。 

２ 今後の施策への反映の方向性 

(１)UNICEFへの拠出を通じ，依然として支援のニーズが大きい自然災害や武力紛争の際の緊急人

道支援及び中長期的な開発支援，とりわけ脆弱な立場に置かれている子どもへの支援に引き続き

取り組んでいく。 

(２)また，人間の安全保障の理念の下，MDGs の達成及びポスト 2015 年開発アジェンダの策定を巡

る議論にリーダーシップを発揮していく。 

 

学識経験

を有する

者の知見

の活用 

(外務省政策評価アドバイザリー・グループの所見) 

 

 

作成にあ

たって使

用した資

料その他

の情報 

・外務省ホームページ 

－国連児童基金(UNICEF)の概要 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jindo/pdfs/unicef.pdf 

－ミレニアム開発目標(MDGs)，ポスト 2015年開発目標(ポスト MDGs) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/doukou/mdgs.html 

－第 186回国会における岸田外務大臣の外交演説 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pp/page18_000183.html 

－ヨーカ・ブラント国連児童基金(UNICEF)事務局次長による岸外務副大臣表敬(概要) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page3_000521.html 

－アンソニー・レーク国連児童基金(ユニセフ)事務局長の安倍総理大臣表敬 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/gic/page4_000386.html 

－岸田外務大臣とアンソニー・レーク国連児童基金(ユニセフ)事務局長の会談 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000648.html 

(世界の５歳未満児の死亡者数及び死亡率のデータ) 

・世界子供白書 2012(91頁) 

http://www.unicef.or.jp/library/pdf/haku2012.pdf 

・世界子供白書 2013(103頁) 

http://www.unicef.or.jp/library/pdf/haku2013.pdf 

・世界子供白書 2014 統計編(35頁) 

http://www.unicef.or.jp/library/pdf/haku2014.pdf 

(参考) 

今回取り上げた国際連合児童基金(UNICEF)拠出金の他，国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国

際貢献を行うため，国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)拠出金，人口関係国際機関等拠出金，国連

開発計画(UNDP)拠出金，世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金などを拠出している。 

本施策全体の予算額・執行額等は次のとおり。 

 区分 23年度 24年度 25年度 26年度 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 50,537 42,526 40,833 29,749 

補正予算(b) 66,994 75,525 81,047  

繰越し等(c) 0 0 0  

合計(a＋b＋c) 117,531 118,051 121,880  

執行額(百万円，d) 117,530 118,023 121,880  

 

担当部局

名 

国際協力局 政策評価実

施時期 

平成 26年８月 
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政府開発援助に係る未了案件 
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アンカラ給水計画【トルコ】 
施策所管局課 国別開発協力第三課 

評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 トルコ 

(２)案件名 アンカラ給水計画 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

アンカラ市の北西約 100kmに位置するゲレデ川に取水堰を建設し，同河川の水をチャ

ムリデレ貯水池に導水することにより，急増するアンカラ市の上水需要への対応を図

り，もって対象地域住民の生活改善及び経済発展に寄与しようとするもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 12日 

イ 供与限度額：268.26 億円 

ウ 金利：1.5％ 

エ 償還(据置)期間：25(７)年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

近隣からの人口流入等による急速な人口増加及び生活水準の向上等による年間１人

あたり水消費量の増加のため，アンカラ市の上水需要は，平成 12年から平成 27年には

約 1.4倍となることが見込まれている。同市においては近隣地表水源を開発し，将来需

要を賄うことが引き続き喫緊の課題であり，本事業に関する社会的ニーズは引き続き大

きい。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

地質の影響でトンネル掘削工事に遅れが生じたが，地質対策が進み，現在，事業は順

調に進められている。 

(２)今後の対応方針 本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要因は解消され，また，事

業完成後は当初の見込み通りの効果が予測されることから，引き続き支援を継続してい

く。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index/ankeNZyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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北部地域導水計画【チュニジア】 

   施策所管局課 国別開発協力第三課 

      評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 チュニジア 

(２)案件名 北部地域導水計画 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

チュニジア北部にて導水管敷設とポンプ施設の拡張を行うことにより，大チュニス圏

及び周辺地域への良質な上水・灌漑用水の供給の増強をはかり，もって同地域の人口増

加と農業生産拡大に対応するもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

・コンサルティングサービス 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 26日 

イ 供与限度額：80.26 億円 

ウ 金利：1.5％ 

エ 償還(据置)期間：25(７)年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

事業計画当初は，平成 17年に 2,500万 m3/年，平成 22年に 6,300万 m3/年の水資源

が不足する可能性があるとされ，今後も水不足が懸念されており北部地域導水システム

の果たす役割は重要である。本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きいと考えられ

る。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

 入札手続きの遅延及び革命による治安悪化の影響を受けての工事中断により遅延が

発生したが，現在，事業は順調に進められている。 

(２)今後の対応方針  本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要因は解消され，貸付け最

終段階にあることから，引き続き支援を継続していく。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index/ankeNZyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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ハリヤナ州森林資源管理・貧困削減計画【インド】 

   施策所管局課 国別開発協力第二課 

         評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 インド 

(２)案件名 ハリヤナ州森林資源管理・貧困削減計画 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

ハリヤナ州にて森林を生態的に持続可能な方法で再生させ，あわせて森林近辺の住民

の生活水準を改善することで，地域の自然・社会の長期的な発展を図るもの。 

 

案件の内容 

・植林事業 

・ソフトコンポーネント 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 30日 

イ 供与限度額：62.8 億円 

ウ 金利：0.75％ 

エ 償還(据置)期間：40(10)年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

 事業計画当初，ハリヤナ州の８割は農地であり，森林・樹木率はインド全体の森林率

及び樹林率と比べて３分の１程度であった。また，自然条件，過放牧や農地の拡大，急

速な都市化により同州の森林の質は劣化している。引き続き，森林近辺の住民の生活水

準の改善が大きな課題であり，本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きいと考えら

れる。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

 特段の遅延等は生じていない。(当初から事業完了まで閣議決定後 10 年を超えるこ

とが計画されていたもの。) 

(２)今後の対応方針  事業進捗に特段の問題は生じておらず，引き続き支援を継続していく。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index/ankeNZyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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タンジュンプリオク港緊急リハビリ事業【インドネシア】 

   施策所管局課 国別開発協力第一課 

        評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 インドネシア 

(２)案件名 タンジュンプリオク港緊急リハビリ事業 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

タンジュンプリオク港において航路拡幅，浚渫等の改良を行うことにより，船舶交通

の効率化を図り，今後の需要増大に対応するもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

・コンサルティングサービス 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 30日 

イ 供与限度額：120.52 億円 

ウ 金利：1.3％ 

エ 償還(据置)期間：30(10)年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

 事業計画当初，タンジュンプリオク港のコンテナ取扱量は平成 18 年に容量限界(300

万 TEU)を超す見込みであった。各ターミナルによる拡張工事や荷役機器の増強等によ

り取扱能力を上げたものの，近年のジャカルタ首都圏の著しい経済成長により，今後，

現況の取扱能力をはるかに超えると予測されており，本事業に関する社会的ニーズは引

き続き大きい。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

 コンサルタント選定手続き及び本体コントラクター選定手続きにおいて，再入札，実

施機関の内部手続きの遅れ等により遅延が発生したが，現在，事業は順調に進められて

いる。 

(２)今後の対応方針  本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要因は解消され，また，事

業完成後は当初の見込み通りの効果が予測されることから，引き続き支援を継続してい

く。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index/ankeNZyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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 オモン火力発電所２号機建設計画【ベトナム】 

   施策所管局課 国別開発協力第一課 

        評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 ベトナム 

(２)案件名 オモン火力発電所２号機建設計画 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

メコンデルタ地域を主とするベトナム南部の電力供給体制の増強を図り，電力供給事

情と地域住民の生活環境の改善に寄与するもの。また，オモン火力発電所の子会社化に

係る支援を行うことで，ベトナム電力セクター改革を推進するもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

・コンサルティングサービス 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 30日 

イ 供与限度額：275.47 億円 

ウ 金利：1.3％ 

エ 償還(据置)期間：30(10)年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

 ベトナムは近年，年平均７%前後の高い GDP 成長率を記録し，これに伴い，平成 18

年から平成 22 年までの電力需要は年平均 13.4%で伸長し，最大需要は約 1.7 倍に増加

している。他方で電源開発の進捗は，資金不足等の要因により計画から遅延した結果，

電力需給が逼迫し，平成 21年～平成 22年には，計画停電が実施される等，同国の経済・

社会活動に負の影響を与えており，本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きい。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

 調達手続きの遅延，及び技術仕様検討等に関するベトナム政府における変更・承認手

続きの遅延により，事業遅延が発生したが，現在，事業は順調に進められている。 

(２)今後の対応方針  本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要因は解消され，また，事

業完成後は当初の見込み通りの効果が予測されることから，引き続き支援を継続してい

く。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index/ankeNZyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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タクモ水力発電所増設計画【ベトナム】 

施策所管局課 国別開発協力第一課 

評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 ベトナム 

(２)案件名 タクモ水力発電所増設計画 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

電力需給が逼迫しているベトナム南東部に対して，既設のタクモ水力発電所に 75Mw

の発電所，取水口，スイッチヤード等を新設することで，同地域の電力需給を緩和し，

経済活動の活性化及び住民の生活環境の改善に資するもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

・コンサルティングサービス 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 30日 

イ 供与限度額：59.72 億円 

ウ 金利：0.75％ 

エ 償還(据置)期間：40(10)年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

 ベトナムは近年，年平均７%前後の高い GDP 成長率を記録し，これに伴い，平成 18

年から平成 22 年までの電力需要は年平均 13.4%で伸長し，最大需要は約 1.7 倍に増加

している。他方で電源開発の進捗は，資金不足等の要因により計画から遅延した結果，

電力需給が逼迫し，平成 21年～平成 22年には，計画停電が実施される等，同国の経済・

社会活動に負の影響を与えており，本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きい。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

 調達手続き及び設計等に関するベトナム政府における承認手続きの遅延により，事業

遅延が発生したが，現在，事業は順調に進められている。 

(２)今後の対応方針  本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要因は解消され，また，事

業完成後は当初の見込み通りの効果が予測されることから，引き続き支援を継続してい

く。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index/ankeNZyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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南北鉄道橋梁安全性向上計画【ベトナム】 

施策所管局課 国別開発協力第一課 

評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 ベトナム 

(２)案件名 南北鉄道橋梁安全性向上計画 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

ハノイ～ホーチミン市間鉄道(南北鉄道・全長約 1,700km)で経年劣化の激しい 17 橋

梁の改修・架け替えを行うことにより，鉄道運行の安全性を向上し，また同区間の旅客・

貨物の輸送時間短縮を図るもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

・コンサルティングサービス 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 30日 

イ 供与限度額：82.22 億円 

ウ 金利：0.75％ 

エ 償還(据置)期間：40(12)年 

オ 調達条件：日本タイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

事業計画当初の平成 13 年の状況において，鉄道の貨物輸送(重量ベース)は全体の

4.4％，旅客輸送(人数ベース)では全体の 1.4％であった。現在においても，鉄道の輸

送力増強のため，南北鉄道の輸送安全性の向上及び輸送時間の短縮を図ることが大きな

課題となっており，本事業に関する社会的ニーズは引き続き大きいと考えられる。 

 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

調達手続きの遅延，及び技術検討等に関するベトナム政府における承認手続きの遅延

により，事業遅延が発生したが，現在，事業は順調に進められている。 

(２)今後の対応方針 本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要因は解消され，また，事

業完成後は当初の見込み通りの効果が予測されることから，引き続き支援を継続してい

く。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/anken/zyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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南部地域上水道整備計画(ドンナイ省及びバリア・ヴンタオ省)(第二期)【ベトナム】 

施策所管局課 国別開発協力第一課 

評価年月日 平成 26年４月 

１ 案件概要 

(１)供与国名 ベトナム 

(２)案件名 南部地域上水道整備計画(ドンナイ省及びバリア・ヴンタオ省)(第二期) 

(３)目的・事業内容 

＊閣議決定日，供与条件

などを含む 

外国からの直接投資に伴う経済発展により労働者人口が増加し都市化の進むドンナ

イ省，バリア・ヴンタウ省において，上水道を早期に整備することで都市化に対応した

生活環境の改善を図るとともに，民間投資活動を側面支援するもの。 

 

案件の内容 

・土木工事 

・コンサルティングサービス 

 

ア 閣議決定日：平成 16年３月 30日 

イ 供与限度額：33.08 億円 

ウ 金利：1.3％ 

エ 償還(据置)期間：30(10)年 

オ 調達条件：一般アンタイド 

２ 事業の評価 

(１)経緯・現状 ア 社会的ニーズの現状 

事業計画当初，都市化の進む地域において，工業団地群への工業用水の必要性，及び

その周辺の住宅地向けの生活用水の需要等が伸びており，ドンナイ省では 100,000m3/

日，バリア・ヴンタオ省では 500,000m3/日の給水量が必要とされていた。現在も，当

地域における上水道の早期整備は喫緊の課題であり，本事業に関する社会的ニーズに引

き続き大きい。 

イ 事業遅延に関する経緯・現状 

 用地取得の遅延により，事業遅延が発生したが，現在，事業は順調に進められている。 

(２)今後の対応方針 本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく，事業遅延の要因は解消され，また，事

業完成後は当初の見込み通りの効果が予測されることから，引き続き支援を継続してい

く。 

３ 政策評価を行う過程

において使用した資料等 

・交換公文 

・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/index/ankeNZyoukyou.html) 

・国際協力機構の案件検索 

(http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) 

・国際協力機構の事業事前評価表 

(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) 

・その他国際協力機構から提出された資料 
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成果重視事業 
 

 

成果重視事業 

 成果目標(Plan)－予算の効率的執行(Do)－厳格な評価(Check)－予算

への反映(Action)を実現する予算制度改革を定着させるための取組の

一つ。18年度予算から創設された(当初は「モデル事業」として実施)。 
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【成果重視事業】国際機関邦人職員の増強 

    国連企画調整課長  松田 賢一 

平成 26年８月 

 事務事業名  国際機関邦人職員の増強 

 事務事業の概要  

［成果重視事業の目標］ 

国連等国際機関において，より多くの邦人職員が，管理監督を行いあるいは専門的事項を処理する地位を

占めるようになること(平成 21 年１月～平成 26 年１月までの５年間で，国連等国際機関における邦人職員

数を 15％増加し 814名とする)。 

 

［目標設定の考え方］ 

国連等国際機関における邦人職員数の増加は，これら機関における人的な国際貢献の大きさを表すもので

あり，さらにこれら機関における意思決定に影響を及ぼす幹部職員レベルの邦人職員数の増加は，国際貢献

における我が国のプレゼンスの大きさを示すものである。旧事業目標(平成 16 年～平成 21 年１月までの５

年間で，国連等国際機関における専門職以上の邦人職員数を 10％増加し 671 名とする)と比べ，今後更なる

邦人職員増強に向けた取組を強化すべく，平成 21年１月～平成 26年１月までの５年間で，国連等国際機関

における邦人職員数を 15％増加し 814名とすることを事業目標として設定している。 

 

［事業計画期間及び 25年度予算額］ 

(期間)平成 21 年１月～平成 26年１月 

(予算額)12,748千円 

 

［手段と目標の因果関係］ 

国連等国際機関への就職に向けての広報及び情報提供により，国際機関勤務を希望する人材の裾野が拡大

する。また，国際機関勤務希望者に対して必要な機会・経験を付与し，また，その採用に向けて国際機関へ

働きかけを行うことは，国際機関に勤務する邦人職員数の増加に繋がるものである。 

 

［目標の達成度合いの判定方法・基準］ 

目標の達成度合い：Ｃ 

(判定方法) 

外務省において調査している国連等国際機関における邦人職員の在職状況は次のとおり。平成26年の邦人

職員数は770名(暫定値)で，５年間の増加率は8.8％と目標を達成できなかったが，進展はあった。 

年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

計 671 676 698 708 736 765 765 764 770 

うち幹部職員 58 61 58 65 67 77 74 76 77 

(基準) 

ランク 達成度合 評価 

Ａ 100% 達成 

Ｂ 75%以上 100%未満 概ね達成 

Ｃ 50%以上 75%未満 達成はしていないが進展あり 

Ｄ 25%以上 50%未満 一定の進展は見られるが不十分 

Ｅ 25%未満 進展していない 
 

 有効性(具体的成果) 

国連等国際機関への就職に向けての広報及び情報提供，また，研修コースやインターン等を通じた国際機

関勤務希望者への必要な機会・経験の付与及びその採用に向けての国際機関への働きかけを行ったことによ

り，近年国際機関勤務の邦人職員数が増加傾向にある(平成 14 年：521 人 → 平成 26 年：770 人)。着実に

これらの施策を実施することで，さらに中長期的に成果が現れることが期待できる。 

 

［予算執行の効率化・弾力化措置及び当該措置によって得られた効果］ 

○国庫債務負担行為 ○繰越明許費 ○目の大括り化 ○目間流用の弾力化 

(上記措置による効果)   

状況の変化に応じた予算執行を行うことが可能となった。 

 事業の総合的評価  
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 評価をするにあたり使用した資料  

外務省国際機関人事センターホームページ(http://www.mofa-irc.go.jp) 

 

  

○拡充強化 ○内容の見直し・改善 ○今のまま継続  ○縮小 ○終了・中止・廃止 

(理由と今後の方針) 

平成26年１月をもって事業期間が終了し，本成果事業は終了したが，国際機関における邦人職員増強の重

要性は参議院ODA特別委員会の附帯決議(平成25年５月22日)でも指摘され，平成26年６月の日本再興戦略改

定2014でも明記されており，今後新たな目標を設定の上，邦人職員増強のための諸策を行っていくこととし

たい。 

 

［目標達成状況が芳しくない場合の原因分析及び今後の方策］ 

平成21年から平成26年までの５年間で，邦人職員数は62名(8.8%)増加したものの，５年間で15％増加させ

るという成果重視事業としての目標は達成できなかった。当初の２年間は増加していたものの，その後は横

ばいとなっている。これは，邦人職員の増強の推進に取り組んではいたものの,定年退職者や，新規ポスト

を獲得できずに離職した者が相当数存在したことによるものであるため，今後，離職者数を上回る邦人職員

の増加に向けてより一層努力する。 
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【成果重視事業】領事業務の業務・システムの最適化事業 

領事局政策課長 飯田 慎一 

平成 26年８月 

 成果重視事業名  領事業務の業務・システムの最適化事業 

 成果重視事業の概要  

［成果重視事業の目標］ 

  「領事業務の業務・システム最適化計画」(22年度改定)に基づく，旅券システムの刷新を実施し，(17

年度予算比較)運用経費約 5.3億円の削減を見込む。 

 

［目標設定の考え方］ 

「領事業務の業務・システム最適化計画」(22 年度改定)において，領事業務全体で，年間運用経費約７

億円削減(改訂前約 5.5 億円)，年間業務処理時間 10.7 千時間短縮(改訂前約 5.8 千時間)の業務効率化を

目標とした。年間経費削減効果の内，約 5.3 億円は旅券システムの刷新に係る機器等借り上げ・保守経費

等であるところ，右達成のため，24 年度までに開発した旅券システムを 25年度に展開した。 

 

［事業計画期間及び 25年度予算額］ 

(期間) 

  事業計画期間 

・旅券システムの刷新：平成 22年 10月から平成 25年３月 

    ＊25 年度中は新旅券システム展開作業を実施。 

   (予算額)  546,248千円  

 

［手段と目標の因果関係］ 

 25年度は新旅券作成機の展開と合わせ，旅券システム端末等を旅券事務所・在外公館に展開し，新旅券シ

ステムの運用を開始する。 

 

［目標の達成度合いの判定方法・基準］ 

目標の達成度合い：Ａ 

 (判定方法) 

・25年度中に新旅券作成機展開と併せて，旅券システム刷新に端末等の展開を終了し，新旅券システムの

運用を開始したことにより，平成26年度末に出現が見込まれる最適化効果に向けた準備が整ったと考

えられるという点から判断した。 

(基準) 

ランク 達成度合 評価 

Ａ 100% 達成 

Ｂ 75%以上 100%未満 概ね達成 

Ｃ 50%以上 75%未満 達成はしていないが進展あり 

Ｄ 25%以上 50未満 一定の進展は見られるが不十分 

Ｅ 25%未満 進展していない 
 

 有効性(具体的成果) 

 25年度においては，予定どおり旅券システムの展開を終了した。 

 

［予算執行の効率化・弾力化措置及び当該措置によって得られた効果］ 

○国庫債務負担行為 ○繰越明許費 ○目の大括り化 ○目間流用の弾力化 

(上記措置による効果)   

 旅券システム刷新に係る複数年度のシステム開発契約が締結可能となった。 

 事業の総合的評価  

○拡充強化 ○内容の見直し・改善 ○今のまま継続  ○縮小 ○終了・中止・廃止 

 

(理由と今後の方針) 
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 評価をするにあたり使用した資料  

 

領事業務の業務・システム最適化計画(24年度実施状況報告書) 

領事業務の業務・システム最適化計画(効果・サービス指標) 

  

 本件事業が予定どおり終了したため。 

 

［目標達成状況が芳しくない場合の原因分析及び今後の方策］ 
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【成果重視事業】内部管理業務用ホストコンピュータシステムの再構築 

情報通信課長 大村 周太郎 

平成 26年８月 

 事務事業名  内部管理業務用ホストコンピュータシステムの再構築 

 事務事業の概要  

［成果重視事業の目標］ 

・「ホストコンピュータシステムの業務・システム最適化計画」に則り，ホストコンピュータ上で運用してい

る各種業務システムをオープンなシステムに移行させることを前提として再構築を行うことにより，システ

ム維持経費を年間３億円削減する。 

・また，「府省共通の人事・給与関係業務情報システム(人給共通システム)」を導入・移行することにより，

業務処理時間を年間 1500時間削減する。 

 

［目標設定の考え方］ 

ホストコンピュータ上で運用しているすべての業務システムの再構築を完了し，ホストコンピュータから脱

却する 22年度において，システム維持経費の削減を実現する。 

また，外務省の人事・給与等業務・システムについて，「人給共通システム」を導入・移行することにより，

業務処理時間の削減を実現する。 

なお，最適化計画の実施が完了する時期は，当初 19 年度末であったが，「人給共通システム」の最適化計

画改定により 27年度に延期されている。 

 

［事業計画期間及び平成 25年度予算額］ 

(期間)17 年度から 27年度まで 

(予算額)311百万円 

 

［手段と目標の因果関係］ 

IT技術の進展に応じて，プラットフォームのオープン化，パソコン等で利用可能な汎用パッケージの利用や

「人給共通システム」を導入・移行することにより，業務システムの再構築を行い，目標を達成する。 

 

［目標の達成度合いの判定方法・基準］ 

（判定方法） 

・ホストコンピュータ上で運用するすべての業務システムの再構築を完了し，ホストコンピュータから脱

却したことにより，システム維持経費の削減目標は22年度において実現している。 

・業務処理時間の削減目標の達成度合いは，「人給共通システム」の導入・移行が完了した後でなければ

判定できないが，それまでの間はこれを実現する同システムの構築が計画に応じて進んでいるかどうかを

もとに達成度合いを判定する。 

・平成25年度は，本番環境を利用したユーザ検証，及び業務レベルのFit&Gap分析を行い，「人給システ

ム」の導入スケジュールを決定することを目標とする。 
（基準） 

25年度においては，「人給共通システム」の導入スケジュールを決定するまでに至らなかったが，本番

環境を利用したユーザ検証，及び業務レベルのFit&Gap分析を進めることができたので，目標の達成度合

いは，以下のランクのＢである。 

ランク 達成度合 評価 

Ａ 100% 達成 

Ｂ 75%以上 100%未満 概ね達成 

Ｃ 50%以上 75%未満 達成はしていないが進展あり 

Ｄ 25%以上 50未満 一定の進展は見られるが不十分 

Ｅ 25%未満 進展していない 
 

 有効性(具体的成果) 

ホストコンピュータ上で運用するすべての業務システムの再構築を22年度までに完了し，ホストコンピュー

タから脱却したことにより，システム維持経費の削減を実現している。 

「人給共通システム」の導入・移行の完了後に，業務処理時間の削減目標を達成することが見込まれる。25

年度の進捗状況については，同システムのテスト環境を作成してユーザ検証を行い，システム分析，移行デー

タ分析及びFit&Gap調査を行った。また，同システムの導入スケジュール案を作成し，同システム事務局と協

議を行った。 
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［予算執行の効率化・弾力化措置及び当該措置によって得られた効果］ 

○国庫債務負担行為 ○繰越明許費 ○目の大括り化 ○目間流用の弾力化 

(上記措置による効果) 

 ホストコンピュータ上で運用するすべての業務システムの再構築を完了することができた。 

 事業の総合的評価  

○拡充強化 ○内容の見直し・改善 ○今のまま継続  ○縮小 ○終了・中止・廃止 

(理由と今後の方針) 

「人給共通システム」の導入・移行を完了することにより，業務処理時間の削減目標を達成することが見込

まれる。 

 

［目標達成状況が芳しくない場合の原因分析及び今後の方策］ 

「人給共通システム」の導入スケジュール案について，同システム事務局において検討中であり，回答が得

られていないことから，同スケジュールを決定するまでに至らなかった。今後，同事務局からの回答により協

議を行い，同スケジュールを決定する。 
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【成果重視事業】在外経理システムの整備 

在外公館課長 志水 史雄 

平成 26年８月 

 事務事業名  在外経理システムの整備 

 事務事業の概要  

［成果重視事業の目標］ 

 平成 21 年３月に策定した「在外経理システムの業務・システム最適化計画(改定版)」を実施することにより，

外務本省及び在外公館の会計担当者の負担軽減及び業務支援機能の強化による在外経理業務の簡素化・効率

化・合理化を推進する。 

 

［目標設定の考え方］ 

 月間勤務時間が 250 時間以上(サンプリング調査による推定値)となっている各在外公館の会計担当者の業務

量は，「在外経理システムの業務・システム最適化計画(改定版)」に基づく次期在外経理システムを 24年度以

降順次運用を開始することにより削減され，最終的に月間で約 38 時間の時間削減(15.2％の削減率，いずれも

試算値)が見込まれる。また経費については 24年度以降に最終的に年間延べ約 5300万円の経費の低減に相当す

る効果が見込まれる。 

 

［事業計画期間及び平成 25年度予算額］ 

(期間)18 年度～25年度 

(予算額)161百万円 

 

［手段と目標の因果関係］ 

次期在外経理システムの本格的な運用開始及び改修・機能改善 

25 年度において全在外公館における次期在外経理システムの運用が開始する。また，「在外経理システムの業

務・システム最適化計画(改定版)」に則したシステムの改修・機能改善をする。 

 

［目標の達成度合いの判定方法・基準］ 

目標の達成度合い：Ａ 

 (判定方法) 

 全在外公館における在外経理システムの運用が開始できたこと，また，次期在外経理システムの改修・機能

改善を実施し，他システムとのデータ連携が可能になったことから，達成度はＡとする。 

 (基準) 

ランク 達成度合 評価 

Ａ 100 達成 

Ｂ 75%以上 100%未満 概ね達成 

Ｃ 50%以上 75%未満 達成はしていないが進展あり 

Ｄ 25%以上 50未満 一定の進展は見られるが不十分 

Ｅ 25%未満 進展していない 
 

 有効性(具体的成果) 

次期在外経理システムの改修・機能改善を実施し，他システムとのデータ連携が可能となった。 

 

［予算執行の効率化・弾力化措置及び当該措置によって得られた効果］ 

○国庫債務負担行為 ○繰越明許費 ○目の大括り化 ○目間流用の弾力化 

(上記措置による効果)   

21年度において，次期在外経理システム開発予算を国庫債務負担行為としたことにより， 21年度から23年度

末までの間のシステム開発を可能とし，サーバ本省集約化による業務の省力化等が実現することになった。 

22年度において，次期在外経理システムのサーバ賃貸借予算を国庫債務負担行為としたことにより，22年度

から平成26年度末までのシステム維持・運用経費の計画的な予算執行が可能となった。 

24年度において，次期在外経理システム等に係る運用支援業務予算を国庫債務負担行為としたことにより，

24年度から26年度末までの間システムの運用支援体制を整えることができた。 

 事業の総合的評価  

○拡充強化 ○内容の見直し・改善 ○今のまま継続  ○縮小 ○終了・中止・廃止 

(理由と今後の方針) 

「在外経理システムの業務・システム最適化計画(改定版)」に基づき，25年度において全在外公館にて次期
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在外経理システムの運用が本格的に開始された。また，同システムの小規模な改修及び機能追加・改善を実施

したことにより，最適化計画(改定版)にある目標値をおおむね達成できた。今後，システムの小規模な改修や

機能改善等を引き続き実施することにより，更なる業務時間及び経費の削減が可能であることから，達成が見

込まれる。 

 

［目標達成状況が芳しくない場合の原因分析及び今後の方策］ 

 

 

 評価をするにあたり使用した資料  

電子政府構築計画(平成 16年６月 14日改訂 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定) 

外務省電子政府構築計画(平成 15年７月 17日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)) 

ホストコンピュータシステムの業務・システム最適化計画書(平成 18 年３月 30 日 外務省情報化推進委員

会決定) 
在外経理システムの業務・システム最適化計画(平成 18年３月 31日改訂外務省情報化推進委員会決定) 
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［事前評価］(参考) 
 

事前評価は，次のホームページに掲載されている。 

・無償資金協力及び有償資金協力： 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ODA/shiryo/index_hyouka05.html 
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25 年度に実施した政策評価法に基づく事前評価案件一覧表 

１ 無償資金協力  

政策評価法及び関連政令に基づき，E/N供与限度額 10 億円以上の無償資金協力プロジェクトについて，事前評価を

行っています。 

国名 案件 交換公文署名日 

(日本時間) 

モザンビーク共和国 ナンプラ州モナポ初等教員養成校建設計画 平成 25 年４月 26 日 

ガーナ共和国 配電設備整備計画 平成 25 年５月６日 

マラウイ共和国 リロングウェ中等教員養成校建設計画 平成 25 年５月 16 日 

シエラレオネ共和国 配電網緊急改修計画 平成 25 年５月 22 日 

ラオス人民民主共和国 タケク上水道拡張計画 平成 25 年５月 23 日 

ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン市上水道施設緊急整備計画 平成 25 年５月 26 日 

モーリタニア・イスラム共和国 ヌアディブ漁港拡張整備計画 平成 25 年５月 26 日 

カンボジア王国 コンポンチャム及びバッタンバン上水道拡張計画 平成 25 年６月５日 

モーリシャス共和国 気象レーダーシステム整備計画 平成 25 年６月 10 日 

リベリア共和国 モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 平成 25 年６月 10 日 

エチオピア連邦民主共和国 第四次幹線道路改修計画 平成 25 年６月 10 日 

ギニア共和国 国道一号線橋梁改修計画 平成 25 年６月 12 日 

モザンビーク共和国 イレ－クアンバ間道路橋梁整備計画 平成 25 年６月 14 日 

タンザニア連合共和国) タザラ交差点改善計画 平成 25 年６月 18 日 

ブータン王国 サルパン県タクライ灌漑システム改善計画 平成 25 年６月 27 日 

ウガンダ共和国 第三次地方電化計画 平成 25 年７月４日 

ケニア共和国 ナロック給水拡張計画 平成 25 年７月 10 日 

ケニア共和国 バリンゴ郡村落給水計画 平成 25 年７月 10 日 

キルギス共和国 ビシュケク－オシュ道路クガルト川橋梁架け替え計

画 

平成 25 年７月 11 日 

ザンビア共和国 ルサカ郡病院整備計画 平成 25 年７月 17 日 

東ティモール民主共和国 モラ橋護岸計画 平成 25 年８月 15 日 

ミクロネシア連邦 国内海上輸送能力向上計画 平成 25 年８月 27 日 

ツバル 貨物旅客兼用船建造計画 平成 25 年９月 17 日 

パプアニューギニア独立国 マダン市場改修計画 平成 25 年 10 月 25 日 

タンザニア連合共和国 ダボラ州水供給計画 平成 25 年 11 月 11 日 

ニジェール共和国 中学校教室建設計画 平成 25 年 11 月 19 日 

ウガンダ共和国 西部ウガンダ地域医療施設改善計画 平成 25 年 11 月 28 日 

東ティモール民主共和国 ブルト灌漑施設改修計画 平成 25 年 12 月６日 

カンボジア王国 国道一号線改修計画(第４期) 平成 25 年 12 月 15 日 

インド チェンナイ小児病院改善計画 平成 26 年１月 25 日 

アフガニスタン・イスラム共和

国 

カブール国際空港保安機能強化計画 平成 26 年２月４日 

スーダン共和国 ハルツーム州廃棄物管理能力向上計画 平成 26 年２月 20 日 

サモア独立国 都市水道改善計画 平成 26 年２月 24 日 

ラオス人民共和国 環境的に持続可能な都市における廃棄物管理改善計

画 

平成 26 年３月４日 

ラオス人民共和国 南部地域前期中等教育環境改善計画 平成 26 年３月４日 

ヨルダン・ハシェミット王国 北部地域シリア難民受入コミュニティ水セクター緊

急改善計画 

平成 26 年３月 13 日 

マラウイ共和国 第三次中等学校改善計画 平成 26 年３月 17 日 

ミャンマー連邦共和国 カヤー州ロイコー総合病院整備計画 平成 26 年３月 24 日 

セネガル共和国 ダカール州郊外中学校建設計画 平成 26 年３月 25 日 

フィリピン共和国 台風ヨランダ災害復旧・復興計画 平成 26 年３月 25 日 

カンボジア王国 国立母子保健センター拡張計画 平成 26 年３月 26 日 
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２ 有償資金協力 

政策評価法及び関連政令に基づき，E/N供与限度額 150億円以上の有償資金協力プロジェクトについて，事前評価

を行っています。 

国名 案件 交換公文署名日 

(日本時間) 

ミャンマー連邦共和国 貧困削減地方開発計画(フェーズ１) 平成 25 年５月 26 日 

ミャンマー連邦共和国 ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ１) 平成 25 年５月 26 日 

インド ムンバイメトロ三号線建設計画 平成 25 年５月 29 日 

ウズベキスタン共和国 ナボイ火力発電所近代化計画 平成 25 年８月 22 日 

インド インド工科大学ハイデラバード校整備計画(フェー

ズ２) 

平成 25 年 11 月 12 日 

コスタリカ共和国 グアナカステ地熱開発セクターローン 平成 25 年 11 月 20 日 

ベトナム社会主義共和国 ハノイ市環状３号線整備計画(マイジック－タンロ

ン南間) 

平成 25 年 12 月 15 日 

ベトナム社会主義共和国 ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設計画

(第三期) 

平成 25 年 12 月 15 日 

カーボヴェルデ共和国 サンティアゴ島上水道システム整備計画 平成 25 年 12 月 20 日 

モザンビーク共和国 マプト・ガス複合式火力発電所整備計画 平成 26 年１月 12 日 

トルコ共和国 ボスポラス海峡横断地下鉄整備計画(Ⅱ) 平成 26 年１月 17 日 

イラク共和国 港湾整備計画(第二期 平成 26 年２月 16 日 

インドネシア共和国 ジャワ南線複線化計画(第四期) 平成 26 年２月 18 日 

インドネシア共和国 ジャカルタ首都圏鉄道輸送能力増強計画 平成 26 年２月 18 日 

ベトナム社会主義共和国 南北高速道路建設計画(ダナン-クアンガイ間)(第二

期) 

平成 26 年３月 18 日 

ベトナム社会主義共和国 南北高速道路建設計画(ホーチミン-ゾーザイ間 平成 26 年３月 18 日 

ベトナム社会主義共和国 ラックフェン国際港建設計画(港湾)(第二期) 平成 26 年３月 18 日 

ベトナム社会主義共和国 ラックフェン国際港建設計画(道路・橋梁)(第二期) 平成 26 年３月 18 日 

ベトナム社会主義共和国 タイビン火力発電所及び送電線建設計画(第二期 平成 26 年３月 18 日 

スリランカ民主社会主義共和国 ケラニ河新橋建設計画 平成 26 年３月 28 日 

パラグアイ共和国 東部輸出回廊整備計画 平成 26 年３月 29 日 

インド デリー高速輸送システム建設計画(フェーズ３)(第

二期) 

平成 26 年３月 31 日 

インド 新・再生可能エネルギー支援計画(フェーズ２) 平成 26 年３月 31 日 

インド 中小零細企業・省エネ支援計画(フェーズ３) 平成 26 年３月 31 日 

インド ハリヤナ州配電設備改善計画 平成 26 年３月 31 日 

インド アグラ上水道整備計画(Ⅱ) 平成 26 年３月 31 日 
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